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平成２３年第２回志布志市議会定例会 

 

１．会期日程 

月 日 曜日 種 別 内      容 

６月６日 月 本会議 開会 会期の決定 議案上程 

７日 火 本会議 一般質問 

８日 水 本会議 一般質問 

９日 木 本会議 一般質問 

１０日 金 本会議 一般質問 

１１日 土 休 会  

１２日 日 休 会  

１３日 月 委員会 (各常任委員会) 

１４日 火 休 会  

１５日 水 休 会  

１６日 木 休 会  

１７日 金 休 会  

１８日 土 休 会  

１９日 日 休 会  

２０日 月 休 会  

２１日 火 休 会  

２２日 水 休 会  

２３日 木 休 会  

２４日 金 休 会  

２５日 土 休 会  

２６日 日 休 会  

２７日 月 休 会  

２８日 火 本会議 委員長報告・採決  閉会 
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２．付議事件 

番号 事   件   名 

報告第１号 繰越明許費繰越計算書について 

報告第２号 事故繰越し繰越計算書について 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（志布志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について） 

承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

（志布志市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について） 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成22年度志布志市一般会計補正予算（第15号）） 

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成22年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第３号）） 

承認第５号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）） 

承認第６号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成23年度志布志市一般会計補正予算（第１号）） 

承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

（志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

議案第40号 志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第41号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第42号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

議案第43号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号） 

議案第44号 工事請負契約の変更について 

議案第45号 工事請負契約の変更について 

議案第46号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

議案第47号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第３号） 

同意第３号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

陳情第２号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択について 

発議第５号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関する意見書の提出につい

て 

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

議員派遣の決定  

閉会中の継続調査申し出について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・産業建設常任委員長・議会運営委員長） 
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３.一般質問 

 

質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

１ 防災対策について ⑴ 補正予算で防災専門の嘱託職員を配置し、防

災計画等の見直しが計画されているが、今後は

更に危機管理対策室を設置し、総合的な危機管

理体制の整備を図るべきではないか。 

⑵ 本市は被災者支援システムの利用許可証を

受けているが、システムの構築及び運用へ向け

た取り組み状況について示せ。 

⑶ 災害発生時、学校施設は地域住民のための応

急的な避難所ともなる役割を担っている。小・

中学校の防災機能向上へ向けた取り組みにつ

いて示せ。 

市 長

 

 

 

 

 

 

教育委員長

２ 節電対策と熱中症

対策について 

⑴ 今夏は節電が求められる一方で猛暑の予測

が出ているが、市民の節電対策、熱中症対策に

はどのように取り組むのか。併せて小・中学校

現場の対策も示せ。 

市 長

教育委員長

３ セクハラ・パワハ

ラ対策について 

⑴ 市役所では職員・嘱託職員・臨時職員へのセ

クシャルハラスメント、パワーハラスメントの

防止対策及び排除はしっかり行われているの

か。 

市 長

１小野広嗣 

４ 子育て支援につい

て 

⑴ 子育て支援関連情報を一元化するネットワ

ークを形成し、子育て支援サービスを利用しや

すくする仕組みを構築するべきではないか。 

市 長

２平野栄作 １ 地域情報通信基盤

整備推進事業につい

て 

⑴ 本事業の推進に当たって、市民に対する説明

が不十分な面が多いと感じる。内部での検討の

在り方及びそれらの情報発信の在り方につい

てどのように考えているか。 

⑵ 行政告知放送の運営体制並びに告知内容は

どのようなものを考えているか。 

⑶ 基盤整備完了後どのような活用を図ってい

くのか。 

市 長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

２平野栄作 ２ 市職員の安全運転

管理体制について 

⑴ 安全運転管理事業所としての取り組み状況

は。 

⑵ 物損事故等の場合、被害者側の補償を最優先

すべきと考えるが、市長の認識を問う。 

市 長

３藤後昇一 

 

１ 防災対策について 

 

３月11日午後２時46分に発生した東日本大震

災は、マグニチュード9.0、最大震度７という未

曽有の巨大地震と津波が東北・関東地方を襲い、

５月29日現在で、被害は12都道県に及び、死者

15,269人、行方不明者8,526人、計23,795人にも

達する甚大なる規模の大災害となった。福島第１

原発の原子力災害も加わり、今なお18都道県の

2,400もの避難所で、約10万人の人々が過酷な避

難生活を強いられている。 

⑴ この想定外の大自然の惨状を受けて、当然の

ことながら国、都道府県、市町村の全てが防災

対策の抜本的な見直しを迫られている。本市に

とってもこのことは喫緊の最重要課題であり

早急に取り組むべきと考えるが、市長の考え方

を問う。 

⑵ またその前提として、本市の置かれた地理

的・気象的環境をどのように認識し、それに対

する防災対策の現状をどのように自己評価し

ているのか。 

⑶ 今後の防災対策の抜本的かつ実効ある構築

には、それ等を検証することが不可欠であると

考える。そのことを踏まえて、新たな防災対策

をどのように進めていくのか、その方向性もし

くは見通しを示せ。 

市 長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

２ 防災教育について 今回の東日本大震災では、学校現場での防災教

育の取り組みの有り様が、そのまま児童・生徒の

尊い犠牲や被害状況の結果に反映されているよ

うに考える。また、被災後の避難所での中学生や

小学生のボランティア活動は、「レスキュー隊」

と呼ばれるほどに活躍し、成果を上げている。ま

さに日頃の防災教育や避難訓練の賜物である。 

⑴ そこで、本市の防災教育や避難訓練の現状と

評価を問う。 

⑵ また、そのことを踏まえての今後の防災教育

と避難訓練の在り方や方向性を問う。 

教育委員長３藤後昇一 

３ 災害弱者対策につ

いて 

⑴ 台風の巨大化やゲリラ豪雨の多発化が非常

に危惧されている現状で、要援護者を含む災害

弱者対策はますます急務となっている。本市の

現状とその対策の在り方を問う。 

市 長

１ 防災行政について ⑴ 現在、志布志町、有明町、松山町の各方面隊

に消防無線機は何台ずつ配備されているのか。

また、現在使用しているか。 

⑵ 消防無線機の運用について充実を図る考え

はないか。 

市 長４本田孝志 

２ 防災会議について ⑴ 防災会議のメンバーは誰か 

⑵ 防災会議の役割と各機関・団体の連携はどの

ようになっているのか。 

市 長

５金子光博 １ 農政について  施設園芸の燃料高騰対策について 

⑴ Ａ重油価格の推移と農家経営への影響はど

うであったか。 

⑵ ヒートポンプの導入が有効と考えられるが、

市としてどう認識しているか具体策を示せ。 

市 長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

６岩根賢二 １ 防災行政について ⑴ 東日本大震災を踏まえ防災計画の見直しが

予定されているが、特に次の各項目についての

考え方を問う。 

 ①津波発生時の避難場所、避難方法、避難経路

の確保 

  等 

 ②自主防災組織の在り方 

 ③避難訓練の在り方 

 ④災害時の通信の在り方 

 ⑤諸業界（業種）や他自治体との災害協定の在

り方 

市 長

教育委員長

１ 地域振興策につい

て 

⑴ サッカーフェスティバルを志布志市の行事

として取り組み、地域経済やスポーツ振興の活

性化を図る考えはないか。 

市 長

教育委員長

７長岡耕二 

２ 畑かん事業につい

て 

⑴ 畑かん事業の給水栓設置事業で手直し工事

が必要な所が多く発生しており、農家負担が大

きい。市からの助成は考えられないか。 

市 長

８丸山  一 １ 防災行政について ⑴ 東日本大震災の教訓を生かして 

①市内自主防災組織の確立について問う。 

②防災マップの見直しと津波ハザードマップ

の周知徹底について問う。 

③緊急時の連絡は大丈夫か。道路整備について

問う。 

④津波避難訓練の実施状況は。 

⑤市内に津波想定高を提示する考えはないか。 

⑥避難場所を確立して市民に提示すべきでは

ないか。 

⑦河川堤防のかさ上げを県に進言すべきでは

ないか。 

⑧湾岸道路建設の進捗状況を示せ。 

⑨通山小学校などを高台に移転したらどうか。 

市 長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

１ 人事異動について ⑴ 人事異動に対して基本的な考え方を問う。 

⑵ 嘱託職員（公民館主事を含む）に対しての考

え方を問う。 

市 長

教育委員長

２ ブランド推進につ

いて 

⑴ 市長の思うブランド推進とは何か。 

⑵ 企業との連携をどのように考えているのか。 

⑶ 環境日本一と、志布志港にある公衆トイレの

現状をどう考えるか。 

市 長

９西江園 明 

３ 地域情報通信基盤

整備推進事業につい

て 

⑴ 難視聴地区へはＮＨＫから補助があるとの

ことだが補助のない地区がある。同じ見解か。 

⑵ 行政告知端末器、ケーブルテレビの加入状況

と工事の進捗状況を問う。 

 ①申込み遅れ世帯への対策はどうなっている

のか。 

 ②道路占用等、設計業者と施工業者と役所の連

携は取られているのか。 

⑶ 工事の出来高を問う。 

⑷ 裁判の進捗状況を問う。 

⑸ 裁判費用について問う。 

市 長

１ 穀物バルク港の選

定を受けて 

⑴ 今後の道路アクセスの取り組みについてど

のように考えているか。 

 ①都城志布志道路 

 ②東九州自動車道 

 ③国道220号（バイパス） 

⑵ 航路指定について問う。 

市 長10東  宏二 

２ グラウンドゴルフ

場について 

⑴ ふれあい広場をグラウンドゴルフ専用場と

して位置付けできないか。 

市 長

教育委員長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

１ 社会福祉について ⑴ 島根県の海士町と広告会社が共同で新しい

母子手帳を作成し好評とのことである。先例に

ならい本市独自の新しい母子手帳を作成する

考えはないか。 

市 長

２ 教育環境について ⑴ 地球温暖化の影響で毎年猛暑が予想される。

運動会を初夏に実施するところが増えている。

そこで、本市も来年度から、特に小学校など実

施できないか。 

市 長

教育委員長

３ 男女共同参画につ

いて 

⑴ 第２次男女共同参画基本計画の⑩の重点事

項のうち、⑤新たな分野への取り組みとして、

防災（災害復興を含む）における男女共同参画

を推進とある。この視点に立って関連施策を立

案し実施していく必要がある。平成23年度志布

志市男女共同参画事業計画の中に予定されて

いるのか。また、東日本大震災を受け、防災計

画も見直されると思うが、そこにどのように反

映させるのか。 

市 長

11鶴迫京子 

４ 公共用地の先行取

得について 

⑴ 公共用地の先行取得についての市長の見解

と、本市で取得する計画があるか。 

⑵ 紀州造林跡地を先行取得して公共用施設建

設のため、また無秩序な開発防止のため将来を

展望したまちづくり推進を図るべきと考える

がどうか。 

市 長

12小園義行 １ 政治姿勢と防災に

ついて 

⑴ ３月議会での串間市の原発に対する住民投

票に関する答弁について、その後の福島原発の

状況を受けてどう考えているか。 

⑵ 防災計画の見直しの考えはどうか。 

⑶ 学校教育の中で、原発に対する学習の在り方

はどうか。 

市 長

 

 

 

教育委員長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

２ 国保について ⑴ 22年度の決算の状況はどうか。 

⑵ 国保の広域化に向けての考え方はどうか。 

⑶ 医療費のお知らせで誤った請求があった場

合の対応はどうか。 

市 長

３ 児童福祉について ⑴ 新システムへの移行が議論されているが考

え方を問う。 

⑵ 延長保育等に対する考え方を問う。 

市 長

教育委員長

４ 学校教育について ⑴ 給食費の徴収方法については特別に問題は

ないか。 

教育委員長

12小園義行 

５ 地域情報通信基盤

整備推進事業につい

て 

⑴ 施設の維持管理の在り方について問う。 市 長

１ 災害対策について ⑴ 今回の東日本大震災から学ぶべき教訓とし

て、今一番考えていることは何か。 

⑵ 今回の未曽有の災害を踏まえ、住民の円滑な

避難など安全確保についての対応をどのよう

に考えているか。 

⑶ 今回の東日本大震災で庁舎ごと流され自治

体の機能ができない現実があるが、本庁舎を新

たに消防署建設予定地周辺に設置する考えは

ないか。 

⑷ 市営住宅の設置はどのように考えているか。 

市 長13下平晴行 

２ 原子力発電所の在

り方について 

⑴ 原子力発電所の安全神話が根底から崩れた

現状についてどのように考えているか。また、

今後の電力需給についてどのような取り組み

を考えているか。 

⑵ 想定外は何事にも付いてまわる。今回の原発

事故を想定外として受け止めているか。 

市 長
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質 問 者 件   名 要           旨 
質  問  の

相 手 方

３ 福祉対策について ⑴ 八代市で高齢者や障害者を支えるためシル

バー人材センターを活用して「ワンコインなが

いきサポート事業」を実施して好評を得ている

が、導入する考えはないか。 

市 長13下平晴行 

４ 教育行政について ⑴ 旧八野小学校跡地等の利活用及び備品・付属

設備等の活用はどのように考えているか。 

市 長

教育委員長
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平成２３年第２回志布志市議会定例会（第１号） 

期 日：平成23年６月６日（月曜日）午前10時00分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 報告 

日程第４ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

日程第５ 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について 

日程第６ 報告第２号 事故繰越し繰越計算書について 

日程第７ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（志布志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て） 

日程第８ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

（志布志市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第９ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成22年度志布志市一般会計補正予算（第15号）） 

日程第10 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成22年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第３号）） 

日程第11 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）） 

日程第12 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成23年度志布志市一般会計補正予算（第１号）） 

日程第13 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

（志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第14 議案第40号 志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第15 議案第41号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第16 議案第42号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

日程第17 議案第43号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号） 

日程第18 同意第３号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 
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出席議員氏名（23名） 

１番 平 野 栄 作 ２番 下 平 晴 行 

３番 西江園   明 ４番 丸 山   一 

５番 玉 垣 大二郎 ６番 坂 元 修一郎 

７番 鶴 迫 京 子 ８番 藤 後 昇 一 

９番 毛 野   了 １０番 立 平 利 男 

１１番 本 田 孝 志 １２番 立 山 静 幸 

１３番 小 野 広 嗣 １４番 長 岡 耕 二 

１５番 金 子 光 博 １６番 林   勇 作 

１７番 岩 根 賢 二 １８番 東   宏 二 

１９番 小 園 義 行 ２０番 上 村   環 

２１番 鬼 塚 弘 文 ２２番 丸 﨑 幹 男 

２４番 野 村 公 一 

───────────── ○ ───────────── 

欠席議員氏名（１名） 

２３番 福 重 彰 史 

───────────── ○ ───────────── 

地方自治法第121条の規定により出席した者の職・氏名 

市 長   本 田 修 一 副 市 長   清 藤   修 

教 育 長   坪 田 勝 秀 総 務 課 長   溝 口   猛 

情報管理課長   徳 満 裕 幸 企画政策課長   武 石 裕 二 

財 務 課 長   野 村 不二生 港湾商工課長   萩 本 昌一郎 

市民環境課長   竹之内 宏 史 税 務 課 長   小  一 海 

福 祉 課 長   木 屋 成 久 保 健 課 長   若 松 光 正 

農 政 課 長   上 原   登 耕地林務水産課長   井 手 佐喜雄 

畜 産 課 長   山 田 勝 大 建 設 課 長   中 迫 哲 郎 

松山支所長   溝 口 敏 久 志布志支所長   外 山 文 弘 

水 道 課 長   木佐貫 一 也 会計管理者   中 﨑 秀 博 

農業委員会事務局長   堀 苑 智 之 教育総務課長   津 曲 兼 隆 

学校教育課長   金 久 三 男 生涯学習課長   米 元 史 郎 

───────────── ○ ───────────── 

議会事務局職員出席者 

事 務 局 長   今 井 善 文 次長兼議事係長   仮 重 良 一 

調査管理係長   坂 元 正 知 議  事  係   武 田 賢一郎 
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午前10時00分 開会 開議 

○議長（上村 環君） ただいまから、平成23年第２回志布志市議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上村 環君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、小園義行君と鬼塚弘文君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 会期の決定 

○議長（上村 環君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月28日までの23日間にしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月28日までの23日

間に決定しました。 

──────○────── 

日程第３ 報告 

○議長（上村 環君） 日程第３、報告を申し上げます。 

 昨日までに受理しました陳情は、お手元に配付の陳情文書表のとおりであります。陳情第２号

につきましては、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

 次に、地方自治法第243条の３第２項の規定により、志布志市土地開発公社から平成22年度事業

報告及び決算書、平成23年度事業計画及び予算書、並びに監査委員から監査報告書が提出されま

したので配付いたしました。 

 また、議会運営委員長から報告書が提出されましたので配付いたしました。参考にしていただ

きたいと思います。 

──────○────── 

日程第４ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（上村 環君） 日程第４、鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、県内市町村の長及び議員のうちから市長区分６

人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、町村議会議員区分４人から構成されています。 

 現在の広域連合議会議員が、平成23年７月１日をもって任期満了となることから、選挙の告示

を行い、候補者の届け出を締め切ったところ、市議会議員から選出すべき人数を超える７人の候

補者がありましたので、広域連合規約第８条第２項の規定により選挙を行います。 

 この選挙は、同条第４項の規定により、全ての市議会の選挙における得票総数の多い順に当選

人を決定することになりますので、会議規則第33条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選
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人の報告及び当選人の告知は行えません。 

 そこでお諮りします。選挙結果の報告については、会議規則第33条の規定に関わらず、有効投

票のうち候補者の得票数までを報告することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、選挙結果の報告については、会議規

則第33条の規定に関わらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定しました。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

○議長（上村 環君） ただいまの出席議員数は23人です。 

 次に、立ち会い人を指名します。会議規則第32条の規定によって、立ち会い人に鶴迫京子君及

び藤後昇一君を指名します。 

 候補者名簿を配ります。 

（候補者名簿配付） 

○議長（上村 環君） 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票用紙を配ります。念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○議長（上村 環君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（上村 環君） 異常なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票を

お願いたします。 

○議会事務局長（今井善文君） それでは、順にお願いいたします。１番、平野栄作議員。２番、

下平晴行議員。３番、西江園明議員。４番、丸山一議員。５番、玉垣大二郎議員。６番、坂元修

一郎議員。７番、鶴迫京子議員。８番、藤後昇一議員。９番、毛野了議員。10番、立平利男議員。

11番、本田孝志議員。12番、立山静幸議員。13番、小野広嗣議員。14番、長岡耕二議員。15番、

金子光博議員。16番、林勇作議員。17番、岩根賢二議員。18番、東宏二議員。19番、小園義行議

員。21番、鬼塚弘文議員。22番、丸﨑幹男議員。24番、野村公一議員。20番、上村環議員。 

○議長（上村 環君） 投票漏れはありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 
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○議長（上村 環君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。鶴迫京子君、藤後昇一君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開票） 

○議長（上村 環君） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数23票、有効投票23票、無効投票０票。有効投票のうち、持留良一君７票。山下親志君

１票。下本地隆君15票。以上のとおりです。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

──────○────── 

日程第５ 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について 

○議長（上村 環君） 日程第５、報告第１号、繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。 

 報告の内容について説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 報告内容の説明を申し上げます。 

 報告第１号、繰越明許費繰越計算書について説明を申し上げます。 

 平成22年度志布志市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰越計算書のとおり翌

年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により御報告申し上げます。 

 詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○財務課長（野村不二生君） それでは、報告第１号、繰越明許費繰越計算書について、補足し

て説明を申し上げます。 

 一般会計の平成22年度から平成23年度への繰越明許費の繰越額が確定しましたので報告申し上

げます。 

 今回の繰越明許費は、地域活性化交付金のきめ細かな交付金、光をそそぐ交付金等の国の補正

予算に係る事業が主なものでありまして、22件の総額４億9,088万7,000円でございます。 

 なお、繰り越し理由、進捗状況、完成の見通しにつきましては、お配りしてあります付議案件

説明資料の１ページから３ページを御覧ください。 

 まず、国の補正予算に係る事業につきまして、年度内のその支出が終わらなかったため、それ

ぞれ繰り越したものでございます。事業数は18事業を繰り越しておりまして、翌年度繰越額の総

額が４億513万9,000円となっております。 

 事業名を申し上げますと、２款、総務費の志布志支所庁舎玄関デッキタイル張替工事807万5,000

円、同じく男女共同参画及びＤＶ防止に関する住民意識調査事業135万8,000円。 

 ６款、農林水産業費で、市単独土地改良事業4,260万円、同じく市単独林道舗装事業3,345万6,000

円。 

 ７款、商工費で、やっちく倉庫建設事業2,141万6,000円。 

 ８款、土木費で、市道等維持整備事業9,000万円、同じく市単独道路維持事業5,000万円。 
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 10款、教育費で、教職員住宅改築事業1,520万円、同じく小学校図書購入事業495万円。 

 以下、教育費でございます。 

 小学校施設改修事業2,250万円、小学校図書管理システム整備事業520万円、中学校図書購入事

業225万円、中学校図書管理システム整備事業250万円、条例公民館改修事業3,096万円、農村環境

改善センター整備事業3,160万円、条例公民館等備品購入事業1,868万9,000円、図書館利用促進施

設整備事業839万3,000円、しおかぜ公園施設整備事業1,599万2,000円となっております。 

 残りの４件につきましては、２款、総務費の地域情報通信基盤整備推進事業1,014万8,000円に

つきましては、当初想定以上の自営柱が発生し、用地交渉や建柱工事に時間を要しましたので、

年度内完成が見込まれないため、電柱共架・添架使用料の一部を繰り越したものでございます。 

 飛びまして、８款、土木費の社会資本整備総合交付金事業1,840万円と市単独道路改良事業4,250

万円につきましては、用地交渉及び補償交渉に時間を要し、年度内に完了、完成しなかったため

繰り越したものでございます。 

 ９款、消防費の志布志消防署（仮称）建設事業1,470万円につきましては、消防署との協議等に

時間を要し、年度内にその支出が終わらなかったため繰り越したものでございます。 

 以上が平成22年度志布志市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書についての説明でございます

が、繰越財源の内訳としまして、既収入特定財源が全額市債で28万7,000円でございます。 

 また、未収入特定財源が３億2,880万5,000円、このうち国庫支出金が２億5,480万5,000円、市

債が7,400万円でございます。 

 また、一般財源が１億6,179万5,000円でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） ただいまの説明に対し、質疑があれば許可をいたします。質疑はありま

せんか。 

○２番（下平晴行君） 今、説明がありましたけれども、この国の補正予算に係る事業について

は、これは仕方ないと言えば仕方ないんですけれども、特にこの土木費、市単独道路改良事業。 

 例えば、農道でありますと地権者の承諾等をもらって工事に進めるわけですが、市道について

は、改良事業については、恐らくそこ辺がどうなっているのか分かりませんが、予算を本来であ

れば繰り越し理由、もっともらしく用地調査及び地権者との調整に時間がかかったと、このこと

をですね、これで「ああいいですよ」って終わっていいのかどうかというふうに思うわけです。

この一連の事業の進め方をどのようにしてきたのかですね、そこをちょっとお願いいたします。 

○建設課長（中迫哲郎君） 市単独の改良事業の進め方といたしましては、今回３か所の繰り越

しを明繰をお願いしていたところでございますが、いずれの箇所におきましても測量、設計を行

いまして、用地の確定を行いまして、それから用地交渉を行ってから工事の発注ということにな

りまして、どうしてもそういう計画の中で若干不測の日数を要したということで工事の発注が遅

れてきまして繰り越しとなったところでございます。 

 既に、ここにも書いてございますとおり、中段・太田尾段線、市ノ原・山口田線は５月31日に
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検査も完了しております。それから、一丁田・宇都鼻線につきましては、７月に事業完了予定と

いうことで進めているわけでございますが、単年度で計画から用地交渉、工事の発注ということ

で遅れたところでございます。 

○２番（下平晴行君） 課長が説明するのはよく分かるんですが、単独予算であるわけでありま

すので、４月に入ったらすぐ設計等の事業が進めるわけですよね。私はやはり事業が遅れるのは、

特に国・県の補助事業の場合は当然といいますか、遅れてもやむを得んというふうに思うわけで

ありますが、補助金申請して、そして決定をみて、確定して決定がみたときに事業はできるわけ

でありますけれども、単独の場合は１四半期にどれだけ、今年もそうであります。もう23年度が

４月から始まっているわけですけれども、この進捗状況がどうなのかなというふうに疑問視する

わけであります。 

 課長が説明するのはよく分かるんですけれども、その事業に着手したのはいつなのか、その設

計なり、そして地権者との交渉、そこ辺の流れをちょっともう１回教えてください。 

○建設課長（中迫哲郎君） お答え申し上げます。 

 申し訳ございませんけど、ちょっとここに手元の資料を持ってないもんですから、後もって説

明申し上げます。 

 この事業につきましては、いずれも起債の関係がございまして、起債の申請を行ってからの事

業着手ということになりますので、若干ですね、起債申請が例年５月頃行いますので、それを待

ってからの工事の着手というようなことでは御理解願いたいと思います。後もって工事の契約発

注はお知らせいたします。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○24番（野村公一君） まず市長にお伺いをしておきますが、今回明繰でこういう数多くのもの

が出てきたと、中で４点だけは来年の２月締めの頃に終了は予定されていると。こういう事業を

されて、あなたは議会に対してどういう迷惑を掛けておると思われますか、その点をお伺いして

おきます。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 市道等の建設につきましては、各年度で特に過疎計画等に基づき計画を立てて、そして予算の

裏付けをして執行をしていくということになるわけでございますが、そのことに基づいて年度当

初、その路線についての計画を立てて、そしてそれぞれ取り組むということにしているところで

ございます。 

 年間の中で業務が偏らない形で、そして年度内に全ての事業が完了するということの計画を立

てて取り組むということであるところでございますが、ただいま担当課長の方から説明がありま

したように、一部路線について事業が完了できなかったということについては、誠に申し訳なく

思うところでございます。 

 そしてまた、今回このような形で24年２月までに事業完了予定ということでお示ししたという

ことについても、誠に私としても残念ということであることでございますが、どうしても用地交
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渉等で期間の中で地主の方々の了解が得られなかったという部分については、その都度その都度、

私の方に報告がきているところでございます。 

 私といたしましては、その内容についてどういった形で進めるべきかということを検討しなが

ら指導を重ねてきているところでございますが、なかなか思うように進んでいかない状況があっ

てこのような形で繰り越しということになったということでございます。 

 相手方もあるということでございますので、私どもの事情というものを十分理解をしながら、

そしてまた、このことが本市の事業振興、そしてまた、全体のまちづくりについて大きな意味が

あるんだということも含めて御協力をお願いするところでございますが、そのようなことでなか

なか得られない状況が散見されるということでありまして、このような結果になっているという

ふうに思っているところでございます。この遅れによりまして、市民の方々が期待されているこ

とに対しまして、答えられてないということにつきましては、非常に誠に申し訳なく思うところ

でございます。 

○24番（野村公一君） 市長、答えを答弁をしてください。あなたの言い訳は必要ありません。

このことで議会に対してどういう迷惑を掛けているか。そのことをあなたはどう思われますかと

いう私は質問をしました。そのことを答えていただきたい、それが一つ。 

 来年の24年の２月までという事業が４点、来年２月までかかる理由、現在の進捗状況、それを

それぞれの担当課の担当者に説明をいただきたいというのが２点目です。 

 それから、国の補助事業として、こういう遅延があったと、それはやむないことだろうとも理

解をしております。ただし、中には市単独の事業もこういう遅れを起こしていると。そのことに

ついて、長年行政で仕事をしてこられた副市長さん、あなたはこのことをどう捉えておられるか。

新任の副市長に３点目をお伺いをしてみたいというふうに思います。その３点。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本来ならこういう繰り越しという形で議会の皆さん方にまた審議をしていただくと、報告につ

いてのまた検討していただくということがなされているということについては、多大な迷惑をお

掛けしているというふうに思うところでございます。このことにつきましては、誠に申し訳なく

思います。 

 先ほど言いましたように、現場の方としては本当に一生懸命頑張りながらもこういったことに

なったということについて、御理解いただければというふうに思うところでございます。 

○建設課長（中迫哲郎君） お答えを申し上げます。 

 土木費の中で市道の維持整備事業、きめ細かな交付金と市単独事業につきまして、２月完了予

定ということで、付議説明資料の１ページにありますとおり進捗率につきましては、この47％と

25％ということでございます。２月までの完了予定ということでございますが、その理由につき

ましては、今回きめ細かな、それと単独につきましては、国の補正ということで３月に補正いた

だいたわけでございますが、この事業につきましては、平成23年度分の維持で予定した箇所を前

倒しと申しますか、そういう発注予定箇所として入れたところでございます。そういう関係もご
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ざいまして、23年度でおおむね工事の発注も平準化並びにそういうのを考えまして、逐次できる

所から発注をかけて今現在こういう進捗になって、予定といたしまして、２月ということでござ

いますが、なるべく早く完了したいと考えているところでございます。 

○市長（本田修一君） 先ほど答弁いたしました分につきまして、少し補足させていただきたい

と思います。 

 私にも少し認識違いがございまして、ただいま課長の方からも説明がありましたように、今回

繰り越しになっている部分につきましては、補正上程時にも説明しているところでございますが、

国の景気対策による交付金事業がメインでございまして、引き継いでの予算ということで計上し

て交付税等の関係で、交付税の増額分を財源としたという経緯で事業を提案しているということ

でございます。 

 ということで、いずれにしても、24年２月というものは、私自身も本当に長い期間の繰り越し

ということになろうかと思いますので、今後更に関係課を督促いたしまして、一日も早く事業が

完了するようにしてまいりたいと思いますので、どうぞ御理解よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長（武石裕二君） 今回、企画政策課の方も男女共同参画及びＤＶ防止に関する住

民意識調査事業ということで、事業完了を３月事業完了予定ということにしております。これに

つきましては、今回20年から24年度の期間で策定しております「志布志市男女(ひと)がともに輝

くまちづくりプラン」、それとＤＶ防止法の改正に伴いまして、ＤＶ被害者支援基本計画というこ

とを市町村の方でも策付けをしないといけないということになってきております。既に作業に入

っておりまして、市民の2,000名に対してアンケート調査をすると、それが11月30日をめどにして、

それから回収をいたしまして、集計等を行いまして、それから各協議会等がございますので、そ

こでもんでいただいて、最終的に３月で調書を策定をして報告をするということになっておりま

すので、そのスケジュールの関係で３月までということにしております。 

 以上です。 

○生涯学習課長（米元史郎君） 遅れました理由について、遅れて工事がなされるということに

つきまして御説明を申し上げます。 

 農村環境改善センター整備事業でございますけれども、お隣の改善センターの雨漏りがすると

いうことで屋根の防水改修をすると、その後図書館会議室の改修工事を行うと、その後空調改修

を行うということで、一つ一つの事業が完了してから次の工事に入っていくという関係で長期間

をとられて２月という予定になっているものだと理解をしておるところでございます。なるべく

工事につきましては早期に完了させるよう指示を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（上村 環君） 野村議員より指摘をされた課につきましては、答弁漏れはありませんか。 

○副市長（清藤 修君） 野村議員からの３点目の御質問の件でございます。 

 予算というものですけれども、単年度主義でございます。したがいまして、原則的には１年度、

１年の間で事業を実施し、事業を完了するというのが大原則であろうかと思います。 
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 ただ、先ほども建設課長も申し上げましたが、昨年度につきましも国の方で景気対策の事業が

ございまして、それにつきまして決定が年度後半とかになされたということにつきましては、こ

れは繰り越しという事務については致し方ないところもあろうかと思います。ただ、年度当初で

上げた市の単独事業ですとか、そういったものにつきましては、先ほど申しました予算単年度主

義の原則から申しますと、１年間でやるべき事業ではないかというふうに考えておりますので、

今後はそのような取り扱いができるように私の方からもお願いしていきたいと思います。 

○24番（野村公一君） 副市長さん、ありがとうございます。あなたが正解です。 

 一番私たちが心配をしているのは市長ね、22年度の決算がもう９月に出来上がってくるんです

よ。それには数字だけ上がってくるんです。ところが仕事はまだ後にあるんですよ、決算できる

と思いますか、でしょう。 

 議会の決算というのは、予算を上げてその予算が消化をしっかりされていて、そして予算の成

果がどうあるかというところが議会の決算なんです。 

 ところが、こういう事業をしてもらうと議会は決算はできませんよ。数字だけの決算しかでき

ない、成果は全く出ない決算になるんです。そのことを心配しているんですよ、お分かりですか。

議会に目をつぶって決算をしいちゅうことですよ。 

 もう１点、その点は市長、しっかりと答弁をしてください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 副市長も答弁いたしましたように、単年度で事業は完了すべきだということで、それに基づき

まして決算がなされて、そして審査していただくということになろうかというふうに思います。

繰り越し分につきましては、繰り越しが完了した時点で、また改めて決算をしていただく内容に

なろうかというふうに思います。 

 私どもは、先程来からお話しますように、繰り越しにかかった分につきましても、一日も早い

形で事業が完了するようにということは、特に督促するところでございます。 

 そしてまた、その際議員の方々にも議会にも報告は重ねてまいりたいと思います。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○３番（西江園 明君） 私が聞くことですから、３番の、３段目ですかね、総務費の総務管理

費、地域情報。この事業ですけれども、ここに繰越額が1,014万8,000円てありますけど、今繰越

理由の所に自営柱が発生して、この1,014万8,000円ちゅうのは、去年の９月でしたっけ、電柱、

ＮＴＴか九電柱の分に占用料というか、添架料として支払う分で補正があった、あの分の一部と

いうことか。それとも工事費が23億幾らという、あの中の一部なんですかね。 

 まず、それを１点目確認します。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 光ファイバーを電柱共架をする、電柱に共架するということで

ＮＴＴと九電にお支払いします電柱添架料でございます。 

［西江園明君「全体事業で幾らやったと、当初の」と呼ぶ］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） この予算でございますけれども、昨年９月議会で予算の議決を
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いただいたものでございます。 

○３番（西江園 明君） じゃあ、９月に課長が言った1,014万8,000円が補正されて、そのまま

繰り越しをされているという事業費ということで理解していいんですね。 

 それが１点と、それとですよ、じゃあその理由の中に、自営柱が発生し、用地交渉や建柱工事

に時間を要したのでうんぬんっち書いてありますけれども、この上の２行の理由は、これは工事

のあれじゃないですか。この1,014万8,000円ちゅうのはＮＴＴ、九電柱に払う共架料でしょう。

結局、人んげんもん使わせっもろじっちゅう占用料ですよ。 

 この自営柱とかというのは、用地交渉というのは新たに建てる場合にそういうのが、これはこ

の理由じゃないんじゃないですか、この事業費の。それをまずお聞きします。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） この現在実施中でございます地域情報通信基盤整備事業の中で、

光ファイバーにつきましては、先ほど申し上げましたようにＮＴＴと九電の電柱をお借りして共

架するという形で現在進めておるところでございます。 

 この事業につきましては、本来であれば本体工事が完了する３月31日までに工事が完了すると、

そして、その期間に電柱の共架料を予算化してお支払するということでございましたが、工事本

体の遅れから昨年度予算を全て消化できないと、そしてまた、工事が６月までになる関係で、４

月から６月分の使用料及び賃借料を繰り越しして、23年度で執行するということにしたところで

ございます。 

 この繰り越しの理由につきましては、工事の遅れから一部執行ができなかったということでご

ざいます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○15番（金子光博君） やっちく倉庫の建設事業について、一つお尋ねします。 

 これについては、先ほど野村議員の方から質疑が出ておりますように、そのあれからすれば、

どうなのかなと思うわけですが、６月に契約予定、10月に事業完了の予定となっておりますが、

あれを説明するときには、今預けておる家主さんに迷惑を掛けるから、入れる所がないからとい

うようなことで、この建設の事業に至ったわけですが、補正で可決をもらって段取りをすれば、

もうすぐ着手できるわけですよね。この事業の受け手側が仕事が忙しくて、受ける人がちょっと

厳しいなというような判断だったのか。役所側の都合だったのか、そこらについて教えてくださ

い。 

○松山支所長（溝口敏久君） このやっちく倉庫につきましては、発注は６月という予定でござ

いますけれども、４月の初めに設計の契約をしたところでございます。その設計の結果に基づい

て、工事発注しますので、どうしても最短でいっても６月でないと無理であるということでござ

いまして、間もなく契約の発注をするところでございます。 

 そして、10月までには完成するという計画で今進めているところでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○17番（岩根賢二君） 先ほどの同僚議員の質疑の中で、この情報通信基盤のですね、繰り越し
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については説明を聞きますと、この繰り越し理由がちょっと適当ではないと思いますので、繰り

越し理由については文面を改める必要があるんじゃないですか。 

［何事か呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 情報管理課長、繰り越し理由を再度御説明お願いします。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回、予算を繰り越す理由につきましては、昨年の９月議会で

1,348万5,000円の予算を認めていただいたところでございます。この内容につきましては、ＮＴ

Ｔと九電にお支払いします電柱添架料ということでの予算でございました。 

 そして、22年度で336万9,000円の執行をしたわけでございますが、この添架料につきましては、

工事期間中は志布志市が支払いすると。そして、あと建物と、そして工事等が完成した後でＩＲ

Ｕ事業者に引き渡しをするということで、当初３月31日までに完了ということで、今このような

予算措置をしておったところでございます。 

 しかしながら、この工事が遅れまして３か月延長するということになったところでございます。 

 そして、ＩＲＵ事業者に引き渡しをする時期も７月ということになったところでございますが、

今回、４月から６月分までの電柱添架料につきましては繰り越して、市で支出をするというよう

な流れになったところでございます。 

 ただいま御指摘がありました繰り越し理由につきましては、自営柱の内容が書いてございます

ので、これについては繰り越し理由を訂正させていただきたいと思います。 

［何事か呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 答弁準備のため、しばらく休憩します。 

──────○────── 

午前10時53分 休憩 

午前11時08分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 繰り越し理由の訂正をさせていただきたいと思います。 

 繰越理由の１行目と２行目の「年」という前まで、これを削除しまして、削除した部分に「事

業の遅延により、年度内完成が見込まれないため、電柱共架・添架使用料の一部を翌年度へ繰り

越した。」という理由に訂正をさせていただきたいと思います。後ほど説明資料の差し替えをさせ

ていただきます。 

 誠に申し訳ございませんでした。 

○17番（岩根賢二君） 繰り越しをする場合には、やはり今みたいに丁寧な説明が必要だと思い

ます。 

 それで、市長にもお尋ねいたしますけれども、この繰り越しをする場合に、例えば事業の中で、

例えばですね、４番目の市単独土地改良事業とかいうのの進捗状況・完成の見通しというのが示

されてますけれども、９路線のうち、７路線が完了して、残りの２路線が進捗率おおむね90％で
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ある。こういうふうな説明書きがしてありますけれども、これらについてもやはり一つ一つの事

業に対して、きめ細かな説明と、我々が質疑をしなくても繰り越しだからさっと了解してもらえ

るというような、そういう資料が必要ではないかなと思います。 

 それと、先ほどから市長の答弁の中にもありましたが、補正予算が３月だったからということ

の説明もありましたけれども、そういう説明資料の中にも補正をいつして、これはもう当然次年

度へ繰り越すんですよということ。それはもちろん我々もその時点では資料はもらっていますけ

れども、この場では、そこまで一つ一つ認識していないわけですから、そこの説明も付け加える

ような資料が必要ではないかと思いますが、市長の考えを聞かせてください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま議員の方から御指摘ありましたように、内容について、どの路線がその事業にあたっ

ているということについての説明につきましては、３月議会でも申し上げたとおりでございます。

そのことについて、今回また改めて内容の遅延についてお知らせすると、お願いするということ

ございますので、資料として必要ということでございますので、その内容について改めて進捗状

況も含めてお示しはしたいと考えます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○建設課長（中迫哲郎君） 先ほどの下平議員の質問の中で、工程等ということでございました

が、今回単独の繰り越しとなった３件につきましては、肉付け予算となった６月で補正を行った

事業でございます。６月に補正をいたしまして、７月の中旬から後半に、おおむね９月いっぱい

まで測量設計の委託を出しております。それから用地測量を行いまして、用地交渉を行って、結

果的に松山地区の２件につきましては、12月の後半に発注と、一丁田・宇都鼻線につきましては、

用地の筆数が21筆ございましたので、用地交渉がちょっと日数を要したということで２月の発注

ということで、今月末を工期として完了を見込んでいるところでございます。 

○議長（上村 環君） 以上で、繰越明許費繰越計算書についての報告を終わります。 

──────○────── 

日程第６ 報告第２号 事故繰越し繰越計算書について 

○議長（上村 環君） 日程第６、報告第２号、事故繰越し繰越計算書についてを議題とします。 

 報告の内容について説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 報告内容の説明を申し上げます。 

 報告第２号、事故繰越し繰越計算書について説明を申し上げます。 

 平成22年度志布志市一般会計予算の事故繰越しに係る歳出予算の経費を繰越計算書のとおり翌

年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第３項の規定により御報告申し上げます。 

 詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） それでは、報告第２号、事故繰越し繰越計算書につきまして、

補足して御説明申し上げます。 

 今回、事故繰越しとなりました事業は、志布志市地域情報通信基盤整備推進事業に係るもので
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ございます。本事業は、平成23年３月末で事業完了予定でありましたが、繰越理由に記載しまし

た理由により、年度内完成が困難になりましたので、国に事故繰越しをお願いし、財務省から事

故繰越しの内諾を得ましたので、予算を翌年度へ繰り越すこととしたところでございます。 

 まず、支出負担行為予定額でございますが、１億498万6,000円で、翌年度繰越額は32億3,127

万5,197円となっております。 

 次に、財源内訳でありますが、未収入特定財源のうち国庫支出金が29億9,326万1,000円、市債

が２億3,800万円で、一般財源は１万4,197円となっております。 

 現在、事業は計画どおり進捗しております。説明資料では、進捗率65％と記載しているところ

ですが、日々進捗しておりまして、６月２日現在で84％でございます。平成23年６月30日までに

完成の予定でございます。７月１日から７月５日まで市の完成検査を行い、行政告知放送につき

ましては、７月６日からサービス開始の予定でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（上村 環君） ただいまの説明に対し、質疑があれば許可をいたします。質疑はありま

せんか。 

○８番（藤後昇一君） ６月末で完成予定と今報告があったわけですけれども、私が建設業者か

ら聞きましたところ、工事に携わる人材が不足していると、要するに、全国から来ている業者の

中で実際工事を行う人を現地採用で予定して来ている人たちがなかなか集まらないと、話によっ

ては100人ぐらい足らないのではないかと、このままでは終わらないというような話も耳にして、

非常に危惧しているんですが、この危惧は余計な心配なんでしょうか。本当に６月末で完成する

のかどうか、あらためてお聞きします。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回の繰り越しにつきましては、総務省の九州総合通信局と何

回もやり取りをしておりまして、６月30日までに工事を完成させることという強い指導を受けて

いるところでございます。 

 そして、現在市の工事につきましては、毎週進捗会議、工程会議、進捗会議を行っておるとこ

ろでございますが、施工業者等とこの進捗会議の中で説明あるいは協議をする中では、６月30日

までに完了するということで話を進めてきているところでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 以上で、事故繰越し繰越計算書についての報告を終わります。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） お諮りします。 

 日程第７、承認第１号から、日程第13、承認第７号まで、以上７件については、会議規則第39

条第３項の規定により、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することにしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 



 （29）

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第１号から承認第７号までの７

件については、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

日程第７ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（志布志市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について） 

○議長（上村 環君） 日程第７、承認第１号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、平成23年３月30日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、

緊急に志布志市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、同月31日に志布志市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により、承認を

求めるものであります。 

 詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○税務課長（小一海君） 承認第１号、志布志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について補足して御説明申し上げます。 

 それでは、専決処分いたしました改正の主なものを説明資料の新旧対照表に基づき御説明申し

上げます。 

 付議案件説明資料の６ページから７ページをお開きください。 

 本年度の税制改正におきまして、国民健康保険税制度の見直しの一環として、国民健康保険税

の課税限度額の引き上げがされたところでございます。 

 内容は、基礎課税額の課税限度額を１万円引き上げ、第２条第２項中「50万円」を「51万円」

に改め、後期高齢者支援金等課税額の限度額を１万円引き上げ、同条第３項中「13万円」を「14

万円」に改め、介護納付金課税額の限度額を２万円引き上げ、同条第４項中「10万円」を「12万

円」に改めるものであります。 

 第28条の「50万円」を「51万円」に、「13万円」を「14万円」に、「10万円」を「12万円」に改

め、改正限度額の引き上げによる改正であります。 

 そのほかは、常用漢字表の改定に伴う字句の整理と引用条項の整理であります。 

 附則でありますが、この条例は平成23年４月１日から施行するものであります。附則第２項は、

適用区分に関する規定であります。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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○19番（小園義行君） 今回また課税限度額ということで引き上げになるわけですが、この今回

の引き上げによる影響というのがどれぐらいの方々がそうなるのかですね。 

 そして、この限度額51万円、14万円ですか、そういったところを含めてどれぐらいの収入の方々

からそれが限度額のここになるのかですね、ちょっとお願いをします。 

○税務課長（小一海君） 課税限度額を合わせて４万円引き上げるものでございます。これに

対する影響ということでございますが、対象世帯が85世帯、これに伴う影響額でございますが、

698万3,400円でございます。 

 また、所得層を見ますと、ちなみに資産がない場合で、40歳から64歳までの一人世帯が750万円

の年収入。それから２世帯の場合が660万円の年収入、３世帯収入の場合が630万円の年収入、最

後に４世帯の場合が590万円以上の収入になっているようでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

○19番（小園義行君） 承認第１号、基本的に反対の立場で討論をしたいと思います。 

 国民健康保険税は、１次産業をはじめとして、大変所得の低い方々が加入されておられる健康

保険であります。 

 そして、最終的には社会保険また共済等々からも最後はこの国保に必ず帰ってこられるという

そういう状況の保険の仕組みであります。そうした中で、毎年このように課税限度額を引き上げ

をします。 

 今質疑をしました答弁の中で４世帯のここでいきますと、590万円、収入の１割以上を国民健康

保険税に、これ国保に加入されている。そういった状況があると、収入の１割以上を国保税だけ

に納めなければいけないというそういった現実、これ大変重いものがあろうというふうに思いま

す。 

 私はこれまでも国保税の関係については、国の負担を引き上げをするように要請をする。そう

いったことをして、そして一般会計からの法定外繰り入れをするなどして負担を抑えるべきだと

いうことで主張をしてまいりました。 

 地方６団体もこうした国保の会計については声明を出しておりまして、ぜひ国に対してもそう

いう声を挙げて負担率を元にかえしていくと、引き上げをしていく、そういったものでないと、

こういう現状を毎年毎年やっていって果たして大丈夫なのかなという気がしてなりません。 

 私はそうした立場から、今回のこの課税限度額の引き上げ、ここについては反対という立場で

ございます。 

○議長（上村 環君） ほかに討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 
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○議長（上村 環君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 採決は起立によって行います。 

 お諮りします。承認第１号は、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（上村 環君） 起立多数であります。したがって、承認第１号は、承認することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第８ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（志布志市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について） 

○議長（上村 環君） 日程第８、承認第２号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、平成23年３月30日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴

い、緊急に志布志市国民健康保険条例を改正する必要が生じ、同月31日に志布志市国民健康保険

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により、承認を

求めるものであります。 

 内容につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金として引き続き39

万円を支給する措置が講じられたため、当該措置に関する規定を改めるものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。承認第２号は、承認することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第２号は、承認することに決定

しました。 
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──────○────── 

日程第９ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度志布志市一般会計

補正予算（第15号）） 

○議長（上村 環君） 日程第９、承認第３号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第３号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、地方交付税の額、地方債の同意額の確定等に伴い、緊急に平成22年度志布志市一般会

計予算を補正する必要が生じ、平成23年３月31日に平成22年度志布志市一般会計補正予算（第15

号）を専決処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により、承認を求めるものであります。 

 詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○財務課長（野村不二生君） それでは、承認第３号、平成22年度志布志市一般会計補正予算（第

15号）について、補足して説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、既定の予算に２億488万8,000円を追加し、予算の総額を193億9,619万7,000

円と定めたものでございます。 

 予算書の４ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費補正ですが、地域情報通信基盤整備推進事業の事故繰越しに伴い、工事完

成までの電柱共架、添架使用料の一部を翌年度へ繰り越す必要が生じたため、地域情報通信基盤

整備推進事業1,014万8,000円を追加するものでございます。 

 ５ページの第３表、地方債補正ですが、起債同意額の確定により、畑地帯総合整備事業など８

件の地方債を総額1,890万円減額変更するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

 ８ページをお開きください。 

 まず歳入予算でございますが、10款、地方交付税は、特別交付税の確定に伴い、１億9,304万9,000

円増額し、交付総額は７億840万1,000円となっております。 

 ９ページの14款、国庫支出金は、地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金の交付額確定に伴

い、2,925万1,000円増額し、同交付金の総額を5,850万2,000円としております。 

 12ページの21款、市債は、事業費の確定に伴い、農林水産業債を50万円、土木債を1,690万円、

消防債を110万円、災害復旧債を40万円、それぞれ減額しております。 

 次に、歳出予算について、主なものを説明申し上げます。 

 13ページをお開きください。 

 ２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、持続可能な財政基盤確立のため、基

金の利活用や残高を考慮し、地域づくり推進基金積立金を１億9,963万1,000円計上し、ふるさと



 （33）

志基金積立金100万円と合わせ、２億63万1,000円増額しております。 

 14ページの３款、民生費、１項、社会福祉費、８目、後期高齢者医療費は、鹿児島県後期高齢

者医療広域連合の平成22年度療養給付費負担金の額が確定したことに伴い、221万4,000円増額。 

 15ページの４款、衛生費、１項、保健衛生費、６目、介護予防支援事業費は、平成21年度介護

保険事業補助金の交付額の確定に伴う返還金として、204万3,000円増額しております。 

 そのほか歳出予算につきましては、地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金、地方債の財源

振り替えをいたしております。 

 以上が、承認第３号の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。承認第３号は、承認することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第３号は、承認することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第10 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度志布志市老人保健

特別会計補正予算（第３号）） 

○議長（上村 環君） 日程第10、承認第４号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第４号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、医療費交付金及び鹿児島県国民健康保険団体連合会からの老人保健医療費返納金の額

の確定に伴い、緊急に平成22年度志布志市老人保健特別会計予算を補正する必要が生じ、平成23

年３月31日に平成22年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第３号）を専決処分したので、地

方自治法第179条第３項の規定により、承認を求めるものであります。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万5,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ133万6,000円とするものであります。 
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 それでは、歳入歳出予算の説明を申し上げます。 

 予算書の５ページをお開きください。 

 歳入の支払基金交付金は、現年度分の医療費交付金を１万円増額するものであります。 

 ６ページをお開きください。 

 歳入の諸収入は、鹿児島県国民健康保険団体連合会からの老人保健医療費返納金を27万5,000

円増額するものであります。 

 10ページをお開きください。 

 歳出の諸出金は、一般会計繰出金を48万8,000円増額するものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。承認第４号は、承認することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第４号は、承認することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第11 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度志布志市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）） 

○議長（上村 環君） 日程第11、承認第５号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合に納付する共同事業負担金の額の確定に伴い、緊急

に平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計予算を補正する必要が生じ、平成23年３月31日に

平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を専決処分したので、地方自治

法第179条第３項の規定により、承認を求めるものであります。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万8,000円を追加し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ３億2,891万6,000円とするものであります。 

 それでは、歳入歳出予算の説明を申し上げます。 

 予算書の５ページをお開きください。 

 歳入の後期高齢者医療保険料は、現年度分の普通徴収保険料を67万8,000円増額するものであり

ます。 

 ６ページをお開きください。 

 歳出の広域連合納付金は、共同事業負担金を67万8,000円増額するものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。承認第５号は、承認することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第５号は、承認することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第12 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成23年度志布志市一般会計

補正予算（第１号）） 

○議長（上村 環君） 日程第12、承認第６号、専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて説明申し上げます。 

 本案は、東日本大震災に係る支援の実施に伴い、緊急に平成23年度志布志市一般会計予算を補

正する必要が生じ、平成23年４月18日に平成23年度志布志市一般会計補正予算（第１号）を専決

処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により、承認を求めるものであります。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,075万2,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ183億1,075万2,000円とするものであります。 

 それでは、歳入歳出の説明を申し上げます。 
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 予算の５ページをお開きください。 

 歳入の繰入金は、財政調整基金繰入金を1,075万2,000円増額するものであります。 

 ６ページをお開きください。 

 歳出の消防費は、被災地への職員派遣旅費として199万2,000円。職員派遣に伴う作業服、その

他貸与品等消耗品費として46万円。大隅半島４市５町復興支援チーム負担金として50万円。災害

救助扶助費として480万円。東日本大震災に対する義援金として300万円増額するものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○11番（本田孝志君） 東日本大震災で、いろいろな方が震災されました。ということで、我が

志布志市もこのような予算を組んで支援していこうということでございますが、ただいま我が市

の方に何名の方が、この問い合わせと申しますか、今入居がなされているものか、お伺いいたし

ます。 

 問い合わせ等ですね。その他、入居のまだ今現在入居されているものかないものか、お伺いい

たします。 

○企画政策課長（武石裕二君） 震災後ですね、すぐ企画政策課の方で中心になりまして、企画・

財務・港湾、それから市民環境・保健・福祉・建設課等で協議をして今まできております。 

 公営住宅につきましては、当初６戸空き情報ということで提供をしておりまして、当然家賃等

については、免除ということできておりますが、具体的に公営住宅等にですね、入居をされた方

はいらっしゃらないところです。 

 それから、福祉等の方で予算措置をしていただいております件につきましても、具体的な支出

はないというところでございます。ただ、市内の方に何件か直接ですね、個人的に来られている

というのは私どもも聞いているところですが、そのことについては、直接そこの知り合いの方と

いうか、縁のある方ということでしたので、情報等は話を聞いただけということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（津曲兼隆君） 私どもの方で、区域外就学をされている児童・生徒がおられま

す。３世帯、小学生が４名入ってきております。 

○市民環境課長（竹之内宏史君） 震災の後、こちらの方に来られた方ということでございます

が、転入という届けがございましたのは、宮城県から２世帯、３名でございます。ただ、今向こ

うの方からですね、こちらの方に来られたという方々のために、いろいろな支援等を行わなきゃ

いけないということでございます。そのために、お気付きだと思いますが、各市民課の窓口等に、

東日本大震災等で来られた方については情報等をですね、こちらの方からも提供したい。また、

向こうからも提供をその人たちに伝えたいということで、大きなのぼり旗をですね、出しておる

ところでございまして、御活用いただきたいと思っております。 

○建設課長（中迫哲郎君） 先ほど企画課長が市営住宅については、今入居者はゼロということ
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ですが、問い合わせにつきましては２件ほどまいっているところでございますが、入居には至っ

てないところでございます。 

○11番（本田孝志君） ただいま市民課の方では、転入が２世帯あったということでございます

が、今後ですね、問い合わせ等があるということでございますので、ぜひですね、取り組んいた

だきたいと、これについて全面的に協力をしていただきたいと思います。 

 企画課長の話にもありましたように、市内にはですね、報道でございました。市内に知り合い

の所に来ているということはですね、報道も見ましたが、まだ我が志布志市にはそういうことは

報道ではないもんですから、まだそのようなことはないのかなと思って予算的なことが上がって

いるものですから、お伺いしたわけです。 

 今後ですね、いろいろとまだまだ今から何年かかるかは分かりませんので、ぜひですね、ぜひ

協力してやっていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月11日の大震災発生以来、本市でも独自の取り組みを開始いたしまして支援をしているとこ

ろでございます。 

 その中で、今お話がありますように、被災地の方から避難される。そしてまた、住まいを移さ

れる方がおられるということにつきましては、全面的に対応していきたいというふうに思うとこ

ろでございます。 

 ただ、この場合り災の証明書のある方と、それでない方が若干あるのか、特に今回、福島原発

の発生に伴いまして、その原発が避難地域に入っている方は被災の証明があろうかと思いますが、

そうでない方が今後、全国的に居を移されることになるんじゃないかなというふうに思っている

ところでございます。そのような方々についても積極的に受け入れをしてまいりたいというふう

に思いますが、現在お示ししているこの支援対策事業については、り災証明を受けられている方

についても、とりあえずはやるということでございます。 

 さまざまな問い合わせ等があろうかと思いますので、それらにきめ細やかに対応していきなが

ら、取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○４番（丸山 一君） 今市長の答弁にありましたけれども、原発によりまして、り災、人道支

援をしていきたいということでありますが、現実的にですね、私の知っている方で母親と息子、

娘、１号炉が水素爆発をした時点で子供に放射線を浴びせるわけにはいかんという母親の切なる

願いで、４日間もかけて北日本を通りながら山口まで来て、志布志の人に電話をしてきて、どう

やっていけばいいんですかと。単なる情報として知っていただけで頼ってこられて、今住んでお

られます。今先ほど教育課長が言いましたけれども、１年生ですね、男の子がいます。 

 その人は、原発で放射能を子供に浴びせるのは嫌だという単なるそういう思いで来られてまし

て、当初政府も発表した時には、原発によりまして３㎞、10㎞、20㎞という避難区域をずっと拡

大していきましたけれども、実際ですね、もう神奈川の方でも放射線等が出ておりますので、関
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東広域的に相当出てくるんじゃないかと思うんですよ。その中でり災証明というのが実際その人

たちにはないわけですけれども、それをどういう形で、今度のこの予算に関しましては、それは

あんまり限定的でありますので、その辺ないんですけれども、これからの支援の形をですね、ぜ

ひ何かの形で拡大していただきたいと思うんですけれど、答弁をお願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現実的に原発関係で避難をされて、本市に居を移されているという方につきまして、私どもも

直接情報は得てないところですが、もしそのような方がおられたら、真摯に対応していきたいと

いうことでございます。 

 具体的な対応策については、今後関係課を交えて協議をしていきたいと思います。 

○４番（丸山 一君） 先ほど本田議員からも言われましたけれども、我々が知らないところで

結構来られているようなんですよ。ですから、そういう人たちに、できればですね、支援という

形でしていただきたい。それと内容的なものが、り災証明はないんだけども、この支援事業に関

しましては、内容的にこういうのでいいものかどうかも、また企画の方ともですね、市の方でい

ろいろ計画をしていただきたいというのがあります。 

 それをですね、我々も口づてで聞いたような感じでありますので、ましてや市の方でも住民登

録をされる際にそういうことは言われないと思うんですので、広く市報等でＰＲという形を努め

ていきたいと思いますか。 

○市長（本田修一君） 私どももこの東日本大震災、そして原発の事故については、本当に心を

痛めて、そして何らかの形でそのようなことで被害に遭われた方々に支援したいということにつ

いては、真摯に取り組んでいるところでございます。 

 現在の段階では、り災証明のある方ということになるところでございますが、先ほどもお話し

ましたように、まだそういう証明のない方がどのような形で来られているか、私どもも把握がで

きていない状況でございますので、それらのものも調査をさせていただきながら、対応について

は協議をさせていただきたいと思います。 

○８番（藤後昇一君） 先ほどの丸山議員と同じなんですが、私のところにも放射能、福島県に

おられて被災証明は出ていないんだけれどもということで、実際市役所の方に相談に娘さんが福

島県におられて、市役所の方にも相談に行かれたそうですが、り災証明がないというところで、

今受け付けられていないと、私のところに直接電話がきまして、話を聞きますと母親がですね、

小学校低学年と保育園児がいる４人家族で、もし受け入れていただけるならば、家族全員早急に

志布志の方に帰って住みたいと。だから何とかならないだろうかということで、実際福島におら

れる方は、小さいお子さんを持っておられる母親の心配は、もう本当に私どもでは想像にできな

いぐらい深刻でありまして、１日でも早く福島を離れたいという方が実際あって、実際、市役所

に行ったけれどもり災証明の件で、今のところどうにもできませんというような回答をいただい

たという電話でしたので、今市長が言われた答弁を急いでいただいて、早く受け入れていただい

て、助けていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 
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○市長（本田修一君） 窓口の方に来られたという経緯については、まだ市民課長の方も把握し

ていないような状況でしたので、すぐさま改めて確認をして、その方の状況等をお伺いしたいと

思います。 

 ただ私どもが今回こういった形で御提案申し上げているのは、確実に被災された方というよう

なことで対応しているということでございます。 

 今後、そのようなことで原発のことを心配されて避難をされると、居を移されるという方につ

いての支援の内容については、今まで協議をしておりませんでしたので、すぐさま協議を開始し

たいと思います。 

○19番（小園義行君） １点だけお願いします。 

 この支援の対象ということでですね、親族や知人の元で、援助を受けながら志布志市に転入さ

れた方は、支援の対象にならないというふうに今なっているんですね。今藤後さんの方からもあ

ったように切実な思いをもって来られる人に、こういうことで不愉快な思いをさせたりですよ、

そういうことのないようにしていただけないものかなと。 

 それはもちろん、全く何も知らない人たちが急に来られるということもないと思います。あな

たが知人の方からそういう援助を受けてるんですか、受けてないんですかなんて、ここで聞けま

すかね、正直な話。遠くからちゃんと岩手、いろいろあるでしょう。そういった中で、ここはど

ういうことなんだろうというふうに、せっかく支援をやろうというんであればですよ、きちんと

快く受け入れてやるということの方が大事じゃないかなと思うんですけどね。どういう形でこれ

をやるんですか、確認をするという。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 この一時避難という方で、一時的にもそれからまた移住でも、この地にとりあえず住まれると

いう方について、どのような方を対象にしようかということで、このような形でまとめたところ

でございます。 

 今お話のように、とりあえずじゃあ頼れる知人があられる方につきましては、その方の所に住

まわれているんではなかろうかということでございまして、私どもはまだその方々より極めて条

件の厳しい方について、このような形で御支援を申し上げようということのまとめをしたところ

でございます。 

 今お話をいただいたケースについては、また事情等をお話をお聞きしながら、新たな対応がと

れるとすればとってまいりたいというふうに考えます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○15番（金子光博君） 市長、あなたの思いが志というような看板に表れておるわけですが、や

はりあなたの思いが、受け付けの窓口はいっぱいありますよね。窓口の受け付けの担当の職員に

届いていなければ、あなたがこんな所で言われるような対応がなされないわけですよ。そこ辺を

ですね、十分気をつけて、受け付けの担当の職員が自分で判断ができんときには上司に相談する。

その上に相談すると、そういうような連携が取れておれば大きな問題は出ませんけれども、受け
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付けの職員が、おいが権限じゃったというようなことでですね、切ると悲しい思いをされる方が

出ると思いますので、志布志市民でさえ担当の職員で受け付けの職員で泣かされる市民もおられ

るわけですからね。あなたの思いがしっかりと下々の職員に浸透するようにしていただけますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の大震災につきましては、どの職員も本当に大変な状況なんだ、悲惨な状況が当該地には

発生しているんだ。そしてまた、非常に辛い思いをされているんだという思いは、全職員持って

いるというふうに思います。ということで、私どもは４市５町の支援チームによりまして、順次

職員を派遣して、その職員の体験談等も聞きながら、今後の対応については、できうる限りの対

応をしていくということの方向性をとっているところでございます。 

 そのような中でありますが、ただいまお話がありますように、実際窓口に来られたときに該当

しないケースが生じてしまうということにつきましては、ある程度の線引きをしながらこういっ

たまとめをしていくわけでございますので、それに外れる方が出てくるというのは致し方ない面

があるんではないかなというふうに思っております。 

 しかしながら、そのような方についても、何らかの形で御支援を申し上げなければならないと

いうふうに思いますので、今後その方についても対応できるようなものをまとめてまいりたいと

いうふうに思います。 

 そして、このことについては、市役所全職員そのような思いを持って取り組みをするよう改め

て申し渡しをしたいと考えます。 

○15番（金子光博君） 今朝の新聞でしたか、義援金が何千億円というお金が集まったのに、ま

だ３分の１も地元には届いていないじゃないですか。地元にいったけれども、それぞれ被災に遭

った方にいっているのは、渡っているのは、まだ何十分の一ですがね。 

 そういうような状況なんですから、やはり相当な思いをしてこっちに来られたときにはですね、

やっぱり物差しで計って１㎝もちごえば対象になりませんよと、そのような考え方じゃいかんわ

けで、やはりある程度の許容の範囲があるわけですから、とにかく受け付けのところで判断がで

きんときは上さへ上げてくれよというようなことをしっかりと対応できるようにですね、再度お

願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 そのような気持ちで職員は仕事をしているというふうに思うところでございますが、現場とし

ましてはある程度目安というか、指針、基準がございますので、それによって対応してしまうの

かなという気はしているところでございます。 

 これらの事業の要項によりまして対応できない分については、別途何か対応できる道はないの

かというような形での対応を、そしてまた、検討をさせるというようなことにしたいと思います。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○13番（小野広嗣君） この４市５町でですよ、復興支援チームを送られてて、そのことは議会

にも説明がありますね。そして、タイムスケジュール等も示されてきたわけですが、今議論され
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たことも含めて、り災証明があるないに関わらず志布志を頼って来られた人に対して、手厚くし

ていこうというときに、やはり市民の理解もなければいけませんよね。範囲を広げていく場合は

ですね、市民の中にもぎりぎりの中で生活をしていらっしゃる方がいる。そういった方々も含め

て理解できる範囲のやはりくくりをしっかり設けて対応をしていかなきゃいけないと思うんです。 

 そうした場合に、復興支援に当たっている現地の状況、こういった報告等も含めてその情報を

しっかり市民に知らしめていく、このことはすごく大事だろうと思うんですね。でないと、マス

コミから流れてくる情報というのは、なかなか偏っている部分もありますし、何といっても現地

に行って感じることは災害の状況が一面に広がっている。まず匂いに耐えられないとか、いろん

な情報が入ってきます。そういったかなり現実性をおびた状況を派遣された職員の方々が帰って

くるたびにひとまとめなると思うんですね。そういったものをしっかり市民に知らしていくと。

そうすることによって、共通理解がまた更に深まるし、あるいは義援金等に対してのですね、思

いもまた出てくるということもありますので、そういったことに対して素早く手を打ってほしい

と思いますが、そこはどうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月11日発生以来、市としましてできることは何かということで、すぐさま支援の方向性をと

ったところでございます。 

 その中で、義援金の募集、そしてまた支援物資の募集というものについて広く市民の方々にも

声掛けをしまして集め、そしてまた、それを特にＥＵジャパンのルートではございましたが、被

災地の方に直接届けるということもできたところでした。 

 そういったことの報告がないというような御指摘もございましたので、そのような報告につき

ましても、あらためて市民の方々に感謝を申し上げるとともに、このことにつきましては、今後

いつまで続くか分からない内容ございますので、あらためて御礼を申し上げながら、引き続きの

支援をお願いする周知を更に努めてまいりたいと考えます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。承認第６号は、承認することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第６号は、承認することに決定

しました。 
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 ここで、昼食のため休憩いたします。 

──────○────── 

午後０時11分 休憩 

午後１時14分 再開 

──────○────── 

日程第13 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（志布志市税条例の一部を改正

する条例の制定について） 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第13、承認第７号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第７号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、平成23年４月27日に地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、緊急に

志布志市税条例を改正する必要が生じ、同日に志布志市税条例の一部を改正する条例を専決処分

したので、地方自治法第179条第３項の規定により、承認を求めるものであります。 

 内容につきましては、地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の

創設の措置が講じられたため、当該措置に関する規定を加えるものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。承認第７号は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、承認第７号は、承認することに決定

しました。 

──────○────── 

日程第14 議案第40号 志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（上村 環君） 日程第14、議案第40号、志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正
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する条例の制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第40号、志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定について説明を申

し上げます。 

 本案は、移動通信用鉄塔施設整備事業により新たに整備された移動通信用鉄塔施設を使用に供

するため、その名称、位置及び使用料を定めるものであります。 

 詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 議案第40号、志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正す

る条例の制定について、補足して説明いたします。 

 携帯電話の不通エリアを解消するために、現在供用中の潤ケ野八野移動通信用鉄塔施設に加え

て、新たに４局を整備して使用に供するため、今回御提案申し上げるところでございます。 

 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 

 新旧対照表は、付議案件説明資料の12、13ページでございます。 

 第２条の名称及び位置では、表中の「潤ケ野八野移動通信用鉄塔施設」に、新たに「田床移動

通信用鉄塔施設」、「四浦後谷移動通信用鉄塔施設」、「四浦提口移動通信用鉄塔施設」、「宮塩川路

移動通信用鉄塔施設」の４施設を加えるものであります。 

 次に、第８条第１項に新たに第１号と第２号を加え、第１号では、潤ケ野八野移動通信用鉄塔

施設の使用料を国庫補助事業の当該対象経費の金額に30分の１を乗じて得た金額とし、第２号で

は、前号以外の移動通信用鉄塔施設の使用料を、市が充当した地域活性化・公共投資臨時交付金

の額を市負担額で除して得た数を１から減じたものを105分の４に乗じて得た割合の金額とする

ものでございます。 

 次に、第２項中、「案分した」を「按分した」に改め、第10条中、「損傷」を「毀損し」に改め

るものでございます。 

 附則でございますが、この条例の施行期日を平成23年７月６日とするものでございます。 

 なお、付議案件説明資料14ページから16ページに位置図と使用料の積算を記載しております。 

 以上で補足説明を終わります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第40号は、総務常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 
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○議長（上村 環君） お諮りします。 

 日程第15、議案第41号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第41号については、委員会への

付託を省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

日程第15 議案第41号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（上村 環君） 日程第15、議案第41号、志布志市税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第41号、志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について説明を申し上げます。 

 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、地方開発事業団を廃止する措置が講じられ、及び地方

税法の一部改正に伴い、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例の創設

の措置が講じられたため、これらの措置に関する規定を改正するものであります。 

 内容につきましては、第54条第４項の字句を整理し、同条第６項の「地方開発事業団」を削り、

附則第23条として、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例に関する規

定を加えるものであります。 

 なお、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものであります。 

 ただし、附則に１条を加える改正規定は、地方税法の一部を改正する法律の施行の日と同じく、

平成24年１月１日から施行するものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。議案第41号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第41号は、原案のとおり可決さ
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れました。 

──────○────── 

日程第16 議案第42号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

○議長（上村 環君） 日程第16、議案第42号、損害賠償の額を定め、和解することについてを

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第42号、損害賠償の額を定め、和解することについて説明申し上げます。 

 本案は、公用車事故による損害を賠償し、和解するため、地方自治法第96条第１項第12号及び

第13条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、平成23年４月28日午前８時50分頃、志布志港若浜中央埠頭の駐車場で、

関西志布志郷土会帰省ツアー歓迎式に出席するため駐車しようとした公用車の後方部が、後方に

駐車していた■■■■の■■■■氏の所有する普通乗用車の後方部に接触し、車両を破損したも

のであります。 

 事故の原因は、公用車が後方の駐車間隔の確認を十分に行わず後退したため、過失割合を市が

100％、同氏が０％とし、同氏の所有する普通乗用車の原形復旧及び代替車両借上げに要する費用

５万5,000円を市が同氏に賠償し、和解するものであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○11番（本田孝志君） ちょっとお伺いしますがですね、この事故はやはり前も都城の食堂でバ

ックするときに二人乗りの、そのときも確か企画政策課の職員だったと思うんですが、バックす

るときに事故をして、やっぱり100対０ということで賠償したわけですが、このときの職員と今度

の企画政策課の職員は同一人物なのかお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） 前回の事故の職員と、今回の事故の職員とは違う職員でございます。 

○11番（本田孝志君） そのときですね、前回も職員の教育をぜひ徹底してやってくれというこ

とで、この議会の中でもあったんですが、やはりそのときもですね、課長はこの席に本会議場に

出席しているわけですが、そのときの当時の課長は、企画課に帰ってすぐ全職員ですね、志布志

市の全職員に通達されたものか。 

 そしてまた、特に今度も企画課の職員が事故をされたわけですので、企画課の状態、そのとき

の対応はどのような対応をとられたものか、お伺いいたします。 

○企画政策課長（武石裕二君） 今回の事故につきまして、３月の議会でもありましたとおり、

今回また企画政策課の方からこういう事故をいたしたということで、非常に申し訳なく思ってお

ります。 

 今回につきましても、お釈迦まつりに伴う関西郷土会の方々が帰省をされるということで、歓

迎式典に参加する中での事故ということになりました。 
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 以前もそういう事故がありましたので、私も常日頃から運転については公用車のみならず、私

用車も含めてですね、私も含めて気を付けるようにということで、ずっときておりましたが、今

回配慮はしていたとは言えど、自覚を含めてですね、同乗者もいたということもありますので、

再度またその日もですけど、それ以降もことあるたびに安全運転には十分気を付けて車の運転は

するようにと、同乗者も含めてということでもありますし、また車に乗るときにもですね、運転

を発車するときにも十分安全を確認して出るようにということで、今心掛けているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○11番（本田孝志君） これはですね、過失割合が100ということが問題なんですよね。過失が五

分五分とか、四分六とか、３：７とかいろいろございますが、やはり100対０ということは、もう

100％悪いわけですので、やはり問題ですよね。前も100対０でしたが、今後これがいつまでもこ

のような事故がですね、何回も起きればですね、問題ですよね。ですから、大事故が起きる前に、

市長、どのような方法でこれを職員の教育をされていく考えかお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月議会においても、交通事故のことで損害賠償の額を定める件で御提案いたしまして、御指

導をいただいたところであります。 

 それに基づきまして、私どもは、今後絶対起こさない体制をとるためにはどうするかというこ

とを協議いたしまして、４月からすぐさま20日の日に交通安全の日と定めまして、街頭立しょう

をしながら交通安全の指導をしながら自らの安全運転に対する認識を深めるという全庁的な取り

組みをしたところでした。 

 しかしながら、そのような中であってもこうしてまた発生したということにつきましては、誠

に遺憾に思い、事故を起こした職員には当然厳しく指導をしたところですが、担当課においても

そのようなことを重ねたところであります。 

 そしてまた、総務課を命じまして、更なる交通事故が、公用車での交通事故、また個人の交通

事故も当然なわけでございますが、公用車の事故が今後発生しないために、いかにすべきかとい

うことの意識を高める取り組みをするようにということで指導いたしまして、５月に公用車の交

通事故防止関する要綱を制定いたしまして、安全運転指導者会を設置し、運転者の教育訓練や交

通事故防止対策、そして定期的な研修会、講習会の実施等を行うような体制づくりを決め、ただ

ちにただいま課長が答弁いたしましたように、担当課全体の責任と捉えまして、課全体で今回の

事故に関しての意識の高揚のための取り組みをしてもらったところでございます。 

 私自身も本当に残念に思い、そのことにつきましてあらためて今月の朝礼でも残念だと、そし

てまた、実は今日もまた後ほど皆さん方にもお話しなきゃならないところですが、別途発生して

いるということについて、危機的状況でもあるというふうに朝礼でも話をしたところでございま

す。 

 このようなことが重なれば、重大事故も発生する可能性が高いということでございますので、
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そのようなことがないように、更に安全のための意識の啓発がされるような取り組みが更に重く

なるんですよと、皆さん方にとっても大変な状況になるんですよ。そしてまた重大事故等が発生

すれば、本当に私自身も自らそのことに対して責任をとらざるを得なくなってしまうというよう

なこともお話を申し上げているところであります。まだ軽微であるので、今の段階で今後このよ

うな形が、今後発生しないような形の取り組みを更に深めてまいりたいと思います。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○４番（丸山 一君） 志布志市が発足してからですね、議会があるたんびにこういう損害賠償

の件が上がってくるように思うんですけれども、市が発足してから今まで何件あるんですかね。

毎回毎回ですね、こういう損害賠償の、それは金額的には軽微だと言われますけれども、こうい

うのはあっちゃならんわけです。我々民間会社において働いてきた者にとりましては、社長が怒

ってですね、もう20万円、30万円の損害賠償が発生した場合には、もう社長が怒って、自分で払

えとかいうことも実際あるわけですね。それをこうやって毎回毎回出てくるということは、どう

も理解できない。仕事が忙しくてこういうことが起きるのか。はたまた運転者が初心者マークな

のか、規範のゆるみなのか、市長、答弁をお願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 合併以来５年になるところでございますが、12件交通事故が発生しているということでありま

す。 

 当然公用車の運転については、それなりの技量があって、そしてまた、安全運転については十

分認識しているということであります。 

 しかしながら、公用車が100台近くもあり、そしてその公用車を使用いたしまして、日々事業執

行のために運転をしながら業務に精励しているという状況がございます。 

 私自身はそれが特に激務のために注意がとれなかったという状況ではないというふうに思って

いるところでございます。極めてこれは認識が浅くて、絶対起こさないぞというような認識がな

くての結果、こういった形になっているんじゃないかなというふうに思うところであります。 

 ということで、実際にこのように度重なるわけございますので、事故が重なるたびに皆さん方

は、そのことに対して新たに安全運転のためのさまざまな取り組みを深めなければならないとい

うことはお話し申し上げていますので、自覚が図られているというふうに考えるところでありま

す。 

○４番（丸山 一君） 合併以来12件のこういう事案が発生しているということでありますが、

あまりにも多い数だなと認識をいたします。内容的にはそんな軽微であってもですね、やっぱり

そこで事故等を起こせば公務にも支障が起きるわけですね、ましてや一人で行っているわけじゃ

ないわけですから、バックする所はちょっと曲がるのにちょっとこすったというのはですね、や

っぱりその職員の規範のゆるみではないかと考えます。 

 それと、それを防止するためにですね、安管がありますよね。我々も民間会社におりましたと

き、安管の担当として出席していまして、その中でいろんな協議を、グループ別に協議をして、
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この事案に対してはどういう対応をするんだと、どういうことをしたら事故は発生しないんだと

いうことをグループ別協議をいたしまして、舞台に上がって報告したこともあります。 

 市の職員の中にも安全運転管理者協議会に出席する職員がいるかと思うんですけれども、出席

した職員の意見等がですね、職員会議もしくは課長会において、どういうふうに示されておるの

かお伺いをいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 事故を起こした場合、公用車の場合は公用車管理規則に基づき、事故報告書並びに職員の交通

事故等に係る懲戒処分の基準等に関する規程に基づく交通事故等報告書を提出するようになって

おります。 

 それには、事故のてん末のほか、所属長の意見を付して提出するようになっています。という

ことで、このような形でただちに私の方に上がってまいりますので、その際あらためて事故の内

容等を把握して厳重に注意するところであります。 

 そしてまた、安全運転管理者につきましては、当然そのような研修をするべき場がございます

ので、このことについては定めに従って取り組みをしているということでございます。 

○４番（丸山 一君） 今市長の答弁でありましたけれども、職員に報告をさせて注意をするん

だということでありますが、５年間にわたりまして、もう12件も発生していると、ましてはもう

１件あるんだということを先ほど言われましたけれども、ここでですね、やっぱり単なる注意で

済ませるんではなくて、罰則規定か何かを設けてですね、もうちょっと厳しくしないとこの事故

はなくならないですよ。 

 やっぱり市長が言及するんだ、課長が言及するんだと、本人に対しては罰則は自分で払えとい

うぐらいの意気込みがないとですね、これは直らないですよ、これは減らない。ましてはこれが、

公務に支障があったりすると、民間の人たちとの接触があったりすると、やっぱり市役所のイメ

ージダウンにもつながると思うんですよね。ですから、やっぱり何かしらの規制なり罰則規定を

設けるべきだと僕は思うんですけど、車に乗せないとかですね。どうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 私自身も議員と同じような気持ちでございます。しかしながら、私どもは公務によって起きた

交通事故に関しましては、公務上の措置ということがございますので、それらに従って損害賠償

等については対応しているということでございます。 

 そういうことでございますので、いわゆる罰則という形でない形で、戒めをしていただこうと

いうことで、先程来お話をしているような形の安全運転に対する意識の啓発の取り組みをしてい

ただいているということでございます。 

 このことにつきましては、職員も十分今回あるいは前回のことで肝に銘じているというふうに

感じますので、また今後の状況を見守っていただければというふうに思います。 

 実際に重大な過失により、また大きな事故等が発生するとなれば、いわゆる別途の形で賠償の

事案という形にはなるんではないかなというふうには思っていますが、現段階ではそういった状
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況でございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○24番（野村公一君） 二、三お伺いをしておきますが、まず第１点です。 

 私どもがこういう類いの保険に加入をしますと、事故を起こした場合に、次回からは加算され

て保険料が高くなっていくという一般的な保険でありますが、本市が加入をしている車両保険、

これはそういう類いの保険ではないのかどうか。 

 そして２点目が、22年度の保険総額と23年度の保険総額はどう違っているのか、報告を受けた

いと思います。 

 それから３点目でございますが、本市の職員全員に搭乗資格があるのかどうか。資格が設けら

れておるとすれば、どういう基準で搭乗資格があるのか、それをお伺いしたいと思います。 

○財務課長（野村不二生君） お答えいたします。 

 まず１点目の事故を起こした場合の加算があるのかということでございますが、市役所が入っ

ている保険につきましては、加算はないところでございます。 

 ２点目の23年度の保険の総額につきましては、今手元に資料を持っておりませんので、後で説

明をさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから、３番目の搭乗する資格ということでございますが、職員が採用されまして新規の採

用が４月から始まりますと、６か月間は車に乗らないということで職員の方はなっております。 

 それから、嘱託職員等につきましては、業務によって乗るということ、それから臨時職員につ

いては特別な伺いをとってですね、乗るという形で許可制になっているところでございます。 

○24番（野村公一君） その係数はまた後で教えてください。 

 保険料が変わらないということであると、私どもの一般車両保険とは若干異なるなというふう

に考えますが、どうしてもやっぱり職員の不注意だろうと私は思うんですね。私どもに提案され

る議案のほとんどが過失状態が当方にかなり大きいという事案ばかりです。相手の車は止まって

いるという状況が大変多いということは、どうしても職員の不注意だろうと思ってます。 

 特に、搭乗資格がないと、採用されて６か月のみであるということですが、じゃあ聞きますが、

職員がアルコール中毒の要素をもった職員にもその搭乗を許しておるのか、それが第１点。 

 それから、職員の中には職員になってから、いろんな精神状態の思わしくない職員の方もおら

れるようです。そういう方にも搭乗を許しているのかどうか。 

 ３点目でございます。 

 仮に仕事を、その車に乗らなければならない状態の仕事を命令をするときの、車は誰が乗って

どこに行きなさいという命令書の最終責任者はもちろん市長でしょうが、その所管の責任者は課

長クラスなのか、補佐なのか、係長なのか、その点を教えてください。 

○財務課長（野村不二生君） 最初に、先ほどの23年度の車両共済の掛け金の額について申し上

げます。総額で304万9,000円となっているところでございます。 

 最初の職員の不注意ということでありますけれども、今回の事故を３月の議会を受けまして、
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安全運転管理者という立場からですね、支所を含めて協議をさせていただいたところでございま

した。 

 その中でこれまでは、係長・補佐級の職員が安全運転管理者というふうになっておりましたけ

れども、それではいけないという協議の結果で、課長級また支所長で安全運転管理者になろうと

いうことでですね、市長等にも御相談申し上げ、現在のところ、私と支所長の方で安全運転管理

者というふうになったところでございます。 

 その中で、職員の交通事故等に関する安全運転に対する指導等をですね、今後徹底していくと

いうことで、先ほど市長からもありましたように、要綱等を定めてですね、軽微なそういった不

注意で起きないような形のですね、体制づくりを今後していこうということで、今取り組みを始

めたところでございます。 

 そういう中で、５月24日に課長職のですね、指導をするということで、各課の長である課長等

の皆さんに集まっていただきまして、交通安全の研修ということで実地の研修を含めてですね、

屋外で実際の車の運転、それから後方確認等について研修をしたところでございました。 

 それから、２点目のアルコール中毒、また精神的な問題がある職員の乗車ですけれども、そう

いったことはですね、当然できないように規則の方で定めてあるところでございます。 

 それから、その中には、車に実際乗る場合には所属長が運転者を指定してですね、運転管理者

の方に届けておかなければならないというふうになっておりますので、その点については所属長

の方がですね、しっかりと把握しているというふうに思っております。 

 それから、３点目の車に乗るときの状況の判断ですけれども、実際に課長の方がですね、その

状況をちゃんと乗れるか、アルコール臭がしないかとか、体調がどうであるかというようなこと

につきましても、課長の方で確認をしてですね、実際の乗車に対して乗るといけないという判断

をしているところでございます。 

 １回目の質疑の中の点でですね、平成22年度の車両共済掛け金の額が314万8,351円ということ

でございます。 

 よろしくお願いします。 

○24番（野村公一君） 今総務課長からの報告を受けると、市長、精神的な欠陥がある人は乗せ

ない。それから、アルコール中毒を含むそういう病的な欠陥のある人も乗せない。車に乗って役

所を出られる人たちは、みんな正常な人が乗っていかれるんです、そういうことですよね、今課

長が言われる正常な人が。その正常な人がこういう事故をちょくちょく起こされる。まだ、この

病的な人が乗って事故を起こされたんだったらまだ理解をするんですよ。正常な方が乗って事故

を起こされる。それは何かというと、人間が横着か不注意かですよ。そういう横着か不注意かの

人たちにあなたが一生懸命朝礼で説得をされてもですね、それは直らない、直らない。直る方法

は何かというと、罰を与えることです。 

 我が国は法律というのがあって、しっかり懲罰がうたってある。これがまだ、車同士の軽い事

故だからいいんですよ。人身事故だったらどうなります。私はしっかりとね、こういうもちろん
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アルコールを飲んだり、そういうのはまた別ですよ。だけど、しっかり職員が規律を正して不注

意がなくて、事故を起こさないような指導をしていくには、それなりのやっぱり方針をつくらな

いと。私はそういうものがあってしかるべきだというふうに思うんですが、地方公務員法の27条、

これを捉えて、市でそういうものの懲罰の条例をつくることも私は可能だと思うんです。もちろ

んその交通事故を起こしたから首だとか何とかということではなくても、やっぱりそこに何らか

の罰を受けていくということでないと、あなたの朝礼の指導では直りません。その辺を検討する

気がないかどうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほど丸山議員の方でも同じようなことをおっしゃったところで、私自身も心情的にはそうい

ったことだというお答えを申し上げたところでした。 

 現在、志布志市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準等に関する規程というものを定めてお

りまして、これによりまして、交通事故を起こした者は先ほど言いましたように速やかに報告す

るというふうにしております。 

 そしてまた、それに基づきまして、懲戒処分があるものについては、懲戒処分の審査委員会を

設けて処分をするということになっておりますが、このものにこの懲戒処分の対象となる交通事

故につきましては、例えば交通事故・交通法令違反で、飲酒運転あるいは無免許運転、速度超過

というようなものにしております。そのようなことで、現在懲戒処分の対象にしていないところ

で、本日提案している議案の内容の事故等については、その処分の対象にしていないところでご

ざいます。懲戒処分の対象に今回もしないと、しない形で別途、安全運転の観点から、そのよう

な定めを定めて、意識の啓発を図る取り組み、また自身の反省を得る場というものをつくったと

ころでございます。 

 今回のこの事故を受けまして、そのようなふうに内容的にも重く、また深みをおしております

ので、しばらくその取り組みを見ていただきますればというふうに思うところでございます。 

 今後の経緯を見まして、今申しました懲戒処分の基準等に関する規定を見直しするかどうか考

えたいと思います。 

［野村公一君「議長もう一遍、24」と呼ぶ］ 

○議長（上村 環君） 特に許可します。 

○24番（野村公一君） これからは、これからはってもう何年前からもあるんですね。だから、

どっかでか線を引かれた方がいい。だから、そういう条例もあるんであれば、何もその飲酒運転

だとか、スピード違反だけじゃなくてね、「不注意による」と１句入れさえすればいいんです。そ

れに対してしっかりと、その人に負担をさせるものがあるか、あるいは停職を勧めるか、やはり

そういうものを少しつくってあげることでね、志気も高まっていくと私は思ってますよ。その辺

のお願いをして質問を終わります。 

○市長（本田修一君） 私といたしましては、非常に有り難い御提案だというふうに思っていま

す。 
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 そのような内容で、次回に提案できるかどうか、十分内部で協議をいたしまして、更に交通安

全の意識が高まるような取り組みを重ねてまいりたいと思います。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○13番（小野広嗣君） るる出ましたので、簡単に済ませたいと思いますが、一つはいろんなこ

こで議論をしているわけですけれども、その日、その人がどういう状態だったのかというのはう

かがい知ることもできませんけれども、健康管理というものが日常的にどのように行われている

のかというのを少しお聞かせ願いたいと思います。 

 やはり24時間ですね、公務員ですから仕事を終えて家に帰って酒を飲むこともあるでしょう。

深酒になって１時、２時ぐらいに寝て、それでも職場に出てきて、そういった体調不良の状況の

中でもそのことは言わずに仕事をしている場合というのは結構多いと思うんですよね。そういっ

たことも含めて日常的な健康管理についてということを一つ。 

 もう１点は、この５年間に12件ほどこういった事故がある。市長、今のところ大事に至らなく

てよかったということでありますけれども、いわゆるこういった積み重ねが、もう次のいわゆる

大事に至る前兆がもう現れているというふうに受け止めなければならないと思うんですよね。い

わゆる議会に上がってくるときには、もう予算として損害賠償額が決まって上がってくるわけで

すね。それ以前に事故を起こした当人に対しては、さまざまに指導がなされているわけですよね。 

 ところが、いわゆるそういったものが一切済んで議会に上がってきて、議会でこういう議論が

過去何回となくなされている。そういった議会で予算が通ってやっとこうなんだということが、

この議会の議決後、本人のところにいっているんですかね、そこも併せてお示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 健康管理につきましては、先ほど車両に乗るものについては、このような規則があるというこ

とでありましたので、当然担当する課長の方でそのものについての健康管理がされているという

ふうに思います。 

 そしてまた、私自身、健康増進については特に職員自ら健康になるような環境をつくってくだ

さいということのお話をしていまして、特に朝のラジオ体操、あるいはあいさつ運動ということ

で職員の健康状態を観察する場がつくられているというふうに思っております。 

 そのようなことで、管理者、管理する者は、日常的に職員の健康管理をしているというふうに

考えるところであります。 

 そしてまた、今回このような形で御審議いただいているところでございますが、当然今現在そ

の職員はインターネット等を通じてこの審議の成り行きを身をただして、緊張して聞いていると

いうふうに思っております。 

 そしてまた、この審議の結果については、あらためてこのようなふうに厳しい御叱責があった

ということを私の方からも、また担当課長の方からも申し渡すようにはしているところでござい

ます。 

○13番（小野広嗣君） 健康管理という面で言えば、市長はそういうふうに希望的観測でですね、
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そういうふうに努めていると信じているというような表現が多いんですよね。 

 実際、退庁後にお酒を飲まれて９時、10時ぐらいに休まれるということであれば、体調のいい

状況で出てこれますよね。ところがやっぱりいろんなお付き合いをする中で、12時過ぎて飲んで

いらっしゃる方々を見掛けることもあるし、そういった方が、結構いい体調でですね、臨まれて

るかというと、そうではやっぱりないと思うんですね。 

 ですから、やっぱり退庁後も仕事なんだという感覚でですね、いわゆる健康管理には努めてほ

しいというふうに思うんですね。そこをまた更にですね、徹底をしていってもらいたい。それは

それでいいとして、ある意味でこの事故を起こされたこれまでの方々が、いわゆるその方々が、

そこの後ろでもいいですよ。そこにいてこういう議論を聞いていれば、すごく反省されると思う

んですね。いわゆるですよ、注意を今まではされたと思いますけれども、軽い事故だという、そ

れでよかったって市長自体も言われているぐらいだから、本人はそこでは反省しているように「申

し訳なかった」というふうに言ってるかもしれないけれども、心の中ではたったこんなことでと

思っているかもしれないわけですよ。 

 本当に身につまされるように反省するためには、こういう議論を聞けばびっくりするでしょう、

多分。そういったことも罰則という観点から見てもすごく大事な視点。そして、こんな議論があ

ったんだよって、このこと一つにとってって、それだけ一事が大事なんだよということをやっぱ

り言っていく、その雰囲気がほかの事故を起こされてない職員にも浸透していく。そのことがや

っぱり事故を起こさない一つの道筋だと思うんですよ。 

 どうでしょうか。 

○市長（本田修一君） 全くおっしゃるとおりだと思います。 

 私自身、議員の皆さん方から私に対しまして、管理監督責任があるものとして、十分御指導を

いただいて、指導というのみならず叱責というようなこともあるわけでございます。そのような

ものを私は議会の度に受けるんだよということ、そしてそのことを皆さん方は深く受け止めてく

ださいということ。そしてまた、今は軽微な事故で済んでいるんだけど、このことが度重なるこ

とによって重大事故が発生することになるかもしれないんですよということ、そのようなことを

いつもいつも話をしているところですが、残念ながら絶えないということでありますので、先ほ

ど野村議員の方からありましたように、この基準等に関する規定の見直しも含めた形の対応をし

てまいりたいと考えます。 

○17番（岩根賢二君） 損害賠償の額とはちょっと掛け離れますけれども、関連がありますので

質疑をしたいと思いますが、開会前に全員協議会でこの説明をされた時に同僚議員の中から、当

日はマイクの音も何も聞こえなくてという話がありました。そのことで、当日は風も大変強くて

ですね、ほとんど市長のあいさつも聞こえなかったという状況だったと思います。たまたま関西

郷土会の方がハンドマイクを持っておられたので、それを使ってあいさつもできたという状況だ

ったと思いますが、この状況を市長自身はどういうふうに捉えて、どういう感想を持たれたか、

そのことについて職員には何か指導されたのか、その点をお聞きしたいと思います。 
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○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 当日実際に歓迎会が始まったときに準備が整ってなくて、想定しました機具の使用ができなか

ったということについては本当に残念でした。ということで、これは本当に準備が完璧にできて

いれば、あるいはその歓迎会が始まる前に少しリハーサル等をしておけばこのようなことは防げ

た内容であったというふうに考えるところでございます。ということで、準備はちゃんとしなさ

いよということはその後申したところでございます。 

 いろんな場面で、そのような式典等があるわけでございますが、大抵の場合は十分資料等を作

成しまして、マニュアル等を作成しまして、そしてまた予行演習をして、そして現場に臨むとい

う形になるところでございますが、今回のケースにつきましては、いつも手慣れている場面だっ

たということで、当日の準備が、リハーサル等がされなかったケースではなかったかなというふ

うに思ったところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 先ほど事故の原因が何であったかというときにも市長は認識の甘さがあ

ったと、職員のですね、そういうことで答えられましたよね。激務のためではなくて、認識の低

さが交通事故の原因だったろうと申されました。 

 今のこのマイク、拡声機等のですね、不備についても、やはり職務に対する認識の甘さがあっ

たという答えです。これらのやっぱり原因は、そこの職務に対する認識の甘さということだと思

いますよ。ですから、市長がその後厳しくというか、指導をされてないという状況が、今私はそ

ういうふうにとったんですが、そうだったんじゃないですか。 

 やはり、一つの職務に対しては、ちゃんと自分の職務を全うするような指導をしていただかな

ければならないと思いますが、いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 準備ができていなかったことについては注意はしたところでありまして、特段厳しくそのこと

をとがめたということではなかったというふうには思っています。 

 私自身、いろんな場面でそのような光景に当たるわけでございますが、その際は「今後は気を

つけてね」という形で指導はするところでございますが、その内容について、もっと厳しくする

場面が、内容があるとすれば厳しく今後は指導をしていきたいと考えます。 

○17番（岩根賢二君） 市長がですね、厳しくは言わなかったということは、まあまあよかとよ、

というふうな感じだったろうと思うんですよ。ですから、市長自身にそういう認識があるから職

員にはそういうふうに市長の認識が伝わっているというふうに私は思いますよ。 

 ですから、一つ一つの仕事をちゃんと全うするように、そういう心積もりで全ての職務に接し

てほしいと思います。 

○市長（本田修一君） 私自身は、「真摯」と、「まじめに」「一生懸命」という言葉が好きであり

ます。そのようなつもりで仕事については精励しているつもりであります。 

 しかし、そのことを全て他人に、あるいは職員に求めるとなればかなり厳しいところがあるの

かなというふうに思っています。ということで、その職員につきましては、それなりの見識が、
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経験があるわけございますので、十分そのことで反省して、自発が得られるようなものであれば

いいというような形の対応をしているところでございます。それが足りないと、不足ということ

であれば、そのことにつきましては反省をし、今後そのような形で臨んでいかなければならない

のかなというふうに思ったところでございます。 

 これは、私一人という力ではなかなかじゃないかなと、私自身いつもいつも思っているところ

でございます。そのようなことで、皆さん方におかれましても、もしそのような場面が見られた

ら、指導をしていただければと。そしてまた、その指導はただ単に叱責ということでなく、本当

に温かい思いやりというと変ですが、今後その者が更に発奮するような形での指導というような

形でしていただければ、市全体としてそのような緊張感が更に生まれてきて、いい市政ができる

んじゃないかなというふうに考えるところでございます。私自身も更に自らそのような形で取り

組んでまいりたいと思います。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○１番（平野栄作君） この問題につきましては、また、明日若干質問させていただくので、ち

ょっと教えていただきたいんですが、公用車がない場合に私用車をよく利用されると思いますが、

もし私用車でこのような公務中に事故が起こった場合、そういうときの対応というのはどういう

ふうになるんでしょうか。 

○総務課長（溝口 猛君） 職員が私有車の場合でございますが、当然公務でありましても私有

車でございますので、こういう損害賠償の議案というのは出ないところでございます。 

○１番（平野栄作君） 私一番危惧するのはそこなんですよ。確かに公用車ではですね、事故と

いう形で出てくるんですが、もしこれを強く進めすぎると反対の方向に走ってしまうような可能

性もあるもんですから、この問題はそこらあたりも十分考えながら取り組んでいかないといけな

いと。一人一人がですね、やはりこの事故をですよ、自分たちのものだというふうに共有してい

く、もうそこしかないと思うんですよ。だからその仕組みをどうやってつくっていくのかという

のをば今後はつくっていかないといけないのかなと、詳細については、また明日説明しますが、

一つ危惧するように私用車での公務中のですね、私用車の使用、そこらあたりはですね、十分に

チェックをしていただきたいなというふうに考えております。 

○総務課長（溝口 猛君） もし、私有車を使って公務の事故を起こしたということになれば、

当然、公有財産管理規定に準じまして、事故の報告を求めるようになっております。それに従い

まして、先ほど市長が申しましたとおり、懲罰規定に該当するような事故になれば、当然懲罰の

対象になるというような流れとなっているところでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第42号は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 
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日程第17 議案第43号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号） 

○議長（上村 環君） 日程第17、議案第43号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第43号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号）について説明を申し上げます。 

 本案は、平成23年度志布志市一般会計歳入歳出予算について、告知放送端末設置事業、保育所

緊急整備事業等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議

決を経る必要があることから提案するものであります。 

 詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○財務課長（野村不二生君） それでは、議案第43号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第

２号）について、その概要を補足して御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、既定の予算に１億5,286万円を追加し、予算の総額を184億6,361万2,000円

とするものでございます。 

 それでは予算書の６ページをお開きください。 

 第２表の地方債補正でございますが、追加は、ＪＲ志布志駅トイレ・待合所改修事業の実施に

伴い、過疎対策事業の総合観光案内事業を710万円計上しております。 

 変更は、一般単独事業で県営事業負担金の増額に伴い、地方道路等整備事業を440万円増額して

おります。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

 10ページをお開きください。 

 まず、歳入の14款、国庫支出金、１項、国庫負担金、２目、民生費国庫負担金は、平成23年度

子ども手当法案が廃案となったため、予定されていた３歳児未満への増額給付分7,182万円を減額

しております。 

 11ページの２項、国庫補助金、４目、土木費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金が減額の

内示があったことから、115万2,000円を減額しております。 

 12ページの15款、県支出金、２項、県補助金、１目、総務費県補助金は、電源立地地域対策交

付金事業を440万円、ＪＲ志布志駅トイレ・待合所改修事業実施に係る地域振興推進事業を400万

円計上しております。 

 ２目、民生費県補助金は、グループホームへの火災通報装置設置に係る介護基盤緊急整備等特

別対策事業を30万円、有明保育園の建て替え及びのがみ保育園の改築に伴う、安心子ども基金総

合対策事業を１億318万円計上しております。 

 ４目、農林水産業費県補助金は、農業者戸別所得補償制度推進事業が県から事業実施主体であ

る市の農業再生協議会への直接交付となったことから、620万4,000円を減額しております。 



 （57）

 10目、商工費県補助金は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の対象事業として、告知放送端

末設置管理事業及び地籍簿電子化移行事業が認められたことから、456万6,000円を増額しており

ます。 

 13ページの３項、県委託金、５目、教育費県委託金は、県の自立支援委託事業が今年度から廃

止されたため、40万円減額しております。 

 14ページの17款、寄附金は、図書購入等に役立ててほしいとの市民からの寄附金40万円を計上

しております。 

 15ページの18款、繰入金は、今回の財源調整として財政調整基金繰入金を8,799万1,000円増額、

オラレまちづくり基金を商工業振興対策事業に係る財源として900万円計上しております。 

 16ページの20款、諸収入、５項、雑入、４目、雑入は、志布志運動公園体育館備品購入事業等

に係る財源として志布志振興くじ助成金を652万6,000円計上、議案第42号に係る事故保険金を５

万5,000円計上、国・県からの派遣職員を宿舎設置に伴う宿舎料を48万円計上しております。 

 17ページの21款、市債は、1,150万円増額し、総額で20億5,220万円としております。 

 次に、歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

 まず、人件費につきましては、４月の定期人事異動に伴う費目間調整及び当初予算編成時点で

見込んでいませんでした退職者の人件費を調整するため、一般職分を総額で1,795万6,000円減額

しております。人件費以外の主な予算でございますが、19ページをお開きください。 

 ２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、行政評価システム導入支援業務に業

務量調査支援を追加するための経費として372万8,000円増額。議案第42号に係る賠償金を５万

5,000円計上しております。 

 ４目、企画費は、ブランド推進事業に要する経費を26万3,000円増額。社会資本整備総合交付金

事業については、今年度しおかぜ公園の太陽光発電設備等の設置を予定しておりますが、国庫補

助金が115万2,000円の減額となったことから事業の見直しを行い、工事請負費を242万9,000円減

額し、457万1,000円としております。 

 20ページの６目、情報管理費は、地上デジタル放送難視地区対策事業を560万円、行政告知放送

端末設置事業に要する経費を443万7,000円計上しております。 

 27ページをお開きください。 

 ３款、民生費、２項、児童福祉費、２目、児童措置費は、平成23年度の子ども手当法案が廃案

となり、予定されていた３歳児未満への増額給付が行われなくなったことに伴い、7,182万円を減

額。 

 ４目、保育所費は、有明保育所の建て替え及びのがみ保育園の改築に伴う保育所緊急整備事業

を１億5,008万円計上しております。 

 28ページの４款、衛生費、１項、保健衛生費、５目、健康づくり費は、貯筋運動による健康づ

くり推進事業に要する経費を121万5,000円計上しております。 

 29ページの６款、農林水産業費、１項、農業費、５目、茶業振興費は、茶の改植対策事業とし
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て462万8,000円計上しております。 

 32ページの７款、商工費、１項、商工費、２目、商工業振興費は、志布志まちづくり公社の施

設管理に係る経費を助成するため商工業振興対策事業を900万円計上。 

 ３目、観光費は、ＪＲ志布志駅の利便性を向上させるためのトイレ・待合室改修に要する経費

として1,990万2,000円計上。 

 ４目、港湾振興費は、さんふらわあ及び市内宿泊施設の利用促進を図るため、さんふらわあ志

布志航路利用促進協議会に対する補助金を500万円増額しております。 

 34ページをお開きください。 

 ８款、土木費、１項、土木管理費、１目、土木総務費は、東九州自動車道及び都城志布志道路

開通後の道路網整備の基本構想を策定するための経費として、委託料を200万円計上しております。 

 35ページの２項、道路橋梁費、２目、道路維持費は、電源立地対策交付金を活用した宮内線舗

装修繕工事を500万円計上。 

 ３目、道路新設改良費は、県道塗木大隅線、今別府串間線の事業費の増額に伴い県営事業負担

金を500万円増額しております。 

 37ページの９款、消防費、１項、消防費、２目、非常備消防費は、東日本大震災を踏まえた市

の防災体制充実を図るための経費として、防災に関する専門職員を新たに任用するための嘱託職

員報酬を256万5,000円、津波ハザードマップの作成委託料を81万6,000円、消防団の無線機の整備

費用として284万9,000円を計上しております。 

 ４目、災害対策費は、東日本大震災支援対策事業に係る経費として376万5,000円計上しており

ます。 

 40ページをお開きください。 

 10款、教育費、５項、社会教育費、６目、文化財保護費は、夏井海岸の火砕流堆積物の国指定

申請に要する経費を198万2,000円計上しております。 

 41ページの６項、保健体育費、１目、保健体育総務費は、日本プロ野球名球会を中心としたメ

ンバーによる親善試合等を開催するための経費として、補助金を140万円計上。 

 ２目、体育施設費は、老朽化した志布志運動公園体育館のバスケット台を更新するための経費

として、備品購入を704万3,000円計上しております。 

 以上が補正予算第２号の主な内容でございます。詳細につきましては予算説明資料を御参照く

ださい。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） ここで、２時40分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後２時31分 休憩 

午後２時40分 再開 

──────○────── 
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○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○13番（小野広嗣君） ４点ほどちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 予算説明資料の方から、述べせていただきますが、少し不親切かなというふうに、今説明を聞

いて思ったもんですから、防災関係で今回防災対策事業ということで出ております。一般質問等

でも、私を含め多くの議員が防災関係に関しては質問されますので、そこでいろいろと議論をし

たいと思いますが、今説明がやはり不親切だなと思ったのは、市の防災計画あるいは各種マニュ

アル等の見直しをするために、防災専門の嘱託職員の任用の件ということでお話がありました。 

 私も当然そういう専門の方を入れるということは確認はさせていただいたわけですが、これ議

案を上程する際にですよ、市長、この防災計画というのは、市の災害対策のバイブル的なもので

すよ。この作成に携わる責任者に近いような形でその専門性の高い人を呼ぶわけですから、その

人のことはこの議場でですよ、しっかり紹介をするべきじゃないですか。説明の中に入ってない

でしょう。どういう人か全然分からないですよ。ただ防災、防災専門の嘱託職員というだけで分

からんでしょう。それをひとつお願いします。 

 それと行政告知端末、４ページですね、の関係で目的うんぬん、これはもういいでしょう。今

回、告示端末の設置に対して100台の予算が組まれています。それで、これはいわゆるこれまでも

議会でも議論をされてきました。いわゆる年度を越えて志布志市の方へ転入される方への対応の

分、そして、今までも志布志市民であったけれども、いろいろな情報の手違いの流れの中で新た

にやはり申し込みたいと、そういった両方を想定しての対応なのかお聞かせください。 

 そして、②の方の補助100％とこの50％、この20台が50％になっていますが、ここの詳しい内訳

をお示しをください。 

 あと、さんふらわあ、この６ページ、これのいわゆるレンタカーの貸し出しの件で、新聞紙上

にも載っておりましたね。市長も写真付きで出ておりましたけれども、これはこういう志布志の

さんふらわあのところで、いわゆる車も放置もできるという体制をとらなければなかなか志布志

市にとって余りメリットがないということもあると思いますね。 

 そういった中で、３月からこの事業が始まってもう３か月近くになろうとしています。新聞紙

上で出たときには２か月が経過していこうということだったと思うんですが、その２か月間でど

ういう動きをこの県の事業に乗っかって、いわゆるそれを利用されている方があったのか。いわ

ゆる三つの地域があります。二つを通過していってそこでチェックを受ける。そして、宿泊所に

泊まって翌日承認を受けると、そして後でキャッシュバックという流れですから、本市の特に志

布志市でどういう利用があったのかというこの２か月間の状況があってここに予算が計上されて

いるのか、そこをお示しをください。 

 最後ですが、保育所の緊急整備事業ということで先ほど説明もあったんですが、これ例えばで

すね、民間移管の議論がありました。そして、その際老朽化の問題等も出ていますけれども、近

い将来において、建て替えに対して市が協力をしていくというような議論が事業者との中であっ
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たのかどうか。そして、今回いろんな助成事業の中でこういったものが出てきて、そのことに対

しては、市の側からこういう助成制度があるということで事業者に働きかけたのか。あるいは事

業者の側からだったのか、そこ。そして、仮に今後建て替えという方向になったとした場合、そ

の間の保育の体制、どういう状況で進めていこうとされているのか。そこらをお示しをください。 

 以上です。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 防災の嘱託職員の任用についてでございますが、７月から一応正式にはこの嘱託職員として、

配置するというようなことにしているところでございます。 

 予算上の措置は７月からということを考えているところでございます。今回お願いしている方

は、中村弘さんという方で、昭和20年１月30日生まれでございまして、鹿児島市の消防署の職員

をされた方でございます。平成１年から３年まで鹿児島市の国際消防救助隊の隊長、そしてまた、

平成14年から４月１日まで中央消防署の所長、その直前には南消防署の所長もされております。

県の消防署長会の会長もされておられる方で、今回本市の新しいマニュアルを策定するためにお

願いするところであります。 

○港湾商工課長（萩本昌一郎君） 説明資料の６ページでございました、さんふらわあの志布志

航路利用促進事業の関係の御質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 今回のこの事業につきましては、九州新幹線開業に伴いますさんふらわあの旅客分の減少を阻

止するために、県の大隅地域レンタカー無料プラン事業の効果をさんふらわあの利用促進につな

げたいというようなことで、今回お願いしたところでございます。 

 県の方が当初事業の発表をされましたときに、私どもとしましては、それまで詳しい説明とい

うか、内容が分かっておりませんでしたので、そのときにできるだけ早くこういう新幹線効果プ

ラン、無料レンタカーの関係がさんふらわあの利用促進につながるような形での取り組みをした

いなということで、その後取り組んでまいりました。 

 御承知のように、県のレンタカー無料プラン事業につきましては、大隅地域に宿泊して、そし

て、なおかつ大隅地域の３ブロックのうち２ブロック以上を回っていかなければならないという

ような、そういうような事業内容になっているところでございますが、残念ながら今回登録して

おりますレンタカー会社につきましては、鹿屋にあるレンタカー会社２会社でございまして、志

布志の方に営業所がございませんもんですから、さんふらわあ利用の利用促進につながらないと

いうようなですね、そういう弊害があったところでございます。 

 そこで、私どもこの事業の発表があってからレンタカー会社の方と交渉しまして、何とか志布

志市のさんふらわあの発着所から、そういうレンタカー利用等ができないかということの交渉を

したところでございますが、何回か交渉する中でなかなかうまくいかなかったわけなんですが、

そこで、今回この無料プラン事業の主催者でございます県のお力を借りまして事業者の方と連絡

を取っていただいて、その後協議をした結果、そういうことであればさんふらわあ利用促進、そ

れから無料レンタカーの方の利用促進にもつながるであろうというようなことで、事業者の協力
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もいただきまして、今回こういう事業提案の運びとなったところでございます。 

 基本的には、ここに事業内容で書いておりますように、さんふらわあの乗り場からレンタカー

の借り受け、それから返却ができるという内容が主なものでございます。 

 それから、先ほど御質問がございました、県の実績等に基づいて今回こういう予算編成をした

のかというような御質問でございましたが、それは全く考えておりませんでした。１万台という

県の事業、予算化がございますので、それを少しでもですね、さんふらわあで利用促進、あるい

は市内の宿泊利用につなげたいという思いで、今回こういう事業を組み立てたところでございま

す。 

 参考までに、３月12日から４月下旬までのこの無料レンタカーの利用者につきましては、県の

方によりますと40台ということでございまして、非常に少ないまだ実績となっているようでござ

います。そのうちの約４台が志布志市に宿泊をしたという実績が出ているということでございま

す。 

 したがいまして、今回内容等にございますように１万台のうちの1,000台というような形での予

算化をしておりますが、現在までのそういう実情等を踏まえながら、少なくとも最低１万台のう

ちの1,000台は志布志港のさんふらわあの所から利用ができて、そういう利用促進につながればい

いなというようなことで今回お願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 告知放送端末設置事業につきまして御説明申し上げます。 

 資料は４ページでございますが、今回告知端末機につきましては、市の方で購入して貸与とい

う形でございます。 

 それから工事等につきましては、補助金ということで考えております。今回の対象者は新たに

転入される人、それから前回申し込みをされずに今回新たに申し込みをされる方も貸与というこ

とで考えております。 

 それから、100％補助、50％補助の内訳でございますが、まず新たな転入者につきましては20

世帯、それから新築家屋、新しく家を建てられた方が60世帯、合計80世帯というふうに見込んで

おります。それから、昨年度申し込みされなかった方については、20世帯というふうに見込んで

いるところでございます。今回この50％でございますけれども、昨年度国の交付金を得まして、

全戸に無料で設置をするということで、全市民の方々にこの推進を図ってきたところでございま

す。当時の申し込みであれば、全額国の交付金等で整備ができたところでございますが、今回そ

の後市単独事業となりますと、市の方の財源の持ち出しということになるところでございます。 

 この事業期間中に市民の方々へのお知らせは、事業期間中であれば無料でできますと、これが

事業完了後につきましては有料になりますということも十分周知をさせていただいたところでご

ざいますが、今回このような差を設けたところでございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（木屋成久君） 福祉課分についてであります。 
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 民間移管の建て替えの議論ということでありましたけれども、今現在、市に２の公立保育園が

あるんですが、この保育園の民間移管につきまして、今現状のままの民間移管というのを考えて

いるところであります。 

 続きまして、市側より事業者に働きかけたのかというのがありましたが、この件については、

関係者の保育園が県に申請したと伺っているところであります。 

 続きまして、今後の建て替え時の保育の状況ということでありますが、この前回の保育園の建

て替えがあったわけですけれども、そのときには前回の施設を利用しまして、同じ敷地に新しく

造ってそれを取り壊してやったということで、今回のこの有明保育園の建て替え事業につきまし

ては、市の所有地の所にプレハブを建てて、一時建ててそこでやりまして対応ということで考え

ております。 

○13番（小野広嗣君） 防災対策事業に関しては、今市長の方から、防災の鹿児島県においても

エキスパートというふうな理解をしていいと思うんですが、ただこの防災計画となりますと、市

単独で済む問題じゃないです。いわゆる国・県そういった防災計画、新たに国も県も練り直しま

すからね。そういった流れに沿いながら、本市独自のまたチェック機能を果たしながら計画を練

っていかなきゃいけないと、そういったときにどういったタイミングでこれが計画が出来上がる

のかという問題もあると思うんですね。 

 今までの市の地域防災計画というのは、かなりの部分を見直さなきゃいけない。津波がくれば

市の中心市街地は全滅なわけですから、いわゆるそういったことを想定したときに、今回この来

ていただいた方が７月以降スタートして、本年度だけでですね、そういったところまで果たして

もっていけるのかなと思うんですが、次年度へ向けてもお願いをしていく方向なのか、そこをひ

とつお示しをください。 

 この件は、それだけで結構でございます。 

 あと、行政告示端末、少し分かりづらかったんですけど、考え方がですね。いわゆる今からこ

の補正を組んでですよ、そして新たに100個設置となった場合に、今スタートは７月というふうに

お聞きをしているわけですが、そのこの100個設置というのは７月のスタートでできるんですかね。 

 それと、いわゆる今想定されている方々以外の方々が、また数はそんなに多くないでしょうけ

ど、転入で来た場合もこういった対応、補正を組んで対応されるのかどうか。そこをちょっと聞

かせください。それで結構だと。 

 あと、さんふらわあの件は大体分かりました。そうなるとですよ、今課長からも答弁を受けま

したけど、いわゆる県の方ももうひとつＰＲが足らないのかなという気もします。 

 そして、やはり関心をもってないと、ああいう新聞記事にも目が止まらないということもあっ

て、我々は議員でありますし、志布志市民ですから、ああいった記事が載ると、こういうふうに

なると少しでもいいよなというふうに思うわけですが、それを我々も当然ＰＲせんないかんわけ

ですが、いわゆる１万台のうち、1,000台ぐらい志布志で利用していただければなという思いとい

うのは十分理解するわけですが、そこにつなげていくためのＰＲをしっかりやっていかないと、
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これずっと続く事業じゃないわけですのでね、この期間、県がそういう助成をやっているときに

合わして乗っかろうというわけですから、短期間で終わっちゃうわけです、来年までですね。だ

から、急いでＰＲをしていかなきゃいけないというふうに思うんですが、そこについてどう考え

ていらっしゃるのか。 

 あと、保育園に関してはですね、１点だけ。 

 これは市長が答弁しなければ、課長じゃ答弁できないことなんですが、当時いらっしゃったわ

けではないわけですので、民間移管のときにですよ、いろんないわゆるヒアリングをやり、そし

て事業者の側はプレゼンをする。そして、いろんなことを話し合う中で今度は契約書、協定を結

ぶというような形になるわけですね。それでそういった議論をしたときに、将来の建て替えのと

きに市としても助成をしますからねという話があったんですか、そこを僕は聞いているんですよ。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回の補助金等につきましては要綱を定めているところでござ

いますが、スタート時期について現在の考え方では７月、８月が周知期間ということで考えてお

ります。そして、９月からこの補助制度をスタートさせたいというふうに考えております。 

 それから、転入者等が増えた場合に数が増えたという場合につきましては、その時点であらた

めて予算を計上して、補正予算という形で対応を考えておるところでございます。 

○総務課長（溝口 猛君） 防災のための嘱託職員の件でございますが、一応本年度末までの契

約という形での契約をしているところでございます。 

 議員御指摘のとおり、防災計画の正式な見直しということにつきましては、国が今基本計画を

見直す方向で入っております。 

 国が定めた市町村の義務、あるいは県の防災計画に連携します当然市町村の義務事項が入るわ

けでございます。 

 また、県の方も今見直すんではなくて、今回の震災を踏まえて、県の方はどこに防災計画に課

題があるのかと、そういう課題の洗い出しをしているということでございます。 

 したがいまして、本市におきましても、今の本市の防災計画、これを震災を踏まえまして課題

が何なのか、そこの洗い出し作業をしていただくと。 

 それと今回津波等の被害が甚大でございましたが、本市におきましては、津波なら津波、地震

なら地震というような各種災害対策のマニュアルが作成されてないということで、そこら辺りの

作成をしていただくというふうな形で考えているところでございます。 

○港湾商工課長（萩本昌一郎君） 県の無料レンタカー負担事業につきましては、議員の御指摘

のように、確かに４月末までの実績で言いますと40台ということでございますので、当初のはる

かな予想を大きく下回るというような実情であるということでございます。これも３月12日から

開始ということでしたが、その前日の３月11日に大震災が発生して、そういったことも県の方で

は十分ＰＲを考えておられたんでしょうけれども、そういう大震災等で少しこの方が話題が少し

市民の方に周知がいかなかったという事情もあるようでございます。 

 そういう状況の中で、私どもは何とかしてさんふらわあの方に利用促進を結び付けたいという
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そういう思いがございまして、県の交通政策課の方に私どもの今回提案している内容の概略を説

明しましたところ、県の方もレンタカープラン、無料プランのですね、大いなる促進につながる

んではないかというようなことで、非常に協力をしていただけるということで、皆さん方の御協

力、御可決をいただければ、すぐにＰＲ・周知、県民の方にしながらですね、県外の方も含めて

利用促進を図っていこうというそういう御協力体制をいただいているところでございます。併せ

てフェリーさんふらさあの方にもこういった形での利用の形態を考えているよということを概略

説明しておりまして、可決をいただければすぐにでも、さんふらあにつきましてはトラベルとい

うそういう旅行会社等を持っておりますので、関西方面、それから鹿児島方面、そういった形で

のですね、利用が進むような形でのＰＲをしていきたいというふうに取り組んでいるところでご

ざいます。 

 もちろん私どもも市内の市民向けにですね、それから、県民向けにこういった形での取り組み

をしていくということを可決をいただいた暁にはすぐにですね、していきたいと。 

 そして、こういったサービスの開始を７月のですね、できるだけ早い時期にこういった夏休み

前に、こういうサービスが提供できるように取り組んでいきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○市長（本田修一君） 保育園の建て替え事業、保育所緊急整備事業についてのお尋ねについて、

お答えいたします。 

 この事業につきましては、長い間民間移管というような形で市内の事業者について御説明申し

上げ、保護者、地域の方にも御理解いただきながら進めてきて移管になったところでございます。 

 その結果、新しい事業者の方で、現在の園の整備ということを考えられて、のがみでは一部の

改築と、そしてまた、有明では全面的な改築というようなことの事業でございます。私どもはこ

の委託につきましては、今後建て替え等について、国の方で民間の場合には２分の１補助という

ような形になるというようなことで説明を重ねてきたところでございました。 

 そのようなことで、今回新たに整備がされるということでございまして、民間の方が県の方に

その国の方の申請をされてこのような形になっているということでございます。 

○13番（小野広嗣君） 大分理解が進みましたけれども、あと２点。 

 ちょっと防災の関係に関しては難しいことを聞いているわけじゃないわけですよ。今担当課長

が言っていることは当然分かった上で聞いてるんですよ。 

 ３月に危機管理対策ということで議論をしました。そのときにはあまり先が見えてないという

状況の中で検討をしていきましょうということですよね、危機管理対策室も検討します。 

 ただ、前向きな答弁とまでいってませんでした。３月11日、質問の３日後に大震災が起こり、

そして、最終本会議が終わって全員協議会のところで市長に言いましたよね。防災の専門をちゃ

んと設置しなきゃいけない。それ以降、即動かれたというのは本当動きが速かったなって思って

るんです。評価してるんです。そして、なおかつすばらしい人に来ていただけるんだなっていう

思いがすごく強いんですね。であれば、とりあえず来年の３月31日だけど市長の思いとしては、
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本市のいわゆる災害に強いまちづくりをする上でのリーダーシップをとっていただきたいという

ような思いとして、どうなるかは別にしてですよ、お願いとしてそういう気持ちがあるんですか、

どうですかって市長に聞いてるんです、僕は。それが一つ。 

 そして、もう一つは今の保育園の関係ですが、これですね、すごく大事な点なんですが、実は

この有明保育園の民間移管のときですよ、市長、ここでいろいろと議論しましたね。そして、い

わゆるあそこは近いうちに多分建て替えをしなければいけないだろうなと、でも建て替えるとな

ると大変なお金がかかるということが予測されてましたね。ですから、移管後いろいろと相談が

あったらその相談に乗って建て替え等にも市としてある程度助成するのかと言ったら、市長は「そ

ういう方向で考えてます」というふうに言いました。 

 しかし、一方で今議長立ってらっしゃいますけど、議長の方からも、そういう答弁おかしいで

しょうという話になって、答弁をまた変更しましたよね。はっきり議事録に載っていますよ、そ

れは。そういう流れの中で今回こういうのが出てきた。 

 そして、先の課長の答弁では、新たに今度また二つの保育園が今後移管の想定をされますね。

そのときはそのままでいきますと。そういうときはどういう議論をするんですか、したら。そこ

らの整合性は全然とれないで、こういうふうにきてるんですよ。そこをちょっと説明してくださ

い。 

○市長（本田修一君） 防災の嘱託の専門員につきましては、私自身特に鹿児島市の森市長の方

に市の職員の派遣をお願いしたところでした。 

 市の職員については対応できないということでＯＢの方をということで、先ほどお話しました

方に来ていただくことになったところでございます。経歴等をお伺いしましてすばらしい方と、

そしてまた、面接もいたしまして、そのような方にお見受けしましたので、今回私どもの防災計

画の見直し、そしてまたマニュアルづくり、そしてまた、防災訓練等に取り組んでいただくとい

うことにお願いしてあるところでございます。 

 そういう思いできて、私どもがお迎えしたということは十分お話してあります。また、それに

きっちり答えていただくということの返事をいただいているところでございますので、どうぞそ

のような形での活用を期待していただければというふうに思います。 

 それから、保育園についてでございますが、保育園につきましては、先ほども申しましたよう

に、民間移管ということになれば新たな国の事業で建て替え等については補助事業があるという

ことについては、移管の中での説明をしてきたところでした。そして、そのことに基づきまして、

理解を得ながら移管がされたと、そして新しい受託者が、今回この園につきまして、建て替えを

考えられ、県の方に申請をされ、国の予算の獲得が得られたという流れになってきているところ

でございます。 

 今後、新たに残っている２園についても民間移管について地域の保護者の意向等を十分お聞き

しながら進めていくということになるところでございますが、そうのような方向に進むとなれば、

今までとってきたような流れと同じような形になるというふうには考えるところでございます。 
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○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○11番（本田孝志君） この補正予算説明資料の４ページ、地上デジタル放送難視地区対策事業

ということで、「市内の地上デジタル放送難視地区で、ＮＨＫ助成制度を利用できない世帯に対し、

ケーブルテレビ移行補助金を交付し、地上デジタル放送難視地区の解消を図る。」ということで、

内容が、２万8,000円掛ける200世帯、560万円の予算が計上をされていますが、これが市内のどこ

の地域か。 

 そしてまた、私の所にですね、二、三日前この文書が来たわけですが、この前に私の所に市内

の方から電話がございまして、いろいろと志布志情報第68号、平成23年５月20日、情報管理課扱

いということで、本田市長公印省略ということで、地上デジタル放送移行に伴う新たな難視地区

説明会の開催についてということが、私に５月末、20何日に情報、この文書が入りまして、ある

地区で説明会があるから来てくださいということで文書がまいっておりました。その地区の人か

ら私にこの文書が来る前にちょっと来てくれということで行ってみたらですね、ただいま地上デ

ジタル放送を見ているが、何も今はきれいに映っているということで、その前の日にデジタル放

送が７月から始まれば、今のこの放送は見られなくなるから新しいのに入った方がいいですよ、

840円ですか、プラスまたは3,900幾らに入ってくださいということで、営業の方が参ったという

ことでございました。 

 このような文書をですよ、私なんかは二、三年前からいろいろと勉強しながらやっているのに、

いろいろと議員は、いつもですね、情報管理課または市長に対して、私はいつも不満に思ってい

ます。後出しじゃんけんでですね、私なんかがチョキを出せばね、後出しじゃんけんですので、

分かっていますよね。パーを出せば何を出すというような方法でですね、議員を何のための議員

ですかね。私なんかも勉強しながらやっているのに、後からまたこのような予算が上がってくる

ということで、私はすぐ課長に電話をしました。情報課の課長さんに電話をしたらですね、すぐ

都城のあとの情報を引き受ける会社の方が志布志の説明者が、責任者が２名走ってきましてです

ね。私が現場にいたもんですから、すぐ走ってきましたが、「私の手違いで、どうこうでした」と

いうことで言い訳をされましたがですね、言い訳をされて明くる日にまた今読みましたこの文書

が志布志の市民にですね、文書が来て、私にまたその明くる日にファックスで私に流れてきたも

んですから、それで今ここでちょうど文書を持ってきておったもんですから、今議題に上がって

いるから私はここで聞いているわけですがですね。このようなことは、情報課長、また市長、ど

のようになっているんですかね。 

 詳しく説明をお願いします。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） お答えいたします。 

 今回新たな難視地区と言われている地区につきましては、アナログ放送は見れるけれども、デ

ジタル放送が見れない地区ということで、現在国の方から志布志市の方に地区の情報提供がある

ところでございます。 

 今回、この説明資料にあります地区200世帯につきましては、松山町新橋地区、それから京ノ峯
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地区でございます。 

 そして、ＮＨＫ共聴につきましては、志布志町の城山共聴、ここを想定をしているところでご

ざいます。 

 それから、新たな地デジの難視地区に対する説明会でございますが、これにつきましては、総

務省の総合通信局の方から志布志市に連絡がございまして、ただいま申し上げましたような地デ

ジの難視地区につきまして、説明会を開催していただきたいという要請があったところでござい

ます。 

 そして、この説明会につきましては、ただいま申し上げました総務省総合通信局、それから鹿

児島県の地上デジタル放送推進協議会、そしてＮＨＫによる説明会ということでありました。そ

れに、私ども地元自治体として情報管理課の方が参加をしたところでございます。 

 この会につきましては、まず４月でございましたけれども、４月の26、27、28の３日間でござ

いますが、松山、志布志、有明、それぞれの自治会長さんに対する説明会を開催いたしました。 

 そして、その後また、ただいま申し上げましたような総務省九州総通、鹿児島県地上デジタル

放送推進協議会、それからＮＨＫの３者によりますところから地区全員の説明会をしたいという

ことでございましたので、新たに対象者と言われている全ての世帯に対して文書を送付したとこ

ろでございます。 

 本田議員がおっしゃるのは、その後からの文書ではないかというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 この全員に対する説明会につきましては、５月26日、有明町、５月27日、松山町尾野見、５月

30日、志布志の田之浦と、そして31日が松山町という形で開催をしたところでございます。特に

地デジの対策につきましては自治体単独でもできないということで、ただいま申し上げましたよ

うに国の施策であるということで、この３者と自治体、４者連携してこのような説明会を実施し

たところでございます。 

 それから、説明の折に運営事業者の方が誤った説明をしたということでございまして、これに

つきましても、本田議員がおっしゃるように、私どももそのような誤った説明があったというこ

とをば、運営事業者から報告を受けまして、確認をしているところでございます。この点につき

ましては、市民の皆様方にご迷惑をお掛けしたということで、申し訳なく思っております。おわ

びをしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○11番（本田孝志君） 課長はですね、ひと口におわびを申し上げますではすみませんよね。た

だいま見ている、放送を見ているんですよ。見ているのが７月になったら、６月に出来上がって

７月になったらあんたのところは見れなくなりますよということをですね、この５月の26、27、

28、31日ですか、説明会があったということですが。その前に集落を一軒一軒回ってですね、「も

う映らなくなるから、今パラボラで映るのに映らなくなるから、あんたんところは入らんないか

んど」ということで、自分のお客さんを取るために商売のために回っているんですよ。みんな「今
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映っちょっとに、ないごちそん映らんごなっとな」、いやそういうことが映らなくなるから、それ

で私にちょっと来てくれなということで行ったら、「いやそんなことはないですよ」と、今映った

のに映らないということはないはずですということで。そしたらまた、先ほど言いましたように

担当が二人来て、そしたら「私の説明不足、早とちりをしましたので、悪うございました」とい

うことで、本人は私の目の前で、「まあ、そやんとはもうとらん、もう今でよかとなら、もうそい

でよかじ」ということで、すぐキャンセルはされましたがですね。 

 やはり市民を惑わせるようなことをするのはですね、私はいかがなものかなと。今課長は、こ

の場で議員の方と皆さんは知っているかもしれんけど、「ああそげなじゃったっじゃろうか」とい

うことで、一般の市民はですよ、分かりませんよね。ですから、ずっといろんなことで皆さんも

３月が、先ほども出ましたが、３月に工事は済んで、それで４月から新しい放送をいろいろと、

３月に完成すれば４月からできるからということで皆さん楽しみに待っているんですよ、市民の

方は。それが６月か、または、まだ100％私は先ほどは80何％の工事進捗率ということでしたが、

７月１日からぜひですね、放送ができるように祈っていますがですね。市民の方は皆さん不安が

っていますよ、皆さん。「どげんなったろかいなつ、市長はあげんゆわっどほんなこっじゃろかい」

と、信用できませんよね、もう何回もそういうことがあればですね。まして、こういうことがこ

の前あったもんですから、もう市民の方もまこちびっくりしています。 

 ですから、今後またこういうことが二度とないようにですね。課長は私も前言ったんですが、

いろいろと自治会長さん方には連絡して自治会長はいろいろということでございましたが、私の

ところは難視地区じゃないからふれもきませんでしたがですね。皆さんに周知徹底されているも

のか、どうですかね。その200戸の人には、200軒ですね、周知徹底されていますか、どうですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回、運営事業者の説明でですね、本当不適切と議員がおっし

ゃるようなことがあったということで大変申し訳なく思っております。これについては、運営事

業者にあらためて、また指導をしてまいりたいと思っております。 

 それから、この200世帯について周知しているかということでございますが、今説明会等も実施

したところでございますが、今後また地デジ対策をしていらっしゃらない方につきましては、私

どもの方で告知放送端末を申し込みされた方は確認をしておりますので、あとケーブルテレビ事

業者とも連携を取りながらですね、ただいまの方々について十分周知をしていきたいというふう

に考えております。 

 それから、地デジ対策の今後のスケジュールでございますけれども、志布志市の事業が６月末

に完成ということでございます。 

 そして、地デジの本格放送が７月24日に始まるということでございますが、運営事業者の工事

が６月から入るということで、今週あたりからケーブルテレビの工事が入るというふうにお聞き

しております。 

 そして、このケーブルテレビ会社の工事はその事業と別でございまして、現在ケーブルテレビ

の工事が今週から入って、そして７月23日までデジタル放送の本放送前までには全て対応すると、
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工事は終えるということでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○17番（岩根賢二君） 説明資料の５ぺージの志布志まちづくり公社の振興対策についてお尋ね

をしますが、約２年ほど前ですかね、オラレの事業があったときにいろいろ議論をして、私なり

に理解をしていたのは、このまちづくり公社に対しては、市からの支出はしないという指針が示

されたと思っておりましたが、そのこととはまた別な支出なのか。 

 そして、ここに書いてございます「施設管理に係る経費」というのはどのような内容なのかお

聞かせください。 

 それともう１点、有明保育所の保育園のことですが、説明資料には建て替えに伴う分筆登記委

託料というのも計上されているわけですけれども、これについては先ほどの説明では、現在地に

建て替えをすると、その間どっかプレハブを建てて対応するというふうに理解をしたわけですが、

この分筆に関しては、現在地のどっか小学校の方に対して広げるということなのか。そして、そ

れには保育園としては十分な広さなのかということをお尋ねをいたします。 

 そして、確認ですけれども、現在の園舎は、建築後何年たっているのかお答えください。 

○港湾商工課長（萩本昌一郎君） まちづくり公社の振興対策事業ということで、今回900万円お

願いしているところでございます。 

 これは、志布志のまちづくり公社管理に係る経費の補助でございまして、具体的には８月が償

還期限の償還金のうち見込まれる不足額を補填するものでございます。 

 なお、志布志まちづくり公社に係る財源としましては、オラレまちづくり基金からの金額を今

回も900万円充当を予定しているところでございます。 

 議員が申されましたように、２年前の臨時議会でオラレ設置の基金の際の議決をいただきまし

たが、その際にオラレから生ずる益金、オラレ基金の中からの分のうちから商業振興、教育、福

祉、そういったものに使っていくんだというようなことで御協議をいただき、可決をいただきま

した。 

 その際に、特にまちづくり公社等に係るこういった支援につきましては、その基金の範囲内で

支援をするんだということで確認もいただいているところでございます。昨年の６月には1,000

万円ということで、６月補正でやはりこういった形でのお願いをして可決をいただいたところで

ございまして、今回は償還金に係る資金が900万円不足するということでございますので、基金の

範囲内で900万円を今回お願いをするということでございます。 

○福祉課長（木屋成久君） 今先ほどありました分筆登記で敷地は十分足りるのかということで

ありますが、今回児童クラブを今の園の小学校の近くの隣で児童クラブが行っております。この

分が小学校の敷地でありまして、そこの分を分筆して、若干隣にキュービクルがあって、その隣

に小高い丘があるんですけれども、そこの辺の所まで一部あったら、もうプール等もつぶして簡

易なプールでやるということで、敷地は十分足りるのではなかろうかということであります。 

 建て替えにつきまして、園の築年数ですけれども、今、申し訳ありませんけど、今手元に資料
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がありませんので後ほどお願いいたします。 

［「聞こえない」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 答弁準備のため、しばらく休憩します。 

──────○────── 

午後３時31分 休憩 

午後３時31分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長（木屋成久君） 有明保育園に対する築年でありますが、築40年ということでありま

す。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○12番（立山静幸君） 説明資料の５ページの下の方ですがＪＲ志布志駅トイレと待合所の改修

等のことですが、トイレ、待合所の改修等に土地を購入されるわけですが、今のＪＲの待合所と

別に土地を購入してされるのかですね、その辺をもう少し詳しく説明を願いたいと思います。 

○港湾商工課長（萩本昌一郎君） 今回お願いしておりますＪＲ志布志駅のトイレ・待合所改修

事業でございますが、今回改修を予定しておりますのは、ＪＲの正面からちょうど通路がござい

まして、その左側の方に案内所を造っておりますが、今回お願いしておりますのは、通路から右

側の部分でございまして、現在そこはトイレ、それからＪＲの倉庫となっている部分でございま

す。そこの所のトイレが今まで男女共用ということで、非常に利用客に不便を来しておりました

ので、なおかつ列車等を待っていらっしゃる方のですね、待合所というものが案内所があるんで

すけれども、なかなか案内所等も利用されず外で待っていらっしゃるというような、そういう現

実もございました。 

 それもありましたけれども、特にトイレの利用客等の利便性を図るということで、今回ＪＲの

通路から右側の部分の現在あるトイレ、それから倉庫の部分を市の方で買い上げをしまして、そ

この所に現在多目的トイレ等を、今回併せて待合所等を建設するということでございます。併せ

まして、既に現在案内所として稼働してありますあの部分も併せてですね、ＪＲの方から、こち

らの方にございますように現在のところの交渉では47万5,000円ということで予算も上げており

ますけれども、そういった価格の中でＪＲの方から建物だけを購入しまして、ここにお願いして

おりますようなトイレと待合所等を改修していくという事業計画でございます。 

○12番（立山静幸君） そうすると、あそこはもう全部市のものになるということですかね。 

○港湾商工課長（萩本昌一郎君） 私どもＪＲとここ数年来交渉する中で、早くから全部を市の

方に欲しいと、市の方で有効活用をしたいということを申し出をしておりましたけれども、残念

ながらＪＲの都合と申しますのは、今回も購入する部分の所にＪＲのですね、列車の安全運行を

左右する重要なシステムということで、信通機器室及びそれから保線機器室がございます。それ

は今回クリアできるんですが、それともう一つちょうど正面から見て左側の半分の所ですが、あ
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そこがですね、志布志駅は始発駅、終着駅となっている関係で、従業員の宿舎となっておりまし

て、ＪＲとしてはどうしてもそういった所の代替がない以上は、あそこはなかなか譲ることがで

きないと。仮に譲るとした場合は、なにがしかのですね、そういう補償が必要だというようなこ

とがありましてですね。今回もそういういう申し入れをしているんですけれども、そういう宿舎

等の補償がない以上はなかなか市の方には譲れないということで、現在というか、今回提案して

いる内容につきましては、何とか正面から見まして右側のトイレ及び倉庫の部分等を譲っていた

だくということで交渉が調いましたので、今回こういう形でお願いし、県の補助もいただきまし

て、なおかつ過疎債の方も適用させていただくということでお願いしているところでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第43号は、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） お諮りします。 

 日程第18、同意第３号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、同意第３号については、委員会への

付託を省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

日程第18 同意第３号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

○議長（上村 環君） 日程第18、同意第３号、固定資産評価員の選任につき同意を求めること

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

 同意第３号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて説明を申し上げます。 

 本案は、平成23年３月31日をもって固定資産評価員を退職した井手南海男氏の後任として、清

藤修氏を固定資産評価員に選任したいので、議会の同意を求めるものであります。 

 清藤修氏の略歴につきましては、別紙の説明資料に記載してございます。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 お諮りします。同意第３号は、同意することに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、同意第３号は、同意することに決定

されました。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

 明日は、午前10時から本会議を開きます。 

 日程は一般質問です。 

 本日はこれで散会します。 

午後３時39分 散会 
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午前10時01分 開議 

○議長（上村 環君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上村 環君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、丸﨑幹男君と鬼塚弘文君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（上村 環君） 日程第２、一般質問を行います。 

 順番に発言を許可します。 

 まず、13番、小野広嗣君の一般質問を許可します。 

○13番（小野広嗣君） それでは皆様、おはようございます。 

 はじめに、防災対策の観点から３点にわたって質問を行ってまいりたいと思います。 

 ３月11日に発生いたしました東日本大震災は、未曾有の地震と津波、更には原子力発電所事故

が重なった大災害となりました。発生から３か月近くになろうとしておりますが、本日付けの新

聞記事によりますと、死者１万5,373人、行方不明者8,198人。そして、いまだに９万8,303人の方

が避難生活を送られております。多くの尊い命が失われたことに深い哀悼の意をささげるととも

に、被災された方々の一日も早い生活再建、そして復興を心よりお祈りいたします。 

 今回の未曾有の大災害を教訓にして、我が町でも東日本大震災後の災害に強いまちづくりを目

指さなければなりません。 

 私は、大震災が起こる三日前の３月定例会の一般質問の際にも研修先で学んだ安来市の例を挙

げて、総合的な危機管理に対応するために消防署より危機管理の専門官を配置したことにより、

県レベルでの防災訓練、また実行性のある自主防災組織の結成など、防災力が飛躍的に向上した

ことを述べました。 

 市長とのその際のやり取りは、今後の状況を見極めながら検討したいとの答弁でありましたが、

その三日後にはあの大震災が勃発をいたしました。 

 本会議の席で、口てい疫や鳥インフルエンザ問題、新燃岳の噴火等を考えたときに、まさに災

害は忘れた頃にやってくるのではなく、忘れる間もなくやってくると述べましたが、想像だにし

ない大災害が現実に起こってしまいました。 

 その後、３月定例会最終日の全員協議会で、本市の復興支援へ向けた状況報告がなされた際に、

再度私が危機管理の専門家の配置を市長に述べたところ、市長は早急に対応したいと述べられま

した。 

 今回の補正予算では、防災専門の消防署ＯＢの方を任用して防災計画の見直し等に当たるとさ

れていることは、その後速やかに動かれたものと評価をいたしております。 

 今後は、防災計画における被害想定の見直しを図ることはもちろん、高齢者、障害者等、災害
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時要援護者の把握、避難救護体制の更なる整備など、災害に強いまちづくりが望まれます。 

 今回の議員の皆様の質問通告を見ても、それぞれ防災の観点から様々に多岐にわたって質問が

なされております。その通告の内容を見るにつけ、その一つ一つを実現するためには、現状の組

織体制ではとても対応できるものではないと思います。 

 そこで、３月定例会でも述べましたが、市民の皆様の安心・安全を守りぬくためにも総合的な

危機管理に対応できる危機管理対策室の設置は必至であると思いますが、市長のお考えを伺いた

いと思います。 

 次に、被災者支援システムの観点から質問をいたします。 

 95年の阪神大震災で起きた大きな被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発した被災者支援シス

テムは、被災者台帳を基に、避難・災害状況などの個人データを一元的に管理し、被災者証明の

発行に迅速に対応できるほか、救援物資の管理、仮設住宅の入退去、義援金の交付などの業務が

行えるものであります。 

 一昨年、このシステムを紹介をし、導入を提案したところ本市では、早速被災者支援システム

の利用許可証、いわゆるインストールキーの発行を受けていただいたところでありますが、現段

階におけるそのシステムの構築及び運用へ向けた取り組み状況について伺いたいと思います。 

 次に、学校施設の防災機能について質問いたします。 

災害発生時、学校施設は地域住民のための応急的な避難所ともなる役割を担っていると思いま

すが、本市小・中学校の防災機能の向上へ向けた取り組みについて伺いたいと思います。 

 次に、節電対策と熱中症対策の観点から質問をいたします。 

今年の夏は、東日本大震災以降の電力不足を背景に、例年以上の節電対策が求められておりま

す。市場では、省エネ家電をはじめ扇風機等の売り上げも伸びており、市民にも節電への意識改

革が徐々に進みつつあります。市としても例年以上にクールアースデーなどの周知を図り、市民

に節電を求めるべきであると思います。 

 しかし一方では、この夏は猛暑になるとの予測も出ているところであり、熱中症対策も必要で

あります。市としてこれらの課題に、今後どのように取り組むのか伺いたいと思います。併せて

小・中学校現場の対策についても伺いたいと思います。 

 次に、セクハラ・パワハラ対策の観点から質問をいたします。 

 議員になってからこれまでの間に、セクハラやパワハラと思えるような御相談を何回か受ける

ことがありました。その中には既に解決しているものもありますが、ここ一、二年の間に新たに

３件ほど御相談を受け、最近受けた御相談の中身は特にたちの悪いものでありました。相談者は

仕事も手につかず、夜もなかなか眠れず、家族の元で泣かれたこともあったようであります。個

別に対応する必要もありますが、このようなことが庁舎内で繰り返されないためにも防止対策を

講じる必要があると思います。 

 そこで、本市では職員、嘱託職員、臨時職員へのセクシャルハラスメント、パワーハラスメン

トの防止対策及びその配慮がしっかり行われているのか伺いたいと思います。 
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 次に、子育て支援の観点から質問いたします。 

子育て日本一を目指すとの市長の政治姿勢のもと、本市では年々様々な子育て支援による施策

が展開をされ、日本一はまだ先のことと思いますが、県下ではトップレベルの水準に近づいてき

たのではないかと評価をいたしております。 

 子育て支援情報の発信にしても、子育て支援ガイドブックや子育て支援センターからの情報を

はじめ、様々な機会を通じて取り組んでいただいていることは理解をいたしておりますが、今後

は更に子育て支援関連情報を一元化するネットワークを形成し、子育て支援サービスをより利用

しやすくする仕組みをつくるべきではないかと思いますが、市長のお考えを伺いたいと思います。 

○市長（本田修一君） 小野議員の御質問にお答えいたします。 

 まずはじめに、防災対策について、危機管理対策室の設置についてのお尋ねでございます。 

 去る３月議会の一般質問におきまして、小野議員より、危機管理室を設置することや専門的な

知識を持っている職員の配置等についての質問があったところですが、私の答弁としましては、

消防防災の現在の体制を強化して、室まで設置するかどうかについて現段階では考えていないと

ころで、更なる事態というものの想定が必要かどうかも含めて考えさせていただきたいと申し上

げたところであります。 

 去る３月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、マグニチュード9.0の想定外の津波が襲い、想

定を上回る被害が発生したところであります。 

 現在、国におきましては、地震・津波対策を検討する専門調査会議を設置し、被害状況などを

分析し、対策の方向性を定め、防災基本計画に反映させるとしています。 

 また、県におきましては、防災計画の見直しに向けて検討委員会を設置して、防災対策上の課

題や原子力災害の被害軽減のための方策等を検討することとしています。 

 本市におきましても、今回の東日本大震災を受けまして、各種災害対策のマニュアル作成や津

波対策マップ作成、並びに防災計画見直し等、防災対策業務を推進するために防災業務に精通し

た嘱託職員を雇用することとして、補正予算をお願いしているところであります。 

 議員お尋ねの危機管理対策室の設置につきましては、総合的な危機管理体制の整備を図ること

につきまして、当面は職員の防災に関する資質向上のための研修や更なる情報の共有化を図ると

ともに、今後防災計画等の見直しを進める中で、専門の担当、部署が必要かどうかも併せて考え

てまいりたいと思います。 

 続きまして、被災者支援システムについてのお尋ねでございます。 

 大規模な自然災害に見舞われた時、直ちに被災者を救護・支援し、迅速かつ的確な復旧・復興

作業を支援するシステムとして、阪神・淡路大震災において実際に運用された西宮市のシステム

が無償で公開・提供されております。 

 本市では、22年２月に地方自治情報センターの承認を得てＷｅｂシステムを構築し、被災者支

援システムを導入しております。県内においては、２自治体が導入しているということでござい

ます。災害が発生した場合に備えて、担当部署の操作研修を行い、庁内の運用体制を現在整えて
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いるところであります。 

 次に、節電対策と熱中症対策についてお尋ねでございます。お答えいたします。 

 消防庁の調査によると、平成22年７月から９月の期間に熱中症で救急搬送された方は、全国で

５万3,843人。鹿児島県で689人でした。うち死亡者は全国で167人、鹿児島県で３人となっており

ます。 

 熱中症の約46％が65歳以上の高齢者、次に約41％が18歳から64歳未満の成人となっており、ほ

とんどが高齢者と成人となっております。発生場所につきましては、住宅が半数以上を占めてお

り、高齢者は住宅、成人は仕事中、少年は運動中に発生する割合が多くなっております。 

 特に高齢者は、屋内での発生が多く、気付かないうちに脱水を起こし熱中症になっている場合

があるため、一人一人の予防、早期対処が必要になります。 

 本市では、熱中症に関する情報を市報に掲載したり、県の通知情報に基づき防災無線で発生し

やすい状況であることを促し、水分補給や日常生活での注意、目まいや脈が速くなる等の症状が

あった場合の対処方法について伝えております。 

 今年の夏につきましては、行政端末や市民チャンネル、市報による周知を行い、母子健診や特

定健診、高齢者の健康づくり教室などあらゆる機会で熱中症予防に関して周知し、一人一人が自

分で予防する認識を持っていただくよう啓発していきたいと考えております。 

 高齢者の一人暮らしや見守り者へは、見守りボランティアの方々等の協力をもらい訪問時に散

らしを配布していただき周知徹底していきたいと考えます。熱中症を発生した際は緊急な対応が

必要なことから、要援護者へは社会福祉協議会の見守りネットワークを活用し、医療機関での速

やかな受診につなげていきたいと考えております。 

 次に、節電対策についてでございます。 

 御承知のとおり、東京電力の福島第一原子力発電所の事故を受けまして、今年は例年以上に夏

季の節電対策が注目されております。市としましても当然、節電対策を講じる必要があると考え

ております。 

 まず最初に節電、ライトダウンの呼び掛けであります。これは環境省が2003年度から地球温暖

化防止のため、ライトアップ施設や家庭の電気を消していただくよう呼び掛けているもので、「Ｃ

Ｏ２削減ライトダウンキャンペーン」として実施してまいりましたが、節電対策にも効果がある

ことから、昨年度から呼び掛けを行っているところでございます。 

 このことにつきましては、昨年６月議会、議員の一般質問の指摘もあったところでございます。

本年度は６月22日と７月７日の両日の夜８時から10時までの２時間を特別実施日として設定し、

各家庭の電灯のライトダウンを広く呼び掛けるものであります。また、東日本大震災を受け、そ

の節電の必要性を踏まえ、６月22日から８月末日までの間、昼夜それぞれ任意でも２時間以上の

消灯を呼び掛けることとしております。 

 市としましても、この「昼も夜もライトダウン2011」について広報紙等をはじめ、広く市民に

周知していきたいと考えます。 
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 次に、節電の２番目ですが、「我が家から始めようエコライフ55運動」の推進でございます。１

番目にエネルギーを上手に使おう。２番目に資源を節減し、ごみを減らそう。３番目に水を汚さ

ず、うまく使おう。４番目に豊かな自然を守ろうに大別しながら、55項目の取り組みを紹介し、

実践していただいている取り組みであります。 

 この中にエネルギーを上手に使おうということで節電に触れており、環境学習会を開催し、こ

の運動への参加者を増やし市民に節電の必要性を訴えていきたいと考えております。 

 次に、緑のカーテン栽培セットの配布事業であります。 

 これは、今年度から実施するもので、家庭あるいは事業所において、ゴーヤの苗、プランター、

堆肥などの緑のカーテン栽培セットを配布し、省エネルギーの啓発を図りながら、冷房温度を下

げなくて済むようにとの効果を考えているものであります。 

 次に、環境家計簿の作成、配布を考えております。 

 これは、志布志版環境家計簿を作成し、環境学習会の参加者などに配布するもので、各家庭に

おいて年間を通じてＣＯ２の削減に合わせて、電力量、電気料金の節約にもつながる内容にした

いと考えております。 

 そして、地域通貨ひまわり券の活用であります。 

 地域通貨ひまわり券は、主に美化活動を行った際に交付しておりますが、今年度は環境家計簿

をつけるなど、環境に優しい行動をした場合も交付したいと検討しているところでございます。 

 そして、環境学習会の実施であります。 

 これは地球規模の環境問題から市のごみ出しへの協力なども含めた学習会で、環境担当の職員

が要請のあった自治会等の団体に出向き学習会を行うものになります。この中では、節電につい

てもその必要性と取り組み事例などを示しまして、「出来ることから始めよう」と題しまして話を

しているところであります。 

 本年度は、特に節電の必要性について内容を充実して行っていきたいと考えており、積極的に

開催してまいります。 

 なお、今年度は校区ごとに環境学習会を開催し、更に各自治体へも入ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上のような取り組みを行い、市内全ての主体が節電を考えて行動していただくよう啓発して

まいりたいと考えております。 

 次に、セクハラ・パワハラ対策についてお尋ねでございます。お答えいたします。 

 セクハラは、日本語で「性的嫌がらせ」と呼ばれおり、職場におけるセクハラは、「職場におい

て行われる労働者の意に反する性的な言動」として定義付けられております。また、パワー・ハ

ラスメント、パワハラにつきましては、「権力や人間関係における強制力」を意味しており、職場

においてはパワハラは、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範ちゅうを越えて、継続

的に人格と尊厳を侵害する行動を行い、労働者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与え

ること」とされております。 
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 本市では、このようなセクハラ・パワハラをしっかり認識し、理解を深めるために、平成20年

度に鹿児島労働局室長による「セクハラのない職場づくりのために」というテーマで、また平成

21年度には弁護士を講師に招いて、「パワハラとセクハラについて」という内容で男女共同参画職

員研修を開催しております。 

 平成20年度には53名、平成21年度には69名の職員が受講いたしました。これらの研修につきま

しては、職員向けに発行している市役所男女共同参画だよりの中で、研修内容や参加職員の感想

等を報告し、また特集記事の掲載などで予防と啓発に努めているところであります。 

 本年度もセクハラに対する問題意識と排除を職場全体で行い、職場環境の浄化を図るため、職

員研修会を実施する計画であります。 

 また、本市ではセクハラに関する苦情の申し出や相談が職員からなされた場合に対応するため、

平成20年度から６名の相談員を配置しております。 

 職員からセクハラ・パワハラの相談を男女共同参画推進室や相談員が受けた場合、基本的には

総務課につなぎ、関係課で解決に向けて連携を取っているところであります。 

 そのようなことから、セクハラ・パワハラの防止及び排除のための措置並びに、それらに起因

する問題が生じた場合に適切に対応しているところであります。 

 今後もセクハラ・パワハラに対する職員の問題意識の向上及び排除に職場全体で取り組んでま

いります。 

 最後にですが、子育て支援についてのお尋ねでございます。お答えいたします。 

 志布志市の子育て支援に関する情報につきましては、子育てガイドブックや志布志市の予算と

仕事等の冊子による文字情報やホームページによる発信を行っております。 

 また、市内に２か所の子育て支援センターを運営し、子育て時期にある方々の相談支援や情報

発信の役割を担っていただいております。 

 情報の一元化についてでありますが、行政の複数部署から周知のために冊子や広報紙による情

報を掲載しております。掲載する内容につきましては、担当であります福祉課で校正し、発行し

ております。 

 また、ネットワークの構築という面では、子育てサポーターの要請による子育て支援、要保護

児童対策地域協議会による児童虐待等に対する情報共有、また地区民生委員やボランティア推進

員による見守り等の各ネットワークがございます。 

 地域で安心・安全な子育て支援をするために、このような一つ一つのネットワークが存在いた

しますが、それぞれのネットワークが連携して協働することが必要であります。 

 市といたしましては、これらのネットワークが合同で協議できるような場を提供し、その中で

出た意見等をホームページ等を通じて、市民に情報として提供してまいりたいと考えます。 

 志布志市は現在、地域情報通信基盤整備推進事業に取り組んでおりまして、本事業が完了いた

しますと、行政告知端末の戸別設置やケーブルテレビによる行政放送の開始により、新たな情報

発信の手段が広がります。それらを活用し、一例でありますが、ホームページに子育てガイドブ
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ックの内容を随時更新して掲載していく等の利便を図ってまいります。 

 情報の一元化やメディアによるネットワークの範囲拡大により、多くの子育て世代の方に利用

しやすい子育て支援サービスの仕組みを構築できるよう努めてまいりたいと思います。 

○教育長（坪田勝秀君） 今議会でも教育委員長からの委任がありましたので、答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、今回東日本大震災で亡くなられた方々の御冥福と被災地の一日も早い復興をお祈りいた

したいと存じます。 

 学校における防災対策についての御質問でございますが、議員御指摘のとおり、学校施設は児

童生徒等の安全を確保するとともに、地域住民の避難施設としての役割を果たしますことから、

その耐震性の確保や老朽施設の質的整備が課題となっております。 

 教育委員会では、平成21年度までに全ての小・中学校の耐震化診断を完了し、昨年度までに志

布志中学校、松山中学校で校舎の耐震化が完了しておりまして、今年４月末時点での本市の耐震

化率は79.2％であります。さらに本年度はこの耐震診断結果を踏まえ、危険性の高い校舎から順

次耐震化を進めることといたしまして、田之浦小学校校舎を含めた４棟の耐震化に向けた工事を

計画しておりましたが、東北地方の震災を受けまして４月になって、全国でも危険性の高い施設

の改修を優先するという国の方針から、当初予算での事業採択が困難との連絡を受け、一時は工

事の実施ができるか危惧しておりました。 

 しかし、与野党を通じた協議におきまして、補正予算が可決され、今回国の一次補正において

事業採択の予定となっております。 

 本年５月に国が施設整備基本方針を改正いたしまして、今回耐震化の目標年度を初めて27年度

までと示しました。教育委員会におきましても、平成27年度までの耐震化計画を策定しておりま

したので、国の方針を受け、残りの13棟の耐震化が着実に実施できるよう、今後とも財政部局と

も協議しながら、まずは避難施設として十分な耐震性能を持つ施設として整備を進めてまいりた

いとかように考えております。 

 次に、節電問題でございますが、今回の東日本大震災を目の当たりにいたしまして、私自身様々

なことを考えさせられましたけれども、節電対策も国民的課題であるという認識を新たにいたし

たところでございます。 

 教育委員会といたしましては、各学校長に対しまして、学校で取り組む節電対策と併せて広く

家庭においても節電に心掛けるように指導しておるところでございます。 

 現在、学校では照度を確保した上で、天気の良い日には、休み時間は教室やトイレの電灯をこ

まめに消す、安易に扇風機等を使用しない、使用していないコンセントを抜く、長時間使用しな

いパソコンやテレビの主電源を切る、職員室の電灯は半分だけ点けるなど、児童生徒と学校職員

が一体となって節電に取り組んでいるところでございます。 

 また、家庭でも節電に取り組むよう児童生徒を通じて呼び掛けておりまして、冷蔵庫の開閉を

減らすとか、ノーテレビデーを設置するなど、様々な取り組みがなされているという報告を受け
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ているところでございます。 

 熱中症対策につきましては紫外線対策とも併せまして、外で活動する際の帽子の着用、こまめ

な水分補給、直射日光を避けた日陰の活用等、具体的に指導しております。 

 今後、夏に向けてグリーンカーテン設置を予定している学校もあります。教育委員会といたし

ましては、今後とも学校における具体的節電対策の推進、熱中症対策の取り組みについて、小さ

なことでもできることから確実に継続的に実施、実行するよう指導いたしますとともに、電気や

水道の使用量を月ごとに学校ごとに報告させまして、節電対策の具体的効果をみてみたいと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○13番（小野広嗣君） 市長の方に、まず防災関係の方から一問一答で質疑を行っていきたいと

思います。 

 ３月、ここで一般質問を行いまして、その時に市長とのやり取りを３月ですからしっかり覚え

ております。市長も多くの質問を受けられますので、大変だろうと思いますけれども、その時の

答弁よりは先ほどの答弁に関しては、少しだけ前へ進んだのかなという気は当然しておりますけ

れども、これだけの大震災を受けて以降、本市においても様々な検討がなされたと思うんですね。 

 そういった中で、いわゆるこの防災会議、市長が招集して防災会議を行うようになっておりま

すけれども、この防災会議が３月11日以降行われ、そして、その結果どういう検討結果が出たの

かと、行われているとすればそこをより簡潔にですね、まずもってお示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお尋ねの防災会議については現在のところまだ行っておりませんが、それぞれの担当

の部署で今回の震災に対しての取り組みができるものについての会議は重ねてきているところで

ございます。 

 特に、東日本大震災に対する支援という観点から取り組みをしているところでございますが、

それらのものが本市の場合において、どういった形で想定されるかということで、現在取り組み

をしているところでございます。 

 今後７月以降、そのことの取り組みを速やかにしてまいりたいと考えております。 

○13番（小野広嗣君） 今回の補正予算で、いわゆる消防署ＯＢの方をお招きして、地域防災計

画あるいはハザードマップ・避難対策を含めてですね。そして、いろんな危機管理マニュアル等

の作成に臨むという方向付けは補正予算に表れているし、先ほどの市長の答弁にもありましたけ

れども、市長、この防災会議、これ市長が招集して多方面からの意見を集約して、まずスタート

をしなければいけない。その中には、「防災計画を推進を図る」と書かれていますよ。ここに志布

志市防災会議条例というのがちゃんとあります。 

 そして、市の地域防災計画を作成し、及びその実施の推進を図るというのが、この一つの目玉

になっていますね。その会議に諮らずにこういう補正を組まれるんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 
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 当然、ただいまお話があったような形の手続きはするところでございますが、現段階で私ども

が持っている防災計画についての見直しをまず必要ということになろうかというふうに思います。 

 そのことにつきましては、国そしてまた県の見直しを見つめながら、本市でもその内容を精査

して、そして本市に合うような内容に整えていくということでございますが、その準備のための

方を今回お招きして準備をしていきながら、会を開催していくということをしているところでご

ざいます。 

○13番（小野広嗣君） 順序がどうなのかなという気はするわけですけど、この補正を受けて７

月に防災会議を開くということは、そういう理解でよろしいですね、はい。 

 市長、あえてですよ、基本的なことをお聞きしたいと思います。大変失礼かもしれないけれど

も、市長は、この地方公共団体の根本の使命ですよ、これは何だと思いますか。 

○市長（本田修一君） 先ほどお答えしました防災会議の予定でございますが、６月17日の予定

になっているようでございます。 

 地方公共団体の最大の使命というのは、そこに住まわれている市民の方々の安心・安全な生活

の確保と、そして福利の向上を目指すことだということだと思います。 

○13番（小野広嗣君） そういうことですよね、住民の生活と命の安全を守る、そして福利厚生

も含めてですね、生活を守りきると。それができなければ、地方公共団体としての資格はないと

言ってもいいわけですね。 

 そういった状況の中で、今回の災害を受けてあえて聞きますけれども、今回のような大震災、

予想だにしない震災が起こったときに、まずもって最も重要になることは、市長は何だと思われ

ますか。 

○市長（本田修一君） 先ほどもお答えしましたように、そのような事例が発生したときに、本

市でそのような事案が発生すれば、どのような対応が必要かということの整理がまず必要かとい

うふうに思います。 

○13番（小野広嗣君） そういうことも当然背景にあって事は進んでいかなきゃいけないわけで

すが、やはり阪神・淡路大震災、そして今回の東日本大震災、これはまだ今検証中でもあります

が、３か月有余にたって様々な意見が出されてくる中で、はっきり断言できるという識者、多く

の識者が言っていることは、スピーディーな決断ということなんですよ。災害が起こって以降、

いわゆる政治をあずかる者というのは、様々な行政の業務の課題に対して、例えば市長は矢継ぎ

早に指示を出していかなきゃいけないんですよ。大変な責任があるわけですね。 

 そして、そういったスピーディーな決断を、じゃあ事前に準備できるかと言えると心構えって

のを事前に準備できるかというと、こういった災害がときにはっとするだけであって、普段は平

時の仕事に追われているわけですから、そういった心の準備というのはなかなかできないと思う

んですね。そこらの認識はどうですか、市長。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 私どもは、今回の東日本大震災のような激甚的な災害には現在まだあってないところでござい
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ますが、それよりはるかに被害の小さい形での災害あるいは災害が発生する恐れのある事態は何

回も経験しているところでございます。 

 そのような時に、災害警戒本部をまず設置する。そしてまた、災害対策本部に切り換えていく

ということを何回も経験しております。 

 そのことの経験をもって、私どもは一大災害が発生した時には対応できるような体制になって

いくんではなかろうかというふうに思っているところでございます。 

 しかしながらこのことは、内部的な体制でのみ終わっておりますので、一大災害となるとなれ

ば、当然これは市民全体でこのことについて対応していかなければならないということにはなろ

うかというふうに思うところでございます。 

 そのような面から、今回の東日本大震災につきましては、私どもにとって誠に参考にすべき事

案というふうに考えておりますので、市役所の内部のみならず市民全体を含んだ形での訓練とい

うものを重ねていきながら、その災害に対応できる市として、市を構築してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○13番（小野広嗣君） 市長、今おっしゃることは、それはそれで方向付けとして間違っていな

いと思いますが、やはり先ほど市長が言われた観点なんですけれども、スピーディな決断をして

いくためには、そういった判断ができる枠組みというのをしっかり構築してなければいけないわ

けですよね。そういう意味では、一番大事なのは情報ですよ、市民の最初共通理解で言いました

ね、市民の安心と安全、命を守るというのが地方公共団体の使命だというわけだから、この市全

体の様々な情報を集めて、そしてそれを一元化して、いつでも対応できるような仕組みを作らな

ければいけないというのが防災の基本です。 

 そして、庁舎が縦割りでなくて、横断的に庁内の情報を全部歩み寄って一つ一つシステムを作

り上げていかなきゃいけない。 

 今回補正を組んで以降、そういったことに関わるシステム作りにつながるようなこともされて

いるわけですが、そういったことを考えたとき、そしてまた冒頭市長に質問を申し上げたときに、

今回様々に多くの８名の議員の方が防災に関連しての質問を予定されておりますね。その一つ一

つを見ていったときに多岐にわたっています。それでも、まだまだそのほかにもいっぱいありま

すよ。僕も細やかに主張しようと思えばいっぱいあります。だけれども、そういった専門の消防

ＯＢを据えて地域防災計画を国・県の動きを見ながらしっかり作っていくんだということがあっ

たから細やかにはあえて出してませんけれども、そういったことを考えたときに、またここ数日

の間、同僚議員とも語ったときに、いろんな議員の方々と語る中で皆さん言ってましたよ。こう

いった状況下で一つ一つ手を打っていくためには、やはりそういった専門の室が必要だな、みん

な言われています。 

 ですから、あえて３月の段階でも言ってましたけれども、その時は想定もしてなかった、想定

だにしてなかった。そういった大震災が、その後起きて、そしていろんな情報が入ってくる中で、

我が町の災害に強いまちづくりをどうするのかと、当然市長、被災支援は大事ですよ、いわゆる
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東日本への。当然大事だけれども、もう３月11日以降、我が町の災害に強いまちづくりはどうす

るのかというのを考えていかなければいけない。そういう意味では、すごく早く消防署ＯＢに声

を掛けられたというのは決断が早かったなというふうに思うわけですが、重ねてお聞きします。

危機管理室の、先ほどこう言われていますね。「いろいろと調査をし、防災計画を立てていく中で、

専門のそういった担当部署が必要であるかどうかを考える」と、すごく僕にとってはのろいです

ね、動きに見えるような答弁であります。３月よりは前向きだろうと思うんですが、本当に重ね

てお聞きします。危機管理対策室の設置は必要ではないですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 危機管理対策室の設置につきましては、今回の東日本大震災的なものがこの地域で発生すると

いうことになれば、当然そのような部署が必要ということになろうかというふうに思います。 

 私どもが今後定めようとする新たな防災計画の見直し、そしてまたそれに基づくマニュアル作

成というものの中で、それではそれを実施するときにどういった体制が必要かということにつき

ましては、限られた職員の中で様々な業務を担っているという現実がございますので、それが新

たな組織として設置ができるかどうか。私自身としましては、むしろこの現在のマニュアルにも

書いてありますが、第１フェーズ、第２フェーズ、第３フェーズというような場面の設定がござ

いまして、それらの場面によって職員が総合的に対応できる内容にしてあります。 

 ということで、本市といたしましては、全ての職員がそのことに関して取り組むものというふ

うに意識付けがマニュアルでそのような形で決められておりますので、そのことを束ねる部署に

つきましては、いわゆる災害対策本部なるものになるのかなという気がするところでございます。 

 日常的にそれではそのものを管理する部署というものにつきましては、新たに今回定めるもの

の中で考えさせていただきたいというようなことの答弁をしたところでございます。 

 今後、室がいいのか、あるいは専門の担当職員がいいのかということにつきましては、今ほど

申しましたように防災計画の見直し、そしてまたマニュアルの作成の中で考えさせていただけれ

ばというふうに思うところでございます。 

○13番（小野広嗣君） 災害対策本部というのは、そういう状況があって立ち上げる組織じゃな

いですか。そして、その前に職員にもそういう基本的なことは共通理解されているから、そのと

きに集まっていただいてそこで協議をするってそんなもんじゃないでしょう。平時にこそしっか

りとそういった備えをしてなければいけないわけでしょう。「備えあれば憂いなし」というのはそ

ういうことでしょう。 

 いつでもそうなんですが、こういった問題だけでなくて、すごく市長はお人がいいのか知らな

いけれども、楽観的にものを言われますよね。いろんなことで職員を信じ、信じることは大事で

す。当然、大事ですよ、昨日の議論でも言われる。だけど、そういった行動をとった結果、全然

変わっていないということは、昨日も浮き彫りになったじゃないですか。 

 市長は、職員がしっかり共通理解の下、取り組んでくれると思っているというけれども、本当

に日々そのことを感じさせられる、そういった指導力のある人がいて、そしてそのことを例えば、
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安来市で言えばフロアーごとに、１週間ごとに確認を取り合っていると、そういう緊張感の下で

仕事をしていくと仕事ができるんですよ、いざというときに。 

 ですから、室か危機管理官かそういったものを配置するというのは、必ず必要な時に今至って

いると、平時にこそそのことを考えなければならない、どうですか。 

○市長（本田修一君） そのことにつきましては、十分認識しているところでございます。 

 今ほどお話しましたように、今回の防災計画の見直し、そしてまた現在嘱託職員を迎えており

ますので、その職員とともにマニュアル作成をする中で、そのような専門の職員を置くのか、あ

るいは室を置くのかということについては考えさせていただきたいということでございます。 

○13番（小野広嗣君） 分かりました。ぜひそういう方向で、どういう答えになるか分かりませ

んけれども、今のこういった東日本の大震災、起こってはならない大震災でありましたけれども、

今回こういった亡くなった方々に報いることは何なのかというのを考えたその第１点の中には、

全国の地方自治体がこのことを教訓にして、二度とこういう悲劇が起こらないように取り組むと

いうのが政治の使命ですよ。そのことを本当に深く感じて、今後進めていってくださいね。 

 新聞の「主張」という記事ですが、当然もうお互い分かっているような話なんですけど、「津波

に強い町へ」という「主張」が載っていますけれども、想定外をなくす対策をということで、あ

らゆる角度からの検討を急げ、ということで、これは今後志布志市でも行っていくことになるわ

けですが、やはりここまで津波は来ないだろうという思い込みによって逃げ遅れたケースが多々

あったわけですね。 

 そして、実際避難所までの経路が車で渋滞して逃げられなくなったケースなども多々あったと。

そして、いくら立派な防災計画、そして避難計画を作ってもそれだけでは住民の命を守れないと

いうことが証明された。 

 そして、その現実を痛いほど思い知らされたということがあります。一方では、釜石の奇跡と

言われている小・中学校の児童生徒が全部守られたというような実践的な取り組みをしてるとこ

ろがあって、そういうことがあった。 

 あるいは、もう市長も御存じかと思いますが、東日本の宮城・岩手・福島、この３県で被災を

した保育士、保育所315あったんですね。このうち全壊や津波による流出など甚大な被害のあった

保育所が28以上あったと。一方でですよ、これだけあって保育中だった園児や職員で避難時に亡

くなった報告例はゼロですよ。 

 福祉関係者は、日頃の訓練と保育士たちの冷静さが実ったと指摘をしていますね。実は、この

震災が起こった頃、11日の２時46分というのは保育所では昼寝の時間というのが相当あったんで

すね。そして、保育士さんたちが寝ている子供たちを起こして、おんぶして日頃の訓練のとおり

実行して全部助かったと。実は保育所は必ず月１回避難訓練をしなければいけないと義務付けら

れているんですよ。うちの家内も保育士ですので、いろいろ聞きましたけれども、必ずやっぱり

１回やっていると、避難訓練をですね。そういった日頃、日常的な訓練がそのまま生きたという

ことが今回のこういった保育所の児童・生徒が全員助かったという流れなんですね。 
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 ですから、今後も防災計画を作り上げていくわけですけれども、その防災計画が全てではない

実践的な訓練、そういったものにつなげていかなければいけない。 

 そういう意味では、消防のＯＢの方がみえるというのはすごく有り難いことだなと思っていま

す。その実践的な現場で仕事をされてきた人、その人の指導の下にですね、志布志市全体のです

ね、防災力が安来市と同じようにですね、アップしてほしいなという思いがすごく強いですので、

そういった実践的な訓練、そしてある意味で計画を作るときに、いわゆる市民の目線というのは

やっぱり大事にしてほしいんですよ。 

 やはり、そこの現場に行ったときに職員では分からない、そこの地域住民では分からないとい

うことがいっぱいありますね。 

 通山小学校にしても香月小学校にしても、しっかり避難訓練を教育長もされたというふうに伺

っておりますけれども、中身も多少お聞きもしましたが、例えば、志布志は今度は志布志保育所

があったり、志布志幼稚園があったりもしますね。そういったときに、例えば志布志幼稚園であ

れば以前はですね、サンキューの後ろから山の方へ逃げる道を地権者にお願いして用意していた

んですね。ところがサンキューがあそこに入って、その道路を使えなくなったと、新たにまた逃

げ道を地権者にお願いして用意しなければいけないとか、その現場でなければ分からないことと

いうのが結構ございますので、そういったことも含めていわゆる実行性の伴う、机上の議論はも

う要らない。本当に実行性のある現場で通用する防災計画なり、マニュアル等の作成に今後臨ん

でいっていただきたい。 

 これは、市民総出で協力をしあって作り上げる防災計画、こういった観点で取り組むべきだと

思いますが、この項、最後どうでしょうか、市長。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の東日本大震災を受けまして、市民の方々も当然本市の防災計画はいかようになっている

かと、そしてまた自分はどのような形の身の処し方をすればいいのかということについてお考え

になっているのではなかろうかというふうに思っています。 

 特に、私どもは地域ごとに防災マップを作成してきたところですが、今回作成した防災マップ

につきましては、津波のことにつきまして極めて安易といいますか、程度の低い形での津波の想

定のマップになっておりますので、今回そのマップの見直しも含めてしなければならないという

ことを考えているところでございます。ということで、はじめに庁内の関係課でどのような課題

があるかということの見直し洗い出しをいたしまして、そしてまた関係機関の意見も聞きながら、

津波対象地域の公民館や自治会、そして地域防災推進の方々の御意見も賜りながら協議をしてい

き、そしてこの見直しを図っていくという方向性をとってまいりたいと考えております。 

○13番（小野広嗣君） この項では最後の質問になろうかなと思いますけれども、やっぱり市民

の意識改革というのも必要なんですよね。 

 今回の３月11日、津波が起こるのではないかとやっぱり心配されてテレビでもずっと色分けし

て出ていましたね。そして心配でしたから、通山地域の方から知り合いの所をずっと回りました、
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沿岸部を含めて。そして、志布志港のいわゆる志布志漁港の方に住んでいらっしゃる知り合いの

所が最後になりましたけれども、そこの所までずっとうかがって行くと、いわゆる避難されてい

る人も自分の知り合いの中で２件ありましたけれども、80歳を超えるお父さん、お母さん、そし

て若夫婦と住んでいる世帯に行ってすごく心配で、即津波が出たらやられるだろうなという所だ

ったんですね。でも、ゆっくり食事をしているんですよ。「もう避難せないかんが」と言うんだけ

ど、「大丈夫じゃが」と言うわけですね。本当にいくら言ってもそうだから、もし何かあったとき

は、あなたの責任だよと、お父さん、お母さんを亡くしたりするようなことがあったらというま

で言ったんですが、いわゆる本当にここまでは来ないだろうとか、小さいだろうとか、そういう

思い込みというのがすごくあるんですね。それを打ち破るというのがすごく大変なんだなという

ことを生に実感したところでした、今回。 

 やっぱり、そういったことをしっかり学んでいく、また意識改革をしていくためにも何をすれ

ばそうなるのかといったら今後も検討しなければいけませんけれども、志布志では東日本に対し

てろうそくを灯して哀悼の意をしました。 

 そのことによって、それぞれ考えるところがあったと思うんですね。 

 今度は、大崎町では一昨日ですね、防災セミナーをやっていますよ、講演会を。そして、東日

本を教訓にして町民全部がしっかり学んでいこうということで講演会をやって、防災対策の意識

を高めようというふうにやっていました。本市では、そういう計画は近々あるんですかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほどもお話がありますように、市民の方々の意識ということにつきましては、十分に今高ま

っているところであるかと思いますが、更に意識を高めていただくために防災セミナーの開催に

ついては、本市でも検討しているところでございまして、７月の上旬には開催できるのではない

かなというふうに思っております。 

 先ほど東北地方での保育所の保育児が被災された方はゼロだったというお話について、私もそ

く聞しております。このことについては、本当に驚異的な内容というふうに思うところでござい

ますが、お話があったように、やはりその事態を想定した訓練というものの重ねが必要というふ

うに考えるところでございます。 

 今後は、市民の方々にも御理解いただきながら、訓練を重ねていくことがまず大事かなという

ふうには考えているところでございます。 

○13番（小野広嗣君） よく理解をいたしましたので、次の項へ進みたいと思いますが、ぜひと

も何回も言う必要もないようなことなんですが、冒頭申し上げたように地方自治体の責務という、

その原点に返って、市長を中心に、我々議員もですが、市民の安心・安全・生活を守り抜くため

にですね、ある意味では日本一災害に強いまちづくりをするんだというぐらいの気持ち、市長は

日本一というのを掲げていきたいと言われているわけですから、ブランドの推進もやると言われ

ているわけですから、その中に日本一災害に強いまちづくりを目指すんだというのが入るぐらい、

入るとなれば危機管理室とか、そういった危機管理官を置いてしっかりやっていかなければ到底
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届かないわけですから、そういったことも考えあわせて今後しっかり検討を進めていっていただ

きたいと、これは要請をしておきます。 

 次、被災者支援システムの導入についてですが、これは一昨年、私の方でこういったシステム

を御紹介を申し上げたところ早速ですね、市としては動いていただいた、そういう意味ではスピ

ーディであったなというふうに思っているんです。 

 これは鹿児島県では２か所ですよ、鹿児島市の消防局ですね。ただ、ここは利用許可証とイン

ストールキーを取得しただけですよ、まだ取得しただけ、宮崎県では串間市だけが取得してます。

宮崎県は串間１か所ですよ。やっぱり沿岸部ということもありますよね、原発の問題等も考えら

れますのでね、やっぱり危機知識が芽生えたところがそういう取り組みに変わってきているんだ

ろうなというふうな理解をするわけですが、インストールキーを取得して、そしてそのシステム

を立ち上げていく、そしていざ災害があったときにスピーディにり災証明書等の発行ができなけ

ればいけない。その体制作りへ向けていまだ庁内で意識統一をするみたいな、運用に向けてです

ね、そういった話ですが、もうちょっと具体的に答弁してください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在システムの活用に向けましては、福祉、防災、市民環境課の担当の職員において操作の研

修を行い災害に備えているということでございます。 

 そしてまた、新たな七つのシステムがございますので、今回新たな機能としましてＧＩＳを利

用した復旧・復興関連システムと倒壊家屋の管理システムが追加されておりますので、このデー

タの連携等について検証をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

○13番（小野広嗣君） このシステムも利活用するために、いわゆる例えば市役所職員以外のと

ころに委託をして進めていかなければできないというように理解されているということはないで

すよね。 

 例えば、ＷｏｒｄやらＥｘｃｅｌを使いこなせるというか使える職員であれば十分対応ができ

るシステムですよ。そのことは、市長、御理解されているんですかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 このシステム自体が作られた経緯ということを考えたときに、行政職員がまさしくこの大惨事

に対していかに動くべきかという観点から作られているようでございます。 

 そのような意味合いからして、本市の職員もこのことについては熟知をして、すぐさま対応で

きるような形にしていくよう研修を重ねているところでございます。 

○13番（小野広嗣君） このシステムのすばらしいところは、バージョンアップをどんどん重ね

ていってくださっているということですね。 

 今市長の方からも少し述べていただきましたけれども、今バージョン4.01ですよ、そして今ま

さしく言われたように新たな機能が追加される。そしてもっと言えば要援護者ですね、支援のた

めのシステムも今回立ち上がっていく、ただいかんせん志布志市内において、その要援護者支援

のためのいわゆる一覧といいますか、名簿といいますか、そういったものがまだまとまりきらな
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いという部分があるから、そういったものの入力というのはまだかなり先になっちゃうなという

気がするんです。 

 だから災害時に一番求められるのはり災証明書ですが、そのり災証明書を発行するための連携、

住基、そして結果的にはその家屋台帳、そういったものですね。そして、被災が起こったときに、

現地に行って現地を調査した結果、そういった三つのものを一元化して、そしてその後に要援護

者支援の項目だとか、どんどん入れてくる。そうすると一本化でどんどんり災証明書も速やかに

発行できるという状況があります。 

 震災前までは、全国では220の自治体がこのインストールキーを取得をしています。ところが今

回の東北の東日本の大震災では、それ震災前に導入してるところは皆無ですよ、皆無。 

 そして、危ない所だったのに意識が薄かったんですよ。なぜかといったら導入するのにお金が

相当かかると思い込んでたんです。そして、かなり複雑なシステムだと思い込んでいたんです。

全然違う認識ですよ。本市はそういうふうに捉えなかったということでは評価をするわけですけ

れども、そして震災以後にどんどん増えたんですね。もう今、５月末現在で300を超えています。

それは当然、東北の自治体が導入を始めています。いち早く導入をした所は、市民に迷惑をかけ

ないようにり災証明書がどんどん発行されている。そのシステムが遅れている所は、本当に３時

間、５時間市民を待たさなければ手続きが進まないという状況になっているんです。だから、志

布志市は、この震災後のためにこのシステムの導入を急がなければいけないというふうに考えて

いますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 市では、先程来お話しておりますように、このシステムの導入については図られているという

ことでございます。 

 そしてまた、このシステムの活用につきまして、現在職員の間で研修を重ねているということ

でございます。 

 今回の東日本大震災を受けまして更に研修を深め、そしてそれがいざという時に必ず稼動でき

るような体制作りに努めてまいりたいと思います。 

○13番（小野広嗣君） できるだけですね、早めにしっかりとした運用につながるようにやって

いっていただきたいと思うんですが、これはここにいわゆる被災者支援システムを立ち上げた西

宮の職員、今はサポートセンター長をされてるんですね。全国からの問い合わせに対して電話で

もしっかり対応していただくし、実際研修に行っても無料で全てを教えてくださっています。 

 そして、バージョンアップをする度にいろいろな問い合わせに対して、懇切丁寧に対応をされ

ている。その方が危機管理といわいる情報システムということで論文を書かれているんですが、

その中に危機管理の四つの局面ってあるんですよ。一つは、危機の予防ですね。そして、被害の

拡大防止、２点目。３番目が危機の鎮圧。そして、４番目が平常への復旧・復興ということです

が、この被災者支援システムというのは、市長、４番目の復旧・復興のためだけのシステムでは

ないんですよ。 
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 実は、この３番目の危機の鎮圧というのは、このシステムはできませんけれども、危機の予防

と被害の拡大防止にはすばらしい効果を発揮するシステムだという認識が市長にはおありですか。 

○市長（本田修一君） 現在、東日本大震災において被災地の方で復旧工事、復興事業が始まろ

うとしているところでございます。 

 しかし、今朝のニュース等でもありましたように、実際その被災されている方に対して、全国

から義援金が2,700億円ほど寄せられている内容で、実際に被災者に届けられているのは１割ぐら

いということを聞いてびっくりしたところでございました。 

 それがまさしくこのシステムが導入されておれば、稼動しておれば、すぐさまそのような状況

というのはなくなったんではなかろうかというふうに今私自身は思ったところでございます。 

 そのような意味から、この被災者支援システムというのはすばらしい内容のものなのだなとい

うことを理解したところでございます。 

 しかしながら、今お話がありますようにこのことにつきまして、予防の観点から活用していく

内容ということにつきましては認識が不足しておりましたので、そのような観点からも活用させ

てもらいたいと思います。 

○13番（小野広嗣君） 平時においてですよ、先ほど申し上げましたように、障害者や高齢者、

また一人暮らしの方々とか、いわゆる要援護者として見ていかなければいけない人たちをしっか

り掌握をして、このシステムに入れ込んでいければ、災害に関わるいろんな局面で予防防止にな

るわけでしょう。市の仕事をしていく上でも役立つ、そういった観点からもこのシステムを利用

していかなければいけない。そういう意味では、後段で同僚議員の方からも質問が出ると思いま

すけれども、本当にこの要援護者の把握、そしてこの被災者支援システムへの入力、これを極力

急がないと災害は忘れた頃にやってくるんではなくて、忘れる間もなくやってくるというこの異

常気象現象の中での今の流れですのでね、スピードアップを図っていっていただきたい、どうで

すか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 この被災者支援システムの中に、その要援護者についての把握を重ねながら、いち早く事態が

発生したときに対応するということについては、非常に大切な事項かというふうに考えます。 

 このことについては、速やかに取り組みをしてまいりたいと考えます。 

○13番（小野広嗣君） ぜひとも今の市長の答弁のように早急にスピードを上げてですね、取り

組んでいっていただきたい。 

 情報管理課長もいろんな局面で、そこに関わっていかなきゃいけませんので、少し答弁しとっ

てください。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回のシステム導入につきましては、小野議員から御紹介いた

だきまして、すぐさま志布志市でも非常時の場合には必要なシステムということで導入をしたと

ころでございました。 

 そして、情報管理課としましては、このシステムがいかに、その必要なときに活用できるかと
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いうことで、運用を現在しておるところでございますが、いつでもこのシステムが稼動できるよ

うにデータ等につきましても、月に１回住基データのデータベースから更新を行うというような

ことで、平時の運用体制を整えているところでございます。 

○13番（小野広嗣君） しっかり前向きに取り組んでいただいているということが確認をできま

したので、今情報課長が言われましたように、この住基からの更新ということでは、今うちの段

階ではそういうことでいいんだろうと思いますが、いわゆるもう先に導入している自治体の状況

を見ていると、毎日更新しているんですよ。そのぐらいしていかないといけないという危機意識

を持っています。そのことは参考としてですね、捉えておっていただければというふうに思いま

す。 

 次に移りたいと思います。 

 これは教育長の方になると思いますが、公立学校施設の防災機能の向上についてという観点か

ら質問をしていますので、そういう施設的な答弁しかされてないので、僕はその中には学校教育

における対策はどうなっているのかということも実は含んでいるんですね。実際こういったマニ

ュアル等は、当然学校にも危機管理マニュアルはあると思うんですが、こういった防災３.11を経

験して学校現場におけるそういった危機管理マニュアルの見直し等の検討というのは、その後ど

ういう状況で進んできているのか。まだ途中だと思いますけれども、そこを少し述べてほしかっ

たです。どうぞ。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 今議員御指摘のように現在進行中でございまして、特にまたこういう雨期にも入りましたので、

津波・地震のみならず、山間部の学校では更にまたそれに加えまして、山崩れだとか崖崩れだと

か、そういうところも含めた防災マップの見直し、あるいは危険箇所の確認というようなことを

進めていかなければなりませんので、それぞれ学校で今進めておりますので、近々またこれも集

約してみたいと考えております。 

○13番（小野広嗣君） 市長の答弁のとおり進めていっていただければ有り難いわけですが、素

早く各小学校でもですね、特に中心市街地の小学校、いわゆる背後地に逃げ場の山がないとかで

すよ、そういった所。あるいは海抜を考えたときに厳しい通山、香月小学校、志布志小学校は少

し山が後ろに控えているということ。さっきの幼稚園とか保育園の問題、全てが教育現場の管轄

ではないですけれども、そういったことを考えたときに、日常的な日頃の実践教育というのがす

ごく大事であるわけですね。 

 市長とのやり取りの中で申し述べました、当然もうテレビ等、新聞等でも取り上げられていま

すので、お互いの共通認識になるかなと思いますが、大川小学校の悲劇ということが言われてい

ますね。児童68人が亡くなったと、全校児童108人中68人が死亡、そして６人が行方不明。そして

また、教員13人のうち10人が死亡、または行方不明。児童の69％と教員の77％という多くの人命

が学校という現場で失われたと、これ衝撃を受けましてですね。例えば、亡くなった児童やら親

やら保護者の立場から見れば、なぜなのと学校でなぜなのというのがあると、そして今は逆に人
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災ではなかったのかということがすごくテレビ等でも取り上げられ言われています。ここは学校

が６月４日ですか、土曜日の日に説明会をして、やはり避難に対して不備があったということは

認めましたね。ただ謝罪とまではいかない。一生懸命子供を避難させようと思ったその先生方も

亡くなっているわけだから、そこまで言えるのかという声も逆にある。すごく難しい問題をはら

んでいるなというふうに思うわけですが、やはりそこで市の教育委員会側が不備を認めたという

ことに対しては、過去に津波がその小学校にきたことがなかった。想定外だったということを一

つ言っていますね。 

 そしてもう一つが、その小学校では避難場所が明確になっていないところもあったと、その市

内の小学校に中にはですよ、全てじゃなくてですね。そういった意味での避難マニュアルの不備

があったということだけはもう認めているんですよ。 

 だからそういったことが、今後本市であってはならないわけですので、それを本当に教訓にし

ていかなきゃいけないなというふうに思っています。 

 ところが一方ではですよ、新聞の記事にもありますさっきも述べました、この「釜石の奇跡に

学ぶ防災教育の重要性」ということがあります。小・中学生は犠牲者ゼロなんですね。でもその

家屋と学校の校舎とか、ここまでは来ないだろうという所は全部飲まれて３階に車が突き刺さっ

ているというぐらいあるわけです。避難対策がしっかりとれてなかったら間違えなくやられてた。

だけれども日常的に訓練をやってた。リヤカーに中学生が小学生を乗せて走る。そして、高齢者

を今度は中学生がおんぶして走る。そういったところまでしっかりやっていますね。その結果、

こういうことが生まれた。そういう意味で、実はここには群馬大学の教授で、いわゆる首都圏の

ですね、防災研究センター長をされている方が一生懸命教育に当たってらっしゃったんですよ。

こう言われてるんですね、小・中学校で防災教育をあなたが進めるねらいは何なんですかって、

それが10年たてば最初に教えた子供が大人になる。そしてもう10年たてば親になると、防災教育

を身に付けた人たちがそうやって育っていくということが大事。そして、今の現段階で言えば、

先ほど市長にある意味ではセミナーのお願いもしましたけれども、いわゆる仕事が忙しくて今の

親たちというのはそういったセミナーがあってもなかなか若い親たちがいけない。そういう親た

ちに教育としてつなげるためにも小・中学校で徹底をしてるんだという話もされていました。 

 そういう意味で、犠牲者ゼロを出したこの「釜石の奇跡に学ぶ」ということはすごく大事だと

思いますが、教育長、どうでしょうか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 この「天災に慈悲はない」という言葉がありますが、確かにそうだろうと思っております。見

逃してくれることは決してないわけでありますが、私も釜石のそういう奇跡ということは聞きま

したし、ああこういうふうに災害教育といいますか、避難教育を徹底すれば一命を取りとめるこ

とはできるんだなということは実感いたしました。 

 ただ私は大変大事なことでありますが、一方ではですね、自分はまず助からないかんという教

育をしなければならない、させる天災といいますかね、そういうものに対してある意味では憤り
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を感じる。もうほかの人はいいから、自分だけ助からないかんと、自分が逃げないかんという教

育もしなければいけないんだなということを今回のこの大震災の惨劇を目にいたしまして、難し

いことではあるが、しかし当然自分が助かることが大前提であろうから、おじいちゃん、おばあ

ちゃんはいいから自分がとにかく逃げろということを徹底しなければならないほどに天災という

のは怖いんだなということを実感いたしました。 

 しかし、まずは自分が助かることが先決でしょうから、子供たちには３小学校の訓練でも急げ

と言って、６年生が１年生の手を引いて避難いたしましたが、それはそれといたしましても、や

はりある意味ではじくじたる思いがないわけはございません。 

 以上であります。 

○13番（小野広嗣君） まさしく今教育長が言われたようなことはこの記事に載っているんです

よ。向こうでは「津波てんでんこ」っていう言い方をするみたいで、いわゆる津波のときには一

人一人が点々バラバラに逃げろということ、自分のことは自分でして、ほかのことはいいんだと、

自分の身を守れと。 

 だけれども、災害のときに親が子供を見捨てるかといえばそういうことはない。子供だって年

老いた親をおんぶしてでも逃げようとする。だけれども、基本的に自分の命を守らなければ守ろ

うとした命も守れない、自分も守れないということになるんだって、そのぐらい災害というのは

怖いんだということを表しているということらしいんですね。 

 そういう意味では、今教育長が言われたように、そういった悩ましいものを乗り越えていく力

というものをつくり上げていかなければいけない。それが教育のやっぱり現場でしっかり行って

いっていただきたいというふうに思います。 

 あと、じゃあ今度は角度を変えて、避難所としての使命、それは教育長はほとんど耐震化、い

わゆる学校の施設の耐震化を図るんだという観点、これはまず一番大事なことですね。70％を超

える耐震化率になってきたんだと、今年もしっかり取り組んでいきますということですが。一方

でですよ、今回の東日本の震災を経て避難所として駆け込まれる学校のこの存在意義というのは

すごく大きい、耐震化も大事。ところが今度は備蓄しなければいけない倉庫等がない、食料品等

を配給が届くのに相当時間がかかる中で被災地には行ったけど何も届かない、そこに学校現場に

備蓄倉庫があればどんだけ助かったのかという話もある。あるいは学校にプールを引いてそのプ

ールに浄水器を付けて、そして3,000人の市民が３日間その浄水された水で生きていけれるという

システムをとっている学校もありますね。いわゆる今後は耐震化を進める一方で、そういった避

難所としての使命、役割、それを構築するためにどうすればいいのかということを視野に入れて

の取り組みが必要。そのための予算付けというのはいっぱいあるんですよ、教育長。以外と知ら

れてなくて活用例が少ないんです。そういった取り組みが必要と思いますがどうですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 今回の国の公立義務教育小学校施設の整備に関する方針が改正されましたですね。この中にも

今議員御指摘のことが示してあります。耐震化はもちろんそうだが、建物自体への被害に加え、
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天井材や外装材等の非構造部材の耐震化も進めなさい。 

 それから、耐震化のみならず貯水槽、備蓄倉庫、トイレ、自家発電装置等を整備することによ

り、防災機能の強化を図れると、こういうことも書いてございますので、私どももそのことを現

在で今の23校の実態を見て考えましたときに、備蓄倉庫につきましては、現在余裕教室がござい

ますので、緊急的に避難的には最低限の棚を付けたりすることではできるかもなと、それは点検

いたしました。 

 それから貯水槽でございますが、この貯水槽は飲料用としてこれを活用するということになる

とどうしても衛生管理面でやや不安が残るなと、生活用水としての利用であればどの程度をとど

めておくかということ。今議員御指摘のプールの水を浄化してというのも、ああ一つの方法だな

と今感じたところでございます。 

 それから自家発電等もございます。これも結構高価なものでございますので、これを整備する

ということにつきましては、国や県の補助等を待たなければできないかもしれませんと、こうい

うふうには感じているところでございます。 

 そのほか、防災機能に関しましては、現在私どもが行っております耐震化を進める中で、建物

自体の耐震化以外にですね、外部のモルタルの落下防止、それからトイレの洋式化ということも

少しではありますが、市民の利用に耐えられるようにということで、それも進めているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○13番（小野広嗣君） 教育長の方にそういったデータもちゃんと届いておりますので、できる

ところからですね、取り組んでいただいて、いざというときの避難所としての機能が本市でしっ

かり果たせられるようにですね、取り組んでいっていただければと思いますので、これは要請を

しておきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

 市長の方から熱中症対策と節電対策ということで言われました。節電対策としては、これまで

もですね、何回も質問もし、庁舎内でも御努力をいただいているということは十分存じ上げてお

ります。 

 そして市民にも昨年も質問もいたしました。先ほど市長から言われたように、その後様々に呼

び掛けをしていただきました。そういう意味では、しっかり取り組んでいただいているんだろう

なというふうに思うわけですが、先ほどもありました。例えばですよ、市長、クールアースデー、

これ徹底してやっていこうと、そういう一環の中でライトダウンキャンペーンの呼び掛けをして

いくんだというのがあって、昨年も私ここで話をして、それ以降すぐ取り組んでいただいたわけ

ですが、昨年からそれやっていただいているんですけれども、これ、本来はですよ、市長、こう

やってやっていくんですけれども、クールアースデーという考え方というのはもう日常的になけ

ればいけないそういうふうに思うんですね。そういったものを理解していただくために、例えば

先ほど市長が述べた期間を設けての訴え、こういったことは大事だろうと思うんですが、例えば
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ホームページで流す、あるいは広報紙で流す、防災無線で流すということが今はあるわけですが、

今後は告知端末を使ってやるということがあるわけですが、やはり一つ一つの現場に参加をして

一緒に士気を高めようということも大事ですよね。 

 例えば、この前のろうそくの関係だって大事な視点だったですよね。そういったことを考えた

ときに、どうせ例えば七夕のときに取り組むんであれば、お金をかけなくてですよ、コンサート

みたいなのをやってライトダウン、ミニコンサートでもいいじゃないですか、そこに全てが集ま

らなくてもやっていただく。役所内にもいらっしゃいますよ、バンドを組んでいらっしゃる方が、

名前を言うとちょっともう笑ってらっしゃいますけど。そういった方々はいろんな市の行事でも

演奏していただいているわけですので、そういったライトダウンキャンペーンのコンサートなん

かをやって、お金をかけずにですよ、周知を図るということも大事じゃないかなと思うんですが、

更にですよ、去年より更に周知を図らないかん。家庭での２時間の節電ということが徹底された

かというと、されているところと、されてないところもいっぱい、されてない方が多かったわけ

ですから、そこはどうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今年の夏につきましては、特に節電が必要ということについては、市民の方々の多くの認識を

いただける内容かというふうに思います。また協力がいただけるということになろうかというふ

うに思います。 

 今回あらためまして、ライトダウンのための取り組みということでございますので、今お話が

あったような、特に７月７日、あるいは６月22日の夏至の日ということにつきましては、特別に

何らかの仕掛けをしながら市民の方々の意識を高める取り組みというのは必要かというふうに考

えるところでございますが、まだ現在の段階では具体的に考えておりませんので、ただいまの御

提案につきましても十分に今お話があった職員とも協議をさせていただければというふうに考え

ます。 

○13番（小野広嗣君） 分かりました。もうあまり時間もありませんので、本市としてそういっ

た節電対策、あるいは熱中症対策については、しっかり取り組んでいる。かなり時間をかけて答

弁されて具体的な答弁でしたので理解をするわけですが、高齢者対策、そういったことに対して

も市長の方で、様々に手を打っておられるということがよく分かりましたので、この項は教育長

の方を中心に少し話をさせていただきます。 

 教育現場でもしっかり取り組んでいらっしゃるということはよく分かるわけですが、いわゆる

熱中症計っていうのがあるわけですね。各学校に熱中症計を測って、熱中症度合いがくるとブザ

ーが鳴って赤い危険を知らせる点滅があって、そのことによって子供といわゆる教師も気をつけ

るという対応、こういったのがあるんですね。これはすみません、市長の方にも。自治体によっ

ては、その携帯の熱中症計を配布をするという動きで取り組んでいる自治体もあるんです。 

 実は、定価1,050円なんですけど、大量購入をするとかなり安くなるということで、高齢者、あ

るいは一人暮らしのところ、障害者。そういった方々のところに配布を決めてる自治体もあるん
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ですね。これはうちで即やりなさいと言ってるんじゃないですよ、どうせこの夏に間に合わない

わけですから。そういうこともあるということは参考にして庁内でもいろんな検討を加えておっ

てください。 

 今日はそこでとどめおきますので、教育長の方にはそういったものがあって対応をしていると

ころがあるんですが、そういった認識はどうですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 熱中症計というそういう一つの器具ですか、健康器具があるということは、私はあまり存じて

おりませんでしたので、もう１回勉強させてください。 

○13番（小野広嗣君） ぜひちょっと資料等を出していただいて、そしてまた見ていただいてく

ださい。そんな高い高価なものじゃないですからね。それで取り組んでいるところが多いんです

よ、今。 

 あと、この節電対策として、学校でいろいろ取り組まれているというのは、よく分かりました。 

 実は、これは岐阜県だったと思いますけど、岐阜県のある市では全校を挙げてやっぱり節電に

取り組もうと、節電・節水ですね、取り組もうということで。うちもやっているわけですが、先

ほど教育長が言われたところにつながるなって思って聞いてたんですけど、いわゆるいろんなネ

ームを付けて子供というのは喜びますので、節電戦闘レンジャー隊とかですね、そういった名前

を付けて節電に取り組んでいくと。３年間のデータを見たときに、そういった形で取り組んでい

ったときに、こまごまとはもう言いませんよ、こまごまと取り組んでいるんですけど。３年間で

その市は1,100万円の節電ができたというわけですね、ほかの地域でも省エネという観点から測定

器を持って自分のところに行って、その測定器で冷蔵庫だとか、テレビだとか、そういったこと

に対して省エネの割合を計る。あるいは学校の廊下に一目で分かるように、キロワットではなく

て、今学校でどんだけのお金が使われているのかということが金額表示が出るようにしているん

ですね。今の子供たちは学校で使う水とかお金とかいうのはただだと思っているような人たちも

いるわけですよ。そうじゃないんだということを実践して節約を徹底してやったということがあ

りますので、本市もやっているんだけど、やるんだったら徹底してやる。 

 そして、先ほど各小学校の去年、一昨年と比べて本年はどうだったのかというのを見ていくと

いうのもその第一歩だと思います。そういった意味では、そういったものを確認した上で、今私

が言ったようなことも、できるできないは別にしてですよ、踏み込んでいっていただきたいなと

いう思いがあるもんですから答弁をお願いします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 今御指摘のように、とにかく小さなことでも継続的に、そして確実に省エネ対策というのはや

らないといけないと思いますし、また学校だけでなくて家庭に帰っても自分の部屋、あるいは自

分の持っているゲーム機でしょうか、そういうもの。あるいは自分が見たテレビ等のスイッチを

切るというようなことも学校だけでの節電というんではなくて、広く家庭の中でも自ら子供たち

が率先して節電に心掛けるようにさせたいと。 
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 また、うちの学校教育課長もほんのこの前まで校長をしておりまして、節電あるいは熱中対策

というようなことでは経験したと言っておりますので、少し学校教育課長に答弁させます。 

○学校教育課長（金久三男君） お答えします。 

 一昨年、それからその前の年、非常に暑い夏でしたので、直射日光の当たる保健室、事務室辺

りにグリーンカーテンを設置しまして、そのことによって保健室、事務室等のエアコンの使用料

を激減することができ、小規模校でしたけれども、年間10万円という節電に努めることができた

ところです。 

○13番（小野広嗣君） よく分かりました。小規模校ということもありますけれども、そこで早

速実践をしていただいているということですので、それが広く広がっていくことを期待いたして

おります。 

 次へもう移りたいと思います。 

 セクハラ・パワハラという観点で質問をしなきゃいけないということが残念でならないわけで

すが、実際冒頭申し上げたように、議員になってからこういった観点での御相談というのを受け

て、そして解決に至ったケースがあるわけですが、特にこの２年、厳密に言えばこの１年半なん

ですけど、この間に３件、こういった観点での御相談を受けたわけですね。なかんずく今年の４

月、御相談を受けた内容というのは実に陰湿、実にたちが悪い。 

 そして、これですよ、市長、あまり具体的に言うと誰が相談をしてどの部署だったのかという

のが分かりますのでね、すごく気をつけながら僕は質問しなきゃいけないんですよ。そういった

観点から言ったときに、先ほど20年、21年か、セミナー等を50人、60人規模でやって勉強しても

らったというけど、その効果は全く出ていないということですね。僕は思うんですけど、合併後、

この５年半においてセクハラ・パワハラに近いような、そういった相談というのは総務課の人事

の方を通してですが、どうなんですか、数字的には。 

○総務課長（溝口 猛君） 平成20年度からの件数でしか手持ち資料がございませんが、平成20

年度からにおきましては、セクハラにつきましては１件、それからパワハラにつきまして１件、

それから平成22年度でございますが、セクハラが１件、同じくパワハラにつきましては２件とい

うような相談があったところでございます。 

○13番（小野広嗣君） 今直近の例を言われました。その問題は解決あるいはそういったことを

排除できたんですか。 

○総務課長（溝口 猛君） 内容につきましては、直接面談、あるいは総務課ではなくて企画政

策課の男女共同参画室等々に相談がございました。 

 具体的な手法としましては、人事異動で対応したというような形のケースがございます。 

○13番（小野広嗣君） 市長、今課長が述べたそのケースの中に僕が今申し上げてる件は入って

ないですからね。いわゆる庁舎内で相談をすること自体が怖いというか、広がっていきそうで嫌

なんですね。そして上司のことを言うことに抵抗があるというか、怖いわけですよ。そういった

ケースがあって水面下に隠れているこういった被害というのは多いんです、実際は。 
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 ほかの同僚議員に聞いてみても、そういった相談を受けた、聞いたという話も今日の朝も聞き

ました。だからしっかり対策が本当になされているのかなという気がしてならないんですが、今

課長の答弁では排除できたケースもあったというふうに言われています。職場の配置転換でです

ね。 

 例えば、このセクハラに関してはですよ、防止等に関する規程を20年の３月に設けてますね。

これを設けた背景をちょっとお示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 規程につきましては、男女雇用均等法が施行され、そしてまたそれに応じて、本市でもそのよ

うな内容について整備がされなければならないということに基づきまして、しているところでご

ざいます。 

○13番（小野広嗣君） 少しこの防止規程を設定するのがうちは遅れたんだろうなというふうに

思うんですが、合併当初の立ち上げには至ってなかったわけですね。これ任命権者の責務という

のがうたってありますよ。これは、市長の責務ですね。第３条、もう一々読みませんけれども、

市長の責務というのはしっかりうたっています。 

 そして、先ほど述べられた相談員の設置ということ、ありますけれども、このセクハラの防止

及び排除に起因する問題を効果的に対応するため、セクシャルハラスメント対策委員会を置くと

いうことがうたってあります。この委員長は誰ですか。 

○市長（本田修一君） 委員長につきましては、副市長でございます。 

○13番（小野広嗣君） 副市長をもって充てるというふうになっています。 

 副市長、今回の私のこういった一般質問の通告趣旨を捉えてどのような、県庁内をずっと仕事

をされてきていますし、県庁内でもこういった問題はある。国家公務員は被害を人事院の方に出

していますからね。そういうシステムを作っていますから、県庁でもそういったシステムは当然

とってあると思いますね。そういった観点からと、今の本市の状況を僕が今やり取りしている中

をどういうふうに、委員長ですからね、これからそういう自覚に立たなきゃいけないんでしょう

けれども、どうですか。 

○副市長（清藤 修君） 県にいるときもそういった窓口というのはあったようです。人事課の

方にありました。それと人事委員会、それと県の場合はカウンセラーという仕組みがございまし

た。三つのところで相談を受けたというようなふうに聞いております。 

 この度こちらの方にまいりましたので、そういった観点から言いますと、まずは職場の研修会、

そういったものでセクハラ・パワハラに関します問題意識の向上、あるいは排除に向けた取り組

みというものがまずは大事かと思います。ただいま議員がおっしゃったようなことが続くような、

あるいは顕在化するようであればですね。場合によってはですね、文書等によってですね、そう

いったものがないようにというような形で対応することも必要かなと、そのようなふうに考えて

おります。 

○13番（小野広嗣君） せっかく副市長が本市へ来ていただいてまして、その任の中の一つとし
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て、このことがあるんです仕事として。だからいろんな機会でまた細かくですね、ここで言えな

いような話をする機会もあると思います。しっかり対応をしていっていただきたいなというふう

に思うんですが、このセクハラに対する規程はこうやって設けています。罰則規程もありますよ

ちゃんと、しっかりこういった場合に、「セクハラの行為者及び監督者に対し懲戒処分等を含めた

人事管理上の措置を講ずるものとする」という対応措置もうたってますね。それに対してパワハ

ラはないんですよ、逆に言うと今パワハラの方が多いんじゃないかというぐらい役所で追い込ま

れて病気になったりして苦しんでいる人たちがいるわけですね。そこに対する対応措置がないと

いうことに対して、市長、どう考えられますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほどの答弁の中で、パワハラとは何かということの答弁をしたところでございます。職場に

おけるパワハラというのは、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範ちゅうを超えて、

継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、労働者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を

与えること」とされております。ということでございますが、実際の問題としましては、セクハ

ラについては男女雇用機会均等法の中で定義が位置付けられているところでございますが、パワ

ハラにつきましては、現在定義がないということでございます。 

 ということで、そのことに対応する具体的な内容がないということになろうかと思いますが、

そのような事案が発生いたしましたら、今お話があるような部署で対応はできているというふう

には考えているところでございます。 

 また、それに基づきまして、措置をさせていただくということの流れになっているということ

でございます。 

○13番（小野広嗣君） また、人の良い市長の答弁が返ってきましたけれども、そのような対応

ができてないから質問してるんですよ。そこをよく分からなきゃいけないですよ。そのような対

応ができてないから、僕らに相談もくるわけでしょう。 

 そういった職員を信ずるという、それは大事な視点だけれども、一方でこういった質問をしな

ければいけない実態があるということをよく認識してくださいよ。パワハラは確かに見極めがつ

かないということもありますけれども、明らかにいじめ的なことをやってるなというのは見えて

くる場合がありますね。それを見てて、例えばその中間にいる人が気付いて励ましてくれる場合

だってあるでしょう。ところがこの人がそれをやっている上司に言えないですよ。 

 そして、ほかにも言ったら厳しいかなということもあって言えずに止まっているケースだって

あるんですよ。いろんなケースがこの役所内にあるということをまず認識しとってください。公

務員のこういったことが増えていく流れの中で、何とか防止対策をとらなきゃいけないというこ

とで、このセクハラの防止規程の中にパワハラも入れて、規程の中にですよ、うたって防止対策

をやっている自治体もあるんです。ですから、そういった対策を志布志市もやるべきだと思いま

す。どうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 
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 昨日、議案提案の際に交通事故防止について、議員各位から様々な御指導等があったところで

ございます。 

 その中で厳しく叱責せよというようなお言葉があったところでございますが、私自身そこまで

しなければならない内容なのかなということも踏まえて、そういったことについては十分配慮し

ながら指導をしていきたいというようなことでお話し申し上げたところでございます。 

 そのようなことを振り返って考えてみますと、私どもの方で上司の方が職務について職務の仕

事の内容について指導というような観点から話をするときに、その受ける者がそれがパワハラな

るものかどうかということについては、極めて微妙な問題があるではないかなというふうに思い

ます。 

 そのようなことから、先ほども申しましたように定義がされてないということにつながってく

るんではないかなというふうに考えているところでございますが、今議員の方でお話がありまし

たように、そのような先進事例ということがあるとなれば、参考にさせていただきたいとは思い

ます。 

○13番（小野広嗣君） ぜひともですね、そういった規程を設けて、ましてや罰則規程も設けて

ですね、取り組んでいかないと効果がないってその専門の人たちは言ってるんですよ。そういっ

たアドバイザー等もいますのでね、そのことはお伝えします後で、時間が今日はないから。 

 そして、しっかり研修をやったからいいとかいう問題じゃ、既に起こっているわけですから。 

 そして冒頭言ったように、今は何とか励ましをしたりして頑張ってもらっていますけれども、

仕事が手につかない、夜も眠れない、御両親の前でもう泣くしかなかったとかですよ、そういっ

た悲劇があっちゃいかんじゃないですか。 

 特に上司と部下との関係、あるいは同僚間でもありますけれども、過去ここ３年の中を見たと

きに、今度は職員が嘱託職員、臨時職員、少し身分が不安定ということはないわけですが、うた

ってあるんですが、どうしてもそこに対して威圧的な態度をとっていじめにかかる。こういった

ケースがあるんですよ、市長。 

 そして、そのことによって実は職員も臨時も嘱託職員の皆さんも、みんな市民の方を見て仕事

をしなきゃいけないわけでしょう。ところが上司の顔色ばっかりうかがって仕事をしなきゃいけ

ない、一部ですよ、全てじゃないですよ。そういう上司がいると、そういった方だけを気にして

仕事をしていかなきゃいけない。こんな悲しいことはないですよ。 

 そして、臨時の方やら嘱託の方々に必要以上の仕事を与えていないのかとか。 

 そして、逆にもう場所を変えるぞとか。あるいは何というのかな、もう追い込んで辞めさせる

ぞというような動きがあったとすれば、それは大変なことですよ。そういったことがない職場づ

くりを僕は目指してほしいと思っているんです。どうですか。 

○市長（本田修一君） 御指摘のとおりだと思います。 

 そのような職場づくりを私自身考えていますし、そのことをいつもいつも職員には、特に上司

たる課長を中心とするものについては話をしているところでございます。 
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 ただ、私どもといたしまして、私どもの方に相談等があった内容については、しっかりそのこ

とについては措置をさせていただいている。解決の道に導いているということは先ほどもお話し

たとおりでございます。 

 しかしながら、私どもが把握していない件については、いかように対応すればいいかというこ

とについては、少しまたそういう情報の収集の方法についても改めて考えさせていただけなけれ

ばならない内容かなと。 

 できますれば、私どもの方に速やかに、そういった件については情報を寄せていただければ、

対応も速やかにできるというふうには感じたところでございますので、秘密というものは十分遵

守しながら行っていく内容ということはどの職員も、そしてまた関係する職員は特に認識してお

りますので、そのような状況の中で私どもは様々な情報を受け付けたいと思いますので、どうぞ

情報をお寄せくださるようお願い申し上げたいと思います。 

○13番（小野広嗣君） こういった問題に対応するために地方自治体は、公平委員会という設置

が義務付けられておりますけれども、ここに対する考え方はどうなんですか。 

○市長（本田修一君） 公平委員会の中で取り扱える事案になるということは、相当深刻な状況

でそういった事案になるのではないかというふうに思っております。 

 私どもとしましては、そのような事案になる前に本人とも十分話し合いながら解決ができる取

り組みをしてまいりたいと考えております。 

○13番（小野広嗣君） ぜひそういう方向で、だからパワハラが水面下に隠れている。そういう

ものを防止するためにも、防止規程をしっかりつくり上げていくことが、その水面下に隠れてい

るものが鎮火するということになるわけですので、そういった取り組みに向けて検討を加えてい

ってください。 

 ここでこういうやり取りをすることによって、また意識が変わると思うんですよ。それでもな

おかつ変わらないようだったらもう容赦しないという思いでいっぱいなんです僕は、今回の件に

関しては、そのことだけここで述べさせていただきたいと思います。 

 次へ移ります。 

 あともう時間がございませんので、子育て支援の情報の一元化ということであります。 

 本当に子育て支援に関しては、市長、日本一の子育てのまちを目指すんだということで頑張っ

ていただいていますので、評価をいたしておりますが、いよいよそういったやってる施策を含め、

民間との連携も取りながら様々な情報を提供できるシステム、いわゆる365日、24時間態勢で情報

が入ってくるシステムというのはホームページにそういった情報の一元化を図って、市のホーム

ページというよりは単独のポータルサイトを設けていく。そこに365日、24時間つなぐことによっ

て、あらゆる情報が入ってくるというシステムの構築を目指しなさいという意味で質問をしてま

すが、少し外れてましたね、答弁が、少しだけですよ。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回議員の御質問をお受けいたしまして、担当課とヒアリングを行いました。 
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 その中で、本市の子育て支援につきましては、子育てガイドブックを中心として関係の方々に

便利に寄与していただくということをとっているということでございまして、今回私どもの方で

は改めて地域情報通信基盤整備事業が完了いたしますので、それにふさわしい内容にすべきでは

ないかということが論議されまして、この子育てガイドブックにつきましても、全体的な内容に

ついてのホームページの掲載をしなさいということを命じたところでございます。 

 そして内容につきまして、充実あるいは改編がございますので、すぐさまそれに対応できる体

制づくりをお願いしたいということで指示をしております。 

○13番（小野広嗣君） この子育て支援ガイドブックも更新されてますよね、第一弾じゃないで

す。まだ発行をされてないときに、市長の方に提案を申し上げて、市長の方が取り組んでいただ

いた経緯がありますけれども、これはこれで大事なんですよね。そして、これをホームページに

載せていくと、そして更新を早くしていくと、よく理解できるんです。僕が言ってるのは、まだ、

この情報以外にですね、民間の情報も含めて鹿児島県内全体、あるいは中心地を含んだ情報等も

含めてポータルサイトを立ち上げているところがいっぱい今出ているんですよ。そういったとこ

ろの確認をされましたか。ホームページ等でこんな立ち上げ方をしているとこがあるというのを

確認されましたか。 

○福祉課長（木屋成久君） 今のところそういうことで今回の件について、各市町村にホームペ

ージで立ち上げているかということを確認してはいないところであります。 

○13番（小野広嗣君） こういう質問があって、担当課はそれなりに知恵を絞って調べて、そし

てこういった情報を立ち上げている市がありますとか、町があります。あればそのホームページ

を市長に実際触らせて、ああこんなふうに展開されているのかということを知っていただくとい

うのが一番大事なんですよ。 

 そして、意見広場等もそこに置いて、子育てに悩むお母さんたちが365日情報も得られるし、悩

みも相談できるとか、もう様々なことができる。携帯からもアクセスできると、そういうシステ

ム、だから今言われたホームページにこれを載せて更新するということの延長上にそういったこ

とを含めて、今後手厚くしていってくださいね。もう時間があんまりないもんだから、詳しく語

れませんので、最後に答弁をお願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほどもお話しましたように、各家庭まで今回光ケーブルが引かれる状況になるということで

ございますので、これに対応した形の利便性の向上を図っていきたいと。 

 そしてまた、併せて今お話がありました携帯等からもアクセスできるような環境というものを

構築はしてまいりたいというふうに考えております。 

［小野広嗣君「はい、ありがとうございます。終わります」と呼ぶ］ 

○議長（上村 環君） 以上で、小野広嗣君の一般質問を終わります。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。 

──────○────── 
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午前11時58分 休憩 

午後１時00分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番、平野栄作君の一般質問を許可します。 

○１番（平野栄作君） 昼からの一番眠たい時間帯ではございますが、本日２番目ということで

質問をさせていただきます。 

 質問は先に提出しております通告書に基づきまして質問いたしますが、まず１点目、地域情報

通信基盤整備推進事業についてであります。 

 本事業はですね、昨年の３月定例会で上程されまして、連合審査を経ながらいろいろな御意見

等がある中で進められてきたわけなんですが、その後においても各議員から様々な意見が出てき

ているところでございます。 

 それに対して議会といたしましては、いろいろな説明を当局からいただいているところではご

ざいますが、市民に対する説明というものが本当に十分なのかなというのを非常に危惧している

ということです。 

 特に、昨年は口てい疫等で事業も遅れました。また、契約かれこれの問題もありました。着手

にまで時間がかかっております。事業を進める中でですね、その都度その都度的確なる情報とい

うものが遅れた要因であるとか、そういう具体的なものはなくしてもですよ、今こういう状況で

あると、今後こういう形で本事業は進めていくんですよというようなものが市民に届いていない

んじゃないかと。我々の地区でもよく耳にしております。戸別端末についてもいつ来るのかと、

向こうには来たけども今日はうちには来ていないと、隣には来ているのに私の家には来てないん

ですよ、どうなってるんですかという問い合わせもありました。 

 そしてまた、ホームページは11月のままで更新はされておりません。昨日も確認しましたが、

そのままのようですね。これどういうことなのかなというのを非常に危惧しているんですよ。 

 この事業、本当志布志市の活性化、市民の利便性の向上というものについてはですね、非常に

有益なものだろうというふうに考えております。 

 しかし、活用する側の市民がですね、本当疑問を抱くんじゃないですか、まず導入するにあた

って。 

 また今後ですよ、今受け入れて契約はしているにも関わらず不信感が募るとですよ、解約とい

う形でどんどん利用者が減っていくんじゃないのかなというのを非常に危惧しているところなん

です。 

 本事業が採択となりまして、その後の事務及び工事に関するスケジュールについてはですね、

内部の中で十分な検討はされてきていると思ってはおります。しかしですね、工事の進捗に係る

市民への情報発信、そういったものまでもが内部で十分検討されてきているのかどうなのか。そ

して、その検討の在り方は適切であったのかという点。 
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 そしてまたこの１年間、これまでを振り返っていただいて、市民への情報発信というものがで

すね、適切であったと思われるかお伺いします。 

○市長（本田修一君） 平野議員の御質問にお答えいたします。 

 今回本市では、地域情報通信基盤推進事業を推進するところでございますが、この事業の目的

の一つには、全ての市民の皆様に行政告知端末機を設置するんだと。 

 そしてまた、それに伴いまして、安心・安全できる更なるシステムを構築するんだということ

を目的としております。 

 昨年の３月に議決をいただいて以来、直ちに契約をし、そして工事の執行をしているところで

ございます。 

 私どもとしましては、全市民の皆様に事業の周知・広報を行うために「市報しぶし」で毎月Ｉ

ＣＴ志布志のタイトルで広報を行ってきているところでございます。 

 そしてまた、お話がありましたように口てい疫が発生いたしまして、７月いっぱい会合を開け

なかったところですが、それ以降８月から各自治会の方に担当職員を活用いたしまして、市役所

全職員によります自治会単位での説明会を重ねてきたところでございます。 

 その後、10月から告知放送端末の申し込みの説明会をいたしまして、全自治会を対象に実施し

てきているところでございます。 

 このほか、自治会未加入の世帯や説明会に欠席された方を対象に別途職員が戸別訪問、あるい

は通知などを行うことを重ねまして、事業の推進を重ねてきているところでございますが、ただ

いまお話がありましたように、告知端末機の設置についてただいま集中的に事業が開始されてい

るところでございますが、これらにつきましては、それぞれの地域でまたそれぞれの箇所で事業

の進め方が違うようでございます。 

 しかしながら、総体的には６月いっぱいで全て完了するという予定で進められているようでご

ざいます。ということで、申し込みされた世帯については間違いなく届けられるということをお

話になっていただければというふうに思います。 

 この工事につきましては、そのようなことで進められ、そしてまた７月24日の地デジ対応まで

にはＢＴＶの方でＣＡＴＶの対応は完全になされるということになろうかと思いますので、その

ようなふうに皆様方からもお伝えしていただければというふうに思います。 

 こういった内容につきましては、私どもはその都度その都度なるべく早い段階で市民の皆様方

にお知らせしたいということで、今申しました「市報しぶし」あるいは散らし等でその都度お知

らせをしてきたつもりでございます。 

○１番（平野栄作君） たしかに職員も配置されまして、説明会もありました、１回ですね。 

 その後、どんどん遅れているわけですよ、工事もスケジュールもどんどん押していった。特に

３月、４月というのは総会を集落では持つ時ですよね。なぜそのときにその現状をその担当職員

なりが各集落に出向いてですよ、再度説明はできなかったのかなと、そういう取り組みというの

はこの中では検討されなかったんでしょうか。 
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 私はやはり市民第一であって、利用する側としてはですね、どうなってるんだろうかとものす

ごく心配だと思うんですよ。それであれば、市としてはなるべく正確な情報、今どういう具合に

動いているんだと。 

 そして、今後どういうスケジュールになっていくんだ、３月の段階であればある程度のものは

把握できていますよ。なぜほんならこの担当職員等を活用してないんでしょうか。 

 私はこの内部での検討はですね、ものすごくあいまいじゃないのかなと、これだけの事業をや

っているのに、他の議員の方々からも多数そういう質問も今までありました。 

 本当ですね、まずは段取りって言いますよね。打ち合わせをきっちりしておいて、それに基づ

いて事業というのは進められていくのが当たり前だと思っております。 

 そして、それが遅れるんであれば遅れたそういう理由というものを明確にやはり伝えておくと。

そして、今現状がこうであると、そしてこれまでにはこういう形で進めていくといったものがや

はり必要ではなかったのかなというふうに考えているところです。 

 市長は、今までの取り組み、市報等の活用そういうことで情報は伝えてきたということであり

ますけれども、本当にこれで100％だとお思いですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月いっぱいでこの事業につきましては完了するということで、市民の皆様方にはお知らせを

して協力をいただいて進めてきたところでした。 

 しかしながら、工事が遅れまして、現在のところ６月いっぱいでこの事業については、ひとつ

の区切りをつけるということにしてあるところでございます。 

 その遅れにつきまして、私どもはこの事業は総務省ないしは、そしてまた財務省の交付金を活

用した事業で展開してるということで、事故の繰り越しというような手続きをとらなければなら

なかったんですが、その事故繰り越しについての承認が３月末までぎりぎり得られなかったとい

うことで、その対応が遅れてしまって、結果的には事故繰り越しが認められて、工事の延伸が認

められて、現在継続しているわけでございますが、そのことを私どもは一日一日その内諾が得ら

れることを待っていたところでございました。 

 そしてまた、それが得られた後に、ただちに工事の延長ということになったところでございま

すが、このことにつきましては、散らしを作成いたしまして、全世帯に工期の延長についてはお

知らせしたところでございます。 

 しかしながら、今議員御指摘のとおりそれぞれの市民の方々が、その工事の進捗について不安

を抱かれた状況があったということについては、誠に申し訳なく思います。もっと密にこの工期

の延長についてお知らせすればよかったかなというふうには考えるところでございます。 

○１番（平野栄作君） ３月末では事故繰り越しになるかどうかも分からない状況。もしですよ、

これが事故繰り越しでできなかった場合はどうなっていたんですか、そうすると。市民にはそれ

から説明するわけでしょうか。併せてですね、やはりそこ辺りも、もし事故繰り越しができない

場合は市の持ち出しという形も出てくるわけですよね。そこら辺りの問題、そういうこともです
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ね、やはり周知が必要ではなかったのかなというのは考えるところなんです。散らし、今確かに

使送便でたくさんの散らしがきます。でもなかなかですね、目を通してもらってないのが実情じ

ゃないのかというふうに考えます。 

 またもう１点は、興味のある方というのはホームページをよく閲覧しております。なぜ市のホ

ームページは11月から更新もされずに、今現在も更新をされていないのか。そこあたりもおかし

いんじゃないですかね。 

 それであれば４月以降、事故繰り越しも決まった。それであればホームページだけでもすぐ更

新できるわけですよ。そこあたりは情報管理課で担当されていると思うんですけれども、そうい

う部分だけでもすぐ手を打つべきではないのかなというのを常に考えるところなんですけれども、

この点についてはいかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 私どもは総務省の九州総合通信局と連絡を密にしながら、本事業の推進に努めているところで

ございます。 

 そしてまた、事故繰り越しについても総務省の九州総合通信局の方の指導を受けながら手続き

を進めてきたところでございますが、本件の事業につきましては、22年度で全国各地の自治体で

も取り入れられ事業が進められたということでございますが、全国で事故の繰り越しが結果的に

認められたのは３自治体のみということであったというふうに聞いているところでございます。 

 そのようなことで、本来ならば事故繰り越しは認められない内容のものだったところですが、

本市の事情等を十分御理解いただき、本市については特別に認めていただいたということで、ぎ

りぎりまでその認められなかった。そしてまた、認めていただいた後も、できうれば内部的にこ

のことについてはお知らせして処理していただきたいというようなニュアンスの内容がございま

したので、私どもはそのような形で処理させていただいたということでございます。 

 市民の皆様方には散らし等で、この内容についてはお知らせしたということでございます。 

 国のそのような状況もあったということの上での対応でありますので、御理解いただければと

いうふうに思います。 

○１番（平野栄作君） 事故繰り越し、そういう面ではですね、そういうこともあっただろうと

思いますので、十分理解しておりますけれども、やはりこういう大きい事業をですよ、進めるに

当たって、市民の方々に細部までのやはり周知を図っておく、そういうことがですよ、事業を円

滑に進める基にもなるだろうし、そういうことを徹底しておけばですよ、告知端末についても

100％という程度のことが実現できたんじゃないのかなと。あまりにも情報が少ないから告知端末

って何ですかと、まだ言われる方々もいらっしゃったわけですよ。だから理解している人として

いない人の差があまりにもありすぎるのかなと、そこは情報がふくそうしていたり伝わってない

という部分もあるんでしょうけれども、やはりそういう面で市政を進めるにあたっては、もう少

し情報をやはりどんどん出していって、こういう事業を進めていくんだと、あなた方に市民の方々

に有益な事業なんだということを前面に出すべきじゃなかったのかなというのをば考えておりま
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すので、この質問を今やってるところなんですが。 

 今情報についてはですね、なかなかまだ厳しかったのかなというのはあります。でも今もここ

まできておりますので、今後やはりホームページ等も活用しながらあと６月いっぱいということ

で今月いっぱいでもう完了するわけなんですけれども、まだテレビについてもですよ、先が分か

らないんですよ。６月で終わって、７月１日から皆さんテレビも見られると、行政告知端末も稼

動するという理解の方もいらっしゃると思うんですよ。そこら辺りも、なぜ１日から使えない。

今になってですよ、３月31日が４月になってもできない。片や開発農協はもう５月で閉めました

よ。朝、毎朝鳴っていたラジオが鳴らない。有明地区限定ですけれども、やはり我々33年７月10

日開局して以来、私の年と一緒です。53年間、有明町に根づいてきた施設、そういうのが私なん

かの肌には染みついています。時間に鳴る、それが当たり前が今空白なんですよ。そういうとこ

ろもありますので、やはりきっちりとした説明をして、今後こういう形で事業は進展していきま

す。６月で終わった時には、いつから的確なる行政告知だったら行政告知が使えます。テレビは

こういう経過を経て何月何日からは使用が可能です。そういう情報というものも、今で出してお

かないとですよ。もう加入はしたけど、もういいやという方も今後出かねないということですの

で、この点については十分配慮をしていただきたいと思います。 

 次なんですが、今言いました行政告知放送なんですが、この運営と内容というものが非常にあ

いまいというか我々もよく理解できていない部分があります。先ほどもいいましたけれども、有

明地区につきましては開発農協が実施してきました。有線というものでしたけれども、行政連絡、

また農協及び民間の分を網羅した形で放送が実施されてきておりました。 

 今後は、ＩＲＵ契約ということによってＢＴＶですか、業者が実施していくものとなるわけな

んですけれども、それぞれの市の部署ではですよ、委託料等が計上をされているようです。 

 それでは、この告知部分の活用という面での予算とケーブルテレビを活用する部分と二つに分

かれると思うんですけれども、その予算配分というのは明確に分かれているのかというのがちょ

っと私もはっきり理解ができないと。 

 それと、ちょっとした情報なんですが、今回委託となるＢＴＶさんにつきましては、告知部分

についてのノウハウを持っていないというようなこと。そしてまた、今の施設では告知までをカ

バーする施設ではないというようなことも聞いておりますが、今後この告知というのはどういう

形で活用をされていって、このテレビとのすみ分けというんですか、ここら辺りはどのようにな

されていくのかお伺いします。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） お答えいたします。 

 告知放送の予算と自主放送の予算の区分ということでございますが、告知放送につきましては、

音声による告知放送という部分をＢＴＶ運営事業者の方に委託をするということでございます。 

 この告知放送に係る予算と、次にケーブルテレビの自主放送で行います行政番組を制作をする

ことになっておりますが、この番組の制作の費用の予算については、それぞれ別々で予算を計上

して委託をするということになっております。 
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○１番（平野栄作君） テレビでの部分については大体理解ができるんですけど、この告知とい

うのはですよ、その時々によって違ってくると思うんですよね。短時間で終わるのもあるだろう

し、重複してずっと繰り返さないといけない部分もある。そういう料金体制というのもちょっと

よく理解できないわけなんですけれども、それともう１点、さっきも有明町の事例を言いました

が、我々有明町にいる人間にとっては、従来あった放送というのがもう基礎になるわけですよ、

どうしても。今まであったのが当たり前、それを今回のこの事業がそれを超えるものであれば、

多分何も苦情とかもないと思いますが、それを下回った場合はですね、市民からの苦情も結構あ

るんじゃないのかなと思っております。ですから、この内容をですよ、農協関連のものとか、一

般の市民が使うものとか、そういうものまでが含まれているのかどうか。そして、そういうもの

を放送するとなった場合、自己負担とか、そういうものが出てくるのかどうか、そこら辺りをお

示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 行政告知端末放送につきましては、今後時報、緊急放送、普通放送、グループ放送というもの

を行っていくということでございます。 

 そして、これは一日の中で２回ほど定時的な放送を行うということになるわけでございますが、

その放送の時間帯をのけてグループ放送は行われるということになろうかというふうに思います。 

 そしてまた、有明地区におきましては、開発農協の組合員が2,800ほどいたわけでございますが、

有明地区全体5,179世帯のうち2,800の方から組合として利用されておられた状況で、40数％の加

入率であったんではなかろうかと思っています。 

 それらの方々が、今回この行政告知端末放送のサービスを受けられるということになるわけで

ございますが、行政告知端末放送につきましては、まずこの放送は録音する放送がございますの

で、放送を聞き逃した場合でもいつでも再生できる内容であると。そしてまた、ＦＭ放送、ラジ

オ放送につきましては、ＦＭ放送、ＡＭ放送が３波と３波受信できる内容である。 

 そしてまた、緊急時には自動的に最大音量になるものであると、そしてまた行政告知端末のラ

イトが点滅して危険を知らせるほか、停電時でも作用すると、光ケーブルが断線した場合でもＦ

Ｍラジオが放送されるというようなことになるところでございます。 

 そして、現在開発農協で利用されておられた方々は、月々の利用料というものを払っておられ

たところでございますが、今後この行政告知端末機の利用についてはいただかないと、無料とい

うような形で利用ができる内容でございます。 

○１番（平野栄作君） 利用料の問題ではなくてですね、今まで従来やっていた放送内容、そう

いうものは含まれているのかどうなのか。ただ行政からの一方的なお知らせだけが流れる端末。 

 また、今いろいろ今回も震災に対する質問が多いですが、そういう部分での活用というのは非

常に大きなものがあろうかとは思っておりますが、ただ市からのお知らせ、市のお知らせだけが

流れていくようなものだけでいいのかなと、やはり従来あったものを参考にしながら、そういう

ものを踏まえた上での告知番組、そういうものも必要ではないのかなというふうに考えていると
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ころです。 

 また、もう１点はですね、集落放送、こういう機能も有線放送では付いておりました。解散前

にも数箇所の集落から残してほしいという要望等もありましたが、清算費用等のために残せない

ということでお断りをしているところでございますけれども、説明ではこのようなシステムもこ

の行政告知端末では今後使用は可能というような説明が当初なされておりました。本当にそれも

できるのかどうなのか。 

 その告知の内容、具体的にどういうものを予定しているのか。 

 そして、今言った集落放送、こういうものが従来どおり行えるのかどうか、そこについてお尋

ねします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 基本的には現在放送されている内容というものは放送は可能だというふうに考えるところでご

ざいます。 

 ただ、商業的な放送というのはちょっと無理かなというふうに思うところでございます。森林

組合、農協、漁協等の情報については、担当の課を通じた形での放送になるのではないかなとい

うふうに考えます。 

 そしてまた、今後この放送は集落放送が可能というようなことのお話をして、推進していると

ころでございますが、一斉に放送できるチャンネルが現在16チャンネルというようなふうに言わ

れております。ということで、今後集落放送が必要と。集落放送の希望される集落を募集いたし

まして、その上で集落の数によりまして時間帯を設定させていただきまして、その集落放送に対

応させていただければ、あるいはまた時間帯がふくそうするかもしれませんが、その中で順次終

わった分について放送ができるというようなふうにもなっていますので、それらの技術的なもの

も組み合わせながら、今後集落放送が必要と思われる集落数の数を見ながらの対応をさせていた

だければというふうに思うところでございます。 

○１番（平野栄作君） 使えるということでですね、当初非常に危惧しておりました。使えない

のではないかなと、これが使えるとなると多分申し込まれる集落というのは多くなってくると思

いますので、できるだけですね、そういう要望に沿った形での利活用が図られるような形で事業

推進していただきたいなというふうに考えます。 

 また、ほか農協とか地元の商工業の方々も担当課を通じて利用が可能ということであればです

ね、従来の内容から下がることはないと思いますので、納得していただけるんじゃないかなと思

っておりますので、そういう部分はですね、またいろいろ要望等も出てくると思いますが、よく

検討していただいて、なるべく市民の使いやすい、利用しやすい形での運営を進めていっていた

だくよう要望しておきたいと思います。 

 それと、３点目なんですけれども、この地域情報通信基盤整備事業の内容につきましては、昨

年９月にも一般質問をさせていただいたところなんですけれども、現状では行政告知端末放送、

それとケーブルテレビの放映、それがとりあえず優先されていると思っております。 
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 しかしですね、市民にとって魅力がある内容なのかちょっと疑問に思うふしもあります。とい

うのがですね、結局今告知は、今言われたように利活用が結構いいのかなと思います。ケーブル

テレビ、この部分につきましては、何らかのやはりプラスメリットがないと、料金を毎月支払っ

てですよ、そのテレビを導入するわけなんです。今格安の値段がはじき出されておりますが、当

初三千幾らになるとかいろいろごたごたもあったようですけれども、とりあえず毎月1,000円程度

の、テレビを見るのにですよ、1,000円程度かかるわけなんです。12か月で１万2,000円ぐらいか

かるわけです、固定のコストが。果たしてそれを経費を払って、こういう議会の放送も放映され

るでしょう。そのためだけにですよ、年間１万円以上の経費をつぎ込む、そういう方というのが

ですね、今の現状から増えていくのかなというのは非常に疑問視してるところです。やはり、我々

の密着したもう何かですよ、やっぱり自主放送というのを何か作られるということでこの中にも

ですね、いろいろと利活用についてはうたってあります。ごみとかですね、いろんな項目がうた

ってあるようですけれども、やはりこういうものを今のうちにやはり発信しておかないと、契約

をしないことには見れないんですよ。契約をさせる何かが足りないんじゃないかと。何かをする

にはですね、テレビが映る、テレビは今これがなくても映ってるんです。それ以上のプラスアル

ファがないと、経費を払ってまで導入する、そういう方が果たして増えるだろうかと、ですから

９月にもこの基盤事業が整備したときには、まだ先の福祉的なもの、そういうものについても早

めに導入した方がいいという質問をしましたが、市長はまずはハード面が先だということでした。 

 もう６月いっぱいでそのハード面もほぼ構築され、７月からは本稼動していくわけです。早い

うちにですね、そういう次のステップのものを持っておかないと、私は多分今契約している方も

離れていくと思います。メリットがないんですよ。そこまでして経費をかけて議会放送、議会を

見るかと、インターネットでもいいんじゃないかと、この自主番組についてもですよ、もうちょ

っと具体的に市民に訴えるべきですよ。こういうものがテレビで見れるんですよと、そういうこ

とをしておかないと、やはりこれ先細りをしていって、ひいてはその運営事業者まで運営に苦し

む形になっていくんじゃないのかなと、そこをものすごく危惧しているところです。 

 ですから、もうあと少しでハード面は完成します。ソフト面についてですよ、早い段階で活用

策、メリット、こういうメリットがあるんですよということを提案すべきではないかと思ってお

りますが、そこら辺りの見解をお伺いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまＣＡＴＶ局が今回の情報通信基盤整備事業によって開設されると、そしてその利用が

広がっていくためには新たなソフトの提案が必要ではないかというような御指摘でございました。 

 当然私どもは、そのことにつきましては、今後も様々な国の事業等を活用しながら導入してい

きたいというふうには考えて、今様々な担当のそれぞれの担当でどのような事業があるかという

ことの研究をしているところでございます。現段階では、この交付金事業というのは前の総務大

臣、原口総務大臣が光の事業ということで強力に進めていた関係で、相当な予算が措置されてお

りました。しかしその後、大臣が替わりまして、そのことについての予算が減額されておりまし
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て、今後新たな事業導入はかなり厳しいのではないかなというふうに思っています。 

 しかしながら、この事業につきましては、国際的においても日本はまだまだ遅れているという

ことが取りざたされておりますので、今後新しい内閣、新しい政策の下でこの事業の強力な展開

がされると期待するところでございます。 

 そのような国の動向を把握しながら、今回の私どもが導入した事業のように極めて有利な形で

の新しいソフト事業の展開をしてまいりたいというふうに私自身は考えているところでございま

す。 

 現在の段階では、まだまだそのようなものをお示しできる内容ではないところでございますが、

そのことにつきましては、今回のこの事業の立ち上げのときから、今後はハードの整備の後はソ

フトの活用というのが必要だということを職員にはいつも話をしておりますので、職員もそのよ

うなことで対応をしようというふうには考えているというふうに思っております。 

 それから、今回のこのＣＡＴＶ事業につきましては、基本的にはこれを利用される、利用され

ないというのは、市民の方々の選択になるということでございます。もし基本チャンネルでいき

ますと20チャンネルが840円というような価格、月840円という価格でございますので、これを利

用することが20チャンネルが見られると。そしてまた、インターネットが現在の回線よりも安く

利用できる内容でございますので、それらのものを総合的に考えたとき、利用した方が安いとい

うふうに考えられる方がＣＡＴＶを加入されるというふうに思うところでございます。 

 そのようなことではあるところでございますが、私どもとしましても、市民チャンネルという

ものを開設しますので、できるだけ多くの方々に見てもらうような新たなソフト事業を導入して

本事業を最大限活用してまいりたいというふうに思っております。 

○１番（平野栄作君） 予算的に非常に厳しい部分があるというのは分かります。840円、月額840

円、20チャンネルですよね。我々も地域は６チャンネルは見られます。ＢＳもお金を払ってない

ですけれども、若干見られる番組もあります。そんだけあればですね、十分なんですよ。と私は

思っています。そう思われない方もいらっしゃるかもしれません。 

 本当に840円払うだけの価値があるのかどうか。やはりそこをですね、価値があるなと思わせる

にはどうするか。今直近はですよ、国補助金がないんであれば、自主制作の番組、そこをもうち

ょっと前面に出して、こういう取り組みをしますよと、高齢者の健康体操をやっていますよ、中

でうたってありますよ。もうちょっとそういうのをばですね、みんな市民チャンネルでこういう

多彩な番組をやりますよと、どうですかと。これは市がすることではないとは思うんですが、今

後ＩＲＵ契約によって業者が維持管理なんかもやっていくと。 

 将来ですよ、やはりそういう業者さんがスムーズな運営ができるためには、今市がやるべきこ

とは何なのかということをですね、十分踏まえて、運営業者が厳しくならないような運営体制を

今でつくっておくべきだと思うんですよ。それには今の時点で、やはりそういう提案をしておく

べきだろうと。そうすることによって市民がやはり定着していくと、いいなと、そうすると私も

加入しようと、いいよと、加入しなさいよと、そういう輪が広がってくればですよ、この840円と
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いうのは格安ですよ。果たしてこれで本当運営できるんだろうかと思いますよ。そのインターネ

ットとかそういうのもありますけど、インターネットの加入状況というのは、そこまで高くない

というのも聞いておりますので、やはりそこら辺りをですね、今で市としても、今後は悪い言い

方をすればほうり投げてしまうわけです。それまでにやるべきことはやはりやっておくべきじゃ

ないのかなと思っておりますので、そこら辺りをもうちょっと真剣に取り組んでいってほしいな

と思います。 

 今いろいろ構想はあるということですので、今後ですね、またこの部分については質問をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上で、この部分については終わりたいと思います。 

 次にですね、昨日来、前回の議会からですね、いろいろと議員間でも質問が出ております。安

全運転管理体制についてです。 

 私も前職の時に安管として、十五、六年従事をさせていただいております。安全運転管理者と

いう立場というものがどういうものなのかというのは、ある程度認識をしているつもりで、その

ような活動も取り組んでまいりました。かといって自分が事故がなかったのかと言われると、そ

うではありません。いろいろ事故も経験しまして、それを基にしながら、どういう形で事故のな

い事業所をつくり上げていくか、そういうことにまい進してきたように感じております。 

 非常にこの安全運転管理者、これは大変だと思うんですよ、日常の一般の業務は持っているん

ですよ、持っているのにも関わらずプラスアルファ、言えばそこの事業所の全職員の方々の安全

を把握しておかないといけない。非常に大変な立場だと思っております。それで、ここ数年感じ

ているんですけれども、本当に市長は安全運転管理者の必要性とかですよ、そういう意義という

のをばどう考えていらっしゃるのかなと、ものすごく軽く見ていらっしゃるんじゃないのかなと

いうのが非常に思っているところなんです。「安全なくして繁栄なし」、これはよく企業の中でも

使われております。一事故を起こせば大なり小なり余計な時間がかかるんです。その分仕事がで

きないんです。貴重な時間を、そしてまた経費を使ってですよ、全く自社のためにはならないん

です。そういうことを考えると事故を起こさない。これに対して精一杯の努力をするべき。そし

てまた、それを推進していく立場にあるのが安全運転管理者だと思っております。事故のないこ

とが当たり前で、そのことが順調に事業を推進させていくと、それが発展につながっていくんだ

ろうと。市役所の場合ですと、やはり市民のために事故を少なくして、そして市民の福利厚生を

向上させていく。そういうことだろうと思っております。 

 そこでですけれども、市長は、この安全運転管理者の位置付けというのはどのように認識して

らっしゃいますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま議員お話のとおりひとたび事故がおきますと、本当に余計なことを抱え込んで、そし

てまた心理的にも経済的にも大きな負担が強いられるということになるところでございます。と

いうことで、特に公用車の運転につきましては、安全運転で事故ゼロを目指さなければならない
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ということであろうかと思います。 

 今回、また事故が発生いたしまして、議会の審議をいただいているところでございますが、今

回の審議の経過を通じまして、改めてその安全運転管理者の責務というものについての重みを感

じたところでございます。 

 今後は公用車安全運転指導委員会の中で、更にこの事故の安全運転の徹底、そしてまた啓発に

ついて取り組みをさせてまいりたいと考えております。 

○１番（平野栄作君） 私も十何年安管をさせていただきました。まず安管になって、最初はそ

うは思わなかったです。やはり誰か一人は必要だろうと、事業所によって副管とかいろいろいま

すけれども、前いた事業所では安全運転管理者一人でよかったんです。最初は、どうしても事業

所から出さないといけないから、安管を取らないといけないと、ならないといけないということ

で、数年そこまで安全に対する意識というものはありませんでしたが、やはり事業所で事故を踏

まえ、そしてまたそういう研修会での事故事例とか取り組み状況ということをずっと見聞きする

うちにですね、これはやはり大変なことだと、やはり事故のない事業所をつくっていかないとい

けない。まずそれには、自分がまずしっかりしないといけない。そういう気構えにまずなります。

まず人に言うんですから、自分がしっかりしないといけないと、お陰さまで今年の３月で無事故

20年を迎えることができました。これも本当、安管にさせていただいたお陰だろうというふうに

前の事業所には非常に感謝をしているところです。 

 人間ですね、いろんな場面で交通法規とか破る部分も出てくると思うんです。ですけれども、

100％が違反という形で取り上げられるかというと、そうではない部分もあります。人間ですので、

ちょっとした要因でその範囲を逸脱することもあるんでしょうけど、やはりそういうところは自

分なりに反省をしながらということで、自分をまずそういう形で戒めていく。そういう形でやっ

てきたと思うんです。 

 前回の事故とですよ、今回の事故、ものすごく軽微な事故だと、車両同士の物損事故というよ

うな何か説明等を聞いておりますと、認識というか、説明があった。私はそういう感じで受けた

んです。ものすごく軽微な事故ですよと、そんな感じ。多分事故を起こした方々についても物損

で済んでる、そんな人身でもないと。そこなんですよ、私はそこだと思うんです。そこの捉え方

を間違うから、次にまた発展するんじゃないのかと。もしですよ、前回は食堂の駐車場、今回は

さんふらわあのフェリー乗り場ですよ、そういう所というのはですよ、人が歩く可能性の一番高

い所ですよ、乗客にしても車から降りて、車の後ろを通る可能性もあるわけですよ。もし１歳か

ら２歳の子がそういう所に後ろにいたとしたらどうなってますか、人身事故になってます。だか

らですね、軽微な事故と捉えることも、最終的にはもうそれでよかったということになるんでし

ょうけれども、もしここに人がいたら大変な人身事故を起こしてますよ、あの状況からいくと。

そこから入るべきだと思うんですよ。そうすると捉え方が違ってくると思うんですよ。軽微な事

故から入ってしまうから、次につながらない。だから教育はですね、そこから始めないといけな

いんじゃないかと、だからそういうことについてはですね、やはり安管がしっかりした人を据え
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て、そういう事故が今まで12回あったというような報告をもらっていますけれども、そういう事

故事例があるわけですよ。そういうものを活用して何が原因だったのか、そこまで究明した上で

ですよ、やはり全職員浸透を図っていく、そういうことをやっておかないとまた出ますよ。 

 ちなみに市長にお尋ねしますけれども、ハインリッヒの法則というのがありますが、市長は御

存じですか。 

○市長（本田修一君） 承知しておりません。 

○１番（平野栄作君） これは安管になるとですね、必ず１回出てくると思うんですが。ひやり、

はっと、あっと思う事故ではない300件、そのうち今回みたいな軽微な事故29件。最終的に１回の

大きな事故につながると言われています。こういう法則なんです。安管になると大体１回はこう

いうことを見聞きすると思うんです。 

 ですからですよ、29件の軽微な事故ですよ、もう12件起きているんですよ。だから今でこの問

題を真摯に捉えてどう今後に役立てていくか、今でやっておかないと必ず大きい事故に繋がりま

すよ。この12件の事故、これが教訓なんですよ、起こした人はわざと起こしたわけじゃないんで

す。だからそういうものを教訓として、どうすれば防げたのか。そういうものをですね、やはり

把握して全職員に周知していく。 

 そして、それが軽微でよかったんじゃないんです。重大事故じゃなくてよかったなと、もしこ

こでここに人がいたら大変なことになっているんですよ。それがたまたま物だったから救われた

と、今回は。そういう捉え方をですね、ぜひしていっていただきたいなと二、三点お伺いします。 

 安全運転管理者が配置されていると思いますが、まず安全運転管理者及び副管理者の配置状況

ですね、本所、松山支所、志布志支所がどのようになっているのか。 

 それと、この３か所の安全運転管理者はどのような連携を取っているのか。 

 それと、本年度の安全運転管理者の講習状況というのは、全ての安管、副安管は参加している

のか。この３点を質問をいたします。 

○財務課長（野村不二生君） お答えいたします。 

 安全運転管理者につきましては、市長の方から選任を受けまして、現在本庁に財務課長、それ

から、両支所に両支所長が選任されております。それから副安全運転管理者につきましては、本

庁の方が２名、それから支所の方が１名ずつ、合計の４名ということになっております。 

 それから、今年の講習は５月26日に志布志文化会館の方で開催をされましたけれども、そちら

の方に６名出席しております。あとの１名は、前日に大隅の方でありました講習会の方に出て、

全員受講をしているところでございます。 

 今回の事故を受けまして、その後に両支所と本庁とですね、協議をして進めてきたところでご

ざいます。以前は、昨日も申し上げましたけれども、安全運転管理者につきましては係長職でご

ざいましたけれども、その協議の中で課長職でないといけないという協議になりまして、市長の

方にその旨を伝えまして、課長職でですね、選任をしてもらったところでございます。 

 そのほか、今後の取り組みにつきましても、先ほど市長の方が申し上げました公用車安全運転
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指導委員会を置いてですね、その中で副市長を委員長にいたしまして、安全運転管理者等を含め

てですね、今後の公用車の安全運転についてのですね、研修また職員への周知等についてですね、

どういったふうに進めていくかということを協議することとしております。 

 以上です。 

○１番（平野栄作君） 配置状況とかですね、課長級が安管になるということで納得はしている

ところなんですが、今ですね、「公用車の」とおっしゃいましたよね、安全運転管理者は私用車ま

でなんです、従業員の場合は。私用車の管理までです。 

 職員は全て管理下に入りますので、公用車だけじゃないんです。私用までも安管の責任の範囲

内になる。ですから、全てが網羅されていると、だから家で起こしたからいいんじゃないんです。

そういうものはやはり把握しておくべきなんです。そういうのが事業所で把握できてないからま

た事業所内で事故を起こすとか。ですから、我々のところは少なかったですから安全運転証明書、

そういうものの提出とかそういうこともできましたが、市役所の場合はそこまでできるのか分か

りませんが、やはりそういうものの活用を行っている事例も今回の資料の中にも入っているよう

でした。 

 それと、今回５月26日に安管の講習会があったということで、多分報告は受けていらっしゃる

と思いますが、それを市長はどのように、その講習会の内容、それをどのように市長は受けてみ

えられたでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 まだ私のところまで報告は上がってないところでございます。 

 今後、直ちにこの内容について把握いたしまして、不足するところがあれば、また今回のこう

いったこのような議会の皆様方の指導を受けながら、あらためてこのような形での副市長が指導

委員会の委員長となっておりますので、副市長を通じて内容の徹底を図ってまいりたいと考えま

す。 

○１番（平野栄作君） まだ報告が届いてないということで、ちょっと遅いのかなと思っており

ますが、ちなみに平成22年度地区安全運転管理者協議会では、松山支所が優良安全運転管理事業

所としての表彰を受けていますよね。この今までの12件というのが本所だけで、ずっと続いてき

た事故なのかなと今これを聞いてですね、考えたところなんですけれども、ちなみに、支所でこ

ういう表彰を受けているわけですよ。どうなんですかね、本所だけなんですかね、ちょっとそこ

ら辺りは分かりませんけれども、やはりそういう形でやってるところもあるわけですよ。だった

ら前安管がどなたか分かりませんが、どういう形でやってきたのか。そこ辺りのノウハウとか、

そういうものをですね、引き継いでいくべきではないのかなと考えるところです。できたら市役

所はですね、模範となるような事業所を目指していただきたいなと、そういうふうに考えて今回

の質問に至ったところなんですが。 

 ちなみに、市役所ではグッドドライバーズコンテストに参加する職員というのはいらっしゃる

んでしょうか。 
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○総務課長（溝口 猛君） グッドドライバーズコンテストにおきましては、各課長にお願い申

し上げまして、何チーム参加しているというところまで把握しておりませんが、大体課で１チー

ム程度は参加しているようでございます。 

○１番（平野栄作君） 有り難いことです。私はゼロかなと思って心配していたところなんです

けれども、そういう形で参加をしていらっしゃるということは、まだそういう安全に対する考え

方が失われてなかったのかなと思って安心いたしました。 

 昨日来ですね、先輩議員からも多数の意見が出ております。前定例会でもでしたけれども、事

故を起こした人は起こそうと思って起こしているわけではありませんので、当事者を責めるとい

う意味合いではなくてですね。今後、このことを全職員が自分たちのものとして受け入れてほし

いという節なる願いが込められた発言だと思っているんですよ。いろいろ厳しい意見もありまし

たが、その根底にはそういうことが感じられました。 

 ですから、そういう意味合いで重く受け止めてほしいなと、だから軽い思いじゃないんです。

軽いで済んだうちに的確なる措置を講じて、これを教訓として次につなげていただけるようにし

ていただきたいと。 

 そしてまた、市長は多数の職員の先頭に立って陣頭指揮を執っていくわけですので、特にこう

いう多岐にわたる部分についてはですね、やはり安管とそういうところに責任を任せるというよ

うなことも必要ではないのかなと、最終的には市長にきますけれども、やはり推進していく推進

役としてどんどん活動をバックアップしていけるような組織体制を作っていってほしいというふ

うに考えております。 

 続きまして、最後なんですが、物損事故、前回、今回事故が発生しております。私としまして

は、今までもいろいろと出てきたんですが、被害者をなるべく早く救済すべきではないかなと、

こういう事案がくる度に思うんです。 

 ただ、今の体制でおきますと議会の承認が必要ですので、これは致し方ないですけれども、ま

ずちょっとお尋ねなんですけれども、このような物損事故が発生して保険処理が完了するまでの

時間、日数、どれぐらいを必要とするもんでしょうか、概算でいいです。 

○財務課長（野村不二生君） 物損の場合ですけれども、事故が起こりまして相手方との交渉に

なりますけれども、相手方が納得される事故の内容、保険の積算をされてその内容をですね、相

手が承諾されるまでの期間がどれくらいかかるかというのが、その期間の長さになろうかと思い

ます。 

○１番（平野栄作君） ですから概算でいいです。平均といいますか、極端に言えば前回と今回

の分、どれぐらい平均でかかっているか。 

○企画政策課長（武石裕二君） 前回ちょっと私資料をちょっと持ってきておりませんが、今回

については、４月28日に事故が発生をいたしまして、示談が５月19日に済んでおりますので、約

20日間になりますかね、ひと月には至っていないというふうに今回についてはです。 

 ただ、先ほどありましたとおり、示談によっては相手方がいるということもありますので、時
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間は短かったり長かったりということだと思います。 

○１番（平野栄作君） 大体１か月ということです。自分の受け止め方とすると、やはり被害を

受けた方にはなるべく早く解決をさせてあげた方がいいのかなというふうに考えるところなんで

す。相手方の心情とか、生活面とか、そういうのもありますので、一日も早い解決が望ましいと

思っておりますが、これに対して市長はどういうお考えでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 事故が発生して、またその事故を償うために損害の賠償を決めていかなければならないと、賠

償額について、またあるいは責任度合いによって違うということで、今回の事案では１か月足ら

ずで決着がついたということでございますが、当事者としては、その時点で支払いができれば有

り難いというふうには思うところではないかなというふうには思っております。 

○１番（平野栄作君） 普通、民間企業であればですね、保険対応ということですぐ処理はでき

るところだろうと思っておりますが、市役所の場合は議会に諮らないといけないということで、

今遅れている状況ですよね。 

 私、一つ思ったのですね。被害者救済も一つあります、被害者を早く解決させてあげようとい

うのが１点。それと事故を起こした当事者、そういう方々のためにですよ、臨時議会を開いて専

決はできませんので、臨時議会を開いて早急に解決するという方法も一つはあるわけですよ。そ

ういうことというのは考えられたことはありませんか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 事故の発生によりまして臨時会を開催させていただくということについては、今まで考えたこ

とがございませんでした。 

 臨時議会を開いていただくとなれば、相当な案件でないとなかなか開催の重荷というものを理

解していただけないんじゃないかなというふうには思っているところでございます。 

○１番（平野栄作君） なるべく早く解決したいという気持ちは持たれていると、臨時議会とな

ると費用対効果とか、そういうこともあるんでしょうけれども、やはり被害者を早急に救済する

という意味合いが一つと。 

 事故を起こした当事者なんかにも、やはりそれ相当の効き目があるのかなというのも非常に感

じるところで、ここについてはですね、結論がどうのこうのということではありませんが、今後

いろいろな方向で考えていかなければいけないのかなと思っております。 

 やはり、市役所自体はですね、市民生活を守っていく立場にありますので、そこに勤める職員

の皆さんがこういう安全面に欠如したような形での行動を取られるとやはり不安を抱かれるとい

うふうに考えております。 

 ですから、今回までの事故を教訓として、今後事故のない市役所づくりを目指して事業推進し

ていっていただければ有り難いなと思っておりますので、以上で質問を終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、平野栄作君の一般質問を終わります。 

 ここで、２時15分まで休憩いたします。 
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──────○────── 

午後２時06分 休憩 

午後２時15分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番、藤後昇一君の一般質問を許可します。 

○８番（藤後昇一君） 午後から２番目でお疲れのことと思いますが、市長には明快な回答をよ

ろしくお願いいたします。 

 午前中の小野議員の一般質問の当初でもありましたが、３月11日、午後２時46分に宮城県牡鹿

半島沖で発生した東日本大震災はマグニチュード9.0、最大震度７という未曾有の巨大な地震と津

波が東北・関東地方を襲いました。６月４日現在で被害は10都道県に及び、死者１万5,355人、不

明者8,281人、計２万3,636人に達する甚大なる規模の巨大な災害となりました。福島第一原発の

原子力事故も加わり、今なお18都道県の2,400もの避難所で約10万人弱の人々が過酷な避難生活を

強いられています。 

 この巨大地震の規模は、破壊断層長さ約400㎞、幅200㎞、最大滑り約20ｍにも達しました。そ

れによって発生した津波の最大遡上高、高さですね、史上最大級の38.9ｍ、遡上距離、長さです

ね、内陸部で８㎞、河川にいたっては最大40㎞遡上いたしました。そして、その周辺地域をじゅ

うりんし、別世界化しました。 

 この想定外の大自然の威力と惨状に直面して、当然のことながら国・都道府県・市町村の全て

が今までの防災対策の抜本的な見直しを迫られています。 

 本市にとってもこのことは、市民の生命・財産に関わる喫緊の最重要課題であり、早急に取り

組むべきと考えますが、市長の所見を伺います。 

 次に、その前提として、本市におかれた地理的、気象的環境をどのように認識し、それに対す

る本市の防災対策の現状をどのように自己評価しているのかお示しください。 

 さらに今後の防災対策の抜本的、かつ、実行ある構築にはそれらを再検証することが不可欠で

あると考えます。それらのことを踏まえて、新たな防災対策を今後どのように進めていくのか、

その方向性もしくは見通しを示してください。 

 第２点目として、防災教育について、教育長に伺います。 

 今回の東日本大震災では、学校現場の防災教育の取り組みの有り様が、そのまま児童・生徒の

尊い犠牲や被害状況に反映されているように考えます。午前中の小野議員の一般質問の中でも釜

石市と大川小学校の例が出ましたが、これも私も後で触れるつもりですが、また被災後の避難所

での小・中学生のボランティア活動は炊き出しや高齢者、年少者の弱者援助などに多岐にわたり、

レスキュー隊と呼ばれるほど大活躍していますし、また成果も上げて感謝もされています。 

 まさに日頃の防災教育と避難訓練のたまものです。そこで教育長に伺います。 

 東日本大震災の今までの状況を受けて、本市の学校現場での防災教育や避難訓練の現状と評価
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を示してください。更にそのことを踏まえての今後の防災教育と避難訓練の在り方や方向性をお

示しください。 

 最後にまた市長に伺います。 

 これから本格的な梅雨や台風シーズンに入り、今日も島の方では時間80ミリの激しい雨が降っ

ております。特に、昨今は台風の巨大化やゲリラ豪雨の多発化が大変危惧されています。本市も

想定外の被害発生に直面しないように、防災対策に万全を期さねばなりません。その中で特に留

意すべきは、要援護者を含む災害弱者対策であります。 

 私は、平成18年９月議会での一般質問以来、機会あるごとにこの問題の重要性と緊急性を市長

に訴えてきました。したがって、市長もこの問題について十分認識されていると思いますので、

本市の要援護者を含む災害弱者対策の現状と、今後の対策をお示しください。 

 あとは一問一答方式で続けたいと思いますので、御答弁のほどをよろしくお願いいたします。 

○市長（本田修一君） 藤後議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、防災対策についてでございますが、議員お話のとおり、３月11日、国内観測史上最大の

マグニチュード9.0、東北地方太平洋沖地震が発生し、これに伴う津波により東北地方太平洋沿岸

部を中心に未曾有の大災害がもたらされました。 

 現在、国におきましては、地震・津波対策を検討する専門調査会を設置し、被害状況などを分

析して対策の方向性を定め、防災基本計画に反映させるとしております。 

 また、県におきましては、防災計画の見直しに向けて検討委員会を設置して、防災対策上の課

題や原子力災害の被害軽減のための方策等を検討することとしております。 

 このような中、本市におきましては、平成19年度に志布志市地域防災計画を策定して、防災対

策に取り組んでまいりましたが、今回の東日本大震災を受けまして、これまで策定されてない各

種災害対策のマニュアルの整備や津波対策マップ作成等に取り組むため、今議会に関連予算をお

願いしているところであります。 

 なお、防災計画の見直しにつきましては、総体的な内容については、国・県の見直し内容によ

り検討してまいりたいと考えますが、市単独の部分につきましては、国・県の報告を待たずに庁

内での洗い出し作業を進め、防災会議や関係機関の意見、地域の方々の意見も参考にしながら見

直し課題の洗い出し等を行い、修正してまいりたいと考えております。 

 次に、本市のおかれた状況、環境というものはどのようなふうにしているか。そしてまた、そ

れを防災対策にどのようなふうに評価しているのか、生かしているのかというような御質問でご

ざいます。お答えいたします。 

 本市の地理的、気象的環境につきましては、中央部からの西側の大地を除いては全般的に丘陵

山間地帯で傾斜地の多い耕地であり、菱田川流域には野井倉、原及び上水流の広大な水田が開

け、土質はシラスやボラなどの火山灰土壌で粘着性がなく、起伏の多い地形であります。 

 また、菱田川、安楽川及び前川の三つの河川が北部山岳地帯から志布志湾に注ぎ、農村部及び

山間部の集落の多くは、この三つの河川に沿って散在しております。その反面、沿岸部に市街地
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と企業等が集中しているということであります。 

 気象的には、台風常襲地帯で年間降雨量は2,000～3,000ミリ前後で台風、豪雨に土砂崩壊や田

畑の冠水、家屋浸水などの災害が多く、加えて沿岸部には市街地や企業等が集中していることか

ら地震、津波が発生すれば甚大な被害となることも予想されます。 

 防災対策の現状としましては、市の防災計画により災害対策に関する事項を定めまして、取り

組みを行っているところでありますが、主な取り組みとしましては防災会議の開催、災害危険箇

所の点検をはじめ、土砂災害防災訓練、防災推進員の協力による防災マップ・防災ハンドブック

等の作成作業、地域防災推進員講座への受講支援等を行っております。 

 また、今年度から自主防災組織の育成支援事業として、公民館を対象に非常時の炊き出し訓練

や校区単位での自主防災組織の結成のための支援事業を計画し、更に合併後初めての津波防災避

難訓練も関係機関の協力をいただきながら沿岸部を対象に計画しているところであります。 

 しかし、このような中、今回の東日本大震災の地震と津波による未曾有の甚大な災害を見たと

き、災害対策マニュアルが整備されてないことや、今回の大地震により本市にも津波警報が発令

され、沿岸部の地域に避難勧告を発令しましたが、避難された方は約2.7％程度で、防災に対する

意識や認識が浸透してないことなどを改めて実感させられたところであります。 

 続きまして、今後の防災対策についてでございますが、今後の防災対策につきましては、まず

今年度におきまして津波などの各種災害に対するマニュアルや津波防災マップを作成し、この津

波防災マップについては、市内全世帯に配布する計画であります。併せて市内の避難所に表示看

板を設置して、避難所であることを市民の皆様に周知してまいります。 

 また、今年度から新たに公民館を対象に自主防災組織の育成支援事業として、非常時の炊き出

し訓練や防災研修会など、市民自らが防災対策の主体であることを認識してもらい、日頃から災

害について備えをしていただき、適切な対応がとれるように年次的に実施していく予定です。 

 なお、今年度志布志消防署の建設を予定しておりますが、100人規模の会議室も整備する計画で

ありますので、防災の拠点施設として研修会等を開催して、自主防災組織の必要性を理解してい

ただく場にするなど、自主防災組織が自主的に結成されるよう取り組んでまいります。更には合

併後初となる津波防災避難訓練を関係機関の協力をいただきながら、沿岸部を対象に取り組んで

まいります。 

 防災計画につきましては、今回の東日本大震災を踏まえて課題等は何なのかを洗い出しを始め

るとともに関係機関等の意見も聞きながら、また地域の方々の意見も参考にしながら、見直し作

業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、要援護者を含む弱者対策についてでございますが、お答えいたします。 

 災害弱者対策につきましては、平成17年に国が災害時要援護者の避難支援ガイドラインを示し、

県におきましても同年にガイドラインを、そして平成18年に市町村災害時要援護者避難支援モデ

ルプランが示されました。 

 本市におきましては、平成21年９月に関係課による検討委員会を立ち上げて協議を行い、22年
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３月に志布志市災害時要援護者避難支援プランを策定しまして、災害時要援護者の範囲などを定

めました。 

 その後このプランに基づき、平成22年８月に要援護者台帳を作成しております。このプランに

基づいて、これから避難行動要支援者登録申出書兼台帳の要綱制定と支援者の登録、個別支援計

画について整備を進めていくところであります。この個別支援計画等の整備につきましては、民

生委員の方々や自治会長さんの協力をいただかなければならないという事業でございますので、

皆様に御理解していただき協力をいただけるよう取り組んでまいります。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり災害発生時におきましては、学校における特に小学生からの防災教育の取

り組みが心にすり込まれてることによりまして、大人になってからの防災意識に大きく反映する

ものと考えております。 

 本市の全ての小学校におきましては、こういうことに踏まえまして、地震及び風水害等を想定

した避難訓練を実施しているところでございます。子供たちもあの日のあの映像を目の当たりに

いたしまして、自然の恐ろしさや訓練の大切さを実感したのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 事前指導といたしまして、避難の仕方、避難経路、避難時の心構えや留意点等について指導を

いたしますとともに、実際の訓練からの課題や反省を基にした事後指導も徹底するよう学校を指

導しているところでございます。 

 また、今回の東日本大震災を踏まえまして、学校の所在地が海岸、特に津波による被害の危険

性のある学校、志布志小学校、香月小学校、通山小学校におきましては、通常の避難訓練に加え

まして、議員も御案内のとおり津波を想定した避難訓練を今年度から実施いたしますとともに、

他の20校においても、たまたま津波被害の危険性がある場所にいたときにどうすればいいのかと、

どういうふうに連絡すればいいのかと、どちらに避難すればいいのかというようなことも常々描

いておくようにというようなことも学校では指導するようにしております。これらのことから児

童・生徒の防災に対する意識、とりわけ本年におきましては地震・津波に対する意識が高まった

のではないかと考えているところであります。 

 報道によりますと、被災地におきましては、学業そっちのけで復旧作業にいそしんでいるとい

う中学生、小学生の上学年等々の映像を目の当たりにいたしましたが、私もやはり学業というの

は机の上の勉強だけではなくて、ああやって体験的に、不幸な中で申し上げるのは大変甚だ失礼

ではありますが、ああいう経験をすることが、まさに国が掲げております生きる力、生きる力を

学ぶということはああいう場面ではなかったのかなと考えているところでございます。 

 今後とも、地震・津波をはじめ大雨・台風・火災等も含めた様々な状況を想定した避難訓練の

実施と、それから各学校における防災マップが通学路の点検を徹底いたしますとともに、避難訓

練時だけではなくて、日頃から児童・生徒の防災意識を高めるための訓練や関係機関、あるいは

地域の人材の協力を得ながら計画的、継続的に訓練を実施するよう指導をしてまいりたいと、か
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ように考えているところでございます。 

○８番（藤後昇一君） まずこの写真を見てください。これはですね、宮城県名取市の災害、津

波がきたときの写真です。朝日グラフに載ってたやつです。どうですか、通山とかぶさりません

か。 

［「どんぴしゃ」と呼ぶ者あり］ 

 これ、まさに松林を津波が乗り越えているところです。通山でも校長先生にもお見せしたやつ

です。 

 これを見られて、見られた後ですね、質問をしますけれども、市長は校区公民館連絡協議会が

先月中旬ぐらいありましたね。そこで生涯学習課長の米元課長が、課長は郷土史の第一人者です

ので、志布志には津波はないと、もちろんこれはいろんなところに取材した中での私が聞いたあ

れですので、その言葉の正確性は違うかもしれませんが、来たことはないと。チリ津波はあるけ

どということでした。 

 そして、それを受けて市長は、志布志湾はリアス式海岸ではないからあまり危険はないと、さ

らに志布志湾は湾口口が広いので、なおリアス式海岸から比べたら安全でよかったですねという

ようなことを周りの方に話されたのは事実ですか。これは副市長もおられて、聞いておられたん

じゃないかと思うんですが、まずその点の確認からお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 その件につきましては、今お話がありましたように本市、志布志湾地域においては、本市にな

るかと思いますが、そのような大津波に襲われた痕跡はないというようなことを私は聞いたとこ

ろでした。 

 そして、今回大津波が発生した地域におきましては、湾の奥部が峡湾になっており、それがさ

らに津波の被害を甚大にさせているということでございますので、志布志湾においては湾の奥部

が広がっているので、そのような意味で、この地域は日向灘沖の地震の発生の可能性があるわけ

でございますが、ただいま申したような点から、東日本大震災のような大津波というのはあまり

考えなくていいのではないかなというような趣旨の発言はしたかというふうに思っているところ

でございます。 

 しかしながら、川を遡上して津波は上っていくわけでございますので、そのことについては別

途考えなくてはならないというふうには考えているところでございますが、基本的にはそのよう

な歴史的に痕跡がないというような話を聞いておりましたので、そのようなふうにお話はしたと

ころでございます。 

○８番（藤後昇一君） 米元課長がですね、津波が来たことがないと言われるのは、郷土歴史家

として当然です。なぜならば、鹿児島県は大変な廃仏毀（き）釈を受けています。ここに鹿児島

藩の廃仏毀（き）釈という本のあれがあるんですが、これは志布志町誌というのがあるんですよ、

上巻の昭和47年に発行された378ページで廃仏毀（き）釈というところがありまして、そこにも書

いてあるんですが、鹿児島県は1,066の全寺が廃止されている。2,964人の僧侶が世俗化させられ
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ているんです。隣の宮崎県は寺は廃止になっておりません。この378ページにはですね、こういう

ことが書いてあります。「薩藩の廃仏毀（き）釈の厳しさについては、その背景となった原因はい

ろいろあるだろうが、結果として文化・歴史の致命的な喪失が残された。寺の宝の大半を保持し

得た県下唯一の例とされる大慈寺にしても、過去帳をはじめ日常の記録文書は一切残っていない、

まして宝満寺その他の廃寺は庭園・墓地・石造物の一部にその名残をとどめるだけであった。こ

れはこういうふうに書いてあるから、米元課長が資料として持っておられるの当然であります。 

 昨日、午前中の小野議員のあれでもありましたが、大崎町で防災講演会がありました。この中

で、井村鹿児島大学理学部准教授がこの件に触れられています。全く同じこの廃仏毀（き）釈の

ことを言われ、しかも大隅地方は吹上と一緒で密貿易があって非常に厳しい規制がなされたもの

だから、なお、こういう資料の保存は許さなかっただろうと、だから残っていない。 

 だから、会場にはかなりの高齢者の方も来ておられましたものですから、井村教授が、来られ

た方でもしここに郷土史家の方がおられたら、今から私と一緒に記録を探しましょうと言われま

した。でもですね、だからそれはその認識は別に責められることではありません。 

 しかし、これを見てください。それは鹿児島県のですね、地震のそこに表示が書いてあります。

探ってみてください。鹿児島県の地域防災計画平成22年度版、震災対策編、第５章災害の想定、

その中で日向灘、下を見てください。1662年、マグニチュード7.6、これを想定しています。その

地図をめくってみてください。大隅地方を襲う想定をしていますよ。この地図を見てみてくださ

い、あるでしょう。志布志湾のまん前じゃないですか。こういうのがあるんですよ。 

 そして、1662年に実際起きているんです、これは。 

 そして、何十町歩もわたって書いてありますよ。黄色線が引いてあると思うんですが、志布志

湾の町は海とかした、人馬が多数亡くなる。ただし、これぐらいの記録しか残っていません。想

定もされていますよ、これは。志布志湾のまん前ですよ。どう思われますか、これを知っておら

れましたか。担当課もこの事実を、鹿児島県の地震津波の想定域は志布志湾のまん前で計画がな

されていたこの事実を本市は把握され、それを知っておられましたか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 この22年版鹿児島県の防災計画ということにつきましては、私は認識しておりませんでした。 

 そしてまた、想定地震の地図と位置図というものにつきましても、志布志湾の南東部に位置す

ると、日向灘が南東部に位置するということについては初めて認識したところでございます。 

 従来、様々な発表を見てみますと日向灘というのは、いわゆる宮崎沖というような形で地図で

はありましたので、そのような地域かというふうには思っていたところでございます。 

 こちらにありますように、日向灘の想定地震というものにつきましては、種子島東岸に地震発

生後15分足らずで津波が到達されると、大隅半島南東岸や種子島で遡上標高が３ｍを超える場所

があると予測されていることで、浸水被害が生じるということでありますので、私どもが今まで

認識していた内容と違うということでありますので、誠に申し訳なく思ってるところでございま

す。 
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○８番（藤後昇一君） さらに一番最後を見てみてください。この地震想定地域から地震が発生

したら、30分後に志布志湾に2.6ｍの津波がくる。そういう想定がされているんです。 

 でも市長思いませんか、これをもし知っていたら、今までのような防災対策でよかったと思え

ますか。これはしかも地震の県の、午前中の答弁でも国の県の市のという順番を言われるんです

よ。県は既につくっているんです、こうやって。このことについて知らなかったということにつ

いて、再度お聞きします。市長として責任を痛感されませんか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 私どもが今回の大震災が発生した後に、本市で今後想定されるものはいかなるものかというこ

とにつきまして、資料を寄せて検討しているところでございます。その中で、今お話がありまし

たように津波の最大遡上標高というのは志布志湾で2.6ｍ、到達時刻30分ということでございまし

て、ただいま議員がお示しになられました資料と同じ内容というようなことでございます。 

 ただ私自身は、このものが県の地域防災計画、平成22年版というような内容の数字ということ

について認識しておらなかったということでございます。ということで、今後本市の防災計画の

策定見直しにつきましては、このことを基にしていくということになりますが、東日本大震災に

おいても想定外の形で津波が寄せてきているということでございますので、私どもとしましても、

今予測される2.6ｍというものを超えるような形の防災計画の見直しというものは必要であると

いうふうには考えているところでございます。 

○８番（藤後昇一君） 過去の資料を集めてるっておっしゃいましたけれども、昨日の一昨日の

大崎町の防災講演会、これは住民に向けた防災講演会で町長、副町長、総務課長、教育長、出席

されて最初から最後までおられて、身を乗り出すようにしてメモを取りながら聞かれておりまし

た。 

 その中で、しかもですね、これは防災会議をして、そこで最初の取り組みとして、とにかく地

震・津波のことを知ろうということで、そこで決定して、この講演会がなされている。住民が100

人以上ですね、来られていました。私は別に招待されたわけじゃないもんですから、入り口で、

「町外ですけど、よろしいですか」と聞いたぐらいです。 

 そこで、その井川教授ですかね、その方が過去志布志湾を襲ったであろう地震・津波の例を九

つ挙げておられます、九つですよ。 

 しかもですね、一番新しいのは、1961年２月27日マグニチュード7.6、志布志・大崎町で死者が

発生。これをですね、会場の人に先生が知っている人、記憶のある人って聞かれたとき、誰もい

らっしゃいませんでした。記録というのはそういうものなんです。語り継がれなきゃ消えていく

ということです。 

 それとですね、本当は市長、ＤＶＤを持ってきていますけど、本当はこれを映したいんですよ。

これはですね、見ておられた方もいらっしゃるかと思いますけど、５月19日の「ＭＢＣナウ」で

す。ここでですね、海洋研究開発機構プロジェクトリーダー金子隆之という人が出られて解説さ

れてるんですが、実はあのＭＢＣのテレビ画面に志布志湾が出まして、襲ってくるシュミレーシ
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ョンが何回も繰り返されました。これはなぜかといったら、今度の東北大震災の所に1100年前に

貞観（じょうがん）地震というのが発生したんです。 

 この間の私たち防災士の講習会のときですね、鹿児島地方気象台の台長の人が、ここは順調に

滑ってて地震エネルギーがたまってるとは思ってなかったと、想定外の地震区域だと、空白区域

だとおっしゃいました。1100年滑ってエネルギーをためて爆発したわけですね、地震となって。 

 市長、また見てください。すみませんね、何回もこういうことをして。これが三陸の地震で今

度のやつはこれをですね、日向灘にスライドするとさっきの県の震源地と一致するんですよ。だ

から、笑いごとではないんですよ。志布志湾を襲って死者が出て志布志が海とかしたのは1600年

代ですよ。４代将軍の時代です。それは1100年かかって確立したこっちの方が大きいんですよ。 

 しかもですね、それ以後３か月弱になりますけど、日本の地震学者は今もう一生懸命になって

名誉回復のために研究しております。宝永の地震というのがあります、1700年代です。これは東

海、東南海、南海が三つ連動して起こった地震じゃないかと今まで言われてた。ところが最近の

地質学研究によって、これが実は日向灘まで来ていた。これが今僕が言ったシュミレーションど

おりに来てたというんですよ。だから志布志は何回も来てるんです。どうですか、これを聞かれ

て。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 昨日の井村氏の講演で新たにそのような情報を入手されたということにつきまして、私どもは

そのことについて認識していない内容が多々あるところでございます。 

 今後、そのような情報、そしてまた研究資料等もあわせて本市の新たな防災計画のために見直

しのために役に立てていきたいというふうに思うところでございます。 

 認識が不足してまして誠に申し訳ございません。 

○生涯学習課長（米元史郎君） 私の名誉回復のためにちょっと申し述べたいと思いますけれど

も、おっしゃるとおり、歴史上志布志に大津波や三陸沖のような大津波が来た例はないと申しま

した。何回も起きております。ただ、最大でも１ｍから２ｍという例だけ何例も把握しておりま

す。その場で申し上げたことは、一、二メートルの津波であれば高潮・台風で、それ以上のもの

が何回も来ておりますので、津波でそういう大被害が出たという記録はないということを申し上

げたところでございます。 

○８番（藤後昇一君） 分かりました。それにしても１ｍか２ｍか井村教授によりますと、井村

教授は地質学が専門ですので、まだ貞観（じょうがん）地震のときの地層のですね、写真も見せ

ていただきまして、その痕跡がぴしゃっと残ってるのが見てびっくりしたんですけれども、その

方によると３ｍ、この１ｍ、２ｍ、３ｍだと言いますけれども、もう一つここにＤＶＤがあるん

ですが、明くる日の５月20日にですね、この井村教授がＭＢＣに出ておられます。このときに言

っておられるのは、想定のシミュレーション、あれは３ｍの津波がきたということですから、こ

れが来ると建物はもう全て流される。１ｍでも助かると思うなという発言をされています。そう

いうあれです。 
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 そこでまたお渡しします。 

 これはですね、約１か月前、情報管理課でプリントアウトしてもらった遡上高です。一昨日の

講演会でも井村教授が全く同じような、動くあれで出されていましたけれども、私も１か月ぐら

い前に、それはゼロメーターからずっとめくっていってください。13のところで志布志市役所は

なくなると思うんです。でもですね、13ｍでなくなるんではないですよ、井村教授がこのニュー

ス番組の中で言っておられますけど、津波のメカニズムは遡上しましたら1.5倍になるんです。そ

れはですね、これは図書館にある本です。メカニズムは僕には分からない数式で書いてあります

よ。どういうメカニズムかこれにも書いてありますし、もう一つ持ってきている本にも書いてあ

ります。1.5倍ですよ、だから13ｍまで水が来たときは津波はその1.5倍、しかもその前に地震が

来ますので、その前に液状化して建物が倒れて、そのあとに襲ってきますから、その廃棄物を巻

き込みながら1.5ｍでくるんです。 

 先ほどの鹿児島県の想定地図と僕が今言ったのとかみ合わせてそれを見てください。海岸線か

ら市役所までは800ｍぐらいですよ。遡上しますと秒速10ｍできますから、２分もかからないうち

に来るんです。 

 教育長、すみません、名前を間違えました。通山小学校ですね、通山小学校500ｍないそうです。

秒速10ｍできたらどうなります。そういう状況だという認識はないわけですよ。だから午前中小

野議員が言われた、逃げない、避難勧告を出しても逃げない。こういう事実を知らないからです

よ。 

 だから、この学者の先生たちも言われるのは、まず地震のメカニズムを知って、地震の怖さを

知って、自分が生存・避難するためにはどうすべきかとまず学ばなければ、それが最初だと。一

般質問にはなじまないですけれども、こういう一般質問の仕方はなじまないですけれども、こう

いう場を借りて言わないと分からないわけですよ。これをしますと、避難訓練も当然変わらざる

を得ない。そうお考えになりませんか。今までの、だから一般質問当初に今までの実績をどう評

価して、気象的なことをどう考えてどう評価して、それを再評価しないと抜本的なあれはできま

せんよと質問したのはそのためなんですよ。どうですか、市長。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の東日本大震災を受けて防災計画の見直し、そしてマニュアル作成と大津波の襲来を予測

したマニュアル作成ということになると思えば、まず避難というようなことになろうかと思いま

す。全て海岸部にいる市民が、いかにして速やかに避難できるかと、その避難態勢についていか

に構築するかということをまずもって検討しなければならない内容かというふうに思います。 

 もちろんその前提になるのは、今お話になられたような日向灘沖地震の発生する地域の問題。

そしてまた地震の規模、そしてまたその規模により発生する津波の大きさ。それがまた、本市に

おいてどのような形で襲来して来るかという予測というものに基づきながら考えていかなければ

ならない内容かというふうに、あらためて認識させられたところでございます。 

○８番（藤後昇一君） 隣のですね、宮崎県の地震減災計画というのが、平成19年３月に作られ
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ています。これの第１章、一番最初の計画の趣旨の計画設定の趣旨というところに、本県におい

て過去日向灘を震源として津波などにより200名の死者を出した外所（とんどころ）地震、この1662

年を宮崎県は名前をつけて外所（とんどころ）地震と言っています。 

 これを受けて宮崎県は、死者、地区ごとの災害想定をしております。日向灘南部地震が起きた

とき、春か夏か、昼間か夜か、死者が何名出るかとずっとこうやって表があります。お隣の串間

が出ています。25人から34人亡くなるという、地震で、津波で31人から約100名近くの死傷者が出

るというふうに具体的に想定されています。これは19年ですよ。 

 市長、思いませんか。いかにのんびりと地震に構えていたか。地震か自信の違いですよ、これ

は。しゃれにもなりませんけれども、本当笑いごとではないですよ、もし起きていたら、今の遡

上地図を見てみてください。志布志市内の旧志布志町の市街地は全滅ですよ。特に有明町の通山

地区、逃げる所がありますか、あとで触れるつもりでしたけれども、避難場はあの坂本坂ですか

ね、１か所ですよね。しかもあそこは、最近土砂崩れがあって道路が詰まってる、防空ごうもあ

る、崖も裂けている危険な箇所がある。あの志布志のシラス台地はですね、鹿児島大学の土木学

部の土砂の研究所、ここには持ってきていませんけど、それを見ますと衝撃に、地震に弱いんだ

そうですよ。もし揺れがきてあそこが崩れたら、子供たちはどこに逃げるんですか。もう笑いご

とではない現実があるんですよ。子供たちもそうですが、何もかもごっちゃになりますけど、要

援護者にいたってはどうなります。 

 先ほどの一般質問でもありましたけれども、市長の最大の役目は市民の生命・財産を守ること

です。こういう条件が明らかになって、何も手を今までは打ってこなかったのに等しい、責任重

大ですよ、これは。それを踏まえて、今からの防災計画を作らなきゃならないと思うんですが、

いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 防災計画は見直しをして新たに定めるということの計画であるところでございます。その改め

るという内容について、様々な情報等を入手して、そしてまた、そのことでもって想定外になら

ない形での防災計画の新たな策定ということになろうかと思います。 

 ただいま御意見いただきました内容についても、十分くみ取らさせていただきまして、計画の

策定をしてまいりたいと思います。 

○８番（藤後昇一君） ここにですね、福島原発ですね、実は、この貞観（じょうがん）地震と

いう先ほど言いました。今度の東北大震災と、それこそ何回も言いますけど一昨日の教授の講演

会の中で、その規模と今度の大震災の規模と、これは起こってからつくったあれじゃないですよ。

去年は分かったんですからね、それと重ねたらほぼ98％ぐらいぴたっと合うんです。これをです

ね、発見したのが、産業技術総合研究所の岡村行信センター長という方です。この方は福島第一

原発が去年行った再評価の席上で、こういう事実があるから想定を変えろと、一生懸命言われた

そうです。ところが東京電力は無視したんです。むしろそれを入れても想定以下だという判断を

堂々と出したそうです。でも、この人はそんなことでは大変だということで、あらゆるところに
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訴えます。保安院はこの東北大震災が起こる３か月前に、検討いたしますとやっと出したそうで

す。検討する間もなくきたわけです。 

 だから、こういうことをどうせいつくるか知れたこっかよとか、おおかみ少年じゃがというみ

たいなことで見てたからおつりがくるだけの大きな地震がきてしまった。このこともありますの

で、本当に真剣にいろんな情報も提供いたします。本来の情報はですね、ＮＰＯの地域防災連絡

協議会です。この方々からいただいた資料も、このＤＶＤもその方が撮ってくださったやつです。

そういう方々も入れて、これも前も申しますけれども、計画を立ててください。再度お願いいた

します。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 想定外といえば、本日の藤後議員の御質問が想定外の内容になったということであります。日

向灘沖という認識でいくならば、私どもは宮崎の沖合というようなふうな認識がなかったところ

でございますが、今お示しなったのはまさしく種子島西北部になっているということであるなら

ば、志布志湾に直接的に津波が来る地震になるということになろうかと思います。 

 そのようなことにつきましても、市民の方々にも十分お知らせして、そしてまたその予測され

る大きさ、震度、そしてまた津波の大きさも併せて、そしてまたそれによる津波が遡上する内容

というのについても十分お知らせしながら、防災計画の新たな策定をしてまいりたいというふう

に思いますので、その際はまたいろんな形での御助言を賜ればというふうに思います。 

○８番（藤後昇一君） では、ちょっと視点を変えて、３月11日の東北大震災の津波が１ｍちょ

っとですかね、志布志にも来まして避難命令も出ました。午前中の小野議員の一般質問の中でも

出ましたけれども、小浜地区あの港の所ですね、ほとんど逃げていらっしゃいますよ。 

 しかも、あの北崎水産の所から関屋口の交差点下ですね、あそこは通行止めにしてありますよ。

そこで避難命令が出たものだから、大渋滞になりました上町通りは。逃げようにも逃げられない。

そして、通行止めだけをして、これは市じゃないですよね。国土交通省か何かでしょう。それも

連携は取れてない中で止めちゃって、避難路も回り道の道案内もない。ただぼんと止めたもんだ

から大混乱ですよ。南部消防署、志布志警察署、避難しました。往生して高台に上ったはずです。

これが今の志布志の現状ですよ。避難が避難になってない。ごく限られた介護施設なりが、この

新聞報道によると、私も見に行きましたけど、文化センターにですね、一泊されましたよね。で

もそれはほんの一部の人ですよ、逃げてませんよ。だから、もしあれが高ければどうなったかと、

大変なあれがします。この現実をどう思われますか。 

○市長（本田修一君） ３月11日、２時46分に東日本大震災が発生いたしまして、その後、津波

警報が発令されたところでした。 

 それに基づきまして、私どもは警戒態勢をとっていたところでしたが、その時点では本市に押

し寄せる津波の高さは１ｍという予測になっておりましたので、前回のチリ沖地震による津波と

同じ程度かなというような認識はしておったところでございます。 

 しかし、その後、４時過ぎになりまして、２ｍというような津波の大きさの変更がございまし
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たので、直ちに警戒本部に切り替えまして避難の勧告をしたところでございます。 

 結果的には、100名ほどを超える方ぐらいしか避難されなかったということでございまして、中

には津波を見に行かれた方もおられたということで、これは本当に勧告になっていなかったなと

いうような反省はしているところでございます。 

 このような結果になったということは、前回の津波の予測で1.2ｍぐらいしか本市では影響がな

かったというような結果が、そのような今回の津波による避難勧告が浸透しなかったことになっ

たのではないかなというふうに思うところでございます。 

 しかしながら、今回は東日本大震災の直後ということでございますので、訓練等におきまして

も、きちっとそのことについては対応していただけるのではなかろうかと、そしてまた今お話に

ありましたように権現橋の通行止めにつきましても、私どもにも直接的に連絡がない形で通行止

めがされたということで、非常に交通の混乱があったということについては、大いなる反省材料

というふうには考えているところでございます。 

 今回、私どもは新たに策定しようとしている防災計画の中でも、交通車両についてはどうする

のかというような観点からの議論も進められているところでございます。避難をするということ

になれば、市民は原則徒歩で避難されるということになります。 

 そのようなときに、交通車両をどのようなふうに整理していくのかということは大きな課題に

なろうかというふうに思いますので、今回のこの避難の在り方について大いに参考にしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

○８番（藤後昇一君） ここに志布志防災計画、実際の津波が来たときは、結局は何も役に立た

なかったということです。 

 これには、災害ごとにサイレンの種類も変えるというようなところもありますけれども、おそ

らくこれは使われたことはないだろうと思いますね。 

 ですから、今度作られる計画は皆さんが口をそろえているように、実行性のある計画を立てて

いただけるように、十分お分かりになったと思いますので、よろしくお願いします。 

 そして、一番当初に戻りますが、志布志湾は決して安全ではありません。形状からして安全で

はないんです。先ほど言いましたけれどもシミュレーションでも津波が来てですね、志布志港辺

りも当たって、跳ね返って、波見、内之浦でまた跳ね返ってきます。繰り返すんです。 

 これはですね、この本によるとエッジ波と言うんだそうです。こういう目の検査をする空いた

所ですね、あれがちょっと広いわけですけれども志布志湾は、こういう所はですね、エッジ波と

言いまして、津波は光と一緒で波ですから反射もするし反響もします。こういう形の湾に特徴的

なのはこのエッジ波でありまして、当たって、一旦沖合に戻っていく津波がまた元に戻っていく

んだそうです。この湾の特徴です。ですから長時間津波が押し寄せる。なかなか湾外に出ない、

重なるごとに次の津波が重なっていきますから、一番最初が一番大きいとは限らない。あとの方

が大きいかもしれません。それは来る方向によります。津波の来る方向にもよりますけども、こ

の想定では真正面です。 
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 前の去年のチリ津波と、今度の東北大震災の津波と高さは、今回の方が高いですけれども、津

波の勢いは去年の方が大きかったそうです。これは先ほど言いましたＮＰＯの方が、あの方々は

何人かで安楽川も行かれたし、前川にも行かれて観察をされてるんですけど、引きがぜんぜん違

ったと、チリ津波の方が大きかったと、それは侵入方向が違うからですよ。だから、場所によっ

ても違ってくる。だから決して志布志湾は安心どころか厄介な湾だと、津波ではですね。そうい

うことです。どうですか市長、そのことを聞いて、最初の発言と。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 はじめに日向灘沖地震の発生の地域が種子島東北部にあるということについて御教示いただい

たときにはびっくりしたところでございますが、津波の内容等を見ましたときに、その規模とい

うのは、私どもが今回防災計画の見直しをするというときに参考にしていた規模と同じようなも

のだということであるようでございますので、今お話になられた様々な要素、例えば遡上の内容、

あるいは志布志湾自体の形状による津波の影響というものについても改めて勉強させていただき

まして、計画の見直しをさせていただければというふうに考えます。 

○８番（藤後昇一君） 今度は、教育長にお伺いします。 

 ５月25日、通山で避難訓練がありましたですね。私たちもＮＰＯの方々と一緒に参加しまして、

教育長も来られましたですね。あの避難訓練を見て一緒に走りましたよね、坂元坂をですね。走

り出してから７分でしたか、子供たちが上の西山さん宅にたどり着いたのは、私たちはもうあご

が出ましたですよね。 

 あの、本当に僕は避難訓練に実際参加して走ってみてよかったなと思うんですが、まず教育長

の感想なり所見なりをお願いいたします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 私も当日藤後議員、そのほか、丸山議員さんと一緒に参加したわけですが、本当にまず子供た

ちが元気だなということを感じまして、あとで子供たちは校長先生が旗を持って先頭を走ってお

られましたので、子供たちは校長先生を追い抜いていいものかどうかと、子供たちのスピードな

ら追い抜けたはずだったらしいんですが、校長先生が僕より前に行くなというようなことを言わ

れて、危ないからというんで走られたわけですね。校長先生もふうふうなってるわけです。 

 子供たちは元気なもんですから追い越したくても追い越せないという、「僕たちだけだったら５

分で上がったんだ」と、こう子供たちは言っていましたけど、結果的には９分ぐらいかかったわ

けですが、私ももうへとへとになりまして、そんなに太っているつもりはないんですが、かねて

の鍛え方が足りませんで、もう後ろの方からでした。そして、先ほどもありましたように、もう

一つ感じたのは、あの道路は果たして当日そんなときに使えるだろうかと思ったことでございま

した。 

 先ほども建設課長とも話したんですが、何か計画があるそうでございますので、何とかしても

らわないととてもじゃないが、実際のときにはずるずるとやってきて、もう両方から崖崩れがす

るような所を避難経路といっている、何か笑止千万な話でありますが、そういうことになってい
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るという実態を見まして、これはどうなんだろうと思ったのが実感でございました。 

 以上でございます。 

○８番（藤後昇一君） 実はですね、いろいろな反省点があったろうと思います。時間的には９

分ですから、まあ合格圏内ですね。でもあれは教育長も言われますように、元気な子供たちだっ

たからよかったので、まず私たち、それから要援護者、走れませんよ。しかも唯一の避難所です

あの所ですね。ほかも問題が出ましたね、先ほど言いました危険箇所の問題もお陰で発見できた

わけですね、僕なんかも。 

 さらにですね、問題があるのは逃げ方なんですね。「おかしもち」と言って、合い言葉を言って

逃げられています、子供たちは。おさない、かけださない、しゃべらない、もどらない、ちかよ

らない。ここで大変な間違いの指示をされています。何だと思います。 

○教育長（坪田勝秀君） 一つは子供たちがですね、やっぱり逃げるときに「おさない」とか、

それから「かけださない」とか言われますけれども、どれもこれも何かそうしなきゃいけないよ

うな感じを私は持ちました。やっぱり「逃げよう、逃げよう」と言って、「津波が来たぞ」と言い

ながら逃げることの方が、「しゃべらずに」とこう言ってるんですけれども、果たしてそれが正解

なのかなということを感じたりもいたしましたので、「おかしもち」という言い方で指導するのは、

ちょっと現実的にはそぐわないかもなというのを実際感じました。 

○８番（藤後昇一君） 一番問題なのは、「しゃべらない」なんですよ。先ほど午前中も出ました

けど、釜石市の場合、全員助かったというのはですね、「逃げるぞ、逃げるぞ」と言って逃げてる

んですよ。中学生が逃げ出したのを見て、小学生が逃げ出す。先生たちはマイクを探す、マイク

を見つけたけど電源が入らないとかそんな状態なんですよ、先生たちは。その中に中学生が走り

だす、「逃げろ、逃げろ」といって走りだす。小学生がそれを見て、先生の指示も受けずに逃げ出

す。そして、中学生は下級生から手を握って逃げた。そして、「逃げろ、逃げろ」と言うもんだか

ら地域住民の方々も逃げられた。これは午前中に言われた、今ちょっとここにもそれも持ってき

たてんですけど、ちょっと見つけ出せませんので、大学の先生がですね、８年前からこの釜石市

の防災教育に携わってて、その中に「想定を信じるな、最善を尽くせ、率先避難者たれ」という

教えがある。声を掛けて逃げる、「率先避難者たれ」を実践したんです。なぜかといったら「逃げ

ろ、逃げろ」と言った住民もそうだけど、逃げろだけじゃなくて、途中で転んだり何たりしたら

助けてほしいわけです。養護室にいる生徒もいるかもしれませんよ。「逃げろ、助けて」と言って

逃げた方がいいんです。逃げなきゃいけないんですよ。 

 だから、しかも通山小学校はこういう環境にありながら津波を想定した避難訓練は初めてだそ

うですね、これも驚きですよ。 

 そして、その釜石市は最善を尽くせば最初の避難所に逃げたら、その避難所が崩れてきた少し、

更に上に逃げろということで中学生の判断で更に上にあがった。 

 そして、次の避難所にたどり着いたらその直後、津波が上がって直前で止まっております。そ

の間中学生は、保育園の先生が園児を３人ぐらい連れて引っ張って逃げているのを園児を抱えて
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逃げてる。そして、下級生が更に息が切れている、それを見た地域の人はダンプに乗せて逃げて

るんですよ。これはまさに日頃から避難訓練しているたまものです。 

 そして思いませんか、避難訓練は命の訓練だ、生半可な道徳教育よりもいいですよ。 

 それと、別に通山の先生方がどうのこうのじゃない、一生懸命されていますよ。経験がないか

らです。誰も教える人がいなかったからです。この現状を踏まえて今後の取り組みをどうされま

すか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 通山のお話にもう１回戻りますが、あそこの場合はもう一つ感じましたのは、歩道橋を逃げた

わけですよね。あれは国道ですから、もし歩道橋が渡れなくなったときは、車を停めることは果

たして可能だろうかというようなことなども私感じたんですが。いずれにしても通山小学校の位

置ということから、海抜３ｍ、今資料で３ｍでしたかね、しかないわけですから、そして海岸か

ら600ｍしかないというまさしく海岸にある学校は、それなりにまた、もちろんいいところは今ま

でもあったでしょうし、これからもあるでしょうけれども、そういう環境にあることですね。 

 しかし、ことを有事の際は最も飲み込まれる可能性が高いということですし、先ほど藤後議員

の津波の速さとかいう話がありましたが、しかしあの速さで来るというと、小学生低学年はとて

もじゃないが逃げきれないよということは実感としていたすわけでございます。ですから、避難

訓練の在り方というのを特にあの３小学校は今後どうすればいいのかということをよっぽど知恵

を出していかないと、今後、市の方でも防災マップ計画が新しく読み直されるということでござ

いますので、通山地区辺りがどういうような避難経路の場面として表記されるのかも、私ども関

心を持ってるところでございまして、学校は学校でもちろんやらなきゃいかんわけですが、果た

してどういう手があるのかなと正直なところちょっと思案しているところでございます。 

○８番（藤後昇一君） 確かに、あの横断歩道の所で立ち止まって詰まったんですよね、あそこ

を登るときですね。あそこで時間がまたロスがありますね。それと、今回は第１回目だから校庭

に集まりましたですね。 

 午前中の小野議員のもう一方の108人中72名でしたか死者不明が、13人の先生のうち９人が亡く

なったあの学校です。あそこは地震発生後、全生徒は校庭に集まりました。避難住民も集まりま

した。その間校長先生を含め、先生方がやっていたことは何なのかと。30分間ですね、裏山に逃

げようか、いや木が落ちるから危ないからやめとこう。その相談で30分費やした、40分後にやっ

ぱり裏山はやめておこうと、堤防の上の道路に逃げようと、それが200ｍあったそうです。40分後

に逃げ出しました。50分後に津波が襲って間に合いませんでした。そして今、父兄者の間で午前

中も出ましたけれども、今本当に怒りが込みあがってるんだそうです。 

 だから、避難訓練の重要性はこの二つを比べたとき一番分かります。生命が亡くなった片一方

は、片一方は全員助かった、助かっただけでなく地域住民も幼稚園児も助けた。この落差、ここ

に避難訓練、防災教育の大切さがある。いいお手本という言い方は悪いですけど、これを十分消

化してそしゃくして真摯に受けとめてやるべきだと思いますがどうですか。 
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○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 悲しいかな教員というのは本当に従来のやり方を踏襲するくせがありまして、恐らく、もし訓

練とはいえ実際の場面でもそうなるんじゃないかと思いますが、誰か残ってはせんかと、どこか

に教室にですね、だからどうしても点呼したい。一人でも二人でも残ったまま、もし逃げて逃げ

おせて99人助かって一人いないというような場面が発生したときを恐らく考えて、できることな

ら全部集めて点呼して、そして、はい100人おったね、さあ行きましょうという悲しい宿命という

ようなものを持ってるんだろうなと私はそう思うことでございました。あれは訓練でございまし

たので、従来の訓練、教師の悲しさといいますか、教師の持っている宿命といいますか、そうい

う姿を決して一人でも残したまま避難してはいけないよなというような気持ちが端的に表れたそ

の例だったろうと。少なくともその向こうの方の助かった学校においては、とにかく逃げるとい

うことで徹底してるから一人にも残ることなく駆け上がったんでしょうけれども、また別な視点

から言いますと、もし一人か二人保健室に残ったまま避難していたというような場面があったと

すれば、果たしてどうなったんだろうなみたいなことも考えないわけではありませんが、いずれ

にしても助かることが先決であるとすれば、まず自分の身をもって避難するということを教えな

ければいけないし、先生方もそういう指導をしなければいけないのだろうかなと、こう感じると

ころでございます。 

○８番（藤後昇一君） ここに「津波災害」という本があります。去年の12月に岩波新書から出

たやつです。著者がですね、河田という人で、「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」、

私も行ったことがありますけど、ここの館長をされてて、関西大学の社会安全学部の部長であり

教授である人です。 

 この本のメンバーにも入っておられます。その方の中にですね、午前中も出ました。「地震てん

でんこ」ですね、これはですね、もう一つ意味があるんですよ、この本によりますと。これはで

すね、三陸地方の津波歴史家の山下文男さんという人が1990年の岩手県田老町ですね、今回の震

災でも有名な一番大きな防潮堤のある、あの田老町で開催された第１回全国沿岸市町村津波サミ

ットというところで話されたことで、1933年の昭和三陸津波の時のことで、親子で自分がですよ、

お父さんとお母さんと話したことを話されたのが、この「津波てんでんこ」です。親兄弟構わず

にとにかく逃げろ。これは目上の人が年下の人に子供に言った言葉なんです。同じ年（とし）同

士で言った言葉ではないんです。なぜか、明治三陸津波、昭和三陸津波で家計が途絶えた人がい

っぱいいる。それを背景にして生まれたのがこの「津波てんでんこ」なんです。何も手を引いて

行くんじゃないよ。先に逃げろというそこに主眼があるんじゃなくて、とにかくお前だけでも助

かってくれというのが「津波てんでんこ」こういう教育、それから「稲むらの火」というのがあ

りますね。これは昭和何年からずっと教科書に載っていたんだそうです。今度教科書にまた載り

ますね。志布志市内の小学校の教科書にこれは載るんですか。 

○学校教育課長（金久三男君） 小学校５年生の光村の図書に載っているところであります。 

○８番（藤後昇一君） その作者がこの人ですよ。津波を見て主人公の人が、実在の人で資料を



 （135）

持っているんですが、これは危ないということで当時村人たちは下の方で祭りをしよったらしい

です。明治三陸津波の時ですね。これは危ないということで自分の田んぼの稲穂に火をつけて自

分の家が火事だと言ったら、これは大変だ、長者さんのところが大変だということで、一斉に上

がった。その後に、この人はその後、自分の財産をつぎ込んで大防潮堤を造るんですね。そうい

う話です。これが載っているわけですね。ここで言われているのは、やっぱり自分を犠牲にして

人を助けるということ、命の大切。 

 だから、防災教育にはそういう教育も含まれる。ですから、ただ単に逃げろじゃなくて、その

「津波てんでんこ」も実はそういう悲しい歴史が背景にあるんです。自己犠牲の命を大切にする

そういうのも含まれている防災教育ですよ。 

 だから防災あれじゃないですよ。そこを含めてもう１回、教育長、本市の防災教育と防災訓練

の在り方を述べてください。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 今議員御指摘のとおり、防災訓練というのは、確かに命の教育に直結するものだということは

おっしゃるとおりでございます。 

 そのときに、今先ほどおっしゃいましたように年上の者が幼い子供たちに向かって「逃げなさ

い」と言ったというそのことですね、それがやはり私は、今ある意味では我々大人に最も欠けて

いるところじゃないかと。逆に言いますと、お前たちはよかから俺が助かるみたいなところが大

人たちにないかどうかということも我々は反省しなきゃいけないと、やはり子供たちを先に逃が

すという気持ちがですね、やっぱり君だけは助かれと、お前だけは助かれと、お父さんはいいか

ら、ばあちゃんはいいからというその精神をやはり我々が大人が継承していく思いも同時にない

と、これはよくないなと、やっぱり私も猛省するところでございます。 

○８番（藤後昇一君） この「稲むらの火」のですね、御存じかもしれませんけど、原作者は小

泉八雲です。これは世界的に本が出されて、この子供さん、新聞記事にも出ましたけど、子供さ

んがロンドンで講演された時、聴いてた観衆がこの「稲むらの火」のことを言って日本人はすば

らしいと、講演した人は小泉八雲の子供さんです。非常に感激されたそうです。その本が国際的

な反響も呼ぶ、そういうのも含んでいる本ですからね。 

 そして実はですね、私は18年のその一般質問の時に、小学校１年生から中学校３年生まで炊き

出し、テントの組み立て、要援護者の避難介護、１年生の時からすれば、中学校３年まで９回す

る、年９回。中学校３年の時はもう立派な防災の戦力ですよ、なりますよと言って通告外でした

けど、教育長とやり取りをしています。今回も先ほども言いました。それから奄美の去年の豪雨

ですね、あのときも介護施設がやられますので、避難所に逃げた人たちは、大人たちは年寄りの

介護で手一杯、その時に小学校の上級生の女の子がおにぎりの炊き出しを一手に引き受けてした

そうです。その集落は年一遍やっぱり避難訓練をしています、集落で。これも講演会で聞かれた

同僚議員もいると思うんですが、そういうふうに生きています。 

 しかも、豪雨がやんでがれきが残ります。それの回収等なんかにはこれは中学生が、高校生が
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大きな戦力になる。非常に感謝される。ですから、この18年の時に言ったように、このようなこ

とをすれば、重要な子供たちにとっても大人たちにとってもいい。どうか今回の大震災を契機に

ですね、一回ここら辺りを再考してください。お願いします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 確かに18年の時には、私ども自身もまた学校当局も災害訓練というのは通常の訓練で終わって、

しゃんしゃんしゃんだったんだろうと思います。しかし、今回はああいう場面をテレビやその他

報道で見せられたときに、あの航空写真で津波が押し寄せてくるところを目の当たりにした。自

分たちの学校は果たしてどうなるかということを本当に校長をはじめ実感しただろうと思います

ので、恐らくあれで訓練のやり方が変わらないようだったらもうおかしいと思っております。 

 ただ、残念なことに山間部の学校は恐らく津波に対する認識は、下の三つの小学校ほどはない

のが現実かもしれません。しかし、どこにいるか分からないわけですから、たまたま日曜日に通

山辺りに行っている山重の子供、例が悪いですけど、たまたまそういうときがあったとすれば、

当然どういうふうに行動をしなきゃならないかということは知らなきゃいけないわけですから、

必ず津波が月曜日から金曜日に来るわけではないわけでございまして、そこら辺りのことも併せ

て広く23校全てに、やはり教育をし直さなければいけないのかなと感じているところでございま

す。 

○８番（藤後昇一君） 最初に言いましたように、市長、台風の巨大化ですね、去年は台湾に向

かったやつは最大瞬間風速90ｍですよ。ここに記録を持ってますけど、奄美大島、宮古島ですか

ね。そこでも59ｍぐらいの最大瞬間風速の台風が襲っています。専門家によりますと、台風の発

生率は下がるけれども、巨大になっている。片一方ゲリラ豪雨、局地的に豪雨が考えられないよ

うな雨が降る。このような中、市長、今からだろうと思いますけれど、要援護者の件、今からが

正念場ですよね、台帳は作った。でも、実際それを稼動していくのは今からですよね、一番苦労

が多い、今からが問題のときです。そういうのを受けて、これをしっかりしないと先ほどから言

いますように、貴重な命を助けることができるのに見捨てたとなりますよ。やっぱり初動活動も

大事、そういうことも大事、要援護者はその試金石です。それが全てとは言いません。もちろん、

それは全てのはずではない。 

 でも、これをできるかできないかが防災対策の第一の関門であり、試金石だと私は考えていま

す。いかがでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま様々な観点から東日本大震災を中心としての防災計画の見直しをどうするかというよ

うなことの御指示があったんではなかろうかというふうに思っています。 

 その中で、私どもは今後やはり避難が中心になる防災計画になるのではないかなというふうに

考えているところでございます。しからば、その避難の在り方について、いかなる形で検討を加

えるかということにつきましては、ただいまお話がありました要援護者については、十分その対

応ができるような内容の防災計画というものにしなければならないというふうには思うところで
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ございます。 

 しかしこれは、いわゆる公の形だけのみでは到底なし得ない内容でございますので、民間の方々

も一緒になって、このことについてはどのような形の避難が取り得るのか、協議をしていただき

ながらプランの見直しをしてまいりたいと思うところでございます。 

○８番（藤後昇一君） 市長が回答された要援護者のガイドライン、モデルプラン、まだいっぱ

いありますよね。書物だけでいっぱいです。僕もこんなにいっぱい持っていますよ、要援護者だ

けで、政府が発行したのを。 

 でもやっぱり最後は、よく市長が口にされる市民力だと思います。ある防災アドバイザーは、

自助・共助・公助、それに足すべきは近所だという講演をされている。つまり近所同士のかねて

のおつき合い、そっからのまちづくりなんだと。これが全てのまちづくりの基礎のシステムにな

っていく。要援護者対策というのは、近所からはじまる基盤からのまちづくり、きずなときずな

でやっていくしかありませんので、それだけまた困難も伴うし、なかなか理想論どおりはいかな

いかもしれませんけれども、そういう要素もあるし、逆に言えば、志布志市の市民力は問われる

根底から問われる問題だと思います。私はそのように捉えていますが、市長の考えをお聞かせく

ださい。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 自助・共助・公助と、それに近所というお言葉、まさしく近所付き合いは旧来あった日本社会

のすぐれた美風だというようなふうに思うところでございますが、そのようなものが最近廃れて

きて、集落の自治機能、そしてまた集落の構成すら難しくなっている状況でございます。そのよ

うなものをまた取り戻し、そしてお互いがお互いのことを思いやる町をつくっていこうというの

が、志あふれるまちだということでございます。 

 今改めて防災計画を見直しをするということでありますので、先ほどありました小学生の段階

からこの訓練、実際の訓練の場に臨ませて、そして共にそのような思いやりの心を発揮できるよ

うな訓練の在り方というものもあるべきかなというようなふうには思ったところでございます。 

 そのようなものが盛り込まれた形の防災計画にしてまいりたいというふうに考えますので、ま

た別な角度からの御意見もありましたら、どうぞ御指導を賜ればというふうに思うところでござ

います。 

○８番（藤後昇一君） 最後になりますが、教育長、ＮＨＫはですね、５月７日に「巨大地震」

というドキュメンタリーを45分間やっております。 

 これを学校現場の教材としてぜひ使っていただきたい。これには津波のメカニズムから津波の

怖さ、それが実際出てきます。いかに命が大切か、いかに人と親子のきずながいかに大事である

か、それも詰まっています。出だしはですね、三陸海岸から13㎞の地点を走行した巡視船が海上

で10ｍの津波と遭遇する場面から始まります。そして、進んでいって10ｍまで落ちて「つかまれ

よ」という声まで入ってくるところから始まる。ぜひこれもＮＰＯの方が撮っておいてくださっ

たやつです。もう目が離せません。教育的効果もあるし、ぜひこれを現場で使うことを検討して
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いただきたいと思うんですが、最後にいかがでしょうか。 

○教育長（坪田勝秀君） 大変教育的な資料を紹介いただきましたので、もしお貸しいただけれ

ばダビングして23校分配布したいと思うんですが、それは可能でしょうか。 

［藤後昇一君「では終わります」と呼ぶ］ 

○議長（上村 環君） 以上で、藤後昇一君の一般質問を終わります。 

 ここで、４時５分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後３時54分 休憩 

午後４時04分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 鶴迫議員、早退です。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、11番、本田孝志君の一般質問を許可します。 

○11番（本田孝志君） まず最初に、東日本大震災でお亡くなりになりました皆様方に哀悼の言

葉を掲げ、被災された方々にお見舞いを申し上げます。 

 私は、通告に従い、一問一答式で質問を申し上げます。 

 私は、通告をしておったんですが、今日朝から13番の議員の方、そして先ほどの８番の議員の

方々が２名の方がほとんど私の一般質問としようかということを通告しておったんですが、ほぼ

同じような内容のことを一般質問されましたので、あまり私の言いたいことが残っていませんが

ですね、通告に従い、私は私の考えを質問申し上げますので、どうかよろしくお願い申し上げま

す。 

 まず最初にですね、通告順にいたしますが、防災行政無線についてということで、現在旧志布

志町、今の志布志町ですね、有明町、松山町の各方面隊に消防無線機は何台ずつ配備されている

のかお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） 本田議員の御質問にお答えいたします。 

 消防無線につきましては、基地局と移動局からなり、基地局は本庁に４基、松山支所に２基、

志布志支所に３基設置されております。移動局は、消防車両に登載される車載型無線機と団員が

車両を離れる際等に用いられる携帯型無線機がありまして、旧有明町で平成７年度、旧志布志町

で平成12年度にそれぞれ消防無線機を整備しております。 

 台数につきましては、車載型無線機が有明方面隊で９台、志布志方面隊で15台、松山方面隊の

車両は設置しておりません。 

 携帯型無線機は、有明方面隊で18台、松山方面隊で15台、志布志方面隊につきましては携帯型

無線機ではなく、トランシーバーを20台整備しております。 

 使用状況につきましては、各方面隊で火災現場や行方不明者捜索、災害発生時などで指揮本部

からの指示や全体の状況を共有するために利用しているところであります。 
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○11番（本田孝志君） これは合併の時には一緒には周波数を同じものは取り入れなかったもの

ですかね、どうだったんですかね、お伺いします。 

○市長（本田修一君） 合併時におきましては、旧町ごとのものを使用したということで、周波

数の調整等についてはしておりませんで、そのまま方面隊ごとの使用ということになっておりま

す。○11番（本田孝志君） というのがですね、話によりますと、聞くところによりますとです

ね、もう古いのがあってあまり修理もきかないと、そして二、三年すれば電池の交換が必要だと

いうことでもちろん周波数が違うもんだから、なかなか不便であるというようなことでですね、

先ほども一般質問の中で13番議員、そして８番の議員の中でもいろいろあったんですが、やはり

有事の際ですね、同じ周波数で交信ができなければいろいろと不都合があるんじゃないかなと考

えておりますので、そこら辺りは今のところ不都合はないものかお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） 現在、合併後５年経過している中で様々な火災出動、あるいは災害出動

ということがあったところでございますが、先ほどお話しましたように、方面隊ごとの使用とい

うようなことでございましたので、その使用について不都合、方面隊ごとの相互の連絡等での不

都合ということは、なかったというふうに聞いているところでございます。 

○11番（本田孝志君） 現場ではですね、やはり不都合があると、個人的な携帯電話を使ってや

っているということでございまして、ではですね、まずその前に、志布志市でですね、今、有事

と言うのは年間何回あるものかお伺いします。 

○議長（上村 環君） 答弁準備のため、しばらく休憩します。 

──────○────── 

午後４時12分 休憩 

午後４時14分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長（溝口 猛君） 有事ということですが、火災におきましては、昨年におきましては、

19回でございます。そして、昨年におきましては、チリ沖地震の津波、そして台風等の災害対策

本部を設けたことがございますので、それにつきましては、また詳細なデータがこちらにはまい

っておりませんが、確か一、二回台風等の予防で出動要請をしているというようなことでござい

ます。 

○11番（本田孝志君） やはりですね、有事の場合ですね、だから無線の周波数が合わなかった

りということで方面隊同士の連絡とか、いろいろなことが火災等があったときに連絡等がなかな

かだということで、周波数が合わないからということで、各個人の携帯電話を使ってやっている

というようなこともちょっと聞いたものですから、であれば、個人的なものをですね、公のこの

ような災害の場合にそげん使わんないかんのかいということで、今年も志布志の予算と仕事とい

うことでございまして、15ページですか、非常備消防費ということで、この中に9,094万円ですか。

今度の予算で、補正で大体備品購入費が284万9,000円、委託料が嘱託職員の任用費ですか、報酬
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が256万5,000円というようなことで、合計623万円ということで上がってきているんですが、やは

りせっかく予算を付けていただくんであればですね、これをもう少し台数を増やしたりですね、

市民のやはり３万４千幾らですか、人口に対するこの消防の備品等を無線機等を増やしていただ

いてですね、整備を図っていただきたいと思っているわけですが、どうお考えですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほどもお話申し上げましたように、合併後は周波数の違うそれぞれの無線機の使用をお願い

していたところでございます。 

 しかし、その物についても老朽化しており、そしてまた交換部品の生産が中止になっていると

いうことから、修繕等ができない状態になっている物もあるということで、今回簡易型ではござ

いますが、携帯の無線機の予算を計上させていただいたところでございます。 

 本来ならば、この無線機につきましては、全市で活用できる形で整備が必要ということになる

ということでございますが、今現在無線の中身について、アナログのものをデジタル化というこ

とで整備が必要というふうになっているところでございます。その整備をするとなれば３億円の

費用が必要となるということで、今回は携帯型の簡易の無線機で対応していただこうというよう

な計画でいるところでございます。 

○11番（本田孝志君） 今のアナログ対応ですね、まずこれを近いうちに、アナログ対応を今の

ところ整備しながら近いうちにデジタルということですが、めどはいつ頃をめどにそのような計

画、めどを示してください。 

○総務課長（溝口 猛君） 今市長が申し上げましたとおり、同様の形でするとすれば、約３億

円程度の事業費がかかるということでございます。 

 したがいまして、今後の市全体に防災無線が通じるような形の手法でございますが、いろいろ

検討していることでございまして、何年度に整備するということはちょっと今の段階でははっき

りしておりませんが、いずれにしましても、今の移動系の無線と申しますけど、移動系の無線が

一番いいのか。それよりも新しい方式がいろいろございますので、どういう方式がいいのかとい

うことを総体的に検討して整備計画をつくるという考えでおります。 

 したがいまして、いつまでということは今の段階でははっきり明言はできないところでござい

ますが、先ほど申しましたとおり、まず整備計画を、どういう方法が一番いいのかということを

具体的に今から検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

○11番（本田孝志君） 前向きにということで、近い将来ですね、補充を今度していただいて、

あとは近い将来検討していただいて新しい方式の機械を導入されるようにですね、お願いして、

次の質問に移ります。 

 次にですね、防災会議ということで、防災会議のメンバーは誰かということでございますが、

メンバーをお示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市の防災会議は、災害対策基本法に基づき、市の防災計画の作成や変更等について協議を行



 （141）

うために設置しております。 

 市の防災会議条例に定められた委員をもって組織しております。委員は、指定地方行政機関か

ら志布志海上保安署長、県から大隅地域振興局の関係部長及び志布志保健所長、県警から志布志

警察署長、市長部内から副市長をはじめ関係課長及び各支所長、教育長、大隅曽於地区消防組合

消防長、消防団長、指定公共機関・指定地方公共機関からＮＴＴ西日本南九州鹿屋営業所長、九

州電力株式会社鹿屋営業所長、曽於郡医師会会長、その他市長が適当と認める者として、市の社

会福祉協議会会長、志布志漁協代表理事組合長、そお鹿児島農協代表理事組合長、あおぞら農協

代表理事理事長、市商工会長、市女性団体連絡協議会長、防災推進員、議会議長、議会総務委員

長、市長部局以外の関係課長及び局長の32人となっております。 

○11番（本田孝志君） そうそうたるメンバーのようでございますが、平成22年度は何回の会議

をされたものかお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

平成20年度、21年度、それぞれ１回開催しております。 

 そしてまた、22年度につきましては、６月開催の予定でございましたが、口てい疫発生のため

中止しまして、開催がされておりません。 

○11番（本田孝志君） 22年度はなかったということですね。 

 ではですね、今度この鹿児島の方から先ほどの一般質問の中でもございましたが、この防災会

議のメンバーの中に、嘱託職員の任用、津波ハザードマップの作成の責任者ということですか、

どのような格好になるんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま防災会議の委員ということでお示ししたところでございます。今お話のありました嘱

託職員につきましては、本市の事務局の職員という形でこの防災会議の資料等の作成をする立場

になろうかというふうに思います。 

○11番（本田孝志君） 私は、この防災会議のメンバーを聞きました。そして防災会議の役割と

各機関・団体との連携、横の連携ですね、連携はどのようになっているかということをお伺いい

たします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回防災会議を開きながら、あらたに決めようとします防災計画についての審議もしていただ

くということになります。 

 そしてまた、その後実際に様々な場面で合同の訓練というものを開催していくことになります。

その際、このような委員の方々が所属される部署についても積極的に参加していただきまして、

各機関ごとのそれぞれの担うべき任務等を確認しながら訓練を行ってまいるということになろう

かというふうに思います。 

○11番（本田孝志君） あと１件お伺いします。 

 先ほども一般質問の中で、公民館連絡協議会の中でということを一般質問あったと思うんです
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が、本年度の目標ということで防災意識の高揚ということで、この前も６月１日に自主防災セン

ターの研修ということで、各公民館長さん方が行かれたと思うんですが、そしてまた各公民館で

炊き出しとＡＥＤの応急処置、そして炊き出しの方法のやり方ということで、伊﨑田校区が５月

20日、原田校区もあったと思うんですが、あとの校区、市内のほかの所は、いつ頃この防災意識

の高揚ということで、このような応急処置とか、防災組織の高揚のためのやる計画はいつ頃なん

ですかね。 

○総務課長（溝口 猛君） 市民への防災意識の高揚ということで、本年度の予算の中で公民館

単位でそういう訓練をしていただこうということで、早速協力いただいたのが有明地区の公民館

でございました。有明の伊﨑田地区でございました。 

 あと志布志、松山につきましても、今モデルとなる公民館の方は決まりましたが、その日程に

つきましては、今から公民館の方と協議していただいてやるというような形になっているところ

でございます。 

○11番（本田孝志君） それともう一つですね、この前避難所ですね、この東日本の津波が来る

ということで、なかなか志布志市の避難所の毛布の備蓄とか、いろんな懐中電灯とか、いろいろ

なことをちょっと話を聞いたところ、お粗末だったというような話でしたが、今後どのような考

えで備蓄されていくものか。備蓄の充実ですね、どのようにお考えですか。やはり防災の関係で

すので、一言お教えください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月11日に東日本大震災の津波によります本市でも避難勧告を出しまして、そして避難をして

いただいた方がおられたところでございました。 

 文化センターの方に避難された方々に対しまして、その毛布等について十分なかったというこ

とについては、誠にその備えが足りなかったというふうに反省しているところでございます。 

 今後、防災計画を改めるということでなっておりますので、その中でまた備蓄等について備え

るべき品目、あるいは数量等についての協議がされ、示していくものというふうに考えるところ

でございます。 

○11番（本田孝志君） 以上で終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、本田孝志君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

 明日は、午前10時から本会議を開きます。日程は一般質問です。 

本日はこれで散会します。 

午後４時33分 散会 
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期 日：平成23年６月８日（水曜日）午前10時00分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
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午前10時00分 開議 

○議長（上村 環君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上村 環君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、鬼塚弘文君と丸﨑幹男君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（上村 環君） 日程第２、一般質問を行います。 

 順番に発言を許可します。 

 まず、15番、金子光博君の一般質問を許可します。 

○15番（金子光博君） おはようございます。 

 昨日は非常に厳しいやり取りが続いておりましたので、ひとつ今日はリラックスした気持ちで

答弁していただければというふうに思っております。 

 それでは、通告に基づいて質問をしていきたいと思います。 

 まず、施設園芸の燃料高騰対策についてであります。 

 今年は年明けとともに非常に寒い低温の日が続き、また悪いことにＡ重油の価格も上昇し続け、

現在九十四、五円で高止まりの状態であります。そこで、志布志市でのＡ重油の価格の推移と、

本市のブランド作物であるピーマン栽培農家への影響はどうであったか。 

 また、今後の重油価格の推移をどう見ているのか答弁を求めます。 

○市長（本田修一君） おはようございます。 

 金子議員の御質問にお答えいたします。 

 近年、産油国の政情不安などの影響から原油の価格が高騰し、施設園芸用暖房機の燃料である

Ａ重油も価格が上昇しております。 

 施設園芸で暖房機を使用する11月から４月までの平均価格を平成17年と年次ごとに比較します

と、平成18年で１ℓ当たり５円、19年で24.5円、20年で7.3円、21年度で5.7円、22年におきまして

は13円とそれぞれ上昇しております。 

 例えば、本市の主力作物であるピーマンにおいては、栽培期間中10ａ当たり１万3,000 ℓから１

万4,000 ℓを消費しますが、１万4,000 ℓ試算した場合、17年と比較して19年は34万3,000円、22年で

は18万2,000円、10ａ当たりコストの上昇があったところでございます。 

 ピーマン農家の経営面積が20ａから30ａであるため、平成22年産を平成17年産と比較して40万

円から60万円重油代が余計にかかった計算になるところであります。 

 生産者の負担は増加しているということであろうかと思います。 

 市といたしましても、暖房効率を高めるために生産対策事業の中で、中二重被覆の設置、循環

扇の設置に助成し、暖房機用燃料の節減に努めていただいております。 



 （146）

 なお、今後の重油の推移の見込みについてでございますが、現在の産油国の政情不安、あるい

は東日本大震災において原発の事故があったということで国際的に原子力発電が減少傾向になる

のではないかということになるとなれば、さらに火力発電の比率が高まってくるということが予

想されますので、決して下がってくるということはないのではないかというふうには思っている

ところでございます。 

○15番（金子光博君） ただいま答弁をいただきました。 

 実際、ピーマンの農家の方々の中に入っていきますと、非常に厳しい状態だということがひし

ひしと伝わってまいります。市単独で二重被覆なり、循環扇なり補助をしているということでし

たけれども、中二重については当然のことであり、あれが補助対象になっているとはちょっと考

えられません。当初で付いているはずです。循環扇については、それなりに温度を均一化すると

いうことでまた病気の発生も抑えられるということで、有効的な補助事業になっているのではな

いかと評価をしております。 

 我が市では、21年５月に志布志ピーマンということで、鹿児島ブランドのブランド産地の指定

を受けております。その中で生産者数73戸、面積にしまして約20町歩。生産者のうち公社の県外

から来ていただいた公社の研修を終え、卒業生として自立された方々が約60％でございます。 

 やはり大げさに言えば命を懸けて志布志に来ているというような方々だというふうに思います。 

 先ほど市長も言われましたように、燃料費が一昨年に比べますと1.5倍の使用料になっておりま

す。また悪いことに一昨年に比べて本年産は価格が頭打ち状態で、平均単価が50円ぐらいキロ当

たり落ちております。当然収入は下がり経費は増えたというようなことでございます。 

 ここに資料をもらっておりますが、売り上げから生産経費をしたときに、自分たちの労賃とい

いますか、反当50万円から70万円ぐらいの利益になるようでございます。３反歩を作ったときに

約200万円程度の純益で、今部会の生産者の平均年齢が48歳ということでございますが、自分のこ

とにしてみれば一番お金のかかる年代でございます。200万円ぐらいの収益でどうやって子育てが

できるのかなというふうに非常に危惧しております。 

 先おととし、一昨年あたりまでは順調にきたわけですが、ここにきて社会情勢、そして原油の

高騰と思わぬ外圧によって非常に苦しんでおられます。 

 そこで、先ほど言われましたそれ以外に何らかの手を考えておられないのか、ひとつ答弁をお

願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ピーマン農家におかれましては、昨年、一昨年が価格がかなり高推移ということで極めて経営

的に安定した形できたというふうには報告は受けていたところでございます。 

 そしてまた、部会全体も非常に活気がございまして、全体で12億円から13億円ぐらいの売り上

げをされているということで、すばらしい成果を上げているというふうには認識しておったとこ

ろでございます。 

 今年度の作況につきましては、今お話があったとおり価格が昨年に比べて安くなってきている
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と、そしてまた原油が高騰してきているというようなことで、経営的に厳しい環境に陥っている

ということは聞いているところでございますが、現在の段階では新たに何かそのことについて取

り組もうというようなことは考えておりませんでした。 

○15番（金子光博君） そういうことであればですね、せっかくブランドを築いてきたのにちょ

っと今までせっかく順調に育ってきたのが、つまずくというようなことになるのではないかと思

いますが、重油価格が高止まりの状況では国庫事業によるヒートポンプの導入が非常に有効と考

えられますが、市としてどう認識されておるのか、答弁を求めます。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ヒートポンプにつきましては、ＣＯ２の削減率が41％ということで、極めて環境的な面からし

まして、優れた暖房の冷房の機具だというふうに認識しているところでございます。 

 そのような観点から、国としましてはこのヒートポンプの導入については、補助事業が創設さ

れたものと考えるところでございます。 

 しかしながら、これはまだまだ極めて効率的に重油をたいた場合のボイラーの消費の観点から

と、ヒートポンプを使った観点からしたときに、極めて重油の価格が安い段階では、ヒートポン

プ導入については厳しい環境だったということについては理解しているところでございます。 

 ということで、今お話があるように重油が極めて高くなってきていると、それがまた今後高止

まりの傾向、あるいはまた更に上がるというようなことになれば、経営効率的にも視する品目だ

というふうには、機材だというふうには思うところでございます。 

○15番（金子光博君） 認識されておるということで、私も松山に去年ヒートポンプを導入した

農家がありますので１軒、そこに行っていろいろ包み隠さず「よかこっも、わりこっも、聞かせ

っくれんか」ということで話を伺いに行きました。 

 本人が言われるに、非常に効果があると、燃料費については約半分の節減ができたというふう

に自信を持って言われました。今メーカーの方がリース事業ということで、農家の方を回ってお

る資料がありますが、大体若干の誤差はあっても的を得ているというような評価でございました。 

 燃料費の削減と、当然電気料は少し上がりますが、この差し引きをしても非常に効果があると

いうふうにおっしゃっております。そこで、ほかの農家を回ってみますと、今年度10件ぐらい希

望者が手が挙がっているようでございますが、そのほかの方々については、非常に耐力がなくな

ってきているので、またこの中身をしっかり熟知していないもんだから、相当ヒートポンプの効

果について、まだ疑問符を持っておるというようなことで、二の足を踏んでおられるような状態

のようであります。 

 導入をしますとリース料が７年間発生してまいります。年間219万発生します。そこでですね、

ひとつ私は、今非常に耐力が落ちておるので、最初の当初はリース料のほかにもろもろの経費も

発生するだろうというようなことで、当初の２年間あたりを市の方で何とか手を差し伸べていた

だけないかなというふうに思っているところでございます。 

 ２年間で倒れかけた人を立て直して、体力を蓄えてもらって、あと５年については自己責任で
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やってもらうと、７年を過ぎると故障も出るかもしれませんが、リース料がないわけですので、

非常に有効な手ではないかなというふうに思うわけですが、そのことについてお願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 燃料の高騰と生産コストの上昇ということで、極めて苦境に陥っているということであります。

そういうことで、ヒートポンプに切り替えて暖房機として使用したいと、そのことで経営の維持

に、あるいはまた経営の発展につながってくるんではないかなということの観点からのお尋ねだ

というふうに思います。 

 私どももそのことにつきましては十分承知しております。ただ、先ほどもお話しましたように、

今回急激な形で原油が高騰してきていると。そしてまた、ピーマン農家におかれては、２年間極

めて高い価格の推移の状態であったということでございまして、この価格につきましては、平成

22年産では386円ほどの平均価格になっているようでございますが、そのような価格というのは以

前も経験されておりまして、このことのこの価格によりまして経営を維持して来られた方は多数

おられるところでございます。 

 しかしながら、そのときにはまだまだ原油が安かったということで、今回は違う形の局面にな

っているということでございます。 

 そういう中でのヒートポンプの導入ということでございますが、まず前提として、やはりこれ

が今後も原油高騰が続いていくのかどうかというのの見極めが必要かというふうに思います。 

 それから、私どもの町でもＣＯ２削減につきまして、一生懸命取り組んでいるところでござい

ますが、チャレンジ30というような形でＣＯ２削減に取り組んでいるということでございますの

で、こういった面からもこの機材は極めて優れているという観点からも十分検討に値する内容だ

というふうには思っているところでございます。 

ということで、今回のこの件につきましては、そのような観点から今御提案がありましたよう

な内容も十分併せて検討させていただきまして、しばらく時間をおいた形で、しばらくと言うと

ちょっと語弊がありますが、次の暖房機の使用の時期には間に合うような形での整理をさせてい

ただければというふうに思うところであります。 

○15番（金子光博君） ひとつ、ピーマンはですね、市長もブランド推進室をようやく議会の理

解を得られて設置ができました。これから、いろんなことに取り組んでいかなければなりません。

もうピーマンについては、既に県が認めたブランドでございます。これをどうやって持続、伸ば

していくかと、そういうこともこの中の一つにあなたの本気度に掛かっております。 

 それと、おっしゃったようにＣＯ２の削減ですね。 

 それとですね、もう一つ農協とも話をしてみました。こういうのがあるんだけれどもというこ

とでしますと、非常に苦しいということは農協はなおさら分かっておりますよね。市がそういう

ことで提案をしていただけると、話し合いの余地は議論する価値は大いにあるんじゃないですか

というようなことでした。 

 農政課長、１回でも農協に足を運んでこのことで、ピーマン農家の方々のために話をしたこと
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がありますか。 

○農政課長（上原 登君） 本年度の原油価格の高騰、そういったものにつきまして、農協の方

と少しはお話をさせていただいたところでは、農協の方では原油納入価格の補填というのを計画

はいたしているという話は伺ったところでございます。 

○15番（金子光博君） ひとつ、そういう意味でいろんな角度から頑張っていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 どんな事業でもですね、手当てをするときには、市長がいつも言われますようにタイミングを

見て、いち早くタイムリーに手を打たないと、時が失してから手をなんぶ入れたち効果は出ませ

んよね。やはりそのことをかねがね市長は言われておりますので、しっかりとお願いをしたいと

いうふうに思っております。 

 それから最後ですが、市長の答弁は非常に重たいものがあるというふうに私は思っております

が、私が12月議会で質問をしました後継者支援につきましてもですね、当初予算に反映させると

いうようなことでございましたけれども、農政課長から内輪の話は聞いておりますが、議長、ち

ょっとずれますが、農業で関係で、すぐ終わりますので。 

 まだ何の姿も見えておりませんが、姶良市と我が市と比べたときに、農業の比重は我が市の方

が非常に高いと思うんですが、姶良市では５月５日の新聞にですね、新規就農者、そういう方々

に新規就農者・農業後継者に奨励金をということで新聞にも載っております。 

 やはり、農・商・工というふうにあると思いますが、どこでもそういうことはあると思います。

姶良市の方がもっと商・工の比重は高いと思います。なるだけ早くそういうことはやっていただ

きたいなというふうに思います。 

 バルク港の指定を受けて、非常に今元気が出ようとしておりますけれども、完成したときにで

すね、あれが今から始まって、肝心な畜産がすたれちょったらないもならんですよ。農業がすた

れちょったらないもならんですよ。やっぱりそのときそのときよか日ばっかいなやってねわけで

すから、１から10ずいみんな甘えて助けてくれちな言いませんよ。そこにちょっと手を入れてあ

げれば、また起き上がるわけですからね、そういうことを考えながら適切に手を打っていただき

たいなというふうに思っております。 

 最後に市長の答弁を求めて、私の質問を終わります。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市は合併以降、志布志港を中心として産業振興、そしてさまざまな福祉の向上ということに

ついても図ってきている町だというふうに認識するところであります。今回のバルク港の指定と

いうのはまさしくそのようなことになったのではないかと、国自体がこの志布志、南九州、そし

て九州という地域を今後も国全体の中の食糧基地として、特に畜産のための地帯として認めてい

ただいたから志布志港のバルク港の選定があったものと思っております。 

 今お話がありましたように、10年先には必ず国際バルク戦略港として大きな船が往来する港に

なるというふうに思います。そのときには、当然輸入だけでなく輸出の何らかの形で準備がされ
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ていなければならないということになろうかというふうに思います。 

 そのような観点から、私自身は農業政策につきましては、特にきめ細かく、そしてまた深みを

もった形で、いわゆるブランドになるようなものについては、手厚く推進してきているというふ

うに思うところでございます。 

 特に、現在畑かん事業が完了しようとするところでございますので、この畑かん地帯における

農業というものはいかにあるべきかということにつきましては、関係課のみならず、市役所全体

でそのことについては課題として取り組んでいるというふうに認識しております。 

 今後、今お話がありました新規就農につきましても、私どもの地域には、本市では家業再生支

援事業というものも取り組んでいたりしております。 

 そしてまた、各地でありますように新規就農された方々に対しまして祝い金ないし支度金とい

うものの制度というのはあることは十分承知しております。そのことにつきましては、どのよう

な形がいいのか十分まだ検討をさせていただければというふうに思います。 

 総体としましては、農業については、今申しました形で重点政策として取り組んでいるという

ことを御理解いただければというふうに思います。 

○議長（上村 環君） 以上で、金子光博君の一般質問を終わります。 

 次に、17番、岩根賢二君の一般質問を許可します。 

○17番（岩根賢二君） 質問に入る前に、東日本大震災で被災された皆様の御冥福をお祈りいた

しますとともに、今なお復旧に向けてただひたすら努力されておられる皆様に敬意を表し、一日

も早い復興を祈念をいたしたいと思っております。 

 私は、この東日本大震災の惨状や不自由な生活を強いられておられる被災者の様子をテレビ等

で見るときに、私たちの日常の何気ない生活がどんなに有り難いものということを改めて感じま

した。朝、目が覚めてから夜寝るときまで、そして寝ているときでさえも安心で安全な環境の中

で、それが当たり前の生活を送っています。 

 そのことに改めて感謝しなければいけないとつくづく思うところであります。 

 この大震災のニュースを見て、もしこれが私たちの町で起きたらどうなるだろうと、現在の防

災計画で対処できるのだろうかと、そう思っていた矢先に今定例会に防災計画の見直しのための

補正予算案が提出をされました。 

 そこで、この防災計画の見直しに当たり、この防災計画は各項目が30から40項目ぐらいたくさ

んございますが、その中で特に次の項目についての基本的な考え方はどうなのか。市長と教育委

員長にお尋ねをいたします。 

 第１点目は、津波発生時の避難場所や避難の方法、避難経路の確保についての考え方はどうか。 

 ２点目として、自主防災組織のあるべき姿とはどうなのか。 

 ３点目として、避難訓練はどのようにあるべきと考えているか。 

 ４点目として、災害が起きたとき、情報や指示・命令等のやり取りをどのように行うのか。ま

た併せて、災害や避難の情報をいかに住民に伝えるか、その伝達の在り方についてどう考えてい
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るか。 

 ５点目として、災害については、いろいろな民間の事業者や他の自治体と応援協定を結ぶこと

もあると思いますが、現在どことどのような協定を結んでいるか。また、今後それらに加えて協

定を結ぼうとしている業界、または自治体があるのか。 

 以上の５点について質問をいたします。 

 教育長におかれましては、防災会議の委員でもあります。その立場としての考え方、また学校

を預かる立場から教育委員会として、子供たちを守るためにどのような姿勢で臨もうとしている

のか。その点についてお答えください。 

 なお、昨日も防災について同僚議員がいろいろ質問をしております。同じような質問になるこ

ともあるかと思いますが、昨日の同僚議員の専門的な指摘を受けて、昨日とはまた違う答えが返

ってくるかも分からないなということで、その辺を期待いたしまして、第１回目の質問を終わり

ます。 

○市長（本田修一君） 岩根議員の御質問にお答えいたします。 

 防災計画の中でのまず津波発生時の避難場所、避難方法、避難経路の確保等についてでござい

ます。 

 現在、本市の防災計画の第６節の避難計画の中で、避難の方法、避難経路、避難場所等につい

て、明記しているところですが、避難経路については、災害の状況に応じて適宜避難経路を定め

るとしております。 

 現状では、津波を想定した対策マニュアルや避難場所、避難方法、避難経路について明記した

津波対策マップが作成されていないところであります。このようなことを踏まえまして、今議会

に各種災害対策マニュアル等の作成のために嘱託職員雇用に関する予算、津波対策マップ作成に

対する予算をお願いしているところでございます。 

 津波対策マップの作成の中で、避難場所につきましては高台の施設のほか、緊急避難場所とし

て耐震化の鉄筋コンクリート造りの津波に対応できる施設等の指定に向けて理解を得られるよう

働き掛けてまいりたいと思います。 

 また、避難方法、避難経路につきましても昨日議会で議論がございましたように、従来考えて

はいなかったような形での志布志湾での津波の襲来があるかもしれないということも含めた形で

津波対策のマニュアルの作成をさせていただければというふうに思います。 

 次に、自主防災組織についてでございます。 

 自主防災組織の必要性につきましては、ひとたび大規模な災害が発生したときに被害の拡大を

防ぐためには、市や消防などの公助の対応だけでは限界があり、早期に実行性のある対策が難し

いために、自分の身は自分の努力によって守る、自助とともに、普段から顔を合わせている地域

の近隣の人々が集まって、互いに協力し合いながら防災活動に積極的に組織的に取り組む共助が

必要であります。 

 そして、自助・共助・公助、そして昨日は近所という言葉も併せて表現されたところでござい
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ますが、このようなものが有機的につながることにより、被害の軽減を図ることができるものと

考えます。 

 現在の本市の自主防災組織の組織率は、平成23年４月現在で、68.9％であります。未組織の自

治会におきましては、世帯の少ない自治会や高齢者世帯の多い自治会、または地域性からこれま

で被害を受けていないなどの理由から組織化に至ってないようでございます。 

 今後はこの組織化に向けて、地域防災推進員の協力や県の防災センターの事業の活用等により、

自主防災組織の必要性や、危機管理意識の向上、啓発に向けた説明会や研修会等を開催して組織

化を高めてまいりたいと考えます。 

 避難訓練の在り方についてでございます。 

 避難訓練につきましては、本市の防災計画の訓練計画の中で、災害非常時において、災害応急

対策計画に定められている各種の応急措置が迅速に確実に行われるよう、関係機関と協力して必

要な訓練を行うとしております。 

 本市の避難訓練の実施状況につきましては、毎年全国統一の土砂災害に対する避難訓練を危険

区域において、地元自主防災組織の参加の下、消防団による避難誘導やシート張り工法の実演、

救急車と連携した災害時要援護者の搬送等の訓練を行っているところであります。 

 今後におきましては、避難訓練の在り方については、本市の地理的特性等も十分考慮して沿岸

部におきましては、特に今回の東日本大震災、大津波を端としまして、津波避難訓練を定期的に

実施することとしたいと考えます。 

 災害時の通信の在り方についてでございます。 

 災害時の通信の在り方につきましては、本市の地域防災計画の災害広報計画の中で、市民及び

報道機関に対する災害情報、被害状況等の広報活動について、市における広報担当及び他部との

連絡、情報等広報事項の収集、住民に対する広報の方法、内容を定めまして、災害広報の迅速化

を図っているところでございます。 

 今回の東日本大震災では通信網が寸断され、固定電話や携帯電話などが使えなかったところで

あります。 

 本市におきましては、災害時の情報の周知方法としましては、防災行政無線や国の交付金で全

国一斉に整備を行いましたＪ－ＡＬＥＲＴシステムのほか、今回情報通信基盤整備推進事業によ

ります各世帯に整備します行政告知端末、またコミュニティーＦＭによる放送等が有力な情報伝

達手段になると考えております。 

 次に、諸業界や他の業種の方々や他の自治体との災害協定についてお尋ねでございます。お答

えいたします。 

 災害協定につきましては、地域防災計画の消防計画の中で、消防活動が迅速かつ適切に実施で

きるように活動の組織、方法及び関係機関との協力体制の確立等について定め、消防活動の円滑

な実施を図るとしています。 

 現在、本市におきましては、平成18年４月１日に串間市と、同年11月１日に鹿児島県と消防相
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互応援協定を、平成19年６月27日に鹿児島県及び県内市町村間の災害時相互応援協定を、平成18

年６月８日にふるさと協議会と大規模災害における応急対策に関する協定書をそれぞれ締結して

いるところであります。 

 今回の東日本大震災においては、災害時応援協定を締結していた市町村がいち早く駆け付け給

水活動や支援物資の仕分けの支援を行い、被災地の復興支援にあたり、その活動につきましては、

マスコミ等で報道されているところでございます。 

 このようなことから本市におきましても、今後都道府県の区域を越えた地方公共団体間におけ

る相互応援協定の締結などにより、広域応援について円滑にできる体制の整備や多種多様な団体

との災害時の応援協定の締結に向けてまいりたいと考えているところでございます。 

○教育長（坪田勝秀君） 学校関係の避難等についてお答えをいたしたいと思います。 

 議員御指摘のとおり、学校におきましても、これまでの防災計画を見直していく必要があると

いうことを今回の大震災で痛感したところでございます。 

 そこで、今回の東日本大震災を踏まえまして、防災計画の見直しの一環として、本市でも学校

が津波の危険性がある場所に設置されている志布志小学校、香月小学校、通山小学校におきまし

て、津波を想定した避難訓練を実施いたしまして、避難場所、避難方法、避難経路の確認をいた

したところでございます。 

 避難場所といたしましては、志布志小学校が志布志中のグラウンド、香月小学校が向かい側に

あります伊勢神社、それから通山小学校が地域住民の御理解もいただきまして、通山保育園近く

の高台と、いずれも津波の被害の心配はないと思われる高台を一応確保できたと考えているとこ

ろでございます。 

 避難方法といたしましては、一刻を争う場合を想定いたしまして、児童が直接避難場所へ向か

う方法も検討していくように指導したところでございます。 

避難経路につきましては、香月小学校と通山小学校は御案内のとおり、国道220号線を横切るこ

とになりますので、歩道橋を渡って避難をいたしました。 

 今回の避難訓練では、避難中の児童の安全を確保するため学校職員を必要と思われるポイント

には配置をして、特に配置いたしましたので特に混乱は見られませんでした。 

 また、避難開始から避難場所への避難完了までの時間を測りましたところ、どの学校も15分以

内に避難を完了いたしました。この15分がいいかどうかということは、また別問題でございます

が、一応15分以内に完了いたしました。 

 これまで各学校とも、地震を想定した避難訓練は例年実施はしておりますが、津波を想定した

避難訓練は初めての実施でございました。実施することによりまして、児童・生徒が避難場所、

避難方法、避難経路を実感することができまして、大変効果があったのではないかと、昨日申し

上げましたが、子供たちもあの大震災の津波の押し寄せてくる姿は映像をもって知っておったよ

うでございまして、非常にスムーズに避難ができたのではないかと思っているところであります。

効果があったのではないかなと思っております。 
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 実は、私自身も通山小学校の避難訓練に参加をいたしましたが、まずは何と申しましても自分

自身の体力のなさを痛感したところでございます。一番しんがりから駆けていかなければならな

いという体力のなさを痛感いたしました。それはそれといたしまして、避難経路そのものの安全

確保につきましても関係各課、関係機関との連携強化を図りますとともに、できるものなら第２、

第３の避難経路も設定しておく必要があるのではないかということを感じたところであります。 

 さらには、先ほど申しましたように、国道に架かっている歩道橋が使用不能となったら、ある

いは休み時間に津波が発生したときは、子供は校内のどこにいるか分からないわけでございます

から、それから土曜日、日曜日の休日の場合はと、などなど本当にいろいろな場面が想定される

んだなということを痛感いたしました。 

 今後とも本市の防災計画を参考にしながら、各学校独自の危機管理マニュアルを早急に作成す

るよう各学校指導いたしますとともに、防災には何と申しましても、学校はもとより保護者、地

域との連携が不可欠ですので、何と申しましても小学校低学年というのは弱者でありますから、

どういうふうに避難されるかということにつきましては、どうしても御協力、御理解が必要でご

ざいます。 

 今後とも議会と協力をお願いしてまいりたいとこのように考えております。 

 また、今回の地震によりまして、津波だけが注目されておりますが、これも大変な災害なんで

ありますが、私は本市の農村部に設置されております大型貯水タンクですね、それから地下に張

り巡らされているであろう給水パイプ等が地震でもって破壊されたとなったときは、それはそれ

でまた災害につながる危険性もはらんでいるのではないかというような取り越し苦労かもしれま

せんが、懸念をいたすところであります。 

 いずれにいたしましても、この天災が発生しないことを祈りつつもアンテナを高くして、災害

接近の素早い情報キャッチと速やかな避難行動に努めなければならないと考えているところでご

ざいます。併せまして、学校教育におきましては、命の大切さ、それから家族のきずながいかに

大事であるかということも学ばせていきたいし、そして便利な文明の力のみならず、ラジオ、ろ

うそく、懐中電灯の良さなども子供のときからもう一度見直させたいものだなと、そういうふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○17番（岩根賢二君） 教育長におかれましては、私が２回目以降に質問しようかなと思ってい

たのをほとんど答えていただきましたので、これからは質問の回数が少なくなるんじゃないかな

と思いますが、各項目にですね、入る前に、防災会議そのもの、防災計画そのものについて若干

確認をしておきたいと思います。 

 昨日、防災会議を20年度と21年度は開催したが、22年度は口てい疫の関係で開催をしてないと

いうことがございました。 

 それでは、その前の19年度、18年度はどうだったんです。 

○市長（本田修一君） 年１回開催ということで開催しております。 
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○17番（岩根賢二君） 年１回ということで、今回はたまたま大震災があってこれから開くとい

うことなんですかね、それとも、もう開く時期になってたということなんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 この防災会議につきましては、例年６月に開催するということでしておりまして、今年度につ

きましては、６月17日に開催する予定になっているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） それでは、この防災計画自体は、多方面にわたってですね、きめ細かく

計画がされているわけですが、何かマニュアル的なものがあって、それに当てはめて作成してい

るのか。それとも、市独自でいろんな場面を想定して計画を作成しているのか、その点はいかが

ですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市の防災計画につきましては、国の防災計画、そしてまた県の防災計画を受けて、本市に合

うような形の防災計画に作成をしているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） それでしたら志布志市の状況に応じた計画だということであるわけです

ね。 

 そして、例えばですね、防災計画の５ページを見ますと、地域危険度の調査研究という項目が

ありまして、防災アセスメントを実施して地域の災害の危険性を把握し、地域別防災カルテ、防

災マップの作成に努めるとありますが、先ほど市長は津波に対するそういう防災マップは作成し

ておりませんということでしたが、その他については、ちゃんと作成がされているんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在本市では防災マップを作成しておりますが、この防災マップにつきましては、土石流の危

険箇所、そしてまた急傾斜地崩壊の危険箇所を中心にいたしまして、防災マップを作成している

ということでございまして、津波に対しての観点からのマップではなってなかったということで

ございます。 

○17番（岩根賢二君） 確かに私たちも土石流等についての防災マップはいただいておりますね、

はい。 

 この防災計画そのものは、我々議員にも配付をすべきではないかなと思っておりますが、過去

に配付されたんですかね。 

○総務課長（溝口 猛君） ただいま議員御指摘の件ですが、議会の方には配付してないという

ことでございます。 

［岩根賢二君「していない」と呼ぶ］ 

○総務課長（溝口 猛君） はい。 

○17番（岩根賢二君） 今度見直しが行われた後はですよ、せめて議会の方にも提出をお願いし

たいと思いますが、いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 防災会議の委員に議会からも議長をはじめ、委員長が参加しておりますので、そのルートから
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も皆様方には十分会議の模様と、そしてまた内容等についてはお伝えできるものと考えます。 

○17番（岩根賢二君） 委員の方に配ってあるからもうそれで、ほかの議員の人は事務局で見て

くれということですかね、そういうことですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話しましたように、議会からも代表としまして、委員に参加していただいておりま

すので、その内容については議会の方々も十分認識されているものというふうに私どもは考えて

おりましたが、ただいまお話がありましたように、その成果につきましては、きちんと皆様方に

もお示ししたいと考えております。 

○17番（岩根賢二君） この防災会議のメンバーは現在32名ということで、昨日市長がいろいろ

説明されましたが、今度ですね、防災関係で嘱託職員を採用してということでございました。こ

の方の経歴について、昨日説明があったんですけれども、私はちょっとメモをしきれませんでし

たので、再度どういう経歴の方かお示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 平成17年３月まで鹿児島市の消防局に勤務されて、退職されたところでございます。 

 その時点では、中央署の署長さんを経歴されて、そして県内の署長会の会長さんもされていた

ということでございます。 

 そしてまたその後、赤十字の方にも嘱託として勤務されておりまして、各種災害対策のマニュ

アル作成、津波対策のマニュアル作成というものにつきまして、助言、指導をお願いするという

ことで、嘱託職員として来ていただいているところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 昨日、同僚議員がこのことについて質問されまして、「防災会議のメンバ

ーになるんですか」という質問をされましたよね。そのときに市長は、防災計画の作成をするこ

の人は事務員であるというふうに答えられましたね、それだったんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回嘱託職員としましてお迎えしましたのは、私どもが新たに防災計画を見直しをしようと、

そしてその中で多方面にわたりまして具体的なマニュアルを作成しようということでお迎えした

ところでございます。 

 その最終的な審議というのは、また会議の方で審議をしていただくということでございますの

で、その審議をするための準備の計画等の策定、計画等についてさまざまな形で御提案をいただ

きながら会議の準備をしていくための事務局の職員ということでございます。 

○17番（岩根賢二君） 現在32名の方が委員ということですね。定数は34名ですよね。そういう

ことで、これだけの経歴をもった方であればメンバーの委員として、そういう会には出席しても

らった方がいいんじゃないですかね。その前の段階でいろいろ策定をするということでしょうけ

れども、このメンバーを32名の方をちょっと拝見したときに、私の考えですけれども、各町の消

防団長ぐらいは入ってもいいんじゃないかなと、分団長ですね。そういうことも感じましたね。

地域の状況というのが分かっている人があまりにもこのメンバーでは少ないんじゃないかなと思
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いますね。その件に関してはいかがですかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 消防団の方からは、市の消防団長、そしてまた、地域の大隅曽於地区消防組合の消防長という

方が参加され、委員として協議がされるということになっているところでございます。 

 定員から考えまして、いろんな各種団体の代表の方に来ていただいて、その上で計画を定める

ということでございますので、その方々を参画していただいた結果、消防につきましては、この

方々で十分消防の立場からの御意見はいただけるというもので委員として構成をしていただいて

いるものと考えております。 

○17番（岩根賢二君） この防災会議委員の見直しをする考えはないというふうに今受け取りま

したが、やはり実行ある計画を策定するためには、もう少し地元の事情が分かっている方を入れ

られた方がいいのではないかなと思いましたので、申し上げました。 

 そして、この策定に当たっては、国や県の方向性を見てから作成するということで、昨日もや

り取りがあったんですが、昨日の指摘を受けて、やはり市独自で作成をしなければいけない部分

もあるのではないかなと感じましたが、いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 当然計画を定めるにつきましては、本市独自のものになるということは間違いないというふう

に思います。 

 昨日のさまざまな形の御提言、また御指導等も踏まえながら新たなものを作成してまいりたい

と思います。 

○17番（岩根賢二君） この委員の方には、この６月17日に委嘱状を渡されるんですか。 

 もう渡してあるんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 任期につきましては、２年というふうになっておりますので、現在の方が該当するかどうか、

ただいま確認しておりますので、すぐさま確認いたしまして回答をさせますのでよろしくお願い

します。 

○議長（上村 環君） 質問を変えますか。 

○17番（岩根賢二君） それでは、資料がくる前にこの計画の中で、ちょっと私の読み違いかも

分かりませんけれども、１点だけ確認をしたいと思いますが、59ページから60ページに自衛隊を

受け入れるためのヘリコプターの発着場が示されております。その中に志布志町、松山町は詳し

く箇所が出ておりますが、有明町に関しては１か所も明示されてないんですね。これは何か理由

があってこういうことなんですか。 

○市長（本田修一君） 先ほど委員の任期についてのお尋ねでありましたが、任期２年で今回改

選となっております。したがいまして、６月17日に開催する日に辞令を交付する予定とします。 

○総務課長（溝口 猛君） 59ページのヘリコプターの発着場の準備ということで、有明町地域

の部分がこの計画書にないわけでございますが、恐らく自衛隊との当時協議の中で、有明町の部
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分が場所の協議がなかったというふうに思うところでございます。 

［岩根賢二君「ちょっと聞こえにくかったですけど」と呼ぶ］ 

［「はっきりはっきりと」と呼ぶ者あり］ 

○総務課長（溝口 猛君） これはあくまでも自衛隊の方に申請しまして、それに基づきまして

場所も指定があるわけでございますが、当時の有明町地域の部分が指定されてないということに

対しては自衛隊との協議の中で、申請の箇所がなかったということではなかろうかというふうに

は思っておるところでございます。 

○17番（岩根賢二君） 防災会議の会長である市長は同じ見解ですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまの件につきましては、具体的に発着場についての認識がなかったところでございます。 

 ということで、ただいま総務課長が申しましたような経緯でそのようなものになったというふ

うに思うところでございます。 

○総務課長（溝口 猛君） 自衛隊の指定におきましては、有明町地域はないわけでございます

が、県の防災ヘリ、これにつきましては、有明地区の総合運動公園、運動場ですか、ここが指定

になっているということでございます。ですから、先ほど申し上げましたとおり、当時自衛隊と

の協議がこの部分について、なされてなかったんではなかろうかというふうに思っているところ

でございます。 

○17番（岩根賢二君） 今度見直しをされるということですから、有明町内にもですね、やはり

そういう場所は必要じゃないかなと思いますので、見直しに当たっては十分検討を加えていただ

きたいと思います。 

 それと、委嘱状が６月17日に渡されるということであれば、もちろん各委員の皆さんには文書

等で連絡はいっているんですか。もしいってなければメンバーの変更というのは考えないですか。 

○総務課長（溝口 猛君） 防災会議の開催につきましては、もう既に委員に通知がしてあると

ころでございます。 

○17番（岩根賢二君） 分かりました。 

 意見として申し上げておきますので、今度の嘱託の職員の方も実際にその会議に入っていただ

きたいなという私は考えております。 

 それでは、項目に入っていきますが、津波発生時の避難場所、避難方法、避難経路等について、

避難場所については、各学校の体育館等が設定してあるケースが多いわけですけれども、昨日も

若干そういうやり取りもありましたが、この体育館というのは、私の認識としては、そういう災

害のときの備蓄基地にもなりうる施設であると、そういうつくり方をしますよということで理解

はしているんですが、そうではないですか、教育長。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 昨日もお答えいたしましたけれども、学校の施設設備は学校の子供たちの教育環境整備でもち

ろんでありますが、避難場所にも使われます。 
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 さらにそこに備蓄倉庫等とか、多目的に使える建物でありますので、今後また耐震工事等を進

める中で工夫ができるところは、やはりそういう利用もできるようなつくり方というんでしょう

かね、改築の仕方もまたお願いしていかなければならないかなと、今回の震災を見て思っている

ところです。 

○17番（岩根賢二君） 何年前になりますか、有明小学校の体育館が改築されたときに、そのと

きの説明では、倉庫の一部は災害時の避難場所として使われるから、その倉庫の部分にはいろん

なものを備蓄するんですよという説明もございました。 

 ところが現状としては、そういう備蓄の状況にはないんじゃないかなと、災害が起きたときに

じゃあそこに物を持ってきて、そこに備蓄するんですかということなんですが、その点はいかが

なんですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 有明小学校にそういう施設があるということは、私もただいま初めてお聞きいたしましたが、

早速行って見てみたいと思っております。 

 今おっしゃるとおり、そこが物置になっていたり、あるいは体育用具が入っててというような

状況があるとすれば、これは備蓄場所にはなり得ないわけでございますので、撤去するか、ある

いは可能な限りきちんと片付けておくかという指導は、これはしなきゃいけないかなと思ってお

ります。 

 なにせ学校もいろいろな設備がありますので、ついつい空いた所を使ってしまったのか、現実

見ておりませんので、今日でも帰りに早速見てみたいと思っております。 

○17番（岩根賢二君） そのことについては、その小学校の責任ではなくて教育委員会の責任だ

と思いますので、しっかり指導をしていただきたいなと思います。 

 それと、この避難場所ということでですね、市長は先ほど津波に関しては防災マップも作成し

ていなかったということですので、もちろん計画にも現在の計画には乗っていないわけですけれ

ども、今度の見直しに際しましては、そこまで津波が来たときはここ、ここに逃げてくださいよ

と、経路はこうですよというふうなそういうことが明示できるのかなと思っているんですが、い

かがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の見直しにつきましては、想定外の大地震、そしてまた想定外の大津波ということが発生

したことに伴いまして、防災計画の見直しが必要ということの観点からするところでございます。

ということで、今まで私どもが持っておりました想定している範囲というものは、大いに見直さ

れるべきだということになろうかというふうに思います。 

そのような中で、今後津波の避難場所については、どこを考えるのかということになるとなれ

ば、例えば、尚志館高校とか一丁田の公民館、あるいは安楽地区の公民館、文化会館、老人憩い

の家、夏井地区の公民館という、それから志布志中学校と、こういった高台にある所を考えたい

と思います。 
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○17番（岩根賢二君） そういう場所を今回はここの計画の中に入れていくということで理解し

ていいですね。 

 その際には、教育長からもいろいろ話がありましたけれども、避難訓練をする中で、こういう

所は経路として大丈夫なのかなというところもありますので、その経路まで考えてやっていただ

きたいと思います。 

 それと、この避難場所ということにつきまして、64ページにですね、大規模地震が発生したと

きの防災拠点として若浜港の旅客船埠頭が設定されている。どのような状況でこういう設定がな

されたのか分かりませんが、今回の大震災を経過した後であれば、こういうことはとても設定は

されないと思うんですが、その点については会長としてはいかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 避難場所ということで、広場及び多目的に利用可能なオープンスペースということで緑地、そ

してまた旅客船待合広場、旅客船埠頭駐車場という形で掲載してあるところでございます。 

 今回のような大津波が発生したときには、当然海浜地という地域については、そのような地区

には当たらないというふうに考えますので、この部分については検討を加えて実質的に機能する

ような場所というものを明示していきたいと思います。 

○17番（岩根賢二君） ぜひそこは検討を加えていただきたいと思います。 

 それと、避難訓練あるいは避難の場所、方法等については、先ほどから学校関係については教

育長からるる説明がありましたので理解をしているんですが、沿岸部には福祉施設あるいは医療

施設と、要援護者を抱えている箇所が何箇所もあります。そのことについては、昨日ですかね、

市長はその要援護者のリストはちゃんとできてますということでしたが、そういう要援護者を避

難させていく方法、そういうことについてはちゃんともう理解がされているのかなと思うんです

が、いかがですかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 要援護者につきましては、昨日もお答えしましたように、現在その要援護者の把握ができてお

りまして、今後そのことについて、具体的に避難についてどのような形で対応するかということ

については、今まで捉えていなかったところでございます。 

 今後このことにつきましても、その計画の中にきっちりと盛り込み避難誘導ができるような形

の計画にしてまいりたいと思います。 

○17番（岩根賢二君） ぜひ、それは早急にやっていただきたいと思います。 

 それでは、避難場所のことでですね、昨日市長の答弁の中に「避難場所がここですよ」という

表示板を設置したいという話がありました。それはもう、ぜひやっていただきたいと思いますが、

特に沿岸部につきましては、津波に関して申し上げるわけですが、ここのこの地点の高さは何メ

ーターですよというようなですね、標高を示すような何か柱みたいなものも必要ではないかなと

思いますが、通山小学校が昨日は３ｍっておっしゃいましたかね、ある人によれば０ｍじゃない

のという人もあります。ですから、その辺の正確な標高を示すようなものが何かあれば、そうい
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う避難のときにも役に立つんじゃないかなと思っておりますが。 

 それと、避難場所の場所は明示されるでしょうけれども、そこに行く経路とかいうのも明示、

何かできる方法があれば検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今年度の県の補助事業で、市の避難場所に市民の方々に周知を図るために表示の看板を設置す

るという計画にしております。この中に、標高等も盛り込んでまいりたいというふうに思います。 

 そしてまたさらに、現在自治会の案内看板等もございますので、設置されておりますので、こ

ちらの方に追加して表示してまいりたいと考えます。 

○17番（岩根賢二君） 私が言おうと思っていたことを言われてしまいましたが、そういうこと

で方法はいくらでもあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に自主防災組織についてお伺いをいたします。 

 先ほど、自治会としては68.9％の組織率だということでしたが、各先ほどもありました福祉施

設、医療施設等については、もう100％これは組織されていますよね。 

○総務課長（溝口 猛君） 全てを確認しておりませんが、今回の震災を踏まえまして、市街地

部の施設について調査したところでございます。消防法の適用がございまして、避難訓練等を毎

年年２回されているということで、組織内には自主防災組織は作られているということでござい

ました。 

○17番（岩根賢二君） そういうことで、各施設については、そういう認識は高いと思いますけ

れども、例えば志布志地区にあります複数の事業者が入っている雑居ビル等がございますが、そ

ういうところにつきましては、何か調査されましたか。 

○総務課長（溝口 猛君） 先ほど申し上げました施設以外につきましては、調査をしていない

ところでございます。 

○17番（岩根賢二君） そういうところも自主防災組織は必要ではないかなと思いますので、今

後見直しにあたっては、そういうところまで気配りをお願いしたいと思います。 

 それと、自治会が68.9％ということで、もちろん自主と、自主防災組織ということで自主とい

う名前が付いていますので、自分たちで進んでやっていただくということなんですけれども、こ

ういう災害を目の当たりにいたしますと、もう自主ではなくて、半ば強制的にでも防災組織を作

ってくださいよというふうな姿勢も必要ではないかなと思っておりますが、その点についてはい

かがでしょうか。 

○市長（本田修一君） 今回、東日本大震災が発生いたしまして、多分多くの市民の方々が自助・

共助・公助ということが必要ということを認識されたのではなかろうかと思います。 

 そのようなことで、今後この68.9％が100％近くに直ちに組織化されるものというふうに期待す

るところでございます。また、私どももそのような組織化につけて賢明な努力をしてまいりたい

と思います。 

 現在、100％まではいかない、70％ぐらいの自治会しか自主防災組織がされなかったと、立ち上
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げられなかったということにつきましては、世帯の少ない自治体があったり、それから高齢者世

帯の多い自治会もあろうかと思います。 

 そしてまた、大きな要因かと思いますが、これまで被害を受けてないと、あるいは受ける可能

性は低いというようなことから、そのような組織が少なかったというふうに思うところでござい

ますが、先ほども申しましたように今回の大震災を受けまして、どの市民もそのような組織の必

要性については認識が深まったというふうに考えますので、改めて組織化を図り100％に向けて取

り組んでまいりたいと思います。 

○17番（岩根賢二君） こういう時でございますので、組織率も上がるのではないかなという期

待をするという話でございました。期待するだけじゃなくて、やはり指導もしていただいて半ば

制度的なことも考えてもいいんじゃないかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○市長（本田修一君） 制度的にということでいえば、いわゆる自治会の組織があるわけでござ

いますので、この自治会の機能を高めていただくという観点から自主防災組織というものの組織

化をしているところでございます。 

 この防災という面からの組織化ということをきっちりとそれぞれの自治会で協議していただき

まして、共通認識をしていただければ特段組織的に制度化するというような形をとるということ

をしなくても今回の大震災を受けまして、組織化が図られるというふうに思うところでございま

す。 

○17番（岩根賢二君） この68.9％につきまして確認ですけれども、自治会の数としてのパーセ

ントなのか、それとも人口で見たときにこうなのか、その点はいかがですかね。 

○総務課長（溝口 猛君） 68.9％につきましては、人口での割合でございます。 

○17番（岩根賢二君） それでは、避難訓練の在り方についてお尋ねをいたします。 

 この避難訓練については、防災計画の中では、訓練を実施した各機関は市長に報告をするとい

うことになっておりますが、年間どれぐらいの報告があるものでしょうか。 

○総務課長（溝口 猛君） 訓練の報告につきましては、総務課の方には実態としましては１件

もきてないという形になっております。 

○17番（岩根賢二君） これは防災会議の会長として、そのことを市長はどう捉えますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 御指摘のように防災計画の中では、訓練を実施した各機関の長につきましては、速やかに防災

会議の長に報告するということになっております。 

 現在、総務課長が答弁いたしましたように、報告はゼロということでありますが、実態として

は多分先ほども話がありましたように、訓練をしなければならない機関、組織というものはござ

いますので、きっちりそれについては対応がされているものと考えるところでございます。今後

はこのことにつきましても報告を求め、その実施の率についても把握しながら指導を重ねてまい

りたいと思います。 

○17番（岩根賢二君） この計画がですね、ただ御書物に終わらないように実行あるものにして
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いただきたいということで申し上げております。 

 この避難訓練ということにつきまして、昨日からいろいろやり取りがあったわけですが、避難

訓練の在り方で一番大事なのは何だと思われますか。 

 教育長、実際に避難訓練をされて市長もそういうこともされていると思いますが、避難訓練は

どうあるべきか一つだけ答えてください。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 避難訓練というのはやはりまずもって安全な行動、そしてスムーズに行動するために日頃から

やっぱり訓練の意義というものをしっかりと各人が自分のこととして知らないと。これはどうし

ても足並みがそろわないというふうに考えております。 

 ですから、子供たちの場合は特に、ややからかい冗談半分で学校の場合ではやることがありま

すので、しっかりと事前指導をしておいて、これは何のためにするのかと、どういうことなのか

ということをですね、命に関わることなんだということなどを十分理解させてからかかると、事

前指導がいかに大事かということは、この前も私もあの訓練でも痛感したところでございます。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま教育長の方で答弁がありましたように、訓練をするには訓練の意義というものの認識、

理解、そして訓練の内容について熟知するということが訓練の成果が上がる、また訓練する意義

があるということになろうかと思います。 

○17番（岩根賢二君） それが一番大事であるとは思いますが、私の一番大事なことは何かと言

えば、繰り返し行うことだと思います。 

 それでは、次に、災害時の通信の在り方ということで確認をしたいと思います。 

 私の通告では、通信ということでしか書いてございませんでしたが、ちょっと言葉足らずで申

し訳なかったんですけれども、通信、広報、あるいは情報を伝達するということの在り方につい

て、お尋ねをしたいと思います。 

 防災計画の28ページに、市が利用できる通信機能が麻ひした場合、放送機関への要請を行うと

いうことになっております。 

 また、市は広報車や防災行政無線や報道機関を通じて広報するとしてあります。 

 また、コミュニティーＦＭ放送については、新聞等でも報道されましたとおり、昨年の奄美豪

雨災害のときに大活躍をして、住民同士をつなぐ命綱の役割を果たしました。 

 ここで、コピーを渡すと書いてあります。 

 今回の東日本大震災の後にも多くのコミュニティーＦＭが認可されて、また既存の東日本のＦ

Ｍ局は出力をアップして情報発進をしているということであります。 

 また、被災した人たちにラジオを送るという運動も起きておりまして、実際には１回目が１万

5,000台のラジオが被災地に送られたということであります。 

 我が市の情報基盤整備が進みますと、防災情報伝達の手段としても多いに期待されているわけ

ですけれども、その告知端末の放送を誰もが家でじっと聞いているというわけではありません。
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仕事や所用で外出している人にも市の情報を伝えるためにもラジオ放送は大変有効であります。 

 災害のときだけでなく、日常的に市の情報を流すことで、ラジオを聴く習慣が身に付き、いざ

災害のときには車の中や避難場所でも聴くことができて大いに役立つというわけであります。 

 地元のＮＰＯ法人のおおすみＦＭネットワークとは本市も防災協定を結んでおりますので、そ

の活用が期待をされております。 

 私は昨年９月の定例会で、このコミュニティーＦＭとの放送契約に質問をいたしました。その

ときに市長は、私の質問としては地元ＦＭの４局がありますが、志布志を除く他の３局はちゃん

と放送契約を結んでやっていますよと、志布志市も考えてもらいたいということで申し上げたと

きに、市長は、どのような形で他の市や町が活用しているか研究をさせていただき、最低限ほか

の市並みにはやっていきたいと、はっきりこう述べられました。 

 ９月からもう既に半年を経過しておりますけれども、その研究の結果どうなったのか。そのこ

とについて、お尋ねいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 災害時のコミュニティーＦＭ放送につきましては、先ほどお話されたように、21年９月に協定

を結んでおります。 

 そしてまた、緊急時には本庁より情報を流すこともしております。 

 今年度におきましては、月に１回程度試験放送を兼ねて防災情報を流すということの計画をし

ているところでございます。 

 このようなことで、普段から市の情報がコミュニティーＦＭに流れているということをリスナ

ーの方に知っていただくということの取り組みをしようということにしているところでございま

す。 

○17番（岩根賢二君） 確認ですけれども、試験的にそれを行うということですか。その頻度は

どうなんですか。 

○総務課長（溝口 猛君） 先ほど市長が申しましたとおりに、21年９月に災害時の放送に関す

る協定をやってるところでございます。災害時に関しては、緊急用と警報等の通常用と申します

か、そういう形になっているわけでございますが、例えば警報等につきましては、避難勧告等を

する程度ではない部分につきましてはファックス等でお願いしまして、向こうから流すような形

になっているところでございます。あと、例えば大津波警報が出まして緊急に放送する場合は、

市役所内に割り込み用の放送設備がございます。これにつきましては、ＦＭの方に直結しており

ますので、非常時はここでＦＭを活用して緊急放送がＦＭでできるというような流れになってい

るところでございます。 

○17番（岩根賢二君） それでは、緊急時以外ということであれば、今日の質問の項目には当て

はまらないかも分かりませんけれども、この９月の定例会で市長が答弁されました他の市や町で

どのような形で活用しているか研究をさせていただきたいと述べておられます。他の市や町はじ

ゃあどのような状況だったんですか。 
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○企画政策課長（武石裕二君） 今議員御指摘のとおり災害についてはですね、昨年の奄美の大

水害、それから今回の東北地震等、ＦＭの災害情報とか、避難所の情報とか非常に役割を果たし

ているという部分は十分ありますので、災害については、また協定も結んでおりますので、そう

いった形で活用するなら有効であろうというふうに思います。 

 それから、鹿屋市と垂水市、志布志市、肝付町、ＦＭがそれぞれございますが、いろんな形で

市の情報番組とかという形で予算化をして５分とかという形で情報は流しております。ただ、今

回私ども大隅地域コミュニティーＦＭ活用協議会というのを立ち上げておりますので、この中で

約10分間、３市１町ございますので、２回ずつ放送をしていきたいということで、今大隅地域の

ＦＭネットワークがございますので、そこと詰めているところでございます。６月以降になると

思いますけど、各自治体２回ほどの放送をもつということで、今協議を進めさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○17番（岩根賢二君） そのことは、ちょっと趣旨が違うんですよね。市長が答えられた最低限

ほかの市並みにはやっていきたいということですよ。 

じゃあ鹿屋市はどういう状況で予算化してやっているんですか。垂水はどうなんですか、肝付

町はどうなんですか、ちゃんと研究したんですか。そこを言ってるんですよ。 

○企画政策課長（武石裕二君） 詳しいことは私もちょっと確認はしてないところなんですけど、

以前から私も、実はＦＭを立ち上げをしたときから今日までずっとＦＭには携わっておりますの

で、現在もまた番組審議会の審議委員長ということでこのＦＭには関わってきております。 

 以前より各市情報番組をもつということで動きはあったんですけど、志布志市としてはこの災

害の方で今進めているということで、中身についてはまた市独自の情報としての予算化はしてな

いとこですけど、ほかの鹿屋、垂水、肝付については、それぞれ番組をもって放送をしてるとい

うことです。 

 また、再度確認をして、またちょっと勉強させていただきたいというふうに思っております。

申し訳ございません。 

○17番（岩根賢二君） 市長が答弁されたのは９月ですよ。８か月たってますよ。何か月あれば

研究が進むんですか。もう５分もあれば研究できますよ。市長はほかの市並みにはやっていきた

いと、そこまで言われたんですよ。僕はそこで、ほんのこっじゃろかいと思って確認をしたんで

すよ。２回同じことを答弁されてますよ。それなのに、他の市や町の状況がいまだにつかめてい

ない、おかしいんじゃないですか。やる気がないと、一言ですがね。 

 その定時的な放送について、もう私がここで言いましょう。鹿屋市は毎日５分の放送を午前と

午後２回行っております。年間の契約料が141万5,200円。垂水市が週１回で、週１回だからとい

うことで１回の放送は15分間流すということで137万5,000円。肝付町につきましては、制作費込

みということで５分の毎日放送をしております。166万5,300円と。ほかの３町は課長が言われた

ＦＭのネットワークですか、地区協議会ですか、そのことに加入をしていながらちゃんと予算化
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して、放送局にお願いをしている。 

 志布志市は、それはしないで共同のときだけ乗っかりましょうと、ちょっとせこいんじゃない

ですかと私は思いますけどね。 

 ですから、そのことを含めて予算化をして、毎日、災害のときだけではなくてですね、コミュ

ニティーＮＰＯですから、力を貸してあげるということも必要じゃないですか。 

 市長は、施政方針のいいですか17ページ、ここは災害に特化して述べておられますが、ＦＭ放

送を災害時の有効な伝達手段として活用し、災害時の防災情報の伝達に努めてまいりたいと、こ

う申されております。ですから、災害時にお世話になるんだったら、通常から通常のそういう放

送関係でもお互いに助けたり、助けられたりということでその他の市や町並みにそういう予算化

をして支援をしていくということも必要ではないですか。いかがでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ９月の議会の時点では私自身はそのようなつもりで答弁したのではないかなというふうには思

い起こしたところでございます。 

 本市では、災害については協定を結んで取り組んでいるところでございますが、他の時間帯に

ついては、広報という面からもしてないということで他市並みにしたいと、他の地域並みにはし

たいということで答弁をしたというふうに思うところでございます。 

 そのようなことを答弁を受けて、直ちに担当の方で何らかの形のアクションはあったものとは

思いますが、それがきっちりそのような形になっていなかったことについては、誠に申し訳なく

思うところでございます。今後、改めましてこのことについては取り組みをさせていただきたい

と思います。 

○17番（岩根賢二君） 先ほどコピーをお渡ししましたけれど、既にこれは南日本新聞のコピー

ですので、特別な新聞ではございませんので、目にされていたと思います。ＦＭの重要さという

のは十分認識していただけると思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 それでは、最後に災害協定のことについてお尋ねをいたします。 

 大規模な災害が発生いたしますとライフラインや情報通信網が途絶えたりして、自治体自体の

機能が麻ひしてしまうことも考えられます。そんなときに民間の専門的な技術や援護物資を提供

してくれる事業者と応援協定を結んでおくことも必要かと思います。また、姉妹都市などの契約

を結んでいる町からの支援も有効かと思います。 

 そこでお尋ねをいたしますが、現在の認定状況はどうなっているのか。先ほどはふるさと協議

会ということもちらっと出てきましたけれども、そのほかにどのような業界とこういう協定を結

んでおられるのか。また、ほかの自治体との協定はあるのかないのか、その辺についてお答えを

お願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在の段階では、先ほど答弁いたしましたとおり、市内におきましてはふるさと協議会と協定

を結んでいるということでございます。 
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 お尋ねの他の団体、そしてまた他の地域、自治体との協定というものについては災害について

の協定というものについては結んでいないところでございます。 

○17番（岩根賢二君） では、結んでいないということですが、そういうこれから協定をしてい

こうかなという考えはあるんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の東日本大震災の際に、私どもはすぐさま特定の地域に支援をしたいということを考えた

ところでございますが、具体的に相手先を見つけることができなかったところでございます。 

 結果的には、肝付町が取り組んでおりました協定書に基づきまして、大船渡に大隅半島４市５

町のチームで支援するというような形での支援ができたところでございますが、このことの反省

をいたしまして、今回私どもが東日本大震災並みの災害を受けたときにいち早く協定に基づいて

支援してくれるところ、あるいは私どもの支援できるところというものを想定しながら、そのよ

うな結び付きを、あるいは協定書の締結をする必要があるというふうに考えたところでございま

す。 

 現在、協定までは結んでおりませんが、交流をしてるということで志サミットの自治体、ある

いは環境サミットの自治体、あるいは定住自立圏での都城市地区等が考えられるところでござい

ます。 

○17番（岩根賢二君） 他の自治体との協定というのは、先ほどの答弁では串間市とあるいは県

と結んでいるということでしたけれども、今回みたいな大震災があった場合には串間市も同じよ

うに被害を受けるんではないかなと思いますね。ですからまた、条件の違うところとの協定とい

うのが大事になってくるんじゃないかなと。市長がたまたま今申されましたけれども、平成18年

ですかね、志縁サミットというのをされました。文字どおり「志」でつながっている町が全国に

あります。そこと「志」を生かすためにも同じ志縁ということでございますので、志縁のある「志」

の縁のあるところと支援をし合っていくということを考えられたらどうかなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 平成18年に志援サミットを本市で、全国11の自治体が「志」の字が付くということでサミット

が開催されております。あらためて「志」の縁、そしてまたサポートする縁、支援というような

ことからこの自治体については、今回の大震災を受けて協定の締結については前向きに考えてい

ただけるものというふうに思いますので、取り組んでまいりたいと思います。 

○17番（岩根賢二君） 他の自治体との協定ということについては、そういう形で進めていただ

ければなと思います。 

 他の民間団体との協定のことですが、現在は建設業としか結んでないということでございます。 

 新聞記事等を見ますと、いろんな業界と協定を結んでいるという例がたくさんあるようでござ

いますので、その辺について、やはりお互いに手を取り合っていく必要があるのではないかなと

思いますがいかがでしょうかね。そのことについて、自治体としては、そういう専門的な技術な
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り物資なりを提供していただくことで助かるし、その業界としてもそういう支援をするというこ

とによって業界自体のイメージアップにもつながっていくんではないかなと思っておりますが、

そのようなことを進めていくという考えはないでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 災害復旧等公共工事的なことにつきましては、そのような関連の団体と締結しているというこ

とでございます。 

 その後、避難というようなこと、あるいは生活が壊滅的になった方々への救援ということを考

えるとなれば、当然食料というようなことが考えられますので、こういった観点からそのような

業界の方、特に本市と関わりのある業界の方に協定の締結の申し込みをしてまいりたいというふ

うに考えます。 

［岩根賢二君「終わります」と呼ぶ］ 

○議長（上村 環君） 以上で、岩根賢二君の一般質問を終わります。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。 

──────○────── 

午後０時01分 休憩 

午後１時10分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 毛野議員、着席です。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、14番、長岡耕二君の一般質問を許可します。 

○14番（長岡耕二君） 昼からのスタートということで、和やかな感じでスタートしたいと思い

ます。通告しておりましたので、順次質問をさせていただきます。 

 まず、みなとサッカーフェスティバルのことで質問させていただきます。 

 志布志みなとサッカーフェスティバルについてですが、昨年度は宮崎県で発生した口てい疫の

ため中止になり、本年は８月１日から12日まで志布志市総合運動公園、そして志布志市営ふれあ

い広場などを中心に開催が予定されております。全国から県内外、約100校ほどのチームが参加し

て大きな大会になるということで計画されております。 

 主催にあたっては、志布志みなとサッカーフェスティバル実行委員会が立ち上げられて市職員

をはじめ、市民の皆さんや地元企業の皆さんにいろいろ協力をいただいて大変大きなイベントと

なりました。 

 関西方面から参加されるチーム、さんふらわあを利用も多く、また学生だけではなく応援の父

兄一緒に来られる方々が、宿泊施設をはじめさまざまな経済効果が大変大きいものがあります。 

 また、冬休みや春休みの合宿の問い合わせも多いと聞きます。 

 今後、しおかぜ公園やいろいろな利用が増えてまいります。ただ、この大会が大きくなり実行

委員会だけでは対応が難しくなり、志布志市の行事として取り組んでもらえないかと相談を受け
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ました。 

 この志布志みなとサッカーフェスティバルが志布志の行事として取り組めないかお伺いいたし

ます。 

 次に、畑かん事業についてお伺いいたします。 

 志布志市の畑かん事業も終盤を迎え、給水が本格的に始まりました。給水が始まり、給水の施

設、給水の設置場所が再度見直されることも度々あります。手直しに必要なところが多く、この

場合、工事代金が農家の負担が大きくて、なかなか移動工事ができない状況であります。せっか

く畑かんが有効に安全に利用されるためにも、給水の設置の手直し工事など助成は考えられない

か、お伺いいたします。 

 あとは、一問一答方式で質問させていただきます。誠意ある答弁をお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 長岡議員の質問にお答えいたします。 

 まずはじめに、サッカーフェスティバルについてでございます。 

 市内でのスポーツ大会やイベントによる地域の活性化につきまして、私も重要な課題として認

識しており、観光入り込み客年間100万人を目標に掲げているところでございます。このため、年

間を通したスポーツイベントの開催や、市内の４大イベントによる集客、そして特色ある観光振

興ということが必要であると考えております。 

 特に、観光等の推進状況につきましては、体験型観光の推進、イベントの強化、食や特産品の

ＰＲにより、志あふれるおもてなし日本一のまちづくりに取り組んでいるところであります。 

 具体的には、宿泊助成やフェリーさんふらわあと連携したスポーツ合宿の誘致、体験型観光モ

ニターツアーの実施、歴史資源を活用したまちあるき観光等を推進しております。 

 また、食については、県内の商店街グルメＳ－１グランプリを獲得しました「背白ちりめん三

昧丼」を中心として、志布志市の豊富な食材を活用した食の魅力発信に取り組んでいるところで

す。 

 これらのスポーツ・イベント・観光振興の推進によりまして、宿泊業や飲食業のみならず食品

や農林水産業など幅広い産業に経済効果や新たな雇用、そして税収を生み出していくものと期待

しております。そして、そのような戦略を推進するために本年度は市全体の長期的な観光行政の

指針となる、観光振興計画を策定するところであります。 

 この中で、ゾーニングやそれぞれの役割について検討し、そして観光入り込み客の目標達成や

「おもてなし日本一」に向けての取り組みを実践してまいりたいと思います。 

 観光・イベント・スポーツ振興を総合的に推進し、地域経済の浮揚や、地域活性化につながる

ものとしてまいりたいと考えるところでございます。 

 スポーツ団体の振興につきましては、教育委員会の方で回答いたします。 

 続いて、畑かん事業についてでございます。 

 給水栓の設置についての手直し工事の補助ということでお尋ねでございますが、お答えいたし
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ます。 

 畑かん事業における給水栓までの工事の負担につきましては、国が50％、県が29.5％、市が

20.5％を負担し、受益者が同意をされた場所に受益者の負担なしで工事を実施しております。原

則給水栓までの工事につきましては、市が20.5％を補助しておりまして、移設に補助を出すこと

は二重補助となることから補助は行っていないところでございます。ただし、給水栓設置の工事

の関係でほ場への出入り等に明らかに支障を来し、農家の方々に不便をお掛けしているほ場につ

きましては、土地改良区や県と協議し、場合によりましては県から施工業者へ移設を指示するこ

ともあります。 

 これまでに、給水栓の移設をしたいと土地改良区に申請をし、移設された方が数件あると聞い

ていますが、全て自己負担で移設されております。問い合わせにつきましても自己負担で施工し

ていただくというような説明をしているところでございます。 

 以上のようなことから設置場所の状況等を総合的に判断し、県や土地改良区と連携を密にしな

がら個々の対応をしてまいりたいと考えております。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 サッカーフェスティバルは、議員も御案内のとおり先ほどもありましたが、毎年８月１日から

12日間、県内外の高校生を本市に招いて練習試合形式で行い、市内の高校のサッカーの先生方が

中心となって運営して、本市を含む高校生の競技力向上に寄与している大会であると認識してお

ります。 

 平成８年度にわずか８校で始まりました今大会も、前回平成21年度には86校まで広がってきた

大会でございます。開始当初から市といたしましては、市商工会とも連携しながら、石灰や水及

び氷の提供等の支援をしてまいりましたが、参加チームが年々多くなってきて、行政のバックア

ップも必要ではないかという意見もありまして、平成20年度に志布志市スポーツ団体誘致推進協

会が立ち上げられました。 

 その中で、このサッカーフェスティバルの後方支援という形でコートづくり、離島など遠方か

ら参加するチームのバスの送迎、開催散らしやパンフレットの作成及び水や氷等の提供等、側面

的な支援を大会運営者と相談しながら行ってまいりました。 

 このサッカーフェスティバルは、本市の地域経済やスポーツ振興の活性化に寄与しているもの

と、私ども教育委員会も認識しておりまして、教育委員会においてサッカーフェスティバル実行

委員会を立ち上げて、大会運営者の意見等を聞きながら本市で開催されるイベントの一つとして、

今後とも大会運営を支援してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○14番（長岡耕二君） 市長と教育長が言われたとおりでございます。 

 私も内容はあんまり詳しく分かりませんでしたが、主催者の方々の話を聞いてみますと、志布

志市教育委員会にもかなり協力をもらっているということで感謝しているということでありまし

た。 
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 その中で、ちょっと私が分からない点がありますが、第14回志布志みなとサッカーフェスティ

バル、これを資料をいただきまして見させていただいたとき、主催が志布志市サッカー協会、そ

して協賛の中にいろいろな会社がありますが、そのほかに志布志市スポーツ団体誘致推進協会と

ありますが、この団体の内容というのをちょっと教えていただきたいというふうに思います。 

○生涯学習課長（米元史郎君） お答えいたします。 

 目標とするものは、本市におけるキャンプ・合宿等を行うスポーツ団体を誘致して、併せて関

係機関・団体と連携し、来訪者を歓迎するとともに、スポーツ観光の誘客並びに振興を図るとさ

れております。 

 構成メンバーとしましては、市観光協会長、商工会長、旅館組合長、体育協会理事長、株式会

社ダイヤモンドフェリー志布志支店長、観光特産品協会、その他関係団体の方々ということで顧

問として、志布志市長、教育長、議会議長となっております。 

 以上でございます。 

○14番（長岡耕二君） 私がちょっと聞いたとき、やはり志布志市でも教育委員会という形で誘

致に協力をもらっているという話でありました。 

 この中で、主に主催されている先生方から聞いてみますとですね、今志布志でもこのスポーツ

団体誘致ということで、協議会が発足しておりますが、いろいろなイベントの中で誘致合戦がも

う始まっているということで、今回が16回目の資料を頂いておりますが、この中でも志布志が集

中してグラウンドも多くて、大変好評であるということでありました。その中でやはり誘致合戦

があって、昨年ここが大会ができなくて、ほかの大会に参加させてもらった。その中でやはり今

までこれだけ大きな大会になったんだが、今後を心配しているということを言われました。 

 その中でも、今まで大会があった部分の場所、そこがちょっと落ちめになって志布志も結構あ

るということで、今年の参加人数が100を超すんじゃないかという想像をしているということであ

りました。お問い合わせ、そして資料を送った学校が121校あるということです。 

 そして、志布志市の市長も言われたようにさんふらわあを利用されるチーム、そして宿泊の奨

励金なんかを今回から市から助成をいただくということでありました。その中でいわれる部分が、

今鹿児島県内でもいろいろな誘致合戦がありますが、そしていろんなところでみんな各市地域で

努力されているということを耳にはさんで、その中で一番大きく考えておられるのが誘致という

ことで、鹿児島市が今度大きなグラウンドができ、その中で新幹線、そして九州管内の方、そし

て志布志の場合はさんふらわあを利用されて大阪、京都、滋賀県の付近の高校生が来られるとい

うことであります。 

 そこで新幹線を利用して来られるチームがかなり増えて、今薩摩川内かどっかでか大会があり

ましたが、そこが宿泊がちょっと少ないということで、鹿児島からその大会に行かれるチームが

多いということで、その中で鹿児島で今度あれば、そこが大きな大会になれば、志布志もちょう

ど誘致にも今後どういう形で進むかということで心配されておりました。 

 市長や教育長が言われるとおり、経済効果というものがかなりのものがあるだろうというふう
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に市長も捉えているようにあるかと思います。その中で、やはりこれだけの大きな大会になった

とき、やはり誘致、実行委員会、それだけで可能なのかなというふうに思われます。その中で市

長も言われたように、いろいろなこの地域の特産品、そして入り込み客の計画に考えているとい

うことでありますが、その誘致合戦ということで大変主催者も心配されておりますが、その面に

ついて、市長と教育長がどのような見解をもっておられるか、ちょっとお聞かせください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 このサッカーフェスティバルにつきましては、市になる以前から尚志館高校の先生が自ら手作

りで大会を運営され、そして長年の期間をかけて現在のような大会に仕立て上げていただいたと

いうふうに本当に有り難い内容だというふうにいつも私も感謝しているところでございます。 

 昨年、残念ながらサッカーフェスティバルという形では開催できなかったところでありますが、

それでもこの地がいいということで30チームか40チームの方が交流練習をされていたようでござ

いました。 

 そして、今年はフェスティバルということで改めて募集をしていただいているということでご

ざいますが、現在の段階で100校を超えそうだということについては、本当に有り難いというふう

に思っています。 

 志布志市は、今回しおかぜ公園も新たに開設できたところでございます。ということで、さら

にこの大会については、たくさんの方が訪れていただく大会にしていきたいと、そして夏の大会

のみならず冬も、そして春もキャンプを張っていただきたいというようなことのお話もしていた

ところですが、今年は早速春のキャンプもアンダー15の方々が20チームほど来られまして、大会

ができているところでございます。 

 お話のように県内各地で、スポーツ団体の誘致が競い合っている状況でございます。その誘致

合戦に負けない形での本市でのスポーツ団体の誘致ということについて取り組むために、スポー

ツ団体誘致のための推進協議会を設置したところでございます。このような団体を通じて誘致に

努め、そしてまた大会開催となるとなれば現段階までは、今までつくり育ててくださった尚志館

の先生方が運営しやすい形の在り方という形で、今回の場合はサッカーフェスティバル実行委員

会を開催して運営するということになっておりますが、今後も開催するにあたって運営がしやす

い形がどのようなものか、そしてまた、更に大会を充実するためにはどのようなものが必要かと

いうことを先生方と協議しながら進めさせていただければというふうに思うところでございます。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 先ほど申しましたように、平成21年度は県内が42校、そして県外が44校、86校だったわけです

が、そのときはですね、会場は志布志運動公園陸上競技場、それからふれあい広場、多目的広場、

志布志高等学校グラウンド、松山の城山総合公園多目的広場を市内のものとしては使ったわけで

ございます。市外の会場といたしまして、鹿屋高等学校、鹿屋の田崎総合グラウンド、串良の平

和公園、それから大隅広域公園、都城工業高等学校で開催をいたしているところでございます。 

 本年度におきましても、参加チームの状況によって変わってくるとは思いますけれども、この



 （173）

会場に加えて、今回先ほど市長が申しましたように、しおかぜ公園の３コートを加えて開催する

ことになろうかと考えております。 

 ただこの会場、志布志を中心として行うわけでございますが、あと問題になりますのは宿泊所

の問題ですね、これをどういうふうにクリアするのかということ。それから人工芝ではありませ

んので、冬場の芝の養生を行わなければならないという天然芝のネックがございます。隣の鹿屋

辺りでは、ちょっと過酷に使いすぎて今度はもう使えないんじゃないかということもちょっと漏

れ聞いておりますが、そういうところもあるもんですから、これ以上を参加チームが増えますと

ですね、御案内のとおりサッカーというのはもうグランドを一面走り回るスポーツでありますの

で、大変グラウンド管理ということ等もまた問題が出てくるのではないかなと少し懸念している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○14番（長岡耕二君） ありがとうございます。私が質問しようと思ったところを教育長が答弁

していただきましたので、スタートしやすいんですが、今夏の大会ということで100チームほどが

ありまして、市長も言われたように春のキャンプということで、いろいろと多方面に盛り上がっ

ているということであります。 

 その中で、やはり教育長が言われたとおり、このグラウンドが12月１日からですかね、３月31

日まで芝養生のために使えないということであるということで、夏に来られたチームの方々から、

春、冬の冬休み、春休みのキャンプ合宿に利用したいんだけどということであるそうでございま

す。その中で、芝養生のためにこの場所が制限されるということであります。もし、夏の大会だ

けじゃなくて春、冬の大会があれば、この半分ぐらいのチームは来るだろうということでありま

す。ほかのところは、今教育長が言われたとおり人工芝の部分もあるそうでございます。 

 その中で、やはり宿泊施設、経済効果というものを考えたとき人工芝のグラウンドは考えられ

ないか。そして、この12月１日から３月31日までの養生の期間をちょっと短縮か、一部使える形

にできないだろうかと、そうすることによってかなりの経済効果、そして誘致にもほかの場所と

比較したとき、かなりの効果があるだろうというふうに聞いております。その部分とですね、や

はりこの志布志のグラウンドというのは集中もしておりますが、水はけがよくて、雨が降っても

使えるというのがここのいい条件だというふうに聞いておりますが、その人工芝と春の養生、そ

れに関連して市長、そして教育長はどのようなお考えをお持ちかお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 人工芝のグラウンドということにつきましては、私自身も何回も担当の方に検討をさせてきた

ところでございました。工事費に億を超える予算が要するということで、かなりこのことについ

ては、慎重にならざるを得ないなというふうに思っているところでございます。 

 しかし、人工芝があればＪ１も誘致が可能であるというような話も聞いておりますので、更に

このことについては検討を加えてまいりたいというふうには思っているところでございます。 

 そして、冬の養生期間の関係でございますが、尚志館の高校の先生にお話を聞きますと、それ
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なりの対応、予算と対応が管理があれば可能というようなお話も聞いているところでございます。

そのことについては、今回ふれあい広場、そしてグラウンド、それからしおかぜ公園というコー

トの使用状況等を見ながら対応をどうするべきかということを検討してまいりたいというふうに

考えるところでございます。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 ただいまも市長が答弁いたしましたように、人工芝という手も選択肢にあるわけでございます

が、大変経費がかかるということですね。試算によりますとですね、人工芝に思い切ってやって

しまった方が一時的には億という金がかかるけれども、後の維持管理のことを考えればとんとん

だという説もあるにはあるようですが、果たしてそういうものかどうか私もよく分かりませんが、

ところがですね、人工芝にいたしますと、利用種目が限られるわけですね。サッカーはもう使え

るわけです。 

 しかし、ほかの例えば今私どもが持っております運動施設は多目的に利用しておるわけでござ

いまして、人工芝にしたときにグラウンドゴルフでありますとか、ゲートボールでありますとか、

あるいはソフトボールでありますとか、そういうものに使用可能なのかどうかということになり

ますというと、やはりもうサッカー専用になってしまって、広く市民の方々に愛用していただく

ということにやや無理があるんじゃないかということも出てくるわけでございます。ですから、

一概に人工芝ということには踏み切れない事情も御理解いただきたいと思います。 

 それから、今市長もしおかぜ公園の話をいたしましたが、これは元来県の施設でありまして、

あくまでも港湾施設の中の緑地帯という位置付けでありますために、これを例えば人工芝にする

とかいうようなことは恐らくしおかぜ公園に関しては無理だろうなと、こういうふうに考えてる

ところでございます。 

○14番（長岡耕二君） 人工芝は無理だということであります。ちょっと小耳にはさんだことが

ありますが、芝の中でも冬芝というものがあるそうに聞いたんですが、この冬芝を混合して養生

のときどういう形で使えるかちょっと分かりませんが、冬芝を張って養生のときといいますか、

そういう形で使ったらいいよというふうに聞いた部分がありますが、そういうことは考えられな

かったのか、ちょっともう１回お願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 冬芝の養生といいますか、養成といいますか、冬芝については、夏場に冬に寄生する種をまい

て、水をまきながら管理していくということでグランドが用意できるというようなふうには聞い

ていたところでございました。 

 しかしながら、それをした中でそのような形のコートを使用する団体があるのかどうかという

ことも、まだ現在の段階でもないというようなことでございましたので、そのことについては取

り組んではいないところでございます。 

 しかしながら、今年の春のように春にキャンプを張っていただけるところがきっちりできてい

くということになれば、そのことについて取り組んでまいらなければならないのかなというふう
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には考えているところでございます。 

○14番（長岡耕二君） ぜひ、市長も教育長もかなり興味を持っておられますので、誘致合戦と

いうことで、かなりの地域との競争というものはあるだろうというふうに想像しております。後

であのときしていればよかったという後悔のないような形で、今後ぜひその誘致に負けない対策

をとっていただきたいというふうに考えます。 

 それとやはり、ほかのところのこともありますが、私が最初に言いました誘致と志布志サッカ

ー協会の主催でありますが、話し合いがつく形であれば、このサッカーフェスティバルを志布志

市の主催にする考えはないか。最後にお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 このサッカーフェスティバルが、現在まで連綿として、そしてまた隆盛を重ねる形で歴史的に

あるということは、先程来申しますように尚志館の先生方の熱心な働き掛けによりまして、全国

各地に働き掛けによりまして、このような形になってきているということでございます。私ども

はその先生方の今後も全面的な御協力をいただく、そしてまた先生方が動きやすい環境をつくっ

ていただくというような形での組織をつくって、本市に経済効果が及ぼすような形、そしてまた

スポーツ振興が図れるような形をとっているところでございます。 

 更に大会が大きくなってくるとすれば、新しい形での運営組織の在り方というものは当然考え

なければならないというふうには思うところでございますので、現在の関係者の方々の御意見等

を十分賜りながら、そのことについては協議は進めてまいりたいと思います。 

○教育長（坪田勝秀君） ただいま市長も答弁いたしましたように、教育委員会といたしまして

も先ほど申しました宿泊所の問題、あるいは冬場の芝の養生の問題、あるいは冬芝を植えていく、

これは冬芝というのは毎年植えていかないといけないと聞いておりますので、それのまた経費・

労力等々かかるようでございますので、それらとも十分の様子を検討しながら、これが大々的に

このフェスティバルを市の一大イベントとして更に発展させる余地があるのかどうかということ

は、十分研究してみないといけないなと思っております。 

 御案内のとおり、このサッカーフェスティバルというのは優勝を争うようなものじゃございま

せん。これはあくまでも選手個々の技術力向上、あるいはまた審判技術の向上というようなこと

をメインとしておりますので、今後またこれを例えば市長杯みたいなものを位置付けてですね、

そして優勝を争う、そういうイベントにするということになりますとまた話は別でございますが、

いずれにしてももう少し条件整備を考えてから、かからないと尻すぼみなってしまうという危険

性があると、このように考えております。 

○14番（長岡耕二君） ぜひこの大会を成功させていただいてですね、これに関連して春、冬の

キャンプ、そして先生方が思っておられますが、この高校のサッカーの選手がＪリーグとかいろ

んなところ、そしておられる方々おられるそうです。そういう人が大変志布志の条件というもの

を大変期待しておりますので、ぜひ前向きに考えて、この夏の大会だけではなく、そして春、冬

の大会も頭の中に入れて、そういう参加ということ。そして志布志を売っていくという形で、や
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っていけたら有り難いというふうに思いますので、ぜひそういう参考にして、この大会をいつか

は春の主催が志布志の市長杯とか、これは教育長が言われたとおり借りて言いますと、そういう

形で発展していったら有り難いというふうに考えています。 

 ぜひ、放っておかなくて前向きに進めてほしいというふうにお願いして、このサッカーの方は

質問を終わり、次にいきたいと思います。 

 今畑かんの方に進みたいと思いますが、市長が言われたとおり、畑かんが水が供給でき、そし

ていろいろな形で畑を使われてまいりました。その中で、耕作する人と地権者という形で、今か

なりそういう形が増えてきてまいります。その中で、畑かんの放棄といいますか、畑の一画にあ

るわけですが、私が農家の方に聞くこととですね、地権者そして利用される借りられる農家、そ

の中で、やはり問題がかなり増えてくるような気がいたします。貸す人はその土地だけしかあり

ません。借りる人は大型農家になっていきます。そうすることによって農機具が機械が大きくな

って邪魔になる部分がかなり増えて、今もきていますが、今後はなおさら増えてくるんじゃない

かなというふうに考えています。私が農家さんと畑かんの松山に事務所がありますよね、あそこ

に申請してくれということで農家さんと一緒に行ったときの話でありますが、やはり一画のあの

入り口の所をのかすだけでも四、五万円はかかりますよということでありました。 

 そして、そのパイプから短くする方は、そう余計はお金は要らんかもしれんけど、延ばす方に

しては、かなりの金額として工事費が負担しなくてはいけないということを聞きまして、地権者

の方もそれだけの手出しであればもうやめておこうという感じであります。 

 そうすることによって、借りる農家が制限されるというのが現実であります。そういうところ

を考えて、もう１回市長の答弁をお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話がありましたように、新たにこの給水栓の移設を望まれる方については、そのよ

うな事情があるようでございます。 

 しかし、私どもまた国・県の方につきましては、今回の移設につきましては、原則自己負担で

していただくというようなことでしていただいているところでございます。 

 この事業自体が給水栓の設置につきましては、県営事業で個人の負担がないという形で設置を

させていただいてるということでございまして、その設置に際しましては、十分地主の方と協議

を重ねた上で設置がされているということでございます。 

 その後、今お話があったようなことで土地の利用状況が変わるということはあろうかと思いま

すが、そのようなことで給水栓の設置については事業化されているということで、その後につい

て移設の希望をされる方は自己負担でお願いしているということでございます。 

○14番（長岡耕二君） 給水のその事業は、やはり個人負担ということでありますね。 

 やはり、今はそれでいいかもしれませんが、農家の事情、そしていろいろな形で利用される方々

に利用しやすい形をつくるということも一つの条件ではないかなというふうに考えています。 

 それはなぜかと言いますと、この移設のお金だけではなくてですね、利用される場合は、反当



 （177）

１年に幾らずつですかね。その部分とか事業費はあまり自己負担がなかったんですが、あとの維

持ということで、かなり負担が増えてくるだろうというふうに考えていますが、その部分につい

てお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 移設を希望される方は先ほどから自己負担でお願いしたいということでお話しているところで

ございますが、そのケースによりまして費用が違うということで、おおよそ低い方で5,000円、そ

してまた高い方でも５万円ぐらいでできるというようなことの見積もりがあるようでございます。

ということで、今後もそのような形でお願いできればというように思います。 

 そしてまた、この給水栓につきまして、私どもが設置の取りまとめをしたところでございます

が、それについては、十分地主の方の同意をいただいて設置がされたと。そしてまた、その後に

つきまして今後は水の利用という問題があるわけでございますが、水の利用については、その耕

地の性質によって利用の料金の体系が決められているということでございますので、その耕地の

作物によってそれぞれの耕地の水の使用料については、地主の方、耕作者が十分御承知の内容か

というふうに思っているところでございます。 

○14番（長岡耕二君） 作物によって利用の金額が違うということで、ちょっとその部分をちょ

っと説明をお願いします。 

○農政課長（上原 登君） 畑地かんがいの水使用料につきましては、普通畑で10ａ当たり3,600

円、施設園芸のハウスで6,000円、お茶で１万2,000円利用料をいただいております。 

○14番（長岡耕二君） 今説明があったとおりでございます。3,600円から１万2,000円まであり

ますが、この部分がやはりこれは耕作者が払うということですよね、地権者じゃなくて、ちょっ

と教えてください。 

○農政課長（上原 登君） 基本、水使用料につきましては、耕作者の方がお支払いになる部分

が多いのではないかなと思いますが、中には地権者の方がお支払いになり、それが借地料の中に

含まれる場合もあろうかと思います。 

○14番（長岡耕二君） この部分がですね、やはり今後どういう形で進んでいくかということが、

やはり関心があるわけですよ。何でこういうことを言いますかと言いますとですね、やはり今後

畑地かんがいのされているところの借地料というものがですね、やはりいろいろな形で変化して

くるだろうというふうに考えます。それはなぜかと言いますと、今までは反当幾らということで

耕作者も借りるわけです。そして、地権者も反当幾らということで借地料を決めるわけですよね、

お互いに。その中で耕作する人がですね、うちの機械は入らんからほかんとこに借りてもらって

くださいとか、そういう部分がかなり出てくるわけですよ。 

 最初、地権者と耕作者と契約されておって、畑の入り口というか、その農家によって機械の大

きさが違うわけですよね。そのとき、私が聞いたときがうちの機械が入らんからほかの人に貸し

てくれということで、そういう形で、この邪魔になる部分をのかすか、それともほかの人に貸す

かということでですね、いろいろそういう今後の問題点っていうのがかなり出てくるような気が
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いたします。 

 それをやはり行政の中で、余計は要らないと思うんですよね。市長が言われたとおり私が聞い

たその場所で聞いたのが、１回、のかすのに普通が平均で４万円から５万円ぐらいでしょうとい

うことで話、畑かんの事業所の中でそう言われました。 

 やはり、今耕作する作物が少なく制限される中でですね、借地料の問題がかなり出てくるわけ

ですよ。その中で負担がお茶の場合が１万2,000円、そういう形でありますが、やはり今後また問

題になってくるだろうというふうに考えますが、そういう形で農家の負担というものがかなりの

部分出てくるだろうというふうに考えましたので質問させていただいておりますが、今は少ない

かもしれませんが、今後はかなり増えてくるだろうというふうに考えていますので、ぜひ今後の

検討材料として考えなければいけないというふうに考えています。その部分で市長はどういうふ

うにお考えになるか、もう１回お願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 県営事業につきましては、東部で88.2％、南部で59.8％ということで、東部でも間もなく終了

するということになります。そして、南部でもあと３年、４年すれば済むということになろうか

と思いますが、そのような中で工事がされている中で、そのような移設ということについての補

助ということについては、難しいというふうに考えるところでございます。 

 工事完了後、何年かたって、また新たな、議員御指摘のように新たな畑の利用の形態が多く見

られるというような中での対応が必要ということになれば、そのときには何らかの形で農業振興

という見地からしなければならない場面もあるのかなというふうには思ったところでございます。 

○14番（長岡耕二君） ぜひ、そのときは理解して考えてください。 

 これで、私の質問を終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、長岡耕二君の一般質問を終わります。 

 ここで、２時15分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後２時04分 休憩 

午後２時15分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 鬼塚議員、早退です。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、４番、丸山一君の一般質問を許可します。 

○４番（丸山 一君） 昼からの一番眠い時間帯ではありますが、執行部の明快なる誠意ある答

弁を求めて質問をいたします。 

 冒頭にあたりまして、一言、市長にお伺いをいたします。 

 市長は施政方針の中で、自然災害等につきましては、情報をいち早く伝達するための手段とし

てうんぬんとあります。しかしながら、先日行われた公的会議におきまして、この地域は過去を
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ひもといてみても地震・津波などは絶対発生しないと断言されたようであります。 

 このことは、我が地域は安心・安全な地域であるから安心してくださいよというような意味で

発言されたのではないと思うんですけれども、出席者にとっては真意が伝わっていなかったので

はないかと思います。昨日、８番議員も言いましたけれども、そういう意味で言いますけれども、

出席者の何人からか電話等がありまして、課長はこう言ったよ、市長はこう言ったよというよう

な言い方をされて、断言するとはどういうことだとこういう時代に。過去にもいろいろ地震等も

あって津波等もあったじゃないかと、それを絶対起きないんだという断言をされたよって、かな

り憤慨されて実際おったわけですね。 

 そういうことを考えますと、実際地震災害等が津波等が起きないんであればですね、防災計画

を先ほどから答弁で言いますけれども、防災計画の見直しをするんだとか。今回の補正予算の中

でも嘱託職員を１名任命したい旨、議案提案がありましたけれども、それは何だろうかなと、実

際私は感じます。 

 しかもこの６月議会におきまして、13人が一般質問をしますけれども、その中の８名が防災に

ついてであります。ということは、地域の代表である我々議員がですね、やっぱりこの東日本大

震災に鑑みて実際それだけ意識が高いということを代弁しております。 

 そのような形の中で、共通認識を我々持っているのにも関わらず課長、市長等がそういう発言

をされたということは、何をかいわんやと私は考えました。やっぱり公人である人たちがですね、

発言をする以上は、やっぱりＴＰＯを考えて慎重な発言をするべきだと思います。 

 そしてまた、危機管理意識が低いんではないかというふうに考えます。 

 そのように過去に発言をされた。市長はですね、そういう発言はやっぱりＴＰＯを考えて慎重

な発言をしていただきたいと思うんですけれども、市長の見解をお伺いをいたします。 

○市長（本田修一君） 丸山議員の御質問にお答えいたします。 

 昨日の質疑の中でもそのことについて御質問があったようでございます。私といたしましては、

その発言につきましては、過去志布志湾においてはそのような大地震、あるいは大津波が発生し

た痕跡はなかったというようなふうにお話を申し上げたところでした。 

 それはまた、昨日も担当課長の方で改めてお話を申し上げましたように、そのような歴史的な

ものがなかったということでありまして、それでは、その歴史の長さは幾らかということを考え

たときに考えれば、その歴史の単位で超える歴史ではあったのかもしれないというふうには今反

省して思い直しているところでございます。 

 それは、昨日の議員の中のさまざまな資料に基づいたお話の中で改めて認識をさせられたとこ

ろでございます。 

 しかし、昨日以前の中でも改めて東日本大震災というものの大きさというものを考えるならば

防災計画の見直しというものは、当然必要だということの認識は持っていたところでございます。 

 今後、今お話がありましたように、公での発言につきましては慎重な形で発言をしてまいりた

いというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○４番（丸山 一君） ここに週刊ポストがあります。私は市長のところに持っていきませんけ

れども、この中にですね、やっぱり過去日本史上の主な巨大地震といたしまして、869年です。こ

れ貞観（じょうがん）地震と言いまして、マグニチュード8.3～8.6だと、概要的には東北三陸沖

でこれが発生した。確かテレビで見ましたけど、これは東北大学の地質学の教授が発見を、内陸

部確か５㎞ぐらいの崖の所から探しまして、それが海岸の砂泥等が堆積していたというのがあり

ました。そのときの津波の高さが確か40ｍ、東北で40ｍの津波が起きたんであれば、多分こちら

にも何かしらの影響はあったであろうと思います。 

 それと今度は1498年ですから、鎌倉幕府ができて６年ですよね。1492（いしくに）だから６年

です。これは明応地震と言いまして、太平洋の広範囲に大津波が発生した。昨年の10月の末に行

きましたけれども、鎌倉の大仏殿が倒壊をしております。鎌倉の大仏殿と言いますと海岸から何

キロあるんですか、２㎞ぐらいだと思います。高さ的に言うと相当な30ｍか幾らか高いと思うん

ですよ。でも、あれは大仏殿がむき出しになっている。ということは、建物が崩壊してなくなっ

たということであります。 

 それと、慶長伏見地震というのがあります。1596年、これは関ヶ原の戦いのちょっと前になり

ますね。これは伏見城が倒壊したということであります。 

 1707年、これは宝永地震というのがあります。東海・東南海・南海というこれが３連動で起き

た地震でありまして、富士山もそのとき爆発をしておるというのがあります。 

 1853年、1854年、1855年で安政東海、南海と江戸という大きな地震が起きております。これが

8.4です。そのときに静岡の方にあります駿府城と掛川城も倒壊をしておる。江戸においては埋め

立て地が相当やられたというのが、実際過去にもあるわけですね。 

 それとチリ沖地震では、私がいろいろ聞いたところ、安楽川では平城橋上流の方で、平城橋か

らちょっと300ｍぐらい上ったところ右側にう回をしてＳ字になってますね。あそこの所まで川を

遡上している。菱田川ではですね、蓬原橋のたもとの所にはボートの練習場みたいなのが今は使

ってないですけど、ありますよね。あそこまできているわけです。前川におきましては、市街地

で床下、床上が相当数出たということが実際あります。 

 それと1911年です。これは喜界島でマグニチュード8.0が発生をして首里城がやられたと、たま

たまそのときの建物が低くて、地震によって亡くなったのはたった一人だったということであり

ます。そのときも津波が発生しております。 

 過去にもですね、あまりにも資料が多くて夕べ取りまとめて持ってくるとき、訳が分からなく

なったんですけれども、日向灘沖地震がですね、過去100年ぐらいの間に30回か40回ぐらいマグニ

チュード３から４、５というのが発生してます。ただ、ここ30年ぐらいはあまりないですよね。

ということは、かなりのエネルギーがたまっているなと、もしもプレートの跳ね返りがあったと

きには相当なことが起きるなと、私はそういうことを実際考えておるわけですね、ですからいろ

んな対策を考えてやってきておるんですよ。我々がそういう意識をもって取り組んで、防災士会

で一生懸命しているときに、市長等がですね、そういう発言をされると、いかがなものかと思い
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ます。 

 それと、８番議員は昨日、ＭＢＣの津波のシミュレーションを示しましたけれども、私が見た

のは文部科学省が作ったシミュレーションです。それを見ますと東海、東南海、南海の地震で３

か所で例えばマグニチュード７とか８ぐらいが起きたときには、津波がどういうふうに発生する

かというシミュレーションです。実際これ私は映像で見ました。ただ志布志湾にも相当な高さで

押し寄せてくるというのは、津波のシミュレーションがあるわけですよ。ですから、そういうこ

とを考えますとですね、実際我々はこの志布志湾地域は、そういうことはないんだなと、ないと

いうような断定的なことをされるんではなくて、先ほど市長が答弁をされましたけれども、やっ

ぱり慎重に公的場で発言をする場合はですね、そういう発言をお願いをしておきます。 

 それでは、通告に従いまして質問をしていきます。 

 まず１番目、市内自主防災組織の確立について、お伺いをいたします。 

 今回の東日本大震災の報道等を見ますと、隣近所声を掛け合って、助け合って逃げ、よかった

というのをテレビ等でよく見ました。やっぱりこれは日頃からですね、隣近所でコミュニケーシ

ョンを図って深めておけばいざという場合にお互いが助け合うこともできるし、自主防災組織が

機能しておけばかなりの確率で生存率が上がるんだなということを認識いたしました。 

 そのような意味からも自主防災組織の確立が急がれるわけですが、我々防災士会の指導で有明、

松山、志布志の順番で確か自主防災組織の確立をやってまいりました。あと確立されてないのは

どのぐらいなのか認識しておられますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 松山地区、志布志地区、有明地区とあるわけでございますけれども、全体でまだ157が組織化さ

れてないということで、68.9％の組織率になっているということでございます。 

○４番（丸山 一君） 我々防災士会のですね、前原さんと川崎君、大浜さんが一生懸命になり

まして、自主防災組織の立ち上げに一生懸命になっております。 

 まだ157ということでありますが、今年は有明の川西地区が二つ、志布志の方で６か所をぜひや

りたいという意気込みでおります。私らも行ってくれという電話は来るんですけれども、あの人

の性格上ですね、その日の朝に電話して来るもんだから、なかなか対応できないというのがあり

ます。この自主防災組織はですね、我々地元は特に海岸端に住んでおりますので、いざという場

合のやっぱりお互いの助けあい運動を考えますと、ぜひですね、これを自主防災組織というのは

必要だなと考えます。 

 特に、こういう大震災の後ですので、できれば海岸端等もですね、できればぜひ立ち上げて、

日頃からいろんな活動をしていただきたいというのがあります。我々防災士会が行くんですけれ

ども、そのときですね。 

 ぜひこの自主防災組織をですね、全集落立ち上げていただきたい。先ほどの今までの市長の答

弁の中にありましたけれども、やっぱり369ある自主防災組織の中で、５人とか10人とかいうよう

な小さな組織もあるわけですね。そういうところで、自主防災組織の立ち上げというのはなかな
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か難しいとは思うんですけれども、なるべく、自治会の合併じゃないですけれども、それを進め

ておりますし、なるべくこの自主防災組織の確立というのに市の方もですね、真剣に取り組んで

いただきたい。その中で我々防災士会とタイアップをいたしまして、その中でと私は思うんです

けど市長、どうですか。 

○議長（上村 環君） ここで申し上げます。 

 会議規則第83条の規定により、会議録署名議員に鬼塚弘文君と丸﨑幹男君を指名いたしましが、

先ほど鬼塚弘文君が早退をしたために、会議録署名議員に野村公一君を追加して指名いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の大震災を受けまして、市民の方々が防災意識が高まってきていると、そしてまた自助・

共助・公助による、そしてまた近所の助け合いによる組織での災害に際しての救援体制というも

のが必要だということについて、十分認識が高まっているということにつきましては、昨日来答

弁しているところでございます。 

 実際、議員もお話がありましたように、そのような申し出という形での設置が見込まれるとい

うことでございますので、私どもといたしましても、全面的にこのことにつきましては組織化に

取り組んでまいりたいと思います。 

○４番（丸山 一君） それでは、次の、防災マップの見直しと津波ハザードマップの周知徹底

について、お伺いをいたします。 

 現在防災マップと津波のハザードマップはどういう状況になっているか、再度お伺いをいたし

ます。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 防災マップにつきましては、合併後平成19年度に旧町の防災マップを基に、避難場所や土石流

危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、津波・高潮警戒区域等を掲載しましたマップを作成して、市

内全世帯に配布を行っているところでございます。 

 見直しを今回するということでございますが、現在のところ、今年の12月をめどに土砂災害警

戒区域の指定に向けて、市内の帖、新橋、伊﨑田の地区において作業を進めております。この作

業を終了いたしまして、区域の指定がされるということになりますので、合わせてマップの見直

しをしていきたいというふうに思います。 

 そして、ただいま議論がありますように津波につきましても、改めてこのことを盛り込んだ形

でのマップの作成をしてまいりたいと考えております。 

○４番（丸山 一君） 防災マップは各世帯に配布はしてあると、今度の大震災の影響によって

見直しをするんだという答弁ですよね。 

 我々自主防災組織を立ち上げるときに立ち上げた自治会におきましては、我々も配布をしてお

ります。防災マップをですね。我々の物とそういうのを協議をしながらですね、進めていけばと

思います。 
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 それと、津波のハザードマップも実際我々は作っております。この海岸流域を約２ｍぐらいの

長い紙に図面上落としまして、それを実際作っておりますので、できればですね、そういうとこ

ろも活用していただければと思います。 

 もう一つ申し上げたいんですけれども、情報基盤整備事業が７月より実際稼働するわけですね。

そのときに確か市民チャンネルというのがあったと思うんですけれども、そこにですね、できれ

ば防災マップなり津波のハザードマップ、津波のシミュレーション、そういうのを載せたら皆さ

んにも情報開示ができるし、ただ書面上とかですね、こういう書類上とかこういうので皆さんに

配布してもぱらぱらっとめくってテーブルの上に置くのが通常なんですよ。ですから、テレビ等

で見せるようにしたらどうかと思うんですよね。我々議会も議会中継をするということですけれ

ども、――――――――――――を映すよりはですね、そういう形の方法をした方がいいんじゃ

ないかと思うんですけど、市長、どうですか。 

○市長（本田修一君） 情報通信基盤整備事業によりますサービスに行政告知端末機での告知放

送、そして、ＣＡＴＶ局による市民チャンネル開設があるところでございます。 

 どちらのサービスにつきましても、この防災情報というものについては頻度を高めて流してい

きたいと。そしてまた、内容につきましても現実的に特にテレビにつきましては、現実的に緊迫

感がある形での映像というものを流してまいりたいというふうには考えているところでございま

す。 

○４番（丸山 一君） 市民チャンネルでですね、皆さんが見れるようになりますとやっぱり意

識向上もするだろうし、やっぱり防災教育という面からもですね、すごく僕はいいと思うんです

よ。 

 それとやっぱり映像で津波の到着という形をですね、僕はテレビで何回も見ましたけれども、

ああいうふうに実際に自分の目で映像で確かめるとですね、やっぱりこれは危険な区域にいるん

だなというのが実際分かると思うんですよね。ですからできればですね、８番議員も言いました

けれども、ＭＢＣのニューズナウで出たものもあるし、文部科学省のものもあります。ですから

そういうのをですね、ぜひ皆さんにお示しをというふうに考えておりますので、その取り組みを

最善を尽くしていただきたいと思います。 

 次に、緊急時の連絡は大丈夫か。道路整備について問うであります。 

 現在志布志市内では防災無線による市民への情報伝達がなされておりますが、風向きや戸締ま

り、車の中等々の理由により、全然聞き取れない状況にあったりいたします。そんな中で情報を

キャッチした人が隣近所に伝え合うことで少々はカバーできるのではと考えます。幸いにして、

我々市内におきましては、情報基盤整備事業は６月末をもって完成し、７月より運用開始となり

ますので、行政告知放送端末により緊急時の連絡は今まで以上に可能になるんではないかと考え

るわけですが、市長の見解をお伺いをいたします。併せて現在の加入率がどのぐらいなのかもお

示しをいただきたいと思います。 

○議長（上村 環君） 答弁準備のため、しばらく休憩いたします。 
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──────○────── 

午後２時41分 休憩 

午後２時44分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 会議を再開します。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） まず告知放送の申し込み状況でございますが、３月31日現在で

１万3,136世帯で、申込率が市全体で94.2％でございます。 

 それから、ケーブルテレビの加入状況につきましては、６月２日現在で3,729世帯となっており

ます。 

○市長（本田修一君） 今課長の方からお答えいたしましたように、１万3,000を超える世帯が行

政告知端末機を設置していただいているということでございますので、当然ただいま議論になっ

ております津波が襲来される地域についても、かなりの確率で行政告知端末機が設置されますの

で、その際には、放送等が直前まで十分に発せられるという内容になろうかというふうに考える

ところでございます。 

○４番（丸山 一君） 今の答弁にありましたとおりですね、行政告知放送端末が94.2％も市内

の世帯に入っているということであれば、緊急時の放送はかなり徹底されるんじゃないかと、非

常に喜ばしく思っております。 

 実際、今までの緊急時の放送はですね、車におったりとか、戸締まりをしちょったりとか、雨

が降ったりすればなかなか風向きとか考えればなかなか周知徹底はできなかったというのが実際

ありまして、この間の３月11日の日もですね、あれは到着時間は４時半だったと思うんですけど、

なかなかですね、放送を僕はもう何回も聞いたからうちに帰って自治会放送を３回したんですよ。

それでも集落内を心配になったから回ってみたところ、ほとんどの人がいるわけですね、坂を上

って来たのは92歳になるばあちゃんが一人だったですよ。そんなもんなんですよ、実際がですね。

第２分団の人たちと手分けをして、ずっと走り回ったんですけれども、実際、「くいもんや」と、

「心配ないが」というような意識レベルなんですよ。ですから、僕はそういうことを含めてこう

いう教訓を生かせという意味で実際いたします。 

 やっぱり94.2％もですね、これだけあるということはすごく有り難いと実際思います。ケーブ

ルテレビはもうあれは営業上の問題ですから、あればいいんですね。これを100％という形にはで

きないんですか。 

 それと市内の公共施設にはもう全部付いているんですかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月31日まで94.2％ということで、私どもはこの行政告知端末機の設置については、何回も何

回も設置を希望されない方について御案内申し上げ、設置していただくよう要望を重ねてきたと

ころでした。 

 しかしながら、６％未満の方が設置ができなかったということについては、残念な結果になっ
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たところでございますが、今後改めて今議会にもこのような方々にも対応するべく予算の計上が

してありますので、また審議いただきまして、その上で私どもとしましても緊急時にこのような

システムで対応できるんだということを改めて御案内を申し上げて、加入率を少しでも高めるた

めの取り組みをしてまいりたいと考えます。 

［丸山一君「公共施設はどうなんですか」と呼ぶ］ 

○市長（本田修一君） 公共施設につきましては、本事業の中で、全て設置がされております。 

○４番（丸山 一君） なお一層の努力をされまして、ほぼ100％になるようにお願いをしたいと

思います。 

 それでは、道路整備についてお伺いをいたします。 

 今までの何回も質問をした結果ですね、私らの区域は前は海で後ろは崖やと、大変な所に住ん

でいるんだなと、同僚議員から冷やかしをいつも言われるんですけれども、実際我々は大変な区

域に住んでおりまして、でかい台風が来たときはですね、私が小さいときもかなり台風の最中に

ですね、逃げ回ったこともあります。前の松林の前に堤防がなかったもんですから、松林の中を

台風の越波（えっぱ）ですね、波がきよったわけですね。旧国立病院の下辺りまで水につかった

りということが実際あったわけです。 

 今は、管理道路と言いまして築堤がされておりますので、それを飛び越えるということはない。

ただ、７年、８年前にはあの堤防がなくなったという事実はあります。ですから、そういう危険

な区域であるということを我々地区民は、皆さん認識はしております。 

 その中でですね、やっぱり道路整備についても必要だなということで、旧町時代に私は一般質

問をしております。これは有明町と大崎町との境目、飯山歯科から下の方におりて、旧役場職員

の竹之内さんの家までのあの区域です。150ｍぐらいしかないんですよ。あそこをできれば、新設

道路を造って、ちょっと１ｍぐらいの高い道路にしていただきたいというのを前もしたことがあ

ります。 

 その理由は、菱田川の水位が上がりますと、あそこの我々通山地区から西押切地区まで流れて

おりますシラス対策事業で造った排水路を逆流して、今度は菱田川の水が上がってくるわけです

ね。あそこには水門は付いておりますけれども、あの水門がゲートが閉まらんわけですよ。何回

も県には、今まで何回も申請はしております。ちょこっとした、溝口さんが県議会の議長をされ

るときも来られてしましたけれども、応急処置をされただけであって実際ゲートが完全に閉まら

んもんだから、川の水が逆流してきて、原田一三さんのところなんか今までも３回か４回か床上

浸水をして、電化製品もそのたんびに駄目になっているというのは、実際事実があるわけです。

ですから、原田一三さんの後ろに道路新設をしていただきたいというのが実際あります。 

 菱田川の右岸側になりますけれども、菱田地区にあります水路があります。上松広場の方から

流れてくる水門があります。今回はあそこがですね、改良工事がされるわけですね、同じ菱田川

の右岸、左岸の所でありながら何で向こうが改良工事がされて、我々の地域の方はされないんだ

ろうかと思いますので、そこをですね、調査していただいて、ぜひ水門の改良工事と、もしくは
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水路のかさ上げ工事というのも検討をしていただきたいと思います。 

 それと、私は通山の信号から上に登る道路、この間、通山小学校の子供たちが避難訓練をする

ときに駆け上がった道路であります。当日ですね、教頭先生が子供たちを引率して走っていくと

きに、下から見て左側の方ですよ、車道ですよ、あそこは歩道がない。車道の所を登っていくん

だと教頭先生が言われたから、車道だったら危ないですよと。上から車が降りてくる所に子供は

行くわけですから、「駄目ですよ」と言ったんですよ。 

 ところが、教頭先生はどう言われたか、「いや丸山さん右側の歩道はやばいですよ」と、「何で

ですか」と言ったら、法面工事は全部されてますけれども木があるわけですね、上の方に。特に

坂を上りきる辺りはオーバーハングになってまして、通山保育園に入っていく所のあそこに木が

いっぱいあると、「子供たちをこういう所を走らせるわけにはいかん」と言われたんです。「いや

車道を走るよりはこっちの方がいいだろうと」言ったんですけれども、もう聞かずにですね、車

道を駆け上がっていかれた。ですから、なぜああいう意識になるのかなと思いますと、やっぱり

歩道を駆け上がっていくと、木がもしもということがあるから教頭先生はそういう答弁をされた

と思うんですよね。そういうことを私も前からも想定をいたしまして、道路左側の谷を埋めてく

れと言っていますよね。実際埋められてもう５年たつんです。執行部に聞きますと、「いや丸山さ

ん自然転圧をしとるとこや」と、ところがもう５年もたつとですね、自然転圧は十分じゃないか

と思うんですよ。 

 ですから、今回の避難訓練を考えましてもですね、教頭先生の心配もありますので、できれば

道路をセンターに動かして、今埋めて５年たつわけですから、そこを道路のセンターにしていた

だけるように、測量は確か終わってますよ、あれはびょうが打ってあるから。だから、ぜひそこ

をですね、道路改良という形でやっていただきたいとあります。 

 それともう一つ、有明町と志布志町の町境にあります線路跡地から海岸までの道路です。これ

も今まで２回ほど一般質問をしております。 

 今回、有明町が造ってきた水路、それに志布志町の方に水路が上げて、直線で今度は安楽川に

水がいくようにしました。 

 だから、この町境の所が手前側が民地なんですよね、コンクリート柱が立ってると、地元の人

が海岸に行ってて、帰ってくるときにコンクリート柱の所を90度で逃げなくちゃいけないと、し

かも軽トラしか通らんと。邪魔なような、これはいざというときには何かおきっどなと、通常で

もこれは車を引っ掛けたり、何たり起きるなというのがありまして、地区の人たちも「できれば

ここに道路ができればよかたっけどな」と言われます。 

 線路跡地も、今まで何回も言いましたけれども、冠水も今度の雨はちょっとしょぼしょぼ雨で

すから起きてないんですけれども、何回も道路改良をされても冠水をしておりますので、ぜひで

すね、その冠水をする水を分離をする意味でも何回も私は言いましたけれども、できればですね、

そこを道路改良と、あそこは距離も短いですから、250ｍぐらいかな。ですから、そこを埋めてで

すね、どういうふうに対応するのか、お伺いをいたします。 
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○市長（本田修一君） 何点か御質問がございましたので、順番にお答えしたいと思いますが、

まず、竹之内さんの所に至る道路につきましては、町境の所の道路につきましては、非常に狭あ

いだということで、私自身も何回も通りまして、その改良ができないかということの話をしてい

たところでございます。 

 用地買収の件で何か引っ掛かっているというようなことで、話が進んでいないのではないかと

いうようなふうに聞いていたところでございました。 

 また今後、そのことにつきましては、改めて調査をいたしまして、そして大崎町とも協議をし

なければならない区間でございますので、協議をさせていただければというふうに思います。 

 それから、その地区から菱田川に至る所の水門の件でございますが、このことについても改良

の要望は重ねているところでございますが、大崎町側ができるとなれば、改めて私どもの方の志

布志側についても要望を申し上げたいというふうに考えるところでございます。 

 それから、保育園下の道路改良についてでございますが、御指摘のとおり、現在埋め土をしま

して、もう３年ほどになっているんではないかなというふうに思っています。地盤もそれなりに

落ち着いてきていると思いますので、今後上の改良部分が進むとともに、その上についても改良

の工事の予定としておりますので、しばらく待っていただければというふうに思っております。 

 それから、一丁田の方の海岸でございますが、このことにつきましては、排水の分散なども含

めて考えていかなければならないということの答弁をしているところでございますが、整備をし

ていくとなればその手法、そして費用と。 

 また、今お話がありましたように、個人の所有地でそのような障害物が立てているという、そ

のような経緯等も複雑な経緯があるようでございますので、そのことについても整備をしていか

なければならないということでございますので、慎重に対応させていただければというふうに思

います。 

 そしてまた、海岸からの避難ということでございますが、このことにつきましては、もう少し

道路自体をきちんと整備すれば、それなりの対応は可能かなというようなふうには思うところで

ございます。迅速に避難ができるような形での対策にさせていただければというふうに考えてい

るところでございます。 

○４番（丸山 一君） まず、有明町と大崎町の町境の道路についてですが、地権者もですね、

我々の知っている人だけでありますので、進みやすいんじゃないかと実際思うんですよ。用地の

種目によってちょっと面倒なところがあります。 

 中島坂もですね、なぜこうまたまた言いますかというと、坂を上りきった所に今度宅地造成が

始まったわけですよ。その道路と市道と市有地との取り付けの関係がありますから、またそこで

道路を上げるとか、市の方は道路を上げるということをしていますけれども、今度は宅地造成を

する業者さんは、今の市道の高さで取り付けをしています。ですから、そういうところを含めて

ですね、できれば対応を早くしないと、また後でトラブルになるなというのがあります。もう実

際５年ぐらいたつわけですから、自然転圧はあそこは十分です。小学校の子供たちが、また避難
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訓練を来年する時もですね、また今のままであればまた車道を走ってこないかん。実際、車道を

降りてくる車のドライバーがですね、目を白黒してるわけです。子供たちがいっぱい自分の目の

前から出てくるわけですから、ですから我々も一生懸命になってガードをしながら上らせていき

ましたけれども、そういうことを考えればですね、ぜひこれはなるべく早く対応をしていただき

たいというのがあります。 

 あと一丁田の所に関しましては、それは民地がありますけれども、実際あれは民地の中を便宜

的に昔から我々が利用してるだけであって、あれは実際道路じゃないんですよ。祝田さんが釣り

具してる時からもですね、ありましたけれども、それ実際利用してるだけでありまして、養豚場

が昔ありましたけれども、そこを通りながらしよったわけですから、できればですね、そういう

ことを含めまして対応をしていただければと思います。 

 それでは、次の津波避難訓練の実施状況についてお伺いをいたします。 

 昨日、８番議員がですね、名取市の松林を飛び越えてくる写真を朝日グラフの写真を見せまし

たけれども、あれはですね、実際私もでかい津波がきたときのことを考えて、ああやっぱり自分

が思っていたような映像ができたなと。実際自分も思ったんです。僕らの手前の松林を飛び越え

てくるとああいうふうに絵になるわけですね。しかもテレビで見たときに、松林を飛び越えてく

る波の手前側の県道か市道か知りませんけど、軽トラなんかじゃんじゃん走ってましたよね。多

分あれも全部巻き込まれて、多分亡くなられたと思うんですよ。 

 ですから、ああいうことを考えて私は議員になりました年にも一般質問をして、避難訓練をし

たらどうかと、７年か８年前になりますけれども、そのとき１回だけ行われて、あと行われてな

いんですよ。なぜ、ただ１回で終わってしまったのか、見解をお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話になられました件につきましては、平成17年に有明町で津波避難訓練を実施して

いるようでございます。 

 その後、この地区におきましても津波避難訓練というような形での訓練は実施しておりません。 

 今、振り返ってみますと、その後、災害等が発生しているわけでございますが、集中豪雨的な

災害の発生、土砂災害が多かったということで、それに対する訓練というものを総合防災訓練と

いうような形でやってきているところではございます。 

 そういう観点からの訓練になってしまってきた結果、津波に対しての訓練がされなかったとい

うふうに思うところでございます。 

 今後は、津波を中心とした訓練を重ねてまいりたいというふうに思うところでございます。 

○４番（丸山 一君） 今市長の答弁にありましたけれども、実際５月25日にですね、通山小学

校の避難訓練が行われました。 

 そこに、我々防災士会のメンバーと自主防災組織のメンバーがアドバイザーとして参加して、

それは南日本新聞にも実際載りました。通山小学校が海抜、多分３ｍぐらいだったと思うんです

よ。常日頃我々地区民が考えておるのは、ここは低いなというのが皆さん思っているわけですね。
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やっぱり我々も津波を想定して避難訓練というのは必要だなということは言ってて、ただ私が１

回質問しただけで１回で終わってしまったと。でも、今回は通山小学校の先生たち、教育委員の

人たちが重い腰を上げられて、これからもやっていこうという意識になっておりますので、市の

方もですね、できれば継続的にやっていただきたいと思います。 

 ただ、そのときですね、感じたんですけれども、引率する先生、もしくは来られた教育委員会

のメンバーの人たちがですね、あごを出しておりまして、子供たちは助かるなと、小学校の校庭

に集まってですね、上へ300ｍ、400ｍぐらいあるのかな。そこを登っていくのにですよ、もう国

道に出てしばらくしたときには、もう教育長なんかあごを出して歩いてるわけです。あの歩道橋

をやっとかっと登っていくような感じだったわけですね。 

 それで、坂になりましたらですね、ここにも課長がおられますけれども、奥さんなんかも子供

たちが後ろから押していくわけですよ。 

 到達しても子供たちは、「まだ走りたい、まだ走りたい」と言って馬力があるわけですよね。で

すから、避難訓練をしたときに、実際のときもそうですけれども、実際子供は全員助かると思う。

だけど助からないのはあれは大人だと、実際そう思いました。 

 だから、そういうことを考えるとですね、避難訓練のそれは余談ですけれども、避難訓練とい

うのは大事だと。昨日も８番議員、13番議員が言いましたけれども、群馬大学の教授が避難訓練

をやっていたと、そのお陰で小学校と中学校の並行している学校の中学校の子供たちが、小学校

の子供たちを助けに行って、引率をして、手を引いて逃げていったと、それで第１次避難所まで、

指定された避難所まで行った。それでも、ここもやばいんじゃないかと、想定を越えてもう１回

避難をしていったお陰で、その両方の学校の子供たちは全員助かった。 

 それで、震災後教授が尋ねていって全員助かったというので泣いて喜んでおりました。 

 ですから、日頃のやっぱり訓練のたまものだなということを実際私も思ったわけですね。です

から絶対ですね、これは毎年やるべきだと。 

 今年は、志布志小、香月小という形でやられたと思うんですけれども、その中でちょっとここ

に資料等がありますけれども、この「避難路の石段上がれず犠牲に」というのがありますね。香

月小は伊勢神社の所に登っていかれたということでありますが、あの狭くて急な階段を上ってい

くのにですよ、子供たちも何というか渋滞というのか、詰まってしまうんじゃないかと思うんで

すよね。であれば、別にやっぱり考えるべきであって、例えば水ヶ迫の方に回るとか、松下病院

の裏山に階段を別に造っておくとかですね。そういう避難訓練をしながらですね、やっぱりそう

いうところまで考えるわけですけれども、ちょっとそれについて答弁をお願いします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 全く見苦しい場面をお見せいたしまして、申し訳ありませんでした。 

 今おっしゃいましたように、特に香月小学校につきましては、先ほど野村議員からも御指摘が

ございまして、あそこに上がるよりも、あそこの水ケ迫を上がった方がいいんではないかという

ことを御指導いただきましたので、あそこの道路が、ゴルフ場か何かがちょっとあるんだそうで
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すが、あそこに到達できるような道路があるのかどうか、道がですね。今日また帰りに見てみた

いと思います。 

 そして、これもまた先ほどの話に出ておりますように、ちょうどあそこの所を道路工事が何か

されているようですね、カーブの所。もしそうであれば、併せて担当課に申し訳ありませんけれ

ども、今度また駆け上がる避難階段というんですかね。そういうものも一緒に造っていただけれ

ば有り難いなと、こうも考えております。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま教育長の方から答弁がございましたように、この区間につきましては、改良工事の予

定で道路改良の工事の予定にしております。ということで、その改良工事の際に、ただいまお話

がありますように避難の通路についても設計の中に盛り込めれば盛り込んでまいりたいというふ

うに考えております。 

○４番（丸山 一君） 避難訓練をしながらですね、そういう問題点が発生して、それについて

は前向きに対応するということでありますので、有り難いなと思います。 

 もう一つですね、通山小学校の避難経路は、あそこ１か所を想定するんではなくて、もう１か

所ミネサキの裏山があります。あそこは県の急傾斜工事で実際工事が行われて、３分の２ぐらい

まで階段が付いております。完成検査の後に県の担当にフェンスがしてありましたので、これを

開けてくれと言ったんですね。開けてくれという理由は、みなとまつりの花火をあそこで見たい

というのが地元の声がありまして、それを言ったんですけれども、県は「開けておいて、もしも

子供たちが上がっていって、そこでけがでもしたときには、管理責任を問われるんですよ」と言

う。まあ実際そうでしょう。だけど通常ですね、鍵は地元の自治会長なり、もしくはすぐ下の山

下さんがおられますので、そこの人たちに鍵を預けとって、いざという場合にはオープンにして、

そこも駆け上がると。そこも工事が終わって、今もう何年になるのかな、８年、９年ぐらいにな

りますけれども、誰一人そこを通ったこともないし、登ったこともないですよ。下手をしたら鍵

もさび付いているかも分からん。であれば、小学校の避難経路としてもやっぱり下通山の自治会

の人たちは避難経路としてもうできてるわけですから、これは県の急傾斜工事をやっております

ので、そこもですね、県の方とも協議していただいて避難経路もですね、いっぱいあったにこし

たことはないんですよ。だって、あんな２ｍぐらいの所をみんなで押し合いへし合いしたところ

で10ｍのような津波は来ないとは思うんですけれども、もしも来たときにはもうみんなやられち

ゃうことになりますからね。だから、何箇所もですね、対応をというふうに考えますので、それ

についてもちょっと答弁をお願いします。 

○議長（上村 環君） 建設課長、できますか。 

○建設課長（中迫哲郎君） 今の急傾斜の件につきましてはですね、市長の移動市長室でもです

ね、通山のところで質問が出まして、当時私が回答したところでは目的がですね、急傾斜の階段

ということで管理上とかいうことで、避難路についてはちゃんとした避難路を設けて造っていく

べきじゃないかというような趣旨でですね、回答したところでございました。 
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 急傾斜の階段はあくまでも管理、急傾斜の施設の管理上の階段でございまして、そこに不特定

多数のたくさんの人が上るということはいかがなものかという考えではおりますが、今回の震災

を見ましても人命第一というようなこともありますので、その辺はいろんな角度から検討いたし

まして、また利用できれば利用できるような方法をですね、県の方とも協議していきたいと考え

ているところです。 

○市長（本田修一君） ただいま担当課長の方から答弁いたしましたように、今後県の方に今回

の防災計画の見直しの中でも、そのような箇所が別途あるかもしれませんので、そのようなこと

についての県の対応の方針変更ということを考慮していただくような形の要望はしていきたいと

いうふうに考えております。 

○４番（丸山 一君） 次にいきます。 

 市内に津波想定高を提示する考えはないかについてであります。 

 今回の大震災をテレビで見ておりまして、田老地区だったと思うんですけれども、崖の中腹に

明治何年の津波到達点みたいな感じで何箇所も表示してあったんですね。あれを見たときに、や

っぱり常日頃からああいう表示がされておれば何年に、江戸時代にきた、明治時代の何年に、昭

和何年にこういう所まで波が来たんだなということを住んでいる住民の人たちが気付くと思うん

ですよね。 

 そしたら、それが潜在意識として埋められるんじゃないかと思います。それを例えば年寄りか

ら、だんだん若年層へ子供たちへという知識の伝達みたいなことも起きるであろうと思うわけで

すね。 

 我々この菱田川から前川の区域ぐらいまでの沿岸部は３ｍ、５ｍぐらいの地域でありますので、

そういう所にですね、市内に津波の到着点を表示したらどうか。腐らないようなカラフルなやつ

で、高さを表示するわけですよ。 

 例えば、県道であったり市道であったり、公園であったり、スーパーの角でもいいわけです。

そういう所にここは３ｍですよ、ここは５ｍですよという表示を市内あちこちにしておけば、常

日頃そこを利用する道路で走る人たち、もしくはそこを通る人たち、職場に行くときにもそうい

うのを見聞きするわけですから、そういう所は表示したらすごく皆さんのためなるんじゃないか

と私は考えるんですけれども、市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまの御質問につきましては、昨日もお答えしたところでございますが、今回県の補助事

業で、市の避難場所に市民の方々に周知するために表示板を設置する計画でございますので、こ

の中に標高等を表示してまいりたいと思います。 

 そしてまた、市内各地に自治会の案内板等もございますので、こちらの方にもその地の海抜が

標高が分かる、標高を示すというような形での整備をしてまいりたいと考えております。 

○４番（丸山 一君） 今津波のですね、想定高と言いましたけれども、実際地形によりまして

津波は低い所には流れ込んできて、それから今度はかけ上がっていくと、なかなかそこを大体こ
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こまでくるであろうという想定というのはなかなか難しいですので、一番分かりやすいのは標高

と言いますか、海抜と言いますか、ここは何メーターだよと。例えば、志布志支所が何メーター

か御存じですか。あそこは９ｍなんですよ、９ｍか10ｍなんですよね。 

 ですから、常日頃から表示する箇所がですね、市内あちこちにあれば、自分が今走ってる所は

何メーターなんだと、じゃあ３ｍの津波が来たときにはここまでくるんだと、到着と標高とは実

際少々はずれはありますけれども、地形的なものがあったり、障害物であったりとかいうのであ

りますので、明確にそこは表示はできません。ですから、できれば海抜何メーターというのを先

ほど市長が答弁されましたけれども、市内各地にそれを設置していただきたいと思います。 

 昨日の答弁にもありましたし、今日の岩根議員の質問に対しても答弁をされましたので、なる

べく早急な対応をと考えます。 

 それでは、次の、河川堤防のかさ上げを県に進言すべきではないかについてであります。 

 これは、７年ほど前になりますけど、菱田川右岸ですね、大崎町側の方になりますけれども、

ここが下は間知ブロックです。上の張りブロックが距離にして300ｍぐらいがれて落ちちゃった

わけです。堤防が間知ブロックで、犬走りがあって、張りブロックがしています。ここが水が入

ったことによって全部ずれ落ちちゃって、ちょうど今大崎養まんがあるあの区域です。あそこが

300ｍぐらい張りブロックが落ちた。かろうじて堤防は残っていたわけです。同じ台風で安楽川の

鉄橋のすぐ上、右岸です。ここも天端（てんば）５ｍぐらいありますけど、１ｍだけ残って全部

えぐれちゃった。鉄橋のすぐ上です。それとすぐ下、それとまた200ｍぐらい下、そこも今度今工

事が始まってますけども、工事がほとんどほぼ終了しますけれども、あのちょっと上の方がそこ

も同じように天端（てんば）幅５ｍが１ｍしか残らんで、全部削がれ落ちたというか。県に写真

を持っていきまして説明をして県の人が来ていただいて、そこで応急的な復旧工事はされました。 

 同時に見せたのが今度は志布志町側の方です。鉄橋より下、左岸です。あそこは３ｍぐらい下

から間知ブロックを積み上がっていきます。間知ブロックの天端（てんば）が開いてきたんです

よ。実際10㎝、15㎝ぐらい鉄橋から下、300ｍから全部下がってきたから、そのときはまだ岩川に

合庁がありましたので、次長に来ていただいて説明をしました。写真も持っていって皆さんに説

明をした。 

 ところが、その当時の県の答弁は、こんなの災害じゃないというような言い方だったです。ち

ょうど７年前ですね。今度は、鹿屋の方の地域振興局になりましたけれども、ところが不思議な

ことに工事が今度始まったわけですね。私が言ってたことがやっと今形になったなと、すごく二、

三日前で工事終了しましたので、すごく喜んではおるんですけれども、実際ですね、台風の最中

僕はよく危険ですけれども、よく見に行くんですよ、どこまで来るか水位が。あんまり危ないと

行きませんけれども、大体ですね、菱田川も安楽川も大潮満潮時の台風の上げ潮のときにはです

ね、天端（てんば）より１ｍぐらい下までくるんですよ、水位が上がる。水位が上がるというの

はただ流れていくだけじゃなくて下から上がってくるわけですから、脇をシューって波を起こし

ながら走っていくわけですよ。 
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 ですから、ああいうことを考えれば、ぜひかさ上げが必要だと、台風の満潮でさえこんな感じ

だからできればかさ上げをと、「もたないですよ」と僕は言ってるし、地元選出の国会議員にも何

回か言ったんですけれども、先日確認しましたところ、まだ計画はないということでありますが、

ぜひですね、それをやっていただきたい。 

 ただ、前川におきましては、中洲撤去を今実際、宝満寺の辺りでやってますね。宝満寺のちょ

っと上辺り、あそこは何年か前に子供が一人いなくなりましたので、ぜひ中洲撤去はしていただ

きたいということが、この三つの川については何回も申し上げておりますので、一昨年は菱田川

のサンキョーミートの対岸を撤去しました。今年は前川をやっております。中洲の撤去と堤防の

かさ上げについてですね、ぜひ県の方に要望をしていただきたいと思います。 

 事務所に確認をしましたところ、地元からそういう声を挙げてくれということでありますので、

ぜひその対応についてお願いをしたいんですけれども、答弁をお願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 堤防のかさ上げについてでございますが、確かに近年の雨の降り方というものにつきましては、

ゲリラ豪雨と呼ばれておりますように、側溝や河川の排水能力をはるかに超える雨が短時間に降

るということで、川自体が排水能力が不足している。また、それが満潮に重なれば、今お話があ

ったような光景が出現するんじゃないかなというふうに思っています。 

 ということで、かさ上げにつきましては、川の増水に対しまして有効な手段ではなかろうかと

いうふうに思いますが、具体的にどの場所をかさ上げするのか。また、河川に設置されているも

ともとの構造物、それから橋りょうの高さと、それから用地などの問題というものがあるようで

ございますので、今後県とも協議を重ねながら、また県にも要望を重ねながら取り組んでまいり

たいと考えますので、御理解よろしくお願いいたします。 

 それから、寄州（よりす）の除去についてでございますが、現在は、前川の宝満橋から小渕橋

までの間の寄州（よりす）の除去が実施されているのを確認しております。そのほかにも安楽川

で護岸の突出部の除去が実施されております。寄州（よりす）の除去につきましては、順次要望

をしておりますので、もしお気付きのところがありましたら、また私どもの方にもお知らせいた

だければ、県に要望を重ねてまいりたいと思います。 

○４番（丸山 一君） 今市長の答弁にありましたけれども、我々地元の声を代弁する者として

ですね、やっぱり我々がこうやって言うわけですから、そこはぜひ県の方も力強く言っていただ

きたい。私も県の方に用事があっていったときには、県の河川課なんか行ってですね、実際こう

いう話をするんですよ。そしたら、地元から声を挙げていただきたいというのがあります。必要

とあらば我々も公民館長名であったりとかいうことは対応いたしますので、ぜひですね、前向き

に対応していただきたいと思います。 

 それと、県の方も財的になかなか副市長もおられますから言いにくいんですけれども、なかな

か財政的に苦しいような状況でありますので、できれば地元選出の国会議員にですね、県を通り

越していった方が早い、絶対そっちの方が早いですよ。もう県と対応してですね、ああじゃこう
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じゃちゅう言い訳を聞きながら対応していくのはものすごい時間が、神経衰弱みたいになっちゃ

うんですね。ですから「もう頼みますよ」と言うのが鶴の一声で、現場に来ていただいて説明を

すればですね、「ああ分かった」て、通山押切海岸の32億円だってそうですよ。国交省の予算を、

早かったですよ、あれは３か月か４か月で対応してくれたわけですから、工事は始まって４か月

で終了したんですよ。ああいう感じでですね、県の人たちはちょっと機嫌は悪いんですけれども、

できればそういうふうに一応県に要望をしてなかなか進まないようであれば、通り越してやって

いただきたいと思います。 

 それでは、次の８番目、湾岸道路建設の進捗状況を示せであります。 

 これは、平成20年の第２回定例会におきまして、国道220号のバイパス道路を造ったらどうか一

般質問をしております。 

 そのときの市長の答弁は、待ってましたというような言い方で、湾岸道路というような名前で

言われたですね。答弁の中で言われたのは、志布志港の拡充計画、整備計画の中でこれは取り組

んでいくんだというような答弁がありました。だけどもう約３年になるのに、何の進捗もしてい

ないという考えておりますけれど、どうなってますかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまの件につきましてお答えする前に、先ほど通山海岸の人工リーフのことでお話があっ

たところでございますが、この件につきましては、もちろん国が補助事業を付けてくれたという

ことで実現しているところでございますが、これは県が県の負担をきっちりするんだということ

を決断していただいた結果、国の事業が取り込めたということでございますので、その点につい

ても御理解していただくようお願いいたします。 

 湾岸道路の件についてでございます。 

 国道220号は、大隅半島を横断して志布志から鹿屋、垂水、国分へ延びており、国道448号は一

部国道220号と重用して志布志湾沿岸へつないでおります。 

 しかし、海岸線を通り抜ける道路が市街地近くになく、時間帯によっては渋滞が発生している

状況であります。このような現状を改善し、交通量の緩和、沿岸環境の改善、湾岸沿線の市町と

の交流促進などに寄与する道路として、志布志湾岸道路を提案しているところでございます。 

 また、海岸線に道路を入れることによる後背地への防災機能が強化され、地域住民の安心・安

全な生活も期待できるところであります。 

 現在、市としましても、地元国会議員と相談しながら行政懇話会や土木事業推進会議等、各種

会議におきまして要望をしているところであります。 

 東九州自動車道や都城志布志道路の整備中であり、国・県とも厳しい財政状況であると思いま

すが、今後も継続的な陳情、要望を行い、県土をつなぐ交通ネットワーク構築の重点事業としま

して、採択に向けて一層の努力をしているところでございます。 

 ということで、これまでもパンフレットの作成をしたり、国会議員へ趣旨の説明等、そしてま

た要望をし、大隅地域振興局へ説明を重ねております。そしてまた、港湾の関連の企業、船会社
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等へもこのような形での推進をしているということの説明をいたしまして、理解も求めるいると

ころでございます。 

○４番（丸山 一君） 市長の答弁の中に、20年の質問の答弁の中でありましたけれども、大隅

総合開発期成会においても来年度、正式な議題として取り組んでいただけるよう準備していると

ありましたけれども、それはどうなったでしょうか。 

○議長（上村 環君） 答弁準備のため、しばらく休憩します。 

──────○────── 

午後３時29分 休憩 

午後３時42分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 会議を再開いたします。 

 丸山議員より発言の取り消しの申し出がありましたので、発言を許可します。 

○４番（丸山 一君） 先ほどの質疑の中で、ちょっと不適切というか、――――――――――

――――――というような不適切な言葉を言いましたので、訂正、削除をお願いをいたします。 

○議長（上村 環君） ただいま先ほどの発言について、会議規則第67条の規定によって、丸山

一君から不適切な発言部分を取り消したいとの申し出がありました。 

 お諮りします。 

 これを許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。 

したがって、丸山一君からの発言取り消しの申し出を許可することに決定しました。 

──────○────── 

○市長（本田修一君） 湾岸道路の整備についてお答えいたします。 

 この湾岸道路の整備につきましては、平成20年度の第１回大隅地域行政懇話会において正式議

題として、本市、そして大崎町から提案をしたところでした。その後、この懇話会ないしは大隅

総合開発期成会の場での審議の対象とはなっておりません。 

 ということで、今後私どもとしましては更にこの路線が大隅全体の県・国に対する要望となる

よう、更に大隅総合開発期成会に要望をしてまいりたいと考えております。 

○４番（丸山 一君） このことにつきましては、なお一層の努力をしていただきたいと思いま

す。 

 実際ですね、私がこの道路にこだわっておるのは、ここに５月８日付けの林野庁の海岸林で津

波被害軽減という新聞の切り抜きがあります。これが私が考えておるのと大体似たよった津波の

軽減策なんですけれども、これには沖合いに防波堤を造って、波打ち際に消波ブロックを造り、

防風林を設けて中間に畑地を設けて、後ろ側にまた防風林をセットして農地、住宅という感じで

なっているわけですね。 
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 実際管理道路が流出したのが平成15年です。あれはたった一晩の台風で高さ８ｍ、天端（てん

ば）幅５ｍの築堤が1,700ｍぐらいが一晩の台風でなくなっちゃったわけですね。残ったのは試験

的に鋼矢板を打ち込んで試験的にやった50ｍが残っただけです。あとは全部一晩でなくなった。 

 松林のすぐ目の前が波打ち際になっちゃったと。これは大変なことだというので、国会議員等

に働きをして短期間にこれは対応していただいたわけですけれども、そのときの協議会において

提言したのは、沖合いに人工リーフをしていただきたいと、人工リーフも景観を考えて大潮・干

潮時でも水面下１ｍが天端になるようにしていただきたいというふうに設置をしました。これが

１番目ですね。 

 よく低気圧等がきたときに２ｍ、３ｍぐらいの波を見ていますと、沖合いで立ち上がってくる

んですけれども、その人工リーフの上にきたときにはですね、波が腰砕けになって中は反転流で

回ってますので、これがこうきて中で砕けていって沈むんですよ、静かになって波打ち際にぶつ

かってくるというのが実情なんですよね。ですから、沖合いでまず波を殺すというのがあります。 

 ２番目に管理道路といいますか、築堤ですね、そこで、中に鋼矢板、10ｍの鋼矢板やらを打ち

込んで連結してありますので多分これで間違いないだろうというのがあります。この高さは約５

ｍを想定して造ってあります。 

 その後ろに松林があるわけですね、ちょうどこの絵と同じような感じなんですよ。その松林の

中に僕は先人たちは偉いと思うんですけれども、昭和３年かどっかに国から払い下げになったと

きにですね、この有明町の区域においては７ｍ敷地を直線で残してあるわけですね、一丁田の所

から、西押切の所まで一直線である、これ７ｍです。 

 この７ｍ敷地を利用されれば、湾岸道路としての整備は可能じゃないかと、あと大体14ｍを国

道448の延長上と考えれば14ｍが必要です。あと７ｍですよね。であれば、後ろ側の手前側の民地

か、もしくは先の市有林の方を拡張すれば14ｍ敷地は拡張できるわけです。そうなると、第４の

防波堤ができるということで、ぜひこれをやっていただきたいというのが、実際私が地域の人た

ちと協議した結果であるんですよ。 

 ですから、こういう今まで第３の防護柵はありますけれども、第４の防護柵として、実際それ

をやっていただきたいというのがあります。 

 実際、今回の東日本大震災におきまして、あれは福島かどっかだったと思うんですけれども、

海岸線から平地でずっときていて後ろに東北自動車道が走っていまして、そこに８ｍの高さであ

ったと、津波がずっと流れてきてちょうどそこに対流しはじめたですね、ちょうどその上には事

故処理しておったお巡りさんが一人おったですね、そこは超えなかったと。逃げた人たちもその

上まで逃げ込んだ人たちは助かったけど、下におられた渋滞したとか、いろんな逃げ遅れた人は、

そこでほとんどの人が亡くなってるわけですね。ああいうことを考えればですね、やっぱり堅固

なつくりで湾岸道路みたいな感じで14ｍの敷地でぴしゃっとしていただければ、いざというとき

にはですね、絶対これは間違いなく防護堤になると思うんですよ。 

 ですから、そういうことを考えて私はいつもこうやってこだわって質問をするわけですけれど
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も、私はそういうことを地区の人たちと協議をしてやっていくわけですけれども、市長、もう一

度答弁をお願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 この湾岸道路につきましては、先ほども申しましたように、平成20年度に提案をしていたとこ

ろでございますが、この当時から都城志布志道路、そしてまた東九州自動車等、そしてまたグリ

ーンロードがこの年に完成しているわけでございますが、そのようなことで、高速道路、新道の

整備についてこの地域はいろんな形で要望を申し上げ、そして工事が進んでいるというような状

況の中での新たな道路の要望となったところでございます。 

 国会議員の先生にお話しましたところ、今議員の方がおっしゃるようにこの道路については、

いろんな道路が整備されているので、道路の整備というより護岸というような形での要望の方が

よろしいんじゃないかというような形のお話もいただいたところであります。 

 その後、平成21年に新若浜港が開港いたしまして、まさしくこの新若浜の幹線道路とつなぐ道

路として、機能性が更に発揮できるような形の構想となっておりますので、改めてこのことにつ

いては関係機関へ要望を重ねてまいりたいと考えるところであります。 

○４番（丸山 一君） 市長、今回ですね、国際バルク港指定になりましたので、多分志布志港

を中心としたインフラ整備が始まると思うんですよね。その中でやっぱり港だけがいくら整備さ

れていってもですね、それを利用するインフラが整備されなければあまり意味がないんですよね。

ですから、そういうところを含めますとやっぱりインフラ整備の一環としてもですね、ぜひこれ

を強力な力で推し進めていただきたいと思います。 

 それでは最後になりますけれども、通山小学校などを高台に移転したらどうかについてお伺い

をいたします。 

 平成18年の志布志市立学校の規模・配置の在り方検討委員会を立ち上げて協議を重ね、平成22

年には志布志市立学校規模適正化推進委員会を設置をして、学校の統廃合に係る調査研究、検討

で学校規模適正化の基本方針が策定されました。その中で、「学校の再編等は、保護者や地域住民

の理解を得ながら可能な限り早期に実施できるよう進めるものとする。」とあります。 

 通山小学校は先ほどから言いますとおり、海抜３ｍぐらいの地域にありまして、距離的には400

ｍぐらいしかないわけですね。ですからそういうことを考えますと、我々地域住民はこれはやば

いなと。南部消防署が今度志布志町の高台の方へ移転というのが決まりまして予算化をされまし

た。その次は、今度は小学校の移転よなというのが、我々地域の人たちの共通認識であります。

そういうことを考えますと、いざというときを想定したときにですね、ぜひこれは基本方針の中

でもうたわれているとおりですね、ぜひこの通山小学校だけじゃないんですけれども、今度避難

訓練等で確認されたとおり、香月小学校も志布志小学校も実際、低地10ｍ以下の所にありますの

で、どのように考えておられるのか。まず設置者の市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話のように、通山小学校のみならず、志布志小学校、香月小学校の標高は３ｍでご
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ざいます。 

 ということで、今回の大震災に伴う津波ということを考えるとなれば、当然この津波はこの小

学校には襲来するということになろうかと思います。しかしながら、この３校を津波の襲来から

守るために高台に移転するとなると、用地の確保、建設費等ばく大な費用が必要というふうにな

ろうかと思います。 

 また、その地が高台になりますと、現在は海岸端の子供たちが通学している子供が多いわけで

ございますが、この子供たちの通学手段の確保、そしてまた、地域住民・保護者の理解を得ると

いうことが必要というふうになりますので、現在のところ直ちに移転するということは困難では

ないかなというふうに考えます。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 通山小学校ほか２校を津波の被害から守るために高台に移転することにつきましては、ただい

ま設置者であります市長の答弁によりますと、諸般の事情から困難のようでありますが、そうな

のかなと私も思ったところでございます。となりますと、現在の設置場所で児童、教職員の安全

確保を最優先にさせるためのあらゆる方策を講じるよりほかはないと、こういうふうに考えてお

ります。 

 また、本市では先ほど議員御指摘のとおり、これまで本市の学校の在り方や適正化推進につい

て協議をして５年を経過しております。 

 そこで、去る４月に公表いたしました適正化の基本方針は、御案内のとおり中学校の統廃合を

先行させることとなっておりますので、小学校の統廃合等につきましては、中学校の推移を見て

今後話題になってこなければならないものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○４番（丸山 一君） 今、市長、教育長の答弁にありましたとおりですね、まず中学校だとは

実際、私も認識をしております。ただ、いろんな今度の大震災を考えたときにやっぱり我々地域

民も含めてですけれども、学校関係者も教育委員会の人たちも同じような共通認識になったと思

うんですよ。ですから、基本方針の中では中学校を最優先でそれはしていくとしても、やっぱり

小学校の統廃合についてもですね、これは検討していかなくちゃいかんだろうと実際思うんです

よ。 

 市長の答弁にありましたとおり、それは経費はかかりますよ、実際ですね。じゃあ三つの小学

校を移転できればと、ところがなかなか用地的に難しい面もありますね。通山小学校を例にいた

しますと、まず野井倉開田のほ場整備をしなくちゃいかんだろうというのがあります。野井倉開

田のほ場整備をした中で余剰地を造っておいて、そこに移転という形でしかないのかなと、実際。

農振法でいう白地の区域はありますけれども、大体そこは住宅地に変わりつつありますので、な

かなか農地法の関係で、昔は公共用地であったら簡単にできたんですけれども、今の農地法の改

正がありまして、公共用地といえども県に申請をするようになっていますよね。であればなかな

か難しいんじゃないかと思います。であれば、まず通山小学校の移転に関しましては、まず野井
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倉開田のほ場整備を先にして、余剰地を２町か３町ぐらいの余剰地を造っておいて、そこに通山

小学校を移転させ、なおかつそこに我々通山校区のコミュニティーセンターも必要であろうと思

うんです。実際、避難訓練をされて教育長も感じられたとおりですね、上の敷地にはないんです

よ、公共用地が。みんな民地で民家ですから、そういうことを考えればですね、やっぱりひとつ

はそれも必要であろうと。ですから、これは構想ですね。そういう意識レベルを持っていただい

て将来どうするかという考えを持っていかなくちゃいけないなと。 

 ですから、今この地震、大震災を契機にですね、やっぱり検討委員会においても基本方針を出

してきたわけですから、ここでやっぱり将来を見込んでですね、そういうことを考えればと思う

んです。 

 もう一度答弁をお願いをいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま議員がお話になられました、野井倉地区の基盤整備をした上で用地を捻出すればいい

のでは、というようなお話でございます。すばらしい案ではないかなというふうに今考えたとこ

ろでございます。 

 しかし、この用地を捻出しながら基盤整備を行うという前提の基盤整備をする前段において、

まだまだ地域の方々の同意が全面的に得られない状況でございます。 

 そのことの整理がまず必要かなというふうに思っています。 

 そしてまた、学校の移転ということになりますと、先ほどもお話しましたように現在の地域の

方々の全面的な御理解と、そしてまた推進がなければ、これはとても成し得ない内容ではないか

なというふうに思っています。 

 そしてまた、通山地区におきましては、今後小・中学校の統廃合の対象の学校になるのかとい

うふうに考えましたときに、その対象にはなりにくい、なり難い学校ではなかろうかというふう

に思っていますので、そういう観点からも地域の方々の全面的な御理解が必要ということになり

ますので、そのことも含めて、そしてまた、なぜするのかといったことを考えたときに、大震災

が発生して大津波が発生して、小学校が丸ごと飲み込まれてた地域があると、そしてまた、通山

小学校もそのような可能性のある学校だということが前提の上で話があるということを考えまし

て、またそういったこともお話をしながら地域の方々の考えを十分しんしゃくして進めていくべ

き内容かというふうに考えるところでございます。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 今、先ほど申しましたように100名を超える３校でございますが、もう本市におきましては大規

模校に匹敵するような学校なわけでございまして、本市ではまだまだ10名、20名というごく小規

模校を抱えておりまして、中学校もそうでありますが、そちらの方の教育条件整備と教育環境整

備ということを主眼といたしまして、在り方検討委員会を設置したわけでございました。そこへ

もってきて、今回のこういう大震災ということでございましたので、正直申しましてこれまでの

５回の検討委員会では話題には全然ならなかったということは御理解いただきたいと思います。 
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 それで、こういうことでございましたので、本市これから、このごく小規模校を抱えてる本市

において、市民及び在り方検討委員会等で議題にした場合に果たしてどういう理解が得られるの

かどうか、まだ見当もつきませんが、今度また近々会をやる予定でございますので、こういう意

見があったということは、在り方検討委員会に推進協議会にですね、委員会にですね、手配して

みたいと思っております。 

○４番（丸山 一君） 通山小学校もですね、江戸末期からの歴史をひもといてみますと、江戸

末期頃、寺小屋等があって５人か10人ぐらいの当時の子供たちが勉強しちょったと。 

 それから、山下住宅の所に移転して、それからまた別の所へ移転して、今の位置が確か覚えて

ないんですけれども、４回目ぐらいの移転先なんですよね。やっぱり、その時代時代の背景を踏

まえて移転というのが行われている。 

 今回は、大震災ということを踏まえてやっぱり検討すべきじゃないかという意見でありますの

で、これは構想ですので、今実現しろと私は言ってるわけじゃないですよ。実際それは今やるっ

たってそれは不可能です。ですから、基本方針が出た中で今教育長が言われたとおりですね、ぜ

ひそ上に上げていただいて、それを検討していただきたいというふうに考えております。 

 最後になりますけれども、市長がですね、防災計画の見直しをどうのこうの言われましたけれ

ども、ぜひ我々の防災士会の方にもですね、お声掛けしていただいて、我々も相当な資料を持っ

ておりますので、共に協議をしながらですね、新しい良い防災計画を立ち上げていければと思い

ます。 

 津波のシミュレーションも言いましたけれども、あれもすごいんですよ。あれをＤＶＤに入れ

てですね、皆さんに市民チャンネルの中で放送していくというのもこれは一つの手だと思うんで

すよね。 

 いろいろ申し上げましたけれども、変にですね、いたずらに私は不安をあおるわけじゃないん

ですよ。この志布志市内の湾岸部におきまして、住むべき所じゃないようなことを私言っている

わけじゃない。そういう可能性は高いですよと、常日頃からそういう危機意識をですね、市民の

人たちに持ってもらわなきゃいかん。それを持たせるためには、我々議会を含めて、ましてや役

所の方もですね、それには努力をしていただきたいという気持ちがあるからこうやって言ってる

わけでありまして、いたずらにお金を掛けて沖合いに防波堤を造れとか、私はそういうことは言

っておりません。 

 田老地区におきましても、あれだけのギネスに載るような所でありながら、10ｍの堤防が10ｍ

を超える津波でひっくり返ったと、あれは何千億とかかっているんですよ、30年ぐらいかけてや

ってるわけですね。コンクリート製品の場合は、30年間か40年でもう劣化するわけですから、お

金をそんだけかけとっても30年、40年たてばもう壊れやすくなるわけですから、そういう公共的

な投資をするよりは、いざもう逃げるが勝ちと、そういう危機意識を皆さんに植え付けていただ

きたいというのがあって、私はいろいろ言っておるわけでありまして、最後にですね、そういう

意識改革というか、意識レベルを上げてもらうためにも、その周知徹底を図っていただきたいと
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いうのを私は申し上げたんですけど、市長の答弁を聞いて終わりにしたいと思います。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の防災計画の見直しにつきましては、当然その会議の中で審議してまいるところになるわ

けでございますが、それに至るまでにさまざまな形の御意見を賜り、そして、その会議の資料に

起用したいというふうには考えているところでございます。 

 特に、地域防災推進員の方におかれましては、常日頃からこのような形で率先して、地域の防

災活動について取り組んでおられる。そしてまた、防災意識の高揚についても取り組んでいただ

いてるということでございますので、皆さん方の御意見というものは十分参考にさせていただき

ながら、新たな防災計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。 

○４番（丸山 一君） 終わります。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 以上で、丸山一君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

 明日は、午前10時から本会議を開きます。日程は一般質問です。 

 本日はこれで散会します。 

午後４時05分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（上村 環君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上村 環君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、丸﨑幹男君と野村公一君を指名いたします。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 岩根議員より発言の訂正の申し出がありましたので、発言を許可します。 

○17番（岩根賢二君） 昨日の一般質問の中で、私は防災会議のメンバーに関して、各町の分団

長を入れたらどうかという発言をしましたけれども、「分団長」ではなくて「方面隊長」というこ

とで、訂正をお願いいたします。 

○議長（上村 環君） ただいま岩根議員から昨日の会議における発言を訂正したいとの申し出

がありました。 

 発言の訂正については、会議規則第67条の規定によって議長の許可を得てすることになってい

ます。 

 ただいまの岩根議員からの発言訂正の申し出は、これを許可します。 

 ここで、昨日の岩根議員の一般質問に対し、教育長より発言の申し出がありましたので、発言

を許可します。 

○教育長（坪田勝秀君） 昨日、それからその前の日、小野議員の質問でも話題になりました備

蓄倉庫の設置状況のことでございますが、補足答弁いたします。 

 このことについて、有明小学校にあるのではないかという質問でございましたが、私が明快に

答えることができませんでしたので、早速、昨日議会終了後に有明小学校に立ち寄ってみました

ところ、体育館の用具倉庫がありまして、その奥の方に広さ32㎡の備蓄倉庫という表札のある部

屋がございました。 

 現在、体育用具を入れておりましたので、いつでも本来の目的に使用できるよう整理整頓して

おくようにと指示しておきました。 

 なお、このほかの学校には備蓄倉庫なるものはございません。 

 有明小学校だけにどうして造られたのかということも、その意図も現在よく分かりませんが、

少なくとも本市では有明小学校に32㎡の備蓄倉庫と、ちゃんと表札が掛かっておりました。があ

るということだけを明確にできましたので答弁しておきます。 

 また３月11日の津波警報発令のときには、有明中学校に約20名の方が通山方面から避難された

ということも聞いてまいりました。 

 以上でございます。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 
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○議長（上村 環君） 日程第２、一般質問を行います。 

 それでは、順番に発言を許可します。 

 まず、３番、西江園明君の一般質問を許可します。 

○３番（西江園 明君） では、本日のトップということで、通告しておりましたので、順次質

問をしてまいりますので、簡潔に分かりやすい答弁を期待いたします。 

 まず、人事異動ということで通告してございますけど、今年度年度当初に行われました人事異

動のことでお尋ねします。 

 本田市政の２期目のスタートですから、大きな人事異動になることは予想しておりました。 

 職員は難しい採用試験に合格し、そして希望に燃え、夢を持って職員になり、採用１年目の人

もあれば、定年間近の人もおります。それぞれ志布志市の職員としてプライドを持って仕事をし

ていると思います。その人たちを異動させるわけですから、それなりの思いを持って異動を発令

されると思います。 

 そこで、冒頭にお尋ねします。 

 市長と教育長にお聞きしますが、職員を異動させる場合の基本的な考えを、まずお聞かせくだ

さい。 

○市長（本田修一君） おはようございます。 

 西江園議員の御質問にお答えいたします。 

 本年４月１日付けで、市長部局は89名、市長部局外33名、計122名の人事異動を実施しておりま

す。組織には退職、採用は当然のことでありますが、それ以外にも組織を構成する職員を適切な

部署に配置し直すことが必要だと考えております。 

 また、各課・各係の事務量及び事務内容は、年度により変更しておりますので、新たな事務事

業や市民の方々が求めるニーズに対応できるよう自己申告書や各課長ヒアリングに基づき、在課

年数等を考慮しながら人事異動を実施しているところであります。 

 職員数が減少する中で、組織の効率的な行政運営を図ること。また、職員を新たな課・係の中

で育てることによって、職員としての更なる資質向上につながることからも人事異動は大変重要

なものであると認識しております。 

 したがいまして、職務を遂行するに当たり、それぞれの職員の能力向上とともに、市民サービ

スの低下を招かないように配慮しながら人事異動を実施しているところであります。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 教育委員会が行っております人事異動ということになりますと、学校の教職員が中心になるわ

けでございますが、学校の教職員につきましては、県の人事異動の標準、あるいは人事異動の方

針に沿いまして、県職員でございますので、県の方針に従って行うということが学校職員の場合

は、県職員の場合ですね、基本でございます。 

 そして、もちろんその間には本人の希望、そしてこれまでの経験、そして特技というんでしょ

うか、そういうものも踏まえ、あるいはまた家庭事情等々も考えながら行っているところでござ
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いますが、嘱託職員につきましては後でよろしいでしょうかね。そういうふうにやっておりまし

て、私は教育長として、学校教職員の場合は、学校長、それから市町村教委、そして教育事務所

と、この３段階を踏まえて行うわけでございまして、その間に内内示、内示、発表とこういう段

取りで行われます。その間に本人の事情聴取をまた改めてしながら、やはり教職員がやる気を持

って、そして地元の地域住民と十分コンタクトを取れる気持ちを持って赴任するようにというこ

とをもって考えておりますので、そういう市役所の職員とちょっと違った形で人事異動は行われ

ているのが実状でございます。 

 以上でございます。 

○３番（西江園 明君） 今教育長の方はそういう県職というからみでですね、そういう答弁を

いただきました。市長の方からも事務量、職員の希望等を取って考慮して行っているという答弁

をいただきましたが。 

 ところで、今回の人事異動で課長と課長補佐、両方とも異動させた課というのは幾つあります

か。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の定期異動で、課長及び課長補佐が同時に異動した箇所は、総務課、企画政策課、保健課、

松山支所建設課、志布志支所建設課でございます。 

［西江園明君「税務課は違うんですかね」と呼ぶ］ 

○３番（西江園 明君） 出先を含めて五つということで、そのような異動というのが理解でき

ないんです。中には係長も異動になったところもあるようです。 

 組織というのは、ピラミッド型というか三角形だと私は思っております。私も行政経験ですか

ら、そう思っていたところです。 

 ところが、上に立つ者が総入れ替えで、命令で動く職員というのは戸惑うでしょう。今までは、

この程度まで課長に報告すればよかったということが、方針が変わるかもしれないんです。せめ

てそこに課長補佐でも残っていてくれれば防波堤になってくれたのにと、職員は迷ってしまいま

す。組織というものを理解している人がするとは、とてもじゃないけど私は思えないんですが、

市長はこのような課長、課長補佐ともに総入れ替えをするということに対して、どのように考え

てこのような異動を行ったのか、お聞かせください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほども述べましたように、今回の定期異動につきましては、自己申告書、そしてまた各課長

のヒアリングに基づいて、在課年数等を参考にしながら、退職者の補充、そして若手職員の配置

替え並びに重要施策の推進というようなことから、新たな体制を図るとともに、スタッフ職員を

確保しまして配置したところでございます。 

 課全体で考えますと、総務課、企画政策につきましては、それぞれの課で考えますと、総務課、

企画政策課につきましては、課長補佐級の職員が在課しているということ。そしてまた、保健課

につきましては、在課していた課長級の職員を課長へ配置したということ。それから課長級及び
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課長補佐級の同時異動につきましては、各支所の建設課ということになろうかと思います。 

 しかしながら、このような場合でも在課している職員及び前担当者との連携やフォロー体制と

いうものを取りながら、職員一丸となって行政を運営しておりまして、市民サービスの支障がな

いような形のものとなっていると考えております。 

○３番（西江園 明君） 市長の考えということですね。 

 今市役所というのは、本庁と支所で組織されているわけですけど、支所というのは見方的には、

見方ではですね、出先的なものと考えざるを得ないところもあります。だから、本庁の課長が責

任というか、そういう権限を課長が持つわけですけれども、そこで支所の職員から言わせれば、

今まで本庁の課長は、重要案件さえ報告してくれれば、今までの支所で済むことは支所で処理し

て下さいと言われたのに、今度本庁の課長が変わることによって、全て本庁の課長に判断を仰が

なければならず、出張等で課長が不在のときは、結論が出るまで時間がかかり、今市長が言う市

民サービス、事務処理の低下になっている状況が発生していると。 

 課長も人ですから、人間ですから、それぞれ違うでしょう。どれが正しいのか私もそれぞれ判

断は分かれると思います。でも、今言ったことが現場の声だと、そういう現場の声があるという

ことを聞いていただければ結構です。 

 次にお尋ねしますが、総務課、財務課、企画政策課の３課に職員は何人在籍していますか。 

 課長でもいいですよ。 

○総務課長（溝口 猛君） 40名でございます。 

○３番（西江園 明君） では、その40人のうちに、出身町別というのは分かりますか。 

○総務課長（溝口 猛君） 出身町別でございますが、旧松山町が２名、旧志布志町が19名、旧

有明町が16名、そして合併後の採用職員が３名という形になっております。 

○３番（西江園 明君） 合併したのだから関係ないと言いたいでしょう。でも、世間や職員間

ではそうは思っていないんですよ。 

 40人中、松山町出身、私は１人と聞いたんですが、２人のようですけれども、40人中、松山町

出身は２人だけです。 

 私は志布志町の出身ですけど、私のところでさえ、このような現場の声、不満の声というのは

言ってくるわけです。人事というものは、それだけ厳しいものなのです。 

 市長はどう考えますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 市長となりまして５年が過ぎているところでございます。毎年毎年、そしてまた、時には臨時

的に職員の人事異動をするところでございますが、合併当初はともかく、今回の異動につきまし

ては、特に旧町の職員が何人ということを考慮して取り組みを人事の配置をしたということでは

ございませんでした。 

 特に、職員の異動につきましては先ほども申しましたように、異動することによって更なる資

質の向上が図られるということであります。当然、職員自身もそういったものを望んでいるわけ
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でございますので、私自身としましては、特に本庁、支所間の交流というか、異動というものが

年次的に図られるような流れをつくっていきたいということを念頭に置きながらしておりまして、

そのような中で、今回たまたまこのような構成になったというふうに思うところでございます。 

 旧町間の垣根をそれこそ取り払いながら、地域事情を十分出身町でないところも考慮できるよ

うな職員の資質の向上というものが、市全体の発展につながってくるというふうに思うところで

ございます。 

 逆に言えば、他の部署においてはこのような現在、今お話になられました部署において、松山

が少ないということでございますが、他の部署においては、松山の職員が多い部署があるという

ことになろうかと思いますので、その職員の在課年数というのがありますので、積極的に人事の

ローテーションの中で動いていくんだということをしているというふうに理解いただければと思

います。 

○３番（西江園 明君） 先ほども人事異動については市長、教育長に基本的なお考えをお聞き

しました。職員も十人十色、能力差もあるのも当然ですので、それをするわけですから、それな

りの御苦労は理解いたします。でもですね、中には病気になり、長期にわたって休まざるを得な

い職員もおるし。また、この病気で長期に休んだ人の復帰後の配置が松山支所が多いという職員

もいます。これはプライバシーに関することですので質問はいたしませんが、職員配置を見て、

松山町は有明町の吸収合併かという市民・職員もいるということです。 

 人事権は市長の権限ですので、これ以上は申しませんが、今そういうさまざまな意見があると

いうことを聞いていただければ結構です。 

 次に、嘱託職員のことでお尋ねいたします。 

 教育委員会に勤務する嘱託職員のことでお尋ねします。 

 教育委員会の所管には学校の関係、図書館とか、いろいろ嘱託職員がおりますが、私の所属す

る文教委員会の中でもこのことは何回も議論されております。嘱託職員について、どのように考

えているかという質疑に対して、課長はその委員会の中でも、教育委員会の場合は、一般事務と

違って特殊で一人配置のところが多いので、異動などは考慮するように人事担当である総務課の

方にもお願いをしているとの答弁がありました。 

 また、一般職員とは別で５年間にはこだわらないということですが、この方針は変わらないの

ですか。まずお伺いします。教育長でも結構ですし、市長でもどっちでも方針を。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 志布志市に勤務している嘱託職員は、現在227名となっております。内訳としまして、市長部局

に108人、市長部局外に119人となっております。 

 専門的な知識経験が必要な保育士、道路作業員、介護支援専門員、給食センター調理員、学校

助手、学校司書、公民館主事等の職種。また、窓口部門や伝票処理等一定の専門的な業務を担っ

ていただく職種につきましては、嘱託職員として任用を行っております。 

 基本的には、ただいま述べました業務の特性を考慮いたしまして、市長部局につきましては特
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別な事情がない限り、人事の異動は実施していないところでございます。 

 また、この嘱託職員の雇用の期間につきましては５年間ということで、平成19年に定めており

まして、24年中にその任期はくるところでございますが、今後改めてその期間についての協議を

してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（上村 環君） 教育長、答弁ありますか。 

○３番（西江園 明君） 今市長の答弁は、その平成19年に５年間ということを今言われました

けれども、これは市長部局じゃなくて、さっき言った227名の嘱託職員全員を対象にということで

すか。市長部局の考え方ですか。 

○市長（本田修一君） 先ほど19年と申しましたが、訂正させていただきます。嘱託職員制度を

導入しましたのが平成20年度でございますので、平成20年度に採用された嘱託職員は、24年まで

ということで期間の定めをしております。 

 このことについて、見直しをしたいということでございます。 

 そしてまた、教育委員会の嘱託職員につきましては、教育委員会での嘱託職員の取り扱いと、

職員の取り扱いの中で定めるということが適当かというふうに思うところでございます。 

○３番（西江園 明君） じゃあ私は、教育委員会のことを聞いてるわけですから、今市長の答

弁は教育委員会は別に、別途定めてということですね。教育長、答弁してください。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 教育委員会における嘱託職員の異動についてお答えをいたします。 

 まず、公民館主事について申し上げますと、九つの条例公民館がありまして、それぞれに公民

館主事を配置しているところでございます。 

 御案内のとおり公民館主事は、最も市民との接点がありまして、条例公民館の管理運営をはじ

め、市が推進する生涯学習講座の実践。それから、校区公民館が主催する地域づくり活動及び各

種機関団体を支援する業務などをお願いをしているところでございます。 

 長年同じ所に同じ主事が勤務することは、地域の事情把握や地域住民の方々をよく知るという

意味で業務運営がより効果的かつ円滑に推進できるというメリットがあることは認識しておりま

す。 

 しかし、これとは逆に同じ主事が１か所に長く勤務することによるデメリットもあるわけでご

ざいまして、例えば同じ公民館主事の仕事であっても、地域や人口、あるいはまた扱ういろいろ

なイベント等の違いによりまして、業務量に偏りや不均衡及び公民館主事自身の地域とのなれ合

いというものなどが生じてまいります。 

 そこで、定期的な異動によりまして、これまでの経験を新たな場所で生かすといった業務改善

の浸透に伴う硬直化、マンネリ化の防止や気風の刷新、公民館主事自身の能力向上と人間的成長

などで、市内全域における公民館業務の均衡ある推進によりまして、公民館活動の向上や活性化

がより一層図られるものと考えているところでございます。 

 そのような観点から、毎年度末に行います。公民館主事、事務補助員、学校助手、司書補等、
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対象者全員、今年も86名でございましたが、この86名を４日間にかけて面接をいたしまして、本

人の健康状態、仕事への意見、あるいは次年度への意思確認等を踏まえまして、同一箇所３年以

上の勤務の方を対象に異動を行ったところでございます。もちろん、特殊事情を申された場合は、

その限りではございません。 

 これも数年前から行っているわけですが、先ほど私が学校教職員の話をいたしましたように気

風の刷新というようなこと等から踏まえまして、それぞれ新しいところで、また新しいその人の

持ち味を発揮していただくと均衡ある公民館活動に寄与するのではないかというふうにも考えて、

公民館主事も、あるいはまた学校助手、司書補もそういう形で異動をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

［「委員会の答弁と全く逆の答弁だ」と呼ぶ者あり］ 

○３番（西江園 明君） 今、るる教育長が模範的な答弁を、教育長がそうやって言われると、

私が聞いているのは５年間というのは、市長は、そのことを聞いているのに、今長々とそういう

ことを言われると、言わんでよかことを言ってしまうんです。今ちょっとやじもでましたけれど

も、今市長部局の方では、嘱託職員の異動はないと、していないということで市長は先ほど答弁

されてますから、そういうふうに理解していいんですか。確認です。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 保育所の保育士につきましては、合併後５年以上経過した嘱託職員を今回異動対象として異動

させております。 

○３番（西江園 明君） ５年たったから異動させたということですね、はい。 

 本庁や支所にいる窓口とか、各課にですね、いる職員というのはあくまでも市の職員、嘱託職

員は市の補助的な市の職員の補助的な立場ですから、もしその嘱託職員がいなくてもほかの職員

が隣におりますから、即お客さんに対してとか、電話でも対応はできると思います。 

 しかし、教育委員会の嘱託職員というのは一人配置ですから、同じようにはいかないわけです。

そこを簡単に市長部局はしていないのに、我々委員会の中では、そういうことがしないように人

事担当である総務課と協議をすると言って、ということはもう異動は極力避けるようにとか、そ

の５年間にもこだわらないようにというふうに市長部局、総務課の方と協議をするというふうに

委員会の中では答弁をしているんですよ。それが今教育長の言ってるのと全然まるっきり反対の

ことなんですよ。 

 総務課と協議した結果が、市長部局は異動させないけど、教育委員会は異動させてくださいと、

異動してくださいというふうになったということで理解していいんですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 先ほど申しましたように、今先ほど市長も申されましたが、教育委員会の場合の業務というの

がやはりある程度専門的な色彩を帯びてまいりますので、それと市民ですかね、直接接する職種

が多いもんですから、そうしますと当然いろいろな御意見が私どものところに出てまいります。 
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 もう少し長くいてほしいんだけどということももちろんあります。しかし、なかなかなので今

度また異動させてくれないかと、また当然御本人からも、もうここには３年、もう私はとても５

年は続かないとかいろいろあるもんですから、私どもといたしましては、やはり職種以上、単な

るいわゆる庁内で一般事務をずっとされる嘱託職員の方とはやはり学校助手とかあるいは司書補

とか、あるいは公民館主事は違うものだから、やっぱり難儀もあったり、苦労もされる学校職員

にいたしましても大きな学校におられる学校助手の方、あるいは小さな学校におられる学校助手

の方、やはりそれなりの御苦労もあると思いますので、できるだけ公平になるようにということ

で３年をめどにということを行っているわけでありまして、なお、５年間は異動はさせないとい

うことにつきましては、現在今後また総務課とも協議をいたしまして、特に学校、教育委員会に

おられる嘱託職員の方については、ぜひそこを考慮していただきたいということも、今後協議し

ていきたいとは考えております。 

○３番（西江園 明君） では、総務課とは協議したんですか、してないんですか。 

○教育長（坪田勝秀君） 協議、正式というより私の方で総務課長にもこういう事情があるので、

ぜひ早めにこれを解決しましょうよということは話は持っていっております。ですから、今年度

中には何らかの形で、もしそれがどういう形になるか分かりませんが、市長の考えもお聞きして、

教育委員会の職員についての扱いについては別と言いますか、もしいい工夫が、知恵があればそ

ういう方向で結論が出せたらいいなと考えてはおります。 

○３番（西江園 明君） 最初、教育長が口述書をずっと読まれた基本方針的なやつと、今その

前の答弁とは違うんですかね、食い違ってることは、最初はずっとるる述べられましたけど、後

のやつは希望があって本人が辞めてからとか、といってこういうふうにしたというふうになれば、

それはそれで理解しますけれども、だから我々に委員会の中では総務課と協議して、そういうふ

うにしている。肝心の総務課所管にも嘱託職員の異動はないのに、そういう発想が理解できない

んです。 

 私は、以前も教育委員会の職員配置には疑問を感じて何回か一般質問をしてきました。 

 図書館の件でも、一度に３人が退職するが、職員体制は大丈夫かとただしたところ、急きょ教

育委員会内で異動が行われました。昨年も新規採用の職員が、新採の職員が病気になって長期に

わたって休まざるえないような配置をして、結果、係長が一人だけという係の体制になり、質問

をしましたら慌てて課内異動が行われました。 

 教育委員会といえば、教育長をはじめ外に出れば指導する立場の所管だと思います。指導する

先生たちを指導している立場なんですから、そこが立て続けに指摘をされて、慌てて対応する姿

勢はどうも理解できませんが、先ほど教育長の答弁もありまして、いろいろ公民館主事のことも

ありました。ああ言えばもっと言いたいこともあるんですけれども、もう言いませんけれども、

今回も公民館の主事の異動がありました。理由は分かりませんが異動になった途端に一人の主事

が辞めることになりました。志布志町だけのことを言って悪いんですけど、志布志町には三つの

条例公民館があり、それぞれ１人ずつ３人の主事がおりますが、ここ３年ちょっとの間に何人の
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公民館主事が辞めましたか、伺います。 

○生涯学習課長（米元史郎君） 旧志布志町分について申し上げます。 

 安楽地区。 

［西江園明君「何人かでいいですよ」と呼ぶ］ 

 ３名の職員が、今回まで含めまして４名の職員ということになります。 

○３番（西江園 明君） ここ３年の間に４人の主事が辞めたということです。これが教育委員

会の実態です。これ以上はもう申しません。 

 私は、いつも何回も一般質問をしております。現場の声が届いているのか、現場の声をもっと

反映させるべきではないかとですね。 

 次に、市長のモットーというか、であります日本一のまちづくりについてお尋ねいたします。 

 ブランド推進担当が創設されたせいもあるでしょう。最近は日本一のうんぬんといろいろ掲げ、

職員も大変のようです。 

 今までも何回かお聞きしておりますが、市長の考えているブランドとは何か、そしてブランド

推進室とは何かをまずお尋ねいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 合併以来、志あふれるまちの実現をまちづくりの基本理念として、さまざまな志あふれる事業

を展開しているということでございます。このことにつきましては、行政執行の目的ということ

で、市民の最大幸福の実現をすると。そしてまた、福祉の向上であり、公平・公正なまちの実現

ということにつながると思います。同時に多くの市民の方々がこのまちに住んでよかったと、子

供たちをこのまちに住まわせたい。そして誰よりも自分の住んでるまちが大好きであり、そして

誇りうるまちなんだという自信を持たせるということも目的となろうかと思います。 

 そのようなまちの実現のために、志あふれるまちの実践が必要であり、そしてそれを実践する

ためには市民の全面的な共生・協働の協力がなければ達成されないと考えてるところであります。 

 そのようなまちをどのように実現できるかと考えたとき、私どもはさまざまな分野で日本一づ

くりに挑戦していくことが、まさにこれが実現の方策というものになるのではないかと考えたと

ころでございます。 

 さまざまな日本一づくりをしていくということで、この志布志という地域ブランドを確立して

いくのだということでございます。 

 地域ブランド、志布志ブランドを確立する目的は、地域の活性化であり、市民の所得の向上に

つながっていくものだと。そしてまた、地域への市民の誇りと愛着が生まれるものであるという

ことでございます。 

 今回４月の組織再編で、企画政策課内にブランド推進室を立ち上げたところでございます。こ

のブランド推進室を中心といたしまして、ただいま申しましたブランド推進を図ってまいりたい

と考えてるところでございます。 

○３番（西江園 明君） 今、るる述べられましたが、その目的達成のために期待をし、大いに
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志布志ブランド、志布志市をＰＲしていただきたいと思います。 

 そこで伺いますけど、通告書にもありましたけれども、企業と役所の連携という表現がしてあ

りますけれども、市長が盛んに言われます環境とかというのは、どちらかというとソフト的な部

門かなと思いますし、ハード的というのか分かりませんけれども、品物、物品のブランド化をど

のように考えているのか。生産者がつくったものを流通させて、すなわち販売ルートを確保し、

乗せて志布志の名前を売り出すことで先ほどから市長が言う地域ブランド、志布志ブランドは形

成されるものと考えます。 

 そこで、企業が生産者とタイアップして、大々的に志布志産と銘打って、大型テナント店で販

売をするから、志布志の名を売るチャンスでもあるので、記者会見等を開いて大々的にＰＲした

いから市長にも出席できないかと依頼をしましたら、一応市長の予定はおさえましたが、まだブ

ランド指定をしていないので、行政としては動けないとのことです。民間企業が自分で生産から

販売ルートまで確保し、これからブランド化を目指そうと努力しているのに、市長の言うブラン

ドというのは、確立されたものを言うんであって、これからブランド化を目指すものは含まない

ということですか、まず確認です。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 志布志ブランドというものは、地域ブランドというようなふうに考えてるところでございます。

総体的に、この志布志のさまざまな産品というものをそれぞれブランド品として販売していくの

は当然でございますが、その産品のみならず志布志市全体の産業振興、それからさまざまな事業

についての取り組みを総体的に日本全国に、そしてあるいは世界に発信していきながら志布志と

いう名前を高めていくと、認知度を高めていくというような取り組みが地域ブランドの発進とい

うことになろうかというふうに思います。 

 そのような意味合いからしまして、先日国の方で志布志港につきまして、国際戦略バルク港の

指定を受けたわけでございますが、このことによりまして、この志布志という名前が全国に知れ

渡ったのではないかなというふうに考えるところでございます。 

 この国際戦略バルク港は、今回は指定でございますので、実質的に日本一の穀物の輸入港にな

るべく、今後更なる努力を重ねていくということになるわけでございますが、そのような取り組

みをすること自体でブランド力が、志布志のブランド力が高まっていくというふうに考えるとこ

ろでございます。 

 そして、そのものが穀物の輸入港でございますので、その穀物の輸入によって当然畜産品が産

出されるわけでございますので、その産出される畜産品について、例えば黒豚なら黒豚というも

のが志布志の国際戦略バルク港から使われている飼料で生産された志布志の豚というような形の

認知がしていただけることによって、志布志の産品、豚肉がブランドとして流通していくという

ような流れになっていくのではないかなというふうに思うところでございます。 

 ただいま志布志港の国際戦略バルク港の指定についてのお話をしたところでございますが、さ

まざまな日本一を掲げて得る内容についても、それぞれがそのような流れで、志布志全体の名前
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を全国に、そして世界に発信していく取り組みになるということでございます。 

 ただいまお話がありました特定の企業、そして特定の産品について、いまだ志布志のブランド

というものは確立されてないものではなかろうかというふうに思います。 

 しかし、そのものが本当に日本一になるというような内容のものがあるとすれば、私自身とし

てはそのものは積極的に取り組み、そして支援をしまして、志布志ブランドとして確立してまい

りたいというふうには考えております。 

 ただいまお話になられました企業につきましても、私自身としては積極的に対応をしているつ

もりでございます。 

 今お話になられたような形でのお気持ちであられるということであれば、もう少しその企業の

方とお話を申し上げて、全面的に一緒になってブランド化を果たしていきましょうというような

ことの取り組みはしていきたいというふうに考えております。 

○３番（西江園 明君） 民間の企業は必死です。志布志産という付加価値、今市長が言うブラ

ンド、付加価値が付ければですね、志布志産、志布志という付加価値に期待して補助金を出せと

言ってるんではないんです。大々的に大型店を巻き込むには、行政がそこに志布志市という行政

が表に出れば全然相手の受け取り方も違うわけです。 

 せっかく難産の末、市長が難産の末つくったブランド推進室が縦割り行政のはざまでですね、

つぶれることのないよう期待して、次へ移ります。 

 今市長が言われましたが、リサイクルを含め、環境対策にはかねがね絶対的な自信をお持ちの

ことと思います。 

 そこで、環境美化のことで伺います。 

 公衆トイレのことであります。 

 市が管理する公園、運動公園というのは公衆トイレは本当いつもきれいでですね、私はもうこ

れはもう自慢してもいいぐらいだと私は思います。いつもきれいです。 

 一方いつも汚いのが志布志港にあるトイレです。質問の前に伺いますけど、市長が言っている

日本一というのは市の分だけということじゃないですね、県とか国も合わせてということですか、

まずそこを確認。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 地域ブランドということでございますので、志布志市域全体、そしてまた私どもの市のみでで

きる内容ではございませんので、国・県も合わせて一緒になって取り組みをしていただきたいと

いうふうには考えているところでございます。 

○３番（西江園 明君） 聞いて安心しましたけれども、先般行われました生涯学習講座の開講

式で、市長は挨拶の中でも「日本一」という言葉を何回か言われました。 

 私は、この生涯学習講座は日本一ではないかと私は思っております。 

 私も過去三つの講座を受講したことがありますが、地方にあるこんな小さな自治体がたった

2,000円で、１年間勉強できる講座が100以上もあるところなんてそんなないでしょう。 
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 これは別として、「環境美化に努め年間100万人の入りあい観光客を目指す」と市長は挨拶され

ていました。先ほども言いましたが、運動公園なんかにある市が管理するトイレは清潔で、自慢

していいぐらいだと思います。 

 ところが、志布志の玄関、志布志に来たお客さんを案内するのが観光バースといわれる、ここ

です。場所は市長はお分かりですか。花火大会が行われる所です。ここのトイレが汚いと市民か

ら電話をいただきましたので、私も見に行ってきました。電話では紙もないということでしたの

で、私が行ったときは紙はありましたが、とてもじゃないが、出いもんも出らんごっないぐらい

の汚れ方でした。すぐに港湾商工課に電話をしたところ、県の方にお願いをしますということで

したけれども、その後も私も何回か行ってみましたが、ごみは捨てられているし汚い状態です。

それで、港湾商工課の方にも二、三回は電話をしました。 

 そしたら、先日前回電話をもらった市民の人から全然改善されていないので、直接港湾事務所

に電話をしましたということでした。この人には最初電話をもらったときに、あそこは県管理で

すからねと話をしたから県の施設だというふうにその人は理解をされたと思います。 

 でも、一般の人は分かりません。志布志市の公衆トイレとしか見ないんです。この現状を日本

一の環境を目指す市長は利用する気にならない環境にあるトイレをどのように思いますか、伺い

ます。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 私も議員の一般質問があるということで、あらためて現場を確認に行ったところでございまし

た。 

 その現場は、環境的には汚れていることではなかったところでございますが、一部ごみが散見

された。そしてまた、トイレットペーパー等が備え付けのトイレットペーパーを巻き取るところ

が壊れていたり、それからペーパーが用意してなかったりということでありましたので、そのと

きには港湾事務所に連絡してきれいにしていただくようお願いするということにしたところでご

ざいますが、この地につきましては、そのようなことで常にしてもしても、そのような状況とい

うようなことではないのかなというふうに思ったところでございました。現在、週２回の清掃と

いうことでそのような汚れの具合ということになるとなれば、その回数を増やしていくというこ

とが必要ではないかなと。そしてまた、清潔の協力のお願いをするような取り組みもしなければ

いけないというふうに考えてえたところでございます。県の港湾事務所と今後協議してまいりた

いと思います。 

○３番（西江園 明君） この場所は、非常に釣り人も多いし、対岸にさんふらわあも見えます

し、昼なんかけっこう昼ご飯を食べている人も多いです。それだけ訪れる人も多いから、当然利

用も多く、一方ごみの不法投棄も多いのです。外に捨てるわけにいかんからトイレにごみを置い

ていくのです。今朝も環境対策の職員と話をしたら、「やっぱりごみが多かったです。」というこ

とです。 

 私は、以前も１回言ったことがありますけど、このような場所にごみ箱を置くべきではないか
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ということを１回言ったことがあります。とかく日本という国は規制の国と言われるように、で

も規制だけできれいになるのか疑問を持つ一人です。考えてみてください。今から暑くなるシー

ズンです。もう暑いですけれども、志布志市は港から市街地に職場が集中しております。その関

係から働いている人は半分以上、ここに来る人は半分以上は市外の人です。志布志の人じゃない

ですよね、外から来る車が多いんです。朝コンビニなどで弁当を買って、昼に公園や車中で弁当

を食べて、その食べ終わった弁当殻を熱い車に置いておけますか。もう腐ってとてもじゃないけ

ど、においが残り暑いのに夕方まで家に持って帰ることは不可能になります。だから、どっかで

処分しなければなりません。結局不法投棄です。毎日道路の不法投棄の後始末にパトロール車が

走っています。 

 子供に母親がごみの分別を指導しているのに、一歩出て学校への通学は不法投棄のごみがしょ

っちゅう落ちており、子供の教育に悩むと話をされたお母さんもいらっしゃいました。 

 そこで、どこに捨ててあるか分からないごみを探して拾うのでなく、決まった所にごみ箱があ

れば、そこへ回収に行けば不法投棄も減ると思います。そげなこつすれば、すぐ満杯になり、何

でも捨てられてしまうことになると言いたいでしょう、思うでしょう。でも、現に現在何でもど

こでも捨てられて汚いんです。担当も苦情処理に大変でしょう。回収に行く所を決めた方が楽で

しょう、どうですか。 

 公園など人が集い、憩い、そういう環境美化に努めなければならない所にごみ箱を置くことは

考えられませんか、伺います。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 何年ぐらい前になるかはちょっと覚えはないところでございますが、20年あるいはもう30年と

いう単位になるか分かりませんが、日本全国でごみ箱の撤去が随所で始まったところでございま

す。ごみ箱を設置すれば、そのごみ箱にわんさかと家庭内のごみまで持ち込んでごみの撤去に苦

労すると、そのような形でなく、それぞれの市民が、国民が自分で自分の出したごみについては

責任を持って、分別ないし収集に協力するというような体制が日本全体で取り組まれてきて、現

在の状況があるかというふうに思います。 

 今、現在、どの会場に行っても公園に行っても、あるいはイベントの会場に行ってもごみの持

ち帰りの協力のお願いをしているところでございます。 

 現実的には、今申されたような状況が、情景が発生するところでございますが、私どもはその

ことにつきましては、不法投棄をされる方にそのような心ない行動はやめていただくような呼び

掛け、そして仕組みというのをつくっていかなければならないのではないかなと考えるところで

ございます。 

 今申しましたように、このトイレにつきましては、トイレ周辺につきましては、いつもいつも

汚れているというような光景があるとすれば、先ほども言いましたように、週２回の清掃で間に

合わないとすれば回数を増やしていって、いつもいつもきれいな状態にしていくということが、

心ない利用者にとりましても、そのような心ないことをするということはいけないことというこ



 （217）

とを気付いてくれるというようなふうになっていくのではないかなというふうに思っております。 

 そのようなことをするために、実現するために、今お話がありましたように市外の車両が多い

と、市外から来られる方が多いということになるとなれば、港湾関係の出入りされる業者の方の

車だろうと思われますので、港湾関係の方にこのように非常に困っているということをお話し申

し上げて、そして出入りする関係業者の方にも積極的な協力をお願いするということのお話を申

し上げたいと考えるところでございます。 

○３番（西江園 明君） 市長は言われましたけれども、してもしても追いつかん汚い状態とい

う、さっきのトイレはですね。そういう市長が今おしゃたことは理解できます。でも現実にこの

暑い時期に食べた弁当殻を車の中に、昼食べて帰るまで置いておけるかと、じゃあそれをどうし

てくれるのというそういう現場の問題もあるということを考えていただければいいですから、市

長が言うそういう理想的なやつは志布志は取り組んでおります。でも、せめてきれいにしておか

なければならない人の憩う場所には置くべきじゃないかなと思う一人です。 

 副市長も今回志布志に縁あって見えて、ごみが厳しいのにびっくりしたことと思います。つい

ていけなくなってですね、ノイローゼになり引っ越した人もいる、志布志にはおります。責任感

のあるお母さんだったんですけどですね、こういう人もいるというのも事実です。次に移ります。 

 地域情報基盤整備事業について、またお尋ねしますので、またかと思わず誠意ある答弁を御期

待いたします。 

 まず、難視地域の対策についてということで、前回お聞きしましたらＮＨＫから１世帯当たり

２万8,000円の補助があるので、今までの会費負担を合わせれば当面市民の負担は大きくないので、

市の対策としては考えていないと答弁がありました。 

 先般、このような地域に住む人から隣近所はアンテナを立てればテレビも映るが、どうしたら

いいかなと相談を受けましたので、ＮＨＫからの補助があるんだから、あとの維持費を考えれば

ケーブルテレビの方が安くつくんではないですかと勧めたところでした。そうしたら、そこはＮ

ＨＫからの補助はないとのことでした。 

 前回の議会では、共同視聴地域はＮＨＫからの補助があると答弁されましたが、補助がない地

域もあるというのは、市長は前回のときは御存じだったんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 前回の答弁の時点では、そのような地域があるということについては認識していたところでご

ざいますが、対策については考えていなかったということでございます。 

○３番（西江園 明君） じゃあ市長は３月に答弁をしたときには、ＮＨＫの補助がない地域が

あるということは御存じだったんですね。 

 でも、そういう答弁がなかったから、私は「議会だより」にそのまんまＮＨＫからの補助があ

るというふうに書きました。 

 今回、通告をしましてから予算書を見てみましたら、補助金が計上されているようでしたので

安心したところでしたが、これも一般財源で手当てをしています。ＮＨＫとですよ、どのような
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協議をしたらこのような措置、市の単独を出さざる得なかったんですか。まずそれをお聞かせく

ださい。 

○市長（本田修一君） 今回ＮＨＫの難視のところにつきまして、ＮＨＫが２万8,000円、地デジ

対応で助成金を出すということにつきましては、当然そういった流れになるかというふうに思い

ます。 

 しかし、今回ＮＨＫの対象にならない地域につきまして、私どもといたしましては、どのよう

な対応をするべきかということにつきまして、国の方と相談いたしましたところ、国の方では本

市は情報通信基盤整備事業を導入しているので、そのような中での対応をお願いしますというよ

うなことであったところでございます。 

 そのようなことで、今回は改めてそのような地域につきましては、本市といたしまして、独自

の難視地区対策補助金の創設をしたところでございます。 

○３番（西江園 明君） ちょっと答弁がずれていますけれども、そのＮＨＫはどうしてここだ

け対象外なんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 地デジの対象、新たな導入の際に従来の共聴施設につきましては、難視ということで共聴組合

が設立され、それで今回地デジに対応するときに２万8,000円されるということになったところで

ございますが、新たな地デジの電波を発信する際に、今回調査があった中でＮＨＫの放送につい

ては、受信が可能ということ。しかし、他の民放については受信が難しいというような地域があ

りまして、ＮＨＫといたしましては、この地域については対応ができないというような方針でさ

れているというふうに聞いているところでございます。 

 そのような中での本市での難視地区対策の補助金の創設となったところでございます。 

○３番（西江園 明君） さっき申し上げました市民から相談を受けたときに、私は３月議会で

市長が回答したようにＮＨＫからの補助があるからというふうに説明したら、どうも話がかみ合

いませんので、担当課の方に尋ねてみましたら、補助の対象外であるということで、理由はちょ

っと今の説明とは違いますけれども、対象外の地区があるということを初めて知ったところでし

た。 

 ３月議会のときの質問のときは、市長も知らずに答弁したのではないかとお聞きしたところで

したけれども、市長は分かっていたということですけれども、今市長の答弁でＮＨＫが映るとこ

ろは補助がない。映らんからということで、これは新しい地デジがですか、それとも昔からずっ

とＮＨＫが共同アンテナをつくるときからの話ですかね。今の話ですか、どっち。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） ただいま市長の方が答弁しました内容につきましては、新たな

難視地区ということになります。 

 そして、ＮＨＫ共聴につきましては、今回既に地デジ対策を行っている所が１か所があるとい

うことですので、ここはもう見れるということで対象にならないということでございます。 

 そして、今回ＮＨＫ共聴については、志布志城山という共聴組合がございますが、ここがＮＨ
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Ｋの方から対象にならないという連絡があったということでございまして、この分についても今

回志布志市の支援措置で対応したいというふうに考えているところでございます。 

○３番（西江園 明君） ちょっと分かりにくいんですけどね、ここで時間をつぶしたくないも

んですから、ちょっとだからＮＨＫがこう言ってきましたからといって、そこでもうちょっと、

はい分かりましたと引き下がって、こんな金を突っ込むんだったらもうちょっと協議する余地は

なかったのかと疑問に思うんですけれども、この予算書では世帯数に単価を掛けて計算されてい

ますけど、これは組合に補助するんですか、個人への補助ですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回の補助制度につきましては、ただいま申し上げましたＮＨ

Ｋ共聴組合の世帯ごと。そして難視地区につきましても世帯単位ということで考えております。 

○３番（西江園 明君） じゃあ、個人に補助するということですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 個人の世帯ということでございます。 

○３番（西江園 明君） もう少しこんな一般財源を突っ込むよりＮＨＫとの交渉の余地があっ

たのではないかと思いますけど。もう次に移りますけれども、通告書にありますように端末機、

ケーブルテレビの加入状況と工事の進捗状況を、直近の状況でいいですから、数字を教えてくだ

さい。 

○市長（本田修一君） 行政告知端末機の加入状況につきましては、３月31日現在で１万3,136

世帯です。 

 ケーブルテレビの加入状況は、６月２日現在で3,729世帯となっております。 

 工事の進捗状況につきましては、ほぼ計画どおりに進捗しております。６月２日現在で、伝送

路設備工事が83％、センター設備工事が86％、告知放送端末の設置が完了した世帯は１万1,285

件で、86％となっております。 

○３番（西江園 明君） ５月に入りましてから急に各家庭に端末機の取り付け工事が行われて

いるようです。日中不在の特に志布志方面はですね、不在の家が多くて業者も苦労しているよう

ですが、有料と勘違いされての申し込み漏れや、全くこういうこの事業を知らなかった人などい

ろいろ理由はあるようですが、このような世帯についてということで質疑する予定でしたが、こ

れについても補助があるというふうに計上されていましたので、安心したところですが、この議

案上程のときも少しちょっとやり取りがありましたけれども、100％と50％のこの内訳を再度もう

ちょっと詳しくお願いします。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回、この告知放送端末の設置費用でございますけれども、交

付金事業内に設置して申し込みをしていただけますと、地域情報通信基盤整備推進事業交付金を

活用しまして、実質ゼロで整備ができるというようなことでございます。 

 今回この告知端末機の推進につきまして、職員をはじめ各家庭まで戸別訪問をしながら推進を

図ってきたところでございます。この中で、ぜひ今回設置してくださいというようなお願いを申

し上げながら推進してきました。そして、この事業完了後になりますと、個人負担がありますよ

ということも十分御説明申し上げて推進してきたところでございますが、残念ながら今回取り付
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けないという方もいらっしゃったところでございます。 

 そのような経緯等もありましたので、今回半額補助ということで考えておるところでございま

す。 

［西江園明君「100％は」と呼ぶ］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 100％につきましては、４月１日以降、志布志市に転入された方、

それから転居された方、それから新築住宅を新たに建てられた方、こういう方々については100％

ということで考えております。 

○３番（西江園 明君） 50％補助というのは、市民に対してのペナルティのような説明ですけ

れども、先月の議案上程のときも専決処分の中で第１号補正でしたですかね。大震災の被災者へ

の支援が計上されておりましたけれども、この中にも支援を受け取れられない対象外の人もあり、

どのような目線でですね、こんな判断が出てくるのかと、何を目線で判断をお持ちかというのを

今回も100％補助と50％補助、同じ市民に差をつけるという発想に感心するやらあきれるやらです。 

 施政方針に市長はいつもあります。市長が言っている市民目線でなく、私はお上目線だという

ふうに感じてて、じゃあ今そこで課長が50％漏れの人たちについて、いろいろありましたけれど

も、その差を自信を持ってですよ、「うんにゃおまんさあは50％やど」というふうに自信を持って

この作業が職員が行えるかというのが疑問なんです。 

 先ほど震災のことも言いましたけれども、あのときだって知人の援助を受けている人の場合は

対象外という表現がありましたけど、じゃあ誰がここを判断するのかな、いや私はもらっていま

せんと言えばそれでいいのかと、そういう不安な要素があるのに、こういう差を市民に差を付け

る補助というのを設けるというのが私は理解できないんですけど。 

 財務課長にお聞きしますが、今回補正を計上するにあたって、このような計上になった経緯を

伺います。 

 担当課が予算書を作って財務の方で査定をして、副市長が市長に上げると思います、予算とい

うのはですね。どの時点でこの数字というのは50％、100％と決まったんですか。 

○財務課長（野村不二生君） お答えいたします。 

 この件につきましては、所管課から上がってきた内容を財務課で検討しましたけれども、この

内容につきましては、市長査定ということで送りまして、実際市長、副市長等を含めてですね、

担当課と協議をして最終的な結論を出したところでございます。 

○３番（西江園 明君） じゃあ、担当課からも最初からこういう形で提案されたということで

すね。議論はしたけど、担当課からの提案どおり決まったということですか、確認。 

○財務課長（野村不二生君） 協議の中で、最終的な方向性が出たということでございます。一

応案としては上がってまいりましたので、そういったことでございます。 

○３番（西江園 明君） その協議したオブラートに包まないでいいんですよ。提案どおり決ま

ったなら決まった。協議したと言えば変わったというふうに理解してしまうんですよ、どうなん

ですか。 
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○財務課長（野村不二生君） 提案があった部分についてですね、協議をして最終的な結論を出

したということでございます。 

○議長（上村 環君） もう１回。 

○３番（西江園 明君） そんなら担当課からは100％補助できたけれども、協議した結果50％と

いうのは市長なんかと決まったということですか。協議という表現をされると、そういう言葉で

とられるんですよ。担当課から上がってきたらそれでいいんですよ、それで。 

○財務課長（野村不二生君） 今回提案をしている内容でですね、主管課の方から上がってきた

ということでございます。 

○３番（西江園 明君） もう時間もですね、もったいないから、なんとんしれんとにとらせん

でくださいよ。担当課が提出されたということは、先ほども言いましたように、担当課のお上目

線というふうに私は思います。この100％と50％の差は大きいですよ。じゃあ、これに絶対的に先

ほども言いましたように自信を持って区別できますか。役所側は50％補助というふうに考えてい

たところに、そこに私のように理屈をこねて頼まれてきたりとか、あるいは名前を出して悪いん

ですけれども、議長が「ここはどうにかならんけっ」ちきたり、あるいは市長が「今度はどうか

せんか」ときたときに絶対断れますか。もしそういうふうに、というのは後から、あの人に頼ん

だら50％が100％になったち。そんなうわさがたったら大変なことですから、そういう不安な要素

があるような補助率を決めるんじゃなくて、先ほど一般財源でしょう。しれてますがね、40何万、

50万円もないですよ。何も縛りもないんだから100％一本にはできませんか。 

 100台見込んじょって、そのうち20台をそのような２割の市民に50％ということ。ここに差をつ

けて議案上程のときには、経済効果うんぬんっち言っせえ、財政状況を見てち、ここにどれだけ

の財政効果、経済効果が出るんですか。 

 これが市長の言う市民目線というふうに思うんですか、これが市民の言う市民目線ですか、伺

います。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 行政告知端末放送機の設置につきましては、本事業の最大眼目ということでございますので、

この推進については、一生懸命取り組んでまいったところでございます。 

 昨年の12月末を一旦はじめの当初の締めというふうなところで取り組んでおりましたが、なか

なか加入が促進されないと、申し込みが促進されないということで、職員におきましても申し込

みがされない所につきましては、特別に訪問をして推進をするようにということの指示もしたと

ころでございます。 

 そして、また改めて３月31日まで工事が延期になりそうだということで、３月31日までの申し

込みの期間を延ばしてしてきたところでございますが、この間にも再三再四、案内を申し上げ、

そして最終的には配達証明の郵送で、この申し込みの加入の確認をさせていただいたところでご

ざいます。 

 そのような経緯がございまして、今回の申込率は最終的に94.2％となったところでございます
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が、しかし、この事業が開始になったときには、必ずこの方々の中にも改めて入りたいという方

がおられるということが出てくるということは想定されますので、それではこの方々に対応する

ために私どもとしましては、当初この事業につきましては、一戸当たり８万8,000円事業費として

かかりますと、そしてまた、この事業につきましては、国庫の交付金で本市の持ち出しというの

はごくわずかな形で推進されるということのお話も申し上げてきたということもございまして、

今回改めてそのことについて加入の申し込みがあるとするならば、さまざまな本市のとっている

補助事業を勘案いたしまして、50％が適当ではないかなというような形での御提案ということに

なったところでございます。 

 私どもとしましても、本来この段階で100％ですよというようなことで、お話を申し上げたとこ

ろでございますが、市民の中に私どもの家ではそのようなものは要らないということで、再三再

四断られたというような形での結果ということを御理解いただければというふうに思うところで

ございます。 

○３番（西江園 明君） 職員が今いろいろこの事業については、申込書の回収や説明会などで

すね、大変だったと思います。 

 特に借家の多い地域の担当の職員などは大変だったです。でも一方職員にとっては余計な業務

ですから、回収にも個人差があり説明にも個人差がある。これはもう仕方ないことです。確実に

回答をもらうまで回った職員もあれば、もう不在だったらそこで済ますことも、そしてその結果、

市長が今言われたようなこともあったようです。このような職員の個人差とか、いろんなことで

市民に不公平があってはならないと思います。 

 昨日も１日目でしたか、１番議員からこのことについて市民が理解していないじゃないか、ま

だ設置がないんじゃないかというふうな一般質問もありました。それが現場なんですよ。 

 だから、私は市民目線を聞いたんですけど、市長が今るる述べられましたけれども、じゃあち

ょっと確認ですけど、最近引っ越してきた人は当然申し込んでいないんですが、これは先ほど課

長の説明100％補助ということで理解していいんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 転入者につきましては、100％補助ということで考えております。 

○３番（西江園 明君） ここにですね、用紙がありますけど、私が今100％と50％の補助という

のは厳しいし大きいですよということを言いたいんです。この用紙というのは、今年度から自治

会の助成金の仕組みが変わりますから、企画政策課の職員が自治会や公民館単位で説明会を開催

した時、配布された資料です。 

 かねがね議会の中でもいろいろ何回も出ますけども、自治会への未加入者が多く、執行部も加

入促進には苦労されているようです。 

 その一環か分かりませんが、この用紙の下の方にですね、新年度から新規加入世帯１世帯当た

りにつき5,000円の補助をするとあります。私のところの自治会でもこれがこういうのを見ました

ので、３月に引っ越してきたりとか、そういう、あったんですけれども、未加入者を加入しても

らったりして五、六件以上追加をしたと思いますけれども、補助金を受けるために４月になって
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から市役所に届けるわけです。 

 でも申し込みは、先ほど今市長が言いました３月まで申し込みですよね。でも自治会は、補助

金をもらうためには２月、３月に引っ越してきても、もう４月に届けをした方が自治会のために

は運営上楽なんですよ、大きいんですよ5,000円というのは１世帯当たり。ですから。今市長が言

った行政端末は３月までと言いながら、一方じゃ補助金は出しますから、自治会の加入促進をし

てくださいということで、言っていることと、やっていることが違うんですよ。 

 現場の方は、自治会の方は当然補助金をもらうために４月に提出するでしょう。ですから、４

月以降の転入になるんですよ。典型的な、私は縦割り行政の弊害だと思う。こんな世帯も有料な

んですか。だから線引きができますかというふうに聞いてるんですけど、どうなんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 行政告知端末機の市民への全世帯への加入という見込みの世帯につきましては、12月31日現在

の住所がある世帯について、そのような形での取り扱いをしたところでございます。 

 しかし、その後一部転入等がございましたので、対応できる部分については対応しているとい

うふうに思いますが、原則としてはそのまま線引きをして申し込みを受け付けているということ

でございます。 

 そしてまた、その後転入というような形になられた方には100％の補助というような対応になろ

うかというふうに考えます。 

○３番（西江園 明君） 100％補助ということで安心はしたんですけど、そういうふうに理解を

しますけれども、先ほど言いました50％市民に、100人のうちに20人ですよ、の人が50％補助、80％

は100％です、予算上はですよ。この20人のうち50％補助、これをさっき言ったいろんな要素があ

って、そういうふうに50％を払わないかん。この50％を例えばですよ、90人にしたら100％補助に

なりますよね。ちょっとここに私、手持ちがあっちの席にありますけれども、あと20％の人、２

割の人を100％に補助したときに幾ら必要ですか、財源は。49万円幾らでしょう。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 50％補助の方を100％とした場合に必要な財源は、あと49万3,000

円ということになります。 

○３番（西江園 明君） これが市の財政にどんな影響を及ぼすんですか。 

 市長どうですか、この49万3,000円はやっぱり市民にとっては大きい。これがなければばったり

いかんというふうになりますか。これで市民に差をつけて、いろんな問題を不安要素を残すよう

な決め方をしてて、これで突っぱねますか、どうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回のこの補助金の内容につきましては、先程来お話しますように、私どもは再三再四加入の

お願いに回ったところでございます。 

 そして、最終的には配達証明という形を取らさせていただいたということで、どうしてもうち

は入れないというようなことのお断りがあったということでございます。 

 そして、この事業の中で対応するとなれば、国の交付金を活用できるのですよということもお
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話し申し上げたところでございます。 

 そのような中での今回事業開始後の加入というような形になるわけでございますが、そのこと

につきましては、ほかの補助金との兼ね合いも考えまして５割というような形の設定をさせてい

ただいたところでございます。 

○３番（西江園 明君） 市長が言う日本一のブロードバンドを整理してというふうにして、言

ってることとしていることと市民に差をつけるということは理解できないんですが、周知の仕方、

回収の仕方などですね、このことについてはよく検証して市民に不公平感が出ないようにしてい

ただきたいと思います。 

 次に、工事の進捗状況についてお尋ねします。 

 非常に厳しい工期であることは、契約議案が提案されたときも指摘したところでしたが、やっ

ぱし３月までは無理で６月をめどに進めますという回覧も配布されました。 

 業者も５月の連休もその後は土曜、日曜も休みなしの状態で工事がされているようです。契約

後工事の状況はなかなか見られず、４月に入ってからそれも連休になってから急に工事車両が増

えて急ピッチで工事がされているというふうに思います。こんなに遅れるということは、コンサ

ルタントから施工業者への渡す設計書が遅れたんじゃないか、指示書が遅れたんじゃないかとい

うふうに私は思うんですけれども、施工業者には契約後直ちに着工できるような設計書は渡して

あったんですか、伺います。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 設計業者、そしてまた施工業者、そしてまた発注者である私ども市役所の連携につきましては、

密に重ねておりまして、工程会議を度々開催しております。 

 そのような中で、業務の進捗についてお互いに確認をし合いながら業務の遂行をしているとこ

ろでございます。 

○３番（西江園 明君） 私の聞いたことに答弁して。 

 設計書は施工業者に渡してあるんですか、ということを聞いてるんです。 

○市長（本田修一君） 当然それは渡してあるものでございます。 

○３番（西江園 明君） じゃあ工事が遅れているということは、施工業者が責任というふうに

当初設計書を渡してあるということですね。ですから、遅れるということは施工業者の責任とい

うことになるが、そのように理解してよろしいんですか。コンサルタントの業務はちゃんと工期

内で終わっているということですね。そういうふうに理解していいんですか、お尋ねします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 施工の遅れにつきましては、さまざまな事由がございまして、このことにつきましては、誠に

申し訳なく思うところでございます。 

 しかしながら、今回私どもにとりまして不幸にも口てい疫等が発生しまして、当初の出だしが

非常に遅れてしまった。そしてまた、契約の変更というものもございまして、そちらとの関連で

も遅れてしまったということでございます。 
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 このことにつきまして、設計業者、そして施工業者、その後真摯にこの遅れを取り戻すべく事

業については、取り組んでいるものと認識しているところでございます。 

○３番（西江園 明君） ３月から４月にかけてどこも総会シーズンですので、４月の中旬だっ

たと思いますけれども、ある自治会の会長さんがこの事業で立てる電柱が市道、私ではない、市

の管理する市道のとんでもない所に立てるように舗装が切られているが見てくれということで、

私も見に行ってきました。交差点の中に突き出たような所が準備され舗装が切られておりました。

電柱を立てるばかりになっていたわけですけれども、でも私も見てよくこんな所に建設課も許可

したなと思い、支所の建設課に行ってみました。 

 そしたら支所は、支所の方にはこういう占用については連絡がないので実状が分からないので

現場を調査してみますということで即対応してくれました。 

 その後、どうだったかと確認をしたところ、建設課の職員いわく「考えられません。直ちに業

者に連絡し、中止します」とのことでした。こんな所に電柱を立てるような設計書を作ったコン

サルタントが市長が盛んに言われます業務に精通したコンサルタント業者、資格を持ってないか

ら業者という言葉が適切か分かりませんけれども、業務遂行に不安だからと大手のコンサルタン

ト業者を契約解除し、精通していると自信を持って推薦したコンサルタントがしている仕事です。

どう思いますか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回交差点に自営柱ですかね、自営柱が立ててあったというこ

とでございますが、自営柱については施工業者、電送路を施工される施工業者が仕事に当たられ

たところでございます。 

○３番（西江園 明君） 業者が申請するんですか。コンサルタントが占用申請をするんじゃな

いですか、占用申請はどこが作るんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 自営柱につきましては、まずちょっと流れの方を御説明申し上

げますが、この光ファイバーにつきましては、九州電力それからＮＴＴの電柱に共架するという

ようなことで今回志布志市はやってまいりましたけれども、コンサルタントにつきましては、九

州電力、ＮＴＴにこの添架申請をするところまででございます。 

 そして、その結果、その九州電力の電柱等が使えないと強度不足ということで許可が下りない

場合には、その後の仕事は施工業者が、自営柱を計画して立てるということになります。 

 今回のケースの場合、自営柱を立てたということですので、この計画から施行については、施

工業者がやっていただいた仕事ということになります。 

○３番（西江園 明君） 施工業者がするのか。設計監理というのは何をするんですか、ほんな

ら。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回のコンサルタントの仕事と、それから施工の内容につきま

しては、ただいまのこの線引きを明確にするために、仕様書の中で、ただいま申し上げましたこ

とをば 

明記して仕事をやっていただくということで実施をしたところでございます。 
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 設計監理につきましては、全体の施工も含めた進捗、そういうものを含めた監理をばやってい

ただいております。 

○３番（西江園 明君） もう時間がないからですね、もういきますけど。でも私も施工業者に

聞いてるんですよ。いいかげんな質問はしてないんですよ。もらった設計書では、とてもじゃな

いけど使えなかったので、私たちの方で設計をし直ししたりして配線をルートを決めてやってい

ますと、いうことをですね。ですから、その中で自営柱が発生したら、その分については施工業

者が申請するということで、私から見れば何のためのコンサルタントかなというふうに、何のた

めに設計監理で3,000万円も金を取っているのかなと。あとの監理をするのが現場の状況に応じて

監理するのが、その設計監理というふうに私は思うんですよね。その設計監理、3,000万円も上積

みした金は何のための監理かなというふうに思いますけど、そのようなとこは、また調査して今

後またしたいと思いますけれども、でも現場の施工業者から設計からやり直しているというのが

現実です。 

 ですから現場の状況、どこが精通した、そんな使えないような設計書を作るコンサルタントが

どこが精通したコンサルタントかと疑ってしまうんですけれども、建設課長、申請書が提出され

たのはいつですか。道路占用の申請書。 

○建設課長（中迫哲郎君） 今回情報の関係の自営柱ということで、市道に自営柱の道路占用の

申請があったのは、23年２月16日から５月末までに15件ほど出ております。随時発生したところ

で申請をいただいているところでございます。 

○３番（西江園 明君） 建設課長、15件というのは立てる本数が15本分ということですか。そ

れとも１冊とか、ファイルになると何百件あるっち聞いたんですけど。 

○建設課長（中迫哲郎君） 申し訳ございません。15件は申請の件数で本数でいたしますと、1,130

本ほどございます。 

○３番（西江園 明君） 今でさえ５月20日に申請書が建設課にくるんですよ。現場が遅れるの

は当たり前ですがね。建設課の方も、私もですね、尋ねにいったときに、もう書類をもらったば

かりで、何百件も一度にもらったので中身を精査するところまではいっていません。それはもう

そうでしょう。やっと５月20日になってからも道路占用の申請書が出てくるぐらいのところです。

だから、私は最初聞きました。早々と施工業者に設計書は渡してあるんですかというふうに、そ

したら渡してあると市長は答弁されましたけれども、実際使えないということですね。 

 ですから、もう時間がないですから飛ばしますけれども、今回設計変更を私はですね、３月議

会やろうか６月議会やろうかといつも思いながら出ているのですけど、設計変更の議案が提出さ

れないなというふうに思っていたんですけれども、先ほど全協の中で追加議案で出したいという

ことで、市長が説明をされましたけれども、これをですよ、今からまだ６月いっぱいで終わって

設計変更までできて、例えば普通、役所であれば決済をして、そして議案を提出して６月末まで

終わりますか、そういう作業が現場が終わって精算がとれるんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） ただいまこの工事にかかる事務を進めているところでございま
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すが、まず数量確定というところを今週末頃までに確定するということにいたしているところで

ございます。出来高の数量確定ができないと全体の工事ができないということでございまして、

今その作業を行っているところでございます。 

○３番（西江園 明君） 今議会中に工事が終わるか、６月末までですから、その前に今週中に

めどを出すということですけれども、それを設計書を作って決済を受け、議案を作る準備をして

間に合うかなと、施工業者が泣くことがないようにですね、そういうことでお願いします。 

 私は今ですね、先ほど有料で100世帯分追加をしてありますけれども、先ほど市長は申込率が94.

何％ですよね、余裕があるわけですよ。別に市民からお金とか一般財源を出さんでん、設置個数

には財務省の方が何か６月いっぱいまでに工事を終わらんないかんということですけれども、ま

だ戸数は余裕があるのに、何で一般財源をつぎ込んでせんないかんのか、まだ今から申込書をじ

ゃんじゃん受け付けて、全世帯で発注してるでしょう、発注世帯は、どうなんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 現在のまだ申し込んでない人も、今からでも間に合うのかとい

うことでございますが、この工事をするに当たりまして事前に施工用の設計図書、これを作ると

いうことになります。 

 そして、施工業者の方々はこのどこに何を付けるというものをば施工用の設計図書を作成して、

それから現場に行って工事をするということでございます。 

 この分について、施工業者等々もいろいろ協議したところでございますが、３月末までに確定

したものではないと６月まで工期には間に合わないということで、今回はそのような理由で施工

ができないということになります。 

○３番（西江園 明君） 全世帯で発注しているんですよね、世帯はですよね。でも、施工は90

何％、だから申し込み100％ないんだから世帯数には余裕があるわけですよね、単純にいけばです

よ。 

 今課長の答弁では３月までうんぬんち、だから私は財務とか６月という工期にこだわらずです

よ、事故繰越しをしたんだから１か月延ばして、２か月延ばして、契約工期の変更は議決事項で

もないしですよ。だから、その地デジのやつは仕方ないとしても、そっちは急がんないかんとし

ても、今から申し込みを、工期を延ばしさえすれば、一般財源を使わなくても余裕があるんじゃ

ないですかということを言いたいんですよ。財務省とかそういう事故繰越しのことで協議する余

地というのはないんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回の志布志市の事故繰越しにおける期限ですけれども、６月

30日までに必ず終えるようにということで、九州総通局から強い指導を受けているところでござ

います。 

○３番（西江園 明君） さっきのＮＨＫとの交渉の余地もなかったのかと言いましたですけれ

ども、その辺も交渉の余地で、一般財源をこれだけ使うんだったら、残すわけですからね、100

あっとを90しかつけなくて、そんな余地を考えれば一般財源を使わんでも工期を延ばせばできた

んじゃないかなと私は思うんですよ。 
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 ですから、さっきるる述べました。急いで契約変更して施工業者が泣くことのないようにコン

サルタントは3,000万円も高く、ぬれ手であわで落札しているわけですから、工事の施工業者が泣

き寝入りにならないことをお願いをしたいと思います。 

 次に、裁判のことでお聞きしますけど、今裁判はどこまで進んでいるんですか。確か５月にも

あったと思いますけど。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 裁判につきましては、第１回口頭弁論が２月22日に開催され、５月17日に第２回口頭弁論が開

催されたところでございます。 

 なお、第３回の口頭弁論については、７月11日の予定となっております。 

○３番（西江園 明君） 分かっていますけれども、議会だよりに掲載の関係から再度お尋ねし

ますが、弁護士に支払った金額と支払日と支出費目を再度お尋ねします。お聞かせください。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 現在まで裁判にかかる費用としまして、弁護士にお支払いした

額でございますが、着手金としまして10月７日、52万5,000円支出をしております。 

 それから、旅費等でございますけれども、一般管理費、総務課の一般管理費の中から報償費と

して10万円、２回分を支出しております。 

○３番（西江園 明君） じゃあちょっと時系列でお尋ねしますけれども、私は９月議会の一般

質問の中で、この事案は裁判になると、可能性が大きいですよと言いましたが、一般質問はです

から９月の上旬に行ったわけですけれども、告訴状が届いたのはいつですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） ９月22日付けで東京地裁から届いております。 

○３番（西江園 明君） そして、９月いっぱいは議会ですから、その後先般課長は３人の弁護

士と面接をしたとの答弁ですが、９月22日に届いて訴状が届いて、弁護士と面接したのはいつで

すか。 

○議長（上村 環君） 答弁準備のためしばらく休憩します。 

──────○────── 

午前11時53分 休憩 

午後１時00分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 野村議員、早退です。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 会議規則第83条の規定により、会議録署名議員に丸﨑幹男君と野村公一

君を指名いたしましたが、野村公一君が早退したため、会議録署名議員に平野栄作君を追加して

指名いたします。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） ここで、先ほどの西江園議員の一般質問に対し、生涯学習課長、情報管
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理課長から訂正の申し入れがあります。発言を許可します。 

○生涯学習課長（米元史郎君） 先ほど西江園議員の質問に対しまして、私の答弁が、「３年間で

４名」ということを申し上げましたけれども、20年度におきまして、体調不良によって５か月で

退職された方がいらっしゃいましたので、正確には「20年３月から23年５月までの間に３公民館

で退職された方は５名」ということになります。 

 おわびして訂正をお願い申し上げたいと思います。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 先ほどの西江園議員の御質問の答弁に誤りがありましたので、

訂正をさせていただきます。 

 裁判費用として支払いをしました着手金の支払いを10月７日と申し上げましたが、正しくは11

月11日でありました。 

 次に、報償費から10万円支出しましたと申し上げましたが、正しくは10万5,000円でございまし

て、支出については６月16日の支出予定でございます。 

 以上、訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○３番（西江園 明君） 11月11日に支払ったち、市長はこの前の３月議会では10月７日と答え

ているんですよ。３月議会までどうなんですか、こんなことを時間をとりたくないですけど。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 負担行為の日が10月７日ということでございます。そして、支払いが11月11日ということでご

ざいました。 

○３番（西江園 明君） ９月末までが去年は議会だったですけど、３人のさっき弁護士と面接

をしたということでしたけど、弁護士と面接したのはいつですかと聞いたんですけど、どうです

か。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） ３人の弁護士に面会しましていろいろ相談をしたところでござ

います。 

 町村会の弁護士につきましては、５月26日に面談しております。 

 それから２人目の弁護士でございますが、７月20日でございます。 

 それから、現在弁護人契約をしております弁護士につきましては、７月28日ございます。 

［西江園明君「７月」と呼ぶ］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） ７月28日です。 

○３番（西江園 明君） ７月って去年の７月のことですか。 

 じゃあ訴えられない前に弁護士と面接をしっせえ決めていたということですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回の場合には弁護士の先生に、この契約の内容の相談という

ことで、その内容での相談ということでございます。 

［西江園明君「答弁になってない、弁護士と、その決まる前に弁護士と決めてたのかということ

ですよ、訴えられる前に聞いてる」と呼ぶ］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 相談ということで、７月28日まいりまして、10月７日の日でご
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ざいますが、コンサルタントとの損害賠償請求立件に係る弁護人契約を結んだところでございま

す。 

○３番（西江園 明君） もう相手からじゃあ訴えられる前に、もう裁判を見込んで、弁護士を

決めて、それを見込んで相談しているということですね。そして、入札したのは確か７月初めで、

10日過ぎだったですよね。その後にもう弁護士と裁判になっどということで、そういうふうな相

談をこの宮崎の弁護士と７月28日に相談してるということでしょう、確認ですけど。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 裁判ということではなくて、あくまでもこの契約内容について

の相談ということでございます。 

［西江園明君「宮崎の弁護士かということ」と呼ぶ］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回３人の弁護士の先生に相談しましたが、全て契約内容につ

いてということでございます。 

○３番（西江園 明君） 宮崎の弁護士と相談してるのかと聞いてるのに、ちごたこつ。 

 支出負担、でも３月の議事録では10月７日にというふうに確かなってると思うんですけれども、

支出負担行為が10月７日ということで市長が今訂正をされて、先ほども課長が11月11日に払った

ということで訂正がありましたけれども、私はこの件については何回も聞いてきまして、弁護士

費用がいつ出っくっとやろかいと思ったら、やっと３月議会で出てまいりました。 

 そして、３月議会で10月７日に予備費から52万5,000円支払ったという答弁をあったわけですか

ら、このことを議会に説明をしたのかということを聞きましたら、全協で説明したと答弁をされ

ました。えっと思いました私もですね。私はもちろん聞いて記憶もなかったので、本会議場でで

すね、この場で言ったの、いや聞いてなんて見苦しいやり取りはできませんから、後でほかの議

員にも確認をしてみようと思いましたので、その場は３月議会は終わったわけですから、でも私

の一般質問がそのときは確か最後だったものですから、議会終了後、副市長とちょっと課長は記

憶にないんですけれども、課長だったと思いますが、市長の答弁に対してですね、あのように答

弁はしたが、全員協議会で説明したということは定かでなく記録もありませんと言ってこられま

した。私も議会事務局にも聞いてみましたが、そのような記録はありませんとのことでした。同

僚議員にも尋ねたんですが、その大事なことだったら覚えているよ、聞いた記憶はないとのこと

でした。私が尋ねた議員の中で一人だけ聞いた人がいましたが、その全協はいつの全協で説明し

たんですか。 

○議長（上村 環君） 答弁準備のためしばらく休憩します。 

──────○────── 

午後１時09分 休憩 

午後１時10分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 会議を再開いたします。 

○３番（西江園 明君） 通常、議会の中の全員協議会の中で市長が説明するときには口述書は
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作ってありますよね。口述書に基づいて説明をするんですけれども、その口述書というのは担当

課が作るんですか、総務課が作るんですか。総務課長で結構ですよ、全協での説明。 

○総務課長（溝口 猛君） 全協の口述書につきましては、担当課の方で作ることになっており

ます。 

○３番（西江園 明君） じゃあ今担当課長もお見えですけれども、その日程とこのときの口述

書というのは担当課では作ってあるんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 情報管理課の方で口述書は作成をしております。 

［西江園明君「いつやった全協は」と呼ぶ］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今ちょっと確認しています。 

○３番（西江園 明君） じゃあ全協で説明したということ、そのときの口述書は作ってあると

いうことですね。全協はいつか分からんかですね。 

 ここにですね、９月28日、最終日の議会で全協があったわけです。このときの全協で情報管理

課分もありますけれども、このときの全協で説明したことは、裁判に訴えられましたという報告

のことはこのときにしています。そのことは全協で説明を受けてますけれども、支払ったとか、

いつ支払って、裁判着手金が幾らとかというのは一切そういう全協、だから全協はいつの全協で

あったかと聞いているんですよ。じゃあ結構です。 

 議長、続けます。 

 じゃあ課長、どうしても説明したというふうにおっしゃるんですね。 

 分かりましたか。いつの全協か分かった。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 口述書については、口述書の中身とあとＱ＆Ａを付けておりま

して、その中で説明をされたというふうに思っております。 

○議長（上村 環君） 分かりました。 

○３番（西江園 明君） 口述書はあって、それをいつ使ったかも分からんわけですか。どうし

ても説明したというふうにおっしゃる。おかしいでしょう。一般質問の中で12月の私の一般質問

の中で宮崎県の弁護士に依頼しましたと、はじめてそのときに答えているんですよね、宮崎県の

弁護士は。 

 だから、それだったらそれで時間的余裕がなかったから、こういうふうにしましたと、後で処

理しましたという報告でもすればいいんですけれども、もう隠そう隠そうという姿勢しか見えて

ならないんです。 

 こういうことは、じゃあ事前に議長にも相談も何もなかったんですかね。先ほど報償費も何か

払ったという出てきますけれども。 

 市長、議長にも一切相談せずにしたということですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 着手金、そしてまた報償費の支出についての議長への報告等はしておりませんでした。 

○３番（西江園 明君） もう時間がないからですね。言ったの言わないのは、またそれは後か
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ら答弁をいただくこととして、この事業が市民のためでなくケーブルテレビの会社のためのＢＴ

Ｖのための事業ではないかと、今までも盛んに述べてきました。行政告知放送だけだったら理解

するんですよ。 

 そこで伺いますけど、市長は職員に対してケーブルテレビの加入をどのように話をされていま

すか、勧誘を含めてですね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の情報通信基盤整備事業につきまして、ＣＡＴＶ事業を同時に導入するということについ

て、市民の方々にお知らせするようにと。 

 そして、その経営についてはＢＴＶの方にＩＲＵ契約でお願いするということでお知らせする

ようにしております。 

 そして、その契約のＣＡＴＶの加入については、ＢＴＶの方でされると、そしてまた新たなＣ

ＡＴＶ事業の中に市民チャンネルが開設されるというような内容の説明をするようには職員には

指導をしております。 

○３番（西江園 明君） 私が聞いているのは、市長が職員に対して、ＢＴＶにケーブルテレビ

に加入するように、職員は加入するようにといって話をしていませんかということを聞いている

んです。 

○市長（本田修一君） 今回ＣＡＴＶ事業が導入されると、その中で市民チャンネルも開設され

ると。そしてそのことは、市民の方にも積極的に加入していただけるようお願いするということ

で、職員についてもそのようなことについては前向きに積極的に取り組むようにというようなこ

との話はしてきているところです。 

○３番（西江園 明君） 事業に積極的か、職員からも市長から加入しろということだったと不

満の声も出ているんです。 

 ＢＴＶの営業の人も正々堂々と市長が係長以上には加入するように言ってくれていますと、

堂々と話をしているんですよ。以前も何人かの議員から全協の中でも出ました。職員がＢＴＶの

営業的な勧誘業務はおかしいからしないようにという指摘もありました。 

 市長はそこまでＢＴＶの営業をしなくてはならない理由があるんですか。なぜ職員に加入を勧

めるのですか、もう１回そこのところを簡単に簡潔にお願いします。 

○市長（本田修一君） 今回の事業につきましては、市内全域に光ケーブルが市内全世帯に光ケ

ーブルが敷設される事業と。そしてそのことによりまして、行政告知端末機の設置と、そしてＣ

ＡＴＶ事業が開設されるということでございます。 

 この事業を通じて、私どもは本市の市民の一体感を醸成するための情報伝達的なものを構築し

たいということでございますので、このＣＡＴＶ事業の中に市民チャンネルも開設されて、その

ことによりまして、市の行政情報等が市民の方々に直接的に絵としてお届けできると。 

 そしてまた、そのことによりまして、市民の方々の一体感、そしてまた市民の方々が行政が何

をやっているか。そしてまた、どういった方向に進もうとしているのか。また市民の方々がどう
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いったことをされているのか、ということを熟知されるシステムだというようなことでございま

すので、このことについて加入については、積極的にお願いしたいということで話をしてるとこ

ろでございます。 

 市民の方々にそのような形でお願いするということになれば、推進する私どもとしましては当

然じゃあ市民の方から、あなたはそういうふうに進めるけど、入っているのと言われたときには、

いいえ私はこれこれで入ってませんということは言えないのではないかなというようなふうに思

うところでございます。 

 さまざまな事業について私どもが取り組んでいる中で、そのことについて職員として共に一緒

になってやっていただけるのが当然ではなかろうかというようなことで、職員については加入に

ついて積極的に対応していただくようお願いしてるところでございます。 

○３番（西江園 明君） 職員も給料は下がった上に懲りずにまた入る、そんな不満というのも

ですね、そこまで市長が職員に言うべきなのかなと私は疑問に思います。 

 ここにですね、一通の手紙が、昨日か一昨日いただきました一通の手紙があります。匿名のた

め差出人は不明ですが、私の議会だよりを読んだので、この事業に対して、またほかの市政に含

め、市政に対しての厳しい意見の内容の手紙でした。 

 この中に裁判のことに触れてあって、市民の税金で裁判をしているんだから、議会だよりで裁

判の経緯を知るのでなく、市報で詳しく載せるべきではないかとの意見がありました。私は３月

議会のことでも、ちょっと一部触れましたけれども、どうですか、市長。市報に経緯、経過を報

道すべきではないかと私は思うんですけど、お尋ねします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 議会だよりを通じまして、西江園議員の一般質問の中で度々裁判のことが出ているということ

で、私どもとしましても予算的な処置をしておりますので、この裁判については、内容をどの程

度まで盛り込めるかどうかはまだ検討してないところでございますが、裁判が起こされていると、

訴えられているという内容については掲載をしてまいりたいと思います。 

○３番（西江園 明君） ３月議会と違って一歩前進して、市報に掲載するということでしたの

で、ぜひそのことをですね、お願いをしたいと思います。 

 この事業につきましては、今までも散々言ってきましたように、議会への説明とは違ったこと

が事業費にしろ、後から後から先般の一般質問でも出ました。おかしいところが出てきます。隠

しているんじゃないかと思われても仕方がないようなことが多々あります。後からでも説明を受

けていればですね、言わんでんよかこつ、聞かなくてはならなくなるんです。このできるだけ隠

して進めようというのが本田市政の姿勢なのかと疑ってしまいますけれども、まだまだお尋ねし

たいことがあります。時間がありません。 

 運営会社やＢＴＶに決めた経緯、ＩＲＵ契約などですね、疑問に思うことが多々ありますけれ

ども、もうすぐ供用開始ですので見守っていきたいと思います。終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、西江園明君の一般質問を終わります。 
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 次に、18番、東宏二君の一般質問を許可します。 

○18番（東 宏二君） 一般質問を通告しておりましたので、通告順に従って質問をしてまいり

ます。 

 最初に、３月11日に起きた東日本大震災で被災された方々にお見舞いを申し上げます。一日も

早く復興を願う一人ではあります。 

 では、通告順に従って質問をしてまいります。 

 ５月31日付けの新聞で、九州から唯一穀物バルク港として選定をされたとの報道がありました。

大変うれしく思い、これからは志布志港は変わっていくんだ、大きい港になるんだということで

大変期待を寄せています。これからがスタートだと思っております。 

 港ができて道路アクセスが遅れてはならない、都城志布志道路の完成予定も未定であります。 

 バルク港の完成年度は、2020年度とのことでございます。都城志布志道路も港完成年度に合わ

せて全線開通しなければ港の機能は十分発揮できない。そこで、市長として国・県にどう働き掛

けをされて、今後どう取り組んでいかれるのか、お聞きいたします。 

○市長（本田修一君） 東議員の質問にお答えいたします。 

 都城志布志道路につきましては、九州縦貫自動車道都城インターチェンジと志布志港を連絡す

る自動車専用道路であります。 

 整備状況につきましては、現在、末吉インターチェンジから有明北インターチェンジ間、五十

町インターチェンジから梅北インターチェンジ間が供用されており、志布志市内及び都城市内の

整備区間において用地買収と橋りょう等の工事が進められております。 

 県境区間は、計画区間のままですが、一部、環境影響調査が実施されております。また、本年

４月には、志布志インターチェンジから志布志港間、梅北インターチェンジから諏訪山インター

チェンジ間が整備区間に指定されまして、この区間も事業着手されるところであります。 

 これまでの取り組みにつきましては、都城志布志道路建設促進協議会をはじめ、大隅総合開発

期成会や曽於地区土木協会と連携をとりながら、国土交通省、九州地方整備局、地元選出国会議

員、鹿児島県、宮崎県など関係者に対しまして、都城志布志道路の必要性を訴え、早期完成に向

けた要望活動を行っております。 

 今後の取り組みですが、志布志港が国際バルク戦略港湾に指定され、物流拠点として志布志港

の機能強化が図られるためには、都城志布志道路の早期完成が不可欠でありますので、今後は更

に強力な要望活動を取り組んでまいりたいと考えます。 

○18番（東 宏二君） 今、認識どおりの説明でございました。私もそれは持っております。 

 今後、取り組み方で完成年度も未定ということで、2020年にはもうバルク港も供用になるんだ

ということで新聞報道がされております。その中で、この都城志布志道路はですよ、何年に計画

があったわけですかね、何年今たっていますかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 昭和62年に、志布志線が国鉄志布志線が廃止になりまして、その後、平成２年に都城志布志間



 （235）

高速道路対策特別委員会の設置が都城市の方でされております。 

 平成３年に都城志布志間地域高規格道路建設促進協議会が設立され、平成６年に全線40㎞が計

画路線に指定がされております。 

○18番（東 宏二君） 平成６年ということは、もう15年目に入っていますよね。15年目で供用

開始は何㎞ですか。今供用、現在、ちょっとお聞きします。 

○建設課長（中迫哲郎君） 今、供用開始が末吉インターから有明北間が約８㎞でございます。 

 それから、宮崎県側五十町インターから梅北インターまでが約３㎞となっております。 

○18番（東 宏二君） 今建設課長の方から合計で宮崎県と鹿児島県で11㎞の供用開始だと、15

年かかって11㎞、港のバルクの供用開始は2020年、あと９年少ししかない。この中で、先ほど市

長の方で取り組んでいくということで期成会等いろいろな形で取り組んでいくということだった

が、手ぬるいような感じがするんですが、このバルク港を指定を受けて、道路アクセスが整備さ

れないことには志布志の港は機能を果たせないと思うんですが、その取り組み方がですよ。ちょ

っと遅いんじゃないですか。やはり市長として、やはり国・県に要望をしていくのが、当然され

ると思いますが、やはり地元の国会議員ももちろんなんですが、やはりいろいろな企業、団体の

方々と力を連携しながらですね、やはり早期実現をしていかないと間に合わないと思うんですが、

このことについて市長は業者、企業とかそういう団体に、今もう既に呼び掛けをされておられる

と思いますが、その辺どうですか。 

○市長（本田修一君） 先ほどお話し申し上げましたように、大隅総合開発期成会、それから曽

於地区土木協会、そしてまた、関係機関にも働き掛けをしているところでございます。 

 今回の志布志港の国際戦略バルク港の指定を受けまして、更に取り組みを強化してまいりたい

ということでございますが、国自体もこの志布志港というものの重要性を認識され、国際バルク

戦略港に指定があったということになろうかというふうに思います。 

 そのようなことから、その機能性を高めるために、今回特に志布志インターチェンジから志布

志港間の区間、あるいは梅北インターチェンジから諏訪山インターチェンジの区間が整備区間に

指定され、この区間も事業着手の流れとなっているということでございますので、開港がなされ

るまでには、必ず全線の開通が図られるのではないかな、そしてまた、それらに沿うような形の

運動は更に強化して取り組みをしてまいりたいと考えます。 

○18番（東 宏二君） 宮崎県の方では、国交省、また宮崎県の直轄事業、鹿児島県でも直轄事

業ということで県がやっているわけですが、ここでやはり五十町と鹿児島県境の中で、宮崎県の

直轄事業で進みが悪い、進捗状態が悪いということで、まだ県境の方が調査区間ですか、やっと

そういう埋蔵文化財とかいろいろな形でそういうのを今やっていますが、あと今市長の答弁では

何とかバルク港の供用開始までにはお願いをしていくんだということなんですが、この国交省、

宮崎県、鹿児島県ということで何か壁があるんじゃないですか、その辺どうですかね。 

○市長（本田修一君） 私自身も市長に就任当時は、この区間が計画区間で長い間おかれている

ということにつきまして、県同士あるいは河川、国道事務所同士で縦割りになってて連携が取れ
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ていないんではないかなということを懸念したところでございます。 

 その後、このことについて関係機関に県ないしは国道事務所の方にお尋ねしましたところ、決

してそういったことではなく、連携してこの区間の指定に向けては取り組みをしているというこ

とでございますので、今後もそのような形で更に整備区間への格上げを目指してまいりたいと思

います。 

○18番（東 宏二君） あのですね、事業当初は志布志から始まって都城からきて、両方からき

て、早期実現になるということで、当時の町長もお話をされておられました。これが逆ですね、

進んでいない。あと10年で供用開始になるのかは、今から市長、いろんな形で陳情活動もしてい

かないといけない。また予算も確保して、あるいはそういうバルク港という指定を受けたわけで

ございますので、国・県も変わってくるだろうと思いますが、やはりここにですね、24人の議員

の方もおられるんですよ。行政でできなければ、やはり議員の方にもですよ、いろいろな形でで

すよ、お願いをしていくのが当然じゃないですか。我々も一生懸命バルク港を応援してきたわけ

ですので、その辺はどう考えていますかね。 

○市長（本田修一君） 推進運動につきましては、当然議員の皆様方のお力もお借りしながら進

めていかなきゃならないというふうに考えているところでございます。大隅総合開発期成会、そ

してまた南九州地域の総合開発期成会においても、議長もその一員として参加しておりますので、

その中でこの路線についての推進もしているということでございますので、実際に具体的な総決

起大会、あるいはまた大きな形での取り組みということになれば、議員の皆様方についても全面

的な御協力を賜った形で開催がされなければならないというふうに考えるところでございます。 

○18番（東 宏二君） 我々が一番危惧しているのが、やはりこのバルク港が供用開始になって

この重要な都城志布志道路が開通してないと、都城も畜産県ですよね、それと結局は業者系の方

が、今、日本ハムとか伊藤ハムとか鹿児島県、宮崎県に預託で農場を持っておられます。その方

たちがやはりこの港に近い所に工場を持ってきて、直営で飼料を供給するような話も聞いており

ます。 

 その辺で、やはりそういうことが一番道路アクセスがよくないと、あるいはそういうコスト高

になるわけだから時間がかかると、そういうことで、私も一般質問をしているんですが、ちょっ

と手ぬるいような気がするもので、その意気込みをもう１回ちゃんとした形で答弁をお願いしま

す。 

○市長（本田修一君） ただいまお話になられましたように、志布志港の重要性というのを認識

されて、この地域にさまざまな方々が進出してきていただけるという流れになっているというこ

とは本当に有り難い話でございます。 

 当然、都城志布志道路の開設があった上で、この志布志港の機能性が高まるということでござ

いますので、現在もこの推進については、最大限に尽力をしているつもりでございますが、更に

努力を重ねてまいりたいと思います。 

○18番（東 宏二君） 港湾関係の企業の皆様もですよ、取り組んで一体となって、ちょっと企
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業の方々も冷え込んでいます。 

 やはり、市長の方からお願いをしていって、やはり一緒にやりましょうよというようなことで

お願いをすればですね、今バラバラのような気がするんですよね。14番議員も言いましたけれど

も、やはり一緒になって取り組んでいかないとですね、このバルク港も成功しないと思いますの

で、その辺はまた協議をしていただいて、理解ができる形でやっていただければ道路も早くでき

るのではないかなと思っておりますので、その辺も要請をしておきます。 

 次に、東九州自動車道路は、大隅の弥五郎インターまで開通をしていますが、志布志市内では

用地買収がどこまで進んでいるのか、バルク港の開設に間に合うのか。今後の取り組みをお示し

ください。また、バルク港として東九州自動車道は必要不可欠だと思いますが、市長はどういう

認識でこの東九州自動車道に取り組んでいかれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 東九州自動車道につきましては、北九州市から鹿児島市に至る高速自動車国道で、志布志から

末吉財部間、清武から日南間は新直轄方式で事業が進められております。 

 整備状況につきましては、現在、曽於弥五郎インターチェンジから末吉財部インターチェンジ

間が供用されております。志布志から曽於弥五郎インターチェンジ間及び清武ジャンクションか

ら日南間の整備計画区間におきましては、用地買収と橋りょう等の工事が進められております。

日南から志布志間は基本計画区間のままですが、一部環境アセスメントの手続きに向けた調査が

実施されております。また、本年２月には、鹿屋串良インターチェンジから曽於弥五郎インター

チェンジ間の供用目標が、平成26年度と発表されたところでございます。 

 これまでの取り組みにつきましては、東九州自動車鹿児島・宮崎建設期成会や東九州自動車道

建設促進協力会など関係団体と連携をし、国土交通省、九州地方整備局、地元選出国会議員など

に対しまして、東九州自動車道の必要性を訴え、早期完成に向けた要望活動を行っているところ

でございます。 

○建設課長（中迫哲郎君） 用地交渉がどこまでという御質問でございますが、鹿屋串良～曽於

弥五郎間17.7㎞区間につきましては、おおむね96％進んでおります。 

 それから、鹿屋串良から志布志までの19.2㎞区間でございますが、約66％となっております。

申し訳ありません。平成23年１月末の現在でございます。 

 全体といたしましては、87％の用地の進捗ということでございます。 

○18番（東 宏二君） 今建設課長の方で用地買収の方をお願いをどこまで進んでいるのかお願

いしたわけでございますが、全体で87％ですか。それと、鹿屋串良の方がちょっと遅れている、

串良～志布志間が遅れてるような気がする。この原因は何かあるんですかね。 

○建設課長（中迫哲郎君） 遅れているというということではございませんで、今先ほど市長が

答弁しました26年までの供用ということで鹿屋串良までの供用を急いでいるというところでござ

います。 

○18番（東 宏二君） 市内の状況ではどの辺りがまだ用地買収に入っていないか、分かってお
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ればお聞きをしたいと思いますが。 

 後でいいですよ分からなければ、もう後でいいですが、時間がもったいないです。 

 この東九州自動車道も宮崎まで延びていく計画でございまして、志布志～串間間、日南間の間

がまだこういう具体的な案も出ていない。ルートも出ていないような気がするんですが、この志

布志から有明を通り大崎を通って串良、鹿屋の方、逆に言えば、志布志から乗れば弥五郎までい

った方が近いような気がするんですが、この全線開通の見通し鹿児島県内、どう予測されておら

れますか。 

 あと何年ぐらいだと市長は思っておられるのか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほどもお話し申し上げましたように、曽於弥五郎から鹿屋串良間が平成26年度までに開通さ

せると、そして平成28年度以降、志布志まで開通させるということの発表があったところでござ

います。 

 この路線につきましても、志布志港が国際戦略バルク港として機能性が発揮できるまでには、

開通ができるものというふうに思うところでございます。 

○18番（東 宏二君） あと５年すれば、ある程度の供用開始がなるということなんですが、東

日本大震災で大きな痛手を受けている東北地方がですよ、今度どういう復興の形になるのか。増

税で賄われるのか、それとも一部地方の事業を停止して復興に充てるのか、見通しは分からない

わけでございますが、そのバルク港に間に合うような形で我々も理解をしていいわけですかね。

その辺のことは、見通しはもうついているということで理解をしてよろしいわけですか。 

○市長（本田修一君） 私どもとしましては、国会議員の皆様、先生方にバルク港の指定を受け

ていただいたので、きっちりそのことについてはそのような機能が発揮できるような港の整備に

一日も早くしていただきたいと。そして、そのためには予算を付けていただきたいという要望を

するところでございます。国の方針もそのような形でされているというふうに理解するところで

ございます。 

○建設課長（中迫哲郎君） 先ほどの志布志市内の関係でございますが、面積ベースで、今約38％

ほど進んでいるところでございます。主に宅地やら建物の補償とか、そういうのを優先させてお

ります。 

 したがいまして、農地、比較的農地の多い肆部合とか野井倉地区がまだ進んでいないという状

況でございます。 

○18番（東 宏二君） 38％、農村部がまだ進んでない。建物優先ということで買収がなされて

いているということでございますが、やはり早くですね、この買収を進めていかないとですよ、

事業は前に進まないと思うんですよね、まず買収から先にして買収が終わったとこからどんどん

やっていくというような形、市道でも県道でも一緒だと思います。その辺のことをですよ、やは

り道路公団なり国なりにですね、早くしていただいて一日も早い開通を望んでいるわけですが、

当初予算で志布志から曽於の末吉までの20年度で73億円ということでございましたが、今年の予
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算の見通しはどのぐらいの予算が付く予定でございますかね。分かっておればお知らせを願いた

いと思います。 

○建設課長（中迫哲郎君） 今年の予算でございますが、昨年度が議員が御指摘のとおり73億円

ということでございますが、本年度は67億4,000万ということで内示がなされているところでござ

います。 

○18番（東 宏二君） ６億円ぐらい少ないような、少ないわけですよね。20年度は補正で１億

円また後で補正があったようでございますが、やはりこれがまともにきて67億4,000万円。 

 先ほど言いましたように、地震の東北地方の復興に充てればまだ減る可能性も出てくるのでは

ないかというような気がするわけでございますが、市長としてやはりこの予算をですよ、できる

だけ少しでも多く、またこれ以上に確保するような形でですね、国・県またはいろんな形で要望

をしていただいて、このバルク港の供用開始に向けてですね、この全線開通を頑張っていただき

たいと思っております。 

 この件は終わります。 

 次に、国道220号線は、志布志市街地から有明の通山付近まで朝夕車が多く渋滞になります。今

のままでは大変なことになるのではないかと思われます。 

 湾岸道路も計画がされているようでございますが、国道の方もバイパスなり整備をしていく必

要があるのではないでしょうか。このことについて、市長はどう考えておられるのかお聞かせを

願いたいと思います。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 国道220号のバイパスということでございますが、国道220号につきましては、大隅半島を横断

して志布志から鹿屋、垂水、国分へ延びる国道になっております。 

 しかし、海岸線を通り抜ける道路が市街地近くになく、時間帯によっては渋滞が発生している

というような状況であります。 

 本市としましては、このような現状を改善し、交通流の緩和、沿岸環境の改善、海岸沿線の市

町との交流促進などに寄与する道路としまして、志布志湾岸道路を提案しているところでありま

す。 

 これまでの取り組みとしましては、地元国会議員の皆様に相談しながら、行政懇話会や土木事

業推進会議等、各種会議におきまして要望しているところでございます。今後もこのことにつき

ましては、今回志布志港のバルク港の指定がございましたので、引き続いて各種会議におきまし

て要望を重ねてまいりたいと思います。 

○18番（東 宏二君） 昨日も４番議員の質問の中で湾岸道路が出て、防災にも向けた道路だと、

必要な道路だということで質問があったわけでございますが、やはりですね、今でも港から国道

に出る信号待ちが、多いときで五、六回ですね、スムーズに通ったことが１回もありません。信

号機をつくれば国道優先で時間も枝線から出てくる信号の時間は短いわけでございまして、国道

が優先的に長いわけでございます。その中でですね、やはり港から荷物を積んだらトラックがで
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すね、スムーズに出やすいやはりそういう湾岸道路なり、国道220号線のバイパスですよね、をつ

くらないと大変なことになると思っております。今でも大変なことですので、その辺は市長も分

かっておられると思いますが、昨日もグリーンロードの関係も出ました。グリーンロードも朝夕

は多いですが昼はあまり通ってません。やはり220号線がやはり主道路として利用されているよう

でございます。 

 そこで鹿屋方面、宮崎・日南方面の方に出るわけでございますが、この枝道ですね、信号をな

くしてやはりバイパスをつくっていただくような形、信号があると、高速道路みたいにもう信号

をつくらずにですよ、インターみたいな形で国道に乗り入れるような形が一番私の考えでは混ま

なくてスムーズにいくのではないかと思うんですが、この事業について湾岸道路なのか、220号線

のバイパスなのか、その辺の位置付けがちょっと分かりませんが、この見通しはどうなんですか

ね。国会議員とか、私が今質問したものに対しては国会議員とかいろんな期成会で皆さんにお願

いをしているということなんですが、この見通しはどう市長は見ておられますか。 

○市長（本田修一君） 昨日丸山議員の方にも答弁を申し上げましたように、現段階では大隅総

合開発期成会の懇話会での御提案申し上げまして、協力をお願いしていると、そしてまた国会議

員の先生に構想としてお話を申し上げているという段階でございます。 

 今後、この都城志布志道路の整備、東九州自動車道の整備というものが進むとともに新たな道

路のアクセス道路の整備等。そしてまた、国際バルク戦略港湾が開始となると新たな交通量の発

生があるということで、この構想についてはしっかりとした計画路線として位置付けてもらえる

ような取り組みをしてまいりたいと考えます。 

○18番（東 宏二君） 昨日の質問でも港からいえば西側の方だけのバイパスのような湾岸道路

という考え方だろうと思っておりましたが、私が思うにやはり東側の方、日南線の方にもですよ、

やはりそういう必要があるのではないかと思っております。 

 やはり都城に柿ノ木志布志線の関係、220号線、日南線、串間、このことも大事ではないかと思

うんですが、その辺の考え方はまだ市長から聞いてませんが、市長はどう思っておられるかお聞

かせを願いたいと思います。 

○市長（本田修一君） 現在、志布志湾岸道路として志布志市・大崎町が構想として持っている

路線につきましては、志布志港を中心として東西に延びる路線でありまして、西側の方はただい

ま議員のおっしゃるような路線になろうかと思います。東側につきましては、現在の志布志港の

新若浜から若浜に至る道路がございますが、それをまっすぐ延伸いたしまして、警察署横の橋を

渡って第二突堤を通り、そして第一突堤、さらに築港の上を橋りょうを設置しまして天神の方に

抜けるルートというような形で想定した構想になっております。 

 このような湾岸道路の実現というものを一日も早く果たすように更に取り組みを高めてまいり

たいと思います。 

○18番（東 宏二君） 今市長が言われるように旧志布志町の中でも、港から大師公園の下を通

って、権現を通って天神に抜ける構想があって、柿ノ木志布志線につなげるような構想があった
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わけですが、今のところ頓挫をしているわけですが、この道路も大変重要じゃないかと思ってい

るわけでございます。このことについても、やはり市長、取り組んでいただきたいと思っていま

すが、このこともやはり国・県、代議士なり要望をしていかないといけないと思っているんです

が、このことについても力を入れていただきたいと思っていますが、このことについて。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話しました路線につきましては、旧志布志町の時に立てられた構想を基につくられ

ております。 

 ということで、権現橋の南側、築港の上を橋で通りまして天神に抜けるということになります

ので、今後この区間につきましては、１区間になるのか２区間になるのか分かりませんが、その

ような区間の指定を受けて整備の促進というものについて要望を重ねてまいりたいと思います。 

○18番（東 宏二君） あのですね、小浜地区は災害津波がきたときにですね、逃げ場がないん

ですよ。今見ても大師公園の下、すごい高い道路もない。やはりそういう湾岸道路の延長線でで

すね、あそこに道路ができれば避難道路としても地区住民の方は本当に安心して暮らせるわけで

ございますよ。一番危ない所は小浜地区なんですよね。100ｍか150ｍしかないわけで、もう土手

に当たったら帰ってくるのは早いわけですから、その辺のこともですよ、考えながらですよ、お

願いを要望活動をしていただきたいと思っとります。 

 次に入ります。 

 バルク港の選定を受けて５万ｔ級以上の大型船が志布志港にも入港するわけでございます。先

の議会でも航路指定の件で質問をしましたが、前向きな答弁はなかったわけでございます。大型

船の入港となると、今までない危険性が高まると思われます。漁船や航海する船舶の安全のため

に、航路を指定するのは必要なことだと思いますが、今から取り組んでいかないといけないと思

いますが、市長の見解をお示しください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 国際バルク戦略港湾の選定につきましては、穀物で選定されました５港湾中、茨城県鹿島港に

次ぐ２位の評価で選定されることとなりました。 

 このことは、昨年４月に志布志港湾振興協議会内にバルク検討部会を立ち上げ、計画書作成の

フォロー、フォーラム・決起大会の開催。そしてまた要望活動、そして署名活動と官民一体とな

って取り組んできた結果であると考えて、関係者各位に感謝申し上げたいと思います。 

 この選定を受けまして、今後おおむね３か月以内をめどに鹿児島県が民間との協働で「国際バ

ルク戦略港湾育成プログラム」を作成し、現在提出している計画書の内容をブラッシュアップす

るとともに、計画の具体化に向け、県と地元関係者が一丸となって集中的に取り組むこととなり

ます。 

 議員御承知のとおり、国際バルク戦略港湾に指定されたことに伴い、今後、志布志港は大きく

２段階に分けて整備されることになります。 

 第１段階は、2015年までに現在ある最大級の穀物船、通称パナマックス船が満載で入港できる
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ための整備。そして第２段階では、2020年までに今後登場するであろうパナマックス船より更に

大きい穀物船、通称ポストパナマックス船が満載で入港できるための整備がなされるところであ

ります。当然、その穀物船に対応するための設備等の整備もなされます。 

 このことにより、大型船での一括大量輸送による、穀物の安価かつ安定的な輸送が実現し、ひ

いては畜産業の経営安定・維持・拡大につながることになると期待しております。 

 各段階における整備が完了すると、当然志布志港への穀物の輸入量が増えることになりますし、

また、2020年段階での整備完了後は入港する船舶が大型化しますので、志布志港内における航行

形態が変化すると考えられます。 

 今後、国際バルク戦略港湾に選定され、志布志港において新たな整備が始まることとなります

ので、2020年の整備完了時、志布志港内における各関係者が、その航行に支障を来すことがない

よう、鹿児島県や海上保安署、そして志布志漁協などと連携を密に進めてまいりたいと考えます。 

○18番（東 宏二君） 私も２回ほど一般質問をしまして、今準用港だから航路指定は無理だと、

これを特定港に格上げをして、航路指定をしていかないといけないということで、外国船も一日

に２隻あたりぐらいしか志布志港に入ってないから当てはまらないということで、回答をいただ

いておりますが、今回バルク港の選定を受けて５万ｔ級以上、７万ｔあるいは10万ｔ級の船がバ

ラ積みで入ってくるということになると、相当な大型船になると思います。もう今現在ですね、

見たことのないような船が入ってくるのではないかと思っておりますが、この31日の南日本の新

しい港の予定を見てみますと、新若浜の供用を開始されてるちょっと頭の方に水深17ｍのバース

をつくるというような形で写真も載っております。そうすると、志布志港の入り口がだんだん狭

くなるような形になるわけです。分かりますよね。突き出ている所がまた突き出して、入り口が

今550ぐらいしかないのに、その入り口が狭くなるということは、これはやはり水先案内人を使っ

てもですよ、大変なことだと思っております。 

 この前も私魚釣りに行きまして、土曜日でしたかね、土曜日の日に8,000ｔから１万ｔ級の船が

６隻出港していきました。鹿児島へまわり内之浦の方にいく船、宮崎の都井に向けていく船、そ

の度に波を受けてですね、私の船は小さいもんだからちゃぷちゃぷいいながらですね、捕まえて

いたと記憶をしております。やはりですね、このことについて、やはり特定港に格上げをして、

海上保安庁の部長さんが指定をするわけでございますので、喫水もいろいろな条件があるという

ことで、前の一般質問の中でも答弁をいただいております。この取り組みをですよ、早くしない

ことには、やはり協議する関係団体が多いと思うんですよね。市長も答弁の中で、そんなときに

なったらやはり取り組んでいくということなんですが、この取り組み方は、市長はいつ頃から取

り組んでいくと思っているんですか。今の答弁では５年をしたらば５万ｔ級が入る、その2020年

にはあと10年後には10万ｔ級程度の大型船も入ってくるという答弁でございましたが、市長がい

つ頃からこの航路指定の協議に入られると思っておられるんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 国際バルク戦略港に指定され、今後港のしゅんせつが始まり、それに伴って船が大型化して大
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型船が入ってくるということでございますので、船舶が大きくなるということになるとなれば、

当然そのような関係の船は減ってくるのではないかなということの予測がされております。 

 しかしながら、その大型船で輸入したものが一時的にとうもろこし等が内航フィーダー、ある

いはサイロに詰められたのをまた持っていくというようなことになるとなれば、若干この船につ

きましては増えていくということで、2020年で約現在に対して、現在が376隻ほどになっておりま

すが、これが272隻ほど増えるということの予測がされているようでございます。このような予測

に基づいて、それでは航行の安全というものを地場の方々が保つためにはどのような密度が、ど

れぐらいの密度までが必要かということの協議を今後重ねてまいらなければならないというふう

に思います。 

 今回バルク港の選定がされ、そしてまた先ほども申しましたように、育成プログラムが発表さ

れますので、その流れに沿って船舶の予測がされるということでございますので、このことでも

って地元漁協を中心とした関係者と調整を進めてまいりたいと考えます。 

○18番（東 宏二君） このバルク港選定を受けたわけでございますが、このバルク港選定を受

けたということになると、この港の今までは準用港でしたが、これは特定港に格上げされるんで

すか。 

○港湾商工課長（萩本昌一郎君） ただいま市長がお答えしましたように、2020年には今申し上

げましたように船舶が大型化しますので、大型化する分、そういう飼料の運搬船は少し便数が減

りますけれども、志布志から日本、特に九州を中心とした各港への内航船が増えますので、総体

的には便数は増えることになります。ただし、今御質問でございましたように、そのことによっ

て準用港から特定港へのというようなことについては、政令等でいろいろ定めがあるようでござ

いますので、そのことをもってすぐに特定港へということはないようでございます。 

○18番（東 宏二君） 前の質問では準用港だから航路指定はできない。特定港に格上げされれ

ばそのことが可能であるということでございましたね。 

 やはり、新聞等を見ているとやはり八代港との関連もありながら、やはり熊本の方にもそうい

う生とうもろこしを逆に志布志から船に積んで、熊本の方に工場に持って行ったりとか、いろい

ろな形が想定されているわけですよね。船の往来も多くなるのは当然、増えていくのは当然なん

ですが、この５万ｔ級という船を想像したときに、あなたたちはどういう船を想像されますか。 

○市長（本田修一君） ５万ｔ級の船は、船の長さが225ｍと、船の幅が32ｍということで、喫水

が13.2ｍというふうになっております。 

 ということで、この船においては、さんふらわあのものも匹敵するような大きさになってくる

のかなというふうに思っています。そしてまた、ポストパナマックス船というのは更に大きくな

ってくるということでございますので、想像を絶するような船が入ってくるというふうには思う

ところでございます。 

 しかし、今申しましたように課長が答弁いたしましたように、大きな船自体は入ってくるのは、

減っていくんだという方向が示されているようでございます。 
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○18番（東 宏二君） そのときにならないと分からない。５万ｔ級という船はですよ、今さん

ふらわあは２万ｔ級ないんですよ、さんふらわあは。旅客船と貨物船では違うかもしれませんが、

志布志の港から沖を見ると大きな島が動いているような感じなんですよ。そういう船が志布志の

あの狭いところに入ってくるんですよ、枇榔島の沖からずっとこうやって入ってくるんですよ。

その辺をやっぱり認識しておかないとですよ、事故が起きたら大変ですよ。前も言いましたがね、

簡単に車みたいにぶーと入って来て止まるんじゃないですよ。自力ではもう入って来れないんで

すよ、タグボートに押されて港の付近からいくんですよ。その大きな島がですよ、流れるような

ところでですよ、小さな５ｔ級の船が漁船がですよ、目にもつきませんよ、そのぐらいの想像で

すよ。 

 また更に10年後には、その倍の船が入ってくるんですよ。ピラミッドみたいなのが入ってくる

んですよ。そういうことを想定していますか。そういう大きな船が入ってくるから航路を指定し

ておかないと大変ですよということなんですよ。 

 だから能書きじゃないんですよ、ちゃんとそういうことしていかないと、バルク港が船が入っ

てくるようになって漁民とのトラブル、いろいろな形でですよ、またちりめんのバッチの操業も

されております。その辺の話し合いもしておかないと、いろいろいかんわけですがね。その辺の

ことでまだ特定港やどうやじゃないですよ。やはりそういう大きな船を想定したときに、これで

はいかんなと、では今からそういう形で段取りをしておかないといけないなというような協議に

も入っていかないといけないと思っているんですが、その辺どうなんですかね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 航路の安全というものについては確保しなければならないということでございますが、この航

路指定がなされたときにどうなるのかということで漁協の方に確認しましたところ、航路指定が

想定される新若浜港西側の海域は、ただいま議員お話のようにバッチ網漁の好漁場だということ

でございます。 

 航路指定によりまして、操業が規制されるということになれば、当然バッチ網漁の水揚げにも

関係してくると、そしてまた漁協の手数料にも関係してくるということでございますので、これ

らの方々との協議が必要になってくるというふうに考えます。 

○18番（東 宏二君） そういうことを想定しながらですね、早く取り組んで、航路指定をする

なり、そういう別な方法があれば別な方法で結構なんですよ。今のところ航路指定しかないです

がね、安全を確保する大型船が入ってくるあの航路は。航路を指定して、そこに小さい船がきて

汽笛を鳴らしてばんばん鳴らして船は止まりませんよ。私はそういうことを言っているんですよ。 

 そのことは、今後また時間があと二、三年はあると思いますので、その中で協議をしながらで

すね。漁協とも話し合いをしながら、やはりいい方向に進めて、やはり漁民の方々の安全を図り

ながらですよ、そういう形でバルク港の発展を願っているわけですので、その辺は理解をしてい

ただきたいと思います。分かっておりますね。しっかりやってくださいよ。 

 はい、これで国際バルク港の質問は終わります。 
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 次に、２番目のグラウンドゴルフ場についてでございますが、市内にはグラウンドゴルフ人口

が3,000人とも言われております。小学生から高齢者まで幅広いスポーツでございます。志布志ふ

れあい広場は、大会が多く利用度も高いですが、グランドコンディションが悪く愛好者の方々か

ら、グラウンド専用場として指定はできないのかという声も多くあります。 

 しおかぜ公園も利用できるわけですので、サッカー等ハードなスポーツはしおかぜ公園ででき

るわけですので、ふれあい広場をグラウンドゴルフ場として位置付けて、高齢者方の楽しい憩い

の場にできないかお聞きします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 ふれあい広場をグランドゴルフ専用場として位置付けできないかという御質問でございますが、

御案内のとおり、現在志布志運動公園ふれあい広場は、サッカー、グラウンドゴルフ、ソフトボ

ール、公民館や保育所及び幼稚園の運動会や市民によるジョギングやウォーキング等に利用され

ております。さらには警察による部隊訓練に利用されるなど、その活用は多岐多様にわたりまし

て競技力向上はもとより、市民の健康増進や憩いの場として広く利用されているところでござい

ます。 

 以前から専用コートとして利用できないかという御意見があったことは承知しております。 

 私も近くでありますので、よくウォーキング等に利用させてもらっていますが、場所的にも高

齢者の利用には適しているのではないかと認識をいたしております。 

 しかし、現段階におきましては、ただいま申し上げましたとおり、グランドゴルフ以外の利用

者もかなり多いことから、グラウンドゴルフ専用コートと限定することは、やはり不特定多数の

市民の利用状況から無理なのかなと考えざるを得ないことを御理解をいただきたいと思っており

ます。 

 ただし、昨今の高齢化社会が進行している現状から、グラウンドゴルフ愛好者は今後増加する

ものと予想されますことから、近隣市町の事例等を参考にしながら、本年度設置予定の志布志市

スポーツ振興審議会の意見を聞きながら、本市にある体育施設全ての利用形態の在り方を含めて

研究していただこうと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

［東宏二君「市長は、答弁ください」と呼ぶ］ 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 グラウンドゴルフ協会の皆様方には、グラウンドゴルフの振興につきまして、いつもいつも率

先してその運営に取り組んでおられ、活性化に努めておられるということにつきましては、感謝

申し上げたいというふうに思います。 

 そして、私自身はこのグラウンドゴルフ愛好家の人口、あるいは協会加盟の皆様方の国への登

録の会員の増加というものを更に促進してもらえないかということの相談もしているところでご

ざいます。 

 そのようなことから、グラウンドゴルフにつきましては、更なる振興を図っていただきたいと
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いうことを考えているところでございます。 

 ただいまお話のように、このグラウンドゴルフの専用コートということにつきましては、現在

の利用の形態を見たときに、ただいまの教育長の答弁のとおり、他の団体も使用しているという

ような関係で、現在の段階では難しいというようなふうに考えるところでございます。 

○18番（東 宏二君） 今度もごみゼロ、４月10日に延期になりました。さんふらわあ促進利用

全国グラウンドゴルフ大会、いろいろな形で大会をするわけでございますが、場所的にも放送設

備等、いろいろな形であそこが一番いいということで、今利用して我々愛着を持ちながら草取り

をしたりとか、始める前に草取りをしたりとかいうようなグランド整備を皆さんにお願いしてい

るわけです。 

 市長もいろいろな大会に来て絶好のグラウンド日和だと言われますが、グラウンドは絶好じゃ

ないんです。最悪のグランドコンディションなんです、本当なんですよ。うちの議員の中にも何

人か一緒にされる方もおられますが、サッカーであれはボールが大きいから蹴ったりとかもいき

ます。グランドゴルフのボールはこのぐらいしかないんです。真っ直ぐ狙ったときに左いったり、

右いったり、もう高齢者の方々は、こらどうしたもんかいというような形でですね、言われるわ

けですよ。サッカーが悪いとは言ってません。サッカーをされてもグラウンド整備する。整備し

てないんですよね、真っ直ぐ。私の頭みたいにですね、芝はげて、あちこちもう大変ですよ。

見に行ったことありますか。さっきの14番議員も言われました養生期間が短い冬芝もあるからと

いうことなんですが、サッカーをした後では養生期間は１年あっても元には帰りません。だから、

私は専用のグラウンドゴルフができるような場所がほしいという声が高い。 

 市長、どうですか、私ども志布志町のグラウンド協会でも社会福祉協議会に70万円以上の軽ト

ラック、軽の車を寄贈していますよ。去年の口てい疫でも、市の方に幾らお金を寄附しましたか。

貢献しているんですよ。鹿屋は田崎の方に立派なグラウンドゴルフ場を持っているんですよ。 

 また、福祉課の保健課の課長にも言いますが、健康増進にも役立っているんですよ。見に来て

くださいよ。70、80の人が走って喜んでこうやっておられるんですよ。 

 市長としても、今度しおかぜ公園のこけら落としにやろうかという声も出ているんです。その

中で一方はそういう声を出しながら、一方はグランドどげんでんよかと、それじゃあおかしいで

すよ。 

 その辺の考え方はどうですかね、教育長にも聞きますけれども。 

○市長（本田修一君） 一方は良くて一方はどげんでんよかというようなことは決して考えてな

いということで、御理解いただければというふうに思います。どちらもそれぞれ振興されれば有

り難いというふうに思っております。 

 そのような中で、じゃあこのふれあい広場のですね、活用をどうするかということになろうか

と思います。バックネットも設置されております。そしてまた、サッカーの団体も使用の頻度が

高いところでございます。環境的にスポーツをする方々にとっては非常に良い環境のグラウンド

ということで利用度が高いわけでございますので、その利用の在り方については、今年度、市の
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スポーツ振興審議会を開催されると、設置して開催されるということでございますので、その中

でも各団体の御意見を賜りながら、グラウンドゴルフの専用場として、していいものかどうかと

いうことについても協議をしていただければというふうに思うところでございます。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 ただいま市長が申し上げましたが、ではその志布志市スポーツ振興審議会でどんなことを議論

するのよというふうにもまた思われるかもしれませんが、もちろん私の個人的な見解でございま

すが、できることならば利用種目の制限とか、あるいは仕分けとか、さらにできることならば、

今グラウンドゴルフのということでございますので、ある種目が予定される数日前にはそこをし

ばらく養生して休めるというような利用ができるものかどうか。 

 それから、今議員も御指摘ありましたが、グランドを整備するいわゆる大型機械なものをです

ね。購入できるならば、そういうものも利用できないのかとか、いろいろな選択肢を考えながら、

この審議会で議論をしていただいて、いずれにしても今度はしおかぜ公園もできたことでござい

ますので、あれも含めながら効果的、多目的に、そしてまた、更に市民の皆さんが、十分利用さ

れて健康増進にも役立つようなスポーツ施設になるようにということを目的としながら、この振

興審議会で十分議論を尽くしていただけたらいいなと、こういうふうに考えているところでござ

います。 

○18番（東 宏二君） あのですね、サッカーをした後でも結構なんですよ。だけどもあそこが

整備されてないわけですよね、きれいに。 

 今何人で、しおかぜ公園とふれあいと、多目的、何人の従業員というか、人で整備に当たって

おられるんですか。これは多分管理公社に指定管理者で出してると思いますが、その辺分かって

おれば、何人で整備されてああいう状態なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○生涯学習課長（米元史郎君） 二人の方にお願いをしてるところでございます。 

○18番（東 宏二君） はい、二人ですね、間違いなく二人です。二人でしおかぜ公園まで手が

届くはずがない。業者にも任せずに安上がりで管理公社に丸投げして、浜砂を振ったり、川砂を

振ったりするだけ、草も取らん。管理がよければサッカーをした後でも、ソフトボールした後で

も使えるんですよ。管理が悪いから凸凹してグラウンドをされる方やら、いろいろな方から苦情

がくるんですよ、そこですよ。 

 だから、指定をしていただきたいというのはそういうことなんですよ。あなたたちがぴしゃっ

と管理していただければ何も言いませんよ。管理が悪いから芝がげたり、段ができたり、穴が

ほげたりしているわけですがね、そこでこういうボールを転がして楽しむんですよ、分かります

か。 

 審議会で答申されても、いつそれがあるんですか、いつ分かるんですか、指定できるかできな

いかというのは。 

○教育長（坪田勝秀君） 審議会の開催につきましては、まだ正式に決まっておりませんが、先

ほど今議員御指摘のように、確かに二人で更に広がりました、しおかぜ公園まで面倒を見てもら



 （248）

うというのは土台無理だろうと認識しております。 

 ですから、そこら辺りの管理体制も含めて研究し、また検討し、できるように早く実施できる

ように考えてみたいと思っております。 

○18番（東 宏二君） 今二人で本当に無理だと思いますよ、言われたとおり。げれば砂を振

るだけだから芝の肥料もやれないですよ。肥料をやれば、こうはるんですけれども、やっぱりサ

ッカーをされたりとか、ハードのスポーツをされれば芝が傷むわけですよね。だから、その辺の

管理が悪いからグランドコンディションが悪いということなんですよ。 

 一方、形、考えを変えてですよ、体育館の東側に今駐車場として２町幾らか３町近い使ってな

い空き地がありますがね。あの利用はどう考えておられるんですか、普通財産だと思いますが。 

○市長（本田修一君） 体育館の東側の空き地につきましては、駐車場として管理しているわけ

でございます。 

 大きなイベントが開催されるときに、現在の体育館周辺の駐車場が不足するということで、あ

の場所については、そのようなときに駐車場として対応ができるように確保されてるところでご

ざいます。 

○18番（東 宏二君） 年に何回使われるんですか。この前の国際バルクのときの集会の時に１

回使っただけですよ。イベントですよ。 

 サッカーフェスティバルで使うほどのことはないですよ。あそこはいつも空いている。 

 市の財産を、有効財産を利用するのが当然じゃないですか。昨日の14番議員でも出ました。あ

そこに人口芝でも張ってサッカーをさせて駐車場も使えるわけですがね、人工芝は下がぴたっと

なっておれば、でしょう。芝を張っても駐車場になるわけですがね、違いますか。 

 今ダグリの駐車場、海水浴の駐車場は芝が張ってありますがね、夏場は車を入れて駐車してい

ますがね。そこまで、ああいう有効利用をしないんですか、あの公有財産をあれは市民のもので

すよ。それを利用しないということはおかしいんじゃないですか。14番議員のサッカーフェステ

ィバルの市の主催でやってまだ大きくしていけばということ、だけど会場がないと、昨日の答弁

では鹿屋とか都城を使っているが、あまりいい顔では貸してくれないと、貸すはずがありません

よ、傷むわけだから。芝がもうぼろぼろになるわけだから、それは貸しませんよ。 

 であれば、ああいう２町幾らのあるああいう広い所をですよ、体育館に沿った場所があるわけ

ですがね。あそこに芝を張ったぐらい、どうですか、国の補助金でもらってきて、今のふれあい

は国の補助金で張ってあるんですよ。そのぐらいのこともしてもいいんじゃないですか。スポー

ツ、市長は日本一が好きだから、サッカーも日本一に合宿をして300校ぐらい呼んでですよ、やら

せてもいいですがね。志布志のグラウンドゴルフも全国大会やりますよ。そのぐらいの気持ちは

持ってますよ。 

 どうですか、あそこを改良してサッカー場なり、我々の愛好者のグラウンドゴルフ場なり整備

をする考えはないですか。 

○市長（本田修一君） 体育館東側の空き地につきましては、旧志布志町の時代から何らかのイ
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ベントをする際の駐車場と、駐車場の確保ということで、そのような利用がされてきてるところ

でございます。 

 現在もみなとまつり、ないしはお釈迦まつり、そして、サッカーフェスティバルのときもあの

駐車場については、解放して使っているというような状況でございます。 

 ただいまお話がありましたように、年に数回しかないそのような大会の駐車場として用意して

おくのがふさわしいかどうかということにつきましては、今回新たにしおかぜ公園も開設されま

すので、あちらの方の駐車場がどのような形で確保できるかということもまた大きな課題になっ

てこようかと思います。 

 そしてまた、ふれあい広場が更に高度に活用されるとなれば、この活用があったときの駐車場

の確保ということも問題になろうかというふうに思います。そのようなことも考えながら、今あ

りました空き地についての利用というのは、今後の協議の材料の一つにさせていただければとい

うふうに思います。 

○18番（東 宏二君） 今気付かれましたか、あそこに大きな土地があったんですよ。やはりで

すよ、芝を張っても駐車場になるわけですので、利用できますがね、芝を張っても、年に何回し

か使わない。車が乗ったぐらいでは大丈夫ですがね、違いますかね。 

 だから、そういう形の中でですよ、サッカーなり、いろいろな大会が志布志でできるようにし

て経済効果が出るような形をもっていくのがやはりあなたの仕事じゃないでしょうか、私はそう

思うんですね。 

 だから、全国グラウンドゴルフ大会もさんふらわあ促進事業の中でも百四、五十人の方が泊ま

られますよ。経済効果は出ているんですよ。さらにそういう大きな大会を志布志でできるようで

あれば、まだ経済効果は出ますよ。あの２町どひこの空き地がですよ、利活用できるわけですの

で、その辺もですよ、早めにですよ、その活用方法をいろいろな形で決めながらですよ、前向き

に取り組んでいってもらわないとですよ。やはりグラウンドゴルフをされる高齢者の方はですよ、

自分が真っ直ぐ狙った所にボールがいけば喜んでもう本当に子供みたいにはしゃがれるんですよ。

あの顔を見るとですね、ああやっぱいよかグランドコンディションでさせた方がいいなというよ

うな気持ちになるんですよ。ホールインワンが出れば、今度は松山にそういう軽自動車でももら

おうかという我々は意気込みを持っているんですよ。 

 その辺市長、分かるでしょう。もう１回組み方をちょっと、しっかりした考え方を聞かせてみ

てください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 グラウンドゴルフをされる方のだいご味は何といってもホールインワンだと、本当にそれは思

っています。そしてまた、それがダイヤモンド賞でも得られればもう最高だというふうに思って

おります。そのような喜びがあるからこそ、あのような形で競技される方がどんどんどんどん増

えてきているということ。 

 そしてまた、それが健康増進につながっているということで、私自身としましては更なる競技
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人口を増やしていただきたいということのお願いをしてるところでございます。 

 そういう意味で、ホールインワンが出ないグランドというのは大きな不満ではなかろうかとい

うことについては、改めて認識をさせられたところでございます。 

 今の段階では、できる限りグランドの整備をきちっとさせていただければというふうに思いま

す。 

 そして、今後の体育館東側の空き地につきましては、現在どの程度駐車場として利用がされて

いるのかというのを調査いたしまして、そしてそれがグラウンドとして整備されたときにどのよ

うな形になるかということも含めて、勉強させていただければというふうに思います。 

○18番（東 宏二君） 審議会もですよ、早めに開催していただいて結論を出していただいて、

今市長が言われたようにグランドコンディションの整備もぴしゃっとして、来年度はいい形の中

で高齢者の方々が喜んで、スポーツに励まれるような場所を提供していただきたいと思っており

ます。 

 また、その駐車場の方もですよ、志布志町時代は使ってなかったんですよ。あそこは建設課の

物置だったんですよ。あそこの砂を取ってからきれいになったわけですよ。志布志の出身の課長

が笑っていますがね、そんなもんですよ、あっちもこっちも笑ってますよ、現状を知ってる人は。 

 あそこは駐車場じゃなかったんですよ、そういうことでございますので、市長もいろいろな形

でグラウンドゴルフの大会にも顔を出されて、あなたの支持者も多いと思います。その辺は分か

っておられると思いますので、深くは言いませんけれども、そういう形の中でですね、やはり80

代の高齢者の方々が喜ばれるような、楽しくレクリエーションできるような場を提供していただ

ければと思っております。 

 教育委員会の方にもグラウンド整備の方もお金は要るかも分かりませんが、やはり今私が申し

たようなことでございますので、ぜひ力を入れて、また今度大会がございますので、このことも

皆さんにお伝えしたいと思っております。 

 あまりいい回答じゃなかったということを申し伝えして、来年度にどういう結論が出るかは期

待をしておりますので、そのことも皆さんにお伝えして、私の一般質問を終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、東宏二君の一般質問を終わります。 

 ここで、２時50分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後２時39分 休憩 

午後２時51分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 毛野議員、鬼塚議員、早退です。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 先ほど西江園議員の御質問の中で、全協の説明した期日をば御

質問されたところでございますが、この全協でございますけれども、９月24日に議会事務局に申
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し入れしまして、９月28日、最終本会議の全協で御説明を申し上げたところでございます。 

［何事か呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 次に、７番、鶴迫京子君の一般質問を許可します。 

○７番（鶴迫京子君） 皆さん、こんにちは。 

 私たち議員は、市長と同じく志を持って議員になっています。 

 今回の６月議会は、未曽有の大惨事となった東日本大震災と福島の原発事故を受け、この議場

にいらっしゃる全ての方が３月議会のときとは違う意識を持って望んでおられると考えます。真

剣にまっすぐな質問をいたしますので、市長も逃げずに、切れずに、ぶれずに、真剣な答弁を期

待いたします。 

 ６月20日、昨日現在震災被害の警察庁調べの被害状況は、死者１万5,391人、不明者8,171人、

避難者９万3,379人という戦後初めて日本を襲った大惨事となりました。被災者の皆様には、心よ

り哀悼の意を表します。そして、一日も早い災害復興に向けた取り組みがなされ、安住の地に安

心して暮らせる日が少しでも早く訪れるよう、そしてまた、つくり笑顔ではなく心底から笑える、

そういう輝きのある日がやってきますよう心よりお祈り申し上げます。 

 それでは、一般質問に入ります。 

 最初に、社会福祉についての質問です。 

島根県の海士町と広告会社が共同で新しい母子手帳を作成し、好評とのことであります。先例

に倣い本市独自の新しい母子手帳を作成する考えはないかであります。 

 ここに３月14日の新聞があります。「新しい母子手帳を作ろう」ということで、正式名称は母子

健康手帳であります。これは、1942年に妊産婦手帳として導入され、所持していれば食糧の配給

を優先的に受けることができた。こうした事項を背景に全国でも普及、保健指導を促し乳幼児死

亡率の低下につながった。そして、国際協力機構ＪＩＣＡや非政府組織ＮＧＯを通じ、日本から

世界の約20か国へ普及した。 

 また、大きな見出しで「育児不安、課題に対応。記録欄や助言充実、父親の参加も意識」とい

うことで書いてあります。新聞ですので、少しはしょって読んでみたいと思いますが、どういう

母子手帳を作ったかといいますと、このプロジェクトではどういうふうに取り組んだかというと、

まず手帳に関するアイデアをツイッターで募集と書いてあります。そしてまた、そのツイッター

で3,000件以上の意見が寄せられて、親子の記録に活用したいという要望やら、父親には疎外感が

というようなことが寄せられたそうであります。 

 そしてまた、その意見を基に子育て世代や保健師らが評価して、新手帳には五つの機能を追加

したということで、病気管理もできる記録欄を充実したり、そして予防接種の欄をまた広げたり、

そして初めて歩いた日などの記念日を書き込めるページを付けたとか。余白には育児に関する格

言をちりばめ、ふとしたときに目に留まるように工夫も凝らした。それにまして、父親の育児参

加を意識して、名前は母子健康手帳から親子健康手帳に変えたということであります。 

 そして通常は６歳までだが、中学生以上も使えるようにし、将来は両親のメッセージを添えて
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子供に贈ることもできるとあります。 

 今の母子手帳でいうと、こういう母子手帳が配布されてます、鹿児島県の。これは、おいの子

ののを預かってきました。決して私ののではありませんが。 

 今の母子手帳でいうと、７歳からの病歴や健診記録など記入する欄が少なくて記入漏れになり、

子供が成長して情報が必要なときに分からない、６歳までは大事に使っていたが、引っ越しとか

どこやったらいいのか、しまい忘れたということになりかねません。本市も海士町に倣って、そ

こで少し工夫して、今からの子育て状況に合うような中身を改良することはできないものでしょ

うか。市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） 鶴迫議員の御質問にお答えいたします。 

 母子健康手帳は、妊娠が確認された時点で各支所の窓口で保健師が使用方法を説明して交付し

ております。 

 本市は、国の示した全国共通のものを８種類の母子健康手帳を親に選んでいただきまして、親

子の地域支援者である母子保健推進員の名前と連絡先を手帳に記入し、成長の記録としてほとん

どの親が大切に保管しております。 

 現在、市で使用している母子健康手帳については、妊婦、乳幼児の発育、指導記入欄等の省令

による事項に加え、50から96ページを任意記載事項として日常生活や育児・食事等に関する情報

欄を設けています。健診や予防接種、医療機関受診時等で母子手帳の記録を見ながら医療関係者

や保健師等が必要な支援・助言を行っております。 

 私どもも御紹介いただきました海士町について調べてみましたが、隠岐諸島の一つの島で人口

が2,581人、平成22年度の母子手帳発行数は10人となっております。 

 海士町には産院がなく、出産・育児には厳しい環境の中で、地域で出産、子育てを支える必須

道具として母子健康手帳を利用できるように新しく改良され、本年４月から運用されているよう

であります。 

 少子化、核家族化、共働き世帯の増加等によりまして育児不安を訴え、一人で悩んでいる親子

も多いと思われます。 

 育児情報をインターネットや雑誌等で得る父母もいますが、どの情報を選択してよいか悩む父

母もおられます。 

 海士町の母子健康手帳は、一般的な手帳が６歳までの記録欄であるのに対して、小学校から高

校までの健康記録欄を設け、また予防接種欄の工夫や父親の記録欄など多くの情報を記載し、親

子を応援する内容となっているようでございます。 

 本市では、健診、教室、相談、訪問による支援の更なる充実を図ってまいりたいと思っており

ます。常に親子の意見を聞きながら、対象に合った情報を提供してまいりたいと思います。 

 今後、海士町や他の市町村、そして、全国的に共販されている母子手帳などを参考にするとと

もに、実際にお使いになられている父母の方々や母子保健推進員の方々の意見を聞きながら、利

用者にとってよりよい母子健康手帳を配付してまいりたいと考えております。 
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○７番（鶴迫京子君） ただいま保健師や市民の声を聞いて、新しい母子健康手帳を作成する方

向に検討するというようなふうに理解したのでありますが、その理解でよろしかったのでしょう

か。まず、それだけお聞きします。 

○市長（本田修一君） 先ほど答弁いたしました中で、私、議員のお話になられた件につきまし

て、あまち町というふうに答弁いたしましたが、海士（あま）町ということでございますので、

訂正させていただきます。 

 母子健康手帳につきましては、ただいま答弁したとおりでございます。今回、議員のお勧めに

なられました手帳も私自身、実際に見させてもらいました。そのようなことで、現在使われてい

るものの便利性についても意見を聞きながら、また８冊でございますので、それに１冊新たに加

えるというやり方もあるのではないかなということも考えておりますので、今後そのことで、そ

のような方向で検討させていただければというふうに思います。 

○７番（鶴迫京子君） はい。理解力が一致しましたので安どしましたが、この母子健康手帳も

大変０歳から６歳まで十分よくできているんですね、情報的に、大変いいとは思いますが。 

 ここで少し、以前講演を聞いたことがありますので、ちょっとお話したいと思いますが、講演

で聞いたことと申しますのは、思春期まっただ中の反抗時期ですね、子供は大変反抗します。そ

ういうときに相当子育てにてこずっていて、もうどうにもならないということで、親がたまりか

ねて、はっと思いまして、この母子手帳に書かれている赤ちゃんから今までの成長記録を見せて、

へその緒とか手形とか、そういう赤ちゃんからのありますね、そういうところを見せて、その子

供に手渡して、そしてそこには子供の知らないことがたくさん書かれてあって、初めて見たそう

であります。 

 そして、大事に大事に自分はこんなにもかわいがられて、小さい頃赤ちゃんの頃育てられたん

だなというのが、多くのくどい今までの親の説教ですね、いろんなことがあったそういうことよ

りもたった１冊の、この母子手帳の存在が、今まで見ていなかった親の愛情をその母子手帳が気

付かせてくれて、そして感じさせてくれて、もう子供は、その手帳を読みながらおいおい泣いた

そうであります。もちろんそれっきりで、子供が反抗しなくなったのは言うまでもありません。 

 このように子供の成育歴を示し、これからの生き方を確認させるのに有効な親子手帳でありま

す。親と子のきずなを深く結びつけてくれる一躍を担う親子手帳であります。もちろんこんなと

きだけでなく、成人式に渡してもよいし、結婚するときでもよいし、各家庭で一番よい、ここぞ

と思うときにメッセージを添えて子供に贈るならば手帳も生きた手帳としてたんすの中で肥やし

にならずに生き返ることでしょう。 

 また、もしその子供たちが親になったときには、子育てに迷い行き詰まったときなど、自分が

手帳に励まされるのではないでしょうか。 

 今あるものを変えることは、携わる人にとっては難儀を強いることですが、今一度真剣に検討

をほしいと願います。 

 再度、市長の見解をお伺いいたします。 
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○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話がありましたように、母子健康手帳に記載されている内容というものにつきまし

ては、本当に親子のある意味ではドラマが記されているのかというふうに思うところでございま

す。 

 そのような意味合いから、現在のこの手帳を超える形で、使われる手帳というものがあるとな

れば、当然私どももそれを参考にしなければならないというふうには考えるところでございます。 

○７番（鶴迫京子君） 前向きな回答、答弁をいただきましたので、大変期待いたしまして、そ

の方法とかやり方は担当課の方で詰められて、改善された母子手帳、母子手帳ということを一つ

だけは絶対お願いしたいと思いますが、父子家庭とかいろんなことがありますので、母子健康手

帳というのは国で決められた名前でありますが、正式名称でありますが、できましたら新しく本

市独自で作り直すのでしたら親子健康手帳に変えていただきたいなと要望しておきます。 

 そこで、先ほど私が質問いたしましたが、このことは教育的意義が大変あると考えますので、

このことを教育長には質問を通告しておりませんでしたが、学校教育の現場でこのことがどう扱

われているのか、また教育長の見解をお伺いしたいと思います。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、母子手帳というのは、成長期の子供にとって、これまでの生育歴が記載

されておりますし、子供たちにこれからの生き方を確認させるためにも有効なものであると考え

ます。 

 現在小学校におきましては、母子手帳を親子のきずなや生命尊重、それから特に子供自身が自

分の生命を大切にするという観点から、道徳の時間、それから学級活動で、また小学校４年生は

半成人式というのをやっている学校がありますが、こういう学校行事等で活用しております、現

在。 

 また、中学校におきましては、確か家庭科の幼児の生活と家族という単元があるように記憶し

ておりますが、その単元のとき、あるいは道徳の時間で活用しているのではないかと考えており

ます。子供たちはこのような教育活動を通しまして、議員御指摘の親の有り難さでありますとか、

自分の成長も知ることができますし、自分という人間を見つめ直す機会になるのではないかと思

っているところでございます。 

 今回の大震災でも人間のきずなの大切さということが言われておりますが、教育委員会といた

しましては、親子のきずなや生命尊重の観点から、子供や親の人権に十分配慮しながら、今後と

も、教材の一つとして活用するよう指導してまいりたいとかように考えております。 

○７番（鶴迫京子君） ただいま教育長の答弁によりまして、学校教育現場でもこの親子手帳、

母子手帳を使って命の尊さ、親と子のきずなの在り方、そういうことを教えているということを

お聞きしまして大変安心しました。まして、今回震災が起きまして、このことが一番学校教育に

おいて子供に対する教育において、大事な教育ではなかろうかと思います。 

 いろいろな同僚議員が質問をされました。それは取りも直さず自分の命を守る、まして命の尊
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さということではなかろうかと思いますので、ぜひこのことをしっかりやっていただきたいなと

思いまして、１番目の質問は終わります。 

 次に、２番目、教育環境についての質問です。 

 地球温暖化の影響で、毎年、猛暑が予想されます。運動会を初夏に実施するところが増えてい

る。そこで、本市でも来年度から、特に小学校など実施できないかであります。 

 ここに「初夏の運動会増加」という見出しで、また新聞でありますが、「10小学校で実施しまし

た。雨少なく練習涼しい」という記事が出ています。昨年は、100年に一度の猛暑と言われました。

そこで少し読んで見ますと、鹿児島市内で５月に運動会を開く小学校が増えてきた。秋に比べて、

雨の影響が少なく、涼しい時期に練習できることなどが理由。４年前は１校だったが徐々に増え、

30日は広木小や名山小など10校で開催された。広木小の教頭は、「９月は残暑が厳しく、子供の体

力が心配」と、またその６年生の有村君は、「９月に練習していた頃、暑さで頭が痛くなった」。

また６年生の濵島さんは、「リレーの練習で新しいクラスがまとまった」と話をした。母親の一人

は、「兄弟が多いと秋は運動会続き。小学校だけでも先に終わるとホッとする」。 

 また、名山小の教頭は、「慌ただしい面もあったが、各クラスの団結につながったと思う」と話

す。ある母親は、「涼しくて過ごしやすい。熱中症の心配も少ないので安心」ということでありま

す。 

 今年も猛暑になると予想されています。おとといの一般質問の市長とのやり取りの中で、市長

の答弁で、昨年の熱中症は発症率が全国で５万3,843人、死者は167人、県で689人、死者は３人と

いうことで65歳以上の高齢者が室内で、また18歳から64歳までの人が運動中、仕事中ということ

で、ほとんどが大人であるとの報告がありました。 

 しかしながら、特に体力のない小学生など、この答弁報告からいきますと、中学生なども考え

てもらいたいんですが、このことで練習時熱中症などで生命の危険にさらされないように、９月

の残暑の厳しい時期の運動会を、５月に早めて実施できないかどうかをお伺いいたします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、近年は地球温暖化の影響等で立秋を過ぎたとはいえ９月も残暑厳しい

日々が続いていることは認識しております。 

 小学校の運動会でございますが、子供の日を祝う小運動会、それからスポーツの秋に行う大運

動会をこれまで実施してまいりました。完全学校週５日制以降は、授業時数との関連から運動会

を秋にだけ行う学校がほとんどになっております。秋の運動会は、残暑の中で練習いたしますの

で、各学校では、子供たちの健康面には十分配慮して行わなければならないことは自明の理であ

ります。 

 具体的には、諸注意等を伝達するときは、必ず木陰で行うと、あるいは冷水を入れた水筒を持

参させると、あるいは休憩時間を確実にとると、あるいは練習会場には必ずテント設置するとい

うようなことを留意しながら各学校練習しているようでございます。 

 ここ数年、初夏に運動会を行う学校が、鹿児島市において少しずつ増えているということは、
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私も新聞記事で拝見いたしました。どういうメリットがあるかと言いますと、記事にも書いてあ

りましたけれども、熱中症にかかる頻度をなくすることができるとか、あるいは涼しい中での練

習のため体力を消耗することは少ないと、あるいはそのために授業に集中することができる。ま

た、学年・学級の一体感を年度当初に培うことができると、などなどメリットはあるようでござ

いますね。 

 ただ、鹿児島市の場合は学校単独の運動会なんですね。ですから、校区と合同運動会を行って

る学校はほとんどございません。本市の場合は、小学校16校中、９校は校区との合同運動会形式

なんです。 

 そしてまた、そのためには、これをもし初夏にするとなりますと、校区との協議、ＰＴＡとの

協議もしていかなければなりませんし、そしてまた祖父母が孫の運動会を参加できるように、市

街地の学校と農山村の学校の運動会を日を別々に同一にならないように工夫しなければならない

などの課題があるようでございますので、教育委員会といたしましては、どの時期に運動会を開

催するのが最も望ましいかということにつきまして、各学校の実情に応じて保護者の方々とも検

討をさせてみたいと、こういうふうに考えております。 

 なお、熱中症のことでございますが、先日小野議員からも質問がありましたので、熱中症計を

早急に各学校に購入するか、させるかということを今総務課の方で検討しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○市長（本田修一君） 熱中症についてお答えいたします。 

 熱中症につきましては、今ほど議員が述べられたとおりでございますが、約46％が65歳以上の

高齢者、そして41％が18歳から64歳未満というふうになっていまして、ほとんどが高齢者と成人

ということになっております。 

 場所は、住宅が半数以上と、そしてまた高齢者は住宅、成人は仕事中、少年・児童生徒は運動

中ということでございます。 

 特に、児童・生徒につきましては、夏場の運動中での発生が多く、屋内・屋外を問わず一定時

間ごとのこまめな水分補給を行う必要があろうかと思います。 

 本市では、県の通知情報に基づき、防災無線で発生しやすい状況であることをお知らせいたし

まして、水分補給や日常生活での注意、めまいや脈が速くなる等の症状があった場合の対処方法

等についても伝えてまいりたいと考えております。 

○７番（鶴迫京子君） まず先ほどの教育長の答弁にありました。父兄の方にその話を持ってい

って検討してもらうということでありました。それはもちろん大事なことでありますし、教育委

員会の教育委員会でもそれを検討するというようなこともなかったようでありますし、また校長

会で話をするとか、そういう教育サイドの方の答弁をもらっていないように思いますが、そのこ

とも求めます。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 
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 来年にできないかということはこれはちょっと無理かもしれません。もう既に学期はスタート

しておりますのでですね、年度がスタートしておりますから。近々また校長会等がございますの

で、恐らく学校長は関心ある者はちゃんとその記事を見てると思いますので、こういう所もある

んだと、今こういうふうに動いてるんだということは見ておると思いますので、ぜひこういうこ

とがあったと、また私は各学校には議会終了後、答弁要旨というものを教育長が答弁したものは、

各学校にすぐメールで送ることにしております。 

 そして、学校が何をしなきゃいけない、教育長は何と答えたかと、学校はこう指導していると

か、こうしますと言っているわけですから、そこを熟読してよく対応するようにといういうふう

にしておりますが、今回もこのことも併せて熱中症その他、議題になりましたことは、学校長に

流しまして、これもいろいろ学校で、あるいはＰＴＡ総会等で議題として考えられる材料にする

ようにとしておきます。 

 なお、教育委員会といたしましても、調査いたしましたところ、例えばある学校は合同運動会

をしている。そして、実施は大体九月二十四、五日、その間に今度は５月の初夏はですね、修学

旅行、日曜参観等もやっているもんですから、これをまた変えるとすればひっくり返るかどうか

しないと、授業時数の確保ということはできませんので、そういうこともしなければならない。 

 それから、５月にほとんど修学旅行、集団宿泊学習等が入っておりますので、それとの行事の

関連も、また考えなさいということも併せて指導してまいりたいとこういうふうに考えておりま

す。 

○７番（鶴迫京子君） 最もな答弁だと理解します。このことはやはり初夏の運動会ということ

で、新聞に出ておりましたので一応メリットの方が強調されて出ていると思います。デメリット

として運動会が各校区と一緒にやっているところもある。９校あるということでありますので、

その教育サイドとしては、いろいろな課題があると思います、乗り越えなければいけない課題が。

ですので来年は無理としまして、私の質問といたすことによって、問題提起といたしますか、み

んなで今まで社会環境とか世界の、世界とまではいきませんが、身の周りの環境が、本当に今ま

での自分たちの常識では考えられないような状況になっていますので、そういう意味では今まで

やってきたことが確かに正しいとは限らないということが、多々出てきております。ですので、

そこでもう一遍ゼロから考え直してみるべきだと思います。 

 この地方は猛暑、猛暑と言っても残暑が厳しいですね、夏もですが、９月というのは相当厳し

いですので、そういうこともいろいろ踏まえまして、一歩でも何か前進して、そして１校でもじ

ゃあ自分の学校はやってみようかというようなところがありますならば、そういう父兄もですね、

先生たちもみんなの意見が総意されて、そういう合意形成に当たる学校があるならば、１校でも

そういうことを一応モデル的にでもやってみたら、またそこで見えてくるものもあろうかと思い

ますので、ぜひこのことも先ほど教育長がおっしゃいました。こういう議会とか、いろいろなと

ころであったことは、すぐさま下に流して、そしてそれが徹底されるようにやっているというと

ても自信ある答弁でありましたので、私の質問もこういう質問があった、ということを隅々まで
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広げて、そして議題に上げて検討されることを思います。 

○教育長（坪田勝秀君） ありがとうございました。今私の答弁でちょっと間違いありましたの

で、来年はできないと申し上げました。これは今年の間違いです。今年度はもう動いていますの

で難しいかもしれない。 

 来年度につきましては、すぐまた議題になってですね、検討するのであれば、今議員御指摘の

ようにどこかモデル的にもですね、できるところがあれば、また、十分ＰＴＡの方々とも農繁期

の仕事の関係もありますので、そういうことも十分視野に入れながら、できませんかというよう

なこともちょっと打診してみたいとこのように考えております。 

 以上であります。 

○７番（鶴迫京子君） そうですね、私もすごく相当顔は笑って、笑ってもいませんが、真剣な

顔していたんですが、がっかりしたんですね。来年でなくて再来年、もう来年だったら何とか検

討ができるのではないかなと思いました。大変了解する答弁が、また訂正の答弁が返ってきまし

たので、これを了といたしまして、また３番目の質問に入りたいと思います。 

 次に、男女共同参画社会についてであります。 

 男女共同参画社会基本法に基づき、国は平成12年に男女共同参画基本計画を策定し、施策の基

本的方向及び具体施策の内容を示し、目標を挙げ推進を図ってきました。 

 平成17年、第１次基本計画の取り組みを総括し、第２次男女共同参画基本計画が閣議決定され

ました。方向性として、平成32年度までを見通した長期的な施策が上げられていました。その第

２次基本計画のポイント⑩の重点取り組み事項のうちの⑤である「新たな分野への取組」として、

防災、災害復興の分野における男女共同参画の推進ということが加わりました。 

 今回の大震災と原発事故により、個々の取り組みの遅れを大変危惧しております。今回の災害

を検証して教訓として、この視点に立って関連施策を立案し、実施していく必要が本市にもある

と考えます。 

 そこで、２点お伺いします。 

 平成23年度志布志市男女共同参画事業計画の中に、そのようなことが計画されて、予定されて

いるのか。 

 また、防災計画も見直されると思いますが、そこにこのことをどのように反映させるのか、そ

の意気込みをお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ３月11日に発生しました未曽有の大災害となりました東日本大震災の犠牲になられた方々、ま

た避難生活を余儀なくされておられる方に心からの哀悼の意と見舞いを申し上げたいと思います。 

 のどかだった田園や活気あふれる港が想像もできなかった大津波にのみ込まれていく様子に、

私たちは声も出ず、また同時に志布志湾を抱く本市が、同様の地震や津波が発生した場合を想像

すると、とても遠いことのように思えないところでございます。少しずつ時間の経過とともに、

被害の甚大さや不自由な避難生活の様子を知ることができましたが、体育館や公共施設で、わず
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かな仕切りの中で生活している住民の皆さんの心身の疲労は、極限に達しているであろうと想像

するところでございます。 

 議員のおっしゃるように、国は平成11年に施行しました男女共同参画社会基本法を、平成17年

に第２次男女共同参画基本計画としまして、新たな取り組みを盛り込んで改正し、その一つに、

防災・災害復興対策も含まれており、更に昨年度策定されました第３次男女共同参画基本計画に

は、防災が重点課題として明記されております。 

 平成20年に策定しました「志布志市男女（ひと）がともに輝くまちづくりプラン」には、それ

を施策にしておりませんでした。昨年度、県で開催されました「防災セミナー、災害に強いまち

づくり」に男女共同参画担当者が参加し、防災や復興の分野に男女共同参画の視点から、取り組

む必要があることを改めて知ったところでございます。本市の「男女（ひと）がともに輝くまち

づくりプラン」は、策定直後から事業の進捗状況を把握し、評価しておりますが、平成24年度で

その計画が満了となるため、国の掲げた重点課題と本市プランの事業を統合しまして、平成25年

度からの第２次「男女（ひと）がともに輝くまちづくりプラン」の改定の中に施策の一つとして

掲げなければならないと考えております。 

 また、それまでの間、今年度は災害が発生した場合に、避難所生活等について、しっかりと男

女共同参画の視点を取り入れることを市民の方々に広く認識してもらうために、市内の消防関係

者、公民館、各種女性団体などにも、広く呼び掛けて防災に対する講演会を開催したいと考えて

おります。 

 東日本大震災のような大災害がいつ起こるとも知れません。被災者が避難所生活を余儀なくさ

れた場合、女性、男性がしっかりとその人権を尊重され、特に女性が女性であるがゆえに受ける

不利益や被害を回避する治安対策や対応マニュアルの確立を急がなければならないと考えます。 

 来年度のプランの見直しとともに、防災計画にも男女共同参画の視点を盛り込んで取り組みた

いと考えます。 

○７番（鶴迫京子君） 質問通告しておりましたので、第２次基本計画についてということで質

問しておりました。 

 今、市長答弁にありましたように、今現在、平成22年、去年の12月17日に第三次基本計画が国

として出ております、閣議決定されて。 

 そして、そういうような中で、もっと内容がちゃんと明記されております。二次基本計画より

ですね。その中にやはり防災における男女共同参画の推進ということで、施策の基本的方向とい

うことで方向性が位置付けられております。 

 「被災時や復興段階における女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り

入れた防災（復興）体制を確立する」とあります。その中にまた具体的施策として、アとイとウ

ということで掲げてありますが、この防災分野における女性の参画の拡大ということで、防災計

画、地域防災計画等に男女共同参画の視点や高齢者・外国人などの視点が反映されるよう、地方

公共団体に対して要請するなど、その推進を図るということであります。 



 （260）

 そして、防災分野における政策、方針決定過程への女性の参画ですね。そしてまた、防災現場

における男女共同参画といたしまして、るる述べられておりますが、そこの中に消防職員、消防

団員、警察官、自衛官など現場に女性が十分に配置されるよう採用・登用の段階を含めて留意す

るというようなことで、第三次男女共同参画基本計画というのがたくさん閣議決定されてありま

す。 

 そしてまた、その中で去年の11月24日に県で防災セミナーというのが行われたということで、

ここには防災推進、地域防災推進委員の防災士の前原徳雄さんがここに述べられてます、志布志

市の。 

 今後の、地域防災力向上のかぎを握るのは女性だと思います。メンバーのうち３名は女性です。

彼女たちのような専門的知識や技術を持った女性が一線で活躍できる体制が必要です。早速、市

役所には防災会議への女性の登用を要請しましたとあります。 

 ここにありますが、私も総務委員長ということで救護委員として、防災推進会議のメンバーで

６月17日に地域防災会議が行われるのでということで、出席の要請がありました。 

 市長、もし総務委員長になったので救護委員として出席できるわけでありますが、女性は地域

女性連絡協議会の方がお一人となっています。多分去年もそうであったのではないかと思います

が、こういうところに、まず救護委員、市長が必要と認めた者は任命することができる、という

のがあります。そういう中に女性の意見が出やすい人、だから女性の参画ですね、こういうとこ

ろにそういう送り込まなければ、災害分野の取り組みとしても、市民の声の届かない草の根的な

そういう方たちの声は届かないと思うんですね。ですので、こういうことは、まずどのようにお

考えですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいま御指摘のとおり市の防災会議には、委員31人中、女性の委員は一人ということであり

ます。 

 そしてまた、安全・安心まちづくり推進協議会も20名中女性が一人であります。極めて女性の

登用率が低いというふうに考えるところでございます。 

 今ほどお示しになられました、第３次の男女共同参画基本計画、国が定める中にも女性の登用

率を高めるというようなことが盛り込まれているということでございますので、本市でも更に女

性の登用率を高めてまいりたいというふうに考えるところでございます。その参画できる体制と

いうものについて検討をしてまいりたいと考えます。 

○７番（鶴迫京子君） 検討するということでありますので、そういう視点を持って、まずこう

いうところから検討していっていただきたいなと思います。 

 志布志市は、消防団員ということで消防団の女性団員の状況ということもここに出ております。

新聞にも出ておりました。10年間で消防、女性消防団員が４倍になったということで188人である

ということで出ています。しかし、市では3.3％であるということ、県では1.8％、全国では4.1％

でその状況は、であるということであります。 
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 こういうことも踏まえまして、今、消防団員の確保ということで大変難しくて、消防団の退職

制というのを廃止して、またＯＢの方にも復活するような取り組みも本市ではなされているので

はないかと思いますが、このことにおける災害防災部門における女性の参画を進めるということ

に対して、市長はどのようにお考えでしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市におきましては、女性の消防団員はゼロということでございます。女性団員を入れるとい

うことになれば、それなりの設備の変更、あるいは施設の対応ということも必要になろうかとい

うふうに思います。そういった観点からまだ検討がされてない内容なのかなというふうに思って

おります。 

 今後、地域でそのような防災を担う方が、全体的に不足するということになれば、女性の活用

も十分消防団員として取り組まなければならない面が出てくるかとは思うところでございますが、

現在の段階では、そのような声が挙がってないということでございますので、今後の課題ではな

かろうかというふうに思います。 

○７番（鶴迫京子君） この男女共同参画についての質問でありますが、今ののは防災分野にお

ける男女共同参画ということで、一応具体的なことで申し上げましたが、まず１番、今回質問を

しようと思ったところはですね、やはりいろいろ施策的にいろいろ取り組まれています。女性、

男女共同参画推進室の方で、もう大変取り組んでいる状況ではなかろうかと思いますが、この分

野だけがなぜかしら触れられていないし、またそれは私たちの責任でもあるかもしれませんが、

そういう思いで今回質問をしてます。 

 今回、震災がありまして、ここにセミナーでも言われています。阪神・淡路大震災の現場で起

きたことということで、これが同じようなことがまた今回の東日本震災で起きています。皆さん

も情報的にはもう読まなくても御存じだと思いますが、ここに書いてあるのを読み上げますと、

避難所では家屋の倒壊等で犠牲になった女性高齢者が多かった。プライバシーや安全が確保され

ない避難所で、女性は着替えや授乳、睡眠、トイレの利用がままならず、健康を害したり性暴力

被害に遭う女性がいた。また、粉ミルクや生理用品などの必需品が不足するなど、女性のニーズ

は理解されなかったとあります。 

 本当に、このこともテレビの映像で映りましたよね。夜中に赤ちゃん、乳児がいるときにミル

クをやるのに、皆さんが寝静まって、夜泣きしたりとかいろいろするので、皆さん寝静まって外

の雪が降る冷たい中で授乳をしているお母さんの姿がテレビで映りました。本当にこういうとこ

ろは、本当に防災、今度の震災にとっては、そういう大惨事の中の小さなこととして取り扱われ

ないという、そのこと自体がやはりこの防災と男女共同参画を推進しなければいけないというと

ころに根差しています。質問をしているわけであります。 

 家庭・職場ではと申しますと、今度は防災の被災親族を受け入れた家庭では、その状況が長期

化するほど嫁の立場にある女性がやり場のないストレスにさらされた。しかし、それらの女性の

苦労は救援や復旧作業の前線に比べて取るに足りないことで片付けられた。 
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 また、これは、女性だけではないんですね、男性もそうですよね。三日三晩寝ずに仕事として

職場で男性は駆り立てられますね、労働力として、いろんなことで、そういう意味でもストレス

がたまって、そしてそういう暴力に走る。また暴力に走れない人は、今度は疎外感で孤独死する

という男性の方もいらっしゃいます。 

 だからこういうことは、女性だけがそういうわけではないんですね、こういう非常時には。だ

からやはり男性も女性も人として、この男女共同参画という視点を持って、この防災復興とか計

画に入れ込んでいかないと、この本市のまちづくりというか、そういうことが担えないのではな

いか。防災だったら防災分野だけの人で集まって協議して、計画を立てて進めればいいというの

ではなくて、そういうことで、先ほども申しましたそういう審議委員に女性も登用するというこ

とでお話しています。 

 まず、市長、こういう状況をやはり取るに足りないこととか、身をもっては実感はできないで

しょうか。今度の震災を受けて、向こうの被災者たちの状況を見まして、お伺いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 実感としては、そのようなものはわかないということでございますが、今お話になられた状況

というものはあったのではないかということは想像するところでございます。 

○７番（鶴迫京子君） そういう状況ですので、厳しい状況であります。そういう状況の中で、

先ほど市長が答弁として述べられました。あれは一般的な答弁でありますね、多分去年であった

らそれで許されているような気がする答弁であったのではなかろうかと思いますが、やはりここ

は真剣にそういうふうに頑張りますとか、男女共同参画を目指しますとか、そういう類いのもの

ではすまないと思うんですね。しっかりと年次的に数値目標を示して、ほかの施策と一緒ですよ。

ほかのものは担当課で、総務課は総務課なりに一つの男女共同参画の視点と捉えたら、そのこと

で計画が立っているではありませんか、今まで。総務課は総務課、港湾商工課、生涯学習という

課ごとに部署ごとに、そういう男女共同参画の視点に立った施策の方向性も決められているし、

そしてまた努力目標も決められているしということで、きめ細かに決まっています。そのことの

防災分野における新しい取り組みの中をうたう。そういうことをきめ細かに決めて、実現可能な

目標数値をあげたりして中に仕組みを作っていかなければ、作られてないわけですよ、今のとこ

ろ。 

 答弁では、今年度の計画としては防災のそういうセミナーを行うって、セミナーは聞くだけじ

ゃないですか。一方的に聞いて２時間とか１時間とか、はい終わりましたって会場を抜けたらも

うこっちから抜けてですね、お茶のみに行こうかと言ってですね、防災の半分ぐらいしか残りま

せん。 

 だから、そういう研修の在り方とか、そういうのもひっくるめて、各課でどういうことが女性

の視点として大事か、ニーズ、そういうことを具体的に出して、あぶり出して、そしてこういう

ことだよというふうに示さないといけないと思いますが、いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 
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 先ほど防災会議の委員を31人というふうに答弁いたしましたが、32人に訂正させていただきた

いと思います。誠に申し訳ございません。 

 まず、そのようなさまざまな協議会、審議会、委員会に女性の参画を促すということが第一条

件かと思います。その上でさまざまな事案について、具体的なことを想定いたしまして、それを

マニュアルに盛り込んでいくということになろうかと思います。 

 今回の場合は、先ほども申しましたように防災についてのプランの中に、全員の盛り込みがな

かったということでございますので、そのことにつきまして、具体的に盛り込みをしていきたい

と考えます。 

○７番（鶴迫京子君） はい、今市長が認められましたので、プランの中になかったということ

で、やはり福祉課だったら子育て支援とかあって、その福祉課と防災と言ったらターゲットが絞

られてきますね。こういうことに努力しよう。今度は保健課と防災となったらまた違います。 

 そういうふうに課と防災とつなげたときに違うわけですね、視点が。そして、そういうことを

みんなそれぞれ共有して出し合って総合的にまとめたものがなければ、努力目標だけになるんで

すね。実行できないんですね。担保が、実行をするという担保が得られないじゃないですか。だ

からやはり、そういう計画を練ったりするのは行政の仕事ですので、その計画を練ったり行政文

書にしたりするのには相当努力が要りますし、時間もかかります。それが無駄になるわけですよ。

だからそれを実効性のあるプランなり、そういうことにしなければいけないわけです。だからそ

こが大事ですよね、その作る、仕組みを作るところが大事で。 

 そして、そのことの詰めが大事ですよね。ただ何かこう絵に描いて、こういうのをつくったら

いい男女共同参画のあれができたなあって、それではい満足ということにはならないと思います

よね。ですので、そこをしっかりと質問しているわけです。 

 最後にしっかりした答弁を真剣によろしくお願いします。 

○市長（本田修一君） 新しく第２次の「男女（ひと）がともに輝くまちづくりプラン」の改定

をするところでございます。 

 これの改定の際には、当然さまざまな方々の御意見を聞く場を設けなければならない。 

 そしてまた、各種会議につきましては、女性の登用の率を定めて、目標を定めておりますので、

その登用の率に少しでも早く近づけるよう更に努力を重ねてきたいと思います。 

 今回、防災会議につきましても、また、このプラン策定につきましても、女性を登用いたしま

して、その観点からの御意見が、きっちりとマニュアルに反映できるようなマニュアルづくりを

してまいりたいと考えます。 

○７番（鶴迫京子君） その研修というか、この男女共同参画の視点に立った、防災における施

策なり、そういうことのそれを推進するためには、実行するためには、いろんな研修とかありま

すね。まずそういう方法論としましても、どのようなふうに考えていらっしゃいますか。 

 まず申し訳ありません。先ほども言いました女性だけの視点ではなくて、今度は男女共同参画

というと、男性の問題もあるということで男性の意識改革ということも大事じゃなかろうかと思
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います。その男性の意識を改革する変えるというか、こういう防災に対することに対してですね、

それをひっくるめて防災からの切り口で変えていくということで、どのような方法があると思わ

れますか。 

○市長（本田修一君） 防災計画の見直しにつきましては昨日、そしてまた一昨日、さまざまな

観点から課題を提示していただいたところであります。それらの課題を解決するためには、現在

さまざまな資料が積み上げられておりますので、これらの資料を、関係する機関で、全員で研修

していく場というものをしていかなければならないなと、そして、また先進地の事例を十分参考

にする場をつくっていかなければならない。 

 そして、専門的な方々の御意見を承る場をつくっていかなければならないというふうに考える

ところでございます。 

 そのようなものを重ねていきながら、防災計画の見直しをしていくということになります。そ

の中に女性の委員の登用を更に高めていくと、そしてまた女性の方々の女性ならではの視点の提

案というものを十分受けていきながら、防災計画の見直し、そしてまたプランの策定というもの

につなげていきたいと考えます。 

○議長（上村 環君） 前に進めてくださいね。 

○７番（鶴迫京子君） 今防災計画の見直しにおいて、そういう女性の登用も含めまして、検討

していくという答弁をいただきました。 

 そこで一つだけ、これ市報の５月号ですかね、４月号ですね。震災の、大隅半島の４市５町が

被災地の大船渡市に混成職員で行きましたということで報告が出てますね。これは大変いいあれ

ですよね、職員が初めてこういう震災の場所に行って、経験したことを載せているということで、

大変本当に皆さん読まれたと思います。 

 しかし、こういう市報も３割ぐらいしか手に取らないというようなこともあります。そういう

ところで一つの提案ですが、こういう方々が３月からずっと今継続していっておられると思いま

す。そういう職員の方々の実体験ですね、見てこられた震災の様子やら、いろんなのがあると思

います。その中に先ほど私が触れましたことが、そういう全部入っていると思います。そういう

視点でいろんなことを感じ取って帰ってこられています。貴重な体験でありますので、これを生

涯学習講座とかそういうのもありますが、出前講座というのがありますよね、そういうところで、

もし市民の方々が希望するならば、そういう方々に来ていただいて、環境学習の出前講座とかも

ありますが、ああいう形で各課からこれ派遣されていますよね。ということは、先ほど私の言っ

たことがもうそういうことをすることによっても少しは改善されて、市民との距離が短くなって、

防災ということの一つの取っ掛かりになるのではないかなと思います。 

 男女共同参画とか、そういう堅苦しいことを言わないでもですね、防災という中の切り口でい

けば一つのあれになると思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（本田修一君） ３月11日の東日本大震災の発生以来、本市といたしましては、４市５町

の災害派遣支援チームによりまして、職員を派遣しているところでございます。 
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 現在10人近くになっているところでございますが、それらの職員の体験というものは貴重なも

のがあろうかというふうに思います。 

 そしてまた、それぞれの職員は派遣が済んだ後は、私の方に報告をしておりますので、それら

のものはまとめて市民の皆さん方にも御紹介したい。そしてまた、体験を聞きたいということで

あればどんどん活用してまいりたいというふうに思いますので、御要望があれば対応はしてまい

りたいと考えます。 

○７番（鶴迫京子君） 今市長が対応するということでありますので、担当課の方でどういう具

体的にはどういうふうに、即答はできないでしょうか。 

○生涯学習課長（米元史郎君） 具体的に出前講座ということであろうと思いますので、私の方

から答弁させていただきたいと思います。 

 出前講座は、項目が50項目ほどございます。それにつきましては、もう既にそれを所管する担

当課と合議が整っておりまして、窓口が生涯学習の一環ということで、出前講座は生涯学習係が

受け付けをしております。およそ50項目のメニューにないものでございましても、事前に御相談

があれば協議に応じることになっております。 

 ですから、できるだけ具体的な内容の要望をお伝え、申し出くだされば、私どもの方で担当課、

この復興支援ということであれば、多分各課にまたがっておりますので総務課長、総務課と協議

をして人材を送るということになろうかと思います。ニーズによりまして、どういう体験をした

か、それぞれの職員もいろんな違う体験をしていると思いますので、利用者のニーズに応じた体

験に近い体験をした職員を送れるかどうか検討させていただいて、御報告するということになろ

うかと思います。 

 以上です。 

○７番（鶴迫京子君） 出前講座は、あそこに掲げられてあるものしか、出前講座はしていただ

けないかとそういうふうに理解していましたので、それは間違いだったということに気付きまし

たので、大変いいお答えをいただいたと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、この件につきましてはもう最後になろうかと思いますが、ここに大隅半島４市５町

支援チームで、今度は垂水市の保健師が二人と、社会教育課の女性職員一人が現地入りすると書

いてありますね。ここにありますが、そして傘、エコバッグで復興支援ということで行く職員の

方たち。こういうエコバッグを作っているというこういう写真、新聞報道がありますが、まさし

くこれですよね。男性の災害復興支援にいくという、こういうバックを作るとか、そういうこと

にはならないかと思いますので、やはりこのことは男性も女性も復興支援に派遣されるというこ

とで、大変すばらしいことだと思いますが、保健師の方は大変また気苦労も多いかと思いますが、

この本市にとってこれは順番的に派遣されていくので、本市の保健師も行くような計画になるの

でしょうか。 

 最後にお伺いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 
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 ただいまお話がありましたように、４市５町の災害復興支援チームには、保健師も派遣すると

いうことで、大船渡市の方からの要請があるところでございます。 

 それに基づきまして、順次それに対応できる市、町については、計画を組んで対応するという

ことになっておりまして、本市でもその対応ができるように体制を整えているところでございま

す。 

○７番（鶴迫京子君） 本市も保健師の方が対応して派遣されるということでありますので、ま

たそれはそれで見識のある、また勉強されている保健師の方でありますので言うまでもないこと

ですが、やはり１週間ほど派遣されて行かれますので、十分そういう、ただ行かれるからああい

いというのではなくて、男女共同参画推進室とか、いろんな担当課とか、そして今まで行かれた

方からの連携を取って情報をいただいて、しっかり自分の思いがかなうような、仕事ができるよ

うによろしくその方たちの支援体制を、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に入らせていただきます。 

 次に、公共用地の先行取得についてお伺いいたします。 

 まず、はじめに土地の価格が低落状況の中、公共用地を先行取得することについて、市長はど

のように考えておられるか。一般的な見解と、また計画があるのかないのかお聞かせください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 土地の先行取得につきましては、将来必要になると考えられる土地を、事業施行前に取得する

ことであると認識しております。 

 本市における先行取得につきましては、これまで、志布志城跡公有化事業や志布志消防署建設

事業、道路整備に伴う土地の購入等を行ってまいりました。 

 現在市として先行取得を行う場合は、一つ目に、市の要請により土地開発公社が取得する場合

と、二つ目には、土地開発基金を使ってあらかじめ取得する方法があります。 

 土地開発公社で購入する場合は、取得目的及び用途を明示することや、建物付きでなく更地の

状態であることが条件となっております。 

 また、土地開発基金につきましても同様に、計画があり目的のはっきりしている土地を取得す

る場合に適用をしております。 

 したがいまして、本市における先行取得の考え方としましては、事業計画があり、市が必要と

している土地が売りに出された場合に事業が滞ることのないよう、土地開発公社または土地開発

基金で先行取得をしており、市の予算が付いた段階で買い取るという方式にしているところでご

ざいます。 

 今年度、先行取得する計画は特にありませんが、緊急を要する事象が発生した場合には、先行

取得によることもあるかと考えております。 

○７番（鶴迫京子君） ただいま本市における状況がよく理解できました。 

 次に、そういう中で紀州造林跡地を先行取得して、公共用施設建設などのため、また無秩序な

開発防止のために、将来を展望したまちづくりの推進を図るべきであると考えるがどうかであり
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ます。 

 このことになりますと、先ほど今述べられました２番の基金を使って購入してということにな

るのかも分かりませんが、３月11日の午前中、総務委員会で、（仮称）志布志消防署建設予定地の

現地調査を実施しました。１万148.56㎡の建設用地は、今まで県道側からしか見ていませんでし

たが、広さを実感できました。そして、その残りの用地もあと３倍ぐらいあるとのことで、視野

に入らないぐらい広大なものでした。 

 このことで、迫田元議員が一昨年の12月議会で、生涯最後の一般質問をされております。まさ

しくこの土地は、先行取得すべき土地だと私も直感しましたが、そして調査地をあとにしました。

その日の午後でした。東日本大震災と原発事故が起きました。国会中継を観ていたときでした。

テレビに映し出された津波の映像は、今でも脳裏から離れません。自然災害の恐怖、志布志の市

街地は全滅するのではと気が遠くなりました。 

 今回の震災で庁舎が津波で流され、町長まで亡くなられています。本当に痛恨の極みでありま

すが、志布志支所も大丈夫でしょうか。 

 一昨日同僚議員の質問のやり取りの中で、海から800ｍある支所は、２分で津波が到達すると言

われました。テレビ映像を見ながら海より大体60ｍぐらいの高台にある紀州造林跡地を先行取得

することが真っ先に浮かびましたが、高規格道路や高速道路のインターチェンジに近く、有明、

松山からのアクセスもよい、紀州造林跡地を先行取得することで、志布志市の将来のビジョンが

大きく開けます。 

 また、志布志港が５月31日、国際バルク戦略港湾に決定しました。志布志港が穀物の輸入港と

して食糧基地として、本市に必ずや変革をもたらします。 

 津波災害と国際バルク戦略港湾、この二つのことをもってしても、本庁舎の位置が、今のまま

でよいのか、今までと角度を変えたゼロからの視点と発想で、しっかりと議論するべきときがき

たように考えます。そこを踏まえて、紀州造林跡地を先行取得する考えはないか、まず市長の見

解をお伺いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 紀州造林跡地の問題につきましては、今議員の方からありましたように、一昨年の12月議会で

迫田議員からも質問がありまして、そして提案があったところでございます。 

 その際は、市役所の本庁舎建設、学校の統廃合に伴う新校舎の建設、南部消防署の移転地、そ

してまた、これらの活用を含めて、紀州造林跡地の購入というようなことで御提案があったとこ

ろでございます。 

 本庁舎の移転につきましては、人口重心地の件や、それから費用の問題があり、十分このこと

については、慎重に対応していかなければならない。 

 また、学校建設につきましては、既存施設の耐震化がまず先決というようなことがございまし

た。 

 そしてまた、消防施設につきましては、今回、紀州造林跡地に一部購入させていただきまして、
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建設地として利用させていただくことになったところでございます。 

 残りの土地につきまして、約３万7,000㎡でございますが、現在の段階では計画はないところで

ございます。 

 しかし、将来におきまして、ただいまお話がありましたように、都城志布志道路のインターチ

ェンジ、あるいは東九州自動車道のインターチェンジ近く、また国際バルク戦略港の指定という

ことの大きな指定がございましたので、このことも改めて地域の将来性にどういった形で、本市

が更に発展していかなければならないかというような観点から、この土地の活用については考え

させていただきたいというふうには思うところでございます。 

 本年度は、後期基本計画の策定も予定しておりますので、この中でも十分議論をさせていただ

ければというふうに考えます。 

○７番（鶴迫京子君） 通山小、香月小、志布志小の津波対策における学校の位置問題など、い

ろいろ今までの一般質問の中のやり取りでありました。 

 また、少子化に伴い学校の統廃合問題。そういう問題によって統廃合して、学園モデル都市を

つくって、その創造をする。 

 また、防災公園とか、そして災害時の仮設住宅用地として、または、高齢化社会に向けて高齢

者用複合型施設の住宅施設や福祉施設など、そしてまた企業誘致等々、夢を描けばきりがありま

せん。その場その場で緊急性、必要性に迫られても土地がなければどうすることもできず間に合

いません。用地交渉の計画をしても相手のあることですから、何だかんだと言ってちゅうちょし

ていたら、切り売りされて、ほしいときにはもう手に入らない。必要だなって、もうぜひと思う

ときには手に入らないということにもなりかねないと思いますが、市長、ですから早急に手を打

つべきだと思うんです。 

 一昨年の12月みたいな答弁ではなくてですね、だけどそのときも土地開発公社で買おうという

経緯がありましたよね。それがまた塩漬け土地になるというので、決まらなかったということの

経緯も大分前にあったみたいですが、今回先ほども何遍も言いますが、震災事故があって、この

学校の統廃合、あの位置でいいかどうかとか、いろんなことがありますね、津波対策。 

 そういうことで、このことを真剣に考えてほしいんですね。大原大地の中心的な広い所であり

ます。そういうような町の志布志町の町民にとっては大変広い所で、志布志市にとっても大変重

要な場所になるのではなかろうかと思いますが、そういうような所が乱開発されて、無秩序的に

不本意な商業施設や娯楽施設などができないとも限りません。未来を担う子供たちのために、今

私たちにできることは、それはやはり紀州造林跡地を先行取得して、ああいういい場所にありま

すので、土台をしっかり築いておいてあげるべきだと考えます。 

 今できないことは、５年後、10年後、20年後にはもっとできない、そのような気がいたします。 

 市長の誠意ある答弁を求めます。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話がありましたように、私自身市長になって、この紀州造林跡地を見させていただ
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きまして、すばらしい土地だというふうに感じ、そして、このことについて、土地開発公社で購

入したいという御提案を申し上げたところでございます。 

 しかし、その時点ではまさしく当面の利用の形態についての中身がなかったということ。そし

てまた、若干用地が高めであるということがございましたので、土地買収に至りませんでした。

しかし、今お話がありますように、私どもは、この紀州造林跡地につきましては、会社側と度重

なる話し合いをさせていただいているところでございます。 

 そして、その後さまざまな変遷を経まして、今年の２月28日に消防署建設用地として、一部に

つきまして土地売買契約ができたということでございます。 

 今回、消防署建設用地として、土地売買の契約ができたところでございますが、おおよそ４分

の１ほどの土地でございます。この４分の１につきましては、私どもとしましては更に４分の２

になるところ、消防署建設予定地の奥の方につきましても買収というようなことも考えたところ

でございますが、当面はこのことについても、この土地についても、利用の計画がなかったとい

うことで、そのような買収まではならなかったところでございます。 

 そしてまた、さらに残り半分につきましては、この会社の方で何らかの事業の計画があるよう

でございますので、話には至らなかったということでございます。 

 今後、消防署の建設が進むに連れまして、また会社側のさまざまな状況等の変化もございまし

ょうから、私どもはこの土地については、今お話があったような状況の変化がございますので、

会社側と更にお話をさせていただければというふうに考えているところでございます。 

○７番（鶴迫京子君） 答弁としては、最悪の答弁ではなくて少し期待できる答弁ではあったろ

うと思いますが、市長、通告しておきましたので、真剣に考えられたと思いますが、あそこの担

当、管理されてる方がいらっしゃいますね。そういう方と私の通告書が出た後、お会いになって

話をされましたか。また、そこのところはお知らせください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほど申しましたように、今回、消防署建設用地の売買を契約した後、そのような内容につい

て、特に大震災が発生して後には話をしておりません。 

○７番（鶴迫京子君） 市長、そしたら今の答弁によりますと、迫田議員のそういう12月議会の

こともありまして、少し前向きに検討していってますというような答弁に聞こえたのですが、今

お聞きしたら、私の通告書が出ても、そういう今の現状を調べようともされていないということ

が分かったわけでありますが、ただもう通告書を見て、ああそういうことかぐらいで済んでしま

ったのでしょうか。情報収集とか、どうしようとか、自分自身の考え方とかいうのは何もないわ

けですか。そこをもう一度お聞かせください。 

○市長（本田修一君） この紀州造林跡地につきましては、先ほども申しましたように、平成20

年で、土地開発公社で取得したいということの申し出をしまして、そして議案としても提案しま

したが、結果的に議案の採案をいただけなかったということで、非常に会社側に迷惑を掛けた形

になっておりました。 
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 その後、会社側は自前でその活用について努力をされて、利用計画がされているようでござい

ます。私どもは、その利用計画がある期間を待って、消防署建設用地の交渉をしたところでござ

います。 

 そして、消防署建設の予定地の交渉が成立いたしました現在でも、更に残りの土地については、

会社側で何らかの計画をお持ちであるということでございますので、そのことについての確認は

現在していないところでございますが、そのような経緯があったということで、その期間が終了

したのちに、また改めてお話をするところかなというふうに考えていたところでございます。更

に情報の収集を努めていきたいと思います。 

○７番（鶴迫京子君） やはり市長の思いと行動が伴っていないような気がするんですね。先ほ

ど答弁の言葉と、その行動が伴ってないですよ。 

 復興支援のときは伴いましたよね。大隅半島４市５町、肝付町にできて、なぜ志布志はできな

いんですかって全協で言いましたら、早速動かれて、今のようなことになっているじゃないです

か。 

 同僚議員も、市長って鹿屋市長のことですね、自分が最初に動けばいいじゃないですか、先頭

に立ってっていうことを同僚議員がおっしゃったら、早速先頭に立って動かれたじゃないですか。

そのことですよ。それは復興支援ということで対比があります。このことは、まだ本庁をどこに

もっていこうかとか、いろんなことがまだ決まらない中で、土地だけ買うということにちゅうち

ょされるかもしれません。だけど、間に合わないということがあるんですよね、こういう交渉ご

とは。そうじゃないですか、あら、もうだって情報収集されてないわけですから、調べてみたら

もう売れてたとか、そんなんなったらもう絵空事になります。絵に描いた餅になりますね。 

 そういうところの何か、そういう復興支援に対しては、さあってリーダーシップをとって、も

うさっさと動かれる市長。このことは検討して動いて、そっちの方向にいきますよと言いながら、

情報収集をしてない。何か理解ができませんね。同じ市長でしょうか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先程来答弁いたしますように、私どもはこの紀州造林跡地につきましては、会社側に御迷惑を

お掛けした場面があったということでございます。 

 それで、会社側の意向を十分尊重しながら、今回の消防署建設予定地につきましても、買収が

できたと、契約が成立できたという内容でございます。 

 そのような内容の中で、残りの土地については会社側の方で計画があるということを私どもは

はっきり告げられておりますので、そのことの推移を見守って対応したいということを申し述べ

ているところでございます。改めてこのことについては、もう１回情報の収集はしてまいりたい

と考えます。 

○７番（鶴迫京子君） 今の答弁は市長の苦しい答弁でありますし、人のよい市長だという、一

般質問でもありましたが、そこが出た答弁ではなかろうかと思いますので、また情報収集をされ

まして、そして先ほど今年と去年は違うということですね。一昨年と今年は違うということで、
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皆さんそういう意識はあられると思います。小さな鳥の目、猫の目ってありますが、小さな単眼

的小さな目ではなくて、大きな目をもってですね、将来ビジョンを描いて、こういうことに取り

組んでほしいという思いがあるわけですね。ですので、質問しているわけでありますが、ここに

今日の新聞に出ていましたね、全国で津波防災事業を国交省が新法制で方針ということで、ハー

ド事業とソフト対策でやっていきます。国が新しい法律を作ってやっていきます。その中でやは

り土地利用の見直しなどの分野とかいうことで、国も全面的に制度を作りやっていきますので、

この中に志布志湾も入るのじゃないかなと期待しているのですが、このことはそのように捉えて

よろしいんでしょうか、まず市長、お願いします。 

○市長（本田修一君） まだ、国交省の今回の東日本大震災への対応の中で、このような津波防

災事業が出されたということであるわけでございますので、今後南海、東南海、あるいはほかの

地域で発生が考えられる地域にも対応されるものというふうには思うところでございますが、今

お話があったような内容での事業の導入というのは可能かどうかというのは、少し分からないと

ころでございます。 

 しかし私自身は、この記事を見まして、ハード事業の例という中で、海岸、堤防とあるいは盛

土構造の道路ということが出ておりましたので、これはいわゆる湾岸道路に該当するのかなとい

うふうに考えたところでございます。 

 そのような観点から、この事業の取り組みができるとすれば、湾岸道路の推進というのは、い

ち早くできそうかなというふうに考えましたので、この件につきましても更に情報収集を努めて、

本市にも事業ができるような内容につきましては、取り組みを図っていきたいと考えます。 

○７番（鶴迫京子君） そうですね、私もこの新聞を見まして、ここの事業例を見まして、先ほ

ど市長のようなこともありますが、道路のことも。 

 ここに避難タワー、防災公園というのもありますよね。このことが紀州造林跡地のそういうこ

とにもならないのかなと、（仮称）志布志南部消防署の建設も予定されていますし、いろんな意味

で自分なりに夢を広げていますが、いい朗報ではなかったかと思います。 

 そこで、今質問しましたこの４番目の質問のことで跡地利用のことですが、副市長、副市長も

初めて今回６月議会初めての議会でありますので、震災も受けまして、そういう国の機関にいら

したりしますので、そういう経験を踏まえまして、私のこの質問通告とか、そういうこと土地利

用ですね。そのことに関しての方向性とか感想なり、ひとつお聞かせ願いたいと思います。感想

でよろしいですので、よろしくお願いします。通告してませんのですみません。 

○副市長（清藤 修君） 感想でよろしいということですので述べさせていただきます。 

 私も本日、朝この新聞記事を見まして、非常に期待が持てるなと思いました。 

 ただ、得てしてこういうものというのは、いろんな省庁から横やりが入ることが多いですので、

ぬか喜びはできないなというふうには思っております。 

 ただ、今こういう状況ですので、こういう方向で進むというのは可能性としては高いのかなと

いう気はしておりますので、そういった国土交通省あるいは財務省あたりのですね、状況もいろ
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いろと聞きながらですね、どういうふうにこういう事業ができるかというのを情報収集するとい

うのが、今の段階ではないかというふうに今思っております。 

○７番（鶴迫京子君） 最後になりますが、今日、四つの質問をいたしました。 

 この質問は、やはり根底にあるのは、命ということを根底にして質問したつもりでありますが、

何せ要領が悪くてちょっと質問が下手なものですからちょっと届かなかったかもしれませんが、

ぜひ男女共同参画ということで、男性だからとか女性だからではなくて、ここにいらっしゃる一

人一人の方々と一緒になって、そしてまた市の職員、市民の方皆さん志布志市全体で、いろんな

ことを乗り越えていかなければいけないという使命でありますので、ぜひいろんなことを前向き

に真剣に検討していただけたらなあと思いますので、ぜひよろしく御検討ください。 

 質問を終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、鶴迫京子君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定し

ました。 

 明日は、午前10時から本会議を開きます。日程は一般質問です。 

 本日はこれで延会します。 

午後４時26分 延会 
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午前10時00分 開議 

○議長（上村 環君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上村 環君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、丸﨑幹男君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 鶴迫議員より発言の訂正申し出がありましたので、発言を許可します。 

○７番（鶴迫京子君） 昨日の一般質問の中での「父兄」という表現を「保護者」に訂正させて

いただきます。誠に申し訳ありませんでした。 

○議長（上村 環君） ただいま鶴迫議員から昨日の一般質問における発言を訂正したいとの申

し出がありました。 

 発言の訂正については、会議規則第67条の規定により、議長の許可を得てすることになってい

ます。ただいまの鶴迫議員からの発言の訂正は、申し出をこれを許可します。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（上村 環君） 日程第２、一般質問を行います。 

 それでは、順番に発言を許可します。 

 まず、19番、小園義行君の一般質問を許可します。 

○19番（小園義行君） おはようございます。 

 日本共産党の小園義行でございます。 

 ちょうど３か月前のちょうど３月10日、一般質問をさせていただきました。その明くる日に東

日本大震災ということで、３か月の間大変な御苦労をされている地域の方々ですね、毎日死者の

数とか、そういう行方不明の数、変わるわけですけど、７日現在で、昨日も鶴迫議員の方からも

ありましたように約９万3,270人。まだ現実に避難をされていると、そして死者の数は１万5,382

人、行方不明者が8,191人と、７日現在でそういった状況であります。亡くなられた方々に対して、

本当に御冥福を祈りしますとともに、早い復興をですね、みんなで力を合わせてやんなきゃいけ

ないというふうに思ってるところであります。 

 私たち日本共産党も全国の党組織を通じて、救援募金、そして救援物資の現地への輸送と、そ

ういったことに全力を挙げて取り組んでいるところであります。 

 そうした中、国会を見てみますと、内閣不信任決議案が出されるということで、国民の目線か

ら見たときに、本当に何をやっているんだというふうに思われている方々が、世論調査等を含め

てたくさん出ております。もっと政治というのは、スピーディーにその困っている人たちのため

に何をなすべきか、これは国会の今のような状況では、とても安心して任せられないというふう

に思うところであります。 
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 そういった意味からしても、もっとそれぞれ政権についてる側、また野党の側も含めて真摯に

被害に遭われている方々に対しての復興に、全精力を向けてやっていくときではないかというふ

うに思うばかりであります。 

 私もそういった立場から今回通告をしておりますけれども、５点についてそれぞれ質問をして

みたいと思います。 

 まず、政治姿勢と防災についてということで、３月10日のあの時点で、私は本田市長に、隣串

間市の４月10日に行われる原発についての住民投票について、どういったお考えをお持ちですか

ということで質問をしたところであります。まさかその明くる日にですね、こういったことが起

きて、その次の日に原発のいわゆる建屋が水素爆発を起こすと。こういったことが起こるであろ

うということは、恐らく想定しておられなかったと思います。 

 もちろん私自身も、そういうことが次の日に起こるということは想定はしておりませんが、原

発についての考え方は一貫して、15年前に串間市に、17年前ですね、そういうものが九電が発表

してからは絶えず学習もし、やってきたところでありました。 

 そういったことで、市長に原発に対しての基本的な考えをお聞きをしたところでありました。 

 ３月議会での市長の答弁は、いろいろ自分の政策を遂行していく上で、あそこに原発が立地さ

れることについては、大変危惧をしているということで、私自身はもっと踏み込んで勇気ある答

弁をされた谷口芳郎町長の例も出しながら、反対というそういった表明もしていいのではないか

ということの質問をしたところでありますが、市長は危惧をしているということに答弁としては

ありました。 

 そこで再度、その後の地震が起きました。原発が水素爆発を起こして、今大変な状況になって

いる。そういった福島原発の状況を踏まえても、なおかつ３月議会の答弁と何ら原発に対しての

一般的な考え方は変わりないのか。そこについての状況を受けての、現在の考え方をまずお聞き

をしてみたいと思います。 

○市長（本田修一君） おはようございます。 

 小園議員の御質問にお答えいたします。 

 串間市の状況としましては、３月14日の市議会定例会において、野辺市長が、「原発には安全が

絶対条件と考えてきたが、現状では市民の理解が得られず混乱を招く恐れもある」として、原子

力発電の是非を問う住民投票を見送ると表明されております。 

 またその後、５月30日には定例会見で、「安全性が担保されているとは言い難い」とし、「今任

期中には住民投票を行わない」と述べられ、任期中の住民投票については、断念されたという状

況でございます。 

 先の３月議会における私の答弁といたしましては、私の考えるまちづくりは、環境、そして健

康というものが大きな柱である。その実現について大きな危惧が生じるというお答えをしたとこ

ろでございます。 

 その後、福島原発の状況を受け、改めてその思いを強くするとともに、まちづくりを担う市長
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という立場を重く受け止めたところであります。 

 東日本大震災を発端としまして、世界的、日本的にも大きく状況が変化しております。国にお

いても震災後の政策推進方針の中で、この大震災がもたらしたショックとして、地震・津波・原

子力災害の複合災害を原因とする経済環境の寸断による供給ショック、発電施設の損壊による電

力制約ショック、原子力発電の安全性についての認識や放射線被害を契機とした日本製品、日本

ブランドへの信頼性の動揺ショックの三つを挙げており、これら全て私たちを取り巻く環境へも

大きな影響をもたらしております。 

 このような中で、福島原発事故を受け、串間市においても住民投票は行わないという結論が出

た現状におきまして、また私が危惧していた事態が発生したことを受けまして、極めて高い安全

性が担保されない限り、進めるべきではないと考えるところでございます。 

○19番（小園義行君） 今の市長の答弁でいわゆる大変危惧はしていると、この危惧というのは

恐れているということですよね、辞典調べますと、日本語の意味としてはですよ。 

 今いろんな状況を含めて、極めて高い安全性が担保されない限り、難しいというふうな答弁で

ありました。世界の状況、この３か月の間で大変変わりましたね。これはいわゆる人間が今の持

っている英知、そういうもので原子力を完全に自分の手で対応が難しいということを現実に示し

ていることだというふうに思います。 

 ドイツも脱原発の方針に転換をしました。その他の国もそうです。 

 そして、原発を抱える自治体の県知事や首長さんたちが、定期点検の停止で、今やっているそ

の再開についても同意はなかなか難しいという状況で、再起動が難しい状況に今陥っている状況

ですね。 

 そうした状況の中で、市長は、極めて高い安全性が担保されない限り難しいと。ということは、

端的に言うと安全性が確立されてないということであるわけですから、これは仮に、九電が串間

市にそういった状況で申し込んだとしたときには反対だというふうに理解をしていいんですね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在、福島原発の事故を受け、その後、全国各地の原発が定期点検のために休止に入っている

という状況でございます。 

 その再開に向けては、改めて地域の方々がさまざまな形で表明されてるということでございま

すが、佐賀の玄海町を除いて、ほかの地域におかれましては全て反対と、再開については安全性

が保たれない限りは再開は認められないという方向になっているようでございます。 

 再開される原子力発電所ですら、そのような状況ということでございますので、新規で開設さ

れる原子力発電所については、更にその深みが求められた安全性というものが必要かというふう

に考えます。 

 そのような状況でございますので、現在の串間原発の設置については、現段階では設置は不可

能ではなかろうかというふうに考えるところでございます。 

○19番（小園義行君） 不可能ということは、可能性がないということですから、反対だという
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ふうにそういうふうに理解をしたいと思います。 

 市長の口からこの原発については、もう反対ですよということをね。15年前の３月議会で言い

ましたね、谷口芳郎町長、ときの町長が安全性が確立されるまでは反対いたしますと、明確に述

べられたんですよ。僕は勇気ある答弁だったと思います。 

 そこで今回ですね、福島原発の事故の原因や事故対応を検討する国の第三者機関、いわゆる事

故調査・検証委員会というのが設置されて、その委員長に畑村洋太郎東大名誉教授が就任されて

るんですね。７日の会合でこういうふうに述べられております。「原子力は危険なもの、それが安

全なものとして取り扱われてきたのは間違いだったと思う」と述べた上で、事故の真の姿を捉え

るために、責任追及を目的としないという基本姿勢を述べられたというふうに新聞報道がありま

した。これは全くそのとおりだというふうに思います。今起きてるものをきちんと収束させなき

ゃいけないわけですから、そのための前段として、いわゆる国がつくり出したその安全神話、そ

れに乗っかってやってきた私たち日本の歴代政府ですね。これ含めて、本当にここに、この畑村

教授がおっしゃるように安全なものとして扱ってきたのは間違いだったと思うと、この明確なで

すよ、こういったものからはじめて私は次へ進んでいくのではないかというふうに思うんですね。

原発はトイレ無きマンションというふうに言われます。あの使用済み核燃料棒、これはずっと冷

やし続けなきゃいけないわけですよ。これは無害化するのに10万年かかるんですね、いろんな本

で調べてみましたら。10万年というのは、中国の歴史4000年じゃないですか。すごい時間かかっ

てですよ、ものが無害化していくという状況の中で、この原発については、極めて高い安全性が

担保されないと難しいという今の市長の答弁と、この畑村委員長の発言をどんなふうに受け止め

ますか。 

○市長（本田修一君） 今後の国の原子力発電に対する方向性を決める委員会の委員長が、その

ような発言をされ、そしてまた、そのことに基づいて委員会が進むということについては、極め

て重いものだというふうに思います。 

○19番（小園義行君） じゃあ市長、再度もう１回お聞きしますね。原発に対して、今の段階で

基本的に市長はどんなふうにお考えですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在、私どもの環境を考えましたときに、ＣＯ２の問題というものが大きな問題となっており

ます。地球温暖化の原因がＣＯ２が増えていく、そのような中で、温暖化を防止するためにどの

ようなエネルギー体系がいいのかという中で、原子力発電というものが総体的に地位が高まって

きたというふうに考えるところでございます。 

 しかしながら、今回の事故を契機として、あらためてその方向性については、大きな見直しを

しなければならないというふうに国自体も、そしてまた国際的にも、そのような方向性がとれる

ものと考えます。 

○19番（小園義行君） やっぱり市長の中には安全神話と、それにまだ少し乗っかってるんだな

と、でも今おっしゃった極めて高い、先ほどの答弁で、極めて高い安全性が担保されない限り、



 （279）

原発について新設、そういったものについて難しいというふうに理解してよろしいですね。 

○市長（本田修一君） そのように理解していただければ有り難いと思います。 

○19番（小園義行君） じゃあそういうふうに分かりましたので、これから先、あなたが、環境

やそういったもので日本一のまちづくりをしたいということで取り組まれてる中では、これから

先、この今の答弁はずっと生きていくと思いますので、ぜひですね、やっていただきたい。 

 通告では、防災計画の見直しということについてやっています。これは、後に少しさせていた

だいて、この東日本大震災で少しこれと関連しますけど、本庁に本市ですね、本市にいわゆる、

がれきの処分だとか、そういったものを少しでもこっちでできないかと、みんなでやんないとい

けないわけでしょう。私この議会から一部事務組合に派遣をされている議員でもありますし、そ

ういった問題等でも申し入れみたいなのは、本市には全くなかったのかですね、そこらについて

はいかがですか。 

○市民環境課長（竹之内宏史君） 東日本大震災で、約2,490万ｔのがれきが出たということでご

ざいます。 

 このことにつきましては、一部事務組合、大崎町を含めてですね、組合の方で一応協議をいた

しました。これで我が町の受け入れられる、何らかの形でこれを受けることができるかどうかと

いうことについて協議したんですが、まず恐らく限界としては、年間の2,500ｔ程度のものについ

ては受け入れができる。ただし、不燃ごみのみ、そういうものしか受け入れできないだろうとい

うことで、一応は一部事務組合の方から回答はいたしたところでございます。 

○19番（小園義行君） ぜひそういったいろんな要請等あるでしょう。そういうときは対応をで

すね、今回の人の支援もここで予算の中にも出ていますけど、そういったものもぜひ対応してい

ただきたいと思います。 

 この防災計画の見直しについては、少し後で触れさせていただきます。 

 ３番目に、学校教育の中で、原発に対する学習の在り方はどうかということで通告をしておき

ました。 

 この問題に入る前に、教育長に、先ほど市長とやり取りをやりました。教育長として原発に対

する基本的な考え方、３月11日以降のですね、問題それ以前でも結構です。そして、現在とどう

いうふうな認識でおられるか。そのことをまず１点だけお伺いをします。 

 そして、その後のいわゆる通告をしておきました点も含めて質問させていただきます。 

○教育長（坪田勝秀君） あの3.11以降、私どもも本当に胸痛む思いでありますが、特に、私ど

もは学校が避難場所になり、そしてしかもそこにまた仮設住宅まで建てられるというような、ま

さしく本来の学校教育が完全にゆがめられてしまっているという現実を見たときに、何をしても、

やはり原発の安全性というものが最優先されなければ、今後原発についての開発とかあるいは運

転とかうんぬんというようなことは、しばらくは封印されなければならないのではないかという

ふうに考えております。 

○19番（小園義行君） まあそういう立場でですね、今教育長の方から安全性が最優先されなき
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ゃいかんということで、原発に対しての基本的なお考えをお聞きしたところであります。 

 じゃあそこで、現在の学校教育の中で、原発に対する学習の在り方というのがどういうふうに

されているものかということで通告をしておきましたが、現状を少しお願いします。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 本市学校教育の中での原子力発電所に対する学習の在り方についてでございますが、現在小学

校では、失礼いたしました、学習指導要領では、社会科や理科などの教科の学習において、原子

力やエネルギーに関する適切な教育指導の充実が求められておりますので、現在小学校では３、

４年生の社会科の学習、中学校では１年生の社会科、３年生の理科の学習の中で取り扱われてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○19番（小園義行君） 今教育長の方から答弁がありましたように、それぞれ資料もここにいた

だきましたが、子供たち小学校はですね、わくわく原子力ランド、これ文部科学省がこれ出して

るんですね。これによって学習をされていると。そして中学校は、原子力ワールドということで

副読本としてこれが出ております。 

 今、教育長からありましたそういった状況の中で、これを、教育長は当然お読みになったと思

うんですけど、この原子力ワールド、わくわく原子力ランド、これ読まれてなくても結構、読ま

れたと思うんですよ、出しましたのでね。これ、読まれていかがでしたか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 実はこれは、御指摘のとおり、文部科学省と経済産業省が各学校に教育委員会を通さずに、そ

のまま直接配布したようでございまして、私も正直申しまして、今回議員の質問があるまでは正

直いって知りませんでした、こういうのがあるということを。 

 そして、しかもそれが１冊ずつ各学校に配ってあると。どういうことだろうと、正直１冊あっ

てどう使うんだろうと思ったところでありますが、副読本としてということでございましたけれ

ども、やはり感想といたしまして、正直なところ、3.11以前でございましたので、やはり原子力

エネルギーの良さというんでしょうか、あるいはそれが必要であると、我が国において、という

ことを強調され、そしてもちろん安全性は保たれなくてはいけないけども、これに頼るしかない

現状があるんだよというようなことが書かれてあるなということでございましたけれども、しか

し、こうなった以上は、現状が今こうできた以上は、これはもうまさしくもう１回見直されて、

そして純粋な子供たちには配布されるべきものだろうと、このように考えております。 

○19番（小園義行君） これは、やっぱり安全神話をつくり出すために、小さいうちから原子力

発電所は安全なんだよということをちゃんと取り込もうというと、言葉は悪いんですけどね、そ

ういったものであるんだなというふうに少し私はこれを読んで学習もさせてもらいましたけど。

これは文部省と文部科学省がですよ、合体をするんですね、2001年にですね。 

 その前に、当時のエネルギー特別会計で、この原発を推進していくという方針が出てくるわけ

ですよ。 
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 そして、2005年10月に原子力政策の大綱が決まるんですね。こういうふうにうたってます。児

童生徒の発達段階に応じて、放射線や原子力を含めたエネルギー問題に関する小・中・高等学校

における指導の充実、これを決定すると、国がそうやっていくんですね。そういうことで、こう

いう形でそれのいわゆるお金は当時のそういう特会から出ているんですよ、このいわゆる、わく

わくランド、そして、インターネットサイトの「あとみん」という、これもうその後消されまし

たけどね。現実にそういう形で、学校にいったエネルギー政策大綱で、原子力大綱で小・中・高

等学校の指導の充実というのを決定して、国のそこに乗っかった形でのものになってるというこ

とで、非常に状況はそういうことです。これ、私も全部読みましたけど、少し教育長、いいです

かね。これ読むとね、本当にあれですよ、原子力発電所の世界的な関係ですね。その中で、どれ

だけあるかということで、いろいろ書いてあって考えてみようと、こう書いてあります。 

 火力発電と原子力発電を比べてみましょう。少ない燃料でたくさん発電できるのはクエスチョ

ンですね。二酸化炭素の出る量が少ないのは、発電所から出るごみはどこが違うと、みんなこう

いうことですね。 

 次にね、原子力発電所の安全を守る工夫と、今度はこういうふうに、原子力放射性物質を閉じ

込めて対策としてこういうふうに、原子力発電所で放射性物質が外に漏れないよう五重の壁でし

っかり閉じ込めています。また、間違った操作や装置に異状があっても、原子炉の運転が自動で

止まるように設計されています。もし異常が発生しても事故にならないよう緊急に運転を停止し

たり、原子炉を冷やしたりする仕組みがあります。 

 事故の教訓から学ぶという欄ではですね、小学校ですよ、これ。これまでの原子力施設の事故

ということで、スリーマイルアイランドの原子力1979年ですね、ここはですね、こんなふうに言

ってますね。原因は、機器の故障や運転する人の判断ミスが重なったことによるものですと。チ

ェルノブイリ、これも原因は、運転員が原子炉の安全装置を動かないようにするなど、規則を守

らなかったからです。日本の原子力発電所の原子炉は、チェルノブイリ原子炉発電所で使われて

いる形式の原子炉と仕組みが異なることや、安全確保の対策がなされているから同じような事故

が起こることはほとんど考えにくい。 

 日本では、このような事故を教訓に、原子力施設の事故を防ぐ仕組みをし、前よりも安全を確

保する仕組みになっています。運転員の訓練を増やし、万一運転員のミスが起きても安全機能が

働くような仕組み、つまり事故が起きないように、また起こったとしても、人体や環境に悪影響

を及ぼさないように何重にも対策がとられているというふうに言ってます。 

 1999年のＪＣＯでありましたね。ここのときもね、原因は、作業員が正しい作業手順を守らな

かったためですと、こんなふうにして一切原子力発電所としては安全なんだと、それは人が悪か

ったというような教訓、事故の教訓から学ぶという、これを子供たちは副読本という形で学習を

先生がする際に使うんですね、これ。 

 そして、中学校ではですね、どういうふうに言ってるかというと、原子力施設で事故が起きた

場合の防災対策、これスリーマイル、チェルノブイリ、ここ全部全く同じようなことがここに載
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っています。中学校もそうです。これが生徒用ですね。 

 そして解説編、これ教師用、先生のものですよ。原子力発電所の安全対策と地震対策というこ

とでここにですね、安全確保の仕組み、多重防護の仕組み、五重の壁、原子力発電所の地震対策

ということで、五重の壁というのをこれをちょっと読みますね。原子力発電所で放射性物質が外

に漏れ出さないように五重にわたって壁を設けて、第１の壁ペレット。ペレットはウランの酸化

物という科学的に安定的なものを高温で陶磁器のように焼き固めたもの（セラミック）などで、

大部分の放射性物質は飛散せずペレットの中に留まる。第２の壁、被覆管。ガラス状の放射性物

質の一部はペレットの外部に放出されるが、ペレットが入っている燃料棒の被覆管は気密に造ら

れているので、燃料棒の外には出ないようになっている。第３の壁、よく出てきますね、原子力

圧力容器。何らかの原因によって放射性物質が原子炉内の冷却剤に漏れた場合でも、圧力容器や

配管が防壁になり、外部に出さないようになっている。第４の壁、原子炉格納容器。圧力容器の

外側にはさらに格納容器という防壁があり、主要な原子炉機器をすっぽり包んでいる。これによ

り圧力容器から出てきた放射性物質を閉じ込めて周辺への影響を低く抑える。第５の壁、原子炉

建屋、これもよく出てきますね。一番外側には厚いコンクリートで造られた原子炉建屋があり、

放射性物質が外に出ることを防ぐ。そして、原子力発電地震対策、日本は地震国であり地震に対

して発電所の安全を確保する必要がある。このため原子力発電所は大きな地震に対し、放射線に

よる被害を周囲に及ぼさないよう以下のような安全性の確保がなされていると、ここにあります

けど、今この言ったものが、こういうふうに安全ですよと、これ、先生用の解説編ですよ。 

 こういうことで、先生は子供に原子力は安全だということを教えるんです。これと全く真逆の

ことが、今現実に起こっているわけですが、教育長、いかがですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 先ほど議員から御指摘があったように、国の方針としてエネルギー知識を充実させようと言っ

たというふうに御指摘がありましたが、私はもしそれを言うんであれば、正しい知識の習得、そ

して正しい判断能力を身につけようと、つまり何事にも光と影があるんだよと。影の部分を教え

ずにですね、光の部分だけを誇張して教えるようなことであれば、これは何の教育だってエネル

ギーに限らず、私は、間違いだと思っております。携帯電話にしてしかりであります。やっぱり

便利ではあるけど、その便利さの裏に大変な影を引きずっているわけでございますので、ただし

こういうことがあるよというようなこと。 

 それから、先ほど御指摘のように、やっぱり人間の力には限界があるんだと、人間が悪い人間

が悪いというふうな書き方をしてあるようですが、それは人間の力にはやっぱり限界があるとい

うことと。ある私、本で読みましたが、この核燃料というのは、原子エネルギーというのは神の

火だったと言われている。その神の火であったものを人間の火として乱用してしまったところに、

こういう大きなツケがきたんだというようなことを、私も痛感しておりますが、いずれにいたし

ましても、やっぱり影と光の部分というのをしっかりと教えなければ、何の教育にしても教育に

ならないと、そういうふうに感じております。 



 （283）

○19番（小園義行君） そういうことでこういう安全神話をですね、繰り返すようなことではい

かんというふうに思うわけですね。 

 これを繰り返しやられると、私たちほとんどの方々含めてですよ、安全だというふうに今回の

事故が起きるまでは思われてたんじゃないですかね。でも、絶えずこのことを国会で追及したり、

いろいろやってきました。うちの国会議員も含めてですね。 

 私は、教育というのは、この心理や真実を教える人格形成の場であるということで、今なすべ

きはですよ。この事故を見て子供たちが、本当に真実はどこにあるのかということ知りたがって

ると思うんですね。そういった意味で、科学的な事実をきちんと教えることだろうというふうに

思うんですね、これね。 

 そういった意味で、安全神話の間違いだと、先ほど原子力、この調査委員会の委員長さんおっ

しゃったように、安全神話は間違いだったと、こういうふうにおっしゃっているわけですから、

そういったことと含めて多様なエネルギーへの可能性。それとか放射線の有害、これをですね、

きちんとやっぱり教えて、何が正しいのかと。今教育長がおっしゃるような、そういった学校現

場教育の在り方でないといけないんじゃないかというふうに思うんですね。今朝も私、朝早く起

きて新聞配ってましたけど、ラジオから流れてくる専門家が言ってるんです。大丈夫ですよと、

そこら辺に放射線ありますよって、これは確かにそうでしょう。でも、安全だったら逃げないで

いいじゃないですかね。30km圏逃げてくださいって、国が指定してる。それでもまだ懲りずにラ

ジオからは、そういう専門家が言っているんですよ。びっくりして、どうしようもないなこれは

ていうふうな思いがありました。 

 やはり、私は教育委員会として、こういった安全神話、そういったものについてはですね、し

っかりと何が正しいことなのかということも含めて、今までのそういったものも間違いであった

ということははっきりとですよ、国に対して言うようにやらんといかんというふうに思います。 

 なぜかというと、これ、新学習指導要領対応ってなってます。学習指導要領の中に原発がこん

なに安全だということを教えなさいって、教育長、書いてありますか。ないですよね、いかがで

すか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 それを強調して指導しなさいということは、新学習指導要領にはないと思っております。 

○19番（小園義行君） 今教育長からありましたように、わざわざですね、ここに、教育長、い

いですか。新学習指導要領対応って、学習指導要領はそんなこと求めていませんよ、これ。 

 そういった意味で、今教育長がおっしゃるようにですね、ぜひ子供たちが知りたがっているも

の、その真実は何なのかということを含めてですね、しっかりと教育現場の中で対応するように

してやるということです。国にきちんと声を挙げてですよ、こういったものについては見直しを

させるということを、教育委員会としてもきちんと、これ、声を挙げないといけないというふう

に思います。そういう立場だということでしたので、分かりました。 

 ぜひですね、そういうふうにしてやっていただきたい。子供たちのそういうこれから社会に出
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ていくときに、国の方針の下請け機関で教育委員会があっちゃいかんでしょう。これは戦前でも

学んでますよね。そういうことにならないように、今回この福島原発の事故をですね、教訓にし

て、私たちは本当に何が真実なのかということも含めてですね、この安全神話から抜け出して、

本当に原発に頼らない、いわゆる経済の在り方、発電含めてですよ、多様なエネルギーへの変換

という、そういった立場に国も向かうべきだというふうに思います。 

 この学校でのいわゆる安全神話を繰り返すようなやり方については、今教育長も問題ありだと

いうふうに答弁がありましたので、ぜひ国にもですね、そういったことを含めて見直しをしてほ

しいと、そういう声を挙げていただきたいと、それはもうそういう方向だということでありまし

た。分かりました。 

 ぜひ、そういう立場でやっていただきたいと思います。 

 次に、防災計画の関係ですが、これ今回の議会の中でたくさんの議員の方が、防災計画の見直

しということではありました。 

 私は１点だけですね。この僕たちが、志布志市の防災計画で地震に対して、揺れの問題は防災

マップとかいろいろありましたね。 

 今後、予定されている地震が起きたら津波、大体３ｍだというようなことで、ここではなって

いるんですけど、そういった問題も含めて、これまで多分私欠席しておりましたので、やられて

いると思います。 

 １点だけお願いします。 

 今回、国・県そして市町村含めて防災計画の見直しがあると思うんです。そのときにですね、

昨日も鶴迫議員の方もありましたが、本庁の位置、本庁舎の位置が果たしてここでいいのかとい

うことも含めて、防災計画を見直す際に、本当にそのことの議論も含めて見直しを進めてほしい

というふうに思うわけですが、市長、いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在の対策マニュアルでは、災害対策本部を本庁総務課に置くとしているところでございます

が、津波を想定した場合、当然志布志市の沿岸部において大きな被害が想定されますので、本庁

と同様の現地対策本部を支所において対応することもあろうかと思います。 

 この場合、通信手段については、電話回線が寸断したとしましても、本庁と支所の間にＭＣＡ

無線機によりまして情報収集が可能でありますので、対応は可能というふうに考えます。 

 また、県との情報伝達につきましても、本庁に無線電話がございますので、これも情報伝達が

行えるということでございます。 

 このようなことから、本庁は、現在の位置で災害時においても対応ができていると考えますが、

今後、防災計画を見直す中で支所の体制の在り方につきましては、津波対策マニュアル作成段階

において検討は加えてまいりたいと考えます。 

○19番（小園義行君） 市長はそういう考えでしょう。でも実際にですね、本当に、本庁の位置

の問題、これまでもずっとやってきましたが、こういう大きなことが起きない方がいいですけど
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ね、仮に起きたときに対応をどうすべきかという点では、遠くから見ているというよりもですよ、

これ仮に５年後だったら、多分支所には人はほとんどいないじゃないですか、申し訳ないですけ

ど。そういった問題も含めてですね、今回見直しを本当にされるんであれば、そういう人の問題

も、職員の人を本当に本庁に多分５年後は、もう志布志の向こうだってそんなに人はいないです

よ。そういうことなんか含めてですね、防災計画をするときに一番先頭に立ってやられるのは、

ここにおられる公務員の方々ですよ、職員の方です。その人たちをどこに本当に置いておくのが

一番いいのかということも考えて、私はやるべきだろうというふうに思います。 

 今のここのあと人員計画も含めていくと、ほとんど松山支所、志布志支所は、本庁方式をとる

と人はいない状況になって、一番頑張ってやらなきゃいけない所に人がいないという状況が生ま

れると、そういうことがあっていいのかなということがありますので、今回この見直しをされる

際に、そういったことも含めてですね、検討ができんのかなと、もう１回お願いします。 

○市長（本田修一君） 今ほどお答えいたしましたように、災害が発生した場合、津波が発生し

た場合には、その被害の状況に応じまして、現地の対策本部も設置しなければならなくなるとい

うふうに考えてるところでございます。 

 その際には、現地の対策本部は、多分志布志の支所になろうかというふうに思いますが、本部

長以下そちらの方に対策本部の要員として多くの人員が配置され、その災害の早期の復旧につい

ては、取り組むということになろうかと思います。 

○19番（小園義行君） 市長ですね、ぜひそこらはね、何かいいでしょう。あなたはそういうふ

うに思ってるんであれば、実際の現場の指揮を執るというそういうときですね、やっぱりここが

本庁であればそういう意識がですよ、ずっとあるんですよ。ぜひそれはね、また議論しましょう。 

 でもぜひ、今回議論される際にそのことも含めてね、やっぱり私は職員の意見もよく、３月議

会でもやりましたね。自由かっ達に議論していただくということ等も含めてですよ、お願いをし

ておきます。 

 はい、次に行きます。 

 次に、国民健康保険についてお願いをします。 

 市長がこの間、成人式含めてですね、ずっと志布志市の国民健康保険、ごめんなさい、医療の

減額がどんどん進んでると、これは職員を始めとして住民の皆さんの理解のたまものだと感謝し

ているという御挨拶が冒頭にくるぐらい、７％前年対比で減だと、前期がですよ。後期も含めて、

ぜひこの調子で、医療費の減ということに気を引き締めてやっていきたいんだということであり

ました。 

 結果、もう国保も締められて、７月に新しくまた本課税というふうになっていくんですが、22

年度の決算の状況はどうかということで、少しお聞きします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 22年度の国保は、毎月の医療費の伸びが対前年度と比較しましてマイナスで推移し、特に年度

の上半期の合計は、医療給付費全体ではマイナス6.6％、１人当たり医療給付費もマイナス2.6％
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となりました。このことは志布志市にとりまして初めての状況であり、市民の方々にも市報やい

ろいろな催しの中でお知らせし、疾病の予防や健康づくりの推進の呼び掛けを行ってまいったと

ころでございます。 

 全国的にも、鹿児島県内でも国保の医療費は伸びている中でのこのような推移でありますので、

離島を除き県内では、一番医療費の少ない町、市民が元気なまちとして、これからも健康づくり

を市民全体で取り組むために健康づくり日本一のまちを目指すこととし、私の重要政策に掲げて

いるところでございます。 

 下半期の伸びにつきましては、上半期ほどの減少とはなりませんでしたが、年間の医療給付費

で対前年度比でマイナス3.5、１人当たり医療給付費で対前年度比でマイナス0.8の減となりまし

た。 

 このようなことから、３月の国保の補正予算では、保険給付費２億9,300万円を減額し、基金積

立金を１億円増額したところでございます。 

 22年度の決算の状況でございますが、出納整理期間が終わったばかりでございますので、概算

額での報告となりますが、歳入では、国保負担金の療養給付費負担金や国庫補助金の財政調整交

付金が見込みを上回り、歳出では、年明けからの医療給付費がインフルエンザ等の大きな流行も

なく、見込み額を下回りました。 

 結果としましては、繰越金の額は、23年度当初予算計上額２億2,000万円を上回ることになりま

した。３億円ほどとなる見込みでございます。 

○19番（小園義行君） とてもこれは画期的なことじゃないですか。職員の人も当然そうでしょ

う。そして、住民の方々もそういったことでいろんな要因があろうかと思います。今後分析され

るんでしょう。これだけの実績が出たんですよね。 

 そういう中で基本的なことで言うと、志布志市はですよ、非常に国民健康保険の保険料という

のは高いという状況が正直あるんですね。そういう中でですね、そこで約３億円からのこういう

ことですが、大隅地域のここで、ちょっと私がお願いしたのは、ちょっと遅かったもんですから、

今朝ほどそういう資料をちょっと頂いたところですけど、これ去年の段階です。22年11月の段階

ですけど、３月にそれぞれの市や町で条例改正があって、医療費のそういうの改正があっていま

す。これ去年の段階ですからね、大変申し訳ないんですけど、我が町は大隅地域の４市５町とい

うことでいくと、１世帯当たりのですね、保険料、２番目です。 

 そして、１人当たりも３番目ということで非常に高いんですね。こういうことで国保税のこと

については相談がよく私も寄せられて、税務課の方にもお願いをするところでありますが、仮に

一つだけちょっとここ聞かせて、年収200万円で４人家族でいくと幾らになるんですか。私が計算

するとそれでいいわけですけど、当局がそこで分かってれば、ちょっとこれぐらいですよという

ことで教えていただけませんかね。 

○議長（上村 環君） 小園議員、質問変えますか。 

［小園義行君「はい、いいです。」と呼ぶ］ 
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○19番（小園義行君） じゃあ、後でください。 

 この現状の中でですね。そういう高い状況で、今先ほど市長の方からありました22年度決算の

状況が出てますね。それぞれ努力されてるということですよ。 

 ここで、それでもなおかつですね、私に相談があるというのは、そういうふうに当初の予測と

違って医療費も伸びなかった。そしてこういうことだったということであれば、何をか言わんや

で何かせないかんわけですよね。 

 そこで、差し押さえの現状ということで効果ということでですね。ここに決算のとき、22年度

の差し押さえの状況、当初予算のとこで頂いたんですが、これほとんどですね。いわゆる効果と

しては差し押さえをやっても出てないんですよね。これ、市長も認識されていますか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 差し押さえにつきましては、当初悪質な滞納者の方々に、そのような効果があったということ

でありまして、平成20年、平成21年、22年については、滞納分につきまして、そのような効果が

発揮されたところでございます。 

 しかし今後は、そのような形の方の分については、ほとんどないということになろうかと思わ

れるので、今後そのような差し押さえの効果は、出るのはかなり厳しいというようなふうに担当

から報告を受けております。 

○税務課長（小辻一海君） ただいまの差し押さえの実情の件数でございますけれども、件数と

いたしましては、不動産が22年度、59件、それから預貯金が40件、給与が42件、債権が35件、動

産が２件、以上でございます。 

 200万円については、後で、今資料提出しますのでよろしくお願いいたします。 

○19番（小園義行君） 今、これ１月現在で22年度の、課長の方からありましたが、それぞれで

ここに、じゃあきちんと結果が出ているわけですけど、見られているでしょう、これ、ほとんど

しても大変な状況なんですよね。そういう中で今後ですね、あんまりそういう差し押さえとか、

そういうことやっても効果がないよということで、これは正直言ってない人から取れないわけで

すからね。悪質な人ですよ。 

 そういったことで、今後、国保が広域化に向けて県単位でやっていくとかいうことが少し言わ

れているわけですが、それについての当局の考え方というのはいかがなんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 広域化につきましては、御承知のとおり新たな高齢者医療制度を検討するとしまして、厚生労

働大臣の主催で、関係団体の代表、高齢者の代表、学識経験者からなる高齢者医療制度改革会議

が開催され、平成22年12月に最終取りまとめが示されたところでございます。 

 後期高齢者医療制度は廃止して、地域保険は国保に一体化すると。 

 そしてまた、これにつきましては、第１段階で、75歳以上について都道府県単位の財政運営と

する。第２段階で、平成30年度までで全年齢について都道府県単位にすると、そして都道府県単

位の運営主体は、都道府県が担うことが適当として、都道府県は財政運営、標準保険料の設定を
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行い、市町村は、資格管理、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健事業等を行うといった形で分

担と責任を明確にして共同運営するという仕組みになっております。 

 また、国保に加入する75歳以上の保険料は、同じ都道府県であれば原則として同じ保険料とし、

その水準は医療給付費の１割程度とするということになっております。 

 そしてまた、更に都道府県単位での一元化の環境整備を進めることを目的に、広域化等支援方

針を策定した都道府県は、平成22年12月末までで42都道府県となっております。 

 新たな高齢者医療制度については、最終取りまとめ以降、国から示された具体的な方策もない

ところであり、運営自体の決定等を含め、できるだけ早期に具体策を明示していただきたいと考

えております。 

 高齢者の保険料の伸びが現役世代の伸びを上回ることのないよう、より公平な分担をお願いす

るとともに、第２段階の平成30年度からの全年齢での都道府県単位化については、各市町村保険

者の医療給付費の実態や、国保財政の状況、基金の状況、更に保険税率などについて、十分な検

討がされなければならないと思っております。 

 特に、本市のように１人当たり医療費の少ない市町村に配慮した、公平な税率適用がされるべ

きであると考えております。 

○19番（小園義行君） 今ちょっとここに出ましたけど、国の方針がですよ、これまで調整交付

金ということでペナルティ化してたやつをやめて、これは11年度で廃止です。 

 そして、県に権限委譲するんですね。県が今おっしゃったように、そういう広域化等支援方針

というので各市町村にいろんなことをちゃんとこうしなさい、ああしなさいと、指導が今度は県

からくるわけですよ。 

 そういった中で、正直言って今回のこの広域化というのは、今本市は約２億円からの繰り入れ

を法定外繰り入れをやったり、積立金から取り崩したりして、引き上げを抑えてるじゃないです

か。そういう状況の中で、県単位になったらですよ、これはほとんど、それができないという状

況で、本当に困ってしまう状況を心配するものですから、今一番最後におっしゃいましたね、市

長が。うちは少ないのに何で取得をせないかんとかって、こういうことですよ、正直言って。こ

ういった問題をはらんでるから、やっぱり私はきちんと国におかしいよということを明確に声を

挙げなきゃですよ、どうしようもないでしょう、これ。 

 ぜひですね、そこについては、今おっしゃったような、一番最後におっしゃいましたね、ちょ

っと、そのことがとても大事だというふうに思うんですね。うちはうちでちゃんとやるから、広

域化なんかしないでよってみたいなふうにやんないと、これ、いかんでしょう。 

 それと併せて、国は民主党ですよ、政権交代した時、選挙の時はこういうふうに言ってるんで

す。9,000億円の予算措置をすると、国保にですよ。そうしたら、１人当たり１万円の引き下げな

んかすぐできるわけですよ、これ。そういったことを言っておきながらやってることは、今、広

域化で反対のことをやろうとしてるから問題だというふうに僕は心配をして、こういうことに対

してどういうふうに当局の考えを持ってるのかなということで、これ、地方６団体も含めてです
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ね、声を挙げてるんですよ。 

 全国市長会そうでしょう。ぜひそういったことで、これ国に対してこういうことはね、問題だ

ということできちんとやっていただきたい。 

 2010年５月に通達がきてるんですね、厚生労働局長からですね、この広域化に向けてこういう

ことにしなさいという。 

 このことについては問いませんけど、先ほど言いました、この22年度決算の状況が出て、こう

いうね、よく頑張っていただいた住民もですよ。その中で高い保険料を納めながらこういうこと

ですよ。ぜひこんな結果が出たんであれば、少しでも私は引き下げに回すべきだとそういったふ

うに思うんですが、そこは市長、いかがですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 はじめに申しましたように、本市の保険の医療の給付費につきましては、市民の全面的な御協

力をいただき、前年をはるかに予想を下回った形で給付費が減少したところでございます。 

 このことによりまして、当然、その減額された分について保険料の改正を行って、保険料率を

下げるべきだというような論議もあろうかというふうに思いますが、現在御承知のとおり、平成

23年度の当初予算で繰越金は、22年度より7,000万円増額して２億2,000万円が計上されておりま

す。 

 これを上回る額ということになるということでございますが、これから22年度の医療給付費と

国庫負担金の確定に伴いまして、国庫負担金の精算返納の予算措置も予想されているところでご

ざいます。 

 さらに、この国保の基金を醸成しながらの運営ということを考えるとなれば、今議員の御提案

された内容については、そのときには可能かというふうには考えるところでございます。 

 私自身としましても、全国で本当にけうな形で、保険料率がこのような時代に下げられた自治

体というものが確立できれば有り難いというふうには思うところでございます。更に、健康増進

を深めて、増進運動を深めて、そのような結果が出た暁には、そのような税の措置をとらさせて

いただければというふうに考えます。 

○19番（小園義行君） ぜひですね、当初見込んだものはこれこれでしたと、それをずっと下回

ったわけで、その分は税として掛けてあるわけですからね。 

 そこについて、今市長が答弁があったそのことでですね、ぜひそういった対応を私は考えられ

て当然だというふうに思いますので、今の答弁のとおりですね。ぜひ対応をしてもらいたいと、

そういうことがあったらですよ。はい、ぜひ分かりました。それと併せて、これ、国に対しては

ですね、この国保の広域化、こういったものに対してはやっぱりちゃんとあなたも所属している

全国市長会等もですね、もっと国庫負担を増やしてくれということも含めてですね、やっている

わけですから、ぜひ声を挙げていただきたいというふうに思います。そのあとのことについては、

先ほどの答弁で理解をしたところです。 

 じゃあ次にですね、今私たちにこういうものが来ます。全員来るんですけど、国民健康保険医
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療費のお知らせということでですね、来るんですよ、こういうのが。市長にも来ますかね、これ

はそれぞれです。これは国保の関係ですけど、全く入院もしたことのない状況が発生して、医療

費の通知でこういうふうに入院をあなた何日もしたよと言って、そこの病院までして、でも本人

は全くしていないと。そういった状況のときに、これよく冷静に考えると、入院していないのに、

国保連合会含めてですよ、うちの国保会計からそこに払ってる、そしてその人は窓口負担までや

っている。これ、言葉悪いけど共犯者じゃないですか、不正請求をしているようなこと、入院し

ていない。 

 こういったことが起きたときに、本市として、この国保を本当に下げていこうと頑張ってると

きにですよ、どういった対応をされているのか、ちょっとお願いをします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 御質問の、医療費のお知らせで誤った請求があった場合の対応についてでございますが、保険

者であります市は、被保険者が実際に保険医療機関等の窓口で支払った金額と一致しない等、例

えば回数、そして日数ですが、の場合に保険医療機関等の領収書と医療費のお知らせ、通知書で

ございますが、これを確認いたしまして、県国民健康保険団体連合会へ調査依頼をいたします。

調査の結果、悪質な不正が疑われる場合は、厚生労働省に事実関係の報告を行います。 

 それを受けて、不正請求ということになれば、国の機関より県知事へ返還同意書が送られ、県

国民健康保険団体連合会や保険者である志布志市は、それぞれのその通知を受け、当該医療機関

等へ不正請求分の額の返還を求めることになります。 

 医療費通知の目的は、被保険者に保険及び国民健康保険制度に対する意識を深めていただくこ

とや、被保険者本人が受診内容を確認していただくことでございます。 

 また、他の医療保険者では、被保険者が保険医療機関等の領収書と医療費のお知らせの内容の

確認を必ずする旨の表示を行っているところでございます。 

○19番（小園義行君） じゃあ、こういった相談があったようなですね、ケースの場合に、その

相談者にもきちんと今市長がおっしゃったようなことの確認がされて、そして当該医療機関、国

保連合会、そういったところをちゃんとした上で最終的に、例えば人為的なミスでしたというこ

とも含めてですね、報告をしないといかんでしょう、これ。そういったことに対して、これ、な

ぜこれがやれるかといったら、もちろん医療費の抑制にもつながると僕は思うんですよ。ああ俺

はこんなたくさん行ってたのかということを再度認識しますからね。 

 その中で、絶対こういうことはないということが判明してる方々からの問い合わせ、それ等が

あったときには、うちの国保会計を守るためにもですよ、とんでもないそういう医療機関があっ

たら、ちゃんとやらんといかんじゃないですか。 

 それと併せて、その途中で人為的なミスがあった場合には、大変申し訳なかったということが、

これあってしかるべきだと思うんですよ。そういう手続きを踏むというようなことを、ただきち

んと市長、この場で明確に言えますか。ただ、いやちょっとって言葉を濁して終わりじゃないで

すよ、これ。その担当の方々も含めてですね、ぜひそのことについての、もう１回お願いします。
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後の処理の仕方を含めて。 

○市長（本田修一君） ただいまお話がありましたように、この請求が、本人が認識されない内

容であるとなれば、当然そのことについては、私どもの方に問い合わせがあるということになり

ます。 

 そして、私どもは先ほど申しましたような手続きを踏み、そのことが不正、いわゆる不正の請

求ということになるとなれば、そのことについては返還を求めるということでございまして、こ

れらのことについては、関係機関は、厳にこのことについては取り組んでいるものと認識してお

ります。そして、私どもといたしましても、このことによりまして、医療を受けられた方が、過

分に支払いをされていたということになるとなれば、直ちにそのことについての返還はするとい

うことでございます。 

○19番（小園義行君） 私が相談を受けたこの方ですね、正直言って、入院していないのに自己

負担額があるんですよ、これね。これ外から見たら一緒になって当該医療機関と、ちょっと名義

貸してねみたいなことになっちゃうと困るじゃないですか。だから言うように、途中で人為的な

ミスがあって、そういうことも含めて問い合わせがあった際には、明確にこういう理由でしたと

いうことを含めてきちんとし、その後の処理について間違ったことに対しての結果責任をきちん

とやらないといかんでしょう、これ。そうしないとですよ、ちょうど２週間ぐらい前でしたか、

いわゆる整骨院をしてて、約１億幾らの不正請求があって逮捕されてましたね。ああいうことも

ないとも限らんわけで、私なんかそういうことはないというふうに思いますけど、現実にここに

こういうふうに入院したことがないのに入院してるよと、そこの病院名まで記されておればです

よ、これは何らかの間違いじゃないのというふうに思うの当然ですから、ぜひそこらについての

後の処理の仕方を明確にですね、市長、対応をして、住民の人にそういう変なことにならないよ

うにですよ、ちゃんとやるということでよろしいですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほど申しました、悪質な不正請求のある医療機関ということにつきましては、鹿児島県また

本市ではないところでございます。 

 しかしながら、今お話があるような形で誤った形で請求がされた場合には、私どもは被保険者

の請求に基づいて、実際の返還が行われるよう直ちに努めてまいりたいと思います。 

○税務課長（小辻一海君） 先ほど小園議員の申されました、200万円年収の世帯の保険額でござ

いますが、これにつきましては、200万円の年収の１世帯が18万5,200円、それから２世帯になり

ますと22万1,500円、３世帯になりますと22万1,900円というようなことになっているようでござ

います。 

 以上でございます。 

○19番（小園義行君） 課長、ありがとうございました。そういう200万円でそういう状況ですよ

ね。高いということですから、そういう方々が納められて医療費の伸びもこうだったということ

も含めてですね、もう先ほど市長が答弁されましたので、ぜひそういうことも頭の中に入れてお
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いていただいて運営をやっていただきたいと、そういうふうにこれは思います。 

 次に、児童福祉の関係をお願いをします。 

 これは、本市は、保育所をそれぞれ民間移管をしましてね、あと残る公立の保育所が二つほど

あるわけですが、新しく国が新システム、保育所の在り方を変えていこうということで出されて、

実際、今度の国会にこの法案が出されて、もう13年度から全面実施ということであったわけです

けど、少しこの東日本大震災の関係で遅れてますけど、この新しく新システムに移行するという

ふうに言われている、どういったことにこれが大きなものとしてあるのか。変わるというのは、

どこがどういうふうに変わるのか、少しお知らせをしてください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 国では、子ども・子育て新システムの基本制度を構築するため、検討会を、平成22年１月末で

立ち上げ、現在継続協議中であります。 

 それによりますと、新システムの中の一つの項目、「子どものための多様なサービスの提供と仕

事と家庭の両立支援」の中で、従来の保育園事業への入所手続きを、「利用者がサービスを選択可

能な仕組みとするため、市町村の関与の下、利用者と事業者の間の公的保育契約制度を導入する。」

となっております。 

 現在は、公立・民間全ての事業所への入所については、市役所で審査等を行い、事業者との連

絡調整後入所を決定しています。 

 ただいまの御質問の新システムの移行につきましては、平成22年６月25日付けで、「子ども・子

育て新システムの基本制度要綱」として発信されております。ただ、閣議決定事項ではございま

せんので、国・県からの情報ということについては、現在のところ市町村単位には提供されてお

りません。 

 しかしながら、このような方向で検討が進められているということでございます。 

○19番（小園義行君） じゃあ今は全くそういうのがない中で、いきなりくるということですよ

ね。 

 じゃあ、少し教育長にもお伺いしてみます。 

 これ、幼保一元化でですよ、国が示しているこの新システムですよ、全く教育委員会もそうい

う幼稚園の関係をどうするのかということなんか全くないんですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 今、市長も答弁いたしましたけれども、私どもの方にもまだそれが具体的にこうなるという話

は聞いておりませんので、ですから詳細がまだ見えてこないので、法案等の推移を見守るしかな

いというのが実情でございます。 

○19番（小園義行君） 市長、いいですか、これね、知らないというのはおかしいですよ、正直

言って。 

 これ、現実にこれが一切ないということ自体がいきなりですよ、じゃあ国が決めるのは、年度

は23年度に変わりました。今年からぱんとやりますという、そういうことがあり得ますかね。な
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いでしょう、これまでも。だからこれはね、担当のところで本気でそれをやる気があれば、私が

全部資料をやりましょうか、これ。本気で全部どういうふうにするかというのは、ちゃんと国が

出してますよ、これ。僕が出してるんじゃないですよ、国がこういうふうにやるって、担当がき

ちんと通告をしているにも関わらず、何もないというのはどういうことですか。これ、全くおか

しいそういうの、答弁としても。この資料を全部僕がやりましょうかね、今。僕が作ってるんじ

ゃないですよ、これ。 

 国が出しているもので、こういうことですよ。とんでもないですよ。じゃあ、このことについ

ては、これから先も一切ないということで理解をした上で、いきなりこういうことになるという

ことですね、今市長の方から少しありましたね。 

 直接契約に変わっていくんだということで、これ、国が公的責任を投げ出したわけですね。市

町村も、もう投げ出すということですよ。市町村にも、もうそういう責任はありませんよという

ことで、今最後におっしゃいましたね、そういうことですね。直接契約だから、施設と保護者が

やってちょうだいということになっていくというふうに、これも確かにそのとおりうたっていま

す。知っているじゃないか、ほれ、何も来ていないじゃないでしょう。これ、そのとおりなって

ますよ。 

 直接、市町村の役割というのは、ここでなくなります。今おっしゃったとおりですよ。そうい

うことでいいんですかということを含めてですね、本市は、まだ現在のところで民間移管をした

認可保育と公立の保育所がありますね。そして、山重幼稚園を抱えていますね。ここをね、どう

するかというと、これ、新システムの中で、こども園というふうに一律してやり方がいろいろあ

ります。 

 この認定こども園については、ちょうど一昨年のこの議会で岩根議員がどういうふうにするの

かということで質問をして、あなた方は答弁しているんですよ。全くそれがこないとかね、そう

いうことじゃないでしょう。 

 これは何にもないということだったら、僕はとんでもない質問をしていることじゃないですか。

岩根議員も質問されたんですよ、認定こども園の状況は今後どうなるかって、そういった問題に、

あなたたちは答弁をそのときしてるんですよ。含めてね、今後幼稚園もそういう形で、これ、変

わっていくわけですね。保育所と幼稚園一緒になって、今度特例でですね、こういうふうに全部

あります、資料も。 

 そこで僕がお聞きしたいのは、こういった問題についてきちんとやらないと、今ですよ、民間

移管をするそれ一つにしても、大変子供に与える影響、親に与える影響が大きいにも関わらず、

何も知らないで、いきなりこうなりましたからってやってどういうふうになるんですか。 

 そういうことをしっかり踏まえた上で、いわゆる子供、いわゆる幼児、そこに通っている子供

たちですね、お父さん、お母さん、そういうことに不安を与えないようにちゃんとやらんといか

んでしょう、これ。そういうことで私は、これ聞いているわけですよ。何もないというから質問

をしようもないけれども、これ、これから先ですね、今応能負担ですけど応益負担に変わってい
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く、これはまた大変な問題でしょう。これ、親の収入で保育内容が変わっていくんですね。そう

いうことで果たしていいですかね。そういうことを僕は問題だと、今、教育長に質問しても幼保

一体、どう考えるかと、いや、来てないと言うんだからどうしようもないでしょう、これ。来て

ないわけないんですよ、これ。こういうふうに先生の配置から何から全部あげましょう、後で。

もう少しですね、ここでちゃんとあなた方が、子供を育てる日本一のまちづくりをしていくとい

うふうにおっしゃってるんだから、そういったことに対してしっかり責任を持ってやっていこう

というんであれば、アンテナをちゃんと張ってですよ、やっていかんといかんでしょう、これ。 

 もう少し、じゃあ少し具体的なことをちょっと聞いてみたいと思います。 

 これ、児童福祉施設、いわゆる保育所は長時間預かりますね。学校教育施設、幼稚園、これは

３歳以上、いわゆる午前４時間と、これが基本ですよね。これ一体となって、それぞれ選べるよ

うになっていくんですよ、これ。 

 そうしたときですね、現在の保育の状況でも大変心配をするものですから、これが新システム

になったとき、本市のいわゆる児童福祉、保育所はどうなっていくのかということを心配するも

んですから聞くんですよ。 

 現在の状況で民間移管しました保育園、そして公立の保育所ありますね。この実情は、延長保

育、障害児保育、休日保育、そういったものがどういった実情になってるんですか。ちょっと教

えてください。 

○議長（上村 環君） 担当課長、いいですか。 

○福祉課長（木屋成久君） ちょっと資料を持ち合わせませんので、ちょっとしばらくお待ちを

お願いいたします。 

○19番（小園義行君） いいですか、子育てガイドブック、志布志市が出してるんですよ、これ、

ここに。 

 市長、あなたが出してるんですよ、これ。 

 民間移管するときどんなやり取りをしましたか。ちゃんと障害児保育もやりますよって、延長

保育も民間になると自由にやれるんですよと、だから民間移管いいんですよって、やりましたね。 

 志布志市が出している子育てガイドブック、僕はそのとき反対しました。いいですか、障害児

保育、やっているところは伊﨑田保育園、ここが１園だけです。延長保育、それぞれ公立はやっ

てません。民間やってます。夜間保育、絶対どこもやってないですね。休日保育については、そ

れぞれです。一時預かり、それぞれです。 

 これですね、障害児保育、これまさにですよ、伊﨑田保育所だけで、障害抱えてる子供は、う

ちはやります、ほかはしませんて。民間移管するときに何というふうに言ったんですか。 

 今回、新システムに移行すると、どういうことが起きるかって、直接契約になるからお金がか

かる子、手間がかかる子は、省かれていくじゃないですか。そういうふうになったとき、どうい

うふうになっていくのかねって心配があるから、新システムに移行する際にちゃんと対応をしな

いといかんと、民間移管するときはちゃんとやるって、あなた方は言ったけれども、何にもやり
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ませんよ私たちはで、こういうことでしょう、正直。 

 僕が出してるんじゃないですよ、志布志市が出してるんですからね。これは責任があるでしょ

う。 

 だから、そういったことも含めて、もう少しね、子育て支援日本一のまちづくりを標ぼうして

るんでしょう。こういうことで果たしていいんですか。 

 だから、国の動きやそういったものに対して、民間移管したら僕は知らないよって、公的責任

を放棄する状況じゃなくて、きっちり守っていかないかんでしょう。 

 そのためにあれだけすっぱく言ったじゃないですか、ちゃんとやってねって。 

 でも、現実はやられてないというのが、ここに出ていますよ。本当にこれ問題ですよ。いかが

ですか、市長。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 保育所移管の際には、ただいま議員がお話された内容のサービスがとられていくというような

ことのお話をしてきたところでございます。 

 実際、公立でできなかった部分につきまして、延長保育等が積極的に対応はされているという

ふうには感じているところでございます。 

 そしてまた、今回の今年度におきましても、昨年度におきましても、新たに設備の充実を図る

というような方向がとられてきているところでございます。 

 そのようなことで、本市の保育園の在り方につきましては、市民の方々の御理解を賜りながら、

そしてまた、保護者の方々が更に質の拡充ということを望まれるとなれば、私どもはそのことに

つきましては、民間の方々にそのような内容というものをお伝えしながら、対応ができるような

体制というものをとっていただくようしてまいりたいとは考えるところでございます。 

○19番（小園義行君） 市長、ここの答弁だけで終わろうと思ったらですね、市長は本当にそう

思っておられると思うんですよ。やっぱり、そしたらずっと下までいかんといかんでしょう。き

ちんとやってちょうだいよって、これしないとですね、障害児保育ひとつ、僕も子供が障害を抱

えて保育園大変苦労しましたけど、民間の方々が良くしていただいて、現在立派に仕事もしてい

ますよ。その点で、本市では障害児保育はもう駄目じゃないですか。民家になったらそういうこ

とが可能ですよと、だから民間にしてって、あなた方から言っとってやってないでしょう、これ。

とんでもないじゃないですか。 

 そこで、もう１点聞きますね。 

 延長保育はやってるということ、市立の保育所はないですけど、これ延長保育、それぞれされ

てるんですが、保育料というのは国の基準に従って決めますね。延長保育をしますね、その実績

に基づいて報告をして保育料、いわゆる保育単価と決まって、その法人にお金いきますね。 

 この延長保育というここについて、保護者って言いますか、お父さん、お母さんから、預けて

いるお父さん、お母さん方から別に料金を取ってるというような実情はまさかないでしょうね。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 
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 現在、延長保育事業につきましては、民間の保育事業者が取り組んでいるところでございます。 

 公立の保育所につきましては、補助事業として対応しておりませんが、現状の職員体制で可能

な範囲で時間外の延長については、保護者の希望に応じているところでございます。 

 原則、延長保育につきましては、保護者の就労形態の多様化等により、保育できない世帯に対

して時間を延長して保育する事業であり、その事業に対する経費を助成しております。 

 本市におきまして、補助事業の対応としましては、30分から１時間の延長保育で事業実施をし

ており、ただし30分のところも保護者の都合に応じて、原則午後７時までは延長保育を実施して

おります。さまざまな理由によりまして、延長保育時間をオーバーしてしまうケースがどこの園

でも年に数回はあるように聞いております。そのような場合は、補助事業の延長時間を拡充しよ

うとしますと、最低でも延長時間内の平均児童数が１日３人以上実績がないと基準を満たさない

ところであります。 

 したがいまして、保護者のニーズに対応するため、民間の各保育所は、自主事業という形でそ

れぞれに料金を設定して、その額を個別に保護者から直接徴収している状況にあります。 

○19番（小園義行君） それでいいんですか。 

○市長（本田修一君） ただいま答弁いたしましたように、民間の方々の自主事業という形で、

どうしても３人以上なかった場合にそういった形が取られているものと考えます。 

○19番（小園義行君） 答弁に答えてないですよ、質問に答えてないです。 

 保育料というのは、国の基準に基づいて親の収入によって決まっていますよね。そういうこと

を延長保育なり、いろいろした場合にはちゃんとその実績が上がって、当然市の方から法人にい

くわけでしょう。そういうことをない中で、保護者からそういうふうに個別にお金をいただいて

いる徴収するということは、全くもって先ほど言いましたこの新システムの先取りをやっている

と言われてもしょうがないでしょう、これ。 

 私も担当の所に行って、そういうことはありませんねって言ったら、ありませんということで

あった。分かりましたと言って質問をしてちゃんと聞こうと思ったら現実にです。後から「実は

小園さんこういうふうに、それぞれの園でこうです」って、そういったことは、僕たちは民間移

管を議論するときに一切そういうことはないということで、私たちに当局の説明があって、やっ

ているでしょう。とんでもないじゃないですか、これ。 

 だから、保育園運営連絡協議会、そういったものがあるんであれば、きちんと国の基準に基づ

いて保育料ちゃんとしている。 

 そして、そういった問題、今、延長問題とかいろいろあった場合には、こういうことだという

ことをきちんとしないとですよ、もうどうにでもいいよって、公的責任を放棄しちゃってると同

じような状況になってる。そういうことではいかんでしょう、市長。 

 今現実にそういうことはあるんですよね、ほんじゃあ。お父さん、お母さんからいただいてる

ということですよね。 

 だから数が足りないから、あんたから取るんだよって、それで本当にいいんですか。 



 （297）

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 このことにつきまして、全園に確認しましたところ、時間を超えるケースは年に数回程度とな

っているようでございます。 

 そしてまた、延長保育時間前にお迎えに来ていただいているということがほとんどだというこ

とでございまして、ただいま答弁いたしましたように、１日３人以上の実績がないと基準に満た

ないということがあるようでございますので、そのような中での、この保育園のそれぞれの自主

事業の在り方というふうになってきたのかなというふうに思うところでございます。 

 このことにつきまして、改めて各保育園の事情を聞きながら、そしてまた保護者の方の御意見

も賜りながら調整はしてまいりたいと思います。 

○19番（小園義行君） 最後、あと１点です。 

 ぜひですね、お願いをします。 

 これ見てね、大変申し訳ないけど、障害を持っている子供を抱えているお父さん、お母さん、

これ見たら涙が出ますよね、これ。うちの子はどこの保育園にも入れないんだねって、障害児保

育って言うのはいろいろ制度があって、そのとおりですけど、丸があってこれだったらいいけど、

最初からアウトでしょう、これ。ここについて、本市の障害児保育は全くやらないわけですかと

いうことを含めてですね、考え方をひとつ答弁してください。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在、伊﨑田保育園のみということについては、少し問題かなというふうに考えるところでご

ざいます。 

 対象になる方が、どのような形で地域にいるのかということも含めて、調査をさせていただき

まして、そしてそのことに基づいて、先ほどもお話しました、保育事業者等の連絡協議会の中で

もお話を申し上げながら、相談をしてまいりたいと考えます。 

○19番（小園義行君） 少ないから、その人たちだけから取り上げて、少ないからあんたたちは

もう見ないよって。これじゃなくて、そういう人の声をしっかり受け止めて反映していくという

のが行政の在り方だと思います。 

 今答弁されたので、そういう形でぜひですね、運営協議会で議論してください、お願いします。 

 次に、給食費のことをちょっとお願いします。 

 今徴収の在り方がそれぞれ学校に委ねられてバラバラですね。実情はどうですか。そのことを

教えてください。 

○教育長（坪田勝秀君） 給食費の徴収方法でございますが、御案内のとおり、各学校で校長の

責任において、納入義務者である各保護者、それからＰＴＡの御理解と御協力を得ながらＰＴＡ

総会等で決定されて、学校の実情に合わせて、それぞれの方法で徴収が行われているものと認識

しております。いろいろです。 

○19番（小園義行君） そこで、ある学校では10時から11時までの間に持ってきてとかですね。

これは納める側はですよ、大変じゃないですか。 
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 それぞれ、せっかく給食費を納めようとしても賃金カットされて、そこに持っていく。年休が

あったりすればいいですよ、有給が。そういうことを少し考えたときに納める側も、今度は集め

る側もですよ。正規の職員でない嘱託の職員の人がお金をそこで徴収しなきゃいけないって。こ

ういうこと等も正直発生してるんじゃないかと思うんですよ。 

 ここはひとつ教育長、納める側と今度は受け取る側ですね、そこの関係を少し考慮していただ

いて、徴収しやすいような方法、振り込みにするとかですよ。納付書を送ってコンビニでもでき

るとか、いろんなことがあるでしょう。 

 そういった工夫をする考えはありませんか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 御案内のとおり、地区によってはＪＡの口座振り込みを行っている地区もございますし、納入

通知書でやっている学校もございます。旧志布志町の学校が、今御指摘のやり方でやっているよ

うです。ですから、もしこの方法に、今おっしゃるような不都合が生じているのであれば、当然

学校長に通じて申し出ていただいて、そして学校で、また更にやりやすい納入方法を考えてくだ

さいと。今そういう指摘が、今日この議会でございましたので、早速各学校長に連絡いたしまし

て、徴収方法に新しい方法あるいは改善するところはないか点検するようにと指導しておきます。 

○19番（小園義行君） これはぜひですね、納める側の立場に立ってやっていただきたい。 

 自分の都合の中でこれをやられるとですね、学校はよく学級、いわゆるＰＴＡとかいうのも夜

なんか僕がやるときやっていましたけど、学校の時間内にやられると、賃金カットして来られる

お父さん、お母さんたくさんおられるわけで、そのことを納める側の立場に立ってね、やってい

ただきたいとそういうふうに思います。いかがですか。 

○教育長（坪田勝秀君） 当然でございます。ですからもし、そういう納入方法が煩雑であった

り、あるいはまた、仕事を休んでというような状況が生じてくるような徴収方法であったら、場

合によっては滞納の原因になると、ならないとも限りませんので、これは給食費の滞納につきま

しては、私ども頭を痛めておりますので、ぜひそれを点検し直すようにと通知してみたいと思い

ます。 

○19番（小園義行君） 最後です。 

 情報基盤整備のことで、これ、完成をした時に検査をしないといかんですね、建てた物に対し

て、施設にですね。そういった完成検査のどういった法律に基づいて、この法的根拠があるのか

ですね、それをお願いをします。 

 併せて今回、端末機も貸与です。貸与だと、これ貸してあげるわけですから、故障したときの

修理とか、そういったものは完全に無償でやるというふうに理解するわけですね。 

 そこで、引き込み線、ケーブル、台風がきたときに切れました。どういうふうにするんですか。

そして併せてＤＳＵ、以下ＦＭ、端末機付けますね。そういった宅内線のいわゆる施設の維持管

理、故障した際の含めて、いわゆる運営会社がするのか、市が見るのかですね。そこらについて

細かく私に教えてください。 
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○情報管理課長（徳満裕幸君） 完成検査でございますけれども、６月末に、工事の工期になり

まして、７月１日から７月５日まで、この完成検査を計画しているところでございます。 

 法的根拠につきましては、有線テレビジョン法、以下各関係法規によって、その検査をすると

いうことでしております。 

 それから、維持管理に伴う費用等でございますが、まずＩＲＵ契約に基づき、ＩＲＵ事業者の

方でやっていただくものが光ケーブル設備、電送路のケーブル。それから、ドロップケーブルで

ございます。 

 次に、管路使用料、これは地下の管路を使うものでございます。 

 それから、ＮＴＴ柱と電力柱の電柱を借りて電柱添架しておりますが、この電柱添架料。 

 それから、道路拡張等に伴います電柱支障移転工事でございます。 

 それから、局内の施設整備ということで、情報センターの中に入っておりますセンター設備等

でございます。 

 それから、宅内施設の分でございますけれども、ＶＯＮＵ、ＤＯＮＵ、この部分につきまして

は、ＩＲＵ事業者がやっていただくということになります。 

 それから、次に、市の方で維持管理するものでございますが、宅内の中に設置してあります告

知放送端末、これらの故障に伴う修繕。それから、宅内の配線の関係でございます。こういうも

のにつきましては、市の方で負担をするということでございます。 

 以上です。 

○19番（小園義行君） ということは、ほとんど一切住民にこの負担はこないということで理解

をできますね。 

 よく、今の工事のやり方だと、天井露出配線でやっています。ねずみがよくかむんですよ、こ

れ。そういったこと等を含めて故障修理の際は、そういうことですから、市とＩＲＵに分かれて

やるということで、住民に一切そういう負担という、こないということ理解をしました。そうい

うことで対応をしたいと思います。 

 これ、公衆電気通信法じゃないところでの検査ということになるんですね。インターネットを

やるわけですけど、それでもそれで結構なんですね。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 法律的には、先ほど申し上げました法律、それから電気通信法

ですね、こういうものも全て適応する形での検査ということになります。 

○19番（小園義行君） 終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、小園義行君の一般質問を終わります。 

 次に、２番、下平晴行君の一般質問を許可します。 

○２番（下平晴行君） それでは、通告書に基づいて質問をいたします。 

 まずはじめに、災害対策でございます。 

 先ほどもありましたが、８日現在の東日本大震災による死者１万5,401人、行方不明者8,146人、

避難者９万1,523人の被害があったわけであります。心から御冥福をお祈り申し上げたいと思いま
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す。 

 この災害は、今までかつてなかった、また考えられなかった大きな被害をもたらしました。 

 今回の東日本大震災から学ぶべき教訓として、市長が一番考えていることは何か、お伺いいた

します。 

○市長（本田修一君） 下平議員の御質問にお答えいたします。 

 ３月11日に、国内観測史上最大のマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、これに

伴う津波により、東北地方太平洋沿岸部を中心に未曽有の大災害がもたらされました。 

 今回の東北地方太平洋沖地震に伴う津波によりまして、日頃から防災に対しては、避難訓練を

年間数回実施したり、津波避難ビルや防災庁舎等の建設により対応していたにも関わらず、甚大

な被害が発生したところであります。 

 亡くなられた方々のほとんどが、避難するのが遅れ、津波にのみ込まれ犠牲となっていること

を考えますと、市民の皆様に常日頃から災害に対する危機意識を持っていただき、いざというと

きにいかに自主的に避難していただくかが重要だと思っております。 

 このようなことから、強い揺れを感じる地震が起きた場合には、津波警報等が発令されなくて

も、すぐ避難しなければならないという危機意識を市民の皆さんに持ってもらうには、どうすれ

ばいいかということを今一番考えているところでございます。 

 そのために、津波避難訓練を通じて、自分の命は自分で守るという自助の危機管理意識の向上

を図るとともに、自主防災組織の重要性を理解してもらうために、防災講演会等を計画してまい

りたいと考えます。 

 また、併せて職員の危機管理意識を持ってもらうよう在り方を検討してまいります。 

○２番（下平晴行君） 市長の答弁、まさにそのとおりであります。 

 今回は、とにかく高い所に逃げろと、逃げた人たちが助かっているわけであります。その関係

で次の質問にいきますけれども、教訓として学ばなければいけないのは、釜石市で防災教育に関

わってきた、携わってきた片田敏孝群馬大学教授の指導ではないかと思います。 

 このことについては、８番、13番議員も質問をしておりますが、釜石市立の14小中学校全校は、

校内にいた児童生徒3,000人全員が無事であった。かけがえのない命を救ったのは、そのような独

特の防災教育であったわけであります。 

 その要因が三つあります。 

 一つは、想定を信じるな。市教育委員とともに各地の津波浸水状況、避難経路を想定したハザ

ードマップを作ったり、子供に登下校時の避難計画も立てさせております。基礎知識をすり込ん

だということであります。 

 しかし、あえてその想定を信じるなと教えております。想定に頼れば、想定外の事態に対応で

きなくなるからだそうであります。 

 二つ目であります。その状況下で、最善の避難行動をとること、事前にどんな想定をしても、

実際の津波は単純ではないということであります。 
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 三つ目でありますが、率先避難者たれ。人のことは放っておいても、まず自分の命を全力で守

ること。必死で逃げる姿が周囲への最大の警告になるからだそうであります。 

 今回の大津波で、児童が校舎３階から校庭に掛け出して高台に向かったこと。中学生が率先避

難者となって小学生を導いたことなど、全てが避難原則３原則に当てはまっております。 

 市内では、既に７割の児童が下校していた釜石小学校、児童数184人もありましたが、全員が無

事であったということであります。祖母と自宅にいた児童は、祖母を介助しながら避難。指定避

難場所の公園にいた児童は、津波の勢いの強さを見て、更に高台に避難するなど、ここでも避難

３原則が生かされていたようであります。 

 この三つ目の原則、率先して避難せよというこの中にありますけれども、この取り組みは、平

成17年から片田教授らとともに防災教育を取り組んできておりましたが、翌年の千島列島沖地震

の際には、避難率10％未満だったそうであります。このために教授は、子どもたちにも、先ほど

言いました計画を立てさせて、津波の脅威を学ぶための授業を年間10時間ぐらい増やしていった。

そのことが、この避難３原則、いわゆる三つの要点を徹底したということであります。 

 こういうことと対照的に、避難訓練をしていなかった学校では、ほとんどの子供が77％の子供

が亡くなっているという現状であります。 

 今このことが問われているようでありますけれども、兼ねての訓練がいかに大事であるかとい

うことであります。今回の未曽有の災害を踏まえ、住民の円滑な避難など、安全確保についての

対応をどのように考えているのか、簡潔に御答弁をお願い申し上げます。お願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 防災の基本は何と言いましても、自分の命は自分で守るということでございますので、自助が

基本だろうというふうに思います。 

 そして、地域のことは地域でという共助、そして自治体の公助ということで、連携によって被

害の軽減が図られるということであろうかと思います。 

 そして、現在市におきましては、平成19年度から共生・協働・自立の観点から、共生協働型地

域コミュニティ活動創出支援事業としまして、ＮＰＯ地域防災推進協議会の協力の下、公民館を

実施主体として、地域内の自治会を対象に自主防災組織の結成及び育成並びに防災マップ、防災

ハンドブックの作成、危険箇所の確認、災害弱者の把握等を行い、より地域の実情に合った取り

組みを行っているところでございます。 

 平成19年度が通山校区、平成20年度が志布志区、香月区、東区、夏井陣岳区、安楽区。そして、

平成21年度が新橋校区、泰野校区、尾野見校区。平成22年度が有明の蓬原校区、原田校区、野神

校区、山重校区。そして、本年度が志布志の帖五区、森山、田之浦を予定しております。25年度

で市内全校区を事業が完了する予定でありました。 

 そしてまた、新たな取り組みとしまして、今年度より自主防災組織の育成支援事業としまして、

公民館を対象に非常時の炊き出し訓練や避難訓練等の防災計画を実施していただき、市民自らが

防災対策の主体であることを認識してもらうなど、日頃から災害について備えをしてもらい、適
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切な対応がとれるような取り組みをして、年次的に実施してまいる予定でございます。 

○２番（下平晴行君） そういういろいろな取り組みをされておりますが、今回防災専門の嘱託

員を配置して、防災計画を見直している計画をされておるわけでありますが、こういう計画の中

に今私が言いました、釜石市の学校の避難の在り方、こういうのを取り入れてですね、本当に先

ほどもありましたように、市民の皆様が自分の命は自分で守るんだと、そういう意識を持つこと。

命の大切さが分かるような取り組みをしていただきたい。昨日の答弁でも市長は命の意義、教育

長も訓練は何のためにするのか、命を守るためだと、こういう答弁をされておりますが、まさに

私はそのとおりだというふうに思います。 

 行政は、市民の生命財産を守ると、これは基本であります。そういうことも含めて真剣な取り

組みをしていただきたいというふうに思います。 

 それから、相馬市では、災害ボランティアセンターの設置をしております。これは、社会福祉

協議会が主になって取り組みをしているわけでありますが、相馬市災害ボランティアセンター組

織図というのがありまして、これには相馬市役所、それから相馬市の商工会議所、連合福島、そ

れから学校も入っています。そして個人ボランティア、そして社会福祉協議会。これは本部長、

そして総務班、受付班、ニーズ班、マッチング班、送り出し班と、こういう組織をつくってです

ね、ボランティア自らが、市民自らがその中に入って取り組みをして、そして先ほど市長が、い

ろんなそれぞれの自主防災の取り組みをしておりますけれども、それと合わせて、こういう自ら

のボランティアの取り組み、こういう取り組む考え方はないかお伺いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市では、現在市内の中に地域防災推進員の方々が25名おられます。 

 そしてまた、この方々を中心に自主防災組織の育成、そしてまた支援というものが図られてい

るところでございます。さらにその基礎となる自治会、そしてまた校区の公民館というような団

体等がございますので、これらの団体が行政と、そしてまた関係機関と友好に連携するような取

り組みを防災計画の中で盛り込み、そしてマニュアルの中に示してまいりたいと思います。 

○議長（上村 環君） ここで、昼食のため休憩いたします。 

──────○────── 

午前11時58分 休憩 

午後１時00分 再開 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○２番（下平晴行君） それでは、今回の災害で庁舎ごと流され自治体の機能ができない現状が

あったが、本庁舎を新たに消防署周辺に設置する考えはないかということで質問をいたします。 

 これは、４月５日の新聞であります。「庁舎のむ大津波」と、南三陸町の庁舎が、津波が来る前

から、それからそして波が水が引いた後の状況までを写真で掲載をしております。これは、同町

で写真館を経営した佐藤信一さんが高台にある小学校から、最初から最後まで撮影していたとい
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う状況であります。 

 皆さん御承知のとおりであったと思うんですが、庁舎の屋上に町長や職員の10名の方が奇跡的

に生還されたということであります。 

 そして、女子職員の24歳だったと思うんですが、最後まで避難を呼び掛けをしていたというこ

とで、何回も新聞等でもテレビ等でも出ておりました。 

 このように庁舎が流されたり、職員が亡くなったりしたために、住民に関するあらゆるデータ

がなくなって、ゼロから住民に関する資料を作成している状況をテレビ等で見ました。住民に多

大な迷惑を掛け、いろんな問題が出て住民が戸惑う状況に陥ってしまったという現実でありまし

た。 

 逆に高台にあった庁舎は何ら問題なく通常のサービスが受けられる状況を目の当たりに見て、

備え有れば患（うれ）い無しの言葉がしみじみ身に感じたところであります。 

 そのようなことから、志布志支所の位置を考えると先ほども出ましたけれども、災害対策はも

ちろんであります。国際バルク戦略港湾や東九州自動車道、都城志布志線など志布志市のこれか

らの活性化について、消防周辺の位置に本庁舎を新たに設置する考えはないかお伺いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 東日本大震災で庁舎壊滅などの大きな被害が出た自治体は、行政機能を別の施設に移して、住

民票発行などの窓口業務を始め、また全国の自治体職員の人的支援を受けながら復興に向けた取

り組みが行われております。 

 本市の有明本庁舎は、標高85.9ｍの位置にあり、東日本大震災による津波や日向灘沖地震の津

波を想定しても、津波による被害は受けにくい位置にあると認識しているところであります。 

 本庁舎の位置につきましては、３月議会でも議員からの御質問を受け、本庁舎別館の位置や駐

車場の確保が困難なことから、有明の庁舎を本庁舎とすることにつきましては、合併協議の中で

決定され現代に至っているということでございます。 

 本庁舎の移転については、さまざまな議論をいただきながら考えてさせていただきたい、とい

う答弁をしておりますが、今もその気持ちには変わらないところでございます。 

 そして、本庁舎を新たに建設するとなると、多額の財源が伴い、将来に大きな負担を残すこと

になりますので、現時点では新たな箱ものを造るということより、今あるものを生かすことの方

が市民の理解が得られるものと考えております。 

 そしてまた、今回、新たに志布志消防署を紀州造林跡地に建設するということをはじめるとこ

ろでございますが、このことにつきましては、消防署の移転というようなことが前提となってお

りますので、本庁舎の位置ということについては、別な観点から、ただいまお話しましたような

観点から御理解いただければというふうに思います。 

○２番（下平晴行君） 先ほど市長が言われたとおり、私３月議会で、本庁舎を志布志にと、で

きないかというようなことで言いました。市長の答弁のとおりであります。 

 私は、そのときにはまだ災害が来る前でありまして、これは活性化の要因は人・物・金・情報、
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それと交通アクセスの問題。こういうことを考えると、やはり本庁舎は志布志にもってきた方が

いいんじゃないかなという観点から質問をしたところであります。 

 昨日の７番議員の答弁にもありましたが、先ほど言いましたように、国際バルク戦略港湾ある

いは都城志布志線、東九州自動車道、そういう総体的なことを考えると、交通アクセスに関連し

て、やはり本庁舎を志布志にもってくることが、志布志市全体の活性化につながるんではないか

と。先ほど市長が合併協議会でということもおっしゃいました。私もそれを前提で３月議会では

質問しました。４年間というものは、合併協議会で決定して有明の本庁舎はこうだということに

なったわけですので、４年間は何らそのことについては、まあしょうがないと、仕方ないとして

も、５年が過ぎて、本当にここでいいのだろうかということでの質問をしたところでありました。 

 市長が、その中で答弁の中でいろいろありましたけれども、私、議会だよりでも市長がさまざ

まな形の議論を聞きながら考えたいという答弁をしておられます。 

 しかし、今回のこの大震災を見て、志布志市本庁舎は大丈夫だと、これはもう当然海抜からい

きますとこっちの方が高いです、確かに。10何ｍ高いわけでありますが、私はそれじゃなくて、

そういうことで言ってるんじゃなくて、志布志支所の現状。これも後ろは直角で、庁舎の後ろに

崖が立っているわけでありますが、これは恐らくあそこは海抜５ｍぐらいだと思うんですけれど

も、恐らく３ｍ、四、五ｍの波がきますと当然逆に波が集中して、上に上がって落ちてくるとい

う状況が、引きの水、海水、これで相当な影響を受けるだろうというふうに感じるわけでありま

す。 

 そういう災害はもちろんでありますが、私が言いたいのは、やはり市民の生命・財産をまず守

るという行政の役割からすると、先ほど市長は負担が大きくなると。これは、合併特例債でも70％、

補助金でいうと70％補助に当たるわけでありますけれども、額を言うとおかしいかもしれません。 

 私も災害がくる前は、支所の所でも本庁舎がいいという質問をしたところであります。ところ

が、今回の災害を見ますと、本当にあそこは支所としても実際危ないと、だったらいっそいろん

な観点から見たときに、本庁舎が果たしてここでいいのかというと、私は決してここではよくな

いと、ほとんどの方がそう思っておられる。 

 市長は、有明町出身ですから、それはもう仕方ないことだと思うんですけれども、将来長いス

パンで見たときに、本当にここでいいのかというのは、本当に志布志市の活性化を志布志の将来

を考えたときに、ここでいいという人は本当に、真剣に考えればですよ、市長。ここはやはりも

うちょっと考えるべきじゃないのかなというふうに思うわけです。 

 市長が言われる答弁される内容は、よく理解できます。でもこれがこのことが、今だけじゃな

くて次の次世代、次の世代、それから40年、50年先を見たときにですよ、本当にここでいいのか

というのを、私はどうもそのことについては納得がいかないわけであります。 

 ただ合併協議会では、恐らく合併しなきゃいけないという、その信念の下で位置についてある

いは名称について、小委員会までできたわけでありますから、これは当然そういうことになって

もこれはおかしくないというふうに思います。 
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 ただ４町が３町になった時点で、なぜ議論しなかったのかということも、私は大変悔やまれる

んじゃないかなというふうに、自分自身がですよ、思うわけでありますが、これは先ほど言いま

した市長が言いましたように、合併協議会というこれはもう尊重しなきゃいけないというふうに

思っております。 

 市長が先ほど三つの視点から、やはり本庁舎はここでいいと、ここでも何ら問題ないというよ

うなことでの答弁でありましたが、市長、もう１回そういうバルク問題、道路の問題、そういう

ことをひっくるめてですよ。その高低差という海抜のその高さはもちろん、そういうことも含め

て、もう１回お願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 先ほどもお答えいたしましたように、現在私どもはさまざまな課題を抱え、そして市民のサー

ビスの最高のサービスの提供ということを心しながら、行政運営を取り組んでいるところでござ

います。 

 そのような中で、合併特例債の活用をしながら、新市の発展のためのさまざまな事業に取り組

んでいるところでございますが、そのことにつきましても、財政計画を立てながらしっかりと将

来に負担が増えないような形の取り組みを重ねて市政運営をしているところでございます。 

 そのような観点からしたときに、新たに庁舎を建てるとなると、例えばこの庁舎が老朽化して、

そして支所についても老朽化して新たに設置しなければならないということがあるとなれば理解

が得られやすいというような環境ではなかろうかなというふうに思います。 

 しかしながら、現にこのような形で立派に本庁舎としての機能性を持った庁舎としてあるとい

うことでございますので、今、現在新たにそのような視点から本庁舎建設というものについて、

足を一歩踏み出すということについても、なかなか理解が得られない状況ではないかなというふ

うに考えるところでございます。 

 もちろんこのことは、何回もお話があるところでございますので、私自身もそれこそ未来永ご

うこの有明の地にあるところではないということはお話し申し上げているところでございます。 

 そのようなことから、現時点ではまだまだそのような時期に至ってないというふうに考えると

ころでございます。 

○２番（下平晴行君） 市長が、財政的な問題、そういうことでの考え方は当然だろうというふ

うにこれは理解できます。 

 ただ、私先ほどから言いますように、志布志市が長い将来ですよ、それを見たときにどうかと

いう考え方をやはり一方では持っていただきたいなと。 

 これは先ほど言いましたように、合併特例債のこの予算の使い方、特例債の利用の仕方、先ほ

ど補助金でいうと70％の補助だというようなことを言いましたけれども、ここの施設は逆に言う

と、そしたら何に使っていくのかというここも議論されるわけですよね。 

 ですから、そのことを踏まえても、例えばここを農業大学の校舎にするとか、そういう形での

考え方で、本当の農業の国際バルク戦略港湾であるとなったという認定されたとすればですよ、
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背景は農業ですから、そういうことも含めて取り組みをすべきじゃないのかなというふうに思う

わけですよ。ですから、市長がおっしゃいましたように、当然投資効果、志布志にもってくるん

であればここをどう活用していくのか。市長が答弁されたように、ここが老朽化になって使うと

いう、そういう、これはもう相当先の話でありましてですね、その意味分かるんですよ。ここを

やはり活用する、こういうふうに活用するから向こうにもっていくという、そういう考え方はど

うですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 新たな活用の方法があるということになれば、話はまた別な観点からの話が進むというふうに

は考えます。 

○２番（下平晴行君） ぜひ市長、議会、我々ともですね、いろんな議論をして考えていきたい

というような答弁もされているわけですから、ぜひそういう場をもって、もうちょっと真剣にど

ういう方策が、どういう方向がいいのかというのをですね、していただきたいと思います。どう

ですか、そのことについて。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市としまして、行財政改革に取り組みながら、きていると。 

 そしてまた、国全体も県全体もそのような流れにきているということで、さまざまな庁舎等が

空いてきているというような状況が各所に現出しているところでございます。 

 特に、学校等においては統廃合によりまして、空き校舎等が各地で散見されるというような時

代になっているところでございます。 

 それらの活用については、極めて難しいということが、現在ではあるようでございますので、

そのような状況も十分踏まえながら、今お話になったような内容を私どもについても内部的にも

検討させてもらえればというふうに思います。 

○２番（下平晴行君） そういう議論の場をもってもいいということですね。 

 市長、やはり私どもはいろんなまちに行くんですけれども、やはりコミュニティーがちゃんと

したところに本庁舎がほとんどありますよね。こういう形態というのほとんどないです。はっき

り言って、これは市長の責任じゃないですよ。市長も関わっています。合併協議会のそういう協

議会委員を選んだ一人ですから、これは責任は十分あるわけですが、本当どこに行ってもこうい

う形態はないです、はっきり言って。 

 私が言うように、やはりまちの活性化は人の往来なんですよ、それと交通アクセス、これは絶

対欠かせない条件であります。 

 市長がそういう対応をしていくというようなことでありますので、次に入りたいと思います。 

 これは、私は、産業建設委員会の傍聴をして、市営住宅の予算関係を確認をしたところであり

ます。建設費自体が幾らかというのは、２億7,000万円の事業費だったというふうに理解をしてい

るわけでありますが、やはり今回の震災を含めて、これから40年、50年の活用をしていく市営住

宅建設をあの場所でいいのかどうか。これはもちろん用地の問題もあります。 
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 しかし、市民の安心・安全というようなことを考えますと、それから投資効果ということも含

めて、どうなのかなと。 

 そのときに課長の答弁が、周りの市民に影響を与えるというようなことを答弁しております。

私はそういう考え方でいいのかなというふうに思ってるわけですが、市長、よろしくお願いしま

す。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市の市営住宅管理状況でございますが、６月１日現在で228棟、627戸ということでございま

す。 

 そのうち、市街地沿岸部の国道220号線沿線に周辺に75棟、251戸の市営住宅があります。全体

の約40％がこの地区にあるということでございます。 

 本市は、平成18年度合併時に、志布志市住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計

画を作成いたしました。この計画に基づき市営住宅の整備を進めております。 

 現在、若浜、松波、通山、肆部合住宅において建て替え工事を実施しており、４棟、20戸の住

宅が完成いたしました。今年度には２棟、12戸の住宅建設を進めております。 

 建て替えを行っている住宅は、昭和20年代から昭和40年代にかけて建設された木造平屋建て住

宅で、耐用年数を大幅に経過した老朽化の著しい狭小住宅でございます。また、耐震・防火性能

においても著しく支障を来しております。 

 そのため入居者及び周辺住民が、安全で安心して生活できるまちをつくるため、市営住宅の建

て替えを進めているところであります。建て替えを行っている４団地のうち、３団地、若浜、松

波、通山住宅が市街地沿岸部に位置しており、沿岸部に位置する市営住宅の65％を占めることに

なります。残りの住宅は鉄筋コンクリート造りの住宅及び用途廃止住宅でございます。 

 この市街地沿岸部に位置する市営住宅は、周辺に学校施設、商業施設、病院施設、工業施設と

一体となって市街地を形成しており、市民の暮らしのニーズに対応した地域となっております。 

 また、耐震・防火性能を有した建物を整理することによって、地震・台風・火災等の災害防止

に寄与するものと考えます。 

 今回の東日本大震災における津波災害において考えなければならないのは、市街地沿岸部にお

られる市民の皆様の安全を確保することを最優先にし、いかに、津波から市民の皆様を避難誘導

していくか。地震・台風等の災害も含め、防災計画の見直しを十分に協議する必要があると考え

ております。 

○２番（下平晴行君） 市長が言われたとおり、そういう住宅の地域が形成されているわけです

よね。 

 しかし、私先ほど言いましたように、そういう災害等だけじゃなくて、今、大震災の復興の関

係でも港周辺には事業所、企業をと、そして高台には住宅をという形での復興を進めています。 

 私は、やはり現状はそういう市長がおっしゃるとおりかもしれませんけれども、やはり先ほど

の質問と同じになるかもしれませんが、長いスパンで考えると、やはりそういう市民の安心・安
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全を含めて投資効果を、やはり今の段階からできることから進めていくべきじゃないのかなとい

うふうに思ったものですから、こういう質問をしているところであります。 

 一方的に、やはり市民の気持ちを仰ぐようなことだというようなことじゃなくてですね、市と

して行政の立場として、どう市民を守っていくかという、やはりそこに原点を置いて、取り組み

をしていただきたいなというふうに思うわけであります。 

 やはり、目先のことだけじゃなくてですね。もちろん今そういう住宅が形成されている。その

気持ちは分かるんですけど、そのことは分かるんですけれども、例えば昨日も出ました小学校の

移転の問題。これも含めて、このことも全く私は一緒じゃないのかなというふうに考えている一

人であるわけでありますが、市長、そのこととこれからの特に沿岸部では、押切のあの辺はいわ

ゆる防波堤どころじゃなくて海より低いんじゃないかなというぐらい水が、いわゆる雨が降った

ら水はけがほとんどよくない、悪いような、よくないというかはけないというような状況でもあ

るわけですよね。そういう所に学校があり、住民が住んでいらっしゃる。それに等しい所に、ま

た分かっていながらそういう市営住宅を建設する。これも行政の立場でいうと本当にそれがいい

のかどうかということで、市長、もう１回答弁をお願いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の東日本大震災、そしてまた津波を状況を見まして、市民の方々も沿岸部に住まれる方々

は、特にこのことについては、今自分が住んでいる地域の安全性というものについて、関心が高

いものではないかというふうに思っています。 

 当然、そのことについては、防災計画等の見直しをしながら、市民の安全を保つための方策を

提示するところでございますが、そのような流れの中で、市も新たに住宅を設置すると、住宅の

建設をいかにすべきかという観点から見直しをするとなれば、総体的なまちづくりの中での取り

組みをしなければ、なかなか理解が得られないものになってくるのではないかというふうに思い

ます。 

 特に既存の住宅に、既存の地域に住まわれている方々の対応ということが必要な事項かという

ふうに考えるところでございます。 

○２番（下平晴行君） しかし、市長が言われるのも当然そうだろうというふうに思うんですが、

頭の中にはやはりこのことも含めてですね、入れて対応をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 次に移ります。 

 原子力発電所の在り方についてでございます。 

 これは６月４日から６月８日、連載で掲載されているわけであります。 

 「崩された『安全神話』」という、「東日本大震災と東京電力の福島第一原発事故は、人々の暮

らしを破壊し、日本を不安に陥れた。戦後史に刻まれた2011年３月11日。地震と津波は途方もな

いがれきの山を残し、原子炉から漏れ出した放射性物質との苦闘は今も続いている。巨大な複合

災害は、この国に何を問いかけているのか。危機管理の不在、原発安全神話、技術立国の過信、
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名門企業のおごり、隠れていた負の遺産を直視し、新しい日本を創（つく）る道を探してみたい。」

ということで、「日本を創（つく）る原発と国家」ということで、５回、５連でですね、出ており

ます。 

 それから、今日は、「どうする再開、大地震と原発」、これが１回目です。これは見えない安全

の担保ということであります。 

 先ほどのこれでは、「最悪シナリオ、高線量下、人知及ばず」。それから「安全規制の失敗、実

態は事業者丸投げ」。「備え怠った政治、規制強化、具体策なく」。「内向きの論理、運転優先、隠

ぺい重ねる」と、「進まぬ技術育成、研究阻む安全神話」というテーマで掲載されております。 

 それから、これはキム・ジョンチョルが、福島原発事故は、「日本が全世界に加えたテロ」だと

いうふうに、ちょっと一部だけ読ましてください。読みます。 

 言うまでもなく、福島原発事故は日本だけの問題ではなく、世界的規模の大災難だ。1986年チ

ェルノブイリ事故は、１基の原子炉が爆発した事故だったが、それによる放射能被害は北半球全

域に及び、その後、その後遺症は今でも続いている。 

 それなら福島原発事故による被害は、どの程度に達するのか推測するのも恐ろしい。なぜなら

福島では今、冷却システムが作動不能に陥った原子炉が３基にもなるだけでなく、４基の原子炉

では使用後の各燃料棒の保存状態に深刻な異状が発生したと観測されているためだ。 

 既に大気と海洋に放出された放射能物質も途方もないわけだが、今後もこの状況が続くことを

考えれば、戦慄を感じざるを得ない。本意ではないが、今日本は世界に向かってテロを行ってい

るわけだ。 

 もろもろずっとありますけれども、こういうことを韓国でも言っているわけです。 

 それからチェルノブイリ、これをインターネットで引きますとこれぐらい出てきました。 

 要点だけちょっと読んでみます。 

 チェルノブイリ原発事故は、1986年４月26日に起きて、死者数は長期的な観点から見た場合、

死者数は数十万人とも言われております。現在でも30㎞以内の地域での居住が禁止されて、16万

人が移住を余儀なくされています。また、原発から北東へ向かって約350km範囲内には、ホットス

ポットと呼ばれる局地的な高濃度汚染地域が、100か所にわたって点在し、ホットスポットにおい

ては、農業や畜産業が全面的に禁止されていて、いろんな所に影響を及ぼしている状況でありま

す。 

 このようなことから、原子力発電の安全神話が根底から崩れた現状について、市長はどのよう

な考えを持っておられるかお伺いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 今回の福島原発の事故につきましては、東日本大震災の地震によりまして大津波が発生して、

そして原発の事故に際してのバックアップシステムが壊滅的に破損され、その機能が発揮できな

くなって、メルトダウンに至ったというふうに思うところでございます。これはいわゆる国ない

しは現場では想定外ということで話がされているところでございますが、今回のこの被害につい
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ては、極めて国際的に影響があったものというふうには考えるところでございますが、私どもと

いたしまして、今後このことについて、原発の再稼働ということも含めて考えるとなれば、更な

る全体的な安全性が保証された形でないと、原発の再開というものはあり得ないなというふうに

現在のところでは考えているところでございます。 

○２番（下平晴行君） まさにそのとおりであろうというふうに思います。 

 先ほど、「どうする再開」ということで、この「大地震と原発」というこの掲載がされているわ

けですけれども、これには科学的根拠ということで、いわゆる原発の安全性が大きく揺らいで九

州電力の川内、玄海、佐賀県玄海町、この３基は定期検査後の運転再開が見通せない。想定を越

える津波や地震は起きないのか。一方事故が起きた場合、県や周辺自治体はどう対応するのか。

鹿児島県議会、薩摩川内市議会の議会での議論を前に現状を追ったということであります。 

 市長がおっしゃいますように、これは本当にちゃんとしたことが見えてこないと。しかしです

ね、これは恐らく全然見えていかないというふうに思うわけです。 

 「論考」ということで、これは北海道大の准教授、中島先生が書いております。「福島第一事故、

奪われた『存在の根源』」ということで、この中にですね、いっぱいあるんですけど、ちょっと下

だけ読ませていただきます。 

 絶対はないという部分なんですが、今回の事故は取り返しのつかない事態を生んでしまった。

多くの住民のトポスを奪い、場所ですね、存在の根拠を破壊してしまった。原発事故は、現在だ

けでなく、過去も未来も破壊する。土地の来歴を踏みにじり、未来への継承を切断する。もうこ

んなことを繰り返してはならない。絶対にあってはならない。不完全な人間が作り出す技術は、

普遍的に不完全な存在である。絶対に安全な技術など存在しない。つまり、絶対に安全な原発な

ど永遠に存在しない。だったら私たちは勇気を持って原発を手放さねばならない。原発を守るよ

りもトポスを守らなければならない。もはや原発は安楽死させるしかないだろうと、無名の先人

たちの営為がつないできた日本的霊性（れいせい）、ですかね、霊性（れいせい）を守るためにと

いうふうにここではこういうふうに書いてあります。 

 私もまさにこのとおりだろうというふうに思うわけであります。 

 それから、市長は見られたかどうか分かりません。６月５日に志布志文化会館で、「ミツバチの

羽音と地球の回転」の映画が上映されました。内容は未来のエネルギーをどうするのか。祝島と

スウェーデンでエネルギーの自立に取り組む人々の物語ということでありましたが、実話であり

ました。祝島では、原発設置をおばちゃんたちが27年間、27年間設置反対をして、我が町を守る

んだと頑張ってきているのに、頑張っている姿がもう本当に真剣に取り組んでおられました。27

年間です、市長。すごい見られなかったですか。 

 ところが、今では逆に島の人たちに、原発の設置の反対抗議をしたら罰則を与えることになっ

ているわけです。これは裁判所が下しております。国がすることは何を考えているか分からない、

本当に怒りを覚えたところでありました。 

 しかし、逆にこの上映の取り組みを30代後半、30代の方々が若い人たちが、一生懸命取り組ん
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でおられたことに余計に感動したところであります。 

 私たちもこの現状を見て、何をしなければいけないのかというのを実感させられました。こう

いう年齢になって、しかし、今の若い人たちもすごいなと本当に自分のことだけじゃなくて、自

分の子供、小さい二、三歳、恐らくこの年齢だと５歳以下ぐらいのお父さんたちだったというふ

うに思います。その人たちが、こういう実話を物語にして上映することに一生懸命取り組んでい

る。これは、このことが次の社会も大事だなと、次世代も大事だなというのを感じました。 

 だからこそ、余計この原子力というものがですね、私には、発電所があってはならないという

ふうに思っております。 

 それと併せて、テレビ等でも放映されておりませんが、今関東地方では子供たちが、赤ちゃん

が鼻血をあるいは下痢をしているというような情報が入っております。今、国では20シーベルト、

これを認めているわけですが、これは１シーベルトでも危ないと言われているのに、このことを

撤回しない国の今の現状の在り方、これも含めて市長、そのことをどう考えておられるか、お願

いいたします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 放射能の汚染について、身体に影響があるということについては、私自身も国の基準が次々と

高まっていくということについては、非常に疑問を持ったところでございます。 

 だけど、現場としては致し方ないところがあったのかなと、基準の中でするとなれば、数時間

ないしは数十分しか現場で仕事ができないということであるとすれば、当面の対応として、ああ

いった形で上げなければならなかったのかなというようには思ったところでございます。 

 その方々が防護服を着て作業をされているとはいえ、その方々の今後の健康に及ぼす影響がど

のようなものかということについては、国も当然大きな視点で見ていただいているというふうに

は思っています。 

 そしてまた、一般の方々に対しても、そのような形での見直しがされたということについても、

この基準の見直しについては、おかしいというふうには考えたところでございます。そのような

ことでございますので、今申しましたように、今後それらの地域の方々、あるいは別途その基準

にない形でも汚染があった地域の方々については、十分国は健康についての関心を深めていかな

ければならないのではないかというふうには考えます。 

○２番（下平晴行君） 今、静岡のお茶が汚染されているということで、今日も昼テレビであり

ました。恐らくこちらにもくると思うんですけれども、四国の方あるいは北九州の方にもこの気

団という、「気」にあの「団」ですね、空気の「気」。固まりで移動しているみたいです。 

 ですから、恐らく近い所だけじゃなくて離れた所にも固まってそのものがずっと動いてるみた

いです。そして、どこに落ちるか分からないような状況であります。 

 市長、そういうことも含めてですね、やはりこの数値のいわゆる線量の危険性、市長が先ほど

おっしゃいましたように、そういうことも含めて原子力発電所の在り方、真剣に考えていくべき

だろうというふうに思います。 
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 次に、今後の電力の需給についてであります。 

 これは環境の部分から話もしたかったんですけれども、今回はそうじゃなくて、電力をいわゆ

る原子力発電所でないもの、いわゆる太陽光電、自然エネルギー、あるいは再生可能エネルギー

について質問するわけでありますが、気候変動に関する政府間パネル、ＩＰＣＣ、これは本部が

スイスであります。太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーは、最大で2050年の世界エネル

ギー消費の77％。これを供給できる可能性があり、温室効果ガスの大幅な排出削減に貢献できる

と、このことを報告をしております。 

 また、再生可能エネルギーの拡大は、産業革命以来の気温上昇を２度未満にするとの国際目標

達成にも貢献すると指摘しております。地球温暖化対策に関する国際交渉の行方に大きな影響を

与えるものとなっているようであります。 

 報告書は、太陽光や風力のほかに、バイオマスや地熱、小規模水力発電、波力、波の力ですね、

波力や潮力、潮（しお）、といった海洋エネルギーなどについて、今後の成長の可能性を技術面と

経済面から検討して、さまざまなシナリオも付いて50年までの推移を予測したということであり

ます。 

 そして、ちょうどですね、私、友達がちょっとメールで送ってくれたんですけれども、「東電や

めたら電気代３割節約、立川競輪場、契約先変更で」ということで、これちょっと読んでみます。 

 東京都立川市が運営する立川競輪場が2010年度、電気の購入先を東京電力から特定規模電気事

業者、ＰＰＳに替えたところ、電気料金を前年度の３割近く節約できたことが分かった。予想以

上の効果に市は見直しの対象を拡大。今年度は小・中学校の53施設が東電以外と契約をしたとい

うことであります。 

 それから、松下電器では、この市長にも前話しましたけど、パネルをフィルム化、フィルムで

すね、壁でもどこでも貼れるものを今作っております。現に今作っているわけですが、これはい

わゆる従来のパネルでありますと、重量、それからコスト、いろんなのがかかって、いわゆる屋

根、上からの太陽の光線が当たる所でないと駄目だったわけですが、それじゃなくて、そういう

壁でもどこでも設置ができる、こんなふうにですね。どこでも、これは壁です。こういうふうに

持っていきませんけど、そういうふうに取り組みをしていると、開発をしているということであ

ります。 

 そして、蓄電まで可能なものを開発して、恐らくですね、７月にはもう出るというようなこと

で聞いていたんですけれども、まだそのことが発表されておりません。 

 恐らく、これから電力の自給自足の時代がやってくるんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

 そして、日立電気も原子力から、今度は海上風力、海の中に、海は風がほとんど吹いていると

いうような状況をデータを取って、海の中に設置をしてた。2015年までにこれを変えていくとい

う取り組みをしていくということであります。 

 それから、確か大牟田だったと思うんですが、１億円かけて公共施設に太陽光電を導入して地
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域の電力自給に取り組んでいくということであります。 

 私が今回質問したかったのは、市長、市もこういう取り組みはできないのかということであり

ます。 

○市長（本田修一君） 市での電力自給についての取り組みでございますが、エネルギー対策と

いう観点からも取り組んでいるということでございます。 

 まず、消費電力を減らすという観点から「我が家から始めようエコライフ55」の運動をしてい

ると。 

 そしてまた、節電、ライトダウンの呼び掛け、それから緑のカーテン事業というもの、それか

ら環境家計簿の配布、それから地域通貨ひまわり券の活用、環境学習の実施ということで取り組

みをしております。 

 発電と電力をつくるという観点からは、住宅太陽光発電導入支援対策費補助金制度の導入をし

ております。現在まで52件を実施しております。今後とも更に推進してまいりたいと思います。

公共施設におきましては、本年度、しおかぜ公園に太陽光発電パネルを設置する予定で、約3.3kWh

の発電が可能な施設となっております。 

 そのほか、今後の過疎計画におきまして、太陽光発電システムを各小・中学校に平成26年度、

市役所本庁舎に27年度の設置の計画をしてるところでございます。 

 国においても、平成23年５月17日に閣議決定された政策推進指針の中で、安全・安定供給、効

率環境の要請に応えた新たなエネルギー環境構造、巨大リスクに備えた強じんな経済構造の実現

などに向けた取り組みを強化すると述べておりまして、この中に新たな政策が打ち出されるもの

と期待をしているところでございます。 

 その際、本市においても、このことに乗り遅れることのないような対策を取ってまいりたいと

考えます。 

○２番（下平晴行君） よく分かりました。 

そういう26年、27年に取り組みをしていくと、恐らくそこまでにはですね、いろんな今先ほど

言いました太陽光のシステム自体が恐らく変わってくると思います。恐らく補助なんかも対象に

なるものでの、制限があるものと、できるものとできないもの、そういうのも出てくると思いま

すので、ぜひ目配りをして対応をしていただきたいというふうに思います。 

 それから、ちょっと簡単に、最後と申しますか。このスマートコミュニティというのが、これ

は経済産業省、この経済産業副大臣が今松下さんが薩摩川内だということで、これはどういうこ

とかと申しますと、いわゆる再生可能エネルギー導入にも課題があるんだということも含めて、

いわゆる交通システム都市、新たなライフスタイルまで発展する次世代エネルギー、社会システ

ムであるスマートコミュニティー、こういうものを導入して再生エネルギーをどう活用していく

かということであります。 

 現に、今年は４市、豊田市、横浜市、北九州市、けいはんなですね、京都です。そういうとこ

ろが手を挙げております。薩摩川内市も恐らく来年度は手は挙げていくんじゃないかなというふ
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うに思います。こういう資料をもらいました。こういうことも含めて、いろんな形でですね、先

に先にやはり導入を図ることによって、先ほど市長が申しました予算の投資効果、金をどうやっ

てうまく使っていくか。あるいはどうやって引き出すかということも含めて取り組みをしていた

だきたいと思います。このことについては、もうこれで終わります。時間がないですから、次に

行きます。 

 それから、福祉対策であります。 

 八代市で高齢者、障害者を支えるシルバー人材センターを活用して、「ワンコインながいきサポ

ート事業」、これを導入しているわけです。内容を見ますと、お年寄りのごみ出しや清掃などを100

円から500円で代行するワンコインながいき事業が大変好評であるということであります。 

 このサービスを受けられるのは、市内に住む65歳以上の夫婦か一人暮らしの人、身体に障害が

あり一人暮らしの人のいずれか。料金はごみ出しや電球の取り替え、犬の散歩などが100円。資源

物の分別、雨どいの清掃などが500円。こういうことを人材センターに登録している約170人の有

償ボランティアが連絡すれば依頼先に派遣をするというシステムであります。 

 以前、志布志の安楽でもコンテナいっぱいで200円の分別の処理をしていたという、これは衛生

自治会のですね、もう亡くなられたんですけども、木迫さんという方が一生懸命取り組んでおら

れました。これと同じことかなと、よく分別には年寄りは大変だというようなことから考えると、

例えばコンテナに、もうみんな入れ込んでいて、後でそのことに100円、200円お願いして、処理

をしていただくということもこれは可能じゃないかなというふうに思うわけであります。市長、

どうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 現在、本市のシルバー人材センターにおきましては、各種事業を展開しておりますが、平成23

年度通常総会時の登録会員数は371名ということでございます。 

 今お話にありました八代市でのワンコイン事業につきましては、ワンコインながいきサポート

事業ということで、シルバー人材センターを活用してごみ出しや清掃、日用品の買い物と、日常

での困りごとを低料金で受けられるサービスになっているようでございます。 

 この事業を開始する要因は、通常の家事援助を申し込まれる方の中に、ごみ出し、買い物援助

等の軽微で短時間で処理できる作業についても、家事援助と同じ金額で実施をしていました。 

 このような中で、会員の中から軽微な作業については、ワンコイン程度で有償ボランティア的

な事業として取り組みたいというような発想で始まったというふうに聞いております。 

 市内での事業運営でございますが、年度当初に、活動内容を紹介散らしを作成し、市内各家庭

に配布しましてＰＲを行って、地域社会に貢献できる福祉家事援助サービスの御案内、子育て世

代から高齢者、身体が不自由な方、共稼ぎの家庭、単身赴任の家庭など、どこでも日常的な仕事

のサポートが必要なとき、利用できるサービス事業形態を行っております。このことで地域社会

の大きな貢献になるものであると考えております。 

 ワンコインながいきサポート事業と同じ内容のセンター事業に関してでございますが、このこ
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とにつきましては、福祉・家事援助サービスとして受注しておりまして、年間204件ほどの実績が

あるようでございます。 

 地域社会を支える一員として、このシルバー人材センターの事業はあるところでございますが、

センターの事務局の方からは、市民や会員の方々からの特段の要望がないということで、現行の

福祉・家事援助の事業運営で対応できるのではないかというふうに聞いております。 

○２番（下平晴行君） これは恐らくそういう注文がないというのは、そういう情報が何かする

とないと、それは申し込めないと、市長、思うんですよ。 

 ですから、そのことと別にワンコイン、いわゆるサポート事業というのは、手軽に身近なこと

をやってくれるということでの対応ができないかということを私は言っているわけであります。 

 その今やってる事業については、よく理解しているわけです。私が言っているのはそういうこ

とです。もう１回すいません。 

○市長（本田修一君） シルバー人材センターで事業化するということになるとなれば、登録会

員の加入状況によって、市内の幾つかをブロック化しなきゃいけないということであるようでご

ざいます。 

 地区内の受注作業について、その地区内の会員で処理しなければならないということで。 

○２番（下平晴行君） 市長、いいです、いいです。 

 そういうことを聞いてるわけじゃないですから、もういいです。私が言う前から否定しちゃ駄

目ですよ、市長。 

 まあやってみようかとか、ちょっと研究してみようかと、それを答弁してくださいよ。それを

聞きたかった。そんなやる前からどうだろうか、ああだろうかって、何も進みませんよ、そんな

ことだったら、次にいきます。 

 教育行政についてであります。 

 その前に市長、ちゃんと考えてくださいよ。 私、次にいくんですけど、今のことは。 

 教育行政についてであります。 

 もと八野小学校跡地の利活用及び備品・付属設備等の活用は、どのように生かす考えかという

ことで質問をしております。 

 これは跡地利用につきましては、地域住民から署名付きで陳情が出て閉校になった経緯がある

わけであります。 

 一つは、22年度をもって閉校していただきたい。 

 二つ目には、校区内に居住する児童の通学手段の安全確保。 

 三つ目では、校区内唯一の公共施設である学校跡地、校舎、グラウンド、体育館、プール、校

長、教頭住宅の有効利用をもって閉校の陳情を出しているわけでありますが、私は地域の皆さん

がこういう形で陳情まで出して閉校の提出をしている以上は、これが可決になったわけでありま

すが、やはり地域の皆さんが自らが利活用に取り組んでいかなきゃいけないと、取り組んで、た

めに再生委員会を発足しておられるようでありますが。しかし、全然前向きに前に進んでいない
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ようであります。 

 私は、このことは誰からも頼まれて言っているわけじゃありません。これは、このままずるず

るといってしまうと、校舎自体が活用しないとどんどん傷んでしまう。そういうことも含めて、

そして備品の活用、附属品の活用、寝かしたままじゃあもったいないというようなことを考えた

中で、今回質問しているわけであります。 

 このような状況でいくと、先ほど言ったような状態になってしまうということでありますが、

市としてこの活用をどのように考えて、市としてですよ、おられるかですね、そこをお願いいた

します。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 ただいまお話がありましたように、校区の方々によります再生の委員会が開催されております。 

 私どもとしましては、この再生の委員会の方々に近隣市町の視察をしていただいたところでご

ざいます。 

 そしてまた、今年度におきましては、７月３日に校区のふれあい運動会をたちばな保育園の協

力をいただきながら開催されると、そして７月24日には、八野再生ふれあいグラウンドゴルフ大

会を、27日には市内の小学校に赴任された新人教職員のボランティア講座を、８月20日には、校

区の夏祭りを開催されるということで、地域が一体になって再生を担って取り組んでおられると

いうことでございます。 

 私どもは、このような再生されるための活動をしていただきながら市といたしましても、さま

ざまな形で、今後学校の活用がどのような形でできるかということにつきましても研究を重ねて、

そしてまた、このような施設があるということの情報発信もしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○教育長（坪田勝秀君） 備品、付属設備等についてお答えいたします。 

 まず、八野小学校の閉校につきましては、去る３月20日に地域の方々や卒業生、それから議員

の皆様方、多数の御出席をいただきまして卒業式、閉校式をつつがなく挙行することができまし

た。 

 また先日、閉校記念誌も刊行され、関係方面に発送されたところでございます。実行委員会の

方々をはじめ、関係各位に心から御礼を申し上げます。 

 八野小学校に限らず学校を閉校することになりますと、ほぼ１年間で備品関係の整理等に当た

ることになっております。八野小学校には現在、机、椅子等の一般備品、それから体育用具や理

科教材等の教材備品など、他の小・中学校で利用できる備品があるようですので、備品リストを

作成し、各学校からの希望調査を集約し、夏休み中には、各学校に配付できるよう準備を進めて

まいりたいと考えております。 

 また、現在地元公民館の希望によりまして、校庭や教室の一部の施設を開放し、使用してもら

ってるところでありますが、引き続き使用を希望される備品等もあるようでございますので、要

望を聞きながら対応してまいりたいとこういうふうに考えております。 
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 最終的に引き取り手のない備品等につきましては、廃棄の方向で今後予算計上してまいりたい

と思っております。 

 教育委員会といたしましても、八野小学校の跡地・建物が、名実ともに普通財産となりました

後、地元住民の要望に沿って有効に利用される施設として生まれ変わることを祈っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○２番（下平晴行君） はい、備品についてはよく分かりました。 

 地域が使えるものはぜひ使ってもらうように、教育長のおっしゃるとおりお願いしたいと思い

ます。 

 それから、市長、この校長、教頭住宅これは普通財産に変わっているというふうに思うわけで

すが、地域の方が今後利用したいということであれば、これは使えるわけでありますよね。そこ

辺はどうなんですか。普通財産の件。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 手続き上は、もう普通財産に完全にまだ変わっていないかもしれません、今のところ。 

 ですから、私どもの校舎、建物が済んで一緒に恐らく普通財産として処理することに、どうし

ても何か緊急にということがあれば、一部それを普通財産に変えることはできるかもしれません。

それは、ちょっとまた研究させてください。 

［下平晴行君「分かりました」と呼ぶ］ 

○２番（下平晴行君） 市長が計画を７月か８月まで計画を、これは地域でこういう活動をして

いきたいという、これは大変いいことであるわけですが、私はこのいわゆる校舎の利活用、これ

をやはり、市長が先ほど答弁されましたように、今いろんなところに研修もしているというよう

なことであるわけであります。 

 これはよく理解できますが、恐らくですね、地域の方々がその施設を利用していただくという

部分では範囲が限られてると思うんですよ。ですからやはり行政がやはり動いてあげないと、こ

れは前に進まないんじゃないかなということで、私今回質問しているわけでありますが、今教育

長がおっしゃいましたように、教室も部分的には利用しているというようなことでありますので、

これはもちろん当然有り難いことであるというふうに思うわけですが、この全体の利活用をどう

していくかという部分では、やはり行政側が、ある程度そういう取り組みの体制づくりをしてあ

げないと、これはちょっと長引くんじゃないかなというふうに思うわけですね。 

 市長もそういう面では、私先ほど言いましたように、地域から閉校をしていただきたいという

申し出をしている以上は、やはり自分たちの地域の皆さん方の責任というのは十分だろうと、行

政が統廃合のため閉校するんですよというんじゃなく、全く逆な立場できているわけですからね、

そこはよく理解できます。しかし、そこは、それはそれとして行政側でぜひ協力をしていただい

て、より早く利活用できるようにお願いをしたいというふうに思います。どうですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 
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 地域の方々が本当に率先して維持について、そしてまた有効活用があればということで研修も

されてるということを有り難く思うところでございます。当然、私自身はこの地域は、地域の方々

が率先して廃校という形をとっていただいたということにつきまして、感謝の意味合いも込めま

してモデル地区というような形で、校舎跡地の活用というものについては、一生懸命取り組んで

まいりたいということのお話をしているところでございます。 

 今後、この活用事例としましては、社会体育施設、あるいは教育施設、体験交流施設、文化施

設、それから老人福祉施設、保育所など児童福祉施設、それから民間企業の工場というようなも

のも考えられます。そのようなことに対応できる事業所はないかということの呼び掛けを広くし

てまいりたいと考えております。 

○２番（下平晴行君） よろしくお願いをしたいと思います。 

 それと市長ですね、行政財産になってれば、教育長に言った方がいいのかな。グラウンドの恐

らく南側にある、これは個人の杉山と思うんですけれども、これを以前から伐採のお願いをして

いたと、所有者オッケーだというようなことであるわけでありますが、おそらく桜とかそういう

のがありますので、そういうのに影響を及ぼしているのかなと思うんですけれども、私もちょっ

とこちらでそういうことを言うべきなのかなとちょっと迷ったんですけど、そういうお願いがあ

ったわけですけれども、そこは教育長、御存じですか。 

○教育長（坪田勝秀君） お答えいたします。 

 以前から南側にあります杉をですね、伐採して、そして明るくしたらどうだろうという話があ

ることは承知しております。どのぐらいの金額がかかるのかということも分かりませんでしたが、

当時まだ閉校の手続きをしておりましたので、今後どういう利用をすることになるか。場合によ

っては、杉を切ったがために非常に風が当たりが強くなったみたいなことになりますというと、

もうやぶ蛇でございましたので、ここはまた、今後場合によっては、その施設をどう使うかとい

うこととも関連がひょっとして出てくるかもしれないなと思ってるところです。あとはまた財政

当局とも相談してみたいと考えております。 

○２番（下平晴行君） はい、分かりました。その辺もよくお願いをしたいと思います。 

 それから最後に、安心・安全のまちづくりについてでございます。 

 質問の内容については、ここに書いてあるとおりであります。駐車している車や花鉢、これは

民間の庭の花鉢、それから空き瓶の散乱、それから自販機、クーラーの室外機、こういうものに

やはりいたずらする客なのか、酔っ払いだというふうに思うんですが、あとを絶たない状況であ

るということのお願いがあったわけであります。 

 そういうことから、国道220号線沿い、それから銀座街の飲み屋のあの通り、それから駐輪場の

電気照明の問題もありました。これは、次の問題でいいんですけど、そういうことで遠くから飲

食に来る、あるいは志布志に来てくださるそういう方々やそれから地域住民、そういう方々に大

変迷惑を掛けているというようなことから、防犯カメラの設置はできないかということでござい

ます。 
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 お願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 本市におきましては、安心・安全なまちづくりのために市民の生命、身体、また財産に危害が

及ぶ犯罪、交通事故防止、交通事故及び災害を未然に防止するなどの各種施策を推進していると

ころであります。 

 繁華街周辺につきましては、街路照明が設置され、夜間でも明るさが保たれており、深夜にお

いても警察車両の巡回や、ある程度人の移動があることから、現在のところ大きな犯罪は発生し

てないところであります。 

 御質問のありました防犯カメラの設置につきまして、県内の状況を調べてみますと、自治体で

設置したり、設置に対する補助制度などを設けているところ、自治体はないようであります。 

 一方、犯罪被害の未然防止等の有用性が認められていることから、鹿児島市や鹿屋市の商店街

に防犯カメラが設置されているようですが、事業主体は商店組合の団体となっているようでござ

います。 

 また、公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び利用につきましては、維持管理やデータ

管理者の責務等があると聞いております。 

 しかし、当該地区におきまして飲酒が原因で、駐車や花鉢等に対してのいたずらが発生してい

るものと思われますので、現在の段階では警察との協議を行いまして、当該地区の巡回強化や注

意啓発看板の設置を検討してまいりたいと考えます。 

○２番（下平晴行君） 事例がないというようなことでの答弁ではなくてですね、よく分かるん

ですよ。 

 私も例えば商工会、観光協会、そういうところで、実際はあるいはそういう組合があるわけで

すね。飲食組合とか、そういうところですべきじゃないのかなという気もするわけです。 

 しかし、そういう協会なりで話がどんどんいけばいいんですけれども、恐らくですね、うまく

はいかないと思います。 

 ですから、市長、そういう事例はないにしても、例えばモデルとして１か所ぐらいにですよ、

１か所。例えば国道220号線、あの辺を選定して設置したらどうかなというふうな考え方は持って

るんですよ。１か所付けますと、恐らく付けると恐らく何もしないというふうに思うんですね。

でも、ただ、市が本当にしていいのかどうかという部分では、いろいろ問題もあるかもしれませ

んけど、事例がないからじゃなくて、やっぱり市民の安心・安全ということを考えると、やっぱ

りそこを志布志市はやっぱりやっているなと、全部する必要はない。市長が一番困るのは恐らく

そこにしたから、俺のここもしてくれというようなことになってくるから、そういうものでやっ

ぱり前例をつくっちゃいかんというようなことでの考え方もあると思うんですが、そこ辺はどう

なんですか。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

 私自身としましては、本市は環境の面からさまざまな形で市民の方々の御協力をいただきなが
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ら、ごみの分別収集を一生懸命取り組んでいただきまして、そして、ごみゼロのまちを目指して

いるという状況でありながらも不法投棄が絶えないということについて、この議会でもいつも御

指摘をいただいているところでございます。 

 そのようなことで、現在、一時的に借用という形で監視のカメラが設置されているところでご

ざいますが、そのような観点から今後も環境を保つために、そしてまた今お話があります安心・

安全なまちづくり、防犯の観点からのカメラというものは必要かというふうには考えます。可能

な道を探ってまいりたいと考えます。 

○２番（下平晴行君） ぜひそういう今市長が可能というような答弁をいただきましたので、議

論をしてお願いしたいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（上村 環君） 以上で、下平晴行君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

 明日から27日までは、休会といたします。 

 28日は、午前10時から本会議を開きます。 

 本日はこれで散会します。 

午後２時18分 散会 



 （321）

平成２３年第２回志布志市議会定例会（第６号） 

期 日：平成23年６月28日（火曜日）午前10時10分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 報告 

日程第３ 議案第40号 志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定につい
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午前10時10分 開議 

○議長（上村 環君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上村 環君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、丸﨑幹男君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

 日程第２ 報告 

○議長（上村 環君） 日程第２、報告を申し上げます。 

第87回全国市議会議長会定期総会において、次の方が表彰を受けられましたので報告いたしま

す。 

一般表彰、議員10年以上、東宏二君。 

以上であります。 

ここで、伝達のためしばらく休憩します。 

──────○────── 

午前10時11分 休憩 

午前10時12分 再開 

──────○────── 

日程第３ 議案第40号 志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（上村 環君） 会議を再開します。 

日程第３、議案第40号、志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（鶴迫京子君） ただいま議題となりました議案第40号、志布志市移動通信用

鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査経過の概要と

結果について報告いたします。 

当委員会は、６月13日、委員７名出席の下、執行部から情報管理課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部からの説明を受けた後、質疑を行い、主な質疑といたしまして、今回の４地区の鉄塔建

設で、市内の携帯電話不感地区の解消が図られるのか、今後についてただしたところ、今回整備

された田床、四浦後谷、四浦提口、宮塩川路の４地区以外で柳井谷、馬庭については、ＮＴＴド

コモが自主整備で鉄塔を建てるので、集落等、民家のある所はこれでほぼ解消できるが、山間部

はいくらか空白地帯があると考えるとの答弁でありました。 



 （324）

地域では鉄塔が建てば、すぐ携帯電話が使えると思う人が多いので、行政告知放送などで周知

をという要望に対して、現在、散らしを準備中で、７月６日以前に送付し周知を図っていくとの

回答でした。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第40号、志布志市

移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例の制定については、全会一致をもって原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（上村 環君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第40号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第40号は、所管委員長の報告の

とおり、可決されました。 

──────○────── 

 日程第４ 議案第42号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

○議長（上村 環君） 日程第４、議案第42号、損害賠償の額を定め、和解することについてを

議題とします。 

本件は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（鶴迫京子君） ただいま議題となりました議案第42号、損害賠償の額を定め、

和解することについて、総務常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたします。 

 当委員会は、６月13日、委員７名出席の下、執行部から企画政策課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部からの説明を受けた後、質疑を行い、主な質疑といたしまして、事故当日、公用車には

運転手以外の同乗者がいたのか、また相手方の状況についてただしたところ、公用車には同乗者

が３人いたが、後方の確認を怠り、注意不足もあった。相手方は勤務中で車内にはいなかったが、

その日のうちに連絡は取れたとの答弁でありました。 
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また、同乗者の責任も大である。全庁的に運転マニュアルを作成して職員に徹底するよう検討

すべきではないかとただしたところ、その後、交通安全の講習会も実施された。マニュアル作成

等については、担当課にもお願いしたいとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第42号、損害賠償

の額を定め、和解することについては、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（上村 環君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第42号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本件は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第42号は、所管委員長の報告の

とおり、可決されました。 

──────○────── 

日程第５ 議案第43号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号） 

○議長（上村 環君） 日程第５、議案第43号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

本案は、それぞれの所管の常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過

と結果について、委員長の報告を求めます。 

まず、７番、鶴迫京子総務常任委員長。 

○総務常任委員長（鶴迫京子君） ただいま議題となりました議案第43号、平成23年度志布志市

一般会計補正予算（第２号）のうち、総務常任委員会に付託となりました所管分の審査経過の概

要と結果について報告いたします。 

当委員会は、６月13日、委員７名出席の下、執行部から担当課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い報告いたします。 

はじめに、港湾商工課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、商工費県補助金は、緊急雇用創出事業臨時特
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例基金事業で新たに２事業が対象となったため増額するもので、これにより５名の雇用が確保さ

れる予定である。 

歳出の主なものは、商工業振興費の負担金補助及び交付金は、商工業振興対策事業として、志

布志まちづくり公社の８月償還期限の高度化資金償還金の不足見込み額の経費補助分を、また、

観光費で、ＪＲ志布志駅のトイレを男女別並びに障害者対応に改修し、併せて待合所を整備する

などのＪＲ志布志駅トイレ・待合所改修事業分を、港湾振興費では、県の大隅地域レンタカー無

料プラン事業の効果をさんふらわあの利用促進、市内宿泊施設の利用促進及び特産品等の販売促

進に波及させるために行う、さんふらわあ志布志航路利用促進協議会の事業支援分を増額するも

のである。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、アピアの現状と今後の見通しについてただしたところ、入店は17店

舗で、中央部に空きスペースがある。第14期売り上げで年11億円、対前年比を８％下回り、今年

は５月まで毎月２％ほど落ち込んでいる。今後の見込みとして、対前年比を上回るようにまちづ

くり公社と連携し、検討しているとの答弁でありました。 

さんふらわあ志布志航路利用の現状はどうか、また、観光推進員設置の成果はあがっているの

かとただしたところ、例年の夏の利用以上の予約があり、今まで利用のないところにも出向きＰ

Ｒしている。大震災などによる利用の落ち込みがあり、現時点での効果は言い難いが、夏休み利

用の問い合わせもあり、昨年以上になるかと期待はしているとの答弁でありました。 

レンタカー貸し出し・返却に係る事業所負担経費の一部を一往復につき上限1,000円負担するこ

とについて、効果をかなり期待しているのかとただしたところ、さんふらわあ利用者の利便性が

向上するので期待している。県のレンタカー事業の登録業者がある鹿屋から志布志港までの業者

手間を計算して、その３分の１程度の1,000円を上限としているとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、財務課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、地方債の補正は、ＪＲ志布志駅トイレ・待合所改修事業に伴う過

疎対策事業の総合観光案内事業を710万円追加し、一般単独事業で、県営事業負担金増額に伴う地

方道路等整備事業を440万円増額変更している。 

なお、地方債については、23年度末の現在高見込み額が241億8,832万2,000円となる予定である。 

今回の補正で財務課分は歳入のみで、財政調整基金繰入金を8,799万1,000円増額し、総額を

9,874万3,000円とし、市債は、1,150万円増額し、総額を20億5,220万円とするものである。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、合併特例債の現状と今後の見通しについてただしたところ、平成18

年から27年の発行可能額は136億円を見込み、うち、本市は95億円を予定している。22年度末現在

高は55億8,000万円で、23年度分は４億1,400万円を計上。23年度末は58億8,000万円になると考え

ているとの答弁でありました。 
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今回の国際バルク港選定に伴う港湾負担金についても合併特例債の対象となるのか。また、ど

ういう事業に適用できるか前向きな取り組みをとただしたところ、官民拠出が未定のため、今後

港湾商工課から情報を得たいと考えてはいるが、対象となるかは難しいと考えている。また、今

後の振興計画策定と企画政策課のビジョンを踏まえ事業を選択し、財源を見つけていく中で、特

例債が適用可能なものは取り入れたいとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、企画政策課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、国庫支出金で、社会資本整備総合交付金、い

わゆる旧みなと振興交付金115万2,000円の減額は、県全体で約35％の減額となり、本市への配分

も同様に減額となったためである。これは、しおかぜ公園のトイレ屋根上の太陽光発電設置に充

当するものである。 

歳出の主なものは、企画費の報償費等26万3,000円の増額は、ブランド推進事業のさつまいもを

使った農商工連携で、鹿大農学部研究におけるアンケート及び報告会実施に伴うものである。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、ブランド推進事業の26万3,000円の増額補正について、当初で見込め

なかった理由と報告会の場所、また鹿大との連携についてただしたところ、当初、アンケート調

査とニーズ調査後、報告書提出として予算計上をしていたが、情報発信などに一同で取り組むこ

とで、商工・観光会員の意識も変わる。また、一番には本市の取り組みを鹿大との委託分で出し

たいということで、今回の補正対応となった。報告会の場所は鹿大の学生食堂を利用して行いた

いという大学の意向がある。鹿大生と教授も本市へ来てもらい、商工会などとも情報交換し、そ

れをまとめる報告会を市関係者も一同に会して鹿大で行う計画であるとの答弁でありました。 

また、ブランド事業と市長の言う地域ブランドとの関連と、今後はブランド推進協議会が主た

るものは決めていくのかとただしたところ、市長の言う地域ブランドについては、ブランド推進

協議会で施策は推進していくと考えている。鹿大の分は、できたものをブランドとして位置付け

られるかである。ブランド推進協議会には、健康づくり、環境、有機など施策的な部会と、情報

などＰＲ的な部会を設置しているとの答弁でありました。 

本市には市の電力需要データはあるのか。さらに、国際バルク港選定を受けて電力需要の伸び

が考えられるが、市としての電力・エネルギー政策についてただしたところ、具体的に電力需要

調査は把握していない。平成19年に新エネルギービジョン政策として、再生エネルギー、バイオ

マスエネルギー、中でも風力、太陽光調査は出しているが、活用策は出されていない。市民に対

してエネルギーの勉強会実施や電力需要量も調査しながら、設置の方向で国の出される政策に乗

り遅れないようにしていきたい。 

また、新エネルギー政策はこの地域だからできるものだと思う。まずは公共施設にパネルを設

置し、環境学習にも取り組み、可能であればメガソーラーなどの形にもっていければと、今後の

大きなテーマとして取り組みたいと考えているとの答弁でありました。 
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以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、総務課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳出の主なものは、総務費、一般管理費の委託料372万8,000円は、

行政評価システム導入支援業務委託事業で業務量調査に伴う支援項目を追加するための増額であ

る。非常備消防費の負担金補助及び交付金345万7,000円の増額補正は、団員18名分の退職慰労金

である。 

また、市の防災計画、災害対策マニュアル見直しのための嘱託職員の任用等、防災対策事業を

推進するための報酬等を623万円増額補正する。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、今回雇用する防災推進員のノウハウを活用して、防災意識向上のた

めの職員研修会等有効な活用を図るべきであると思うがとただしたところ、市の防災計画は国の

指針を基に、災害対策基本法関連で国、県、市の連携で作成しなければならず、大震災を踏まえ、

県も防災計画の中の課題を洗い出し中である。本市も同様の作業が始まる予定である。市職員へ

の防災意識の強化策として講習会も考えている。早急の対応ということで、総務課の既定予算で

６月から雇用しているとの答弁でありました。 

また、既定予算で雇用しているということは、補正予算の可決を想定でのことか。なぜ、事前

に議会に対して既定予算で雇用する旨の話がなかったのかとただしたところ、３月議会の市長答

弁で、｢早急に対応する｣として、６月分は現計予算で、７月からは補正予算でお願いしたい。過

去の経緯を踏まえての流れであるが、議会に対して詳細な説明がなかったことは反省していると

の答弁でありました。 

業務量調査の委託先は行政評価の支援を受けている業者と同じか。また、職員減での仕事への

影響や委託以前にワークシェアリング等の考え方もあると思うが、人事担当課としての考え方に

ついてただしたところ、委託先は同一業者を予定している。内容は、ノウハウを指導してもらい、

職員自身が業務量調査を行っていく。人員は定員適正化計画より少ない状況である。業務量調査

で各課の正確な事務量と適正人員を把握し、今後これに基づく定員適正化計画の見直しも必要に

なってくるかと考えるとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、情報管理課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、総務使用料の携帯電話伝送路設備使用料17万

3,000円で、地域情報通信基盤整備推進事業で整備した光ファイバーをＮＴＴドコモに貸し付ける

ものである。 

歳出の主なものは、情報管理費の備品購入費394万円の増額は、行政告知放送端末設置事業で市

民に貸与する端末機など100台分の購入費である。負担金補助及び交付金443万7,000円は、行政告

知放送端末設置事業の引き込み線工事費等の補助金で、100％補助が80台分、50％補助が20台分で

ある。 
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概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、提出された資料では814戸が設置を希望しないとなっているが、その

うち20戸を50％補助と見込んだことについて、市長、財務課との協議の中では100％補助という議

論はなかったのかとただしたところ、50％、100％補助については、事業完了後も全ての市民に

100％補助で同様の取り扱いをという意見もあったが、明確に自己負担の話もしており、市の説明

に一貫性がなく行政不信へつながるのではという意見もあり、特段の理由がなければ自己負担に

ついては堅持すべきと考えた。 

また、８万8,000円の自己負担が端末機貸与により、実質27％負担の２万4,650円となり、理解

してもらえる額とも考えた。仮に100％補助するとなると、これが前例となり、将来の大規模事業

への支障や新たな財政負担も生じることとなるので、今回27％の自己負担は理解してもらえると

協議してきたとの答弁でありました。 

市民にペナルティを課すような行政の在り方も問われる。設置を希望しない814戸の中には、説

明などを徹底しても理解を示さない人、説明に理解が困難な人、説明者の説明不足などもあった

と思う。約２万4,000円を自己負担して付ける人は、そう増えないと考えるが、最終判断は市長が

されたのかとただしたところ、現在、交付金要綱を作成中だが、その中に「市長が特に必要と認

める者には全額交付」ということも考えている。また、どうしても端末機不要の人には無線戸別

受信機を回収したもので対応することを考えているとの答弁でありました。 

転入者対応分の80台を使い切った後は、新たな補正で全額市対応という理解でよいかとただし

たところ、予算を使い切り後の転入者分は、再度補正予算をお願いして対応したいとの答弁であ

りました。 

提出された資料で、端末機設置を希望しない世帯が志布志地区225、香月地区204で、人数では

約600名になると思うが、そこには情報が届かないことになる。この地域は今回の大震災から考え

ても一番必要となる地域である。今回の端末機は一種の公共設備であり、「行政が必要なので設置

させてください」という考え方で、行政サービスの根底に戻り、必要で申し込む人には100％補助

すべきではないかとただしたところ、行政が公共設備として整備する考えには同感である。今回

申し込みを採ったのは、工事上、建物の所有者同意を要したためもあり、その結果、100％設置に

は至らなかった。防災の点からは、市から確実に知らせる手段が必要なことも十分認識しており、

無線戸別受信機も含めて検討したいとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

その後、情報管理課分の行政告知放送端末設置事業に係る補正予算ついては、市長への総括質

疑を行う必要があることとなり、総括質疑を行いました。 

総括質疑の主なものといたしまして、告知端末の設置に係る市当局の周知について努力は理解

するが、不在、不明の所への徹底不足もあったと聞いている。大震災以降、本事業に対する市民

の考えが大きく変わっていると思われる中で、新たに付けてほしい人に50％補助という点につい

て、行政はあらゆる手段を使い、避難しない人を避難させるべきであり、放置してはいけないと
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いう市民を守る立場から、告知端末の100％設置を目指すべきであり、そのためには100％補助で

対応するのが本来ではないかという考えが当委員会では大勢を占めたが、市長はこれをどのよう

に考えるかとただしたところ、告知端末の100％設置を目標に取り組んだ結果、94％を超える加入

率となったが、６％が未加入となったため、協議して今回の提案となった。 

しかし、大震災発生による防災計画の見直しで、市民への情報伝達は大きなテーマとなる。市

民の利便性向上、安心・安全なまちづくりの向上の観点からサービスを受けられる体制の整備が

必要と考える。 

今回申し込みをされなかった人についても、ハード面の整備により市からの情報提供が可能と

なると、更に一体感が図られるまちになると思う。 

市民への今後の防災に対する備えを考えると、100％設置を目指したいので、その観点から50％

補助については要綱を見直したいとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、市長への総括質疑を終結しました。 

以上で全ての課を終え、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第43号、平成23

年度志布志市一般会計補正予算（第２号）のうち、総務常任委員会に付託となりました所管分に

つきましては、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（上村 環君） 次に、３番、西江園明文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（西江園 明君） ただいま議題となっております議案第43号、平成23年

度志布志市一般会計補正予算（第２号）のうち、文教厚生常任委員会に付託となりました所管分

の審査経過の概要と結果について御報告いたします。 

当委員会は、６月13日、委員全員出席の下、審査に資するため、のがみ保育園改築事業、有明

保育園建て替え事業、及び夏井海岸の火砕流堆積物国指定化事業の現地調査を実施した後、執行

部から担当課長ほか担当職員の出席を求め、審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い御報告いたします。 

はじめに、教育総務課、学校教育課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、教育費県委託金が40万円の減額で、これは国

の予算減額により県への配分がゼロとなり委託事業が廃止となったことによるものですが、歳出

の教育指導費に一般財源を追加し、事業は継続して行うものです。 

次に、寄附金の一般寄附金は、学校教育に役立つようとの趣旨での10万円であります。 

歳出の主なものは、事務局費の負担金補助及び交付金は、当初継続予定のＡＬＴ１人が帰国す

ることになり、自治体国際化協会への負担金42万円であります。 

ほかは、人事異動による人件費の調整であります。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、自立支援事業についてただしたところ、当初、全体事業費320万円の

うちの40万円の補助を見込んでいたが、補助が無くなったことにより一般財源を追加するもので、
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昨年度は７人いたが、中学校に復帰したりして、現在のところ１名が在籍しているとの答弁であ

りました。 

一般寄附金の10万円についてただしたところ、受け入れだけの補正で、歳出はないとの答弁で

ありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結いたしました。 

次に、生涯学習課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、寄附金の特定寄附金として、叙勲受賞記念と

して図書購入を趣旨に30万円を計上。次に、スポーツ振興助成金652万6,000円は、サッカーのtoto

（トト）事業によるもので、しおかぜ公園のこけら落とし行事に関連する事業費の約半分の145

万7,000円と運動公園体育館備品購入事業費への助成506万9,000円であります。 

歳出の主なものは、文化財保護費で、夏井海岸の火砕流堆積物を国の天然記念物指定を受ける

ための経費198万2,000円を計上。 

保健体育総務費の負担金補助及び交付金で140万円を計上。これは、プロ野球の名球会・ＯＢク

ラブが秋に本市で親善試合やふれあい野球教室などが開催されることによる実行委員会への負担

金であります。また、体育館の備品購入として、老朽化したバスケット台を更新する経費を計上

した。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、ドリームべースボールについてただしたところ、10月23日であり、

実行委員会は市で立ち上げ、フェンスや仮設トイレなどに要する経費で、旅費などの経費2,000

万円から2,500万円は財団法人自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として負担するとの

答弁でありました。 

次に、特定寄附金30万円の使途についてただしたところ、当初予算に一般財源で計上している

図書購入費に充当するとの答弁でありました。 

夏井海岸の火砕流堆積物の国指定の見込みと指定してからの保存と観光資源への活用について

ただしたところ、今後審議会などを経て、来年度の指定を目標にしている。また今後の活用につ

いては、自然による破壊はあるが、人為的な破壊は地形的に考えられないので、活用としてはテ

ーマ的に一般にはなじまないので、今までのとおりを考えているとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、市民環境課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入、歳出とも人事異動に伴う組み替え補正であるとの説明を受

け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、かなりの職員が人事異動になっているが、人数的にはどうかとただ

したところ、昨年と職員数は同じであるとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、保健課分について報告いたします。 
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執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、民生費県補助金は、介護基盤緊急整備等特別

対策事業の補助金である。 

歳出の主なものは、ただいま歳入で説明しましたように、認知症高齢者グループホーム施設に

消防署へ通報する火災報知設備の整備で、事業所へ歳入と同額を補助金として計上。 

健康づくり費の報償費は、運動器具を使わない簡単な運動で筋肉が貯まる「貯筋運動」の指導

者養成講座の鹿屋体育大学の講師等謝礼金である。 

ほかは、人事異動によるものである。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、貯筋運動は継続することで効果が出てくると思うが、今後の見込み

についてただしたところ、今回の研究事業は、養護老人ホーム２施設の協力の下、入所者に貯筋

運動を継続して実践してもらい、参加者の筋力、体力などの健康状態の変化を観察し、医療費軽

減に関わる効果等を検証するもので、市の介護予防、疾病予防につながる事業である。また、指

導者養成講座も実施し、老人福祉施設等での運動指導者やボランティアなど指導者を養成し広め

て行きたいと計画しているとの答弁でありました。 

次に、予防接種が志布志市は集団接種で、近隣市町村は個別接種のところが増えているが、考

え方についてただしたところ、個別接種が自分の都合でできるのでというメリットもあるが、医

療機関が予防接種記録やワクチンの手配など負担が増えるとの意見もあるので、今後医師会とも

協議したいとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、福祉課分について報告いたします。 

執行部の説明によりますと、歳入の主なものは、国庫支出金の児童福祉費負担金を、子ども手

当給付事業の減額分として7,182万円を計上。県支出金の児童福祉費補助金は、保育所緊急整備事

業に１億318万円を追加する。 

歳出の主なものは、児童措置費は、子ども手当給付事業の子ども手当法案の廃案により、7,000

円の上乗せが無くなったことによる減額である。 

次に、保育所費の負担金補助及び交付金は、有明保育園の建て替えとのがみ保育園の改築に伴

う補助金である。これは県が55％、市が25％、事業者負担が20％である。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、移管したあとに保育所への補助が出てくるが、今後も市の負担が続

くのかとただしたところ、県が実施している安心子ども基金が今後何年間あるのか不明であるが、

その後は何らかの補助は考えなければならないと思うとの答弁でありました。 

次に、有明保育園は交差点付近にあり、また小学校に隣接しているが、移転は考えなかったの

かとただしたところ、園側からは給食センターの隣接地の相談があったので、市長を含め協議し

たが、今後ほかの活用が出てくるのではないかということで、現在地で、園に隣接する小学校敷

地の一部を学童の施設として利用することで協議が成立したとの答弁でありました。 
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次に、議会が認めたのは土地の無償貸し付けと建物の無償譲渡である。今回土地の分筆の経費

が提案されているが、その分筆した土地を無償で貸し付けることは認めていない。保育園の建設

のタイムスケジュールと分筆した土地の無償貸し付けの議会への手続きがおかしいのではないか

とただしたところ、分筆して、９月議会で提案したいとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

その後、生涯学習課分の特定寄附金については、市長、教育長への総括質疑を行う必要がある

こととなり、総括質疑を行いました。 

総括質疑の主なものといたしまして、特定寄附金は図書購入費に充てて下さいとの寄付である

のに、予算書では図書購入費は計上されておらず、人件費に充てたような形になっている。当初

予算の図書購入費が一般財源であるので、これに充当するとの説明であるが、寄付目的を明確に

生かすべきでないかとただしたところ、市長答弁として、寄付の目的がはっきりされているので、

それに沿った予算措置がされるべきであると思うとのことでありました。 

次に、教育長は、寄付された方の気持ちを考えると、明確に図書購入という費目で計上するこ

とが当然であると思うとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、市長、教育長への総括質疑を終結いたしました。 

そして、丸山委員から、議案第43号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号）に対す

る修正案が提出されました。 

修正案の理由として、図書館費の補正額805万7,000円については、財源内訳において、その他

の財源として特定寄附金が充てられているが、図書購入費は計上されてなく、寄付者の意思、目

的を考えた場合、これを認めることは適当でないと考えるので、歳出の10款、教育費、５項、社

会教育費、８目、図書館費を30万円増額し、併せて、歳出の14款、予備費、1項、予備費、１目、

予備費を30万円減額するものであるとの説明がありました。 

修正案に対する質疑に入りましたが、質疑はなく、引き続き討論を行い、次のような要旨の討

論がありました。 

今提案があったように、寄付された方の意思が明確に現れる予算であるべきと思う。提案者に

同感である。よって、修正案に賛成するとのことでありました。 

以上で討論を終結し、採決を行い、起立採決の結果、議案第43号、平成23年度志布志市一般会

計補正予算（第２号）のうち、文教厚生常任委員会に付託となりました所管分につきましては、

お手元に配布してあります修正案のとおり、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしまし

た。 

次に、修正可決すべきものと決定した部分を除く原案について採決を行い、起立採決の結果、

議案第43号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第２号）のうち、文教厚生常任委員会に付

託となりました所管分につきましては、修正可決すべきものと決定した部分を除く原案について

は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（上村 環君） 次に、９番、毛野了産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（毛野 了君） ただいま議題となっています議案第43号、平成23年度志

布志市一般会計補正予算（第２号）のうち、産業建設常任委員会に付託となった所管分の審査の

概要と結果について報告を申し上げます。 

当委員会は、６月13日、委員全員出席の下、審査に資するために、市単独道路維持事業宮内線

舗装修繕工事の現地調査を実施したあと、執行部から関係課長ほか担当職員の出席を求め、審査

を行いました。 

それでは、まず農政課分について御報告申し上げます。 

茶業振興費の茶改植対策事業462万8,000円は、厳しい茶業情勢を踏まえ、不良品種から優良品

種への改植を推進し、早期成園化と品質向上のための支援を行うものであるとの説明であります。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、茶改植対策事業について、品種の選定もしくは優良品種などの限定

はないのかとただしたところ、市としては、県の奨励する「くりたわせ」なり「ゆたかみどり」

などを推奨品種としているとの答弁であります。「やぶきた」も県の奨励品種に入っているが、本

市でもかなりの面積になっているため、今回の事業では、「やぶきた」については、他品種への転

換をしていただきたいと考えているとの答弁でありました。 

概略、以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

次に、建設課分について御報告申し上げます。 

土木総務費の業務委託費200万円は、志布志地区の東九州自動車道及び都城志布志道路が乗り入

れる地域において、既存道路との取り合いなど環境の変化への対策として、道路網整備等の基本

構想を策定するものである。 

道路維持費では、昨年に引き続き宮内線舗装修繕工事500万円を工事請負費に追加補正している。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、市単独道路維持事業宮内線舗装修繕工事について、今回、事業箇所

に挙がっている宮内線よりも状況の悪い道路というのは、市内の至る所にあると思うが、宮内線

がこの事業に選ばれた経緯は、ほかに候補地はなかったのかとただしたところ、県営や市営住宅、

分譲地が集中した所であり、そこの路面状況が悪いということと、今回、東九州自動車道計画区

域の前後の箇所で悪い所を優先的に舗装をしていくということで、宮内線を採択したとの答弁で

ありました。 

概略、以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結しました。 

以上で全ての課を終え、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第43号、平成23

年度志布志市一般会計補正予算（第２号）のうち、産業建設常任委員会に付託となりました所管

分については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（上村 環君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

本案に対する文教厚生常任委員長の報告は、修正であります。 

また、総務常任委員長及び産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

まず、文教厚生常任委員会の修正案について、起立によって採決します。 

お諮りします。文教厚生常任委員会の修正案に賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（上村 環君） 起立多数です。したがって、文教厚生常任委員会の修正案は、可決され

ました。 

次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立によって採決します。 

お諮りします。修正部分を除く部分を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（上村 環君） 起立多数です。したがって、修正部分を除く原案は、可決されました。 

──────○────── 

 日程第６ 陳情第２号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択

について 

○議長（上村 環君） 日程第６、陳情第２号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡

充に係る意見書の採択についてを議題とします。 

本件は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（西江園 明君） ただいま議題となりました陳情第２号、30人以下学級

実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択について、文教厚生常任委員会における

審査経過の概要と結果について御報告いたします。 

当委員会は、６月13日、委員全員出席の下、執行部から教育総務課長、学校教育課長ほか担当

職員の出席を求め、当陳情に対する執行部の意見を求めました。 

執行部によりますと、国において措置がなされるべきと考えている。国も35人学級を打ち出し

たばかりであるので、意見はありませんとのことでした。 

早速、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、国の動向についてただしたところ、公立義務教育諸学校の学級編制
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及び教職員定数の標準に関する法律の改正があり、現段階では、平成23年度小学校１年生におい

て35人学級とするという国の決定である。小学校２年生以上、来年度以降どうなるかということ

もまだ確定してないところであるとの答弁でありました。 

このようになった場合、教室は足りるのかとただしたところ、全て35人になった場合、学級増

の学校があり、志布志中学校の教室を調査していないところであるが、あとの学校は余裕教室等

があるので対応できる見込みであるとの答弁でありました。 

陳情の趣旨を鑑みたとき、国は何人ぐらいの学級が望ましいとの基本方針は出していないのか

とただしたところ、今のところ聞いていないとの答弁でありました。 

以上のような質疑、答弁がなされ、質疑を終結いたしました。 

次に、討論に入り、次のような要旨の討論がありました。 

国が30年ぶりに義務標準法を改正して、今年度から１年生だけが35人となった。今までの運動

の成果だと思う。ぜひ、これからも国において進めてもらいたい。更に、教育の機会均等という

ことで、国庫負担割合を現行の３分の１から２分の１に戻すことは自治体のためにも影響がある

ことなので、ぜひ、国に意見書を上げていただきたいとの討論がありました。 

以上で討論を終え、採決の結果、陳情第２号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡

充に係る意見書の採択については、全会一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（上村 環君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。陳情第２号に対する所管委員長の報告は、採択であります。本件は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第２号は、所管委員長の報告の

とおり、採択されました。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 日程第７、発議第５号につきましては、会議規則第39条第２項の規定に

より、委員会への付託を省略いたします。 

──────○────── 



 （337）

 日程第７ 発議第５号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関する意見書の提

出について 

○議長（上村 環君） 日程第７、発議第５号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡

充に関する意見書の提出についてを議題とします。 

本件について、提出者の趣旨説明を求めます。 

○文教厚生常任委員長（西江園 明君） ただいま議題となりました発議第５号、30人以下学級

実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関する意見書の提出について、趣旨説明を申し上げます。 

先ほど議題となりました陳情第２号、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関す

る意見書の採択については、文教厚生常任委員会に付託となっていましたが、審査の結果、委員

会で採択すべきものと決定いたしました。それを受け、文教厚生常任委員会として、別紙案のと

おり意見書を提出しようとするものであります。 

提出の理由としましては、将来を担う子どもたちへの教育は極めて重要であり、子どもたちが

全国どこに住んでいても教育の機会均等が担保され、教育水準が維持向上されるように施策を講

じる必要があることから、教育予算に関する事項の実現について格段の配慮方を強く要請するた

め、地方自治法第99条の規定により、関係機関へ意見書を提出しようとするものであります。 

提出先は、内閣総理大臣 菅直人、内閣官房長官 枝野幸男、文部科学大臣 髙木義明、財務

大臣 野田佳彦、総務大臣 片山善博でございます。 

以上、趣旨説明を終わります。御賛同方、よろしくお願いいたします。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。発議第５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、発議第５号は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） お諮りします。 

ただいま議決されました発議第５号の字句整理及び提出手続きについては、議長に一任願いた

いと思います。これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議長において字句整理の上、提出す

ることにいたします。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） お諮りします。 

日程第８、議案第44号から、日程第11、議案第47号までの４件については、会議規則第39条第

３項の規定により、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第44号から、議案第47号までの

４件については、委員会への付託を省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

 日程第８ 議案第44号 工事請負契約の変更について 

○議長（上村 環君） 日程第８、議案第44号、工事請負契約の変更についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第44号、工事請負契約の変更について説明を申し上げます。 

本案は、線路設備の数量等を変更することに伴い、志布志市地域情報通信基盤整備推進事業伝

送路整備工事の請負契約を変更して締結するに当たり、地方自治法第96条第１項第５号及び志布

志市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、平成22年10月28日可決された議案第59号に基づいて締結した工事請負契

約の金額を、24億6,750万円から24億6,668万3,100円に変更して締結するものであります。 

詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 議案第44号につきまして、補足して説明を申し上げます。 

変更の主なものでございますが、引き込み工事が当初１万5,834台から１万2,768台へ減少をし

たものでございます。それから、自営柱の支線について増加をしたものでございます。 

以上が主な理由でございます。よろしくお願いします。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。 

会議規則第53条の規定により、西江園明君から発言通告書が提出されておりますので、まず西

江園明君の質疑を許可します。 

○３番（西江園 明君） 今、課長の方の補足説明の中で台数の設置を聞き、通告しておりまし

たけど、今報告がありましたので、今回の変更は当初の発注が１万5,840で発注をしていて、精算

というか設置したやつが１万2,768、マイナス約3,000台ぐらいが今回の変更の理由というふうに
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理解してよろしいんですね。それが、まず１点目です。 

次にですね、まだバタバタ工事をして、とてもじゃないけど終わる見込みはないんですけれど

も、書類等は、６月30日に完成したというふうになると思います。その辺は理解をしますけれど

も、こんな慌ててですね、今月末を工期としたのは、まず、なぜかですね。６月いっぱいを工期

にしたのはなぜかということで、国からのというふうなことも、先般の一般質問のときにありま

したけど、そこを確認、国と協議したのか等を含めてですね。 

次に、今回、こういう事業が、これだけの事業がありますと、完成しますと今後の市民への対

応の窓口はどこになるのかですね。例えば、今後、先ほど議会も可決されましたけど、新設を含

めてこれから撤去等もあると思います。そういう場合は端末機とケーブルテレビとありますけれ

ども、その窓口はどこになるのか。 

それと、これは私は今回聞こうかちょっと迷ったんですけど、引っ越し、県営住宅に入居され

る人からちょっと聞いたんですけれども、これが貸与品ですけれども、備品としてこれは当然管

理すると思うんですけれども、それはどこが管理するのかですね。備品として貸与品で、その端

末機は備品になると思いますけれども、それはどこが管理していくのか。 

以上、４点お願いします。 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

まず、はじめに、行政告知放送端末機の発注時の世帯数、そしてまた設置数ですが、交付金の

申請時の世帯数は実施設計の世帯数として算定しますので、契約書、明細書における数量は１万

5,774世帯ということになります。 

最終の設置世帯数は、６月30日までに１万2,708世帯としています。すみません、１万2,768世

帯とするところです。 

続きまして、国との工期延長の協議でございますが、事故繰り越しにつきましては、国の経費

の経済的、効率的な執行の観点から、一定の条件の下、一般会計年度内に使用し終わらなかった

歳出予算の金額を不用とせずに、翌年度に繰り越して使用することが認められる制度でございま

す。今般の地域情報通信基盤整備推進事業の手続きは、財政法第42条但し書きに規定した事故繰

り越し手続きであり、予算の執行の過程において避け難い事故、暴風、洪水、地震等の異常な天

然現象、あるいは債務者の契約上の義務違反などのために、その年度内に支出を終わらない状況

に立ち至った場合に、翌年度に繰り越して使用できる制度でございます。 

この繰り越し手続きは国が繰り越す手続きでありますので、総務省の指示により、志布志市は

地域情報通信基盤整備推進交付金事業について、九州総合通信局を通じて事故繰り越しの要望・

協議を行ってきたところであります。その後、志布志市の事業は総務省と財務省の協議により、

財務省から事故繰り越しとして認めると内諾がございましたので、予算を翌年度へ繰り越したと

ころであります。そして、今６月議会で報告第２号、事故繰越し繰越計算書について報告を行い

まして、承認をいただいているところでございます。 

続きまして、今後の対応の窓口についてでございますが、事業完了後の対応窓口は情報管理課
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が引き続き行うこととなっています。市民の方々は新設、撤去、移設の場合、一次窓口である情

報管理課に御連絡いただければ対応することになります。新規に告知放送端末を設置する場合、

引き込み線等の工事は市の認定する事業所が行うこととしております。工事完了後、告知放送端

末機の場所を変える場合等の移設費用は本人都合となりますので、自己負担により工事をお願い

することとしております。告知放送端末機の故障・修理につきましては、運営事業者に修繕を委

託することとしております。なお、ケーブルテレビやインターネットの新設、撤去、移設は運営

事業者のサービス提供ですので、運営事業者が対応することになります。 

次に貸与品でありますが、備品として管理するのかということでございますが、本市の住民基

本台帳に記載されており、告知放送端末設置を希望する世帯に対しまして、告知放送端末及びＶ

―ＯＮＵ機器を貸与し、工事費を補助する市の支援策を創設したところでございます。貸与する

告知放送端末機等につきましては、志布志市物品管理規則に基づきまして、備品として管理しま

して物品貸付簿を作成して市民に貸し付けることになります。 

○３番（西江園 明君） 今るる市長が法に基づいた、根拠法令等るる、前に答弁いただきまし

たような形で答弁いただきましたけれども、私が聞いているのは、事故繰り越しは当然協議せな

いかんわけですよ、繰り越しをするわけだから。これを新年度になってからですよ、６月いっぱ

いまでと言っせえ、国から、総務省からの指示でしたというような、今答弁でしたけれども、そ

れまでには事故繰り越してもらうように要望・協議をしてきたと。じゃあ、４月以降に６月いっ

ぱいというのはきついから、これを７月とか８月に延ばすという協議はしなかったのかというの

を聞いているんです。 

それと、情報管理課が今後対応していくということで、この貸与品の考え方ですけど、今市長

の答弁で、世帯主と貸与ということで答弁なんですけども、今後物品管理規則によって、私が言

った県営住宅の場合に、私が相談を受けた人が退去したいと、そうする場合に問い合わせをした

ら、壁等に穴を空けたやつはきれいに撤去してくださいというふうに言われたということで、私

もちょっとふに落ちなかったものですから、県の方は今はもう指定管理者制度を取っていますか

ら、そこに聞いてみたら即答ができなくて、あとから電話をもらって、「そのまま置いていって帰

ってください」というふうな、その場合は市と話し合って、ですから情報管理課と多分話をされ

たと思うんですけれども、ということであとから、そのまま、そこに置いて退去してくださいと

いうふうなことを受けたわけです。じゃあ、その人が、今市長の答弁では、私に貸与しているわ

けですよ。その人が出た場合に、その人がじゃあ民間のアパートに今度引っ越した場合に、こう

いう場合どうなるんですか貸与品としての。市内のアパートに引っ越した場合。ですから、私が

聞いているのは、世帯主に貸与しているんでしょうと、だから県営とか市営住宅に入っている人

は、その人が持って行ってもいいわけですよね。そこのところはどう考えているのか、お聞きし

ます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 県営住宅等をはじめまして、賃貸住宅に入居されている方につ

いては、今回の要綱で特例として定めているところでございますが、賃貸住宅に入居する被貸与
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者が転出等で退去すると、そうして、そのあと新たな被貸与者が入居する見込みがあるときは、

入居するまでの期間において建物の管理者に告知放送端末の管理をさせることができる、という

ような規定を今回設けるところでございます。 

それから、工期延長の件でございますが、工期延長につきましては、今回事故繰り越しで総通

局を通じて国の方から指示があったのは、６月30日までに完了させなさいと、完了しなさいとい

うような指示を受けております。ですので、これ以上の工期延長はできないということで協議で

きる状況じゃないということでございます。 

○３番（西江園 明君） ちょっと答弁がずれているような気がしますけど。工期延長を今回も

この補正で、これに関する事業が1,000万以上の補正が計上、単独でですよ、一般財源で計上され

ていますよね。だから、最初はそれは６月30日出したけれども、その後、最初事故繰り越しをす

るときには宮崎県で発生した口てい疫を理由にしたりとかいろんなことを理由にしてですよ、何

とか延ばして認めてもらった、じゃあ、それでもうひと安心してですよ、６月30日、現実に終わ

ればいいですよ、現場がですよ。私が言うのは業者泣かせになっているんじゃないかと、終わら

んのに、なんでそこでもうちょっと努力して、一般財源を使わんでも、今日もさっき追加をした

分でも、3,000もマイナスになればこれだけの台数を設置できるわけですよ、極端に言えばですよ。

マイナス3,000台も発注から減っているわけだから、3,000台の余裕があったわけですよ、工期さ

えあれば設置できたでしょう。だから、その辺のところの市長の行動力というのをですね、もう

ちょっと無かったのか。 

じゃあ、この４月以降は一切国とはこのことについては協議していなかったんですね。その確

認と、今の貸与なんですけど、私が聞いているのは、じゃあその人が県営住宅から引っ越して民

間のアパートに行ったときには、この人には負担は発生しないんですねということを聞いている

んです。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 国からの協議についてでございますが、九州総通局とは毎回毎

回やり取りをしております。その中で、総通局の方から指示があるのが、６月30日までに確実に

終わりますかと、それと、現在の進捗率はどうですかということを毎回毎回聞かれると、そうい

うような照会があるもんですから、それについて毎回毎回答えるというようなことでございます。

国としては６月30日工期は厳守ということで、毎回そのような形で市の方に照会をしてきておる

状況でございます。 

それから、県営住宅等でございますけども、県営住宅等において一番考えられるのは、この賃

貸住宅の管理者ですか、管理者がその物を管理してもらうということでございます。そうして、

そこに置いていただいて、ほかのアパートに入られるときには、そこに付いておればそれを活用

していただくと。もし、そこに付いていないということであれば、また申請をしていただくとい

う形になろうかと思います。 

［「費用負担はあるのかと聞いている。」と呼ぶ者あり］ 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 費用負担はないということでございます。 
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○市長（本田修一君） お答えいたします。 

ただいま課長が答弁しましたように、このことにつきましては、九州総合通信局といつもやり

取りをしておりまして、国の方からの指導があるところでございます。ということで、６月30日

厳守というような形で私どもは対応してきたところでございます。 

［何言か言う者あり］ 

○市長（本田修一君） お答えいたします。 

私自身は、１月に九州総合通信局に行った時点でそのことを指導を受けたところでございます。

そして、またその後、４月以降につきましては課長の方で対応しているところでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第44号は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第44号は、可決されました。 

──────○────── 

 日程第９ 議案第45号 工事請負契約の変更について 

○議長（上村 環君） 日程第９、議案第45号、工事請負契約の変更についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第45号、工事請負契約の変更について説明を申し上げます。 

本案は、行政告知放送端末及び映像用回線終端装置の数量等を変更することに伴い、志布志市

地域情報通信基盤整備推進事業センター設備整備工事の請負契約を変更して締結するに当たり、

地方自治法第96条第１項第５号及び志布志市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、平成22年10月28日可決された議案第60号に基づいて締結した工事請負契

約の金額を、16億868万9,197円から15億8,538万4,500円に変更して締結するものであります。 

詳細につきましては担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 議案第45号につきまして、補足して説明を申し上げます。 

変更の主な理由としまして、行政告知放送端末及び映像用回線終端装置、これが当初台数１万
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5,834台から１万2,768台、これは公共施設も含んでおりますが、減少をするものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○２番（下平晴行君） 直接、契約には関係はないんですけども、このセンター設備の設置機械

ですね、私も質疑の中で、いわゆる津波じゃないですけど、水が、海水等が来た場合、その対策

はできているのか。やはり、その管理をちゃんとすべきじゃないか、いわゆる防水対策がしてあ

るのかどうか、そこら辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回のセンター設備建物棟につきましては、一般的な工法で行

ったところでございます。その後、東北地方の方で大震災が発生をしたところでございまして、

今回の工事には間に合わなかったところでございます。 

今後、周りをブロック等で囲むようなかさ上げ等について現在検討しているところでございま

す。 

○２番（下平晴行君） よく分かりましたけども、これは補助事業であるわけですよね。これは

単独でされるのか、それとも、国がそういう対応のことを考えているのかですね、そこら辺の協

議をしているのか、お聞きしたいと思います。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） このかさ上げ等の費用については、まだ国とは相談をしていな

いところです。今後、国の方にも相談をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○３番（西江園 明君） ちょっと金額、約3,000台ぐらい減るわけですよね、設置戸数が。それ

が今回この分は、45号は160万ぐらいということは、これは機械代ですよね、端末機の。１台いく

らするんですか、この機械は。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） １万2,750円。告知端末が１万2,750円でございます。 

○議長（上村 環君） もう１回、明確に。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 端末台数は１台、１万2,750円でございます。 

○３番（西江園 明君） 今、１万2,750円の3,000台はもう買わんということでしょう。設置せ

んから当然購入しないということですね。それと、この説明資料では、端末機の機械は３万9,400

円で100台予算計上していますよね。これとの整合性はどうなるんですか。3,000台減ったけど、

それは当然設置せんから購入しないんでしょう。それで、先ほど課長の答弁で１万どしこ、予算

書では３万4,900円、どれがどうなんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 端末の金額につきましては、まず、ＦＭ告知端末でございます

が、価格をちょっと訂正させていただきます。１万2,160円が告知放送端末の金額でございます。 

それから、ＯＮＵですけれども、ＯＮＵの端末が１万7,400円ということでございます。これは、

機械そのものの単価ということでございます。 

それから、この行政告知端末設置事業における金額につきましては、これは合計した額という

ことでございます。そして、この中にはこの機械の配線材料等を含んだ額ということになります。 
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○３番（西江園 明君） 今その合わせて約３万9,000円、１万2,160円と１万7,400円言われまし

たけど、それを3,000とした場合にこの金額になりますかね。158万5,000円、消費税込みでですけ

どですね。この150何万の金額は内訳はこれでしょう、これじゃないんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 変更前と変更後の増減額につきましては、これだけの変更内容

ではなくて、そのほか追加になるものもあるところでございます。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

○24番（野村公一君） 先程来答弁を聞いておりまして、ちょっと確認をしておきたいというふ

うに思いますが、端末機の貸与契約ですけれども、市とそれから戸籍上の住人になるのか、ある

いは市と戸籍上の住宅所有者になるのか、ちょっとそこをしっかりと教えてください。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回貸与します市民につきましては住民と、住宅に入居されて

いらっしゃる人ということになります。 

○24番（野村公一君） そうなりますと、設置をする際の契約は住人ではなくて住宅の所有者だ

ったんですよ、そこはどうお考えになっているんですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 今回告知放送端末の申し込みをしていただいた方は、住民票の

ある市民ということで、市民にお願いしたところでございます。そして、申し込みの御本人とい

うのは、例えば賃貸住宅等であれば、そこに入居していらっしゃる方が申し込み人ということに

なります。そして、その賃貸住宅等は勝手に工事ができないものですから、その賃貸住宅の所有

者、管理者の承諾をいただいて申し込みをしていただくというような方法をとってきたところで

ございます。 

○24番（野村公一君） そういうことであれば、先ほど３番議員が言われた公営住宅から住宅を

転居される、そういうときには当然その方に付けて渡していいんじゃないかな。そこら辺はしっ

かりと定義付けをしていないと必ずもめますよ、「これは私が契約した物だから私が持っていく」

とかいうことになりますからね、そこはしっかりと定義付けをしておいて欲しいというふうに思

うんですが、どうですか。 

○情報管理課長（徳満裕幸君） 賃貸住宅から賃貸住宅等に移られる場合でございますが、今回

このようなケースが考えられますので、先ほど御説明申し上げましたように賃貸住宅の管理者が、

この機器等を管理していただく方法も特例で設けたところでございます。その人が、入居されて

いらっしゃる方が、そこに機械を置いていくということで新たな住宅にまた入られる場合には、

そこでお申し込みをしていただいて新規に取り付けるなり、行った先に告知放送端末があればそ

れをお使いいただくということになろうかと思います。 

○議長（上村 環君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第45号は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は、可決されました。 

──────○────── 

 日程第10 議案第46号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

○議長（上村 環君） 日程第10、議案第46号、損害賠償の額を定め、和解することについてを

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第46号、損害賠償の額を定め、和解することについて説明を申し上げます。 

本案は、刈払作業に伴う事故による損害を賠償し、和解するため、地方自治法第96条第１項第

12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、平成23年５月17日午後２時45分頃、市道吉村・押切線の刈払作業中に、

建設課嘱託職員が使用していた刈払機で誤って雑草中の小石をはね、同市道を吉村方向から押切

方向に走行していた■■■の■■■■氏の所有する普通乗用車の左前方側面ガラスに接触し、車

両を破損したものであります。 

事故の原因は、刈払作業前に雑草中の小石等の確認が不十分であったためであり、過失割合を

市が100％、同氏が０％とし、同氏の所有する普通乗用車の原形復旧に要する費用２万円を市が同

氏に賠償し、和解するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第46号は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第46号は、可決されました。 
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──────○────── 

 日程第11 議案第47号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第３号） 

○議長（上村 環君） 日程第11、議案第47号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（本田修一君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第47号、平成23年度志布志市一般会計補正予算（第３号）について説明を申し上げます。 

本案は、平成23年度志布志市一般会計歳入歳出予算について、刈払作業に伴う事故による損害

賠償金に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経る

必要があることから提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ184億6,363万2,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算の説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の雑入は、事故保険金を２万円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 

歳出の土木費は、刈り払い作業に伴う事故による損害賠償金を２万円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上村 環君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第47号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は、原案のとおり可決さ

れました。 

──────○────── 

 日程第12 議員派遣の決定 

○議長（上村 環君） 日程第12、議員派遣の決定を行います。 

お諮りします。議員派遣の決定につきましては、会議規則第163条第１項の規定により、お手元
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に配付してある内容のとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の決定については、配付し

てある内容のとおり決定しました。 

──────○────── 

 日程第13 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（上村 環君） 日程第13、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

配付してある文書写しのとおり、総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長、

及び議会運営委員長から、閉会中の継続調査申し出がありました。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（上村 環君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

──────○────── 

○議長（上村 環君） 以上で、今定例会に付議されました全ての案件を終了しましたので、こ

れをもって議事を閉じ、平成23年第２回志布志市議会定例会を閉会します。 

午前11時55分 閉会 




